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会社法
平成１７年法律第８６号

第１編 総則

第１章 通則

第２章 会社の商号

第３章 会社の使用人等

第１節 会社の使用人

第２節 会社の代理商

第４章 事業の譲渡をした場合の競業の禁止等

第２編 株式会社

第１章 設立

第１節 総則

第２節 定款の作成

第３節 出資

第４節 設立時役員等の選任及び解任

第５節 設立時取締役等による調査

第６節 設立時代表取締役等の選定等

第７節 株式会社の成立

第８節 発起人等の責任等

第９節 募集による設立

第１款 設立時発行株式を引き受ける者の募集

第２款 創立総会等

第３款 設立に関する事項の報告

第４款 設立時取締役等の選任及び解任

第５款 設立時取締役等による調査

第６款 定款の変更

第７款 設立手続等の特則等

第２章 株式

第１節 総則

第２節 株主名簿

第３節 株式の譲渡等

第１款 株式の譲渡

第２款 株式の譲渡に係る承認手続

第３款 株式の質入れ

第４款 信託財産に属する株式についての対抗要件等

第４節 株式会社による自己の株式の取得

第１款 総則

第２款 株主との合意による取得
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第１目 総則

第２目 特定の株主からの取得

第３目 市場取引等による株式の取得

第３款 取得請求権付株式及び取得条項付株式の取得

第１目 取得請求権付株式の取得の請求

第２目 取得条項付株式の取得

第４款 全部取得条項付種類株式の取得

第５款 相続人等に対する売渡しの請求

第６款 株式の消却

第４節の２ 特別支配株主の株式等売渡請求

第５節 株式の併合等

第１款 株式の併合

第２款 株式の分割

第３款 株式無償割当て

第６節 単元株式数

第１款 総則

第２款 単元未満株主の買取請求

第３款 単元未満株主の売渡請求

第４款 単元株式数の変更等

第７節 株主に対する通知の省略等

第８節 募集株式の発行等

第１款 募集事項の決定等

第２款 募集株式の割当て

第３款 金銭以外の財産の出資

第４款 出資の履行等

第５款 募集株式の発行等をやめることの請求

第６款 募集に係る責任等

第９節 株券

第１款 総則

第２款 株券の提出等

第３款 株券喪失登録

第１０節 雑則

第３章 新株予約権

第１節 総則

第２節 新株予約権の発行

第１款 募集事項の決定等

第２款 募集新株予約権の割当て

第３款 募集新株予約権に係る払込み

第４款 募集新株予約権の発行をやめることの請求

第５款 雑則
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第３節 新株予約権原簿

第４節 新株予約権の譲渡等

第１款 新株予約権の譲渡

第２款 新株予約権の譲渡の制限

第３款 新株予約権の質入れ

第４款 信託財産に属する新株予約権につい

第５節 株式会社による自己の新株予約権の取得

第１款 募集事項の定めに基づく新株予約権の取得

第２款 新株予約権の消却

第６節 新株予約権無償割当て

第７節 新株予約権の行使

第１款 総則

第２款 金銭以外の財産の出資

第３款 責任

第４款 雑則

第８節 新株予約権に係る証券

第１款 新株予約権証券

第２款 新株予約権付社債券

第３款 新株予約権証券等の提出

第４章 機関

第１節 株主総会及び種類株主総会

第１款 株主総会

第２款 種類株主総会

第２節 株主総会以外の機関の設置

第３節 役員及び会計監査人の選任及び解任

第１款 選任

第２款 解任

第３款 選任及び解任の手続に関する特則

第４節 取締役

第５節 取締役会

第１款 権限等

第２款 運営

第６節 会計参与

第７節 監査役

第８節 監査役会

第１款 権限等

第２款 運営

第９節 会計監査人

第９節の２ 監査等委員会

第１款 権限等
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第２款 運営

第３款 監査等委員会設置会社の取締役会の権限等

第１０節 指名委員会等及び執行役

第１款 委員の選定、執行役の選任等

第２款 指名委員会等の権限等

第３款 指名委員会等の運営

第４款 指名委員会等設置会社の取締役の権限等

第５款 執行役の権限等

第１１節 役員等の損害賠償責任

第５章 計算等

第１節 会計の原則

第２節 会計帳簿等

第１款 会計帳簿

第２款 計算書類等

第３款 連結計算書類

第３節 資本金の額等

第１款 総則

第２款 資本金の額の減少等

第１目 資本金の額の減少等

第２目 資本金の額の増加等

第３目 剰余金についてのその他の処分

第４節 剰余金の配当

第５節 剰余金の配当等を決定する機関の特則

第６節 剰余金の配当等に関する責任

第６章 定款の変更

第７章 事業の譲渡等

第８章 解散

第９章 清算

第１節 総則

第１款 清算の開始

第２款 清算株式会社の機関

第１目 株主総会以外の機関の設置

第２目 清算人の就任及び解任並びに監査役の退任

第３目 清算人の職務等

第４目 清算人会

第５目 取締役等に関する規定の適用

第３款 財産目録等

第４款 債務の弁済等

第５款 残余財産の分配

第６款 清算事務の終了等
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第７款 帳簿資料の保存

第８款 適用除外等

第２節 特別清算

第１款 特別清算の開始

第２款 裁判所による監督及び調査

第３款 清算人

第４款 監督委員

第５款 調査委員

第６款 清算株式会社の行為の制限等

第７款 清算の監督上必要な処分等

第８款 債権者集会

第９款 協定

第１０款 特別清算の終了

第３編 持分会社

第１章 設立

第２章 社員

第１節 社員の責任等

第２節 持分の譲渡等

第３節 誤認行為の責任

第３章 管理

第１節 総則

第２節 業務を執行する社員

第３節 業務を執行する社員の職務を代行する者

第４章 社員の加入及び退社

第１節 社員の加入

第２節 社員の退社

第５章 計算等

第１節 会計の原則

第３節 計算書類

第４節 資本金の額の減少

第５節 利益の配当

第６節 出資の払戻し

第７節 合同会社の計算等に関する特則

第１款 計算書類の閲覧に関する特則

第２款 資本金の額の減少に関する特則

第３款 利益の配当に関する特則

第４款 出資の払戻しに関する特則

第５款 退社に伴う持分の払戻しに関する特

第６章 定款の変更

第７章 解散
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第８章 清算

第１節 清算の開始

第２節 清算人

第３節 財産目録等

第４節 債務の弁済等

第５節 残余財産の分配

第６節 清算事務の終了等

第７節 任意清算

第８節 帳簿資料の保存

第９節 社員の責任の消滅時効

第１０節 適用除外等

第４編 社債

第１章 総則

第２章 社債管理者

第３章 社債権者集会

第５編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転

第１章 組織変更

第１節 通則

第２節 株式会社の組織変更

第３節 持分会社の組織変更

第２章 合併

第１節 通則

第２節 吸収合併

第１款 株式会社が存続する吸収合併

第２款 持分会社が存続する吸収合併

第３節 新設合併

第１款 株式会社を設立する新設合併

第２款 持分会社を設立する新設合併

第３章 会社分割

第１節 吸収分割

第１款 通則

第２款 株式会社に権利義務を承継させる吸収分割

第３款 持分会社に権利義務を承継させる吸収分割

第２節 新設分割

第１款 通則

第２款 株式会社を設立する新設分割

第３款 持分会社を設立する新設分割

第４章 株式交換及び株式移転

第１節 株式交換

第１款 通則
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第２款 株式会社に発行済株式を取得させる株式交換

第３款 合同会社に発行済株式を取得させる株式交換

第２節 株式移転

第５章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続

第１節 組織変更の手続

第１款 株式会社の手続

第２款 持分会社の手続

第２節 吸収合併等の手続

第１款 吸収合併消滅会社、吸収分割会社及び株式交換完全子会社の手続

第１目 株式会社の手続

第２目 持分会社の手続

第２款 吸収合併存続会社、吸収分割承継会社及び株式交換完全親会社の手続

第１目 株式会社の手続

第２目 持分会社の手続

第３節 新設合併等の手続

第１款 新設合併消滅会社、新設分割会社及び株式移転完全子会社の手続

第１目 株式会社の手続

第２目 持分会社の手続

第２款 新設合併設立会社、新設分割設立会社及び株式移転設立完全親会社の手続

第１目 株式会社の手続

第２目 持分会社の手続

第６編 外国会社

第７編 雑則

第１章 会社の解散命令等

第１節 会社の解散命令

第２節 外国会社の取引継続禁止又は営業所閉鎖の命令

第２章 訴訟

第１節 会社の組織に関する訴え

第１節の２ 売渡株式等の取得の無効の訴え

第２節 株式会社における責任追及等の訴え

第３節 株式会社の役員の解任の訴え

第４節 特別清算に関する訴え

第５節 持分会社の社員の除名の訴え等

第６節 清算持分会社の財産処分の取消しの訴え

第７節 社債発行会社の弁済等の取消しの訴え

第３章 非訟

第１節 総則

第２節 新株発行の無効判決後の払戻金増減の手続に関する特則

第３節 特別清算の手続に関する特則

第１款 通則
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第２款 特別清算の開始の手続に関する特則

第３款 特別清算の実行の手続に関する特則

第４款 特別清算の終了の手続に関する特則

第４節 外国会社の清算の手続に関する特則

第５節 会社の解散命令等の手続に関する特則

第４章 登記

第１節 総則

第２節 会社の登記

第１款 本店の所在地における登記

第２款 支店の所在地における登記

第３節 外国会社の登記

第４節 登記の嘱託

第５章 公告

第１節 総則

第２節 電子公告調査機関

第８編 罰則

附則

第１編 総則

第１章 通則

（趣旨）

第１条 会社の設立、組織、運営及び管理については、他の法律に特別の定めがある場合

を除くほか、この法律の定めるところによる。

（定義）

第２条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。

一 会社 株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。

二 外 国 会 社 外 国 の 法 令 に 準 拠 し て 設 立 さ れ た 法 人 そ の 他 の 外 国 の 団 体 で あ っ

て、会社と同種のもの又は会社に類似するものをいう。

三 子会社 会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会

社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。

三の２ 子会社等 次のいずれかに該当する者をいう。

イ 子会社

ロ 会社以外の者がその経営を支配している法人として法務省令で定めるもの

四 親会社 株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配して

いる法人として法務省令で定めるものをいう。

四の２ 親会社等 次のいずれかに該当する者をいう。
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イ 親会社

ロ 株 式 会 社 の 経 営 を 支 配 し て い る 者 （ 法 人 で あ る も の を 除 く 。） と し て 法 務 省

令で定めるもの

五 公開会社 その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式

の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社

をいう。

六 大会社 次に掲げる要件のいずれかに該当する株式会社をいう。

イ 最終事業年度に係る貸借対照表（第４３９条前段に規定する場合にあっては、

同条 の規定により定時株主総会に報告された貸借対照表をいい、株式会社の成

立後 最初の定時株主総会までの間においては、第４３５条第１項の貸借対照表

を い う 。 ロ に お い て 同 じ 。） に 資 本 金 と し て 計 上 し た 額 が ５ 億 円 以 上 で あ る こ

と。

ロ 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が２００億

円以上であること。

七 取締役会設置会社 取締役会を置く株式会社又はこの法律の規定により取締役

会を置かなければならない株式会社をいう。

八 会計参与設置会社 会計参与を置く株式会社をいう。

九 監査役設置会社 監査役を置く株式会社（その監査役の監査の範囲を会計に関

す る も の に 限 定 す る 旨 の 定 款 の 定 め が あ る も の を 除 く 。） 又 は こ の 法 律 の 規 定 に

より監査役を置かなければならない株式会社をいう。

十 監査役会設置会社 監査役会を置く株式会社又はこの法律の規定により監査役

会を置かなければならない株式会社をいう。

十一 会計監査人設置会社 会計監査人を置く株式会社又はこの法律の規定により

会計監査人を置かなければならない株式会社をいう。

十一の２ 監査等委員会設置会社 監査等委員会を置く株式会社をいう。

十二 指名委員会等設置会社 指名委員会、監査委員会及び報酬委員会（以下「指

名委員会等」という。）を置く株式会社をいう。

十三 種類株式発行会社 剰余金の配当その他の第１０８条第１項各号に掲げる事

項について内容の異なる２以上の種類の株式を発行する株式会社をいう。

十四 種類株主総会 種類株主（種類株式発行会社におけるある種類の株式の株主

をいう。以下同じ。）の総会をいう。

十五 社外取締役 株式会社の取締役であって、次に掲げる要件のいずれにも該当

するものをいう。

イ 当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役（株式会社の第３６３条第１

項各 号に掲げる取締役及び当該株式会社の業務を執行したその他の取締役をい

う 。 以 下 同 じ 。） 若 し く は 執 行 役 又 は 支 配 人 そ の 他 の 使 用 人 （ 以 下 「 業 務 執 行

取 締 役 等 」 と い う 。） で な く 、 か つ 、 そ の 就 任 の 前 １ ０ 年 間 当 該 株 式 会 社 又 は

その子会社の業務執行取締役等であったことがないこと。

ロ その就任の前１０年内のいずれかの時において当該株式会社又はその子会社

の取締役、会計参与（会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員）
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又は 監査役であったことがある者（業務執行取締役等であったことがあるもの

を 除 く 。） に あ っ て は 、 当 該 取 締 役 、 会 計 参 与 又 は 監 査 役 へ の 就 任 の 前 １ ０ 年

間当 該株式会社又はその子会社の業務執行取締役等であったことがないこと。

ハ 当 該 株 式 会 社 の 親 会 社 等 （ 自 然 人 で あ る も の に 限 る 。） 又 は 親 会 社 等 の 取 締

役若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人でないこと。

ニ 当該株式会社の親会社等の子会社等（当該株式会社及びその子会社を除く。）

の業務執行取締役等でないこと。

ホ 当該株式会社の取締役若しくは執行役若しくは支配人その他の重要な使用人

又 は 親 会 社 等 （ 自 然 人 で あ る も の に 限 る 。） の 配 偶 者 又 は ２ 親 等 内 の 親 族 で な

いこと。

十六 社外監査役 株式会社の監査役であって、次に掲げる要件のいずれにも該当

するものをいう。

イ その就任の前１０年間当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与（会

計 参 与 が 法 人 で あ る と き は 、 そ の 職 務 を 行 う べ き 社 員 。 ロ に お い て 同 じ 。） 若

しくは執行役又は支配人その他の使用人であったことがないこと。

ロ その就任の前１０年内のいずれかの時において当該株式会社又はその子会社

の監 査役であったことがある者にあっては、当該監査役への就任の前１０年間

当該 株式会社又はその子会社の取締役、会計参与若しくは執行役又は支配人そ

の他の使用人であったことがないこと。

ハ 当 該 株 式 会 社 の 親 会 社 等 （ 自 然 人 で あ る も の に 限 る 。） 又 は 親 会 社 等 の 取 締

役、監査役若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人でないこと。

ニ 当該株式会社の親会社等の子会社等（当該株式会社及びその子会社を除く。）

の業務執行取締役等でないこと。

ホ 当 該 株 式 会 社 の 取 締 役 若 し く は 支 配 人 そ の 他 の 重 要 な 使 用 人 又 は 親 会 社 等

（自然人であるものに限る。）の配偶者又は２親等内の親族でないこと。

十七 譲渡制限株式 株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として譲

渡に よる当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定めを設け

ている場合における当該株式をいう。

十八 取得請求権付株式 株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容とし

て株 主が当該株式会社に対して当該株式の取得を請求することができる旨の定

めを設けている場合における当該株式をいう。

十九 取得条項付株式 株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として

当該 株式会社が一定の事由が生じたことを条件として当該株式を取得すること

ができる旨の定めを設けている場合における当該株式をいう。

二十 単元株式数 株式会社がその発行する株式について、一定の数の株式をもっ

て株 主が株主総会又は種類株主総会において１個の議決権を行使することがで

きる １単元の株式とする旨の定款の定めを設けている場合における当該一定の

数をいう。

二十一 新株予約権 株式会社に対して行使することにより当該株式会社の株式の

交付を受けることができる権利をいう。
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二十二 新株予約権付社債 新株予約権を付した社債をいう。

二十三 社債 この法律の規定により会社が行う割当てにより発生する当該会社を

債 務者とする金銭債権であって、第６７６条各号に掲げる事項についての定

めに従い償還されるものをいう。

二十四 最終事業年度 各事業年度に係る第４３５条第２項に規定する計算書類に

つ き第４３８条第２項の承認（第４３９条前段に規定する場合にあっては、

第 ４３６条第３項の承認）を受けた場合における当該各事業年度のうち最も

遅いものをいう。

二十五 配当財産 株式会社が剰余金の配当をする場合における配当する財産をい

う。

二十六 組織変更 次のイ又はロに掲げる会社がその組織を変更することにより当

該イ又はロに定める会社となることをいう。

イ 株式会社 合名会社、合資会社又は合同会社

ロ 合名会社、合資会社又は合同会社 株式会社

二十七 吸収合併 会社が他の会社とする合併であって、合併により消滅する会社

の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させるものをいう。

二十八 新設合併 ２以上の会社がする合併であって、合併により消滅する会社の

権利義務の全部を合併により設立する会社に承継させるものをいう。

二十九 吸収分割 株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全

部又は一部を分割後他の会社に承継させることをいう。

三十 新設分割 １又は２以上の株式会社又は合同会社がその事業に関して有する

権利 義務の全部又は一部を分割により設立する会社に承継させることをいう。

三十一 株式交換 株式会社がその発行済株式（株式会社が発行している株式をい

う 。 以 下 同 じ 。） の 全 部 を 他 の 株 式 会 社 又 は 合 同 会 社 に 取 得 さ せ る こ と を い

う。

三十二 株式移転 １又は２以上の株式会社がその発行済株式の全部を新たに設立

する株式会社に取得させることをいう。

三 十 三 公 告 方 法 会 社 （ 外 国 会 社 を 含 む 。） が 公 告 （ こ の 法 律 又 は 他 の 法 律 の 規

定 により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているも

のを除く。）をする方法をいう。

三十四 電子公告 公告方法のうち、電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方

法 その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものを

い う 。 以 下 同 じ 。） に よ り 不 特 定 多 数 の 者 が 公 告 す べ き 内 容 で あ る 情 報 の 提

供 を受けることができる状態に置く措置であって法務省令で定めるものをと

る方法をいう。

（法人格）

第３条 会社は、法人とする。

（住所）
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第４条 会社の住所は、その本店の所在地にあるものとする。

（商行為）

第 ５ 条 会 社 （ 外 国 会 社 を 含 む 。 次 条 第 １ 項 、第 ８ 条 及 び 第 ９ 条に お い て 同 じ 。） がそ の

事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。

第２章 会社の商号

（商号）

第６条 会社は、その名称を商号とする。

２ 会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、それぞれそ

の商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければ

ならない。

３ 会社は、その商号中に、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を

用いてはならない。

（会社と誤認させる名称等の使用の禁止）

第７条 会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある

文字を用いてはならない。

第８条 何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又

は商号を使用してはならない。

２ 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又

は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するお

それがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

（自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任）

第９条 自己の商号を使用して事業又は営業を行うことを他人に許諾した会社は、当該会

社が当該事業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連

帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。

第３章 会社の使用人等

第１節 会社の使用人

（支配人）

第 １ ０ 条 会 社 （ 外 国 会 社 を 含 む 。 以 下 こ の 編に お い て 同 じ 。） は、 支 配 人 を 選任 し 、 そ

の本店又は支店において、その事業を行わせることができる。

（支配人の代理権）
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第１１条 支配人は、会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を

する権限を有する。

２ 支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。

３ 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

（支配人の競業の禁止）

第１２条 支配人は、会社の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。

一 自ら営業を行うこと。

二 自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすること。

三 他 の 会 社 又 は 商 人 （ 会 社 を 除 く 。 第 ２ ４ 条 に お い て 同 じ 。） の 使 用 人 と な る

こと。

四 他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。

２ 支配人が前項の規定に違反して同項第２号に掲げる行為をしたときは、当該行

為によって支配人又は第三者が得た利益の額は、会社に生じた損害の額と推定す

る。

（表見支配人）

第１３条 会社の本店又は支店の事業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、

当該本店又は支店の事業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものと

みなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。

（ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人）

第１４条 事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関

する一切の裁判外の行為をする権限を有する。

２ 前項に規定する使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗すること

ができない。

（物品の販売等を目的とする店舗の使用人）

第１５条 物品の販売等（販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条にお

い て 同 じ 。） を 目 的 と す る 店 舗 の 使 用 人 は 、 そ の 店 舗 に 在 る 物 品 の 販 売 等 を す る

権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りで

ない。

第２節 会社の代理商

（通知義務）

第１６条 代理商（会社のためにその平常の事業の部類に属する取引の代理又は媒介をす

る 者 で 、 そ の 会 社 の 使 用 人 で な い も の を い う 。 以 下 こ の 節 に お い て 同 じ 。） は 、

取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、会社に対して、その旨の通知を発
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しなければならない。

（代理商の競業の禁止）

第１７条 代理商は、会社の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。

一 自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすること。

二 会社の事業と同種の事業を行う他の会社の取締役、執行役又は業務を執行す

る社員となること。

２ 代理商が前項の規定に違反して同項第１号に掲げる行為をしたときは、当該行

為によって代理商又は第三者が得た利益の額は、会社に生じた損害の額と推定す

る。

（通知を受ける権限）

第１８条 物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は、商法（明治３２年法律第４

８号）第５２６条第２項の通知その他の売買に関する通知を受ける権限を有する。

（契約の解除）

第１９条 会社及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、２箇月前までに予告し、

その契約を解除することができる。

２ 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、会社及び代理商は、

いつでもその契約を解除することができる。

（代理商の留置権）

第２０条 代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来

しているときは、その弁済を受けるまでは、会社のために当該代理商が占有する

物又は有価証券を留置することができる。ただし、当事者が別段の意思表示をし

たときは、この限りでない。

第４章 事業の譲渡をした場合の競業の禁止等

（譲渡会社の競業の禁止）

第 ２ １ 条 事 業 を 譲 渡 し た 会 社 （ 以 下 こ の 章 にお い て 「 譲 渡 会 社」 と い う 。） は、 当 事 者

の別段の意思表示がない限り、同一の市町村（特別区を含むものとし、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１９第１項の指定都市にあっては、

区 又 は 総 合 区 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。） の 区 域 内 及 び こ れ に 隣 接 す る 市 町 村

の区域内においては、その事業を譲渡した日から２０年間は、同一の事業を行っ

てはならない。

２ 譲渡会社が同一の事業を行わない旨の特約をした場合には、その特約は、その

事業を譲渡した日から３０年の期間内に限り、その効力を有する。

３ 前２項の規定にかかわらず、譲渡会社は、不正の競争の目的をもって同一の事
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業を行ってはならない。

（譲渡会社の商号を使用した譲受会社の責任等）

第 ２ ２ 条 事 業 を 譲 り 受 け た 会 社 （ 以 下 こ の 章に お い て 「 譲 受 会社 」 と い う 。） が譲 渡 会

社の商号を引き続き使用する場合には、その譲受会社も、譲渡会社の事業によっ

て生じた債務を弁済する責任を負う。

２ 前項の規定は、事業を譲り受けた後、遅滞なく、譲受会社がその本店の所在地

において譲渡会社の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合には、適用

しない。事業を譲り受けた後、遅滞なく、譲受会社及び譲渡会社から第三者に対

しその旨の通知をした場合において、その通知を受けた第三者についても、同様

とする。

３ 譲 受 会 社 が 第 １ 項 の 規 定 に よ り 譲 渡 会 社 の 債 務 を 弁 済 す る 責 任 を 負 う 場 合 に

は、譲渡会社の責任は、事業を譲渡した日後２年以内に請求又は請求の予告をし

ない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。

４ 第１項に規定する場合において、譲渡会社の事業によって生じた債権について、

譲受会社にした弁済は、弁済者が善意でかつ重大な過失がないときは、その効力

を有する。

（譲受会社による債務の引受け）

第２３条 譲受会社が譲渡会社の商号を引き続き使用しない場合においても、譲渡会社の

事業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、譲渡会社の債権者

は、その譲受会社に対して弁済の請求をすることができる。

２ 譲受会社が前項の規定により譲渡会社の債務を弁済する責任を負う場合には、

譲渡会社の責任は、同項の広告があった日後２年以内に請求又は請求の予告をし

ない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。

（詐害事業譲渡に係る譲受会社に対する債務の履行の請求）

第２３条の２ 譲渡会社が譲受会社に承継されない債務の債権者（以下この条において「残

存 債 権 者 」 と い う 。） を 害 す る こ と を 知 っ て 事 業 を 譲 渡 し た 場 合 に は 、 残 存 債 権

者は、その譲受会社に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履

行を請求することができる。ただし、その譲受会社が事業の譲渡の効力が生じた

時において残存債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。

２ 譲受会社が前項の規定により同項の債務を履行する責任を負う場合には、当該

責任は、譲渡会社が残存債権者を害することを知って事業を譲渡したことを知っ

た時から２年以内に請求又は請求の予告をしない残存債権者に対しては、その期

間を経過した時に消滅する。事業の譲渡の効力が生じた日から２０年を経過した

ときも、同様とする。

３ 譲渡会社について破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始

の決定があったときは、残存債権者は、譲受会社に対して第１項の規定による請

求をする権利を行使することができない。
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（商人との間での事業の譲渡又は譲受け）

第２４条 会社が商人に対してその事業を譲渡した場合には、当該会社を商法第１６条第

１項に規定する譲渡人とみなして、同法第１７条から第１８条の２までの規定を

適用する。この場合において、同条第３項中「又は再生手続開始の決定」とある

のは、「、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定」とする。

２ 会社が商人の営業を譲り受けた場合には、当該商人を譲渡会社とみなして、前

３条の規定を適用する。この場合において、前条第３項中「、再生手続開始の決

定 又 は 更 生 手 続 開 始 の 決 定 」 と あ る の は 、「 又 は 再 生 手 続 開 始 の 決 定 」 と す る 。

第２編 株式会社

第１章 設立

第１節 総則

第２５条 株式会社は、次に掲げるいずれかの方法により設立することができる。

一 次節から第８節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式（株

式 会 社 の 設 立 に 際 し て 発 行 す る 株 式 を い う 。 以 下 同 じ 。） の 全 部 を 引 き 受 け る

方法

二 次節、第３節、第３９条及び第６節から第９節までに規定するところにより、

発起 人が設立時発行株式を引き受けるほか、設立時発行株式を引き受ける者の

募集をする方法

２ 各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を１株以上引き受けなけ

ればならない。

第２節 定款の作成

（定款の作成）

第２６条 株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、

又は記名押印しなければならない。

２ 前項の定款は、電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって

は認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報

処 理 の 用 に 供 さ れ る も の と し て 法 務 省 令 で 定 め る も の を い う 。 以 下 同 じ 。） を も

って作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情

報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければ

ならない。

（定款の記載又は記録事項）

第２７条 株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
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一 目的

二 商号

三 本店の所在地

四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額

五 発起人の氏名又は名称及び住所

第２８条 株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第２６条第１項の定款に記

載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。

一 金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びに

その 者に対して割り当てる設立時発行株式の数（設立しようとする株式会社が

種類 株式発行会社である場合にあっては、設立時発行株式の種類及び種類ごと

の数。第３２条第１項第１号において同じ。）

二 株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲

渡人の氏名又は名称

三 株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起

人の氏名又は名称

四 株式会社の負担する設立に関する費用（定款の認証の手数料その他株式会社

に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。）

第２９条 第２７条各号及び前条各号に掲げる事項のほか、株式会社の定款には、この法

律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項

でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。

（定款の認証）

第３０条 第２６条第１項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。

２ 前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、第３３条第７項若

しくは第９項又は第３７条第１項若しくは第２項の規定による場合を除き、これ

を変更することができない。

（定款の備置き及び閲覧等）

第３１条 発起人（株式会社の成立後にあっては、当該株式会社）は、定款を発起人が定

めた場所（株式会社の成立後にあっては、その本店及び支店）に備え置かなけれ

ばならない。

２ 発起人（株式会社の成立後にあっては、その株主及び債権者）は、発起人が定

めた時間（株式会社の成立後にあっては、その営業時間）内は、いつでも、次に

掲げる請求をすることができる。ただし、第２号又は第４号に掲げる請求をする

には、発起人（株式会社の成立後にあっては、当該株式会社）の定めた費用を支

払わなければならない。

一 定款が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求

二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
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三 定款が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録さ

れた事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって発起人（株式会社

の成 立後にあっては、当該株式会社）の定めたものにより提供することの請求

又はその事項を記載した書面の交付の請求

３ 株式会社の成立後において、当該株式会社の親会社社員（親会社の株主その他

の 社 員 を い う 。 以 下 同 じ 。） が そ の 権 利 を 行 使 す る た め 必 要 が あ る と き は 、 当 該

親会社社員は、裁判所の許可を得て、当該株式会社の定款について前項各号に掲

げる請求をすることができる。ただし、同項第２号又は第４号に掲げる請求をす

るには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

４ 定款が電磁的記録をもって作成されている場合であって、支店における第２項

第３号及び第４号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務

省令で定めるものをとっている株式会社についての第１項の規定の適用について

は、同項中「本店及び支店」とあるのは、「本店」とする。

第３節 出資

（設立時発行株式に関する事項の決定）

第３２条 発起人は、株式会社の設立に際して次に掲げる事項（定款に定めがある事項を

除く。）を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。

一 発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数

二 前号の設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額

三 成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項

２ 設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、前項第１

号の設立時発行株式が第１０８条第３項前段の規定による定款の定めがあるもの

であるときは、発起人は、その全員の同意を得て、当該設立時発行株式の内容を

定めなければならない。

（定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任）

第３３条 発起人は、定款に第２８条各号に掲げる事項についての記載又は記録があると

きは、第３０条第１項の公証人の認証の後遅滞なく、当該事項を調査させるため、

裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。

２ 前項の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合

を除き、検査役を選任しなければならない。

３ 裁判所は、前項の検査役を選任した場合には、成立後の株式会社が当該検査役

に対して支払う報酬の額を定めることができる。

４ 第２項の検査役は、必要な調査を行い、当該調査の結果を記載し、又は記録し

た 書 面 又 は 電 磁 的 記 録 （ 法 務 省 令 で 定 め る も の に 限 る 。） を 裁 判 所 に 提 供 し て 報

告をしなければならない。
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５ 裁判所は、前項の報告について、その内容を明瞭にし、又はその根拠を確認す

るため必要があると認めるときは、第２項の検査役に対し、更に前項の報告を求

めることができる。

６ 第２項の検査役は、第４項の報告をしたときは、発起人に対し、同項の書面の

写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法

により提供しなければならない。

７ 裁判所は、第４項の報告を受けた場合において、第２８条各号に掲げる事項（第

２ 項 の 検 査 役 の 調 査 を 経 て い な い も の を 除 く 。） を 不 当 と 認 め た と き は 、 こ れ を

変更する決定をしなければならない。

８ 発起人は、前項の決定により第２８条各号に掲げる事項の全部又は一部が変更

された場合には、当該決定の確定後１週間以内に限り、その設立時発行株式の引

受けに係る意思表示を取り消すことができる。

９ 前項に規定する場合には、発起人は、その全員の同意によって、第７項の決定

の確定後１週間以内に限り、当該決定により変更された事項についての定めを廃

止する定款の変更をすることができる。

１０ 前各項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項につい

ては、適用しない。

一 第２８条第１号及び第２号の財産（以下この章において「現物出資財産等」

と い う 。） に つ い て 定 款 に 記 載 さ れ 、 又 は 記 録 さ れ た 価 額 の 総 額 が ５ ０ ０ 万

円を超えない場合 同条第１号及び第２号に掲げる事項

二 現物出資財産等のうち、市場価格のある有価証券（金融商品取引法（昭和

２ ３年法律第２５号）第２条第１項に規定する有価証券をいい、同条第２項

の 規 定 に よ り 有 価 証 券 と み な さ れ る 権 利 を 含 む 。 以 下 同 じ 。） に つ い て 定 款

に 記載され、又は記録された価額が当該有価証券の市場価格として法務省令

で 定める方法により算定されるものを超えない場合 当該有価証券について

の第２８条第１号又は第２号に掲げる事項

三 現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額が相当であ

る ことについて弁護士、弁護士法人、公認会計士（外国公認会計士（公認会

計 士法（昭和２３年法律第１０３号）第１６条の２第５項に規定する外国公

認 会 計士 を いう 。）を 含む 。 以下 同じ 。）、 監査法 人、 税理士 又は税 理士 法人

の 証明（現物出資財産等が不動産である場合にあっては、当該証明及び不動

産 鑑 定 士 の 鑑 定 評 価 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。） を 受 け た 場 合 第 ２ ８ 条

第 １号又は第２号に掲げる事項（当該証明を受けた現物出資財産等に係るも

のに限る。）

１１ 次に掲げる者は、前項第３号に規定する証明をすることができない。

一 発起人

二 第２８条第２号の財産の譲渡人

三 設 立 時 取 締 役 （ 第 ３ ８ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 設 立 時 取 締 役 を い う 。） 又 は 設

立時監査役（同条第３項第２号に規定する設立時監査役をいう。）

四 業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者
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五 弁護士法人、監査法人又は税理士法人であって、その社員の半数以上が第

１号から第３号までに掲げる者のいずれかに該当するもの

（出資の履行）

第３４条 発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株

式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外

の財産の全部を給付しなければならない。ただし、発起人全員の同意があるとき

は、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為

は、株式会社の成立後にすることを妨げない。

２ 前項の規定による払込みは、発起人が定めた銀行等（銀行（銀行法（昭和５６

年法律第５９号）第２条第１項に規定する銀行をいう。第７０３条第１号におい

て 同 じ 。）、 信 託 会 社 （ 信 託 業 法 （ 平 成 １ ６ 年 法 律 第 １ ５ ４ 号 ） 第 ２ 条 第 ２ 項 に

規 定 す る 信 託 会 社 を い う 。 以 下 同 じ 。） その 他 こ れ に 準 ず る も の と し て 法 務 省 令

で 定 め る も の を い う 。 以 下 同 じ 。） の 払 込 み の 取 扱 い の 場 所 に お い て し な け れ ば

ならない。

（設立時発行株式の株主となる権利の譲渡）

第３５条 前条第１項の規定による払込み又は給付（以下この章において「出資の履行」

と い う 。） を す る こ と に よ り 設 立 時 発 行 株 式 の 株 主 と な る 権 利 の 譲 渡 は 、 成 立 後

の株式会社に対抗することができない。

（設立時発行株式の株主となる権利の喪失）

第３６条 発起人のうち出資の履行をしていないものがある場合には、発起人は、当該出

資の履行をしていない発起人に対して、期日を定め、その期日までに当該出資の

履行をしなければならない旨を通知しなければならない。

２ 前項の規定による通知は、同項に規定する期日の２週間前までにしなければな

らない。

３ 第１項の規定による通知を受けた発起人は、同項に規定する期日までに出資の

履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより設立時発行株式の株主と

なる権利を失う。

（発行可能株式総数の定め等）

第３７条 発起人は、株式会社が発行することができる株式の総数（以下「発行可能株式

総 数 」 と い う 。） を 定 款 で 定 め て い な い 場 合 に は 、 株 式 会 社 の 成 立 の 時 ま で に 、

その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなけれ

ばならない。

２ 発起人は、発行可能株式総数を定款で定めている場合には、株式会社の成立の

時までに、その全員の同意によって、発行可能株式総数についての定款の変更を

することができる。

３ 設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の４分の１を下ることができない。
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ただし、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。

第４節 設立時役員等の選任及び解任

（設立時役員等の選任）

第３８条 発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役（株式会社の設

立に際して取締役となる者をいう。以下同じ。）を選任しなければならない。

２ 設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項の規

定による設立時取締役の選任は、設立時監査等委員（株式会社の設立に際して監

査等委員（監査等委員会の委員をいう。以下同じ。）となる者をいう。以下同じ。）

で あ る 設 立 時 取 締 役 と そ れ 以 外 の 設 立 時 取 締 役 と を 区 別 し て し な け れ ば な ら な

い。

３ 次の各号に掲げる場合には、発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、

当該各号に定める者を選任しなければならない。

一 設立しようとする株式会社が会計参与設置会社である場合 設立時会計参与

（株式会社の設立に際して会計参与となる者をいう。以下同じ。）

二 設立しようとする株式会社が監査役設置会社（監査役の監査の範囲を会計に

関 す る も の に 限 定 す る 旨 の 定 款 の 定 め が あ る 株 式 会 社 を 含 む 。） で あ る 場 合

設 立 時 監 査 役 （ 株 式 会 社 の 設 立 に 際 し て 監 査 役 と な る 者 を い う 。 以 下 同 じ 。）

三 設立しようとする株式会社が会計監査人設置会社である場合 設立時会計監

査人（株式会社の設立に際して会計監査人となる者をいう。以下同じ。）

４ 定款で設立時取締役（設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社であ

る場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時

取 締 役 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。）、 設 立 時 会 計 参 与 、 設 立 時 監 査 役 又 は 設 立

時会計監査人として定められた者は、出資の履行が完了した時に、それぞれ設立

時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人に選任されたも

のとみなす。

第３９条 設立しようとする株式会社が取締役会設置会社である場合には、設立時取締役

は、３人以上でなければならない。

２ 設立しようとする株式会社が監査役会設置会社である場合には、設立時監査役

は、３人以上でなければならない。

３ 設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、設立時監

査等委員である設立時取締役は、３人以上でなければならない。

４ 第 ３ ３ １ 条 第 １ 項 （ 第 ３ ３ ５ 条 第 １ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。）、 第 ３

３３条第１項若しくは第３項又は第３３７条第１項若しくは第３項の規定により

成立後の株式会社の取締役（監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員であ

る 取 締 役 又 は そ れ 以 外 の 取 締 役 ）、 会 計 参 与 、 監 査 役 又 は 会 計 監 査 人 と な る こ と

ができない者は、それぞれ設立時取締役（成立後の株式会社が監査等委員会設置
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会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外

の 設 立 時 取 締 役 ）、 設 立 時 会 計 参 与 、 設 立 時 監 査 役 又 は 設 立 時 会 計 監 査 人 （ 以 下

この節において「設立時役員等」という。）となることができない。

（設立時役員等の選任の方法）

第４０条 設立時役員等の選任は、発起人の議決権の過半数をもって決定する。

２ 前項の場合には、発起人は、出資の履行をした設立時発行株式１株につき１個

の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、１単元の

設立時発行株式につき１個の議決権を有する。

３ 前項の規定にかかわらず、設立しようとする株式会社が種類株式発行会社であ

る場合において、取締役の全部又は一部の選任について議決権を行使することが

できないものと定められた種類の設立時発行株式を発行するときは、当該種類の

設立時発行株式については、発起人は、当該取締役となる設立時取締役の選任に

ついての議決権を行使することができない。

４ 設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合における前項の

規定の適用については、同項中「、取締役」とあるのは「、監査等委員である取

締 役 又 は そ れ 以 外 の 取 締 役 」 と 、「 当 該 取 締 役 」 と あ る の は 「 こ れ ら の 取 締 役 」

とする。

５ 第３項の規定は、設立時会計参与、設立時監査役及び設立時会計監査人の選任

について準用する。

（設立時役員等の選任の方法の特則）

第４１条 前条第１項の規定にかかわらず、株式会社の設立に際して第１０８条第１項第

９号に掲げる事項（取締役（監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員であ

る 取 締 役 又 は そ れ 以 外 の 取 締 役 ） に 関 す る も の に 限 る 。） に つ い て の 定 め が あ る

種類の株式を発行する場合には、設立時取締役（設立しようとする株式会社が監

査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締

役又はそれ以外の設立時取締役）の選任は、同条第２項第９号に定める事項につ

いての定款の定めの例に従い、当該種類の設立時発行株式を引き受けた発起人の

議 決 権 （ 当 該 種 類 の 設 立 時 発 行 株 式 に つ い て の 議 決 権 に 限 る 。） の 過 半 数 を も っ

て決定する。

２ 前項の場合には、発起人は、出資の履行をした種類の設立時発行株式１株につ

き１個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、１

単元の種類の設立時発行株式につき１個の議決権を有する。

３ 前２項の規定は、株式会社の設立に際して第１０８条第１項第９号に掲げる事

項 （ 監 査 役 に 関 す る も の に 限 る 。） に つ い て の 定 め が あ る 種 類 の 株 式 を 発 行 す る

場合について準用する。

（設立時役員等の解任）

第４２条 発起人は、株式会社の成立の時までの間、その選任した設立時役員等（第３８
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条第４項の規定により設立時役員等に選任されたものとみなされたものを含む。）

を解任することができる。

（設立時役員等の解任の方法）

第４３条 設立時役員等の解任は、発起人の議決権の過半数（設立時監査等委員である設

立時取締役又は設立時監査役を解任する場合にあっては、３分の２以上に当たる

多数）をもって決定する。

２ 前項の場合には、発起人は、出資の履行をした設立時発行株式１株につき１個

の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、１単元の

設立時発行株式につき１個の議決権を有する。

３ 前項の規定にかかわらず、設立しようとする株式会社が種類株式発行会社であ

る場合において、取締役の全部又は一部の解任について議決権を行使することが

できないものと定められた種類の設立時発行株式を発行するときは、当該種類の

設立時発行株式については、発起人は、当該取締役となる設立時取締役の解任に

ついての議決権を行使することができない。

４ 設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合における前項の

規定の適用については、同項中「、取締役」とあるのは「、監査等委員である取

締 役 又 は そ れ 以 外 の 取 締 役 」 と 、「 当 該 取 締 役 」 と あ る の は 「 こ れ ら の 取 締 役 」

とする。

５ 第３項の規定は、設立時会計参与、設立時監査役及び設立時会計監査人の解任

について準用する。

（設立時取締役等の解任の方法の特則）

第４４条 前条第１項の規定にかかわらず、第４１条第１項の規定により選任された設立

時取締役（設立時監査等委員である設立時取締役を除く。次項及び第４項におい

て同じ。）の解任は、その選任に係る発起人の議決権の過半数をもって決定する。

２ 前項の規定にかかわらず、第４１条第１項の規定により又は種類創立総会（第

８ ４ 条 に 規 定 す る 種 類 創 立 総 会 を い う 。） 若 し く は 種 類 株 主 総 会 に お い て 選 任 さ

れ た 取 締 役 （ 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 を 除 く 。 第 ４ 項 に お い て 同 じ 。） を 株 主 総

会の決議によって解任することができる旨の定款の定めがある場合には、第４１

条第１項の規定により選任された設立時取締役の解任は、発起人の議決権の過半

数をもって決定する。

３ 前２項の場合には、発起人は、出資の履行をした種類の設立時発行株式１株に

つき１個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、

１単元の種類の設立時発行株式につき１個の議決権を有する。

４ 前項の規定にかかわらず、第２項の規定により設立時取締役を解任する場合に

おいて、取締役の全部又は一部の解任について議決権を行使することができない

ものと定められた種類の設立時発行株式を発行するときは、当該種類の設立時発

行株式については、発起人は、当該取締役となる設立時取締役の解任についての

議決権を行使することができない。
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５ 前各項の規定は、第４１条第１項の規定により選任された設立時監査等委員で

ある設立時取締役及び同条第３項において準用する同条第１項の規定により選任

された設立時監査役の解任について準用する。この場合において、第１項及び第

２ 項 中 「 過 半 数 」 と あ る の は 、「 ３ 分 の ２ 以 上 に 当 た る 多 数 」 と 読 み 替 え る も の

とする。

（設立時役員等の選任又は解任の効力についての特則）

第４５条 株式会社の設立に際して第１０８条第１項第８号に掲げる事項についての定め

がある種類の株式を発行する場合において、当該種類の株式の内容として次の各

号に掲げる事項について種類株主総会の決議があることを必要とする旨の定款の

定めがあるときは、当該各号に定める事項は、定款の定めに従い、第４０条第１

項又は第４３条第１項の規定による決定のほか、当該種類の設立時発行株式を引

き受けた発起人の議決権（当該種類の設立時発行株式についての議決権に限る。）

の過半数をもってする決定がなければ、その効力を生じない。

一 取 締 役 （ 監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 の 取 締 役 を 除 く 。） の 全 部 又 は 一 部 の 選 任 又

は解任 当該取締役となる設立時取締役の選任又は解任

二 監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役の全部又は一部の選任又は解

任 これらの取締役となる設立時取締役の選任又は解任

三 会計参与の全部又は一部の選任又は解任 当該会計参与となる設立時会計参

与の選任又は解任

四 監査役の全部又は一部の選任又は解任 当該監査役となる設立時監査役の選

任又は解任

五 会計監査人の全部又は一部の選任又は解任 当該会計監査人となる設立時会

計監査人の選任又は解任

２ 前項の場合には、発起人は、出資の履行をした種類の設立時発行株式１株につ

き１個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、１

単元の種類の設立時発行株式につき１個の議決権を有する。

第５節 設立時取締役等による調査

第４６条 設立時取締役（設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっ

て は 、 設 立 時 取 締 役 及 び 設 立 時 監 査 役 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。） は 、 そ の 選

任後遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない。

一 第 ３ ３ 条 第 １ ０ 項 第 １ 号 又 は 第 ２ 号 に 掲 げ る 場 合 に お け る 現 物 出 資 財 産 等

（ 同 号 に 掲 げ る 場 合 に あ っ て は 、 同 号 の 有 価 証 券 に 限 る 。） につ い て 定 款 に 記

載され、又は記録された価額が相当であること。

二 第３３条第１０項第３号に規定する証明が相当であること。

三 出資の履行が完了していること。

四 前３号に掲げる事項のほか、株式会社の設立の手続が法令又は定款に違反し
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ていないこと。

２ 設立時取締役は、前項の規定による調査により、同項各号に掲げる事項につい

て法令若しくは定款に違反し、又は不当な事項があると認めるときは、発起人に

その旨を通知しなければならない。

３ 設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合には、設立時取

締役は、第１項の規定による調査を終了したときはその旨を、前項の規定による

通知をしたときはその旨及びその内容を、設立時代表執行役（第４８条第１項第

３号に規定する設立時代表執行役をいう。）に通知しなければならない。

第６節 設立時代表取締役等の選定等

（設立時代表取締役の選定等）

第４７条 設立時取締役は、設立しようとする株式会社が取締役会設置会社（指名委員会

等 設 置 会 社 を 除 く 。） で あ る 場 合 に は 、 設 立 時 取 締 役 （ 設 立 し よ う と す る 株 式 会

社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立

時 取 締 役 を 除 く 。） の 中 か ら 株 式 会 社 の 設 立 に 際 し て 代 表 取 締 役 （ 株 式 会 社 を 代

表する取締役をいう。以下同じ。）となる者（以下「設立時代表取締役」という。）

を選定しなければならない。

２ 設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、設立時代表取締役を解職する

ことができる。

３ 前２項の規定による設立時代表取締役の選定及び解職は、設立時取締役の過半

数をもって決定する。

（設立時委員の選定等）

第４８条 設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合には、設立時取

締役は、次に掲げる措置をとらなければならない。

一 設立時取締役の中から次に掲げる者（次項において「設立時委員」という。）

を選定すること。

イ 株式会社の設立に際して指名委員会の委員となる者

ロ 株式会社の設立に際して監査委員会の委員となる者

ハ 株式会社の設立に際して報酬委員会の委員となる者

二 株式会社の設立に際して執行役となる者（以下「設立時執行役」という。）

を選任すること。

三 設立時執行役の中から株式会社の設立に際して代表執行役となる者（以下「設

立 時 代 表 執 行 役 」 と い う 。） を 選 定 す る こ と 。 た だ し 、 設 立 時 執 行 役 が １ 人 で

あるときは、その者が設立時代表執行役に選定されたものとする。

２ 設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、設立時委員若しくは設立時代

表執行役を解職し、又は設立時執行役を解任することができる。

３ 前２項の規定による措置は、設立時取締役の過半数をもって決定する。
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第７節 株式会社の成立

（株式会社の成立）

第４９条 株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立す

る。

（株式の引受人の権利）

第５０条 発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主と

なる。

２ 前項の規定により株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗すること

ができない。

（引受けの無効又は取消しの制限）

第５１条 民法（明治２９年法律第８９号）第９３条ただし書及び第９４条第１項の規定

は、設立時発行株式の引受けに係る意思表示については、適用しない。

２ 発起人は、株式会社の成立後は、錯誤を理由として設立時発行株式の引受けの

無効を主張し、又は詐欺若しくは強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取

消しをすることができない。

第８節 発起人等の責任等

（出資された財産等の価額が不足する場合の責任）

第５２条 株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等につ

いて定款に記載され、又は記録された価額（定款の変更があった場合にあっては、

変更後の価額）に著しく不足するときは、発起人及び設立時取締役は、当該株式

会社に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負う。

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、発起人（第２８条第１号の財

産 を 給 付 し た 者 又 は 同 条 第 ２ 号 の 財 産 の 譲 渡 人 を 除 く 。 第 ２ 号 に お い て 同 じ 。）

及び設立時取締役は、現物出資財産等について同項の義務を負わない。

一 第２８条第１号又は第２号に掲げる事項について第３３条第２項の検査役の

調査を経た場合

二 当該発起人又は設立時取締役がその職務を行うについて注意を怠らなかった

ことを証明した場合

３ 第１項に規定する場合には、第３３条第１０項第３号に規定する証明をした者

（ 以 下 こ の 項 に お い て 「 証 明 者 」 と い う 。） は 、 第 １ 項 の 義 務 を 負 う 者 と 連 帯 し

て、同項の不足額を支払う義務を負う。ただし、当該証明者が当該証明をするに

ついて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
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（出資の履行を仮装した場合の責任等）

第５２条の２ 発起人は、次の各号に掲げる場合には、株式会社に対し、当該各号に定め

る行為をする義務を負う。

一 第３４条第１項の規定による払込みを仮装した場合 払込みを仮装した出資

に係る金銭の全額の支払

二 第３４条第１項の規定による給付を仮装した場合 給付を仮装した出資に係

る金 銭以外の財産の全部の給付（株式会社が当該給付に代えて当該財産の価額

に相当する金銭の支払を請求した場合にあっては、当該金銭の全額の支払）

２ 前項各号に掲げる場合には、発起人がその出資の履行を仮装することに関与し

た発起人又は設立時取締役として法務省令で定める者は、株式会社に対し、当該

各号に規定する支払をする義務を負う。ただし、その者（当該出資の履行を仮装

し た も の を 除 く 。） が そ の 職 務 を 行 う に つ い て 注 意 を 怠 ら な か っ た こ と を 証 明 し

た場合は、この限りでない。

３ 発起人が第１項各号に規定する支払をする義務を負う場合において、前項に規

定する者が同項の義務を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

４ 発起人は、第１項各号に掲げる場合には、当該各号に定める支払若しくは給付

又は第２項の規定による支払がされた後でなければ、出資の履行を仮装した設立

時発行株式について、設立時株主（第６５条第１項に規定する設立時株主をいう。

次項において同じ。）及び株主の権利を行使することができない。

５ 前項の設立時発行株式又はその株主となる権利を譲り受けた者は、当該設立時

発行株式についての設立時株主及び株主の権利を行使することができる。ただし、

その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。

（発起人等の損害賠償責任）

第５３条 発起人、設立時取締役又は設立時監査役は、株式会社の設立についてその任務

を怠ったときは、当該株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任

を負う。

２ 発起人、設立時取締役又は設立時監査役がその職務を行うについて悪意又は重

大な過失があったときは、当該発起人、設立時取締役又は設立時監査役は、これ

によって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

（発起人等の連帯責任）

第５４条 発起人、設立時取締役又は設立時監査役が株式会社又は第三者に生じた損害を

賠償する責任を負う場合において、他の発起人、設立時取締役又は設立時監査役

も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

（責任の免除）

第５５条 第５２条第１項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務、第５２条の

２第１項の規定により発起人の負う義務、同条第２項の規定により発起人又は設
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立時取締役の負う義務及び第５３条第１項の規定により発起人、設立時取締役又

は設立時監査役の負う責任は、総株主の同意がなければ、免除することができな

い。

（株式会社不成立の場合の責任）

第５６条 株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関

してした行為についてその責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を

負担する。

第９節 募集による設立

第１款 設立時発行株式を引き受ける者の募集

（設立時発行株式を引き受ける者の募集）

第５７条 発起人は、この款の定めるところにより、設立時発行株式を引き受ける者の募

集をする旨を定めることができる。

２ 発起人は、前項の募集をする旨を定めようとするときは、その全員の同意を得

なければならない。

（設立時募集株式に関する事項の決定）

第５８条 発起人は、前条第１項の募集をしようとするときは、その都度、設立時募集株

式（同項の募集に応じて設立時発行株式の引受けの申込みをした者に対して割り

当 て る 設 立 時 発 行 株 式 を い う 。 以 下 こ の 節 に お い て 同 じ 。） に つ い て 次 に 掲 げ る

事項を定めなければならない。

一 設立時募集株式の数（設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である

場合にあっては、その種類及び種類ごとの数。以下この款において同じ。）

二 設立時募集株式の払込金額（設立時募集株式１株と引換えに払い込む金銭の

額をいう。以下この款において同じ。）

三 設立時募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日又はその期間

四 一定の日までに設立の登記がされない場合において、設立時募集株式の引受

けの取消しをすることができることとするときは、その旨及びその一定の日

２ 発起人は、前項各号に掲げる事項を定めようとするときは、その全員の同意を

得なければならない。

３ 設立時募集株式の払込金額その他の前条第１項の募集の条件は、当該募集（設

立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、種類及び当

該募集）ごとに、均等に定めなければならない。

（設立時募集株式の申込み）

第５９条 発起人は、第５７条第１項の募集に応じて設立時募集株式の引受けの申込みを

しようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
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一 定款の認証の年月日及びその認証をした公証人の氏名

二 第２７条各号、第２８条各号、第３２条第１項各号及び前条第１項各号に掲

げる事項

三 発起人が出資した財産の価額

四 第６３条第１項の規定による払込みの取扱いの場所

五 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

２ 発起人のうち出資の履行をしていないものがある場合には、発起人は、第３６

条第１項に規定する期日後でなければ、前項の規定による通知をすることができ

ない。

３ 第５７条第１項の募集に応じて設立時募集株式の引受けの申込みをする者は、

次に掲げる事項を記載した書面を発起人に交付しなければならない。

一 申込みをする者の氏名又は名称及び住所

二 引き受けようとする設立時募集株式の数

４ 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところに

より、発起人の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提

供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を

交付したものとみなす。

５ 発起人は、第１項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、そ

の旨及び当該変更があった事項を第３項の申込みをした者（以下この款において

「申込者」という。）に通知しなければならない。

６ 発起人が申込者に対してする通知又は催告は、第３項第１号の住所（当該申込

者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を発起人に通知した場合にあって

は、その場所又は連絡先）にあてて発すれば足りる。

７ 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到

達したものとみなす。

（設立時募集株式の割当て）

第６０条 発起人は、申込者の中から設立時募集株式の割当てを受ける者を定め、かつ、

その者に割り当てる設立時募集株式の数を定めなければならない。この場合にお

いて、発起人は、当該申込者に割り当てる設立時募集株式の数を、前条第３項第

２号の数よりも減少することができる。

２ 発起人は、第５８条第１項第３号の期日（同号の期間を定めた場合にあっては、

その期間の初日）の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる設立時

募集株式の数を通知しなければならない。

（設立時募集株式の申込み及び割当てに関する特則）

第６１条 前２条の規定は、設立時募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受け

を行う契約を締結する場合には、適用しない。

（設立時募集株式の引受け）
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第６２条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める設立時募集株式の数について設立時

募集株式の引受人となる。

一 申込者 発起人の割り当てた設立時募集株式の数

二 前条の契約により設立時募集株式の総数を引き受けた者 その者が引き受け

た設立時募集株式の数

（設立時募集株式の払込金額の払込み）

第６３条 設立時募集株式の引受人は、第５８条第１項第３号の期日又は同号の期間内に、

発起人が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの設立時募集

株式の払込金額の全額の払込みを行わなければならない。

２ 前項の規定による払込みをすることにより設立時発行株式の株主となる権利の

譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。

３ 設立時募集株式の引受人は、第１項の規定による払込みをしないときは、当該

払込みをすることにより設立時募集株式の株主となる権利を失う。

（払込金の保管証明）

第６４条 第５７条第１項の募集をした場合には、発起人は、第３４条第１項及び前条第

１項の規定による払込みの取扱いをした銀行等に対し、これらの規定により払い

込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができ

る。

２ 前項の証明書を交付した銀行等は、当該証明書の記載が事実と異なること又は

第３４条第１項若しくは前条第１項の規定により払い込まれた金銭の返還に関す

る制限があることをもって成立後の株式会社に対抗することができない。

第２款 創立総会等

（創立総会の招集）

第６５条 第５７条第１項の募集をする場合には、発起人は、第５８条第１項第３号の期

日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後、遅滞なく、設立時株主（第５０

条第１項又は第１０２条第２項の規定により株式会社の株主となる者をいう。以

下同じ。）の総会（以下「創立総会」という。）を招集しなければならない。

２ 発起人は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、いつで

も、創立総会を招集することができる。

（創立総会の権限）

第６６条 創立総会は、この節に規定する事項及び株式会社の設立の廃止、創立総会の終

結その他株式会社の設立に関する事項に限り、決議をすることができる。

（創立総会の招集の決定）
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第６７条 発起人は、創立総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければなら

ない。

一 創立総会の日時及び場所

二 創立総会の目的である事項

三 創立総会に出席しない設立時株主が書面によって議決権を行使することがで

きることとするときは、その旨

四 創立総会に出席しない設立時株主が電磁的方法によって議決権を行使するこ

とができることとするときは、その旨

五 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

２ 発起人は、設立時株主（創立総会において決議をすることができる事項の全部

につき議決権を行使することができない設立時株主を除く。次条から第７１条ま

で に お い て 同 じ 。） の 数 が １ ０ ０ ０ 人 以 上 で あ る 場 合 に は 、 前 項 第 ３ 号 に 掲 げ る

事項を定めなければならない。

（創立総会の招集の通知）

第６８条 創立総会を招集するには、発起人は、創立総会の日の２週間（前条第１項第３

号又は第４号に掲げる事項を定めたときを除き、設立しようとする株式会社が公

開会社でない場合にあっては、１週間（当該設立しようとする株式会社が取締役

会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定め

た 場 合 に あ っ て は 、 そ の 期 間 ）） 前 ま で に 、 設 立 時 株 主 に 対 し て そ の 通 知 を 発 し

なければならない。

２ 次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなければならない。

一 前条第１項第３号又は第４号に掲げる事項を定めた場合

二 設立しようとする株式会社が取締役会設置会社である場合

３ 発起人は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、

設立時株主の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場

合において、当該発起人は、同項の書面による通知を発したものとみなす。

４ 前２項の通知には、前条第１項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなけれ

ばならない。

５ 発起人が設立時株主に対してする通知又は催告は、第２７条第５号又は第５９

条第３項第１号の住所（当該設立時株主が別に通知又は催告を受ける場所又は連

絡先を発起人に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先）にあてて発すれ

ば足りる。

６ 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到

達したものとみなす。

７ 前２項の規定は、第１項の通知に際して設立時株主に書面を交付し、又は当該

書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この

場 合 に お い て 、 前 項 中 「 到 達 し た も の 」 と あ る の は 、「 当 該 書 面 の 交 付 又 は 当 該

事項の電磁的方法による提供があったもの」と読み替えるものとする。
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（招集手続の省略）

第６９条 前条の規定にかかわらず、創立総会は、設立時株主の全員の同意があるときは、

招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし、第６７条第１項第３

号又は第４号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。

（創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等）

第７０条 発起人は、第６７条第１項第３号に掲げる事項を定めた場合には、第６８条第

１項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、設立時株主に対し、議決

権の行使について参考となるべき事項を記載した書類（以下この款において「創

立 総 会 参 考 書 類 」 と い う 。） 及 び 設 立 時 株 主 が 議 決 権 を 行 使 す る た め の 書 面 （ 以

下この款において「議決権行使書面」という。）を交付しなければならない。

２ 発起人は、第６８条第３項の承諾をした設立時株主に対し同項の電磁的方法に

よる通知を発するときは、前項の規定による創立総会参考書類及び議決権行使書

面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供する

ことができる。ただし、設立時株主の請求があったときは、これらの書類を当該

設立時株主に交付しなければならない。

第７１条 発起人は、第６７条第１項第４号に掲げる事項を定めた場合には、第６８条第

１項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、設立時株主に対し、創立

総会参考書類を交付しなければならない。

２ 発起人は、第６８条第３項の承諾をした設立時株主に対し同項の電磁的方法に

よる通知を発するときは、前項の規定による創立総会参考書類の交付に代えて、

当該創立総会参考書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができ

る。ただし、設立時株主の請求があったときは、創立総会参考書類を当該設立時

株主に交付しなければならない。

３ 発起人は、第１項に規定する場合には、第６８条第３項の承諾をした設立時株

主に対する同項の電磁的方法による通知に際して、法務省令で定めるところによ

り、設立時株主に対し、議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法によ

り提供しなければならない。

４ 発起人は、第１項に規定する場合において、第６８条第３項の承諾をしていな

い設立時株主から創立総会の日の１週間前までに議決権行使書面に記載すべき事

項の電磁的方法による提供の請求があったときは、法務省令で定めるところによ

り、直ちに、当該設立時株主に対し、当該事項を電磁的方法により提供しなけれ

ばならない。

（議決権の数）

第７２条 設立時株主（成立後の株式会社がその総株主の議決権の４分の１以上を有する

ことその他の事由を通じて成立後の株式会社がその経営を実質的に支配すること

が 可 能 と な る 関 係 に あ る も の と し て 法 務 省 令 で 定 め る 設 立 時 株 主 を 除 く 。） は 、

創立総会において、その引き受けた設立時発行株式１株につき１個の議決権を有
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する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、１単元の設立時発行株

式につき１個の議決権を有する。

２ 設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、株主総会

において議決権を行使することができる事項について制限がある種類の設立時発

行株式を発行するときは、創立総会において、設立時株主は、株主総会において

議決権を行使することができる事項に相当する事項に限り、当該設立時発行株式

について議決権を行使することができる。

３ 前項の規定にかかわらず、株式会社の設立の廃止については、設立時株主は、

その引き受けた設立時発行株式について議決権を行使することができる。

（創立総会の決議）

第７３条 創立総会の決議は、当該創立総会において議決権を行使することができる設立

時株主の議決権の過半数であって、出席した当該設立時株主の議決権の３分の２

以上に当たる多数をもって行う。

２ 前項の規定にかかわらず、その発行する全部の株式の内容として譲渡による当

該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款

の変更を行う場合（設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合を

除 く 。） に は 、 当 該 定 款 の 変 更 に つ い て の 創 立 総 会 の 決 議 は 、 当 該 創 立 総 会 に お

いて議決権を行使することができる設立時株主の半数以上であって、当該設立時

株主の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行わなければならない。

３ 定款を変更してその発行する全部の株式の内容として第１０７条第１項第３号

に掲げる事項についての定款の定めを設け、又は当該事項についての定款の変更

（ 当 該 事 項 に つ い て の 定 款 の 定 め を 廃 止 す る も の を 除 く 。） を し よ う と す る 場 合

（ 設 立 し よ う と す る 株 式 会 社 が 種 類 株 式 発 行 会 社 で あ る 場 合 を 除 く 。） に は 、 設

立時株主全員の同意を得なければならない。

４ 創立総会は、第６７条第１項第２号に掲げる事項以外の事項については、決議

をすることができない。ただし、定款の変更又は株式会社の設立の廃止について

は、この限りでない。

（議決権の代理行使）

第７４条 設立時株主は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合

においては、当該設立時株主又は代理人は、代理権を証明する書面を発起人に提

出しなければならない。

２ 前項の代理権の授与は、創立総会ごとにしなければならない。

３ 第１項の設立時株主又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、政

令で定めるところにより、発起人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電

磁的方法により提供することができる。この場合において、当該設立時株主又は

代理人は、当該書面を提出したものとみなす。

４ 設立時株主が第６８条第３項の承諾をした者である場合には、発起人は、正当

な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。
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５ 発起人は、創立総会に出席することができる代理人の数を制限することができ

る。

６ 発起人（株式会社の成立後にあっては、当該株式会社。次条第３項及び第７６

条 第 ４ 項 に お い て 同 じ 。） は 、 創 立 総 会 の 日 か ら ３ 箇 月 間 、 代 理 権 を 証 明 す る 書

面及び第３項の電磁的方法により提供された事項が記録された電磁的記録を発起

人が定めた場所（株式会社の成立後にあっては、その本店。次条第３項及び第７

６条第４項において同じ。）に備え置かなければならない。

７ 設立時株主（株式会社の成立後にあっては、その株主。次条第４項及び第７６

条 第 ５ 項 に お い て 同 じ 。） は 、 発 起 人 が 定 め た 時 間 （ 株 式 会 社 の 成 立 後 に あ っ て

は 、 そ の 営 業 時 間 。 次 条 第 ４ 項 及 び 第 ７ ６ 条 第 ５ 項 に お い て 同 じ 。） 内 は 、 い つ

でも、次に掲げる請求をすることができる。

一 代理権を証明する書面の閲覧又は謄写の請求

二 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示した

ものの閲覧又は謄写の請求

（書面による議決権の行使）

第７５条 書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令

で定める時までに当該議決権行使書面を発起人に提出して行う。

２ 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した設立時株主の

議決権の数に算入する。

３ 発起人は、創立総会の日から３箇月間、第１項の規定により提出された議決権

行使書面を発起人が定めた場所に備え置かなければならない。

４ 設立時株主は、発起人が定めた時間内は、いつでも、第１項の規定により提出

された議決権行使書面の閲覧又は謄写の請求をすることができる。

（電磁的方法による議決権の行使）

第７６条 電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、発起人の承諾

を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的

方法により当該発起人に提供して行う。

２ 設立時株主が第６８条第３項の承諾をした者である場合には、発起人は、正当

な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。

３ 第１項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した設立

時株主の議決権の数に算入する。

４ 発起人は、創立総会の日から３箇月間、第１項の規定により提供された事項を

記録した電磁的記録を発起人が定めた場所に備え置かなければならない。

５ 設立時株主は、発起人が定めた時間内は、いつでも、前項の電磁的記録に記録

された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求を

することができる。

（議決権の不統一行使）



- 35/422 -

powered by インターネット六法 .com

第７７条 設立時株主は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。この

場合においては、創立総会の日の３日前までに、発起人に対してその旨及びその

理由を通知しなければならない。

２ 発起人は、前項の設立時株主が他人のために設立時発行株式を引き受けた者で

ないときは、当該設立時株主が同項の規定によりその有する議決権を統一しない

で行使することを拒むことができる。

（発起人の説明義務）

第７８条 発起人は、創立総会において、設立時株主から特定の事項について説明を求め

られた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、

当該事項が創立総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をす

ることにより設立時株主の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由があ

る場合として法務省令で定める場合は、この限りでない。

（議長の権限）

第７９条 創立総会の議長は、当該創立総会の秩序を維持し、議事を整理する。

２ 創立総会の議長は、その命令に従わない者その他当該創立総会の秩序を乱す者

を退場させることができる。

（延期又は続行の決議）

第８０条 創立総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第６７条

及び第６８条の規定は、適用しない。

（議事録）

第８１条 創立総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し

なければならない。

２ 発起人（株式会社の成立後にあっては、当該株式会社。次条第２項において同

じ 。） は 、 創 立 総 会 の 日 か ら １ ０ 年 間 、 前 項 の 議 事 録 を 発 起 人 が 定 め た 場 所 （ 株

式 会 社 の 成 立 後 に あ っ て は 、 そ の 本 店 。 同 条 第 ２ 項 に お い て 同 じ 。） に 備 え 置 か

なければならない。

３ 設立時株主（株式会社の成立後にあっては、その株主及び債権者。次条第３項

に お い て 同 じ 。） は 、 発 起 人 が 定 め た 時 間 （ 株 式 会 社 の 成 立 後 に あ っ て は 、 そ の

営 業 時 間 。 同 項 に お い て 同 じ 。） 内 は 、 い つ で も 、 次 に 掲 げ る 請 求 を す る こ と が

できる。

一 第１項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は

謄写の請求

二 第１項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記

録に 記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄

写の請求

４ 株式会社の成立後において、当該株式会社の親会社社員は、その権利を行使す
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るため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第１項の議事録について前項各

号に掲げる請求をすることができる。

（創立総会の決議の省略）

第８２条 発起人が創立総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提

案につき設立時株主（当該事項について議決権を行使することができるものに限

る 。） の 全 員 が 書 面 又 は 電 磁 的 記 録 に よ り 同 意 の 意 思 表 示 を し た と き は 、 当 該 提

案を可決する旨の創立総会の決議があったものとみなす。

２ 発起人は、前項の規定により創立総会の決議があったものとみなされた日から

１０年間、同項の書面又は電磁的記録を発起人が定めた場所に備え置かなければ

ならない。

３ 設立時株主は、発起人が定めた時間内は、いつでも、次に掲げる請求をするこ

とができる。

一 前項の書面の閲覧又は謄写の請求

二 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示した

ものの閲覧又は謄写の請求

４ 株式会社の成立後において、当該株式会社の親会社社員は、その権利を行使す

るため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第２項の書面又は電磁的記録に

ついて前項各号に掲げる請求をすることができる。

（創立総会への報告の省略）

第８３条 発起人が設立時株主の全員に対して創立総会に報告すべき事項を通知した場合

において、当該事項を創立総会に報告することを要しないことにつき設立時株主

の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の創

立総会への報告があったものとみなす。

（種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合）

第８４条 設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、その設立

に際して発行するある種類の株式の内容として、株主総会において決議すべき事

項について、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株

主総会の決議があることを必要とする旨の定めがあるときは、当該事項は、その

定款の定めの例に従い、創立総会の決議のほか、当該種類の設立時発行株式の設

立時種類株主（ある種類の設立時発行株式の設立時株主をいう。以下この節にお

い て 同 じ 。） を 構 成 員 と す る 種 類 創 立 総 会 （ あ る 種 類 の 設 立 時 発 行 株 式 の 設 立 時

種 類 株 主 の 総 会 を い う 。 以 下 同 じ 。） の決 議 が な け れ ば 、 そ の 効 力 を 生 じ な い 。

ただし、当該種類創立総会において議決権を行使することができる設立時種類株

主が存しない場合は、この限りでない。

（種類創立総会の招集及び決議）

第 ８ ５ 条 前 条 、 第 ９ ０ 条 第 １ 項 （ 同 条 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。）、 第 ９ ２
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条 第 １ 項 （ 同 条 第 ４ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。）、 第 １ ０ ０ 条 第 １ 項 又 は

第１０１条第１項の規定により種類創立総会の決議をする場合には、発起人は、

種類創立総会を招集しなければならない。

２ 種類創立総会の決議は、当該種類創立総会において議決権を行使することがで

きる設立時種類株主の議決権の過半数であって、出席した当該設立時種類株主の

議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行う。

３ 前項の規定にかかわらず、第１００条第１項の決議は、同項に規定する種類創

立総会において議決権を行使することができる設立時種類株主の半数以上であっ

て、当該設立時種類株主の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行わなけ

ればならない。

（創立総会に関する規定の準用）

第８６条 第６７条から第７１条まで、第７２条第１項及び第７４条から第８２条までの

規定は、種類創立総会について準用する。この場合において、第６７条第１項第

３号及び第４号並びに第２項、第６８条第１項及び第３項、第６９条から第７１

条まで、第７２条第１項、第７４条第１項、第３項及び第４項、第７５条第２項、

第７６条第２項及び第３項、第７７条、第７８条本文並びに第８２条第１項中「設

立 時 株 主 」 と あ る の は 、「 設 立 時 種 類 株 主 （ あ る 種 類 の 設 立 時 発 行 株 式 の 設 立 時

株主をいう。）」と読み替えるものとする。

第３款 設立に関する事項の報告

第８７条 発起人は、株式会社の設立に関する事項を創立総会に報告しなければならない。

２ 発起人は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を記載し、又は

記録した書面又は電磁的記録を創立総会に提出し、又は提供しなければならない。

一 定款に第２８条各号に掲げる事項（第３３条第１０項各号に掲げる場合にお

け る 当 該 各 号 に 定 め る 事 項 を 除 く 。） の 定 め が あ る 場 合 第 ３ ３ 条 第 ２ 項 の 検

査役の同条第４項の報告の内容

二 第３３条第１０項第３号に掲げる場合 同号に規定する証明の内容

第４款 設立時取締役等の選任及び解任

（設立時取締役等の選任）

第８８条 第５７条第１項の募集をする場合には、設立時取締役、設立時会計参与、設立

時監査役又は設立時会計監査人の選任は、創立総会の決議によって行わなければ

ならない。

２ 設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項の規

定による設立時取締役の選任は、設立時監査等委員である設立時取締役とそれ以
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外の設立時取締役とを区別してしなければならない。

（累積投票による設立時取締役の選任）

第８９条 創立総会の目的である事項が２人以上の設立時取締役（設立しようとする株式

会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設

立 時 取 締 役 又 は そ れ 以 外 の 設 立 時 取 締 役 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。） の 選 任 で

ある場合には、設立時株主（設立時取締役の選任について議決権を行使すること

が で き る 設 立 時 株 主 に 限 る 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。） は 、 定 款 に 別 段 の 定 め

があるときを除き、発起人に対し、第３項から第５項までに規定するところによ

り設立時取締役を選任すべきことを請求することができる。

２ 前項の規定による請求は、同項の創立総会の日の５日前までにしなければなら

ない。

３ 第７２条第１項の規定にかかわらず、第１項の規定による請求があった場合に

は、設立時取締役の選任の決議については、設立時株主は、その引き受けた設立

時発行株式１株（単元株式数を定款で定めている場合にあっては、１単元の設立

時発行株式）につき、当該創立総会において選任する設立時取締役の数と同数の

議決権を有する。この場合においては、設立時株主は、１人のみに投票し、又は

２人以上に投票して、その議決権を行使することができる。

４ 前項の場合には、投票の最多数を得た者から順次設立時取締役に選任されたも

のとする。

５ 前２項に定めるもののほか、第１項の規定による請求があった場合における設

立時取締役の選任に関し必要な事項は、法務省令で定める。

（種類創立総会の決議による設立時取締役等の選任）

第９０条 第８８条の規定にかかわらず、株式会社の設立に際して第１０８条第１項第９

号に掲げる事項（取締役（設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社で

ある場合にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役）に関する

も の に 限 る 。） に つ い て の 定 め が あ る 種 類 の 株 式 を 発 行 す る 場 合 に は 、 設 立 時 取

締役（設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、

設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役）は、同条第

２項第９号に定める事項についての定款の定めの例に従い、当該種類の設立時発

行株式の設立時種類株主を構成員とする種類創立総会の決議によって選任しなけ

ればならない。

２ 前項の規定は、株式会社の設立に際して第１０８条第１項第９号に掲げる事項

（ 監 査 役 に 関 す る も の に 限 る 。） に つ い て の 定 め が あ る 種 類 の 株 式 を 発 行 す る 場

合について準用する。

（設立時取締役等の解任）

第９１条 第８８条の規定により選任された設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査

役又は設立時会計監査人は、株式会社の成立の時までの間、創立総会の決議によ
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って解任することができる。

第９２条 第９０条第１項の規定により選任された設立時取締役は、株式会社の成立の時

までの間、その選任に係る種類の設立時発行株式の設立時種類株主を構成員とす

る種類創立総会の決議によって解任することができる。

２ 前項の規定にかかわらず、第４１条第１項の規定により又は種類創立総会若し

くは種類株主総会において選任された取締役を株主総会の決議によって解任する

ことができる旨の定款の定めがある場合には、第９０条第１項の規定により選任

された設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、創立総会の決議によって

解任することができる。

３ 設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合における前項の

規定の適用については、同項中「取締役を」とあるのは「監査等委員である取締

役 又 は そ れ 以 外 の 取 締 役 を 」 と 、「 設 立 時 取 締 役 」 と あ る の は 「 設 立 時 監 査 等 委

員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役」とする。

４ 第１項及び第２項の規定は、第９０条第２項において準用する同条第１項の規

定により選任された設立時監査役について準用する。

第５款 設立時取締役等による調査

（設立時取締役等による調査）

第９３条 設立時取締役（設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっ

て は 、 設 立 時 取 締 役 及 び 設 立 時 監 査 役 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。） は 、 そ の 選

任後遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない。

一 第 ３ ３ 条 第 １ ０ 項 第 １ 号 又 は 第 ２ 号 に 掲 げ る 場 合 に お け る 現 物 出 資 財 産 等

（ 同 号 に 掲 げ る 場 合 に あ っ て は 、 同 号 の 有 価 証 券 に 限 る 。） につ い て 定 款 に 記

載され、又は記録された価額が相当であること。

二 第３３条第１０項第３号に規定する証明が相当であること。

三 発起人による出資の履行及び第６３条第１項の規定による払込みが完了して

いること。

四 前３号に掲げる事項のほか、株式会社の設立の手続が法令又は定款に違反し

ていないこと。

２ 設立時取締役は、前項の規定による調査の結果を創立総会に報告しなければな

らない。

３ 設立時取締役は、創立総会において、設立時株主から第１項の規定による調査

に関する事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明

をしなければならない。

（設立時取締役等が発起人である場合の特則）

第９４条 設立時取締役（設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっ
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ては、設立時取締役及び設立時監査役）の全部又は一部が発起人である場合には、

創立総会においては、その決議によって、前条第１項各号に掲げる事項を調査す

る者を選任することができる。

２ 前項の規定により選任された者は、必要な調査を行い、当該調査の結果を創立

総会に報告しなければならない。

第６款 定款の変更

（発起人による定款の変更の禁止）

第９５条 第５７条第１項の募集をする場合には、発起人は、第５８条第１項第３号の期

日又は同号の期間の初日のうち最も早い日以後は、第３３条第９項並びに第３７

条第１項及び第２項の規定にかかわらず、定款の変更をすることができない。

（創立総会における定款の変更）

第９６条 第３０条第２項の規定にかかわらず、創立総会においては、その決議によって、

定款の変更をすることができる。

（設立時発行株式の引受けの取消し）

第９７条 創立総会において、第２８条各号に掲げる事項を変更する定款の変更の決議を

した場合には、当該創立総会においてその変更に反対した設立時株主は、当該決

議後２週間以内に限り、その設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消す

ことができる。

（創立総会の決議による発行可能株式総数の定め）

第９８条 第５７条第１項の募集をする場合において、発行可能株式総数を定款で定めて

いないときは、株式会社の成立の時までに、創立総会の決議によって、定款を変

更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。

（定款の変更の手続の特則）

第９９条 設立しようとする会社が種類株式発行会社である場合において、次の各号に掲

げるときは、当該各号の種類の設立時発行株式の設立時種類株主全員の同意を得

なければならない。

一 ある種類の株式の内容として第１０８条第１項第６号に掲げる事項について

の定 款の定めを設け、又は当該事項についての定款の変更（当該事項について

の定款の定めを廃止するものを除く。）をしようとするとき。

二 ある種類の株式について第３２２条第２項の規定による定款の定めを設けよ

うとするとき。

第１００条 設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、定款を
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変更 してある種類の株式の内容として第１０８条第１項第４号又は第７号に掲

げる 事項についての定款の定めを設けるときは、当該定款の変更は、次に掲げ

る設 立時種類株主を構成員とする種類創立総会（当該設立時種類株主に係る設

立時 発行株式の種類が２以上ある場合にあっては、当該２以上の設立時発行株

式の 種類別に区分された設立時種類株主を構成員とする各種類創立総会。以下

こ の 条 に お い て 同 じ 。） の 決 議 が な け れ ば 、 そ の 効 力 を 生 じ な い 。 た だ し 、 当

該種 類創立総会において議決権を行使することができる設立時種類株主が存し

ない場合は、この限りでない。

一 当該種類の設立時発行株式の設立時種類株主

二 第１０８条第２項第５号ロの他の株式を当該種類の株式とする定めがある

取得請求権付株式の設立時種類株主

三 第１０８条第２項第６号ロの他の株式を当該種類の株式とする定めがある

取得条項付株式の設立時種類株主

２ 前項に規定する種類創立総会において当該定款の変更に反対した設立時種類

株主 は、当該種類創立総会の決議後２週間以内に限り、その設立時発行株式の

引受けに係る意思表示を取り消すことができる。

第１０１条 設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、次に掲

げる 事項についての定款の変更をすることにより、ある種類の設立時発行株式

の設 立時種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、当該定款の変更は、当

該種 類の設立時発行株式の設立時種類株主を構成員とする種類創立総会（当該

設立 時種類株主に係る設立時発行株式の種類が２以上ある場合にあっては、当

該２ 以上の設立時発行株式の種類別に区分された設立時種類株主を構成員とす

る各 種類創立総会）の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種

類創 立総会において議決権を行使することができる設立時種類株主が存しない

場合は、この限りでない。

一 株式の種類の追加

二 株式の内容の変更

三 発行可能株式総数又は発行可能種類株式総数（株式会社が発行することが

できる一の種類の株式の総数をいう。以下同じ。）の増加

２ 前項の規定は、単元株式数についての定款の変更であって、当該定款の変更

につ いて第３２２条第２項の規定による定款の定めがある場合における当該種

類 の 設 立 時 発 行 株 式 の 設 立 時 種 類 株 主 を 構 成 員 と す る 種 類 創 立 総 会 に つ い て

は、適用しない。

第７款 設立手続等の特則等

（設立手続等の特則）

第１０２条 設立時募集株式の引受人は、発起人が定めた時間内は、いつでも、第３１条
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第２ 項各号に掲げる請求をすることができる。ただし、同項第２号又は第４号

に掲げる請求をするには、発起人の定めた費用を支払わなければならない。

２ 設立時募集株式の引受人は、株式会社の成立の時に、第６３条第１項の規定

による払込みを行った設立時発行株式の株主となる。

３ 設立時募集株式の引受人は、第６３条第１項の規定による払込みを仮装した

場合 には、次条第１項又は第１０３条第２項の規定による支払がされた後でな

けれ ば、払込みを仮装した設立時発行株式について、設立時株主及び株主の権

利を行使することができない。

４ 前項の設立時発行株式又はその株主となる権利を譲り受けた者は、当該設立

時発 行株式についての設立時株主及び株主の権利を行使することができる。た

だし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。

５ 民法第９３条ただし書及び第９４条第１項の規定は、設立時募集株式の引受

けの 申込み及び割当て並びに第６１条の契約に係る意思表示については、適用

しない。

６ 設立時募集株式の引受人は、株式会社の成立後又は創立総会若しくは種類創

立総 会においてその議決権を行使した後は、錯誤を理由として設立時発行株式

の引 受けの無効を主張し、又は詐欺若しくは強迫を理由として設立時発行株式

の引受けの取消しをすることができない。

（払込みを仮装した設立時募集株式の引受人の責任）

第１０２条の２ 設立時募集株式の引受人は、前条第３項に規定する場合には、株式会社

に対し、払込みを仮装した払込金額の全額の支払をする義務を負う。

２ 前項の規定により設立時募集株式の引受人の負う義務は、総株主の同意がな

ければ、免除することができない。

（発起人の責任等）

第１０３条 第５７条第１項の募集をした場合における第５２条第２項の規定の適用につ

いては、同項中「次に」とあるのは、「第１号に」とする。

２ 第１０２条第３項に規定する場合には、払込みを仮装することに関与した発

起人 又は設立時取締役として法務省令で定める者は、株式会社に対し、前条第

１項 の引受人と連帯して、同項に規定する支払をする義務を負う。ただし、そ

の 者 （ 当 該 払 込 み を 仮 装 し た も の を 除 く 。） が そ の 職 務 を 行 う に つ い て 注 意 を

怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。

３ 前項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務は、総株主の同意がな

ければ、免除することができない。

４ 第５７条第１項の募集をした場合において、当該募集の広告その他当該募集

に関 する書面又は電磁的記録に自己の氏名又は名称及び株式会社の設立を賛助

す る 旨 を 記 載 し 、 又 は 記 録 す る こ と を 承 諾 し た 者 （ 発 起 人 を 除 く 。） は 、 発 起

人とみなして、前節及び前３項の規定を適用する。
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第２章 株式

第１節 総則

（株主の責任）

第１０４条 株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度とする。

（株主の権利）

第１０５条 株主は、その有する株式につき次に掲げる権利その他この法律の規定により

認められた権利を有する。

一 剰余金の配当を受ける権利

二 残余財産の分配を受ける権利

三 株主総会における議決権

２ 株主に前項第１号及び第２号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定め

は、その効力を有しない。

（共有者による権利の行使）

第１０６条 株式が２以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権

利を 行使する者１人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知し

なけ れば、当該株式についての権利を行使することができない。ただし、株式

会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。

（株式の内容についての特別の定め）

第１０７条 株式会社は、その発行する全部の株式の内容として次に掲げる事項を定める

ことができる。

一 譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。

二 当該株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求すること

ができること。

三 当該株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件として

これを取得することができること。

２ 株式会社は、全部の株式の内容として次の各号に掲げる事項を定めるときは、

当該各号に定める事項を定款で定めなければならない。

一 譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要すること 次

に掲げる事項

イ 当該株式を譲渡により取得することについて当該株式会社の承認を要す

る旨

ロ 一定の場合においては株式会社が第１３６条又は第１３７条第１項の承

認をしたものとみなすときは、その旨及び当該一定の場合

二 当該株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求すること

ができること 次に掲げる事項
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イ 株主が当該株式会社に対して当該株主の有する株式を取得することを請

求することができる旨

ロ イの株式１株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の

社 債 （ 新 株 予 約 権 付 社 債 に つ い て の も の を 除 く 。） を 交 付 す る と き は 、 当

該社債の種類 （第６８１条第１号に規定する種類をいう。以下この編にお

いて同じ。）及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法

ハ イの株式１株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の

新 株 予 約 権 （ 新 株 予 約 権 付 社 債 に 付 さ れ た も の を 除 く 。） を 交 付 す る と き

は、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法

ニ イの株式１株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の

新株予約権付 社債を交付するときは、当該新株予約権付社債についてのロ

に規定する事 項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権について

のハに規定する事項

ホ イの株式１株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の

株 式 等 （ 株 式 、 社 債 及 び 新 株 予 約 権 を い う 。 以 下 同 じ 。） 以 外 の 財 産 を 交

付するときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法

ヘ 株主が当該株式会社に対して当該株式を取得することを請求することが

できる期間

三 当該株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件として

これを取得することができること 次に掲げる事項

イ 一定の事由が生じた日に当該株式会社がその株式を取得する旨及びその

事由

ロ 当該株式会社が別に定める日が到来することをもってイの事由とすると

きは、その旨

ハ イの事由が生じた日にイの株式の一部を取得することとするときは、そ

の旨及び取得する株式の一部の決定の方法

ニ イの株式１株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の

社 債 （ 新 株 予 約 権 付 社 債 に つ い て の も の を 除 く 。） を 交 付 す る と き は 、 当

該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法

ホ イの株式１株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の

新 株 予 約 権 （ 新 株 予 約 権 付 社 債 に 付 さ れ た も の を 除 く 。） を 交 付 す る と き

は、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法

ヘ イの株式１株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の

新株予約権付 社債を交付するときは、当該新株予約権付社債についてのニ

に規定する事 項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権について

のホに規定する事項

ト イの株式１株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の

株式等以外の 財産を交付するときは、当該財産の内容及び数若しくは額又

はこれらの算定方法
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（異なる種類の株式）

第１０８条 株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる２以上

の種 類の株式を発行することができる。ただし、指名委員会等設置会社及び公

開会 社は、第９号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行するこ

とができない。

一 剰余金の配当

二 残余財産の分配

三 株主総会において議決権を行使することができる事項

四 譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要するこ

と。

五 当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求す

ることができること。

六 当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件

としてこれを取得することができること。

七 当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全

部を取得すること。

八 株主総会（取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会

設 置会社（第４７８条第８項に規定する清算人会設置会社をいう。以下この

条 に お い て 同 じ 。） に あ っ て は 株 主 総 会 又 は 清 算 人 会 ） に お い て 決 議 す べ き

事 項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種

類株主総会の決議があることを必要とするもの

九 当 該 種 類 の 株 式 の 種 類 株 主 を 構 成 員 と す る 種 類 株 主 総 会 に お い て 取 締 役

（ 監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外

の 取 締 役 。 次 項 第 ９ 号 及 び 第 １ １ ２ 条 第 １ 項 に お い て 同 じ 。） 又 は 監 査 役 を

選任すること。

２ 株式会社は、次の各号に掲げる事項について内容の異なる２以上の種類の株

式を 発行する場合には、当該各号に定める事項及び発行可能種類株式総数を定

款で定めなければならない。

一 剰余金の配当 当該種類の株主に交付する配当財産の価額の決定の方法、

剰余金の配当をする条件その他剰余金の配当に関する取扱いの内容

二 残 余 財 産 の 分 配 当 該 種 類 の 株 主 に 交 付 す る 残 余 財 産 の 価 額 の 決 定 の 方

法、当該残余財産の種類その他残余財産の分配に関する取扱いの内容

三 株主総会において議決権を行使することができる事項 次に掲げる事項

イ 株主総会において議決権を行使することができる事項

ロ 当該種類の株式につき議決権の行使の条件を定めるときは、その条件

四 譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要するこ

と 当該種類の株式についての前条第２項第１号に定める事項

五 当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求す

ることができること 次に掲げる事項

イ 当該種類の株式についての前条第２項第２号に定める事項
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ロ 当該種類の株式１株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式

会社の他の株 式を交付するときは、当該他の株式の種類及び種類ごとの数

又はその算定方法

六 当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件

としてこれを取得することができること 次に掲げる事項

イ 当該種類の株式についての前条第２項第３号に定める事項

ロ 当該種類の株式１株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式

会社の他の株 式を交付するときは、当該他の株式の種類及び種類ごとの数

又はその算定方法

七 当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全

部を取得すること 次に掲げる事項

イ 第１７１条第１項第１号に規定する取得対価の価額の決定の方法

ロ 当該株主総会の決議をすることができるか否かについての条件を定める

ときは、その条件

八 株主総会（取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会

設置会社にあっては株主総会又は清算人会）において決議すべき事項のうち、

当 該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の

決議があることを必要とするもの 次に掲げる事項

イ 当該種類株主総会の決議があることを必要とする事項

ロ 当該種類株主総会の決議を必要とする条件を定めるときは、その条件

九 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又

は監査役を選任すること 次に掲げる事項

イ 当該種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を

選任すること及び選任する取締役又は監査役の数

ロ イの定めにより選任することができる取締役又は監査役の全部又は一部

を他の種類株 主と共同して選任することとするときは、当該他の種類株主

の有する株式の種類及び共同して選任する取締役又は監査役の数

ハ イ又はロに掲げる事項を変更する条件があるときは、その条件及びその

条件が成就した場合における変更後のイ又はロに掲げる事項

ニ イからハまでに掲げるもののほか、法務省令で定める事項

３ 前項の規定にかかわらず、同項各号に定める事項（剰余金の配当について内

容の 異なる種類の種類株主が配当を受けることができる額その他法務省令で定

め る 事 項 に 限 る 。） の 全 部 又 は 一 部 に つ い て は 、 当 該 種 類 の 株 式 を 初 め て 発 行

する時までに、株主総会（取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、

清算 人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会）の決議によって定める旨

を定 款で定めることができる。この場合においては、その内容の要綱を定款で

定めなければならない。

（株主の平等）

第１０９条 株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱



- 47/422 -

powered by インターネット六法 .com

わなければならない。

２ 前項の規定にかかわらず、公開会社でない株式会社は、第１０５条第１項各

号に 掲げる権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定

款で定めることができる。

３ 前項の規定による定款の定めがある場合には、同項の株主が有する株式を同

項の 権利に関する事項について内容の異なる種類の株式とみなして、この編及

び第５編の規定を適用する。

（定款の変更の手続の特則）

第１１０条 定款を変更してその発行する全部の株式の内容として第１０７条第１項第３

号に 掲げる事項についての定款の定めを設け、又は当該事項についての定款の

変 更 （ 当 該 事 項 に つ い て の 定 款 の 定 め を 廃 止 す る も の を 除 く 。） を し よ う と す

る 場 合 （ 株 式 会 社 が 種 類 株 式 発 行 会 社 で あ る 場 合 を 除 く 。） には 、 株 主 全 員 の

同意を得なければならない。

第１１１条 種類株式発行会社がある種類の株式の発行後に定款を変更して当該種類の株

式の 内容として第１０８条第１項第６号に掲げる事項についての定款の定めを

設け 、又は当該事項についての定款の変更（当該事項についての定款の定めを

廃 止 す る も の を 除 く 。） を し よ う と す る と き は 、 当 該 種 類 の 株 式 を 有 す る 株 主

全員の同意を得なければならない。

２ 種類株式発行会社がある種類の株式の内容として第１０８条第１項第４号又

は第 ７号に掲げる事項についての定款の定めを設ける場合には、当該定款の変

更は 、次に掲げる種類株主を構成員とする種類株主総会（当該種類株主に係る

株式 の種類が２以上ある場合にあっては、当該２以上の株式の種類別に区分さ

れ た 種 類 株 主 を 構 成 員 と す る 各 種 類 株 主 総 会 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。） の

決議 がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議

決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。

一 当該種類の株式の種類株主

二 第１０８条第２項第５号ロの他の株式を当該種類の株式とする定めがある

取得請求権付株式の種類株主

三 第１０８条第２項第６号ロの他の株式を当該種類の株式とする定めがある

取得条項付株式の種類株主

（取締役の選任等に関する種類株式の定款の定めの廃止の特則）

第 １ １ ２ 条 第 １ ０ ８ 条 第 ２ 項 第 ９ 号 に 掲 げ る事 項 （ 取 締 役 に 関す る も の に 限 る 。）に つ

いて の定款の定めは、この法律又は定款で定めた取締役の員数を欠いた場合に

おい て、そのために当該員数に足りる数の取締役を選任することができないと

きは、廃止されたものとみなす。

２ 前項の規定は、第１０８条第２項第９号に掲げる事項（監査役に関するもの

に限る。）についての定款の定めについて準用する。
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（発行可能株式総数）

第１１３条 株式会社は、定款を変更して発行可能株式総数についての定めを廃止するこ

とができない。

２ 定款を変更して発行可能株式総数を減少するときは、変更後の発行可能株式

総数 は、当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数を下るこ

とができない。

３ 次に掲げる場合には、当該定款の変更後の発行可能株式総数は、当該定款の

変更 が効力を生じた時における発行済株式の総数の４倍を超えることができな

い。

一 公開会社が定款を変更して発行可能株式総数を増加する場合

二 公開会社でない株式会社が定款を変更して公開会社となる場合

４ 新株予約権（第２３６条第１項第４号の期間の初日が到来していないものを

除 く 。） の 新 株 予 約 権 者 が 第 ２ ８ ２ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 取 得 す る こ と と な る

株式 の数は、発行可能株式総数から発行済株式（自己株式（株式会社が有する

自 己 の 株 式 を い う 。 以 下 同 じ 。） を 除 く 。） の 総 数 を 控 除 し て 得 た 数 を 超 え て

はならない。

（発行可能種類株式総数）

第１１４条 定款を変更してある種類の株式の発行可能種類株式総数を減少するときは、

変更 後の当該種類の株式の発行可能種類株式総数は、当該定款の変更が効力を

生じた時における当該種類の発行済株式の総数を下ることができない。

２ ある種類の株式についての次に掲げる数の合計数は、当該種類の株式の発行

可 能 種 類 株 式 総 数 か ら 当 該 種 類 の 発 行 済 株 式 （ 自 己 株 式 を 除 く 。） の 総 数 を 控

除して得た数を超えてはならない。

一 取得請求権付株式（第１０７条第２項第２号ヘの期間の初日が到来してい

な い も の を 除 く 。） の 株 主 （ 当 該 株 式 会 社 を 除 く 。） が 第 １ ６ ７ 条 第 ２ 項 の

規定により取得することとなる同項第４号に規定する他の株式の数

二 取 得 条 項 付 株 式 の 株 主 （ 当 該 株 式 会 社 を 除 く 。） が 第 １ ７ ０ 条 第 ２ 項 の 規

定により取得することとなる同項第４号に規定する他の株式の数

三 新株予約権（第２３６条第１項第４号の期間の初日が到来していないもの

を 除 く 。） の 新 株 予 約 権 者 が 第 ２ ８ ２ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 取 得 す る こ と と

なる株式の数

（議決権制限株式の発行数）

第１１５条 種類株式発行会社が公開会社である場合において、株主総会において議決権

を行 使することができる事項について制限のある種類の株式（以下この条にお

い て 「 議 決 権 制 限 株 式 」 と い う 。） の 数 が 発 行 済 株 式 の 総 数 の ２ 分 の １ を 超 え

るに 至ったときは、株式会社は、直ちに、議決権制限株式の数を発行済株式の

総数の２分の１以下にするための必要な措置をとらなければならない。
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（反対株主の株式買取請求）

第１１６条 次の各号に掲げる場合には、反対株主は、株式会社に対し、自己の有する当

該各号に定める株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。

一 その発行する全部の株式の内容として第１０７条第１項第１号に掲げる事

項についての定めを設ける定款の変更をする場合 全部の株式

二 ある種類の株式の内容として第１０８条第１項第４号又は第７号に掲げる

事 項についての定めを設ける定款の変更をする場合 第１１１条第２項各号

に規定する株式

三 次に掲げる行為をする場合において、ある種類の株式（第３２２条第２項

の 規 定 に よ る 定 款 の 定 め が あ る も の に 限 る 。） を 有 す る 種 類 株 主 に 損 害 を 及

ぼすおそれがあるとき 当該種類の株式

イ 株式の併合又は株式の分割

ロ 第１８５条に規定する株式無償割当て

ハ 単元株式数についての定款の変更

ニ 当該株式会社の株式を引き受ける者の募集（第２０２条第１項各号に掲

げる事項を定めるものに限る。）

ホ 当該株式会社の新株予約権を引き受ける者の募集（第２４１条第１項各

号に掲げる事項を定めるものに限る。）

ヘ 第２７７条に規定する新株予約権無償割当て

２ 前項に規定する「反対株主」とは、次の各号に掲げる場合における当該各号

に定める株主をいう。

一 前 項 各 号 の 行 為 を す る た め に 株 主 総 会 （ 種 類 株 主 総 会 を 含 む 。） の 決 議 を

要する場合 次に掲げる株主

イ 当該株主総会に先立って当該行為に反対する旨を当該株式会社に対し通

知し、かつ、 当該株主総会において当該行為に反対した株主（当該株主総

会において議決権を行使することができるものに限る。）

ロ 当該株主総会において議決権を行使することができない株主

二 前号に規定する場合以外の場合 すべての株主

３ 第１項各号の行為をしようとする株式会社は、当該行為が効力を生ずる日（以

下 こ の 条 及 び 次 条 に お い て 「 効 力 発 生 日 」 と い う 。） の ２ ０ 日 前 ま で に 、 同 項

各号に定める株式の株主に対し、当該行為をする旨を通知しなければならない。

４ 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

５ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 請 求 （ 以 下 こ の 節 に お い て 「 株 式 買 取 請 求 」 と い う 。）

は、 効力発生日の２０日前の日から効力発生日の前日までの間に、その株式買

取請 求に係る株式の数（種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ご

との数）を明らかにしてしなければならない。

６ 株券が発行されている株式について株式買取請求をしようとするときは、当

該株 式の株主は、株式会社に対し、当該株式に係る株券を提出しなければなら

ない 。ただし、当該株券について第２２３条の規定による請求をした者につい
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ては、この限りでない。

７ 株式買取請求をした株主は、株式会社の承諾を得た場合に限り、その株式買

取請求を撤回することができる。

８ 株式会社が第１項各号の行為を中止したときは、株式買取請求は、その効力

を失う。

９ 第１３３条の規定は、株式買取請求に係る株式については、適用しない。

（株式の価格の決定等）

第１１７条 株式買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主と株

式会 社との間に協議が調ったときは、株式会社は、効力発生日から６０日以内

にその支払をしなければならない。

２ 株式の価格の決定について、効力発生日から３０日以内に協議が調わないと

きは 、株主又は株式会社は、その期間の満了の日後３０日以内に、裁判所に対

し、価格の決定の申立てをすることができる。

３ 前条第７項の規定にかかわらず、前項に規定する場合において、効力発生日

から ６０日以内に同項の申立てがないときは、その期間の満了後は、株主は、

いつでも、株式買取請求を撤回することができる。

４ 株式会社は、裁判所の決定した価格に対する第１項の期間の満了の日後の年

６分の利率により算定した利息をも支払わなければならない。

５ 株式会社は、株式の価格の決定があるまでは、株主に対し、当該株式会社が

公正な価格と認める額を支払うことができる。

６ 株式買取請求に係る株式の買取りは、効力発生日に、その効力を生ずる。

７ 株券発行会社（その株式（種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式）

に係る株券を発行する旨の定款の定めがある株式会社をいう。以下同じ。）は、

株券 が発行されている株式について株式買取請求があったときは、株券と引換

えに、その株式買取請求に係る株式の代金を支払わなければならない。

（新株予約権買取請求）

第１１８条 次の各号に掲げる定款の変更をする場合には、当該各号に定める新株予約権

の新 株予約権者は、株式会社に対し、自己の有する新株予約権を公正な価格で

買い取ることを請求することができる。

一 その発行する全部の株式の内容として第１０７条第１項第１号に掲げる事

項についての定めを設ける定款の変更 全部の新株予約権

二 ある種類の株式の内容として第１０８条第１項第４号又は第７号に掲げる

事 項についての定款の定めを設ける定款の変更 当該種類の株式を目的とす

る新株予約権

２ 新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者は、前項の規定によ

る請求（以下この節において「新株予約権買取請求」という。）をするときは、

併せ て、新株予約権付社債についての社債を買い取ることを請求しなければな

らな い。ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約権について別段の
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定めがある場合は、この限りでない。

３ 第１項各号に掲げる定款の変更をしようとする株式会社は、当該定款の変更

が 効 力 を 生 ず る 日 （ 以 下 こ の 条 及 び 次 条 に お い て 「 定 款 変 更 日 」 と い う 。） の

２０ 日前までに、同項各号に定める新株予約権の新株予約権者に対し、当該定

款の変更を行う旨を通知しなければならない。

４ 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

５ 新株予約権買取請求は、定款変更日の２０日前の日から定款変更日の前日ま

での 間に、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の内容及び数を明らかに

してしなければならない。

６ 新株予約権証券が発行されている新株予約権について新株予約権買取請求を

しよ うとするときは、当該新株予約権の新株予約権者は、株式会社に対し、そ

の新 株予約権証券を提出しなければならない。ただし、当該新株予約権証券に

つい て非訟事件手続法（平成２３年法律第５１号）第１１４条に規定する公示

催告の申立てをした者については、この限りでない。

７ 新株予約権付社債券（第２４９条第２号に規定する新株予約権付社債券をい

う 。 以 下 こ の 項 及 び 次 条 第 ８ 項 に お い て 同 じ 。） が 発 行 さ れ て い る 新 株 予 約 権

付社 債に付された新株予約権について新株予約権買取請求をしようとするとき

は、 当該新株予約権の新株予約権者は、株式会社に対し、その新株予約権付社

債券 を提出しなければならない。ただし、当該新株予約権付社債券について非

訟事 件手続法第１１４条に規定する公示催告の申立てをした者については、こ

の限りでない。

８ 新株予約権買取請求をした新株予約権者は、株式会社の承諾を得た場合に限

り、その新株予約権買取請求を撤回することができる。

９ 株式会社が第１項各号に掲げる定款の変更を中止したときは、新株予約権買

取請求は、その効力を失う。

１０ 第２６０条の規定は、新株予約権買取請求に係る新株予約権については、

適用しない。

（新株予約権の価格の決定等）

第１１９条 新株予約権買取請求があった場合において、新株予約権（当該新株予約権が

新株 予約権付社債に付されたものである場合において、当該新株予約権付社債

につ いての社債の買取りの請求があったときは、当該社債を含む。以下この条

に お い て 同 じ 。） の 価 格 の 決 定 に つ い て 、 新 株 予 約 権 者 と 株 式 会 社 と の 間 に 協

議が 調ったときは、株式会社は、定款変更日から６０日以内にその支払をしな

ければならない。

２ 新株予約権の価格の決定について、定款変更日から３０日以内に協議が調わ

ない ときは、新株予約権者又は株式会社は、その期間の満了の日後３０日以内

に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。

３ 前条第８項の規定にかかわらず、前項に規定する場合において、定款変更日

から ６０日以内に同項の申立てがないときは、その期間の満了後は、新株予約
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権者は、いつでも、新株予約権買取請求を撤回することができる。

４ 株式会社は、裁判所の決定した価格に対する第１項の期間の満了の日後の年

６分の利率により算定した利息をも支払わなければならない。

５ 株式会社は、新株予約権の価格の決定があるまでは、新株予約権者に対し、

当該株式会社が公正な価格と認める額を支払うことができる。

６ 新株予約権買取請求に係る新株予約権の買取りは、定款変更日に、その効力

を生ずる。

７ 株式会社は、新株予約権証券が発行されている新株予約権について新株予約

権買 取請求があったときは、新株予約権証券と引換えに、その新株予約権買取

請求に係る新株予約権の代金を支払わなければならない。

８ 株式会社は、新株予約権付社債券が発行されている新株予約権付社債に付さ

れた 新株予約権について新株予約権買取請求があったときは、その新株予約権

付社 債券と引換えに、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の代金を支払

わなければならない。

（株主等の権利の行使に関する利益の供与）

第１２０条 株式会社は、何人に対しても、株主の権利、当該株式会社に係る適格旧株主

（ 第 ８ ４ ７ 条 の ２ 第 ９ 項 に 規 定 す る 適 格 旧 株 主 を い う 。） の 権 利 又 は 当 該 株 式

会社 の最終完全親会社等（第８４７条の３第１項に規定する最終完全親会社等

を い う 。） の 株 主 の 権 利 の 行 使 に 関 し 、 財 産 上 の 利 益 の 供 与 （ 当 該 株 式 会 社 又

は そ の 子 会 社 の 計 算 に お い て す る も の に 限 る 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。） を

してはならない。

２ 株式会社が特定の株主に対して無償で財産上の利益の供与をしたときは、当

該株 式会社は、株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与をしたものと推

定す る。株式会社が特定の株主に対して有償で財産上の利益の供与をした場合

にお いて、当該株式会社又はその子会社の受けた利益が当該財産上の利益に比

して著しく少ないときも、同様とする。

３ 株式会社が第１項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、当該

利益 の供与を受けた者は、これを当該株式会社又はその子会社に返還しなけれ

ばな らない。この場合において、当該利益の供与を受けた者は、当該株式会社

又は その子会社に対して当該利益と引換えに給付をしたものがあるときは、そ

の返還を受けることができる。

４ 株式会社が第１項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、当該

利益 の供与をすることに関与した取締役（指名委員会等設置会社にあっては、

執 行 役 を 含 む 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。） と し て 法 務 省 令 で 定 め る 者 は 、 当

該株 式会社に対して、連帯して、供与した利益の価額に相当する額を支払う義

務 を 負 う 。 た だ し 、 そ の 者 （ 当 該 利 益 の 供 与 を し た 取 締 役 を 除 く 。） が そ の 職

務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。

５ 前項の義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
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第２節 株主名簿

（株主名簿）

第１２１条 株式会社は、株主名簿を作成し、これに次に掲げる事項（以下「株主名簿記

載事項」という。）を記載し、又は記録しなければならない。

一 株主の氏名又は名称及び住所

二 前号の株主の有する株式の数（種類株式発行会社にあっては、株式の種類

及び種類ごとの数）

三 第１号の株主が株式を取得した日

四 株式会社が株券発行会社である場合には、第２号の株式（株券が発行され

ているものに限る。）に係る株券の番号

（株主名簿記載事項を記載した書面の交付等）

第１２２条 前条第１号の株主は、株式会社に対し、当該株主についての株主名簿に記載

され 、若しくは記録された株主名簿記載事項を記載した書面の交付又は当該株

主名簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。

２ 前項の書面には、株式会社の代表取締役（指名委員会等設置会社にあっては、

代 表 執 行 役 。 次 項 に お い て 同 じ 。） が 署 名 し 、 又 は 記 名 押 印 し な け れ ば な ら な

い。

３ 第１項の電磁的記録には、株式会社の代表取締役が法務省令で定める署名又

は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

４ 前３項の規定は、株券発行会社については、適用しない。

（株主名簿管理人）

第１２３条 株式会社は、株主名簿管理人（株式会社に代わって株主名簿の作成及び備置

き そ の 他 の 株 主 名 簿 に 関 す る 事 務 を 行 う 者 を い う 。 以 下 同 じ 。） を 置 く 旨 を 定

款で定め、当該事務を行うことを委託することができる。

（基準日）

第１２４条 株式会社は、一定の日（以下この章において「基準日」という。）を定めて、

基準 日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主（以下この条に

お い て 「 基 準 日 株 主 」 と い う 。） を そ の 権 利 を 行 使 す る こ と が で き る 者 と 定 め

ることができる。

２ 基準日を定める場合には、株式会社は、基準日株主が行使することができる

権 利 （ 基 準 日 か ら ３ 箇 月 以 内 に 行 使 す る も の に 限 る 。） の 内 容 を 定 め な け れ ば

ならない。

３ 株式会社は、基準日を定めたときは、当該基準日の２週間前までに、当該基

準日 及び前項の規定により定めた事項を公告しなければならない。ただし、定

款に当該基準日及び当該事項について定めがあるときは、この限りでない。
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４ 基準日株主が行使することができる権利が株主総会又は種類株主総会におけ

る議 決権である場合には、株式会社は、当該基準日後に株式を取得した者の全

部又 は一部を当該権利を行使することができる者と定めることができる。ただ

し、当該株式の基準日株主の権利を害することができない。

５ 第１項から第３項までの規定は、第１４９条第１項に規定する登録株式質権

者について準用する。

（株主名簿の備置き及び閲覧等）

第１２５条 株式会社は、株主名簿をその本店（株主名簿管理人がある場合にあっては、

その営業所）に備え置かなければならない。

２ 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求を

する ことができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしな

ければならない。

一 株主名簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写

の請求

二 株主名簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に

記 録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写

の請求

３ 株式会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除

き、これを拒むことができない。

一 当該請求を行う株主又は債権者（以下この項において「請求者」という。）

がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。

二 請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、又は株主の共同の利益を害す

る目的で請求を行ったとき。

三 請求者が株主名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三

者に通報するため請求を行ったとき。

四 請求者が、過去２年以内において、株主名簿の閲覧又は謄写によって知り

得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。

４ 株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判

所の 許可を得て、当該株式会社の株主名簿について第２項各号に掲げる請求を

する ことができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしな

ければならない。

５ 前項の親会社社員について第３項各号のいずれかに規定する事由があるとき

は、裁判所は、前項の許可をすることができない。

（株主に対する通知等）

第１２６条 株式会社が株主に対してする通知又は催告は、株主名簿に記載し、又は記録

した 当該株主の住所（当該株主が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を

当該 株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先）にあてて発す

れば足りる。
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２ 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、

到達したものとみなす。

３ 株式が２以上の者の共有に属するときは、共有者は、株式会社が株主に対し

てす る通知又は催告を受領する者１人を定め、当該株式会社に対し、その者の

氏名 又は名称を通知しなければならない。この場合においては、その者を株主

とみなして、前２項の規定を適用する。

４ 前項の規定による共有者の通知がない場合には、株式会社が株式の共有者に

対してする通知又は催告は、そのうちの１人に対してすれば足りる。

５ 前各項の規定は、第２９９条第１項（第３２５条において準用する場合を含

む 。） の 通 知 に 際 し て 株 主 に 書 面 を 交 付 し 、 又 は 当 該 書 面 に 記 載 す べ き 事 項 を

電磁 的方法により提供する場合について準用する。この場合において、第２項

中 「 到 達 し た も の 」 と あ る の は 、「 当 該 書 面 の 交 付 又 は 当 該 事 項 の 電 磁 的 方 法

による提供があったもの」と読み替えるものとする。

第３節 株式の譲渡等

第１款 株式の譲渡

（株式の譲渡）

第１２７条 株主は、その有する株式を譲渡することができる。

（株券発行会社の株式の譲渡）

第１２８条 株券発行会社の株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなければ、その

効力 を生じない。ただし、自己株式の処分による株式の譲渡については、この

限りでない。

２ 株券の発行前にした譲渡は、株券発行会社に対し、その効力を生じない。

（自己株式の処分に関する特則）

第１２９条 株券発行会社は、自己株式を処分した日以後遅滞なく、当該自己株式を取得

した者に対し、株券を交付しなければならない。

２ 前項の規定にかかわらず、公開会社でない株券発行会社は、同項の者から請

求がある時までは、同項の株券を交付しないことができる。

（株式の譲渡の対抗要件）

第１３０条 株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に

記載 し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができ

ない。

２ 株券発行会社における前項の規定の適用については、同項中「株式会社その

他の第三者」とあるのは、「株式会社」とする。
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（権利の推定等）

第１３１条 株券の占有者は、当該株券に係る株式についての権利を適法に有するものと

推定する。

２ 株券の交付を受けた者は、当該株券に係る株式についての権利を取得する。

ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。

（株主の請求によらない株主名簿記載事項の記載又は記録）

第１３２条 株式会社は、次の各号に掲げる場合には、当該各号の株式の株主に係る株主

名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。

一 株式を発行した場合

二 当該株式会社の株式を取得した場合

三 自己株式を処分した場合

２ 株式会社は、株式の併合をした場合には、併合した株式について、その株式

の株 主に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録しなければなら

ない。

３ 株式会社は、株式の分割をした場合には、分割した株式について、その株式

の株 主に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録しなければなら

ない。

（株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録）

第１３３条 株式を当該株式を発行した株式会社以外の者から取得した者（当該株式会社

を 除 く 。 以 下 こ の 節 に お い て 「 株 式 取 得 者 」 と い う 。） は 、 当 該 株 式 会 社 に 対

し、 当該株式に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録すること

を請求することができる。

２ 前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとし

て法 務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記

載さ れ、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同して

しなければならない。

第１３４条 前条の規定は、株式取得者が取得した株式が譲渡制限株式である場合には、

適用しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

一 当該株式取得者が当該譲渡制限株式を取得することについて第１３６条の

承認を受けていること。

二 当該株式取得者が当該譲渡制限株式を取得したことについて第１３７条第

１項の承認を受けていること。

三 当該株式取得者が第１４０条第４項に規定する指定買取人であること。

四 当該株式取得者が相続その他の一般承継により譲渡制限株式を取得した者

であること。

（親会社株式の取得の禁止）



- 57/422 -

powered by インターネット六法 .com

第１３５条 子会社は、その親会社である株式会社の株式（以下この条において「親会社

株式」という。）を取得してはならない。

２ 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

一 他 の 会 社 （ 外 国 会 社 を 含 む 。） の 事 業 の 全 部 を 譲 り 受 け る 場 合 に お い て 当

該他の会社の有する親会社株式を譲り受ける場合

二 合併後消滅する会社から親会社株式を承継する場合

三 吸収分割により他の会社から親会社株式を承継する場合

四 新設分割により他の会社から親会社株式を承継する場合

五 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める場合

３ 子会社は、相当の時期にその有する親会社株式を処分しなければならない。

第２款 株式の譲渡に係る承認手続

（株主からの承認の請求）

第１３６条 譲渡制限株式の株主は、その有する譲渡制限株式を他人（当該譲渡制限株式

を 発 行 し た 株 式 会 社 を 除 く 。） に 譲 り 渡 そ う と す る と き は 、 当 該 株 式 会 社 に 対

し、 当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認をするか否かの

決定をすることを請求することができる。

（株式取得者からの承認の請求）

第１３７条 譲渡制限株式を取得した株式取得者は、株式会社に対し、当該譲渡制限株式

を取 得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することが

できる。

２ 前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとし

て法 務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記

載さ れ、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同して

しなければならない。

（譲渡等承認請求の方法）

第 １ ３ ８ 条 次 の 各 号 に 掲 げ る 請 求 （ 以 下 この 款 に お い て 「譲 渡 等 承 認 請 求」 と い う 。）

は、当該各号に定める事項を明らかにしてしなければならない。

一 第１３６条の規定による請求 次に掲げる事項

イ 当該請求をする株主が譲り渡そうとする譲渡制限株式の数（種類株式発

行会社にあっては、譲渡制限株式の種類及び種類ごとの数）

ロ イの譲渡制限株式を譲り受ける者の氏名又は名称

ハ 株式会社が第１３６条の承認をしない旨の決定をする場合において、当

該株式会社又 は第１４０条第４項に規定する指定買取人がイの譲渡制限株

式を買い取ることを請求するときは、その旨

二 前条第１項の規定による請求 次に掲げる事項
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イ 当該請求をする株式取得者の取得した譲渡制限株式の数（種類株式発行

会社にあっては、譲渡制限株式の種類及び種類ごとの数）

ロ イの株式取得者の氏名又は名称

ハ 株式会社が前条第１項の承認をしない旨の決定をする場合において、当

該株式会社又 は第１４０条第４項に規定する指定買取人がイの譲渡制限株

式を買い取ることを請求するときは、その旨

（譲渡等の承認の決定等）

第１３９条 株式会社が第１３６条又は第１３７条第１項の承認をするか否かの決定をす

るに は、株主総会（取締役会設置会社にあっては、取締役会）の決議によらな

けれ ばならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

２ 株式会社は、前項の決定をしたときは、譲渡等承認請求をした者（以下この

款 に お い て 「 譲 渡 等 承 認 請 求 者 」 と い う 。） に 対 し 、 当 該 決 定 の 内 容 を 通 知 し

なければならない。

（株式会社又は指定買取人による買取り）

第１４０条 株式会社は、第１３８条第１号ハ又は第２号ハの請求を受けた場合において、

第１ ３６条又は第１３７条第１項の承認をしない旨の決定をしたときは、当該

譲渡等承認請求に係る譲渡制限株式（以下この款において「対象株式」という。）

を買 い取らなければならない。この場合においては、次に掲げる事項を定めな

ければならない。

一 対象株式を買い取る旨

二 株式会社が買い取る対象株式の数（種類株式発行会社にあっては、対象株

式の種類及び種類ごとの数）

２ 前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。

３ 譲渡等承認請求者は、前項の株主総会において議決権を行使することができ

ない 。ただし、当該譲渡等承認請求者以外の株主の全部が同項の株主総会にお

いて議決権を行使することができない場合は、この限りでない。

４ 第１項の規定にかかわらず、同項に規定する場合には、株式会社は、対象株

式の全部又は一部を買い取る者（以下この款において「指定買取人」という。）

を指定することができる。

５ 前項の規定による指定は、株主総会（取締役会設置会社にあっては、取締役

会）の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、

この限りでない。

（株式会社による買取りの通知）

第１４１条 株式会社は、前条第１項各号に掲げる事項を決定したときは、譲渡等承認請

求者に対し、これらの事項を通知しなければならない。

２ 株式会社は、前項の規定による通知をしようとするときは、１株当たり純資

産額 （１株当たりの純資産額として法務省令で定める方法により算定される額
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を い う 。 以 下 同 じ 。） に 前 条 第 １ 項 第 ２ 号 の 対 象 株 式 の 数 を 乗 じ て 得 た 額 を そ

の本 店の所在地の供託所に供託し、かつ、当該供託を証する書面を譲渡等承認

請求者に交付しなければならない。

３ 対象株式が株券発行会社の株式である場合には、前項の書面の交付を受けた

譲渡 等承認請求者は、当該交付を受けた日から１週間以内に、前条第１項第２

号の 対象株式に係る株券を当該株券発行会社の本店の所在地の供託所に供託し

なけ ればならない。この場合においては、当該譲渡等承認請求者は、当該株券

発行会社に対し、遅滞なく、当該供託をした旨を通知しなければならない。

４ 前項の譲渡等承認請求者が同項の期間内に同項の規定による供託をしなかっ

たと きは、株券発行会社は、前条第１項第２号の対象株式の売買契約を解除す

ることができる。

（指定買取人による買取りの通知）

第１４２条 指定買取人は、第１４０条第４項の規定による指定を受けたときは、譲渡等

承認請求者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

一 指定買取人として指定を受けた旨

二 指定買取人が買い取る対象株式の数（種類株式発行会社にあっては、対象

株式の種類及び種類ごとの数）

２ 指定買取人は、前項の規定による通知をしようとするときは、１株当たり純

資産 額に同項第２号の対象株式の数を乗じて得た額を株式会社の本店の所在地

の供 託所に供託し、かつ、当該供託を証する書面を譲渡等承認請求者に交付し

なければならない。

３ 対象株式が株券発行会社の株式である場合には、前項の書面の交付を受けた

譲渡 等承認請求者は、当該交付を受けた日から１週間以内に、第１項第２号の

対象 株式に係る株券を当該株券発行会社の本店の所在地の供託所に供託しなけ

れば ならない。この場合においては、当該譲渡等承認請求者は、指定買取人に

対し、遅滞なく、当該供託をした旨を通知しなければならない。

４ 前項の譲渡等承認請求者が同項の期間内に同項の規定による供託をしなかっ

たと きは、指定買取人は、第１項第２号の対象株式の売買契約を解除すること

ができる。

（譲渡等承認請求の撤回）

第１４３条 第１３８条第１号ハ又は第２号ハの請求をした譲渡等承認請求者は、第１４

１条第１項の規定による通知を受けた後は、株式会社の承諾を得た場合に限り、

その請求を撤回することができる。

２ 第１３８条第１号ハ又は第２号ハの請求をした譲渡等承認請求者は、前条第

１項 の規定による通知を受けた後は、指定買取人の承諾を得た場合に限り、そ

の請求を撤回することができる。

（売買価格の決定）
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第１４４条 第１４１条第１項の規定による通知があった場合には、第１４０条第１項第

２号 の対象株式の売買価格は、株式会社と譲渡等承認請求者との協議によって

定める。

２ 株式会社又は譲渡等承認請求者は、第１４１条第１項の規定による通知があ

った 日から２０日以内に、裁判所に対し、売買価格の決定の申立てをすること

ができる。

３ 裁判所は、前項の決定をするには、譲渡等承認請求の時における株式会社の

資産状態その他一切の事情を考慮しなければならない。

４ 第１項の規定にかかわらず、第２項の期間内に同項の申立てがあったときは、

当該 申立てにより裁判所が定めた額をもって第１４０条第１項第２号の対象株

式の売買価格とする。

５ 第１項の規定にかかわらず、第２項の期間内に同項の申立てがないとき（当

該 期 間 内 に 第 １ 項 の 協 議 が 調 っ た 場 合 を 除 く 。） は 、 １ 株 当 た り 純 資 産 額 に 第

１４ ０条第１項第２号の対象株式の数を乗じて得た額をもって当該対象株式の

売買価格とする。

６ 第１４１条第２項の規定による供託をした場合において、第１４０条第１項

第２ 号の対象株式の売買価格が確定したときは、株式会社は、供託した金銭に

相当 する額を限度として、売買代金の全部又は一部を支払ったものとみなす。

７ 前各項の規定は、第１４２条第１項の規定による通知があった場合について

準用 する。この場合において、第１項中「第１４０条第１項第２号」とあるの

は「第１４２条第１項第２号」と、「株式会社」とあるのは「指定買取人」と、

第２ 項中「株式会社」とあるのは「指定買取人」と、第４項及び第５項中「第

１４０条第１項第２号」とあるのは「第１４２条第１項第２号」と、前項中「第

１ ４ １ 条 第 ２ 項 」 と あ る の は 「 第 １ ４ ２ 条 第 ２ 項 」 と 、「 第 １ ４ ０ 条 第 １ 項 第

２ 号 」 と あ る の は 「 同 条 第 １ 項 第 ２ 号 」 と 、「 株 式 会 社 」 と あ る の は 「 指 定 買

取人」と読み替えるものとする。

（株式会社が承認をしたとみなされる場合）

第１４５条 次に掲げる場合には、株式会社は、第１３６条又は第１３７条第１項の承認

をす る旨の決定をしたものとみなす。ただし、株式会社と譲渡等承認請求者と

の合意により別段の定めをしたときは、この限りでない。

一 株式会社が第１３６条又は第１３７条第１項の規定による請求の日から２

週 間（これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間）以内に

第１３９条第２項の規定による通知をしなかった場合

二 株式会社が第１３９条第２項の規定による通知の日から４０日（これを下

回 る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間）以内に第１４１条第１

項 の規定による通知をしなかった場合（指定買取人が第１３９条第２項の規

定 による通知の日から１０日（これを下回る期間を定款で定めた場合にあっ

て は、その期間）以内に第１４２条第１項の規定による通知をした場合を除

く。）
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三 前２号に掲げる場合のほか、法務省令で定める場合

第３款 株式の質入れ

（株式の質入れ）

第１４６条 株主は、その有する株式に質権を設定することができる。

２ 株券発行会社の株式の質入れは、当該株式に係る株券を交付しなければ、そ

の効力を生じない。

（株式の質入れの対抗要件）

第１４７条 株式の質入れは、その質権者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、

又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。

２ 前項の規定にかかわらず、株券発行会社の株式の質権者は、継続して当該株

式に 係る株券を占有しなければ、その質権をもって株券発行会社その他の第三

者に対抗することができない。

３ 民法第３６４条の規定は、株式については、適用しない。

（株主名簿の記載等）

第１４８条 株式に質権を設定した者は、株式会社に対し、次に掲げる事項を株主名簿に

記載し、又は記録することを請求することができる。

一 質権者の氏名又は名称及び住所

二 質権の目的である株式

（株主名簿の記載事項を記載した書面の交付等）

第１４９条 前条各号に掲げる事項が株主名簿に記載され、又は記録された質権者（以下

「 登 録 株 式 質 権 者 」 と い う 。） は 、 株 式 会 社 に 対 し 、 当 該 登 録 株 式 質 権 者 に つ

いて の株主名簿に記載され、若しくは記録された同条各号に掲げる事項を記載

した 書面の交付又は当該事項を記録した電磁的記録の提供を請求することがで

きる。

２ 前項の書面には、株式会社の代表取締役（指名委員会等設置会社にあっては、

代 表 執 行 役 。 次 項 に お い て 同 じ 。） が 署 名 し 、 又 は 記 名 押 印 し な け れ ば な ら な

い。

３ 第１項の電磁的記録には、株式会社の代表取締役が法務省令で定める署名又

は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

４ 前３項の規定は、株券発行会社については、適用しない。

（登録株式質権者に対する通知等）

第１５０条 株式会社が登録株式質権者に対してする通知又は催告は、株主名簿に記載し、

又は 記録した当該登録株式質権者の住所（当該登録株式質権者が別に通知又は



- 62/422 -

powered by インターネット六法 .com

催告 を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その

場所又は連絡先）にあてて発すれば足りる。

２ 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、

到達したものとみなす。

（株式の質入れの効果）

第１５１条 株式会社が次に掲げる行為をした場合には、株式を目的とする質権は、当該

行為 によって当該株式の株主が受けることのできる金銭等（金銭その他の財産

をいう。以下同じ。）について存在する。

一 第１６７条第１項の規定による取得請求権付株式の取得

二 第１７０条第１項の規定による取得条項付株式の取得

三 第１７３条第１項の規定による第１７１条第１項に規定する全部取得条項

付種類株式の取得

四 株式の併合

五 株式の分割

六 第１８５条に規定する株式無償割当て

七 第２７７条に規定する新株予約権無償割当て

八 剰余金の配当

九 残余財産の分配

十 組織変更

十一 合併（合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。）

十二 株式交換

十三 株式移転

十四 株式の取得（第１号から第３号までに掲げる行為を除く。）

２ 特別支配株主（第１７９条第１項に規定する特別支配株主をいう。第１５４

条 第 ３ 項 に お い て 同 じ 。） が 株 式 売 渡 請 求 （ 第 １ ７ ９ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 株 式

売 渡 請 求 を い う 。） に よ り 売 渡 株 式 （ 第 １ ７ ９ 条 の ２ 第 １ 項 第 ２ 号 に 規 定 す る

売 渡 株 式 を い う 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。） の 取 得 を し た 場 合 に は 、 売 渡 株

式を 目的とする質権は、当該取得によって当該売渡株式の株主が受けることの

できる金銭について存在する。

第 １ ５ ２ 条 株 式 会 社 （ 株 券 発 行 会 社 を 除 く 。以 下 こ の 条 に お いて 同 じ 。） は 、前 条 第 １

項第 １号から第３号までに掲げる行為をした場合（これらの行為に際して当該

株 式 会 社 が 株 式 を 交 付 す る 場 合 に 限 る 。） 又 は 同 項 第 ６ 号 に 掲 げ る 行 為 を し た

場合 において、同項の質権の質権者が登録株式質権者（第２１８条第５項の規

定に よる請求により第１４８条各号に掲げる事項が株主名簿に記載され、又は

記 録 さ れ た も の を 除 く 。 以 下 こ の 款 に お い て 同 じ 。） で あ る と き は 、 前 条 第 １

項の 株主が受けることができる株式について、その質権者の氏名又は名称及び

住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。

２ 株式会社は、株式の併合をした場合において、前条第１項の質権の質権者が
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登録 株式質権者であるときは、併合した株式について、その質権者の氏名又は

名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。

３ 株式会社は、株式の分割をした場合において、前条第１項の質権の質権者が

登録 株式質権者であるときは、分割した株式について、その質権者の氏名又は

名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。

第１５３条 株券発行会社は、前条第１項に規定する場合には、第１５１条第１項の株主

が受ける株式に係る株券を登録株式質権者に引き渡さなければならない。

２ 株券発行会社は、前条第２項に規定する場合には、併合した株式に係る株券

を登録株式質権者に引き渡さなければならない。

３ 株券発行会社は、前条第３項に規定する場合には、分割した株式について新

たに発行する株券を登録株式質権者に引き渡さなければならない。

第 １ ５ ４ 条 登 録 株 式 質 権 者 は 、 第 １ ５ １ 条 第１ 項 の 金 銭 等 （ 金銭 に 限 る 。） 又は 同 条 第

２項 の金銭を受領し、他の債権者に先立って自己の債権の弁済に充てることが

できる。

２ 株式会社が次の各号に掲げる行為をした場合において、前項の債権の弁済期

が到 来していないときは、登録株式質権者は、当該各号に定める者に同項に規

定す る金銭等に相当する金額を供託させることができる。この場合において、

質権は、その供託金について存在する。

一 第１５１条第１項第１号から第６号まで、第８号、第９号又は第１４号に

掲げる行為 当該株式会社

二 組織変更 第７４４条第１項第１号に規定する組織変更後持分会社

三 合 併 （ 合 併 に よ り 当 該 株 式 会 社 が 消 滅 す る 場 合 に 限 る 。） 第 ７ ４ ９ 条 第

１ 項に規定する吸収合併存続会社又は第７５３条第１項に規定する新設合併

設立会社

四 株式交換 第７６７条に規定する株式交換完全親会社

五 株式移転 第７７３条第１項第１号に規定する株式移転設立完全親会社

３ 第１５１条第２項に規定する場合において、第１項の債権の弁済期が到来し

てい ないときは、登録株式質権者は、当該特別支配株主に同条第２項の金銭に

相当 する金額を供託させることができる。この場合において、質権は、その供

託金について存在する。

第４款 信託財産に属する株式についての対抗要件等

第１５４条の２ 株式については、当該株式が信託財産に属する旨を株主名簿に記載し、

又は 記録しなければ、当該株式が信託財産に属することを株式会社その他の第

三者に対抗することができない。

２ 第１２１条第１号の株主は、その有する株式が信託財産に属するときは、株
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式会 社に対し、その旨を株主名簿に記載し、又は記録することを請求すること

ができる。

３ 株主名簿に前項の規定による記載又は記録がされた場合における第１２２条

第１ 項及び第１３２条の規定の適用については、第１２２条第１項中「記録さ

れた 株主名簿記載事項」とあるのは「記録された株主名簿記載事項（当該株主

の 有 す る 株 式 が 信 託 財 産 に 属 す る 旨 を 含 む 。）」 と 、 第 １ ３ ２ 条 中 「 株 主 名 簿

記載 事項」とあるのは「株主名簿記載事項（当該株主の有する株式が信託財産

に属する旨を含む。）」とする。

４ 前３項の規定は、株券発行会社については、適用しない。

第４節 株式会社による自己の株式の取得

第１款 総則

第１５５条 株式会社は、次に掲げる場合に限り、当該株式会社の株式を取得することが

できる。

一 第１０７条第２項第３号イの事由が生じた場合

二 第１３８条第１号ハ又は第２号ハの請求があった場合

三 次条第１項の決議があった場合

四 第１６６条第１項の規定による請求があった場合

五 第１７１条第１項の決議があった場合

六 第１７６条第１項の規定による請求をした場合

七 第１９２条第１項の規定による請求があった場合

八 第１９７条第３項各号に掲げる事項を定めた場合

九 第２３４条第４項各号（第２３５条第２項において準用する場合を含む。）

に掲げる事項を定めた場合

十 他 の 会 社 （ 外 国 会 社 を 含 む 。） の 事 業 の 全 部 を 譲 り 受 け る 場 合 に お い て 当

該他の会社が有する当該株式会社の株式を取得する場合

十一 合併後消滅する会社から当該株式会社の株式を承継する場合

十二 吸収分割をする会社から当該株式会社の株式を承継する場合

十三 前各号に掲げる場合のほか、法務省令で定める場合

第２款 株主との合意による取得

第１目 総則

（株式の取得に関する事項の決定）

第１５６条 株式会社が株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得するには、

あら かじめ、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならな

い。ただし、第３号の期間は、１年を超えることができない。
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一 取得する株式の数（種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ご

との数）

二 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等（当該株式会社の株式等を除

く。以下この款において同じ。）の内容及びその総額

三 株式を取得することができる期間

２ 前項の規定は、前条第１号及び第２号並びに第４号から第１３号までに掲げ

る場合には、適用しない。

（取得価格等の決定）

第１５７条 株式会社は、前条第１項の規定による決定に従い株式を取得しようとすると

きは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 取得する株式の数（種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び数）

二 株式１株を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容及び数若しくは額

又はこれらの算定方法

三 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の総額

四 株式の譲渡しの申込みの期日

２ 取締役会設置会社においては、前項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の

決議によらなければならない。

３ 第１項の株式の取得の条件は、同項の規定による決定ごとに、均等に定めな

ければならない。

（株主に対する通知等）

第１５８条 株式会社は、株主（種類株式発行会社にあっては、取得する株式の種類の種

類株主）に対し、前条第１項各号に掲げる事項を通知しなければならない。

２ 公開会社においては、前項の規定による通知は、公告をもってこれに代える

ことができる。

（譲渡しの申込み）

第１５９条 前条第１項の規定による通知を受けた株主は、その有する株式の譲渡しの申

込み をしようとするときは、株式会社に対し、その申込みに係る株式の数（種

類株 式発行会社にあっては、株式の種類及び数）を明らかにしなければならな

い。

２ 株式会社は、第１５７条第１項第４号の期日において、前項の株主が申込み

をし た株式の譲受けを承諾したものとみなす。ただし、同項の株主が申込みを

し た 株 式 の 総 数 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 申 込 総 数 」 と い う 。） が 同 条 第 １ 項 第

１ 号 の 数 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 取 得 総 数 」 と い う 。） を 超 え る と き は 、 取 得

総数 を申込総数で除して得た数に前項の株主が申込みをした株式の数を乗じて

得た 数（その数に１に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てる

ものとする。）の株式の譲受けを承諾したものとみなす。
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第２目 特定の株主からの取得

（特定の株主からの取得）

第１６０条 株式会社は、第１５６条第１項各号に掲げる事項の決定に併せて、同項の株

主総 会の決議によって、第１５８条第１項の規定による通知を特定の株主に対

して行う旨を定めることができる。

２ 株式会社は、前項の規定による決定をしようとするときは、法務省令で定め

る時 までに、株主（種類株式発行会社にあっては、取得する株式の種類の種類

株主 ）に対し、次項の規定による請求をすることができる旨を通知しなければ

ならない。

３ 前項の株主は、第１項の特定の株主に自己をも加えたものを同項の株主総会

の議案とすることを、法務省令で定める時までに、請求することができる。

４ 第１項の特定の株主は、第１５６条第１項の株主総会において議決権を行使

する ことができない。ただし、第１項の特定の株主以外の株主の全部が当該株

主総会において議決権を行使することができない場合は、この限りでない。

５ 第１項の特定の株主を定めた場合における第１５８条第１項の規定の適用に

つい ては、同項中「株主（種類株式発行会社にあっては、取得する株式の種類

の種類株主）」とあるのは、「第１６０条第１項の特定の株主」とする。

（市場価格のある株式の取得の特則）

第１６１条 前条第２項及び第３項の規定は、取得する株式が市場価格のある株式である

場合 において、当該株式１株を取得するのと引換えに交付する金銭等の額が当

該株 式１株の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超

えないときは、適用しない。

（相続人等からの取得の特則）

第１６２条 第１６０条第２項及び第３項の規定は、株式会社が株主の相続人その他の一

般承 継人からその相続その他の一般承継により取得した当該株式会社の株式を

取得 する場合には、適用しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、こ

の限りでない。

一 株式会社が公開会社である場合

二 当該相続人その他の一般承継人が株主総会又は種類株主総会において当該

株式について議決権を行使した場合

（子会社からの株式の取得）

第１６３条 株式会社がその子会社の有する当該株式会社の株式を取得する場合における

第１ ５６条第１項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、

「 株 主 総 会 （ 取 締 役 会 設 置 会 社 に あ っ て は 、 取 締 役 会 ）」 と す る 。 こ の 場 合 に

おいては、第１５７条から第１６０条までの規定は、適用しない。
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（特定の株主からの取得に関する定款の定め）

第１６４条 株式会社は、株式（種類株式発行会社にあっては、ある種類の株式。次項に

お い て 同 じ 。） の 取 得 に つ い て 第 １ ６ ０ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 決 定 を す る と き

は同 条第２項及び第３項の規定を適用しない旨を定款で定めることができる。

２ 株式の発行後に定款を変更して当該株式について前項の規定による定款の定

めを 設け、又は当該定めについての定款の変更（同項の定款の定めを廃止する

も の を 除 く 。） を し よ う と す る と き は 、 当 該 株 式 を 有 す る 株 主 全 員 の 同 意 を 得

なければならない。

第３目 市場取引等による株式の取得

第１６５条 第１５７条から第１６０条までの規定は、株式会社が市場において行う取引

又は 金融商品取引法第２７条の２第６項に規定する公開買付けの方法（以下こ

の 条 に お い て 「 市 場 取 引 等 」 と い う 。） に よ り 当 該 株 式 会 社 の 株 式 を 取 得 す る

場合には、適用しない。

２ 取締役会設置会社は、市場取引等により当該株式会社の株式を取得すること

を 取 締 役 会 の 決 議 に よ っ て 定 め る こ と が で き る 旨 を 定 款 で 定 め る こ と が で き

る。

３ 前項の規定による定款の定めを設けた場合における第１５６条第１項の規定

の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中 「 株 主 総 会 」 と あ る の は 、「 株 主 総 会 （ 第 １ ６ ５ 条

第１項に規定する場合にあっては、株主総会又は取締役会）」とする。

第３款 取得請求権付株式及び取得条項付株式の取得

第１目 取得請求権付株式の取得の請求

（取得の請求）

第１６６条 取得請求権付株式の株主は、株式会社に対して、当該株主の有する取得請求

権付 株式を取得することを請求することができる。ただし、当該取得請求権付

株式 を取得するのと引換えに第１０７条第２項第２号ロからホまでに規定する

財産 を交付する場合において、これらの財産の帳簿価額が当該請求の日におけ

る第４６１条第２項の分配可能額を超えているときは、この限りでない。

２ 前項の規定による請求は、その請求に係る取得請求権付株式の数（種類株式

発行 会社にあっては、取得請求権付株式の種類及び種類ごとの数）を明らかに

してしなければならない。

３ 株券発行会社の株主がその有する取得請求権付株式について第１項の規定に

よる 請求をしようとするときは、当該取得請求権付株式に係る株券を株券発行

会社 に提出しなければならない。ただし、当該取得請求権付株式に係る株券が
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発行されていない場合は、この限りでない。

（効力の発生）

第１６７条 株式会社は、前条第１項の規定による請求の日に、その請求に係る取得請求

権付株式を取得する。

２ 次の各号に掲げる場合には、前条第１項の規定による請求をした株主は、そ

の請 求の日に、第１０７条第２項第２号（種類株式発行会社にあっては、第１

０８ 条第２項第５号）に定める事項についての定めに従い、当該各号に定める

者となる。

一 第１０７条第２項第２号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号

ロの社債の社債権者

二 第１０７条第２項第２号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号

ハの新株予約権の新株予約権者

三 第１０７条第２項第２号ニに掲げる事項についての定めがある場合 同号

ニ の新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債

に付された新株予約権の新株予約権者

四 第１０８条第２項第５号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号

ロの他の株式の株主

３ 前項第４号に掲げる場合において、同号に規定する他の株式の数に１株に満

たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。この場合においては、

株式 会社は、定款に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる場合の区

分に 応じ、当該各号に定める額にその端数を乗じて得た額に相当する金銭を前

条第１項の規定による請求をした株主に対して交付しなければならない。

一 当該株式が市場価格のある株式である場合 当該株式１株の市場価格とし

て法務省令で定める方法により算定される額

二 前号に掲げる場合以外の場合 １株当たり純資産額

４ 前項の規定は、当該株式会社の社債及び新株予約権について端数がある場合

につ いて準用する。この場合において、同項第２号中「１株当たり純資産額」

とあるのは、「法務省令で定める額」と読み替えるものとする。

第２目 取得条項付株式の取得

（取得する日の決定）

第１６８条 第１０７条第２項第３号ロに掲げる事項についての定めがある場合には、株

式会 社は、同号ロの日を株主総会（取締役会設置会社にあっては、取締役会）

の決 議によって定めなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合

は、この限りでない。

２ 第１０７条第２項第３号ロの日を定めたときは、株式会社は、取得条項付株

式の 株主（同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、次条第
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１項 の規定により決定した取得条項付株式の株主）及びその登録株式質権者に

対し、当該日の２週間前までに、当該日を通知しなければならない。

３ 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

（取得する株式の決定等）

第１６９条 株式会社は、第１０７条第２項第３号ハに掲げる事項についての定めがある

場合 において、取得条項付株式を取得しようとするときは、その取得する取得

条項付株式を決定しなければならない。

２ 前項の取得条項付株式は、株主総会（取締役会設置会社にあっては、取締役

会） の決議によって定めなければならない。ただし、定款に別段の定めがある

場合は、この限りでない。

３ 第１項の規定による決定をしたときは、株式会社は、同項の規定により決定

した 取得条項付株式の株主及びその登録株式質権者に対し、直ちに、当該取得

条項付株式を取得する旨を通知しなければならない。

４ 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

（効力の発生等）

第１７０条 株式会社は、第１０７条第２項第３号イの事由が生じた日（同号ハに掲げる

事項 についての定めがある場合にあっては、第１号に掲げる日又は第２号に掲

げ る 日 の い ず れ か 遅 い 日 。 次 項 及 び 第 ５ 項 に お い て 同 じ 。） に、 取 得 条 項 付 株

式（ 同条第２項第３号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、

前条第１項の規定により決定したもの。次項において同じ。）を取得する。

一 第１０７条第２項第３号イの事由が生じた日

二 前条第３項の規定による通知の日又は同条第４項の公告の日から２週間を

経過した日

２ 次の各号に掲げる場合には、取得条項付株式の株主（当該株式会社を除く。）

は、 第１０７条第２項第３号イの事由が生じた日に、同号（種類株式発行会社

にあ っては、第１０８条第２項第６号）に定める事項についての定めに従い、

当該各号に定める者となる。

一 第１０７条第２項第３号ニに掲げる事項についての定めがある場合 同号

ニの社債の社債権者

二 第１０７条第２項第３号ホに掲げる事項についての定めがある場合 同号

ホの新株予約権の新株予約権者

三 第１０７条第２項第３号ヘに掲げる事項についての定めがある場合 同号

ヘ の新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債

に付された新株予約権の新株予約権者

四 第１０８条第２項第６号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号

ロの他の株式の株主

３ 株式会社は、第１０７条第２項第３号イの事由が生じた後、遅滞なく、取得

条項 付株式の株主及びその登録株式質権者（同号ハに掲げる事項についての定
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めが ある場合にあっては、前条第１項の規定により決定した取得条項付株式の

株主 及びその登録株式質権者）に対し、当該事由が生じた旨を通知しなければ

なら ない。ただし、第１６８条第２項の規定による通知又は同条第３項の公告

をしたときは、この限りでない。

４ 前項本文の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

５ 前各項の規定は、取得条項付株式を取得するのと引換えに第１０７条第２項

第３ 号ニからトまでに規定する財産を交付する場合において、これらの財産の

帳簿 価額が同号イの事由が生じた日における第４６１条第２項の分配可能額を

超えているときは、適用しない。

第４款 全部取得条項付種類株式の取得

（全部取得条項付種類株式の取得に関する決定）

第１７１条 全部取得条項付種類株式（第１０８条第１項第７号に掲げる事項についての

定 め が あ る 種 類 の 株 式 を い う 。 以 下 こ の 款 に お い て 同 じ 。） を発 行 し た 種 類 株

式発 行会社は、株主総会の決議によって、全部取得条項付種類株式の全部を取

得す ることができる。この場合においては、当該株主総会の決議によって、次

に掲げる事項を定めなければならない。

一 全 部 取 得 条 項 付 種 類 株 式 を 取 得 す る の と 引 換 え に 金 銭 等 を 交 付 す る と き

は 、 当 該 金 銭 等 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 取 得 対 価 」 と い う 。） に つ い て の 次

に掲げる事項

イ 当該取得対価が当該株式会社の株式であるときは、当該株式の種類及び

種類ごとの数又はその数の算定方法

ロ 当該取得対価が当該株式会社の社債（新株予約権付社債についてのもの

を 除 く 。） で あ る と き は 、 当 該 社 債 の 種 類 及 び 種 類 ご と の 各 社 債 の 金 額 の

合計額又はその算定方法

ハ 当該取得対価が当該株式会社の新株予約権（新株予約権付社債に付され

た も の を 除 く 。） で あ る と き は 、 当 該 新 株 予 約 権 の 内 容 及 び 数 又 は そ の 算

定方法

ニ 当該取得対価が当該株式会社の新株予約権付社債であるときは、当該新

株予約権付社 債についてのロに規定する事項及び当該新株予約権付社債に

付された新株予約権についてのハに規定する事項

ホ 当該取得対価が当該株式会社の株式等以外の財産であるときは、当該財

産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法

二 前号に規定する場合には、全部取得条項付種類株式の株主に対する取得対

価の割当てに関する事項

三 株式会社が全部取得条項付種類株式を取得する日（以下この款において「取

得日」という。）

２ 前 項 第 ２ 号 に 掲 げ る 事 項 に つ い て の 定 め は 、 株 主 （ 当 該 株 式 会 社 を 除 く 。）
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の有 する全部取得条項付種類株式の数に応じて取得対価を割り当てることを内

容とするものでなければならない。

３ 取締役は、第１項の株主総会において、全部取得条項付種類株式の全部を取

得することを必要とする理由を説明しなければならない。

（全部取得条項付種類株式の取得対価等に関する書面等の備置き及び閲覧等）

第１７１条の２ 全部取得条項付種類株式を取得する株式会社は、次に掲げる日のいずれ

か早 い日から取得日後６箇月を経過する日までの間、前条第１項各号に掲げる

事項 その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録

をその本店に備え置かなければならない。

一 前条第１項の株主総会の日の２週間前の日（第３１９条第１項の場合にあ

っては、同項の提案があった日）

二 第１７２条第２項の規定による通知の日又は同条第３項の公告の日のいず

れか早い日

２ 全部取得条項付種類株式を取得する株式会社の株主は、当該株式会社に対し

て、 その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただ

し、 第２号又は第４号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を

支払わなければならない。

一 前項の書面の閲覧の請求

二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示し

たものの閲覧の請求

四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定め

た ものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

（全部取得条項付種類株式の取得をやめることの請求）

第１７１条の３ 第１７１条第１項の規定による全部取得条項付種類株式の取得が法令又

は定 款に違反する場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、

株主 は、株式会社に対し、当該全部取得条項付種類株式の取得をやめることを

請求することができる。

（裁判所に対する価格の決定の申立て）

第１７２条 第１７１条第１項各号に掲げる事項を定めた場合には、次に掲げる株主は、

取得 日の２０日前の日から取得日の前日までの間に、裁判所に対し、株式会社

によ る全部取得条項付種類株式の取得の価格の決定の申立てをすることができ

る。

一 当該株主総会に先立って当該株式会社による全部取得条項付種類株式の取

得 に反対する旨を当該株式会社に対し通知し、かつ、当該株主総会において

当 該取得に反対した株主（当該株主総会において議決権を行使することがで

きるものに限る。）
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二 当該株主総会において議決権を行使することができない株主

２ 株式会社は、取得日の２０日前までに、全部取得条項付種類株式の株主に対

し、 当該全部取得条項付種類株式の全部を取得する旨を通知しなければならな

い。

３ 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

４ 株式会社は、裁判所の決定した価格に対する取得日後の年６分の利率により

算定した利息をも支払わなければならない。

５ 株式会社は、全部取得条項付種類株式の取得の価格の決定があるまでは、株

主に 対し、当該株式会社がその公正な価格と認める額を支払うことができる。

（効力の発生）

第１７３条 株式会社は、取得日に、全部取得条項付種類株式の全部を取得する。

２ 次の各号に掲げる場合には、当該株式会社以外の全部取得条項付種類株式の

株 主 （ 前 条 第 １ 項 の 申 立 て を し た 株 主 を 除 く 。） は 、 取 得 日 に 、 第 １ ７ １ 条 第

１項の株主総会の決議による定めに従い、当該各号に定める者となる。

一 第１７１条第１項第１号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号

イの株式の株主

二 第１７１条第１項第１号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号

ロの社債の社債権者

三 第１７１条第１項第１号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号

ハの新株予約権の新株予約権者

四 第１７１条第１項第１号ニに掲げる事項についての定めがある場合 同号

ニ の新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債

に付された新株予約権の新株予約権者

（全部取得条項付種類株式の取得に関する書面等の備置き及び閲覧等）

第１７３条の２ 株式会社は、取得日後遅滞なく、株式会社が取得した全部取得条項付種

類株 式の数その他の全部取得条項付種類株式の取得に関する事項として法務省

令で 定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければ

ならない。

２ 株式会社は、取得日から６箇月間、前項の書面又は電磁的記録をその本店に

備え置かなければならない。

３ 全部取得条項付種類株式を取得した株式会社の株主又は取得日に全部取得条

項付種類株式の株主であった者は、当該株式会社に対して、その営業時間内は、

いつ でも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第２号又は第４号に

掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

一 前項の書面の閲覧の請求

二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示し

たものの閲覧の請求
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四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定め

た ものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

第５款 相続人等に対する売渡しの請求

（相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め）

第１７４条 株式会社は、相続その他の一般承継により当該株式会社の株式（譲渡制限株

式 に 限 る 。） を 取 得 し た 者 に 対 し 、 当 該 株 式 を 当 該 株 式 会 社 に 売 り 渡 す こ と を

請求することができる旨を定款で定めることができる。

（売渡しの請求の決定）

第１７５条 株式会社は、前条の規定による定款の定めがある場合において、次条第１項

の規定による請求をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、

次に掲げる事項を定めなければならない。

一 次条第１項の規定による請求をする株式の数（種類株式発行会社にあって

は、株式の種類及び種類ごとの数）

二 前号の株式を有する者の氏名又は名称

２ 前項第２号の者は、同項の株主総会において議決権を行使することができな

い。 ただし、同号の者以外の株主の全部が当該株主総会において議決権を行使

することができない場合は、この限りでない。

（売渡しの請求）

第１７６条 株式会社は、前条第１項各号に掲げる事項を定めたときは、同項第２号の者

に対 し、同項第１号の株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することがで

きる 。ただし、当該株式会社が相続その他の一般承継があったことを知った日

から１年を経過したときは、この限りでない。

２ 前項の規定による請求は、その請求に係る株式の数（種類株式発行会社にあ

って は、株式の種類及び種類ごとの数）を明らかにしてしなければならない。

３ 株式会社は、いつでも、第１項の規定による請求を撤回することができる。

（売買価格の決定）

第１７７条 前条第１項の規定による請求があった場合には、第１７５条第１項第１号の

株式の売買価格は、株式会社と同項第２号の者との協議によって定める。

２ 株式会社又は第１７５条第１項第２号の者は、前条第１項の規定による請求

があ った日から２０日以内に、裁判所に対し、売買価格の決定の申立てをする

ことができる。

３ 裁判所は、前項の決定をするには、前条第１項の規定による請求の時におけ

る株式会社の資産状態その他一切の事情を考慮しなければならない。

４ 第１項の規定にかかわらず、第２項の期間内に同項の申立てがあったときは、
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当該 申立てにより裁判所が定めた額をもって第１７５条第１項第１号の株式の

売買価格とする。

５ 第２項の期間内に同項の申立てがないとき（当該期間内に第１項の協議が調

った場合を除く。）は、前条第１項の規定による請求は、その効力を失う。

第６款 株式の消却

第１７８条 株式会社は、自己株式を消却することができる。この場合においては、消却

する 自己株式の数（種類株式発行会社にあっては、自己株式の種類及び種類ご

との数）を定めなければならない。

２ 取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決

議によらなければならない。

第４節の２ 特別支配株主の株式等売渡請求

（株式等売渡請求）

第１７９条 株式会社の特別支配株主（株式会社の総株主の議決権の１０分の９（これを

上回 る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合）以上を

当該 株式会社以外の者及び当該者が発行済株式の全部を有する株式会社その他

これ に準ずるものとして法務省令で定める法人（以下この条及び次条第１項に

お い て 「 特 別 支 配 株 主 完 全 子 法 人 」 と い う 。） が 有 し て い る 場 合 に お け る 当 該

者 を い う 。 以 下 同 じ 。） は 、 当 該 株 式 会 社 の 株 主 （ 当 該 株 式 会 社 及 び 当 該 特 別

支 配 株 主 を 除 く 。） の 全 員 に 対 し 、 そ の 有 す る 当 該 株 式 会 社 の 株 式 の 全 部 を 当

該特 別支配株主に売り渡すことを請求することができる。ただし、特別支配株

主完全子法人に対しては、その請求をしないことができる。

２ 特別支配株主は、前項の規定による請求（以下この章及び第８４６条の２第

２ 項 第 １ 号 に お い て 「 株 式 売 渡 請 求 」 と い う 。） を す る と き は 、 併 せ て 、 そ の

株式売渡請求に係る株式を発行している株式会社（以下「対象会社」という。）

の 新 株 予 約 権 の 新 株 予 約 権 者 （ 対 象 会 社 及 び 当 該 特 別 支 配 株 主 を 除 く 。） の 全

員に 対し、その有する対象会社の新株予約権の全部を当該特別支配株主に売り

渡す ことを請求することができる。ただし、特別支配株主完全子法人に対して

は、その請求をしないことができる。

３ 特別支配株主は、新株予約権付社債に付された新株予約権について前項の規

定による請求（以下「新株予約権売渡請求」という。）をするときは、併せて、

新株 予約権付社債についての社債の全部を当該特別支配株主に売り渡すことを

請求 しなければならない。ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約

権について別段の定めがある場合は、この限りでない。
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（株式等売渡請求の方法）

第１７９条の２ 株式売渡請求は、次に掲げる事項を定めてしなければならない。

一 特 別 支 配 株 主 完 全 子 法 人 に 対 し て 株 式 売 渡 請 求 を し な い こ と と す る と き

は、その旨及び当該特別支配株主完全子法人の名称

二 株式売渡請求によりその有する対象会社の株式を売り渡す株主（以下「売

渡 株 主 」 と い う 。） に 対 し て 当 該 株 式 （ 以 下 こ の 章 に お い て 「 売 渡 株 式 」 と

いう。）の対価として交付する金銭の額又はその算定方法

三 売渡株主に対する前号の金銭の割当てに関する事項

四 株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求（その新株予約権売渡請求に係

る 新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合における前条第

３ 項 の 規 定 に よ る 請 求 を 含 む 。 以 下 同 じ 。） を す る と き は 、 そ の 旨 及 び 次 に

掲げる事項

イ 特別支配株主完全子法人に対して新株予約権売渡請求をしないこととす

るときは、その旨及び当該特別支配株主完全子法人の名称

ロ 新株予約権売渡請求によりその有する対象会社の新株予約権を売り渡す

新 株 予 約 権 者 （ 以 下 「 売 渡 新 株 予 約 権 者 」 と い う 。） に 対 し て 当 該 新 株 予

約権（当該新 株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にお

いて、前条第 ３項の規定による請求をするときは、当該新株予約権付社債

についての社債を含む。以下この編において「売渡新株予約権」という。）

の対価として交付する金銭の額又はその算定方法

ハ 売渡新株予約権者に対するロの金銭の割当てに関する事項

五 特別支配株主が売渡株式（株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求をす

る 場合にあっては、売渡株式及び売渡新株予約権。以下「売渡株式等」とい

う。）を取得する日（以下この節において「取得日」という。）

六 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

２ 対象会社が種類株式発行会社である場合には、特別支配株主は、対象会社の

発行 する種類の株式の内容に応じ、前項第３号に掲げる事項として、同項第２

号の 金銭の割当てについて売渡株式の種類ごとに異なる取扱いを行う旨及び当

該異なる取扱いの内容を定めることができる。

３ 第１項第３号に掲げる事項についての定めは、売渡株主の有する売渡株式の

数（ 前項に規定する定めがある場合にあっては、各種類の売渡株式の数）に応

じて金銭を交付することを内容とするものでなければならない。

（対象会社の承認）

第１７９条の３ 特別支配株主は、株式売渡請求（株式売渡請求に併せて新株予約権売渡

請求 をする場合にあっては、株式売渡請求及び新株予約権売渡請求。以下「株

式 等 売 渡 請 求 」 と い う 。） を し よ う と す る と き は 、 対 象 会 社 に 対 し 、 そ の 旨 及

び前 条第１項各号に掲げる事項を通知し、その承認を受けなければならない。

２ 対象会社は、特別支配株主が株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求をし

ようとするときは、新株予約権売渡請求のみを承認することはできない。
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３ 取締役会設置会社が第１項の承認をするか否かの決定をするには、取締役会

の決議によらなければならない。

４ 対象会社は、第１項の承認をするか否かの決定をしたときは、特別支配株主

に対し、当該決定の内容を通知しなければならない。

（売渡株主等に対する通知等）

第１７９条の４ 対象会社は、前条第１項の承認をしたときは、取得日の２０日前までに、

次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を通知しなければならない。

一 売渡株主（特別支配株主が株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求をす

る場合にあっては、売渡株主及び売渡新株予約権者。以下この節において「売

渡 株 主 等 」 と い う 。） 当 該 承 認 を し た 旨 、 特 別 支 配 株 主 の 氏 名 又 は 名 称 及

び 住所、第１７９条の２第１項第１号から第５号までに掲げる事項その他法

務省令で定める事項

二 売渡株式の登録株式質権者（特別支配株主が株式売渡請求に併せて新株予

約 権売渡請求をする場合にあっては、売渡株式の登録株式質権者及び売渡新

株 予約権の登録新株予約権質権者（第２７０条第１項に規定する登録新株予

約権質権者をいう。）） 当該承認をした旨

２ 前 項 の 規 定 に よ る 通 知 （ 売 渡 株 主 に 対 し て す る も の を 除 く 。） は 、 公 告 を も

ってこれに代えることができる。

３ 対象会社が第１項の規定による通知又は前項の公告をしたときは、特別支配

株主から売渡株主等に対し、株式等売渡請求がされたものとみなす。

４ 第１項の規定による通知又は第２項の公告の費用は、特別支配株主の負担と

する。

（株式等売渡請求に関する書面等の備置き及び閲覧等）

第１７９条の５ 対象会社は、前条第１項第１号の規定による通知の日又は同条第２項の

公告 の日のいずれか早い日から取得日後６箇月（対象会社が公開会社でない場

合に あっては、取得日後１年）を経過する日までの間、次に掲げる事項を記載

し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。

一 特別支配株主の氏名又は名称及び住所

二 第１７９条の２第１項各号に掲げる事項

三 第１７９条の３第１項の承認をした旨

四 前３号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

２ 売渡株主等は、対象会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げ

る請 求をすることができる。ただし、第２号又は第４号に掲げる請求をするに

は、当該対象会社の定めた費用を支払わなければならない。

一 前項の書面の閲覧の請求

二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示し

たものの閲覧の請求
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四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって対象会社の定め

た ものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

（株式等売渡請求の撤回）

第１７９条の６ 特別支配株主は、第１７９条の３第１項の承認を受けた後は、取得日の

前日 までに対象会社の承諾を得た場合に限り、売渡株式等の全部について株式

等売渡請求を撤回することができる。

２ 取締役会設置会社が前項の承諾をするか否かの決定をするには、取締役会の

決議によらなければならない。

３ 対象会社は、第１項の承諾をするか否かの決定をしたときは、特別支配株主

に対し、当該決定の内容を通知しなければならない。

４ 対象会社は、第１項の承諾をしたときは、遅滞なく、売渡株主等に対し、当

該承諾をした旨を通知しなければならない。

５ 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

６ 対象会社が第４項の規定による通知又は前項の公告をしたときは、株式等売

渡請求は、売渡株式等の全部について撤回されたものとみなす。

７ 第４項の規定による通知又は第５項の公告の費用は、特別支配株主の負担と

する。

８ 前各項の規定は、新株予約権売渡請求のみを撤回する場合について準用する。

この場合において、第４項中「売渡株主等」とあるのは、「売渡新株予約権者」

と読み替えるものとする。

（売渡株式等の取得をやめることの請求）

第１７９条の７ 次に掲げる場合において、売渡株主が不利益を受けるおそれがあるとき

は、 売渡株主は、特別支配株主に対し、株式等売渡請求に係る売渡株式等の全

部の取得をやめることを請求することができる。

一 株式売渡請求が法令に違反する場合

二 対象会社が第１７９条の４第１項第１号（売渡株主に対する通知に係る部

分に限る。）又は第１７９条の５の規定に違反した場合

三 第１７９条の２第１項第２号又は第３号に掲げる事項が対象会社の財産の

状況その他の事情に照らして著しく不当である場合

２ 次に掲げる場合において、売渡新株予約権者が不利益を受けるおそれがある

とき は、売渡新株予約権者は、特別支配株主に対し、株式等売渡請求に係る売

渡株式等の全部の取得をやめることを請求することができる。

一 新株予約権売渡請求が法令に違反する場合

二 対象会社が第１７９条の４第１項第１号（売渡新株予約権者に対する通知

に係る部分に限る。）又は第１７９条の５の規定に違反した場合

三 第１７９条の２第１項第４号ロ又はハに掲げる事項が対象会社の財産の状

況その他の事情に照らして著しく不当である場合



- 78/422 -

powered by インターネット六法 .com

（売買価格の決定の申立て）

第１７９条の８ 株式等売渡請求があった場合には、売渡株主等は、取得日の２０日前の

日か ら取得日の前日までの間に、裁判所に対し、その有する売渡株式等の売買

価格の決定の申立てをすることができる。

２ 特別支配株主は、裁判所の決定した売買価格に対する取得日後の年６分の利

率により算定した利息をも支払わなければならない。

３ 特別支配株主は、売渡株式等の売買価格の決定があるまでは、売渡株主等に

対し 、当該特別支配株主が公正な売買価格と認める額を支払うことができる。

（売渡株式等の取得）

第１７９条の９ 株式等売渡請求をした特別支配株主は、取得日に、売渡株式等の全部を

取得する。

２ 前項の規定により特別支配株主が取得した売渡株式等が譲渡制限株式又は譲

渡制 限新株予約権（第２４３条第２項第２号に規定する譲渡制限新株予約権を

い う 。） で あ る と き は 、 対 象 会 社 は 、 当 該 特 別 支 配 株 主 が 当 該 売 渡 株 式 等 を 取

得し たことについて、第１３７条第１項又は第２６３条第１項の承認をする旨

の決定をしたものとみなす。

（売渡株式等の取得に関する書面等の備置き及び閲覧等）

第１７９条の１０ 対象会社は、取得日後遅滞なく、株式等売渡請求により特別支配株主

が取 得した売渡株式等の数その他の株式等売渡請求に係る売渡株式等の取得に

関す る事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁

的記録を作成しなければならない。

２ 対象会社は、取得日から６箇月間（対象会社が公開会社でない場合にあって

は 、 取 得 日 か ら １ 年 間 ）、 前 項 の 書 面 又 は 電 磁 的 記 録 を そ の 本 店 に 備 え 置 か な

ければならない。

３ 取得日に売渡株主等であった者は、対象会社に対して、その営業時間内は、

いつ でも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第２号又は第４号に

掲げる請求をするには、当該対象会社の定めた費用を支払わなければならない。

一 前項の書面の閲覧の請求

二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示し

たものの閲覧の請求

四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって対象会社の定め

た ものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

第５節 株式の併合等

第１款 株式の併合
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（株式の併合）

第１８０条 株式会社は、株式の併合をすることができる。

２ 株式会社は、株式の併合をしようとするときは、その都度、株主総会の決議

によって、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 併合の割合

二 株式の併合がその効力を生ずる日（以下この款において「効力発生日」と

いう。）

三 株式会社が種類株式発行会社である場合には、併合する株式の種類

四 効力発生日における発行可能株式総数

３ 前項第４号の発行可能株式総数は、効力発生日における発行済株式の総数の

４倍 を超えることができない。ただし、株式会社が公開会社でない場合は、こ

の限りでない。

４ 取締役は、第２項の株主総会において、株式の併合をすることを必要とする

理由を説明しなければならない。

（株主に対する通知等）

第１８１条 株式会社は、効力発生日の２週間前までに、株主（種類株式発行会社にあっ

て は 、 前 条 第 ２ 項 第 ３ 号 の 種 類 の 種 類 株 主 。 以 下 こ の 款 に お い て 同 じ 。） 及 び

その登録株式質権者に対し、同項各号に掲げる事項を通知しなければならない。

２ 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

（効力の発生）

第１８２条 株主は、効力発生日に、その日の前日に有する株式（種類株式発行会社にあ

っ て は 、 第 １ ８ ０ 条 第 ２ 項 第 ３ 号 の 種 類 の 株 式 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。）

の数に同条第２項第１号の割合を乗じて得た数の株式の株主となる。

２ 株式の併合をした株式会社は、効力発生日に、第１８０条第２項第４号に掲

げる 事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみな

す。

（株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き及び閲覧等）

第１８２条の２ 株式の併合（単元株式数（種類株式発行会社にあっては、第１８０条第

２ 項 第 ３ 号 の 種 類 の 株 式 の 単 元 株 式 数 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。） を 定 款 で

定め ている場合にあっては、当該単元株式数に同条第２項第１号の割合を乗じ

て得た数に１に満たない端数が生ずるものに限る。以下この款において同じ。）

をす る株式会社は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後６箇月を

経過 する日までの間、同項各号に掲げる事項その他法務省令で定める事項を記

載し 、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならな

い。

一 第１８０条第２項の株主総会（株式の併合をするために種類株主総会の決

議 を要する場合にあっては、当該種類株主総会を含む。第１８２条の４第２
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項 に お い て 同 じ 。） の 日 の ２ 週 間 前 の 日 （ 第 ３ １ ９ 条 第 １ 項 の 場 合 に あ っ て

は、同項の提案があった日）

二 第１８２条の４第３項の規定により読み替えて適用する第１８１条第１項

の 規定による株主に対する通知の日又は第１８１条第２項の公告の日のいず

れか早い日

２ 株式の併合をする株式会社の株主は、当該株式会社に対して、その営業時間

内は 、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第２号又は第

４号 に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければな

らない。

一 前項の書面の閲覧の請求

二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示し

たものの閲覧の請求

四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定め

た ものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

（株式の併合をやめることの請求）

第１８２条の３ 株式の併合が法令又は定款に違反する場合において、株主が不利益を受

ける おそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、当該株式の併合をやめる

ことを請求することができる。

（反対株主の株式買取請求）

第１８２条の４ 株式会社が株式の併合をすることにより株式の数に１株に満たない端数

が生 ずる場合には、反対株主は、当該株式会社に対し、自己の有する株式のう

ち１ 株に満たない端数となるものの全部を公正な価格で買い取ることを請求す

ることができる。

２ 前項に規定する「反対株主」とは、次に掲げる株主をいう。

一 第１８０条第２項の株主総会に先立って当該株式の併合に反対する旨を当

該 株式会社に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該株式の併合に反

対 した株主（当該株主総会において議決権を行使することができるものに限

る。）

二 当該株主総会において議決権を行使することができない株主

３ 株式会社が株式の併合をする場合における株主に対する通知についての第１

８ １ 条 第 １ 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中 「 ２ 週 間 」 と あ る の は 、「 ２ ０

日」とする。

４ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 請 求 （ 以 下 こ の 款 に お い て 「 株 式 買 取 請 求 」 と い う 。）

は、 効力発生日の２０日前の日から効力発生日の前日までの間に、その株式買

取請 求に係る株式の数（種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ご

との数）を明らかにしてしなければならない。

５ 株券が発行されている株式について株式買取請求をしようとするときは、当
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該株 式の株主は、株式会社に対し、当該株式に係る株券を提出しなければなら

ない 。ただし、当該株券について第２２３条の規定による請求をした者につい

ては、この限りでない。

６ 株式買取請求をした株主は、株式会社の承諾を得た場合に限り、その株式買

取請求を撤回することができる。

７ 第１３３条の規定は、株式買取請求に係る株式については、適用しない。

（株式の価格の決定等）

第１８２条の５ 株式買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主

と株 式会社との間に協議が調ったときは、株式会社は、効力発生日から６０日

以内にその支払をしなければならない。

２ 株式の価格の決定について、効力発生日から３０日以内に協議が調わないと

きは 、株主又は株式会社は、その期間の満了の日後３０日以内に、裁判所に対

し、価格の決定の申立てをすることができる。

３ 前条第６項の規定にかかわらず、前項に規定する場合において、効力発生日

から ６０日以内に同項の申立てがないときは、その期間の満了後は、株主は、

いつでも、株式買取請求を撤回することができる。

４ 株式会社は、裁判所の決定した価格に対する第１項の期間の満了の日後の年

６分の利率により算定した利息をも支払わなければならない。

５ 株式会社は、株式の価格の決定があるまでは、株主に対し、当該株式会社が

公正な価格と認める額を支払うことができる。

６ 株式買取請求に係る株式の買取りは、効力発生日に、その効力を生ずる。

７ 株券発行会社は、株券が発行されている株式について株式買取請求があった

とき は、株券と引換えに、その株式買取請求に係る株式の代金を支払わなけれ

ばならない。

（株式の併合に関する書面等の備置き及び閲覧等）

第１８２条の６ 株式の併合をした株式会社は、効力発生日後遅滞なく、株式の併合が効

力を 生じた時における発行済株式（種類株式発行会社にあっては、第１８０条

第２ 項第３号の種類の発行済株式）の総数その他の株式の併合に関する事項と

して 法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成

しなければならない。

２ 株式会社は、効力発生日から６箇月間、前項の書面又は電磁的記録をその本

店に備え置かなければならない。

３ 株式の併合をした株式会社の株主又は効力発生日に当該株式会社の株主であ

った 者は、当該株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる

請求をすることができる。ただし、第２号又は第４号に掲げる請求をするには、

当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

一 前項の書面の閲覧の請求

二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
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三 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示し

たものの閲覧の請求

四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定め

た ものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

第２款 株式の分割

（株式の分割）

第１８３条 株式会社は、株式の分割をすることができる。

２ 株式会社は、株式の分割をしようとするときは、その都度、株主総会（取締

役会 設置会社にあっては、取締役会）の決議によって、次に掲げる事項を定め

なければならない。

一 株式の分割により増加する株式の総数の株式の分割前の発行済株式（種類

株 式発行会社にあっては、第３号の種類の発行済株式）の総数に対する割合

及び当該株式の分割に係る基準日

二 株式の分割がその効力を生ずる日

三 株式会社が種類株式発行会社である場合には、分割する株式の種類

（効力の発生等）

第１８４条 基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主（種類株式発

行会 社にあっては、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている

前条 第２項第３号の種類の種類株主）は、同項第２号の日に、基準日に有する

株式 （種類株式発行会社にあっては、同項第３号の種類の株式。以下この項に

お い て 同 じ 。） の 数 に 同 条 第 ２ 項 第 １ 号 の 割 合 を 乗 じ て 得 た 数 の 株 式 を 取 得 す

る。

２ 株 式 会 社 （ 現 に ２ 以 上 の 種 類 の 株 式 を 発 行 し て い る も の を 除 く 。） は 、 第 ４

６６ 条の規定にかかわらず、株主総会の決議によらないで、前条第２項第２号

の日 における発行可能株式総数をその日の前日の発行可能株式総数に同項第１

号の 割合を乗じて得た数の範囲内で増加する定款の変更をすることができる。

第３款 株式無償割当て

（株式無償割当て）

第１８５条 株式会社は、株主（種類株式発行会社にあっては、ある種類の種類株主）に

対し て新たに払込みをさせないで当該株式会社の株式の割当て（以下この款に

おいて「株式無償割当て」という。）をすることができる。

（株式無償割当てに関する事項の決定）
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第１８６条 株式会社は、株式無償割当てをしようとするときは、その都度、次に掲げる

事項を定めなければならない。

一 株主に割り当てる株式の数（種類株式発行会社にあっては、株式の種類及

び種類ごとの数）又はその数の算定方法

二 当該株式無償割当てがその効力を生ずる日

三 株式会社が種類株式発行会社である場合には、当該株式無償割当てを受け

る株主の有する株式の種類

２ 前項第１号に掲げる事項についての定めは、当該株式会社以外の株主（種類

株式 発行会社にあっては、同項第３号の種類の種類株主）の有する株式（種類

株式 発行会社にあっては、同項第３号の種類の株式）の数に応じて同項第１号

の株式を割り当てることを内容とするものでなければならない。

３ 第１項各号に掲げる事項の決定は、株主総会（取締役会設置会社にあっては、

取締 役会）の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある

場合は、この限りでない。

（株式無償割当ての効力の発生等）

第１８７条 前条第１項第１号の株式の割当てを受けた株主は、同項第２号の日に、同項

第１号の株式の株主となる。

２ 株式会社は、前条第１項第２号の日後遅滞なく、株主（種類株式発行会社に

あっ ては、同項第３号の種類の種類株主）及びその登録株式質権者に対し、当

該株 主が割当てを受けた株式の数（種類株式発行会社にあっては、株式の種類

及び種類ごとの数）を通知しなければならない。

第６節 単元株式数

第１款 総則

（単元株式数）

第１８８条 株式会社は、その発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株

主総 会又は種類株主総会において１個の議決権を行使することができる１単元

の株式とする旨を定款で定めることができる。

２ 前項の一定の数は、法務省令で定める数を超えることはできない。

３ 種類株式発行会社においては、単元株式数は、株式の種類ごとに定めなけれ

ばならない。

（単元未満株式についての権利の制限等）

第 １ ８ ９ 条 単 元 株 式 数 に 満 た な い 数 の 株 式 （以 下 「 単 元 未 満 株式 」 と い う 。） を有 す る

株主（以下「単元未満株主」という。）は、その有する単元未満株式について、

株主総会及び種類株主総会において議決権を行使することができない。

２ 株式会社は、単元未満株主が当該単元未満株式について次に掲げる権利以外
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の権 利の全部又は一部を行使することができない旨を定款で定めることができ

る。

一 第１７１条第１項第１号に規定する取得対価の交付を受ける権利

二 株式会社による取得条項付株式の取得と引換えに金銭等の交付を受ける権

利

三 第１８５条に規定する株式無償割当てを受ける権利

四 第１９２条第１項の規定により単元未満株式を買い取ることを請求する権

利

五 残余財産の分配を受ける権利

六 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める権利

３ 株券発行会社は、単元未満株式に係る株券を発行しないことができる旨を定

款で定めることができる。

（理由の開示）

第１９０条 単元株式数を定める場合には、取締役は、当該単元株式数を定める定款の変

更を 目的とする株主総会において、当該単元株式数を定めることを必要とする

理由を説明しなければならない。

（定款変更手続の特則）

第１９１条 株式会社は、次のいずれにも該当する場合には、第４６６条の規定にかかわ

らず 、株主総会の決議によらないで、単元株式数（種類株式発行会社にあって

は 、 各 種 類 の 株 式 の 単 元 株 式 数 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。） を 増 加 し 、 又 は

単元株式数についての定款の定めを設ける定款の変更をすることができる。

一 株式の分割と同時に単元株式数を増加し、又は単元株式数についての定款

の定めを設けるものであること。

二 イに掲げる数がロに掲げる数を下回るものでないこと。

イ 当該定款の変更後において各株主がそれぞれ有する株式の数を単元株式

数で除して得た数

ロ 当該定款の変更前において各株主がそれぞれ有する株式の数（単元株式

数を定めてい る場合にあっては、当該株式の数を単元株式数で除して得た

数）

第２款 単元未満株主の買取請求

（単元未満株式の買取りの請求）

第１９２条 単元未満株主は、株式会社に対し、自己の有する単元未満株式を買い取るこ

とを請求することができる。

２ 前項の規定による請求は、その請求に係る単元未満株式の数（種類株式発行

会社 にあっては、単元未満株式の種類及び種類ごとの数）を明らかにしてしな
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ければならない。

３ 第１項の規定による請求をした単元未満株主は、株式会社の承諾を得た場合

に限り、当該請求を撤回することができる。

（単元未満株式の価格の決定）

第１９３条 前条第１項の規定による請求があった場合には、次の各号に掲げる場合の区

分に 応じ、当該各号に定める額をもって当該請求に係る単元未満株式の価格と

する。

一 当該単元未満株式が市場価格のある株式である場合 当該単元未満株式の

市場価格として法務省令で定める方法により算定される額

二 前号に掲げる場合以外の場合 株式会社と前条第１項の規定による請求を

した単元未満株主との協議によって定める額

２ 前項第２号に掲げる場合には、前条第１項の規定による請求をした単元未満

株主 又は株式会社は、当該請求をした日から２０日以内に、裁判所に対し、価

格の決定の申立てをすることができる。

３ 裁判所は、前項の決定をするには、前条第１項の規定による請求の時におけ

る株式会社の資産状態その他一切の事情を考慮しなければならない。

４ 第１項の規定にかかわらず、第２項の期間内に同項の申立てがあったときは、

当該 申立てにより裁判所が定めた額をもって当該単元未満株式の価格とする。

５ 第１項の規定にかかわらず、同項第２号に掲げる場合において、第２項の期

間内 に同項の申立てがないとき（当該期間内に第１項第２号の協議が調った場

合 を 除 く 。） は 、 １ 株 当 た り 純 資 産 額 に 前 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 請 求 に 係 る 単

元未満株式の数を乗じて得た額をもって当該単元未満株式の価格とする。

６ 前条第１項の規定による請求に係る株式の買取りは、当該株式の代金の支払

の時に、その効力を生ずる。

７ 株券発行会社は、株券が発行されている株式につき前条第１項の規定による

請求 があったときは、株券と引換えに、その請求に係る株式の代金を支払わな

ければならない。

第３款 単元未満株主の売渡請求

第１９４条 株式会社は、単元未満株主が当該株式会社に対して単元未満株式売渡請求（単

元未 満株主が有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を当

該単 元未満株主に売り渡すことを請求することをいう。以下この条において同

じ。）をすることができる旨を定款で定めることができる。

２ 単元未満株式売渡請求は、当該単元未満株主に売り渡す単元未満株式の数（種

類株 式発行会社にあっては、単元未満株式の種類及び種類ごとの数）を明らか

にしてしなければならない。

３ 単元未満株式売渡請求を受けた株式会社は、当該単元未満株式売渡請求を受
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けた 時に前項の単元未満株式の数に相当する数の株式を有しない場合を除き、

自己株式を当該単元未満株主に売り渡さなければならない。

４ 第１９２条第３項及び前条第１項から第６項までの規定は、単元未満株式売

渡請求について準用する。

第４款 単元株式数の変更等

第１９５条 株式会社は、第４６６条の規定にかかわらず、取締役の決定（取締役会設置

会社 にあっては、取締役会の決議）によって、定款を変更して単元株式数を減

少し、又は単元株式数についての定款の定めを廃止することができる。

２ 前項の規定により定款の変更をした場合には、株式会社は、当該定款の変更

の効 力が生じた日以後遅滞なく、その株主（種類株式発行会社にあっては、同

項の 規定により単元株式数を変更した種類の種類株主）に対し、当該定款の変

更をした旨を通知しなければならない。

３ 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

第７節 株主に対する通知の省略等

（株主に対する通知の省略）

第１９６条 株式会社が株主に対してする通知又は催告が５年以上継続して到達しない場

合に は、株式会社は、当該株主に対する通知又は催告をすることを要しない。

２ 前項の場合には、同項の株主に対する株式会社の義務の履行を行う場所は、

株式会社の住所地とする。

３ 前２項の規定は、登録株式質権者について準用する。

（株式の競売）

第１９７条 株式会社は、次のいずれにも該当する株式を競売し、かつ、その代金をその

株式の株主に交付することができる。

一 その株式の株主に対して前条第１項又は第２９４条第２項の規定により通

知及び催告をすることを要しないもの

二 その株式の株主が継続して５年間剰余金の配当を受領しなかったもの

２ 株式会社は、前項の規定による競売に代えて、市場価格のある同項の株式に

つい ては市場価格として法務省令で定める方法により算定される額をもって、

市場 価格のない同項の株式については裁判所の許可を得て競売以外の方法によ

り、 これを売却することができる。この場合において、当該許可の申立ては、

取締 役が２人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない。

３ 株式会社は、前項の規定により売却する株式の全部又は一部を買い取ること

ができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
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一 買い取る株式の数（種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ご

との数）

二 前号の株式の買取りをするのと引換えに交付する金銭の総額

４ 取締役会設置会社においては、前項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の

決議によらなければならない。

５ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、登録株式質権者がある場合には、当

該登録株式質権者が次のいずれにも該当する者であるときに限り、株式会社は、

第１項の規定による競売又は第２項の規定による売却をすることができる。

一 前条第３項において準用する同条第１項の規定により通知又は催告をする

ことを要しない者

二 継続して５年間第１５４条第１項の規定により受領することができる剰余

金の配当を受領しなかった者

（利害関係人の異議）

第１９８条 前条第１項の規定による競売又は同条第２項の規定による売却をする場合に

は、 株式会社は、同条第１項の株式の株主その他の利害関係人が一定の期間内

に異 議を述べることができる旨その他法務省令で定める事項を公告し、かつ、

当該 株式の株主及びその登録株式質権者には、各別にこれを催告しなければな

らない。ただし、当該期間は、３箇月を下ることができない。

２ 第１２６条第１項及び第１５０条第１項の規定にかかわらず、前項の規定に

よる 催告は、株主名簿に記載し、又は記録した当該株主及び登録株式質権者の

住所 （当該株主又は登録株式質権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡

先 を 当 該 株 式 会 社 に 通 知 し た 場 合 に あ っ て は 、 そ の 場 所 又 は 連 絡 先 を 含 む 。）

にあてて発しなければならない。

３ 第１２６条第３項及び第４項の規定にかかわらず、株式が２以上の者の共有

に属 するときは、第１項の規定による催告は、共有者に対し、株主名簿に記載

し、 又は記録した住所（当該共有者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡

先 を 当 該 株 式 会 社 に 通 知 し た 場 合 に あ っ て は 、 そ の 場 所 又 は 連 絡 先 を 含 む 。）

にあてて発しなければならない。

４ 第 １ ９ ６ 条 第 １ 項 （ 同 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） の 規 定 は 、

第１項の規定による催告については、適用しない。

５ 第１項の規定による公告をした場合（前条第１項の株式に係る株券が発行さ

れ て い る 場 合 に 限 る 。） に お い て 、 第 １ 項 の 期 間 内 に 利 害 関 係 人 が 異 議 を 述 べ

なかったときは、当該株式に係る株券は、当該期間の末日に無効となる。

第８節 募集株式の発行等

第１款 募集事項の決定等

（募集事項の決定）
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第１９９条 株式会社は、その発行する株式又はその処分する自己株式を引き受ける者の

募集 をしようとするときは、その都度、募集株式（当該募集に応じてこれらの

株式 の引受けの申込みをした者に対して割り当てる株式をいう。以下この節に

おいて同じ。）について次に掲げる事項を定めなければならない。

一 募集株式の数（種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び数。以

下この節において同じ。）

二 募集株式の払込金額（募集株式１株と引換えに払い込む金銭又は給付する

金 銭 以 外 の 財 産 の 額 を い う 。 以 下 こ の 節 に お い て 同 じ 。） 又 は そ の 算 定 方 法

三 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容

及び価額

四 募集株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日又はそ

の期間

五 株式を発行するときは、増加する資本金及び資本準備金に関する事項

２ 前 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 （ 以 下 こ の 節 に お い て 「 募 集 事 項 」 と い う 。） の 決 定

は、株主総会の決議によらなければならない。

３ 第１項第２号の払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である

場合 には、取締役は、前項の株主総会において、当該払込金額でその者の募集

をすることを必要とする理由を説明しなければならない。

４ 種類株式発行会社において、第１項第１号の募集株式の種類が譲渡制限株式

であ るときは、当該種類の株式に関する募集事項の決定は、当該種類の株式を

引き 受ける者の募集について当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株

主総 会の決議を要しない旨の定款の定めがある場合を除き、当該種類株主総会

の決 議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において

議決 権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。

５ 募集事項は、第１項の募集ごとに、均等に定めなければならない。

（募集事項の決定の委任）

第２００条 前条第２項及び第４項の規定にかかわらず、株主総会においては、その決議

によって、募集事項の決定を取締役（取締役会設置会社にあっては、取締役会）

に委 任することができる。この場合においては、その委任に基づいて募集事項

の決 定をすることができる募集株式の数の上限及び払込金額の下限を定めなけ

ればならない。

２ 前項の払込金額の下限が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場

合に は、取締役は、同項の株主総会において、当該払込金額でその者の募集を

することを必要とする理由を説明しなければならない。

３ 第１項の決議は、前条第１項第４号の期日（同号の期間を定めた場合にあっ

ては 、その期間の末日）が当該決議の日から１年以内の日である同項の募集に

ついてのみその効力を有する。

４ 種類株式発行会社において、第１項の募集株式の種類が譲渡制限株式である

とき は、当該種類の株式に関する募集事項の決定の委任は、当該種類の株式に
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つい て前条第４項の定款の定めがある場合を除き、当該種類の株式の種類株主

を構成員とする種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、

当該 種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない

場合は、この限りでない。

（公開会社における募集事項の決定の特則）

第２０１条 第１９９条第３項に規定する場合を除き、公開会社における同条第２項の規

定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中 「 株 主 総 会 」 と あ る の は 、「 取 締 役 会 」 と す る 。

この場合においては、前条の規定は、適用しない。

２ 前項の規定により読み替えて適用する第１９９条第２項の取締役会の決議に

よっ て募集事項を定める場合において、市場価格のある株式を引き受ける者の

募集 をするときは、同条第１項第２号に掲げる事項に代えて、公正な価額によ

る 払 込 み を 実 現 す る た め に 適 当 な 払 込 金 額 の 決 定 の 方 法 を 定 め る こ と が で き

る。

３ 公開会社は、第１項の規定により読み替えて適用する第１９９条第２項の取

締役 会の決議によって募集事項を定めたときは、同条第１項第４号の期日（同

号の 期間を定めた場合にあっては、その期間の初日）の２週間前までに、株主

に対 し、当該募集事項（前項の規定により払込金額の決定の方法を定めた場合

に あ っ て は 、 そ の 方 法 を 含 む 。 以 下 こ の 節 に お い て 同 じ 。） を通 知 し な け れ ば

ならない。

４ 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

５ 第３項の規定は、株式会社が募集事項について同項に規定する期日の２週間

前ま でに金融商品取引法第４条第１項から第３項までの届出をしている場合そ

の 他 の 株 主 の 保 護 に 欠 け る お そ れ が な い も の と し て 法 務 省 令 で 定 め る 場 合 に

は、適用しない。

（株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合）

第２０２条 株式会社は、第１９９条第１項の募集において、株主に株式の割当てを受け

る権 利を与えることができる。この場合においては、募集事項のほか、次に掲

げる事項を定めなければならない。

一 株主に対し、次条第２項の申込みをすることにより当該株式会社の募集株

式 （種類株式発行会社にあっては、当該株主の有する種類の株式と同一の種

類のもの）の割当てを受ける権利を与える旨

二 前号の募集株式の引受けの申込みの期日

２ 前 項 の 場 合 に は 、 同 項 第 １ 号 の 株 主 （ 当 該 株 式 会 社 を 除 く 。） は 、 そ の 有 す

る株 式の数に応じて募集株式の割当てを受ける権利を有する。ただし、当該株

主が 割当てを受ける募集株式の数に１株に満たない端数があるときは、これを

切り捨てるものとする。

３ 第１項各号に掲げる事項を定める場合には、募集事項及び同項各号に掲げる

事項 は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法によって
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定めなければならない。

一 当該募集事項及び第１項各号に掲げる事項を取締役の決定によって定める

こ とができる旨の定款の定めがある場合（株式会社が取締役会設置会社であ

る場合を除く。） 取締役の決定

二 当該募集事項及び第１項各号に掲げる事項を取締役会の決議によって定め

る こ と が で き る 旨 の 定 款 の 定 め が あ る 場 合 （ 次 号 に 掲 げ る 場 合 を 除 く 。）

取締役会の決議

三 株式会社が公開会社である場合 取締役会の決議

四 前３号に掲げる場合以外の場合 株主総会の決議

４ 株式会社は、第１項各号に掲げる事項を定めた場合には、同項第２号の期日

の ２ 週 間 前 ま で に 、 同 項 第 １ 号 の 株 主 （ 当 該 株 式 会 社 を 除 く 。） に 対 し 、 次 に

掲げる事項を通知しなければならない。

一 募集事項

二 当該株主が割当てを受ける募集株式の数

三 第１項第２号の期日

５ 第１９９条第２項から第４項まで及び前２条の規定は、第１項から第３項ま

での 規定により株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合には、適用しな

い。

第２款 募集株式の割当て

（募集株式の申込み）

第２０３条 株式会社は、第１９９条第１項の募集に応じて募集株式の引受けの申込みを

しようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

一 株式会社の商号

二 募集事項

三 金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所

四 前３号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

２ 第１９９条第１項の募集に応じて募集株式の引受けの申込みをする者は、次

に掲げる事項を記載した書面を株式会社に交付しなければならない。

一 申込みをする者の氏名又は名称及び住所

二 引き受けようとする募集株式の数

３ 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところ

によ り、株式会社の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法に

より 提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項

の書面を交付したものとみなす。

４ 第１項の規定は、株式会社が同項各号に掲げる事項を記載した金融商品取引

法第 ２条第１０項に規定する目論見書を第１項の申込みをしようとする者に対

して 交付している場合その他募集株式の引受けの申込みをしようとする者の保
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護に 欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用しない。

５ 株式会社は、第１項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、

その 旨及び当該変更があった事項を第２項の申込みをした者（以下この款にお

いて「申込者」という。）に通知しなければならない。

６ 株式会社が申込者に対してする通知又は催告は、第２項第１号の住所（当該

申込 者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した

場合にあっては、その場所又は連絡先）にあてて発すれば足りる。

７ 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、

到達したものとみなす。

（募集株式の割当て）

第２０４条 株式会社は、申込者の中から募集株式の割当てを受ける者を定め、かつ、そ

の者 に割り当てる募集株式の数を定めなければならない。この場合において、

株式 会社は、当該申込者に割り当てる募集株式の数を、前条第２項第２号の数

よりも減少することができる。

２ 募集株式が譲渡制限株式である場合には、前項の規定による決定は、株主総

会（取締役会設置会社にあっては、取締役会）の決議によらなければならない。

ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

３ 株式会社は、第１９９条第１項第４号の期日（同号の期間を定めた場合にあ

って は、その期間の初日）の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当

てる募集株式の数を通知しなければならない。

４ 第２０２条の規定により株主に株式の割当てを受ける権利を与えた場合にお

いて 、株主が同条第１項第２号の期日までに前条第２項の申込みをしないとき

は、当該株主は、募集株式の割当てを受ける権利を失う。

（募集株式の申込み及び割当てに関する特則）

第２０５条 前２条の規定は、募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行

う契約を締結する場合には、適用しない。

２ 前項に規定する場合において、募集株式が譲渡制限株式であるときは、株式

会社は、株主総会（取締役会設置会社にあっては、取締役会）の決議によって、

同項 の契約の承認を受けなければならない。ただし、定款に別段の定めがある

場合は、この限りでない。

（募集株式の引受け）

第２０６条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集株式の数について募集株式の

引受人となる。

一 申込者 株式会社の割り当てた募集株式の数

二 前条第１項の契約により募集株式の総数を引き受けた者 その者が引き受

けた募集株式の数
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（公開会社における募集株式の割当て等の特則）

第２０６条の２ 公開会社は、募集株式の引受人について、第１号に掲げる数の第２号に

掲げ る数に対する割合が２分の１を超える場合には、第１９９条第１項第４号

の期 日（同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日）の２週間前ま

でに、株主に対し、当該引受人（以下この項及び第４項において「特定引受人」

と い う 。） の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 、 当 該 特 定 引 受 人 に つ い て の 第 １ 号 に 掲 げ

る数 その他の法務省令で定める事項を通知しなければならない。ただし、当該

特定 引受人が当該公開会社の親会社等である場合又は第２０２条の規定により

株主に株式の割当てを受ける権利を与えた場合は、この限りでない。

一 当 該 引 受 人 （ そ の 子 会 社 等 を 含 む 。） が そ の 引 き 受 け た 募 集 株 式 の 株 主 と

なった場合に有することとなる議決権の数

二 当該募集株式の引受人の全員がその引き受けた募集株式の株主となった場

合における総株主の議決権の数

２ 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

３ 第１項の規定にかかわらず、株式会社が同項の事項について同項に規定する

期日 の２週間前までに金融商品取引法第４条第１項から第３項までの届出をし

てい る場合その他の株主の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定

める場合には、第１項の規定による通知は、することを要しない。

４ 総株主（この項の株主総会において議決権を行使することができない株主を

除 く 。） の 議 決 権 の １ ０ 分 の １ （ こ れ を 下 回 る 割 合 を 定 款 で 定 め た 場 合 に あ っ

ては 、その割合）以上の議決権を有する株主が第１項の規定による通知又は第

２項 の公告の日（前項の場合にあっては、法務省令で定める日）から２週間以

内 に 特 定 引 受 人 （ そ の 子 会 社 等 を 含 む 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。） に よ る 募

集株 式の引受けに反対する旨を公開会社に対し通知したときは、当該公開会社

は、 第１項に規定する期日の前日までに、株主総会の決議によって、当該特定

引受 人に対する募集株式の割当て又は当該特定引受人との間の第２０５条第１

項の 契約の承認を受けなければならない。ただし、当該公開会社の財産の状況

が著 しく悪化している場合において、当該公開会社の事業の継続のため緊急の

必要があるときは、この限りでない。

５ 第３０９条第１項の規定にかかわらず、前項の株主総会の決議は、議決権を

行使 することができる株主の議決権の過半数（３分の１以上の割合を定款で定

めた 場合にあっては、その割合以上）を有する株主が出席し、出席した当該株

主の 議決権の過半数（これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その

割合以上）をもって行わなければならない。

第３款 金銭以外の財産の出資

第２０７条 株式会社は、第１９９条第１項第３号に掲げる事項を定めたときは、募集事

項の 決定の後遅滞なく、同号の財産（以下この節において「現物出資財産」と
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い う 。） の 価 額 を 調 査 さ せ る た め 、 裁 判 所 に 対 し 、 検 査 役 の 選 任 の 申 立 て を し

なければならない。

２ 前項の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場

合を除き、検査役を選任しなければならない。

３ 裁判所は、前項の検査役を選任した場合には、株式会社が当該検査役に対し

て支払う報酬の額を定めることができる。

４ 第２項の検査役は、必要な調査を行い、当該調査の結果を記載し、又は記録

し た 書 面 又 は 電 磁 的 記 録 （ 法 務 省 令 で 定 め る も の に 限 る 。） を裁 判 所 に 提 供 し

て報告をしなければならない。

５ 裁判所は、前項の報告について、その内容を明瞭にし、又はその根拠を確認

する ため必要があると認めるときは、第２項の検査役に対し、更に前項の報告

を求めることができる。

６ 第２項の検査役は、第４項の報告をしたときは、株式会社に対し、同項の書

面の 写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定め

る方法により提供しなければならない。

７ 裁判所は、第４項の報告を受けた場合において、現物出資財産について定め

られ た第１９９条第１項第３号の価額（第２項の検査役の調査を経ていないも

の を 除 く 。） を 不 当 と 認 め た と き は 、 こ れ を 変 更 す る 決 定 を し な け れ ば な ら な

い。

８ 募集株式の引受人（現物出資財産を給付する者に限る。以下この条において

同 じ 。） は 、 前 項 の 決 定 に よ り 現 物 出 資 財 産 の 価 額 の 全 部 又 は 一 部 が 変 更 さ れ

た場 合には、当該決定の確定後１週間以内に限り、その募集株式の引受けの申

込み又は第２０５条第１項の契約に係る意思表示を取り消すことができる。

９ 前各項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項につい

ては、適用しない。

一 募集株式の引受人に割り当てる株式の総数が発行済株式の総数の１０分の

１を超えない場合 当該募集株式の引受人が給付する現物出資財産の価額

二 現物出資財産について定められた第１９９条第１項第３号の価額の総額が

５００万円を超えない場合 当該現物出資財産の価額

三 現物出資財産のうち、市場価格のある有価証券について定められた第１９

９ 条第１項第３号の価額が当該有価証券の市場価格として法務省令で定める

方 法により算定されるものを超えない場合 当該有価証券についての現物出

資財産の価額

四 現物出資財産について定められた第１９９条第１項第３号の価額が相当で

あ ることについて弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士又は

税 理士法人の証明（現物出資財産が不動産である場合にあっては、当該証明

及 び 不 動 産 鑑 定 士 の 鑑 定 評 価 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。） を 受 け た 場 合

当該証明を受けた現物出資財産の価額

五 現物出資財産が株式会社に対する金銭債権（弁済期が到来しているものに

限 る 。） で あ っ て 、 当 該 金 銭 債 権 に つ い て 定 め ら れ た 第 １ ９ ９ 条 第 １ 項 第 ３
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号 の価額が当該金銭債権に係る負債の帳簿価額を超えない場合 当該金銭債

権についての現物出資財産の価額

１０ 次に掲げる者は、前項第４号に規定する証明をすることができない。

一 取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人

二 募集株式の引受人

三 業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者

四 弁護士法人、監査法人又は税理士法人であって、その社員の半数以上が

第１号又は第２号に掲げる者のいずれかに該当するもの

第４款 出資の履行等

（出資の履行）

第 ２ ０ ８ 条 募 集 株 式 の 引 受 人 （ 現 物 出 資 財 産を 給 付 す る 者 を 除く 。） は 、 第 １９ ９ 条 第

１項 第４号の期日又は同号の期間内に、株式会社が定めた銀行等の払込みの取

扱い の場所において、それぞれの募集株式の払込金額の全額を払い込まなけれ

ばならない。

２ 募 集 株 式 の 引 受 人 （ 現 物 出 資 財 産 を 給 付 す る 者 に 限 る 。） は、 第 １ ９ ９ 条 第

１項 第４号の期日又は同号の期間内に、それぞれの募集株式の払込金額の全額

に相当する現物出資財産を給付しなければならない。

３ 募集株式の引受人は、第１項の規定による払込み又は前項の規定による給付

（ 以 下 こ の 款 に お い て 「 出 資 の 履 行 」 と い う 。） を す る 債 務 と 株 式 会 社 に 対 す

る債権とを相殺することができない。

４ 出資の履行をすることにより募集株式の株主となる権利の譲渡は、株式会社

に対抗することができない。

５ 募集株式の引受人は、出資の履行をしないときは、当該出資の履行をするこ

とにより募集株式の株主となる権利を失う。

（株主となる時期等）

第２０９条 募集株式の引受人は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日に、

出資の履行をした募集株式の株主となる。

一 第１９９条第１項第４号の期日を定めた場合 当該期日

二 第１９９条第１項第４号の期間を定めた場合 出資の履行をした日

２ 募集株式の引受人は、第２１３条の２第１項各号に掲げる場合には、当該各

号に 定める支払若しくは給付又は第２１３条の３第１項の規定による支払がさ

れた 後でなければ、出資の履行を仮装した募集株式について、株主の権利を行

使することができない。

３ 前項の募集株式を譲り受けた者は、当該募集株式についての株主の権利を行

使す ることができる。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、こ

の限りでない。
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第５款 募集株式の発行等をやめることの請求

第２１０条 次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主

は、 株式会社に対し、第１９９条第１項の募集に係る株式の発行又は自己株式

の処分をやめることを請求することができる。

一 当該株式の発行又は自己株式の処分が法令又は定款に違反する場合

二 当該株式の発行又は自己株式の処分が著しく不公正な方法により行われる

場合

第６款 募集に係る責任等

（引受けの無効又は取消しの制限）

第２１１条 民法第９３条ただし書及び第９４条第１項の規定は、募集株式の引受けの申

込み 及び割当て並びに第２０５条第１項の契約に係る意思表示については、適

用しない。

２ 募集株式の引受人は、第２０９条第１項の規定により株主となった日から１

年を 経過した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤を理由として

募集 株式の引受けの無効を主張し、又は詐欺若しくは強迫を理由として募集株

式の引受けの取消しをすることができない。

（不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任）

第２１２条 募集株式の引受人は、次の各号に掲げる場合には、株式会社に対し、当該各

号に定める額を支払う義務を負う。

一 取締役（指名委員会等設置会社にあっては、取締役又は執行役）と通じて

著 しく不公正な払込金額で募集株式を引き受けた場合 当該払込金額と当該

募集株式の公正な価額との差額に相当する金額

二 第２０９条第１項の規定により募集株式の株主となった時におけるその給

付 した現物出資財産の価額がこれについて定められた第１９９条第１項第３

号の価額に著しく不足する場合 当該不足額

２ 前項第２号に掲げる場合において、現物出資財産を給付した募集株式の引受

人が 当該現物出資財産の価額がこれについて定められた第１９９条第１項第３

号の 価額に著しく不足することにつき善意でかつ重大な過失がないときは、募

集株 式の引受けの申込み又は第２０５条第１項の契約に係る意思表示を取り消

すことができる。

（出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任）

第２１３条 前条第１項第２号に掲げる場合には、次に掲げる者（以下この条において「取
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締役等」という。）は、株式会社に対し、同号に定める額を支払う義務を負う。

一 当該募集株式の引受人の募集に関する職務を行った業務執行取締役（指名

委 員 会 等 設 置 会 社 に あ っ て は 、 執 行 役 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。） そ の 他

当 該業務執行取締役の行う業務の執行に職務上関与した者として法務省令で

定めるもの

二 現物出資財産の価額の決定に関する株主総会の決議があったときは、当該

株主総会に議案を提案した取締役として法務省令で定めるもの

三 現物出資財産の価額の決定に関する取締役会の決議があったときは、当該

取 締役会に議案を提案した取締役（指名委員会等設置会社にあっては、取締

役又は執行役）として法務省令で定めるもの

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、取締役等は、現物出資財産

について同項の義務を負わない。

一 現物出資財産の価額について第２０７条第２項の検査役の調査を経た場合

二 当該取締役等がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明し

た場合

３ 第１項に規定する場合には、第２０７条第９項第４号に規定する証明をした

者 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 証 明 者 」 と い う 。） は 、 株 式 会 社 に 対 し 前 条 第 １ 項

第２ 号に定める額を支払う義務を負う。ただし、当該証明者が当該証明をする

について注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。

４ 募集株式の引受人がその給付した現物出資財産についての前条第１項第２号

に定 める額を支払う義務を負う場合において、次の各号に掲げる者が当該現物

出資 財産について当該各号に定める義務を負うときは、これらの者は、連帯債

務者とする。

一 取締役等 第１項の義務

二 証明者 前項本文の義務

（出資の履行を仮装した募集株式の引受人の責任）

第２１３条の２ 募集株式の引受人は、次の各号に掲げる場合には、株式会社に対し、当

該各号に定める行為をする義務を負う。

一 第２０８条第１項の規定による払込みを仮装した場合 払込みを仮装した

払込金額の全額の支払

二 第２０８条第２項の規定による給付を仮装した場合 給付を仮装した現物

出 資財産の給付（株式会社が当該給付に代えて当該現物出資財産の価額に相

当する金銭の支払を請求した場合にあっては、当該金銭の全額の支払）

２ 前項の規定により募集株式の引受人の負う義務は、総株主の同意がなければ、

免除することができない。

（出資の履行を仮装した場合の取締役等の責任）

第２１３条の３ 前条第１項各号に掲げる場合には、募集株式の引受人が出資の履行を仮

装す ることに関与した取締役（指名委員会等設置会社にあっては、執行役を含
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む 。） と し て 法 務 省 令 で 定 め る 者 は 、 株 式 会 社 に 対 し 、 当 該 各 号 に 規 定 す る 支

払をする義務を負う。ただし、その者（当該出資の履行を仮装したものを除く。）

がそ の職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限

りでない。

２ 募集株式の引受人が前条第１項各号に規定する支払をする義務を負う場合に

おい て、前項に規定する者が同項の義務を負うときは、これらの者は、連帯債

務者とする。

第９節 株券

第１款 総則

（株券を発行する旨の定款の定め）

第２１４条 株式会社は、その株式（種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式）

に係る株券を発行する旨を定款で定めることができる。

（株券の発行）

第２１５条 株券発行会社は、株式を発行した日以後遅滞なく、当該株式に係る株券を発

行しなければならない。

２ 株券発行会社は、株式の併合をしたときは、第１８０条第２項第２号の日以

後遅滞なく、併合した株式に係る株券を発行しなければならない。

３ 株券発行会社は、株式の分割をしたときは、第１８３条第２項第２号の日以

後 遅 滞 な く 、 分 割 し た 株 式 に 係 る 株 券 （ 既 に 発 行 さ れ て い る も の を 除 く 。） を

発行しなければならない。

４ 前３項の規定にかかわらず、公開会社でない株券発行会社は、株主から請求

がある時までは、これらの規定の株券を発行しないことができる。

（株券の記載事項）

第２１６条 株券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、株券発行会社の代表取締

役（ 指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役）がこれに署名し、又は記

名押印しなければならない。

一 株券発行会社の商号

二 当該株券に係る株式の数

三 譲渡による当該株券に係る株式の取得について株式会社の承認を要するこ

とを定めたときは、その旨

四 種類株式発行会社にあっては、当該株券に係る株式の種類及びその内容

（株券不所持の申出）

第２１７条 株券発行会社の株主は、当該株券発行会社に対し、当該株主の有する株式に

係る株券の所持を希望しない旨を申し出ることができる。
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２ 前項の規定による申出は、その申出に係る株式の数（種類株式発行会社にあ

って は、株式の種類及び種類ごとの数）を明らかにしてしなければならない。

この場合において、当該株式に係る株券が発行されているときは、当該株主は、

当該株券を株券発行会社に提出しなければならない。

３ 第１項の規定による申出を受けた株券発行会社は、遅滞なく、前項前段の株

式に 係る株券を発行しない旨を株主名簿に記載し、又は記録しなければならな

い。

４ 株券発行会社は、前項の規定による記載又は記録をしたときは、第２項前段

の株式に係る株券を発行することができない。

５ 第２項後段の規定により提出された株券は、第３項の規定による記載又は記

録をした時において、無効となる。

６ 第１項の規定による申出をした株主は、いつでも、株券発行会社に対し、第

２項 前段の株式に係る株券を発行することを請求することができる。この場合

にお いて、第２項後段の規定により提出された株券があるときは、株券の発行

に要する費用は、当該株主の負担とする。

（株券を発行する旨の定款の定めの廃止）

第２１８条 株券発行会社は、その株式（種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株

式） に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をしようとす

ると きは、当該定款の変更の効力が生ずる日の２週間前までに、次に掲げる事

項を 公告し、かつ、株主及び登録株式質権者には、各別にこれを通知しなけれ

ばならない。

一 その株式（種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式）に係る株券

を発行する旨の定款の定めを廃止する旨

二 定款の変更がその効力を生ずる日

三 前号の日において当該株式会社の株券は無効となる旨

２ 株券発行会社の株式に係る株券は、前項第２号の日に無効となる。

３ 第１項の規定にかかわらず、株式の全部について株券を発行していない株券

発行 会社がその株式（種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式）に係

る株 券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をしようとする場合に

は、 同項第２号の日の２週間前までに、株主及び登録株式質権者に対し、同項

第１号及び第２号に掲げる事項を通知すれば足りる。

４ 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

５ 第 １ 項 に 規 定 す る 場 合 に は 、 株 式 の 質 権 者 （ 登 録 株 式 質 権 者 を 除 く 。） は 、

同項 第２号の日の前日までに、株券発行会社に対し、第１４８条各号に掲げる

事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。

第２款 株券の提出等
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（株券の提出に関する公告等）

第２１９条 株券発行会社は、次の各号に掲げる行為をする場合には、当該行為の効力が

生ず る日（第４号の２に掲げる行為をする場合にあっては、第１７９条の２第

１ 項 第 ５ 号 に 規 定 す る 取 得 日 。 以 下 こ の 条 に お い て 「 株 券 提 出 日 」 と い う 。）

まで に当該株券発行会社に対し当該各号に定める株式に係る株券を提出しなけ

れば ならない旨を株券提出日の１箇月前までに、公告し、かつ、当該株式の株

主及 びその登録株式質権者には、各別にこれを通知しなければならない。ただ

し、 当該株式の全部について株券を発行していない場合は、この限りでない。

一 第１０７条第１項第１号に掲げる事項についての定款の定めを設ける定款

の 変更 全部の株式（種類株式発行会社にあっては、当該事項についての定

めを設ける種類の株式）

二 株式の併合 全部の株式（種類株式発行会社にあっては、第１８０条第２

項第３号の種類の株式）

三 第１７１条第１項に規定する全部取得条項付種類株式の取得 当該全部取

得条項付種類株式

四 取得条項付株式の取得 当該取得条項付株式

四の２ 第１７９条の３第１項の承認 売渡株式

五 組織変更 全部の株式

六 合併（合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。） 全部の株式

七 株式交換 全部の株式

八 株式移転 全部の株式

２ 株券発行会社が次の各号に掲げる行為をする場合において、株券提出日まで

に当 該株券発行会社に対して株券を提出しない者があるときは、当該各号に定

める 者は、当該株券の提出があるまでの間、当該行為（第２号に掲げる行為を

する 場合にあっては、株式売渡請求に係る売渡株式の取得）によって当該株券

に係る株式の株主が受けることのできる金銭等の交付を拒むことができる。

一 前項第１号から第４号までに掲げる行為 当該株券発行会社

二 第１７９条の３第１項の承認 特別支配株主

三 組織変更 第７４４条第１項第１号に規定する組織変更後持分会社

四 合 併 （ 合 併 に よ り 当 該 株 式 会 社 が 消 滅 す る 場 合 に 限 る 。） 第 ７ ４ ９ 条 第

１ 項に規定する吸収合併存続会社又は第７５３条第１項に規定する新設合併

設立会社

五 株式交換 第７６７条に規定する株式交換完全親会社

六 株式移転 第７７３条第１項第１号に規定する株式移転設立完全親会社

３ 第１項各号に定める株式に係る株券は、株券提出日に無効となる。

４ 第１項第４号の２の規定による公告及び通知の費用は、特別支配株主の負担

とする。

（株券の提出をすることができない場合）

第２２０条 前条第１項各号に掲げる行為をした場合において、株券を提出することがで
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きな い者があるときは、株券発行会社は、その者の請求により、利害関係人に

対し 異議があれば一定の期間内にこれを述べることができる旨を公告すること

ができる。ただし、当該期間は、３箇月を下ることができない。

２ 株券発行会社が前項の規定による公告をした場合において、同項の期間内に

利害 関係人が異議を述べなかったときは、前条第２項各号に定める者は、前項

の請求をした者に対し、同条第２項の金銭等を交付することができる。

３ 第１項の規定による公告の費用は、同項の請求をした者の負担とする。

第３款 株券喪失登録

（株券喪失登録簿）

第２２１条 株券発行会社（株式会社がその株式（種類株式発行会社にあっては、全部の

種類 の株式）に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をし

た日 の翌日から起算して１年を経過していない場合における当該株式会社を含

む 。 以 下 こ の 款 （ 第 ２ ２ ３ 条 、 第 ２ ２ ７ 条 及 び 第 ２ ２ ８ 条 第 ２ 項 を 除 く 。） に

お い て 同 じ 。） は 、 株 券 喪 失 登 録 簿 を 作 成 し 、 こ れ に 次 に 掲 げ る 事 項 （ 以 下 こ

の 款 に お い て 「 株 券 喪 失 登 録 簿 記 載 事 項 」 と い う 。） を 記 載 し 、 又 は 記 録 し な

ければならない。

一 第２２３条の規定による請求に係る株券（第２１８条第２項又は第２１９

条 第３項の規定により無効となった株券及び株式の発行又は自己株式の処分

の 無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における当該株式に

係 る 株 券 を 含 む 。 以 下 こ の 款 （ 第 ２ ２ ８ 条 を 除 く 。） に お い て 同 じ 。） の 番

号

二 前号の株券を喪失した者の氏名又は名称及び住所

三 第１号の株券に係る株式の株主又は登録株式質権者として株主名簿に記載

さ れ 、 又 は 記 録 さ れ て い る 者 （ 以 下 こ の 款 に お い て 「 名 義 人 」 と い う 。） の

氏名又は名称及び住所

四 第１号の株券につき前３号に掲げる事項を記載し、又は記録した日（以下

この款において「株券喪失登録日」という。）

（株券喪失登録簿に関する事務の委託）

第２２２条 株券発行会社における第１２３条の規定の適用については、同条中「株主名

簿 の 」 と あ る の は 「 株 主 名 簿 及 び 株 券 喪 失 登 録 簿 の 」 と 、「 株主 名 簿 に 」 と あ

るのは「株主名簿及び株券喪失登録簿に」とする。

（株券喪失登録の請求）

第２２３条 株券を喪失した者は、法務省令で定めるところにより、株券発行会社に対し、

当該 株券についての株券喪失登録簿記載事項を株券喪失登録簿に記載し、又は

記録すること（以下「株券喪失登録」という。）を請求することができる。
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（名義人等に対する通知）

第２２４条 株券発行会社が前条の規定による請求に応じて株券喪失登録をした場合にお

いて 、当該請求に係る株券を喪失した者として株券喪失登録簿に記載され、又

は 記 録 さ れ た 者 （ 以 下 こ の 款 に お い て 「 株 券 喪 失 登 録 者 」 と い う 。） が 当 該 株

券に 係る株式の名義人でないときは、株券発行会社は、遅滞なく、当該名義人

に対 し、当該株券について株券喪失登録をした旨並びに第２２１条第１号、第

２号及び第４号に掲げる事項を通知しなければならない。

２ 株式についての権利を行使するために株券が株券発行会社に提出された場合

にお いて、当該株券について株券喪失登録がされているときは、株券発行会社

は、 遅滞なく、当該株券を提出した者に対し、当該株券について株券喪失登録

がされている旨を通知しなければならない。

（株券を所持する者による抹消の申請）

第２２５条 株券喪失登録がされた株券を所持する者（その株券についての株券喪失登録

者 を 除 く 。） は 、 法 務 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 株 券 発 行 会 社 に 対 し 、 当 該

株券 喪失登録の抹消を申請することができる。ただし、株券喪失登録日の翌日

から起算して１年を経過したときは、この限りでない。

２ 前項の規定による申請をしようとする者は、株券発行会社に対し、同項の株

券を提出しなければならない。

３ 第１項の規定による申請を受けた株券発行会社は、遅滞なく、同項の株券喪

失登 録者に対し、同項の規定による申請をした者の氏名又は名称及び住所並び

に同項の株券の番号を通知しなければならない。

４ 株券発行会社は、前項の規定による通知の日から２週間を経過した日に、第

２項 の規定により提出された株券に係る株券喪失登録を抹消しなければならな

い。 この場合においては、株券発行会社は、当該株券を第１項の規定による申

請をした者に返還しなければならない。

（株券喪失登録者による抹消の申請）

第２２６条 株券喪失登録者は、法務省令で定めるところにより、株券発行会社に対し、

株券 喪失登録（その株式（種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式）

に係 る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合にあっ

て は 、 前 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 提 出 さ れ た 株 券 に つ い て の 株 券 喪 失 登 録 を 除

く。）の抹消を申請することができる。

２ 前項の規定による申請を受けた株券発行会社は、当該申請を受けた日に、当

該申請に係る株券喪失登録を抹消しなければならない。

（株券を発行する旨の定款の定めを廃止した場合における株券喪失登録の抹消）

第２２７条 その株式（種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式）に係る株券を

発行 する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をする場合には、株券発行会社
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は、 当該定款の変更の効力が生ずる日に、株券喪失登録（当該株券喪失登録が

され た株券に係る株式の名義人が株券喪失登録者であるものに限り、第２２５

条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 提 出 さ れ た 株 券 に つ い て の も の を 除 く 。） を 抹 消 し な け

ればならない。

（株券の無効）

第 ２ ２ ８ 条 株 券 喪 失 登 録 （ 抹 消 さ れ た も の を除 く 。） が さ れ た株 券 は 、 株 券 喪失 登 録 日

の翌日から起算して１年を経過した日に無効となる。

２ 前項の規定により株券が無効となった場合には、株券発行会社は、当該株券

についての株券喪失登録者に対し、株券を再発行しなければならない。

（異議催告手続との関係）

第２２９条 株券喪失登録者が第２２０条第１項の請求をした場合には、株券発行会社は、

同項 の期間の末日が株券喪失登録日の翌日から起算して１年を経過する日前に

到来するときに限り、同項の規定による公告をすることができる。

２ 株券発行会社が第２２０条第１項の規定による公告をするときは、当該株券

発行 会社は、当該公告をした日に、当該公告に係る株券についての株券喪失登

録を抹消しなければならない。

（株券喪失登録の効力）

第２３０条 株券発行会社は、次に掲げる日のいずれか早い日（以下この条において「登

録 抹 消 日 」 と い う 。） ま で の 間 は 、 株 券 喪 失 登 録 が さ れ た 株 券 に 係 る 株 式 を 取

得し た者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することがで

きない。

一 当該株券喪失登録が抹消された日

二 株券喪失登録日の翌日から起算して１年を経過した日

２ 株券発行会社は、登録抹消日後でなければ、株券喪失登録がされた株券を再

発行することができない。

３ 株 券 喪 失 登 録 者 が 株 券 喪 失 登 録 を し た 株 券 に 係 る 株 式 の 名 義 人 で な い と き

は、 当該株式の株主は、登録抹消日までの間は、株主総会又は種類株主総会に

おいて議決権を行使することができない。

４ 株券喪失登録がされた株券に係る株式については、第１９７条第１項の規定

による競売又は同条第２項の規定による売却をすることができない。

（株券喪失登録簿の備置き及び閲覧等）

第２３１条 株券発行会社は、株券喪失登録簿をその本店（株主名簿管理人がある場合に

あっては、その営業所）に備え置かなければならない。

２ 何人も、株券発行会社の営業時間内は、いつでも、株券喪失登録簿（利害関

係 が あ る 部 分 に 限 る 。） に つ い て 、 次 に 掲 げ る 請 求 を す る こ と が で き る 。 こ の

場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
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一 株券喪失登録簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又

は謄写の請求

二 株券喪失登録簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的

記 録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又

は謄写の請求

（株券喪失登録者に対する通知等）

第２３２条 株券発行会社が株券喪失登録者に対してする通知又は催告は、株券喪失登録

簿に 記載し、又は記録した当該株券喪失登録者の住所（当該株券喪失登録者が

別に 通知又は催告を受ける場所又は連絡先を株券発行会社に通知した場合にあ

っては、その場所又は連絡先）にあてて発すれば足りる。

２ 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、

到達したものとみなす。

（適用除外）

第２３３条 非訟事件手続法第４編の規定は、株券については、適用しない。

第１０節 雑則

（１に満たない端数の処理）

第２３４条 次の各号に掲げる行為に際して当該各号に定める者に当該株式会社の株式を

交付 する場合において、その者に対し交付しなければならない当該株式会社の

株式 の数に１株に満たない端数があるときは、その端数の合計数（その合計数

に １ に 満 た な い 端 数 が あ る 場 合 に あ っ て は 、 こ れ を 切 り 捨 て る も の と す る 。）

に相 当する数の株式を競売し、かつ、その端数に応じてその競売により得られ

た代金を当該者に交付しなければならない。

一 第１７０条第１項の規定による株式の取得 当該株式会社の株主

二 第１７３条第１項の規定による株式の取得 当該株式会社の株主

三 第１８５条に規定する株式無償割当て 当該株式会社の株主

四 第２７５条第１項の規定による新株予約権の取得 第２３６条第１項第７

号イの新株予約権の新株予約権者

五 合 併 （ 合 併 に よ り 当 該 株 式 会 社 が 存 続 す る 場 合 に 限 る 。） 合 併 後 消 滅 す

る会社の株主又は社員

六 合併契約に基づく設立時発行株式の発行 合併後消滅する会社の株主又は

社員

七 株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得 株式交換をする株

式会社の株主

八 株式移転計画に基づく設立時発行株式の発行 株式移転をする株式会社の

株主



- 104/422 -

powered by インターネット六法 .com

２ 株式会社は、前項の規定による競売に代えて、市場価格のある同項の株式に

つい ては市場価格として法務省令で定める方法により算定される額をもって、

市場 価格のない同項の株式については裁判所の許可を得て競売以外の方法によ

り、 これを売却することができる。この場合において、当該許可の申立ては、

取締 役が２人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない。

３ 前項の規定により第１項の株式を売却した場合における同項の規定の適用に

ついては、同項中「競売により」とあるのは、「売却により」とする。

４ 株式会社は、第２項の規定により売却する株式の全部又は一部を買い取るこ

とが できる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 買い取る株式の数（種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ご

との数）

二 前号の株式の買取りをするのと引換えに交付する金銭の総額

５ 取締役会設置会社においては、前項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の

決議によらなければならない。

６ 第１項から第４項までの規定は、第１項各号に掲げる行為に際して当該各号

に定 める者に当該株式会社の社債又は新株予約権を交付するときについて準用

する。

第２３５条 株式会社が株式の分割又は株式の併合をすることにより株式の数に１株に満

たな い端数が生ずるときは、その端数の合計数（その合計数に１に満たない端

数 が 生 ず る 場 合 に あ っ て は 、 こ れ を 切 り 捨 て る も の と す る 。） に 相 当 す る 数 の

株式 を競売し、かつ、その端数に応じてその競売により得られた代金を株主に

交付しなければならない。

２ 前条第２項から第５項までの規定は、前項の場合について準用する。

第３章 新株予約権

第１節 総則

（新株予約権の内容）

第２３６条 株式会社が新株予約権を発行するときは、次に掲げる事項を当該新株予約権

の内容としなければならない。

一 当該新株予約権の目的である株式の数（種類株式発行会社にあっては、株

式の種類及び種類ごとの数）又はその数の算定方法

二 当該新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

三 金銭以外の財産を当該新株予約権の行使に際してする出資の目的とすると

きは、その旨並びに当該財産の内容及び価額

四 当該新株予約権を行使することができる期間

五 当該新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金

及び資本準備金に関する事項
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六 譲渡による当該新株予約権の取得について当該株式会社の承認を要するこ

ととするときは、その旨

七 当該新株予約権について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件

としてこれを取得することができることとするときは、次に掲げる事項

イ 一定の事由が生じた日に当該株式会社がその新株予約権を取得する旨及

びその事由

ロ 当該株式会社が別に定める日が到来することをもってイの事由とすると

きは、その旨

ハ イの事由が生じた日にイの新株予約権の一部を取得することとするとき

は、その旨及び取得する新株予約権の一部の決定の方法

ニ イの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者

に対して当該 株式会社の株式を交付するときは、当該株式の数（種類株式

発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数）又はその算定方法

ホ イの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者

に対して当該株式会社の社債（新株予約権付社債についてのものを除く。）

を交付すると きは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額

又はその算定方法

ヘ イの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者

に対して当該 株式会社の他の新株予約権（新株予約権付社債に付されたも

の を 除 く 。） を 交 付 す る と き は 、 当 該 他 の 新 株 予 約 権 の 内 容 及 び 数 又 は そ

の算定方法

ト イの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者

に対して当該 株式会社の新株予約権付社債を交付するときは、当該新株予

約権付社債に ついてのホに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付さ

れた新株予約権についてのヘに規定する事項

チ イの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者

に対して当該 株式会社の株式等以外の財産を交付するときは、当該財産の

内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法

八 当該株式会社が次のイからホまでに掲げる行為をする場合において、当該

新 株予約権の新株予約権者に当該イからホまでに定める株式会社の新株予約

権を交付することとするときは、その旨及びその条件

イ 合 併 （ 合 併 に よ り 当 該 株 式 会 社 が 消 滅 す る 場 合 に 限 る 。） 合 併 後 存 続

する株式会社又は合併により設立する株式会社

ロ 吸収分割 吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務

の全部又は一部を承継する株式会社

ハ 新設分割 新設分割により設立する株式会社

ニ 株式交換 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式

会社

ホ 株式移転 株式移転により設立する株式会社

九 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない
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端数がある場合において、これを切り捨てるものとするときは、その旨

十 当 該 新 株 予 約 権 （ 新 株 予 約 権 付 社 債 に 付 さ れ た も の を 除 く 。） に 係 る 新 株

予約権証券を発行することとするときは、その旨

十一 前号に規定する場合において、新株予約権者が第２９０条の規定による

請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨

２ 新株予約権付社債に付された新株予約権の数は、当該新株予約権付社債につ

いての社債の金額ごとに、均等に定めなければならない。

（共有者による権利の行使）

第２３７条 新株予約権が２以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該新株予約権

につ いての権利を行使する者１人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は

名称 を通知しなければ、当該新株予約権についての権利を行使することができ

ない 。ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限

りでない。

第２節 新株予約権の発行

第１款 募集事項の決定等

（募集事項の決定）

第２３８条 株式会社は、その発行する新株予約権を引き受ける者の募集をしようとする

とき は、その都度、募集新株予約権（当該募集に応じて当該新株予約権の引受

けの 申込みをした者に対して割り当てる新株予約権をいう。以下この章におい

て同じ。）について次に掲げる事項（以下この節において「募集事項」という。）

を定めなければならない。

一 募集新株予約権の内容及び数

二 募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする場合には、

その旨

三 前号に規定する場合以外の場合には、募集新株予約権の払込金額（募集新

株 予 約 権 １ 個 と 引 換 え に 払 い 込 む 金 銭 の 額 を い う 。 以 下 こ の 章 に お い て 同

じ。）又はその算定方法

四 募集新株予約権を割り当てる日（以下この節において「割当日」という。）

五 募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めるときは、その

期日

六 募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、第６

７６条各号に掲げる事項

七 前号に規定する場合において、同号の新株予約権付社債に付された募集新

株 予約権についての第１１８条第１項、第１７９条第２項、第７７７条第１

項 、第７８７条第１項又は第８０８条第１項の規定による請求の方法につき

別段の定めをするときは、その定め
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２ 募集事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。

３ 次に掲げる場合には、取締役は、前項の株主総会において、第１号の条件又

は第 ２号の金額で募集新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とす

る理由を説明しなければならない。

一 第１項第２号に規定する場合において、金銭の払込みを要しないこととす

ることが当該者に特に有利な条件であるとき。

二 第１項第３号に規定する場合において、同号の払込金額が当該者に特に有

利な金額であるとき。

４ 種類株式発行会社において、募集新株予約権の目的である株式の種類の全部

又は 一部が譲渡制限株式であるときは、当該募集新株予約権に関する募集事項

の決 定は、当該種類の株式を目的とする募集新株予約権を引き受ける者の募集

につ いて当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要し

ない 旨の定款の定めがある場合を除き、当該種類株主総会の決議がなければ、

その 効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使するこ

とができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。

５ 募集事項は、第１項の募集ごとに、均等に定めなければならない。

（募集事項の決定の委任）

第２３９条 前条第２項及び第４項の規定にかかわらず、株主総会においては、その決議

によって、募集事項の決定を取締役（取締役会設置会社にあっては、取締役会）

に委 任することができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなけれ

ばならない。

一 その委任に基づいて募集事項の決定をすることができる募集新株予約権の

内容及び数の上限

二 前 号 の 募 集 新 株 予 約 権 に つ き 金 銭 の 払 込 み を 要 し な い こ と と す る 場 合 に

は、その旨

三 前号に規定する場合以外の場合には、募集新株予約権の払込金額の下限

２ 次に掲げる場合には、取締役は、前項の株主総会において、第１号の条件又

は第 ２号の金額で募集新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とす

る理由を説明しなければならない。

一 前項第２号に規定する場合において、金銭の払込みを要しないこととする

ことが当該者に特に有利な条件であるとき。

二 前項第３号に規定する場合において、同号の払込金額の下限が当該者に特

に有利な金額であるとき。

３ 第１項の決議は、割当日が当該決議の日から１年以内の日である前条第１項

の募集についてのみその効力を有する。

４ 種類株式発行会社において、募集新株予約権の目的である株式の種類の全部

又は 一部が譲渡制限株式であるときは、当該募集新株予約権に関する募集事項

の決 定の委任は、前条第４項の定款の定めがある場合を除き、当該種類株主総

会の 決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会におい
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て議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。

（公開会社における募集事項の決定の特則）

第２４０条 第２３８条第３項各号に掲げる場合を除き、公開会社における同条第２項の

規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。

この場合においては、前条の規定は、適用しない。

２ 公開会社は、前項の規定により読み替えて適用する第２３８条第２項の取締

役会 の決議によって募集事項を定めた場合には、割当日の２週間前までに、株

主に対し、当該募集事項を通知しなければならない。

３ 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

４ 第２項の規定は、株式会社が募集事項について割当日の２週間前までに金融

商品 取引法第４条第１項から第３項までの届出をしている場合その他の株主の

保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用しない。

（株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合）

第２４１条 株式会社は、第２３８条第１項の募集において、株主に新株予約権の割当て

を受 ける権利を与えることができる。この場合においては、募集事項のほか、

次に掲げる事項を定めなければならない。

一 株主に対し、次条第２項の申込みをすることにより当該株式会社の募集新

株 予約権（種類株式発行会社にあっては、その目的である株式の種類が当該

株 主の有する種類の株式と同一の種類のもの）の割当てを受ける権利を与え

る旨

二 前号の募集新株予約権の引受けの申込みの期日

２ 前 項 の 場 合 に は 、 同 項 第 １ 号 の 株 主 （ 当 該 株 式 会 社 を 除 く 。） は 、 そ の 有 す

る株 式の数に応じて募集新株予約権の割当てを受ける権利を有する。ただし、

当該 株主が割当てを受ける募集新株予約権の数に１に満たない端数があるとき

は、これを切り捨てるものとする。

３ 第１項各号に掲げる事項を定める場合には、募集事項及び同項各号に掲げる

事項 は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法によって

定めなければならない。

一 当該募集事項及び第１項各号に掲げる事項を取締役の決定によって定める

こ とができる旨の定款の定めがある場合（株式会社が取締役会設置会社であ

る場合を除く。） 取締役の決定

二 当該募集事項及び第１項各号に掲げる事項を取締役会の決議によって定め

る こ と が で き る 旨 の 定 款 の 定 め が あ る 場 合 （ 次 号 に 掲 げ る 場 合 を 除 く 。）

取締役会の決議

三 株式会社が公開会社である場合 取締役会の決議

四 前３号に掲げる場合以外の場合 株主総会の決議

４ 株式会社は、第１項各号に掲げる事項を定めた場合には、同項第２号の期日

の ２ 週 間 前 ま で に 、 同 項 第 １ 号 の 株 主 （ 当 該 株 式 会 社 を 除 く 。） に 対 し 、 次 に
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掲げる事項を通知しなければならない。

一 募集事項

二 当該株主が割当てを受ける募集新株予約権の内容及び数

三 第１項第２号の期日

５ 第２３８条第２項から第４項まで及び前２条の規定は、第１項から第３項ま

での 規定により株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合には、適

用しない。

第２款 募集新株予約権の割当て

（募集新株予約権の申込み）

第２４２条 株式会社は、第２３８条第１項の募集に応じて募集新株予約権の引受けの申

込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

一 株式会社の商号

二 募集事項

三 新株予約権の行使に際して金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱い

の場所

四 前３号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

２ 第２３８条第１項の募集に応じて募集新株予約権の引受けの申込みをする者

は、次に掲げる事項を記載した書面を株式会社に交付しなければならない。

一 申込みをする者の氏名又は名称及び住所

二 引き受けようとする募集新株予約権の数

３ 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところ

によ り、株式会社の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法に

より 提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項

の書面を交付したものとみなす。

４ 第１項の規定は、株式会社が同項各号に掲げる事項を記載した金融商品取引

法第 ２条第１０項に規定する目論見書を第１項の申込みをしようとする者に対

して 交付している場合その他募集新株予約権の引受けの申込みをしようとする

者の 保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用し

ない。

５ 株式会社は、第１項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、

その 旨及び当該変更があった事項を第２項の申込みをした者（以下この款にお

いて「申込者」という。）に通知しなければならない。

６ 募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、申込者

（ 募 集 新 株 予 約 権 の み の 申 込 み を し た 者 に 限 る 。） は 、 そ の 申 込 み に 係 る 募 集

新株 予約権を付した新株予約権付社債の引受けの申込みをしたものとみなす。

７ 株式会社が申込者に対してする通知又は催告は、第２項第１号の住所（当該

申込 者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した
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場合にあっては、その場所又は連絡先）にあてて発すれば足りる。

８ 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、

到達したものとみなす。

（募集新株予約権の割当て）

第２４３条 株式会社は、申込者の中から募集新株予約権の割当てを受ける者を定め、か

つ、 その者に割り当てる募集新株予約権の数を定めなければならない。この場

合に おいて、株式会社は、当該申込者に割り当てる募集新株予約権の数を、前

条第２項第２号の数よりも減少することができる。

２ 次に掲げる場合には、前項の規定による決定は、株主総会（取締役会設置会

社に あっては、取締役会）の決議によらなければならない。ただし、定款に別

段の定めがある場合は、この限りでない。

一 募集新株予約権の目的である株式の全部又は一部が譲渡制限株式である場

合

二 募集新株予約権が譲渡制限新株予約権（新株予約権であって、譲渡による

当 該新株予約権の取得について株式会社の承認を要する旨の定めがあるもの

をいう。以下この章において同じ。）である場合

３ 株式会社は、割当日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる

募集 新株予約権の数（当該募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたもの

であ る場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債の種類及び各社

債の金額の合計額を含む。）を通知しなければならない。

４ 第２４１条の規定により株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えた場

合に おいて、株主が同条第１項第２号の期日までに前条第２項の申込みをしな

いときは、当該株主は、募集新株予約権の割当てを受ける権利を失う。

（募集新株予約権の申込み及び割当てに関する特則）

第２４４条 前２条の規定は、募集新株予約権を引き受けようとする者がその総数の引受

けを行う契約を締結する場合には、適用しない。

２ 募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合における前項

の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中 「 の 引 受 け 」 と あ る の は 、「 及 び 当 該 募 集 新

株予約権を付した社債の総額の引受け」とする。

３ 第１項に規定する場合において、次に掲げるときは、株式会社は、株主総会

（取 締役会設置会社にあっては、取締役会）の決議によって、同項の契約の承

認を 受けなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限

りでない。

一 募集新株予約権の目的である株式の全部又は一部が譲渡制限株式であると

き。

二 募集新株予約権が譲渡制限新株予約権であるとき。

（公開会社における募集新株予約権の割当て等の特則）
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第２４４条の２ 公開会社は、募集新株予約権の割当てを受けた申込者又は前条第１項の

契約 により募集新株予約権の総数を引き受けた者（以下この項において「引受

人 」 と 総 称 す る 。） に つ い て 、 第 １ 号 に 掲 げ る 数 の 第 ２ 号 に 掲 げ る 数 に 対 す る

割合 が２分の１を超える場合には、割当日の２週間前までに、株主に対し、当

該 引 受 人 （ 以 下 こ の 項 及 び 第 ５ 項 に お い て 「 特 定 引 受 人 」 と い う 。） の 氏 名 又

は名 称及び住所、当該特定引受人についての第１号に掲げる数その他の法務省

令で 定める事項を通知しなければならない。ただし、当該特定引受人が当該公

開会 社の親会社等である場合又は第２４１条の規定により株主に新株予約権の

割当てを受ける権利を与えた場合は、この限りでない。

一 当 該 引 受 人 （ そ の 子 会 社 等 を 含 む 。） が そ の 引 き 受 け た 募 集 新 株 予 約 権 に

係る交付株式の株主となった場合に有することとなる最も多い議決権の数

二 前号に規定する場合における最も多い総株主の議決権の数

２ 前項第１号に規定する「交付株式」とは、募集新株予約権の目的である株式、

募集 新株予約権の内容として第２３６条第１項第７号ニに掲げる事項について

の定 めがある場合における同号ニの株式その他募集新株予約権の新株予約権者

が交付を受ける株式として法務省令で定める株式をいう。

３ 第１項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

４ 第１項の規定にかかわらず、株式会社が同項の事項について割当日の２週間

前ま でに金融商品取引法第４条第１項から第３項までの届出をしている場合そ

の 他 の 株 主 の 保 護 に 欠 け る お そ れ が な い も の と し て 法 務 省 令 で 定 め る 場 合 に

は、第１項の規定による通知は、することを要しない。

５ 総株主（この項の株主総会において議決権を行使することができない株主を

除 く 。） の 議 決 権 の １ ０ 分 の １ （ こ れ を 下 回 る 割 合 を 定 款 で 定 め た 場 合 に あ っ

ては 、その割合）以上の議決権を有する株主が第１項の規定による通知又は第

３項 の公告の日（前項の場合にあっては、法務省令で定める日）から２週間以

内 に 特 定 引 受 人 （ そ の 子 会 社 等 を 含 む 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。） に よ る 募

集新 株予約権の引受けに反対する旨を公開会社に対し通知したときは、当該公

開会 社は、割当日の前日までに、株主総会の決議によって、当該特定引受人に

対す る募集新株予約権の割当て又は当該特定引受人との間の前条第１項の契約

の承 認を受けなければならない。ただし、当該公開会社の財産の状況が著しく

悪化 している場合において、当該公開会社の事業の継続のため緊急の必要があ

るときは、この限りでない。

６ 第３０９条第１項の規定にかかわらず、前項の株主総会の決議は、議決権を

行使 することができる株主の議決権の過半数（３分の１以上の割合を定款で定

めた 場合にあっては、その割合以上）を有する株主が出席し、出席した当該株

主の 議決権の過半数（これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その

割合以上）をもって行わなければならない。

（新株予約権者となる日）

第２４５条 次の各号に掲げる者は、割当日に、当該各号に定める募集新株予約権の新株



- 112/422 -

powered by インターネット六法 .com

予約権者となる。

一 申込者 株式会社の割り当てた募集新株予約権

二 第２４４条第１項の契約により募集新株予約権の総数を引き受けた者 そ

の者が引き受けた募集新株予約権

２ 募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、前項の

規定 により募集新株予約権の新株予約権者となる者は、当該募集新株予約権を

付した新株予約権付社債についての社債の社債権者となる。

第３款 募集新株予約権に係る払込み

第２４６条 第２３８条第１項第３号に規定する場合には、新株予約権者は、募集新株予

約権 についての第２３６条第１項第４号の期間の初日の前日（第２３８条第１

項第５号に規定する場合にあっては、同号の期日。第３項において「払込期日」

という。）までに、株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、

それぞれの募集新株予約権の払込金額の全額を払い込まなければならない。

２ 前項の規定にかかわらず、新株予約権者は、株式会社の承諾を得て、同項の

規定 による払込みに代えて、払込金額に相当する金銭以外の財産を給付し、又

は当該株式会社に対する債権をもって相殺することができる。

３ 第２３８条第１項第３号に規定する場合には、新株予約権者は、募集新株予

約権 についての払込期日までに、それぞれの募集新株予約権の払込金額の全額

の払 込み（当該払込みに代えてする金銭以外の財産の給付又は当該株式会社に

対 す る 債 権 を も っ て す る 相 殺 を 含 む 。） を し な い と き は 、 当 該 募 集 新 株 予 約 権

を行使することができない。

第４款 募集新株予約権の発行をやめることの請求

第２４７条 次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主

は、 株式会社に対し、第２３８条第１項の募集に係る新株予約権の発行をやめ

ることを請求することができる。

一 当該新株予約権の発行が法令又は定款に違反する場合

二 当該新株予約権の発行が著しく不公正な方法により行われる場合

第５款 雑則

第２４８条 第６７６条から第６８０条までの規定は、新株予約権付社債についての社債

を引き受ける者の募集については、適用しない。
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第３節 新株予約権原簿

（新株予約権原簿）

第２４９条 株式会社は、新株予約権を発行した日以後遅滞なく、新株予約権原簿を作成

し、 次の各号に掲げる新株予約権の区分に応じ、当該各号に定める事項（以下

「 新 株 予 約 権 原 簿 記 載 事 項 」 と い う 。） を 記 載 し 、 又 は 記 録 し な け れ ば な ら な

い。

一 無記名式の新株予約権証券が発行されている新株予約権（以下この章にお

い て 「 無 記 名 新 株 予 約 権 」 と い う 。） 当 該 新 株 予 約 権 証 券 の 番 号 並 び に 当

該無記名新株予約権の内容及び数

二 無記名式の新株予約権付社債券（証券発行新株予約権付社債（新株予約権

付 社債であって、当該新株予約権付社債についての社債につき社債券を発行

す る 旨 の 定 め が あ る も の を い う 。 以 下 こ の 章 に お い て 同 じ 。） に 係 る 社 債 券

を い う 。 以 下 同 じ 。） が 発 行 さ れ て い る 新 株 予 約 権 付 社 債 （ 以 下 こ の 章 に お

い て 「 無 記 名 新 株 予 約 権 付 社 債 」 と い う 。） に 付 さ れ た 新 株 予 約 権 当 該 新

株予約権付社債券の番号並びに当該新株予約権の内容及び数

三 前２号に掲げる新株予約権以外の新株予約権 次に掲げる事項

イ 新株予約権者の氏名又は名称及び住所

ロ イの新株予約権者の有する新株予約権の内容及び数

ハ イの新株予約権者が新株予約権を取得した日

ニ ロの新株予約権が証券発行新株予約権（新株予約権（新株予約権付社債

に 付 さ れ た も の を 除 く 。） で あ っ て 、 当 該 新 株 予 約 権 に 係 る 新 株 予 約 権 証

券 を 発 行 す る 旨 の 定 め が あ る も の を い う 。 以 下 こ の 章 に お い て 同 じ 。） で

あるときは、 当該新株予約権（新株予約権証券が発行されているものに限

る。）に係る新株予約権証券の番号

ホ ロの新株予約権が証券発行新株予約権付社債に付されたものであるとき

は、当該新株 予約権を付した新株予約権付社債（新株予約権付社債券が発

行されているものに限る。）に係る新株予約権付社債券の番号

（新株予約権原簿記載事項を記載した書面の交付等）

第２５０条 前条第３号イの新株予約権者は、株式会社に対し、当該新株予約権者につい

ての 新株予約権原簿に記載され、若しくは記録された新株予約権原簿記載事項

を記 載した書面の交付又は当該新株予約権原簿記載事項を記録した電磁的記録

の提供を請求することができる。

２ 前項の書面には、株式会社の代表取締役（指名委員会等設置会社にあっては、

代 表 執 行 役 。 次 項 に お い て 同 じ 。） が 署 名 し 、 又 は 記 名 押 印 し な け れ ば な ら な

い。

３ 第１項の電磁的記録には、株式会社の代表取締役が法務省令で定める署名又

は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
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４ 前３項の規定は、証券発行新株予約権及び証券発行新株予約権付社債に付さ

れた新株予約権については、適用しない。

（新株予約権原簿の管理）

第２５１条 株式会社が新株予約権を発行している場合における第１２３条の規定の適用

につ いては、同条中「株主名簿の」とあるのは「株主名簿及び新株予約権原簿

の」と、「株主名簿に」とあるのは「株主名簿及び新株予約権原簿に」とする。

（新株予約権原簿の備置き及び閲覧等）

第２５２条 株式会社は、新株予約権原簿をその本店（株主名簿管理人がある場合にあっ

ては、その営業所）に備え置かなければならない。

２ 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求を

する ことができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしな

ければならない。

一 新株予約権原簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又

は謄写の請求

二 新株予約権原簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的

記 録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又

は謄写の請求

３ 株式会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除

き、これを拒むことができない。

一 当該請求を行う株主又は債権者（以下この項において「請求者」という。）

がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。

二 請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、又は株主の共同の利益を害す

る目的で請求を行ったとき。

三 請求者が新株予約権原簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得

て第三者に通報するため請求を行ったとき。

四 請求者が、過去２年以内において、新株予約権原簿の閲覧又は謄写によっ

て 知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。

４ 株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判

所の 許可を得て、当該株式会社の新株予約権原簿について第２項各号に掲げる

請求 をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにし

てしなければならない。

５ 前項の親会社社員について第３項各号のいずれかに規定する事由があるとき

は、裁判所は、前項の許可をすることができない。

（新株予約権者に対する通知等）

第２５３条 株式会社が新株予約権者に対してする通知又は催告は、新株予約権原簿に記

載し 、又は記録した当該新株予約権者の住所（当該新株予約権者が別に通知又

は催 告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、そ
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の場所又は連絡先）にあてて発すれば足りる。

２ 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、

到達したものとみなす。

３ 新株予約権が２以上の者の共有に属するときは、共有者は、株式会社が新株

予約 権者に対してする通知又は催告を受領する者１人を定め、当該株式会社に

対し、その者の氏名又は名称を通知しなければならない。この場合においては、

その者を新株予約権者とみなして、前２項の規定を適用する。

４ 前項の規定による共有者の通知がない場合には、株式会社が新株予約権の共

有者に対してする通知又は催告は、そのうちの１人に対してすれば足りる。

第４節 新株予約権の譲渡等

第１款 新株予約権の譲渡

（新株予約権の譲渡）

第２５４条 新株予約権者は、その有する新株予約権を譲渡することができる。

２ 前項の規定にかかわらず、新株予約権付社債に付された新株予約権のみを譲

渡す ることはできない。ただし、当該新株予約権付社債についての社債が消滅

したときは、この限りでない。

３ 新株予約権付社債についての社債のみを譲渡することはできない。ただし、

当該 新株予約権付社債に付された新株予約権が消滅したときは、この限りでな

い。

（証券発行新株予約権の譲渡）

第２５５条 証券発行新株予約権の譲渡は、当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証

券を 交付しなければ、その効力を生じない。ただし、自己新株予約権（株式会

社 が 有 す る 自 己 の 新 株 予 約 権 を い う 。 以 下 こ の 章 に お い て 同 じ 。） の 処 分 に よ

る証券発行新株予約権の譲渡については、この限りでない。

２ 証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権の譲渡は、当該証券発行新

株予 約権付社債に係る新株予約権付社債券を交付しなければ、その効力を生じ

ない 。ただし、自己新株予約権付社債（株式会社が有する自己の新株予約権付

社 債 を い う 。 以 下 こ の 条 及 び 次 条 に お い て 同 じ 。） の 処 分 に よ る 当 該 自 己 新 株

予約権付社債に付された新株予約権の譲渡については、この限りでない。

（自己新株予約権の処分に関する特則）

第 ２ ５ ６ 条 株 式 会 社 は 、 自 己 新 株 予 約 権 （ 証券 発 行 新 株 予 約 権に 限 る 。） を 処分 し た 日

以後 遅滞なく、当該自己新株予約権を取得した者に対し、新株予約権証券を交

付しなければならない。

２ 前項の規定にかかわらず、株式会社は、同項の者から請求がある時までは、

同項の新株予約権証券を交付しないことができる。
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３ 株 式 会 社 は 、 自 己 新 株 予 約 権 付 社 債 （ 証 券 発 行 新 株 予 約 権 付 社 債 に 限 る 。）

を処 分した日以後遅滞なく、当該自己新株予約権付社債を取得した者に対し、

新株予約権付社債券を交付しなければならない。

４ 第６８７条の規定は、自己新株予約権付社債の処分による当該自己新株予約

権付社債についての社債の譲渡については、適用しない。

（新株予約権の譲渡の対抗要件）

第２５７条 新株予約権の譲渡は、その新株予約権を取得した者の氏名又は名称及び住所

を新 株予約権原簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に

対抗することができない。

２ 記名式の新株予約権証券が発行されている証券発行新株予約権及び記名式の

新株 予約権付社債券が発行されている証券発行新株予約権付社債に付された新

株予 約権についての前項の規定の適用については、同項中「株式会社その他の

第三者」とあるのは、「株式会社」とする。

３ 第１項の規定は、無記名新株予約権及び無記名新株予約権付社債に付された

新株予約権については、適用しない。

（権利の推定等）

第２５８条 新株予約権証券の占有者は、当該新株予約権証券に係る証券発行新株予約権

についての権利を適法に有するものと推定する。

２ 新株予約権証券の交付を受けた者は、当該新株予約権証券に係る証券発行新

株予 約権についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失が

あるときは、この限りでない。

３ 新株予約権付社債券の占有者は、当該新株予約権付社債券に係る証券発行新

株予 約権付社債に付された新株予約権についての権利を適法に有するものと推

定する。

４ 新株予約権付社債券の交付を受けた者は、当該新株予約権付社債券に係る証

券発 行新株予約権付社債に付された新株予約権についての権利を取得する。た

だし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。

（新株予約権者の請求によらない新株予約権原簿記載事項の記載又は記録）

第２５９条 株式会社は、次の各号に掲げる場合には、当該各号の新株予約権の新株予約

権者 に係る新株予約権原簿記載事項を新株予約権原簿に記載し、又は記録しな

ければならない。

一 当該株式会社の新株予約権を取得した場合

二 自己新株予約権を処分した場合

２ 前項の規定は、無記名新株予約権及び無記名新株予約権付社債に付された新

株予約権については、適用しない。

（新株予約権者の請求による新株予約権原簿記載事項の記載又は記録）
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第 ２ ６ ０ 条 新 株 予 約 権 を 当 該 新 株 予 約 権 を 発 行 し た 株 式 会 社 以 外 の 者 か ら 取 得 し た 者

（ 当 該 株 式 会 社 を 除 く 。 以 下 こ の 節 に お い て 「 新 株 予 約 権 取 得 者 」 と い う 。）

は、 当該株式会社に対し、当該新株予約権に係る新株予約権原簿記載事項を新

株予約権原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。

２ 前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとし

て法 務省令で定める場合を除き、その取得した新株予約権の新株予約権者とし

て新 株予約権原簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の

一般承継人と共同してしなければならない。

３ 前２項の規定は、無記名新株予約権及び無記名新株予約権付社債に付された

新株予約権については、適用しない。

第２６１条 前条の規定は、新株予約権取得者が取得した新株予約権が譲渡制限新株予約

権で ある場合には、適用しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、こ

の限りでない。

一 当該新株予約権取得者が当該譲渡制限新株予約権を取得することについて

次条の承認を受けていること。

二 当該新株予約権取得者が当該譲渡制限新株予約権を取得したことについて

第２６３条第１項の承認を受けていること。

三 当該新株予約権取得者が相続その他の一般承継により譲渡制限新株予約権

を取得した者であること。

第２款 新株予約権の譲渡の制限

（新株予約権者からの承認の請求）

第２６２条 譲渡制限新株予約権の新株予約権者は、その有する譲渡制限新株予約権を他

人 （ 当 該 譲 渡 制 限 新 株 予 約 権 を 発 行 し た 株 式 会 社 を 除 く 。） に譲 り 渡 そ う と す

ると きは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限新株予約権を取得す

るこ とについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。

（新株予約権取得者からの承認の請求）

第２６３条 譲渡制限新株予約権を取得した新株予約権取得者は、株式会社に対し、当該

譲渡 制限新株予約権を取得したことについて承認をするか否かの決定をするこ

とを請求することができる。

２ 前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとし

て法 務省令で定める場合を除き、その取得した新株予約権の新株予約権者とし

て新 株予約権原簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の

一般承継人と共同してしなければならない。

（譲渡等承認請求の方法）
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第 ２ ６ ４ 条 次 の 各 号 に 掲 げ る 請 求 （ 以 下 この 款 に お い て 「譲 渡 等 承 認 請 求」 と い う 。）

は、当該各号に定める事項を明らかにしてしなければならない。

一 第２６２条の規定による請求 次に掲げる事項

イ 当該請求をする新株予約権者が譲り渡そうとする譲渡制限新株予約権の

内容及び数

ロ イの譲渡制限新株予約権を譲り受ける者の氏名又は名称

二 前条第１項の規定による請求 次に掲げる事項

イ 当該請求をする新株予約権取得者の取得した譲渡制限新株予約権の内容

及び数

ロ イの新株予約権取得者の氏名又は名称

（譲渡等の承認の決定等）

第２６５条 株式会社が第２６２条又は第２６３条第１項の承認をするか否かの決定をす

るに は、株主総会（取締役会設置会社にあっては、取締役会）の決議によらな

けれ ばならない。ただし、新株予約権の内容として別段の定めがある場合は、

この限りでない。

２ 株式会社は、前項の決定をしたときは、譲渡等承認請求をした者に対し、当

該決定の内容を通知しなければならない。

（株式会社が承認をしたとみなされる場合）

第２６６条 株式会社が譲渡等承認請求の日から２週間（これを下回る期間を定款で定め

た場 合にあっては、その期間）以内に前条第２項の規定による通知をしなかっ

た場 合には、第２６２条又は第２６３条第１項の承認をしたものとみなす。た

だし 、当該株式会社と当該譲渡等承認請求をした者との合意により別段の定め

をしたときは、この限りでない。

第３款 新株予約権の質入れ

（新株予約権の質入れ）

第２６７条 新株予約権者は、その有する新株予約権に質権を設定することができる。

２ 前項の規定にかかわらず、新株予約権付社債に付された新株予約権のみに質

権を 設定することはできない。ただし、当該新株予約権付社債についての社債

が消滅したときは、この限りでない。

３ 新株予約権付社債についての社債のみに質権を設定することはできない。た

だし 、当該新株予約権付社債に付された新株予約権が消滅したときは、この限

りでない。

４ 証券発行新株予約権の質入れは、当該証券発行新株予約権に係る新株予約権

証券を交付しなければ、その効力を生じない。

５ 証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権の質入れは、当該証券発行
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新株 予約権付社債に係る新株予約権付社債券を交付しなければ、その効力を生

じない。

（新株予約権の質入れの対抗要件）

第２６８条 新株予約権の質入れは、その質権者の氏名又は名称及び住所を新株予約権原

簿に 記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することが

できない。

２ 前項の規定にかかわらず、証券発行新株予約権の質権者は、継続して当該証

券発 行新株予約権に係る新株予約権証券を占有しなければ、その質権をもって

株式会社その他の第三者に対抗することができない。

３ 第１項の規定にかかわらず、証券発行新株予約権付社債に付された新株予約

権の 質権者は、継続して当該証券発行新株予約権付社債に係る新株予約権付社

債券 を占有しなければ、その質権をもって株式会社その他の第三者に対抗する

ことができない。

（新株予約権原簿の記載等）

第２６９条 新株予約権に質権を設定した者は、株式会社に対し、次に掲げる事項を新株

予約権原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。

一 質権者の氏名又は名称及び住所

二 質権の目的である新株予約権

２ 前項の規定は、無記名新株予約権及び無記名新株予約権付社債に付された新

株予約権については、適用しない。

（新株予約権原簿の記載事項を記載した書面の交付等）

第２７０条 前条第１項各号に掲げる事項が新株予約権原簿に記載され、又は記録された

質 権 者 （ 以 下 「 登 録 新 株 予 約 権 質 権 者 」 と い う 。） は 、 株 式 会 社 に 対 し 、 当 該

登録 新株予約権質権者についての新株予約権原簿に記載され、若しくは記録さ

れた 同項各号に掲げる事項を記載した書面の交付又は当該事項を記録した電磁

的記録の提供を請求することができる。

２ 前項の書面には、株式会社の代表取締役（指名委員会等設置会社にあっては、

代 表 執 行 役 。 次 項 に お い て 同 じ 。） が 署 名 し 、 又 は 記 名 押 印 し な け れ ば な ら な

い。

３ 第１項の電磁的記録には、株式会社の代表取締役が法務省令で定める署名又

は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

４ 前３項の規定は、証券発行新株予約権及び証券発行新株予約権付社債に付さ

れた新株予約権については、適用しない。

（登録新株予約権質権者に対する通知等）

第２７１条 株式会社が登録新株予約権質権者に対してする通知又は催告は、新株予約権

原簿 に記載し、又は記録した当該登録新株予約権質権者の住所（当該登録新株
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予約 権質権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通

知した場合にあっては、その場所又は連絡先）にあてて発すれば足りる。

２ 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、

到達したものとみなす。

（新株予約権の質入れの効果）

第２７２条 株式会社が次に掲げる行為をした場合には、新株予約権を目的とする質権は、

当該 行為によって当該新株予約権の新株予約権者が受けることのできる金銭等

について存在する。

一 新株予約権の取得

二 組織変更

三 合併（合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。）

四 吸収分割

五 新設分割

六 株式交換

七 株式移転

２ 登 録 新 株 予 約 権 質 権 者 は 、 前 項 の 金 銭 等 （ 金 銭 に 限 る 。） を受 領 し 、 他 の 債

権者に先立って自己の債権の弁済に充てることができる。

３ 株式会社が次の各号に掲げる行為をした場合において、前項の債権の弁済期

が到 来していないときは、登録新株予約権質権者は、当該各号に定める者に同

項に 規定する金銭等に相当する金額を供託させることができる。この場合にお

いて、質権は、その供託金について存在する。

一 新株予約権の取得 当該株式会社

二 組織変更 第７４４条第１項第１号に規定する組織変更後持分会社

三 合 併 （ 合 併 に よ り 当 該 株 式 会 社 が 消 滅 す る 場 合 に 限 る 。） 第 ７ ４ ９ 条 第

１ 項に規定する吸収合併存続会社又は第７５３条第１項に規定する新設合併

設立会社

４ 前３項の規定は、特別支配株主が新株予約権売渡請求により売渡新株予約権

の取 得をした場合について準用する。この場合において、前項中「当該各号に

定める者」とあるのは、「当該特別支配株主」と読み替えるものとする。

５ 新株予約権付社債に付された新株予約権（第２３６条第１項第３号の財産が

当該 新株予約権付社債についての社債であるものであって、当該社債の償還額

が 当 該 新 株 予 約 権 に つ い て の 同 項 第 ２ 号 の 価 額 以 上 で あ る も の に 限 る 。） を 目

的と する質権は、当該新株予約権の行使をすることにより当該新株予約権の新

株予約権者が交付を受ける株式について存在する。

第４款 信託財産に属する新株予約権についての対抗要件等

第２７２条の２ 新株予約権については、当該新株予約権が信託財産に属する旨を新株予
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約権 原簿に記載し、又は記録しなければ、当該新株予約権が信託財産に属する

ことを株式会社その他の第三者に対抗することができない。

２ 第２４９条第３号イの新株予約権者は、その有する新株予約権が信託財産に

属す るときは、株式会社に対し、その旨を新株予約権原簿に記載し、又は記録

することを請求することができる。

３ 新株予約権原簿に前項の規定による記載又は記録がされた場合における第２

５０ 条第１項及び第２５９条第１項の規定の適用については、第２５０条第１

項中 「記録された新株予約権原簿記載事項」とあるのは「記録された新株予約

権原 簿記載事項（当該新株予約権者の有する新株予約権が信託財産に属する旨

を 含 む 。）」 と 、 第 ２ ５ ９ 条 第 １ 項 中 「 新 株 予 約 権 原 簿 記 載 事 項 」 と あ る の は

「新 株予約権原簿記載事項（当該新株予約権者の有する新株予約権が信託財産

に属する旨を含む。）」とする。

４ 前３項の規定は、証券発行新株予約権及び証券発行新株予約権付社債に付さ

れた新株予約権については、適用しない。

第５節 株式会社による自己の新株予約権の取得

第１款 募集事項の定めに基づく新株予約権の取得

（取得する日の決定）

第２７３条 取得条項付新株予約権（第２３６条第１項第７号イに掲げる事項についての

定 め が あ る 新 株 予 約 権 を い う 。 以 下 こ の 章 に お い て 同 じ 。） の内 容 と し て 同 号

ロに 掲げる事項についての定めがある場合には、株式会社は、同号ロの日を株

主総 会（取締役会設置会社にあっては、取締役会）の決議によって定めなけれ

ばな らない。ただし、当該取得条項付新株予約権の内容として別段の定めがあ

る場合は、この限りでない。

２ 第２３６条第１項第７号ロの日を定めたときは、株式会社は、取得条項付新

株予 約権の新株予約権者（同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあ

って は、次条第１項の規定により決定した取得条項付新株予約権の新株予約権

者） 及びその登録新株予約権質権者に対し、当該日の２週間前までに、当該日

を通知しなければならない。

３ 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

（取得する新株予約権の決定等）

第２７４条 株式会社は、新株予約権の内容として第２３６条第１項第７号ハに掲げる事

項に ついての定めがある場合において、取得条項付新株予約権を取得しようと

する ときは、その取得する取得条項付新株予約権を決定しなければならない。

２ 前項の取得条項付新株予約権は、株主総会（取締役会設置会社にあっては、

取締 役会）の決議によって定めなければならない。ただし、当該取得条項付新

株予約権の内容として別段の定めがある場合は、この限りでない。
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３ 第１項の規定による決定をしたときは、株式会社は、同項の規定により決定

した 取得条項付新株予約権の新株予約権者及びその登録新株予約権質権者に対

し、 直ちに、当該取得条項付新株予約権を取得する旨を通知しなければならな

い。

４ 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

（効力の発生等）

第２７５条 株式会社は、第２３６条第１項第７号イの事由が生じた日（同号ハに掲げる

事項 についての定めがある場合にあっては、第１号に掲げる日又は第２号に掲

げ る 日 の い ず れ か 遅 い 日 。 次 項 及 び 第 ３ 項 に お い て 同 じ 。） に、 取 得 条 項 付 新

株予 約権（同条第１項第７号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっ

ては、前条第１項の規定により決定したもの。次項及び第３項において同じ。）

を取得する。

一 第２３６条第１項第７号イの事由が生じた日

二 前条第３項の規定による通知の日又は同条第４項の公告の日から２週間を

経過した日

２ 前項の規定により株式会社が取得する取得条項付新株予約権が新株予約権付

社債 に付されたものである場合には、株式会社は、第２３６条第１項第７号イ

の事由が生じた日に、当該新株予約権付社債についての社債を取得する。

３ 次の各号に掲げる場合には、取得条項付新株予約権の新株予約権者（当該株

式 会 社 を 除 く 。） は 、 第 ２ ３ ６ 条 第 １ 項 第 ７ 号 イ の 事 由 が 生 じ た 日 に 、 同 号 に

定める事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。

一 第２３６条第１項第７号ニに掲げる事項についての定めがある場合 同号

ニの株式の株主

二 第２３６条第１項第７号ホに掲げる事項についての定めがある場合 同号

ホの社債の社債権者

三 第２３６条第１項第７号ヘに掲げる事項についての定めがある場合 同号

ヘの他の新株予約権の新株予約権者

四 第２３６条第１項第７号トに掲げる事項についての定めがある場合 同号

ト の新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債

に付された新株予約権の新株予約権者

４ 株式会社は、第２３６条第１項第７号イの事由が生じた後、遅滞なく、取得

条項 付新株予約権の新株予約権者及びその登録新株予約権質権者（同号ハに掲

げる 事項についての定めがある場合にあっては、前条第１項の規定により決定

した 取得条項付新株予約権の新株予約権者及びその登録新株予約権質権者）に

対し 、当該事由が生じた旨を通知しなければならない。ただし、第２７３条第

２項 の規定による通知又は同条第３項の公告をしたときは、この限りでない。

５ 前項本文の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
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第２款 新株予約権の消却

第２７６条 株式会社は、自己新株予約権を消却することができる。この場合においては、

消却する自己新株予約権の内容及び数を定めなければならない。

２ 取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決

議によらなければならない。

第６節 新株予約権無償割当て

（新株予約権無償割当て）

第２７７条 株式会社は、株主（種類株式発行会社にあっては、ある種類の種類株主）に

対し て新たに払込みをさせないで当該株式会社の新株予約権の割当て（以下こ

の節において「新株予約権無償割当て」という。）をすることができる。

（新株予約権無償割当てに関する事項の決定）

第２７８条 株式会社は、新株予約権無償割当てをしようとするときは、その都度、次に

掲げる事項を定めなければならない。

一 株主に割り当てる新株予約権の内容及び数又はその算定方法

二 前号の新株予約権が新株予約権付社債に付されたものであるときは、当該

新 株予約権付社債についての社債の種類及び各社債の金額の合計額又はその

算定方法

三 当該新株予約権無償割当てがその効力を生ずる日

四 株式会社が種類株式発行会社である場合には、当該新株予約権無償割当て

を受ける株主の有する株式の種類

２ 前項第１号及び第２号に掲げる事項についての定めは、当該株式会社以外の

株主 （種類株式発行会社にあっては、同項第４号の種類の種類株主）の有する

株式 （種類株式発行会社にあっては、同項第４号の種類の株式）の数に応じて

同項 第１号の新株予約権及び同項第２号の社債を割り当てることを内容とする

ものでなければならない。

３ 第１項各号に掲げる事項の決定は、株主総会（取締役会設置会社にあっては、

取締 役会）の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある

場合は、この限りでない。

（新株予約権無償割当ての効力の発生等）

第２７９条 前条第１項第１号の新株予約権の割当てを受けた株主は、同項第３号の日に、

同項 第１号の新株予約権の新株予約権者（同項第２号に規定する場合にあって

は、同項第１号の新株予約権の新株予約権者及び同項第２号の社債の社債権者）

となる。

２ 株式会社は、前条第１項第３号の日後遅滞なく、株主（種類株式発行会社に
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あっ ては、同項第４号の種類の種類株主）及びその登録株式質権者に対し、当

該株 主が割当てを受けた新株予約権の内容及び数（同項第２号に規定する場合

にあ っては、当該株主が割当てを受けた社債の種類及び各社債の金額の合計額

を含む。）を通知しなければならない。

３ 前項の規定による通知がされた場合において、前条第１項第１号の新株予約

権に ついての第２３６条第１項第４号の期間の末日が当該通知の日から２週間

を経 過する日前に到来するときは、同号の期間は、当該通知の日から２週間を

経過する日まで延長されたものとみなす。

第７節 新株予約権の行使

第１款 総則

（新株予約権の行使）

第２８０条 新株予約権の行使は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

一 その行使に係る新株予約権の内容及び数

二 新株予約権を行使する日

２ 証券発行新株予約権を行使しようとするときは、当該証券発行新株予約権の

新株 予約権者は、当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を株式会社に

提出 しなければならない。ただし、当該新株予約権証券が発行されていないと

きは、この限りでない。

３ 証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権を行使しようとする場合に

は、 当該新株予約権の新株予約権者は、当該新株予約権を付した新株予約権付

社債 に係る新株予約権付社債券を株式会社に提示しなければならない。この場

合に おいて、当該株式会社は、当該新株予約権付社債券に当該証券発行新株予

約権付社債に付された新株予約権が消滅した旨を記載しなければならない。

４ 前項の規定にかかわらず、証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権

を行 使しようとする場合において、当該新株予約権の行使により当該証券発行

新株 予約権付社債についての社債が消滅するときは、当該新株予約権の新株予

約権 者は、当該新株予約権を付した新株予約権付社債に係る新株予約権付社債

券を株式会社に提出しなければならない。

５ 第３項の規定にかかわらず、証券発行新株予約権付社債についての社債の償

還後 に当該証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権を行使しようとす

る場 合には、当該新株予約権の新株予約権者は、当該新株予約権を付した新株

予 約 権 付 社 債 に 係 る 新 株 予 約 権 付 社 債 券 を 株 式 会 社 に 提 出 し な け れ ば な ら な

い。

６ 株式会社は、自己新株予約権を行使することができない。

（新株予約権の行使に際しての払込み）

第２８１条 金銭を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、新株予約権
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者は 、前条第１項第２号の日に、株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの

場所 において、その行使に係る新株予約権についての第２３６条第１項第２号

の価額の全額を払い込まなければならない。

２ 金銭以外の財産を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、

新株 予約権者は、前条第１項第２号の日に、その行使に係る新株予約権につい

ての 第２３６条第１項第３号の財産を給付しなければならない。この場合にお

いて 、当該財産の価額が同項第２号の価額に足りないときは、前項の払込みの

取扱 いの場所においてその差額に相当する金銭を払い込まなければならない。

３ 新株予約権者は、第１項の規定による払込み又は前項の規定による給付をす

る債務と株式会社に対する債権とを相殺することができない。

（株主となる時期等）

第２８２条 新株予約権を行使した新株予約権者は、当該新株予約権を行使した日に、当

該新株予約権の目的である株式の株主となる。

２ 新株予約権を行使した新株予約権者であって第２８６条の２第１項各号に掲

げる 者に該当するものは、当該各号に定める支払若しくは給付又は第２８６条

の３ 第１項の規定による支払がされた後でなければ、第２８６条の２第１項各

号の 払込み又は給付が仮装された新株予約権の目的である株式について、株主

の権利を行使することができない。

３ 前項の株式を譲り受けた者は、当該株式についての株主の権利を行使するこ

とが できる。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りで

ない。

（１に満たない端数の処理）

第２８３条 新株予約権を行使した場合において、当該新株予約権の新株予約権者に交付

する 株式の数に１株に満たない端数があるときは、株式会社は、当該新株予約

権者 に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額にその

端数 を乗じて得た額に相当する金銭を交付しなければならない。ただし、第２

３６ 条第１項第９号に掲げる事項についての定めがある場合は、この限りでな

い。

一 当該株式が市場価格のある株式である場合 当該株式１株の市場価格とし

て法務省令で定める方法により算定される額

二 前号に掲げる場合以外の場合 １株当たり純資産額

第２款 金銭以外の財産の出資

第２８４条 株式会社は、第２３６条第１項第３号に掲げる事項についての定めがある新

株予 約権が行使された場合には、第２８１条第２項の規定による給付があった

後 、 遅 滞 な く 、 同 号 の 財 産 （ 以 下 こ の 節 に お い て 「 現 物 出 資 財 産 」 と い う 。）
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の価 額を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければ

ならない。

２ 前項の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場

合を除き、検査役を選任しなければならない。

３ 裁判所は、前項の検査役を選任した場合には、株式会社が当該検査役に対し

て支払う報酬の額を定めることができる。

４ 第２項の検査役は、必要な調査を行い、当該調査の結果を記載し、又は記録

し た 書 面 又 は 電 磁 的 記 録 （ 法 務 省 令 で 定 め る も の に 限 る 。） を裁 判 所 に 提 供 し

て報告をしなければならない。

５ 裁判所は、前項の報告について、その内容を明瞭にし、又はその根拠を確認

する ため必要があると認めるときは、第２項の検査役に対し、更に前項の報告

を求めることができる。

６ 第２項の検査役は、第４項の報告をしたときは、株式会社に対し、同項の書

面の 写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定め

る方法により提供しなければならない。

７ 裁判所は、第４項の報告を受けた場合において、現物出資財産について定め

られ た第２３６条第１項第３号の価額（第２項の検査役の調査を経ていないも

の を 除 く 。） を 不 当 と 認 め た と き は 、 こ れ を 変 更 す る 決 定 を し な け れ ば な ら な

い。

８ 第１項の新株予約権の新株予約権者は、前項の決定により現物出資財産の価

額の全部又は一部が変更された場合には、当該決定の確定後１週間以内に限り、

その新株予約権の行使に係る意思表示を取り消すことができる。

９ 前各項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項につい

ては、適用しない。

一 行使された新株予約権の新株予約権者が交付を受ける株式の総数が発行済

株 式の総数の１０分の１を超えない場合 当該新株予約権者が給付する現物

出資財産の価額

二 現物出資財産について定められた第２３６条第１項第３号の価額の総額が

５００万円を超えない場合 当該現物出資財産の価額

三 現物出資財産のうち、市場価格のある有価証券について定められた第２３

６ 条第１項第３号の価額が当該有価証券の市場価格として法務省令で定める

方 法により算定されるものを超えない場合 当該有価証券についての現物出

資財産の価額

四 現物出資財産について定められた第２３６条第１項第３号の価額が相当で

あ ることについて弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士又は

税 理士法人の証明（現物出資財産が不動産である場合にあっては、当該証明

及 び 不 動 産 鑑 定 士 の 鑑 定 評 価 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。） を 受 け た 場 合

当該証明を受けた現物出資財産の価額

五 現物出資財産が株式会社に対する金銭債権（弁済期が到来しているものに

限 る 。） で あ っ て 、 当 該 金 銭 債 権 に つ い て 定 め ら れ た 第 ２ ３ ６ 条 第 １ 項 第 ３
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号 の価額が当該金銭債権に係る負債の帳簿価額を超えない場合 当該金銭債

権についての現物出資財産の価額

１０ 次に掲げる者は、前項第４号に規定する証明をすることができない。

一 取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人

二 新株予約権者

三 業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者

四 弁護士法人、監査法人又は税理士法人であって、その社員の半数以上が

第１号又は第２号に掲げる者のいずれかに該当するもの

第３款 責任

（不公正な払込金額で新株予約権を引き受けた者等の責任）

第２８５条 新株予約権を行使した新株予約権者は、次の各号に掲げる場合には、株式会

社に対し、当該各号に定める額を支払う義務を負う。

一 第２３８条第１項第２号に規定する場合において、募集新株予約権につき

金 銭 の 払 込 み を 要 し な い こ と と す る こ と が 著 し く 不 公 正 な 条 件 で あ る と き

（ 取締役（指名委員会等設置会社にあっては、取締役又は執行役。次号にお

い て 同 じ 。） と 通 じ て 新 株 予 約 権 を 引 き 受 け た 場 合 に 限 る 。） 当 該 新 株 予

約権の公正な価額

二 第２３８条第１項第３号に規定する場合において、取締役と通じて著しく

不 公正な払込金額で新株予約権を引き受けたとき 当該払込金額と当該新株

予約権の公正な価額との差額に相当する金額

三 第２８２条第１項の規定により株主となった時におけるその給付した現物

出 資財産の価額がこれについて定められた第２３６条第１項第３号の価額に

著しく不足する場合 当該不足額

２ 前項第３号に掲げる場合において、現物出資財産を給付した新株予約権者が

当該 現物出資財産の価額がこれについて定められた第２３６条第１項第３号の

価額 に著しく不足することにつき善意でかつ重大な過失がないときは、新株予

約権の行使に係る意思表示を取り消すことができる。

（出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任）

第２８６条 前条第１項第３号に掲げる場合には、次に掲げる者（以下この条において「取

締役等」という。）は、株式会社に対し、同号に定める額を支払う義務を負う。

一 当該新株予約権者の募集に関する職務を行った業務執行取締役（指名委員

会 等 設 置 会 社 に あ っ て は 、 執 行 役 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。） そ の 他 当 該

業 務執行取締役の行う業務の執行に職務上関与した者として法務省令で定め

るもの

二 現物出資財産の価額の決定に関する株主総会の決議があったときは、当該

株主総会に議案を提案した取締役として法務省令で定めるもの
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三 現物出資財産の価額の決定に関する取締役会の決議があったときは、当該

取 締役会に議案を提案した取締役（指名委員会等設置会社にあっては、取締

役又は執行役）として法務省令で定めるもの

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、取締役等は、現物出資財産

について同項の義務を負わない。

一 現物出資財産の価額について第２８４条第２項の検査役の調査を経た場合

二 当該取締役等がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明し

た場合

３ 第１項に規定する場合には、第２８４条第９項第４号に規定する証明をした

者 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 証 明 者 」 と い う 。） は 、 株 式 会 社 に 対 し 前 条 第 １ 項

第３ 号に定める額を支払う義務を負う。ただし、当該証明者が当該証明をする

について注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。

４ 新株予約権者がその給付した現物出資財産についての前条第１項第３号に定

める 額を支払う義務を負う場合において、次に掲げる者が当該現物出資財産に

ついて当該各号に定める義務を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

一 取締役等 第１項の義務

二 証明者 前項本文の義務

（新株予約権に係る払込み等を仮装した新株予約権者等の責任）

第２８６条の２ 新株予約権を行使した新株予約権者であって次の各号に掲げる者に該当

するものは、株式会社に対し、当該各号に定める行為をする義務を負う。

一 第２４６条第１項の規定による払込み（同条第２項の規定により当該払込

み に 代 え て す る 金 銭 以 外 の 財 産 の 給 付 を 含 む 。） を 仮 装 し た 者 又 は 当 該 払 込

み が仮装されたことを知って、若しくは重大な過失により知らないで募集新

株 予約権を譲り受けた者 払込みが仮装された払込金額の全額の支払（当該

払 込みに代えてする金銭以外の財産の給付が仮装された場合にあっては、当

該 財産の給付（株式会社が当該給付に代えて当該財産の価額に相当する金銭

の支払を請求した場合にあっては、当該金銭の全額の支払））

二 第２８１条第１項又は第２項後段の規定による払込みを仮装した者 払込

みを仮装した金銭の全額の支払

三 第２８１条第２項前段の規定による給付を仮装した者 給付を仮装した金

銭 以外の財産の給付（株式会社が当該給付に代えて当該財産の価額に相当す

る金銭の支払を請求した場合にあっては、当該金銭の全額の支払）

２ 前項の規定により同項に規定する新株予約権者の負う義務は、総株主の同意

がなければ、免除することができない。

（新株予約権に係る払込み等を仮装した場合の取締役等の責任）

第２８６条の３ 新株予約権を行使した新株予約権者であって前条第１項各号に掲げる者

に該 当するものが当該各号に定める行為をする義務を負う場合には、当該各号

の払 込み又は給付を仮装することに関与した取締役（指名委員会等設置会社に
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あ っ て は 、 執 行 役 を 含 む 。） と し て 法 務 省 令 で 定 め る 者 は 、 株 式 会 社 に 対 し 、

当該 各号に規定する支払をする義務を負う。ただし、その者（当該払込み又は

当 該 給 付 を 仮 装 し た も の を 除 く 。） が そ の 職 務 を 行 う に つ い て 注 意 を 怠 ら な か

ったことを証明した場合は、この限りでない。

２ 新株予約権を行使した新株予約権者であって前条第１項各号に掲げる者に該

当す るものが当該各号に規定する支払をする義務を負う場合において、前項に

規定する者が同項の義務を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

第４款 雑則

第２８７条 第２７６条第１項の場合のほか、新株予約権者がその有する新株予約権を行

使することができなくなったときは、当該新株予約権は、消滅する。

第８節 新株予約権に係る証券

第１款 新株予約権証券

（新株予約権証券の発行）

第２８８条 株式会社は、証券発行新株予約権を発行した日以後遅滞なく、当該証券発行

新株予約権に係る新株予約権証券を発行しなければならない。

２ 前項の規定にかかわらず、株式会社は、新株予約権者から請求がある時まで

は、同項の新株予約権証券を発行しないことができる。

（新株予約権証券の記載事項）

第２８９条 新株予約権証券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、株式会社の代

表取 締役（指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役）がこれに署名し、

又は記名押印しなければならない。

一 株式会社の商号

二 当該新株予約権証券に係る証券発行新株予約権の内容及び数

（記名式と無記名式との間の転換）

第２９０条 証券発行新株予約権の新株予約権者は、第２３６条第１項第１１号に掲げる

事項 についての定めによりすることができないこととされている場合を除き、

いつ でも、その記名式の新株予約権証券を無記名式とし、又はその無記名式の

新株予約権証券を記名式とすることを請求することができる。

（新株予約権証券の喪失）

第２９１条 新株予約権証券は、非訟事件手続法第１００条に規定する公示催告手続によ

って無効とすることができる。
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２ 新株予約権証券を喪失した者は、非訟事件手続法第１０６条第１項に規定す

る除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。

第２款 新株予約権付社債券

第２９２条 証券発行新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券には、第６９７条第１

項の 規定により記載すべき事項のほか、当該証券発行新株予約権付社債に付さ

れた新株予約権の内容及び数を記載しなければならない。

２ 証券発行新株予約権付社債についての社債の償還をする場合において、当該

証券 発行新株予約権付社債に付された新株予約権が消滅していないときは、株

式会 社は、当該証券発行新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券と引換え

に社 債の償還をすることを請求することができない。この場合においては、株

式会 社は、社債の償還をするのと引換えに、当該新株予約権付社債券の提示を

求め、当該新株予約権付社債券に社債の償還をした旨を記載することができる。

第３款 新株予約権証券等の提出

（新株予約権証券の提出に関する公告等）

第２９３条 株式会社が次の各号に掲げる行為をする場合において、当該各号に定める新

株予 約権に係る新株予約権証券（当該新株予約権が新株予約権付社債に付され

たも のである場合にあっては、当該新株予約権付社債に係る新株予約権付社債

券 。 以 下 こ の 款 に お い て 同 じ 。） を 発 行 し て い る と き は 、 当 該 株 式 会 社 は 、 当

該行 為の効力が生ずる日（第１号に掲げる行為をする場合にあっては、第１７

９条 の２第１項第５号に規定する取得日。以下この条において「新株予約権証

券 提 出 日 」 と い う 。） ま で に 当 該 株 式 会 社 に 対 し 当 該 新 株 予 約 権 証 券 を 提 出 し

なければならない旨を新株予約権証券提出日の１箇月前までに、公告し、かつ、

当該 新株予約権の新株予約権者及びその登録新株予約権質権者には、各別にこ

れを通知しなければならない。

一 第１７９条の３第１項の承認 売渡新株予約権

一の２ 取得条項付新株予約権の取得 当該取得条項付新株予約権

二 組織変更 全部の新株予約権

三 合 併 （ 合 併 に よ り 当 該 株 式 会 社 が 消 滅 す る 場 合 に 限 る 。） 全 部 の 新 株 予

約権

四 吸収分割 第７５８条第５号イに規定する吸収分割契約新株予約権

五 新設分割 第７６３条第１項第１０号イに規定する新設分割計画新株予約

権

六 株式交換 第７６８条第１項第４号イに規定する株式交換契約新株予約権

七 株式移転 第７７３条第１項第９号イに規定する株式移転計画新株予約権
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２ 株式会社が次の各号に掲げる行為をする場合において、新株予約権証券提出

日ま でに当該株式会社に対して新株予約権証券を提出しない者があるときは、

当該 各号に定める者は、当該新株予約権証券の提出があるまでの間、当該行為

（第 １号に掲げる行為をする場合にあっては、新株予約権売渡請求に係る売渡

新株 予約権の取得）によって当該新株予約権証券に係る新株予約権の新株予約

権者が交付を受けることができる金銭等の交付を拒むことができる。

一 第１７９条の３第１項の承認 特別支配株主

二 取得条項付新株予約権の取得 当該株式会社

三 組織変更 第７４４条第１項第１号に規定する組織変更後持分会社

四 合 併 （ 合 併 に よ り 当 該 株 式 会 社 が 消 滅 す る 場 合 に 限 る 。） 第 ７ ４ ９ 条 第

１ 項に規定する吸収合併存続会社又は第７５３条第１項に規定する新設合併

設立会社

五 吸収分割 第７５８条第１号に規定する吸収分割承継株式会社

六 新設分割 第７６３条第１項第１号に規定する新設分割設立株式会社

七 株式交換 第７６８条第１項第１号に規定する株式交換完全親株式会社

八 株式移転 第７７３条第１項第１号に規定する株式移転設立完全親会社

３ 第１項各号に定める新株予約権に係る新株予約権証券は、新株予約権証券提

出日に無効となる。

４ 第１項第１号の規定による公告及び通知の費用は、特別支配株主の負担とす

る。

５ 第２２０条の規定は、第１項各号に掲げる行為をした場合において、新株予

約権 証券を提出することができない者があるときについて準用する。この場合

に お い て 、 同 条 第 ２ 項 中 「 前 条 第 ２ 項 各 号 」 と あ る の は 、「 第２ ９ ３ 条 第 ２ 項

各号」と読み替えるものとする。

（無記名式の新株予約権証券等が提出されない場合）

第２９４条 第１３２条の規定にかかわらず、前条第１項第１号の２に掲げる行為をする

場合 （株式会社が新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予

約 権 者 に 対 し て 当 該 株 式 会 社 の 株 式 を 交 付 す る 場 合 に 限 る 。） に お い て 、 同 項

の規 定により新株予約権証券（無記名式のものに限る。以下この条において同

じ 。） が 提 出 さ れ な い と き は 、 株 式 会 社 は 、 当 該 新 株 予 約 権 証 券 を 有 す る 者 が

交付 を受けることができる株式に係る第１２１条第１号に掲げる事項を株主名

簿に記載し、又は記録することを要しない。

２ 前項に規定する場合には、株式会社は、前条第１項の規定により提出しなけ

れば ならない新株予約権証券を有する者が交付を受けることができる株式の株

主に対する通知又は催告をすることを要しない。

３ 第２４９条及び第２５９条第１項の規定にかかわらず、前条第１項第１号の

２に 掲げる行為をする場合（株式会社が新株予約権を取得するのと引換えに当

該新 株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の他の新株予約権（新株予

約 権 付 社 債 に 付 さ れ た も の を 除 く 。） を 交 付 す る 場 合 に 限 る 。） に お い て 、 同
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項の 規定により新株予約権証券が提出されないときは、株式会社は、当該新株

予約 権証券を有する者が交付を受けることができる当該他の新株予約権（無記

名 新 株 予 約 権 を 除 く 。） に 係 る 第 ２ ４ ９ 条 第 ３ 号 イ に 掲 げ る 事 項 を 新 株 予 約 権

原簿に記載し、又は記録することを要しない。

４ 前項に規定する場合には、株式会社は、前条第１項の規定により提出しなけ

れば ならない新株予約権証券を有する者が交付を受けることができる新株予約

権の新株予約権者に対する通知又は催告をすることを要しない。

５ 第２４９条及び第２５９条第１項の規定にかかわらず、前条第１項第１号の

２に 掲げる行為をする場合（株式会社が新株予約権を取得するのと引換えに当

該新 株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の新株予約権付社債を交付

す る 場 合 に 限 る 。） に お い て 、 同 項 の 規 定 に よ り 新 株 予 約 権 証 券 が 提 出 さ れ な

いと きは、株式会社は、当該新株予約権証券を有する者が交付を受けることが

で き る 新 株 予 約 権 付 社 債 （ 無 記 名 新 株 予 約 権 付 社 債 を 除 く 。） に 付 さ れ た 新 株

予約 権に係る第２４９条第３号イに掲げる事項を新株予約権原簿に記載し、又

は記録することを要しない。

６ 前項に規定する場合には、株式会社は、前条第１項の規定により提出しなけ

れば ならない新株予約権証券を有する者が交付を受けることができる新株予約

権付 社債に付された新株予約権の新株予約権者に対する通知又は催告をするこ

とを要しない。

第４章 機関

第１節 株主総会及び種類株主総会

第１款 株主総会

（株主総会の権限）

第２９５条 株主総会は、この法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その

他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。

２ 前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、株主総会は、この

法律 に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。

３ この法律の規定により株主総会の決議を必要とする事項について、取締役、

執行 役、取締役会その他の株主総会以外の機関が決定することができることを

内容とする定款の定めは、その効力を有しない。

（株主総会の招集）

第２９６条 定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。

２ 株主総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。

３ 株主総会は、次条第４項の規定により招集する場合を除き、取締役が招集す

る。
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（株主による招集の請求）

第２９７条 総株主の議決権の１００分の３（これを下回る割合を定款で定めた場合にあ

って は、その割合）以上の議決権を６箇月（これを下回る期間を定款で定めた

場合 にあっては、その期間）前から引き続き有する株主は、取締役に対し、株

主総 会の目的である事項（当該株主が議決権を行使することができる事項に限

る。）及び招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができる。

２ 公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「６

箇月 （これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間）前から引

き続き有する」とあるのは、「有する」とする。

３ 第１項の株主総会の目的である事項について議決権を行使することができな

い株主が有する議決権の数は、同項の総株主の議決権の数に算入しない。

４ 次に掲げる場合には、第１項の規定による請求をした株主は、裁判所の許可

を得て、株主総会を招集することができる。

一 第１項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合

二 第１項の規定による請求があった日から８週間（これを下回る期間を定款

で 定めた場合にあっては、その期間）以内の日を株主総会の日とする株主総

会の招集の通知が発せられない場合

（株主総会の招集の決定）

第２９８条 取締役（前条第４項の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、

当 該 株 主 。 次 項 本 文 及 び 次 条 か ら 第 ３ ０ ２ 条 ま で に お い て 同 じ 。） は 、 株 主 総

会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 株主総会の日時及び場所

二 株主総会の目的である事項があるときは、当該事項

三 株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができる

こととするときは、その旨

四 株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することが

できることとするときは、その旨

五 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

２ 取締役は、株主（株主総会において決議をすることができる事項の全部につ

き議 決権を行使することができない株主を除く。次条から第３０２条までにお

い て 同 じ 。） の 数 が １ ０ ０ ０ 人 以 上 で あ る 場 合 に は 、 前 項 第 ３ 号 に 掲 げ る 事 項

を定 めなければならない。ただし、当該株式会社が金融商品取引法第２条第１

６項 に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社

であって法務省令で定めるものである場合は、この限りでない。

３ 取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主総会

に お い て 決 議 を す る こ と が で き る 事 項 」 と あ る の は 、「 前 項 第 ２ 号 に 掲 げ る 事

項」とする。

４ 取締役会設置会社においては、前条第４項の規定により株主が株主総会を招

集す るときを除き、第１項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によら
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なければならない。

（株主総会の招集の通知）

第２９９条 株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の２週間（前条第１項第

３号 又は第４号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社に

あっ ては、１週間（当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場

合 に お い て 、 こ れ を 下 回 る 期 間 を 定 款 で 定 め た 場 合 に あ っ て は 、 そ の 期 間 ））

前までに、株主に対してその通知を発しなければならない。

２ 次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなければならない。

一 前条第１項第３号又は第４号に掲げる事項を定めた場合

二 株式会社が取締役会設置会社である場合

３ 取締役は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところによ

り、 株主の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場

合において、当該取締役は、同項の書面による通知を発したものとみなす。

４ 前２項の通知には、前条第１項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなけ

ればならない。

（招集手続の省略）

第３００条 前条の規定にかかわらず、株主総会は、株主の全員の同意があるときは、招

集の 手続を経ることなく開催することができる。ただし、第２９８条第１項第

３号又は第４号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。

（株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等）

第３０１条 取締役は、第２９８条第１項第３号に掲げる事項を定めた場合には、第２９

９条 第１項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、議

決権 の行使について参考となるべき事項を記載した書類（以下この款において

「 株 主 総 会 参 考 書 類 」 と い う 。） 及 び 株 主 が 議 決 権 を 行 使 す る た め の 書 面 （ 以

下 こ の 款 に お い て 「 議 決 権 行 使 書 面 」 と い う 。） を 交 付 し な け れ ば な ら な い 。

２ 取締役は、第２９９条第３項の承諾をした株主に対し同項の電磁的方法によ

る通 知を発するときは、前項の規定による株主総会参考書類及び議決権行使書

面の 交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供す

るこ とができる。ただし、株主の請求があったときは、これらの書類を当該株

主に交付しなければならない。

第３０２条 取締役は、第２９８条第１項第４号に掲げる事項を定めた場合には、第２９

９条 第１項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、株

主総会参考書類を交付しなければならない。

２ 取締役は、第２９９条第３項の承諾をした株主に対し同項の電磁的方法によ

る通 知を発するときは、前項の規定による株主総会参考書類の交付に代えて、

当該 株主総会参考書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することがで
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きる 。ただし、株主の請求があったときは、株主総会参考書類を当該株主に交

付しなければならない。

３ 取締役は、第１項に規定する場合には、第２９９条第３項の承諾をした株主

に対 する同項の電磁的方法による通知に際して、法務省令で定めるところによ

り、 株主に対し、議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提

供しなければならない。

４ 取締役は、第１項に規定する場合において、第２９９条第３項の承諾をして

いな い株主から株主総会の日の１週間前までに議決権行使書面に記載すべき事

項の 電磁的方法による提供の請求があったときは、法務省令で定めるところに

より 、直ちに、当該株主に対し、当該事項を電磁的方法により提供しなければ

ならない。

（株主提案権）

第３０３条 株主は、取締役に対し、一定の事項（当該株主が議決権を行使することがで

き る 事 項 に 限 る 。 次 項 に お い て 同 じ 。） を 株 主 総 会 の 目 的 と す る こ と を 請 求 す

ることができる。

２ 前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、総株主の議決権の

１０ ０分の１（これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合）

以上 の議決権又は３００個（これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、

その 個数）以上の議決権を６箇月（これを下回る期間を定款で定めた場合にあ

って は、その期間）前から引き続き有する株主に限り、取締役に対し、一定の

事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。この場合において、

その 請求は、株主総会の日の８週間（これを下回る期間を定款で定めた場合に

あっては、その期間）前までにしなければならない。

３ 公開会社でない取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同

項中 「６箇月（これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間）

前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。

４ 第２項の一定の事項について議決権を行使することができない株主が有する

議決権の数は、同項の総株主の議決権の数に算入しない。

第３０４条 株主は、株主総会において、株主総会の目的である事項（当該株主が議決権

を 行 使 す る こ と が で き る 事 項 に 限 る 。 次 条 第 １ 項 に お い て 同 じ 。） に つ き 議 案

を提 出することができる。ただし、当該議案が法令若しくは定款に違反する場

合又 は実質的に同一の議案につき株主総会において総株主（当該議案について

議 決 権 を 行 使 す る こ と が で き な い 株 主 を 除 く 。） の 議 決 権 の １ ０ 分 の １ （ こ れ

を下 回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合）以上の賛成を得られ

なかった日から３年を経過していない場合は、この限りでない。

第３０５条 株主は、取締役に対し、株主総会の日の８週間（これを下回る期間を定款で

定め た場合にあっては、その期間）前までに、株主総会の目的である事項につ



- 136/422 -

powered by インターネット六法 .com

き当 該株主が提出しようとする議案の要領を株主に通知すること（第２９９条

第２ 項又は第３項の通知をする場合にあっては、その通知に記載し、又は記録

する こと）を請求することができる。ただし、取締役会設置会社においては、

総株 主の議決権の１００分の１（これを下回る割合を定款で定めた場合にあっ

ては 、その割合）以上の議決権又は３００個（これを下回る数を定款で定めた

場合 にあっては、その個数）以上の議決権を６箇月（これを下回る期間を定款

で定 めた場合にあっては、その期間）前から引き続き有する株主に限り、当該

請求をすることができる。

２ 公開会社でない取締役会設置会社における前項ただし書の規定の適用につい

ては 、同項ただし書中「６箇月（これを下回る期間を定款で定めた場合にあっ

ては、その期間）前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。

３ 第１項の株主総会の目的である事項について議決権を行使することができな

い株 主が有する議決権の数は、同項ただし書の総株主の議決権の数に算入しな

い。

４ 前３項の規定は、第１項の議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質

的に 同一の議案につき株主総会において総株主（当該議案について議決権を行

使 す る こ と が で き な い 株 主 を 除 く 。） の 議 決 権 の １ ０ 分 の １ （ こ れ を 下 回 る 割

合を 定款で定めた場合にあっては、その割合）以上の賛成を得られなかった日

から３年を経過していない場合には、適用しない。

（株主総会の招集手続等に関する検査役の選任）

第３０６条 株式会社又は総株主（株主総会において決議をすることができる事項の全部

に つ き 議 決 権 を 行 使 す る こ と が で き な い 株 主 を 除 く 。） の 議 決 権 の １ ０ ０ 分 の

１（ これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合）以上の議決

権を 有する株主は、株主総会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるた

め、 当該株主総会に先立ち、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすること

ができる。

２ 公開会社である取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同

項中 「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは「第２９８

条 第 １ 項 第 ２ 号 に 掲 げ る 事 項 」 と 、「 有 す る 」 と あ る の は 「 ６ 箇 月 （ こ れ を 下

回る 期間を定款で定めた場合にあっては、その期間）前から引き続き有する」

とし、公開会社でない取締役会設置会社における同項の規定の適用については、

同 項 中 「 株 主 総 会 に お い て 決 議 を す る こ と が で き る 事 項 」 と あ る の は 、「 第 ２

９８条第１項第２号に掲げる事項」とする。

３ 前２項の規定による検査役の選任の申立てがあった場合には、裁判所は、こ

れを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任しなければならない。

４ 裁判所は、前項の検査役を選任した場合には、株式会社が当該検査役に対し

て支払う報酬の額を定めることができる。

５ 第３項の検査役は、必要な調査を行い、当該調査の結果を記載し、又は記録

し た 書 面 又 は 電 磁 的 記 録 （ 法 務 省 令 で 定 め る も の に 限 る 。） を裁 判 所 に 提 供 し
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て報告をしなければならない。

６ 裁判所は、前項の報告について、その内容を明瞭にし、又はその根拠を確認

する ため必要があると認めるときは、第３項の検査役に対し、更に前項の報告

を求めることができる。

７ 第３項の検査役は、第５項の報告をしたときは、株式会社（検査役の選任の

申立 てをした者が当該株式会社でない場合にあっては、当該株式会社及びその

者） に対し、同項の書面の写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された

事項を法務省令で定める方法により提供しなければならない。

（裁判所による株主総会招集等の決定）

第３０７条 裁判所は、前条第５項の報告があった場合において、必要があると認めると

きは、取締役に対し、次に掲げる措置の全部又は一部を命じなければならない。

一 一定の期間内に株主総会を招集すること。

二 前条第５項の調査の結果を株主に通知すること。

２ 裁判所が前項第１号に掲げる措置を命じた場合には、取締役は、前条第５項

の報告の内容を同号の株主総会において開示しなければならない。

３ 前項に規定する場合には、取締役（監査役設置会社にあっては、取締役及び

監査 役）は、前条第５項の報告の内容を調査し、その結果を第１項第１号の株

主総会に報告しなければならない。

（議決権の数）

第３０８条 株主（株式会社がその総株主の議決権の４分の１以上を有することその他の

事由 を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にある

も の と し て 法 務 省 令 で 定 め る 株 主 を 除 く 。） は 、 株 主 総 会 に お い て 、 そ の 有 す

る株 式１株につき１個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めて

いる場合には、１単元の株式につき１個の議決権を有する。

２ 前項の規定にかかわらず、株式会社は、自己株式については、議決権を有し

ない。

（株主総会の決議）

第３０９条 株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使する

こと ができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主

の議決権の過半数をもって行う。

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会にお

いて 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数（３分の１以上の割

合を 定款で定めた場合にあっては、その割合以上）を有する株主が出席し、出

席し た当該株主の議決権の３分の２（これを上回る割合を定款で定めた場合に

あっ ては、その割合）以上に当たる多数をもって行わなければならない。この

場合 においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要す

る旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
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一 第１４０条第２項及び第５項の株主総会

二 第１５６条第１項の株主総会（第１６０条第１項の特定の株主を定める場

合に限る。）

三 第１７１条第１項及び第１７５条第１項の株主総会

四 第１８０条第２項の株主総会

五 第１９９条第２項、第２００条第１項、第２０２条第３項第４号、第２０

４条第２項及び第２０５条第２項の株主総会

六 第２３８条第２項、第２３９条第１項、第２４１条第３項第４号、第２４

３条第２項及び第２４４条第３項の株主総会

七 第３３９条第１項の株主総会（第３４２条第３項から第５項までの規定に

よ り 選 任 さ れ た 取 締 役 （ 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 を 除 く 。） を 解 任 す る 場 合

又は監査等委員である取締役若しくは監査役を解任する場合に限る。）

八 第４２５条第１項の株主総会

九 第４４７条第１項の株主総会（次のいずれにも該当する場合を除く。）

イ 定 時 株 主 総 会 に お い て 第 ４ ４ ７ 条 第 １ 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 定 め る こ

と。

ロ 第４４７条第１項第１号の額がイの定時株主総会の日（第４３９条前段

に規定する場 合にあっては、第４３６条第３項の承認があった日）におけ

る欠損の額と して法務省令で定める方法により算定される額を超えないこ

と。

十 第４５４条第４項の株主総会（配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、

株 主に対して同項第１号に規定する金銭分配請求権を与えないこととする場

合に限る。）

十一 第６章から第８章までの規定により株主総会の決議を要する場合におけ

る当該株主総会

十二 第５編の規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会

３ 前２項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会（種類株式発行会社の株主

総 会 を 除 く 。） の 決 議 は 、 当 該 株 主 総 会 に お い て 議 決 権 を 行 使 す る こ と が で き

る株 主の半数以上（これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割

合以 上）であって、当該株主の議決権の３分の２（これを上回る割合を定款で

定め た場合にあっては、その割合）以上に当たる多数をもって行わなければな

らない。

一 その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について

当 該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う株主

総会

二 第７８３条第１項の株主総会（合併により消滅する株式会社又は株式交換

を する株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付

す る金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等（同条第３項に規定する譲渡制

限 株 式 等 を い う 。 次 号 に お い て 同 じ 。） で あ る 場 合 に お け る 当 該 株 主 総 会 に

限る。）
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三 第８０４条第１項の株主総会（合併又は株式移転をする株式会社が公開会

社 であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一

部が譲渡制限株式等である場合における当該株主総会に限る。）

４ 前３項の規定にかかわらず、第１０９条第２項の規定による定款の定めにつ

い て の 定 款 の 変 更 （ 当 該 定 款 の 定 め を 廃 止 す る も の を 除 く 。） を 行 う 株 主 総 会

の決 議は、総株主の半数以上（これを上回る割合を定款で定めた場合にあって

は、 その割合以上）であって、総株主の議決権の４分の３（これを上回る割合

を定 款で定めた場合にあっては、その割合）以上に当たる多数をもって行わな

ければならない。

５ 取締役会設置会社においては、株主総会は、第２９８条第１項第２号に掲げ

る事 項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、第３１６

条第 １項若しくは第２項に規定する者の選任又は第３９８条第２項の会計監査

人の出席を求めることについては、この限りでない。

（議決権の代理行使）

第３１０条 株主は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合にお

いて は、当該株主又は代理人は、代理権を証明する書面を株式会社に提出しな

ければならない。

２ 前項の代理権の授与は、株主総会ごとにしなければならない。

３ 第１項の株主又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で

定め るところにより、株式会社の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電

磁的 方法により提供することができる。この場合において、当該株主又は代理

人は、当該書面を提出したものとみなす。

４ 株主が第２９９条第３項の承諾をした者である場合には、株式会社は、正当

な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。

５ 株式会社は、株主総会に出席することができる代理人の数を制限することが

できる。

６ 株式会社は、株主総会の日から３箇月間、代理権を証明する書面及び第３項

の電 磁的方法により提供された事項が記録された電磁的記録をその本店に備え

置かなければならない。

７ 株主（前項の株主総会において決議をした事項の全部につき議決権を行使す

る こ と が で き な い 株 主 を 除 く 。 次 条 第 ４ 項 及 び 第 ３ １ ２ 条 第 ５ 項 に お い て 同

じ 。） は 、 株 式 会 社 の 営 業 時 間 内 は 、 い つ で も 、 次 に 掲 げ る 請 求 を す る こ と が

できる。

一 代理権を証明する書面の閲覧又は謄写の請求

二 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示し

たものの閲覧又は謄写の請求

（書面による議決権の行使）

第３１１条 書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省
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令 で 定 め る 時 ま で に 当 該 記 載 を し た 議 決 権 行 使 書 面 を 株 式 会 社 に 提 出 し て 行

う。

２ 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した株主の議決

権の数に算入する。

３ 株式会社は、株主総会の日から３箇月間、第１項の規定により提出された議

決権行使書面をその本店に備え置かなければならない。

４ 株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、第１項の規定により提出され

た議決権行使書面の閲覧又は謄写の請求をすることができる。

（電磁的方法による議決権の行使）

第３１２条 電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、株式会社の

承諾 を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、

電磁的方法により当該株式会社に提供して行う。

２ 株主が第２９９条第３項の承諾をした者である場合には、株式会社は、正当

な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。

３ 第１項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した株

主の議決権の数に算入する。

４ 株式会社は、株主総会の日から３箇月間、第１項の規定により提供された事

項を記録した電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。

５ 株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、前項の電磁的記録に記録され

た事 項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求をす

ることができる。

（議決権の不統一行使）

第３１３条 株主は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。

２ 取締役会設置会社においては、前項の株主は、株主総会の日の３日前までに、

取締 役会設置会社に対してその有する議決権を統一しないで行使する旨及びそ

の理由を通知しなければならない。

３ 株式会社は、第１項の株主が他人のために株式を有する者でないときは、当

該株 主が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒

むことができる。

（取締役等の説明義務）

第３１４条 取締役、会計参与、監査役及び執行役は、株主総会において、株主から特定

の事 項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をし

なけ ればならない。ただし、当該事項が株主総会の目的である事項に関しない

もの である場合、その説明をすることにより株主の共同の利益を著しく害する

場合 その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合は、この限りで

ない。
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（議長の権限）

第３１５条 株主総会の議長は、当該株主総会の秩序を維持し、議事を整理する。

２ 株主総会の議長は、その命令に従わない者その他当該株主総会の秩序を乱す

者を退場させることができる。

（株主総会に提出された資料等の調査）

第３１６条 株主総会においては、その決議によって、取締役、会計参与、監査役、監査

役会 及び会計監査人が当該株主総会に提出し、又は提供した資料を調査する者

を選任することができる。

２ 第２９７条の規定により招集された株主総会においては、その決議によって、

株式会社の業務及び財産の状況を調査する者を選任することができる。

（延期又は続行の決議）

第３１７条 株主総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第２９

８条及び第２９９条の規定は、適用しない。

（議事録）

第３１８条 株主総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成

しなければならない。

２ 株式会社は、株主総会の日から１０年間、前項の議事録をその本店に備え置

かなければならない。

３ 株式会社は、株主総会の日から５年間、第１項の議事録の写しをその支店に

備え 置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもって作成さ

れて いる場合であって、支店における次項第２号に掲げる請求に応じることを

可能 とするための措置として法務省令で定めるものをとっているときは、この

限りでない。

４ 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求を

することができる。

一 第１項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該

書面の写しの閲覧又は謄写の請求

二 第１項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的

記 録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又

は謄写の請求

５ 株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判

所の 許可を得て、第１項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることが

できる。

（株主総会の決議の省略）

第３１９条 取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合におい

て、 当該提案につき株主（当該事項について議決権を行使することができるも
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のに限る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、

当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。

２ 株式会社は、前項の規定により株主総会の決議があったものとみなされた日

から １０年間、同項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければなら

ない。

３ 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求を

することができる。

一 前項の書面の閲覧又は謄写の請求

二 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示し

たものの閲覧又は謄写の請求

４ 株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判

所の 許可を得て、第２項の書面又は電磁的記録について前項各号に掲げる請求

をすることができる。

５ 第１項の規定により定時株主総会の目的である事項のすべてについての提案

を可 決する旨の株主総会の決議があったものとみなされた場合には、その時に

当該定時株主総会が終結したものとみなす。

（株主総会への報告の省略）

第３２０条 取締役が株主の全員に対して株主総会に報告すべき事項を通知した場合にお

いて 、当該事項を株主総会に報告することを要しないことにつき株主の全員が

書面 又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の株主総会

への報告があったものとみなす。

第２款 種類株主総会

（種類株主総会の権限）

第３２１条 種類株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決

議をすることができる。

（ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会）

第３２２条 種類株式発行会社が次に掲げる行為をする場合において、ある種類の株式の

種類 株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、当該行為は、当該種類の株式の

種類 株主を構成員とする種類株主総会（当該種類株主に係る株式の種類が２以

上あ る場合にあっては、当該２以上の株式の種類別に区分された種類株主を構

成 員 と す る 各 種 類 株 主 総 会 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。） の 決 議 が な け れ ば 、

その 効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使するこ

とができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。

一 次に掲げる事項についての定款の変更（第１１１条第１項又は第２項に規

定するものを除く。）
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イ 株式の種類の追加

ロ 株式の内容の変更

ハ 発行可能株式総数又は発行可能種類株式総数の増加

一の２ 第１７９条の３第１項の承認

二 株式の併合又は株式の分割

三 第１８５条に規定する株式無償割当て

四 当該株式会社の株式を引き受ける者の募集（第２０２条第１項各号に掲げ

る事項を定めるものに限る。）

五 当該株式会社の新株予約権を引き受ける者の募集（第２４１条第１項各号

に掲げる事項を定めるものに限る。）

六 第２７７条に規定する新株予約権無償割当て

七 合併

八 吸収分割

九 吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一

部の承継

十 新設分割

十一 株式交換

十二 株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得

十三 株式移転

２ 種類株式発行会社は、ある種類の株式の内容として、前項の規定による種類

株主総会の決議を要しない旨を定款で定めることができる。

３ 第１項の規定は、前項の規定による定款の定めがある種類の株式の種類株主

を構 成員とする種類株主総会については、適用しない。ただし、第１項第１号

に 規 定 す る 定 款 の 変 更 （ 単 元 株 式 数 に つ い て の も の を 除 く 。） を 行 う 場 合 は 、

この限りでない。

４ ある種類の株式の発行後に定款を変更して当該種類の株式について第２項の

規定 による定款の定めを設けようとするときは、当該種類の種類株主全員の同

意を得なければならない。

（種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合）

第３２３条 種類株式発行会社において、ある種類の株式の内容として、株主総会（取締

役会 設置会社にあっては株主総会又は取締役会、第４７８条第８項に規定する

清算 人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会）において決議すべき事項

につ いて、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株

主総 会の決議があることを必要とする旨の定めがあるときは、当該事項は、そ

の定 款の定めに従い、株主総会、取締役会又は清算人会の決議のほか、当該種

類の 株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議がなければ、その効力

を生 じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができ

る種類株主が存しない場合は、この限りでない。
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（種類株主総会の決議）

第３２４条 種類株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、その種類の株

式の 総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決

権の過半数をもって行う。

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる種類株主総会の決議は、当該種類株主

総会 において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数（３分の１

以上 の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上）を有する株主が出

席し 、出席した当該株主の議決権の３分の２（これを上回る割合を定款で定め

た場 合にあっては、その割合）以上に当たる多数をもって行わなければならな

い。 この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛

成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。

一 第１１１条第２項の種類株主総会（ある種類の株式の内容として第１０８

条 第 １ 項 第 ７ 号 に 掲 げ る 事 項 に つ い て の 定 款 の 定 め を 設 け る 場 合 に 限 る 。）

二 第１９９条第４項及び第２００条第４項の種類株主総会

三 第２３８条第４項及び第２３９条第４項の種類株主総会

四 第３２２条第１項の種類株主総会

五 第３４７条第２項の規定により読み替えて適用する第３３９条第１項の種

類株主総会

六 第７９５条第４項の種類株主総会

３ 前２項の規定にかかわらず、次に掲げる種類株主総会の決議は、当該種類株

主総 会において議決権を行使することができる株主の半数以上（これを上回る

割合 を定款で定めた場合にあっては、その割合以上）であって、当該株主の議

決権の３分の２（これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合）

以上に当たる多数をもって行わなければならない。

一 第１１１条第２項の種類株主総会（ある種類の株式の内容として第１０８

条 第 １ 項 第 ４ 号 に 掲 げ る 事 項 に つ い て の 定 款 の 定 め を 設 け る 場 合 に 限 る 。）

二 第７８３条第３項及び第８０４条第３項の種類株主総会

（株主総会に関する規定の準用）

第３２５条 前款（第２９５条第１項及び第２項、第２９６条第１項及び第２項並びに第

３ ０ ９ 条 を 除 く 。） の 規 定 は 、 種 類 株 主 総 会 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お

いて 、第２９７条第１項中「総株主」とあるのは「総株主（ある種類の株式の

株 主に 限 る。 以 下こ の款 （ 第３０ ８条 第１項 を除 く。）にお いて同 じ 。）」 と、

「株 主は」とあるのは「株主（ある種類の株式の株主に限る。以下この款（第

３ １ ８ 条 第 ４ 項 及 び 第 ３ １ ９ 条 第 ３ 項 を 除 く 。） に お い て 同 じ 。） は 」 と 読 み

替えるものとする。

第２節 株主総会以外の機関の設置
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（株主総会以外の機関の設置）

第３２６条 株式会社には、１人又は２人以上の取締役を置かなければならない。

２ 株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、

会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等を置くことができる。

（取締役会等の設置義務等）

第３２７条 次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。

一 公開会社

二 監査役会設置会社

三 監査等委員会設置会社

四 指名委員会等設置会社

２ 取 締 役 会 設 置 会 社 （ 監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 及 び 指 名 委 員 会 等 設 置 会 社 を 除

く 。） は 、 監 査 役 を 置 か な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 公 開 会 社 で な い 会 計 参 与

設置会社については、この限りでない。

３ 会計監査人設置会社（監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除

く。）は、監査役を置かなければならない。

４ 監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、監査役を置いてはなら

ない。

５ 監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなけ

ればならない。

６ 指名委員会等設置会社は、監査等委員会を置いてはならない。

（社外取締役を置いていない場合の理由の開示）

第３２７条の２ 事業年度の末日において監査役会設置会社（公開会社であり、かつ、大

会 社 で あ る も の に 限 る 。） で あ っ て 金 融 商 品 取 引 法 第 ２ ４ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ

りそ の発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければ

なら ないものが社外取締役を置いていない場合には、取締役は、当該事業年度

に関 する定時株主総会において、社外取締役を置くことが相当でない理由を説

明しなければならない。

（大会社における監査役会等の設置義務）

第３２８条 大会社（公開会社でないもの、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置

会社を除く。）は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。

２ 公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。

第３節 役員及び会計監査人の選任及び解任

第１款 選任

（選任）
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第３２９条 役員（取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第３７１条第４項

及 び 第 ３ ９ ４ 条 第 ３ 項 に お い て 同 じ 。） 及 び 会 計 監 査 人 は 、 株 主 総 会 の 決 議 に

よって選任する。

２ 監査等委員会設置会社においては、前項の規定による取締役の選任は、監査

等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別してしなければならない。

３ 第１項の決議をする場合には、法務省令で定めるところにより、役員（監査

等委 員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取

締 役 又 は 会 計 参 与 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。） が 欠 け た 場 合 又 は こ の 法 律 若

しく は定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選

任することができる。

（株式会社と役員等との関係）

第３３０条 株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。

（取締役の資格等）

第３３１条 次に掲げる者は、取締役となることができない。

一 法人

二 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱わ

れている者

三 この法律若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成１８

年 法律第４８号）の規定に違反し、又は金融商品取引法第１９７条、第１９

７ 条の２第１号から第１０号の３まで若しくは第１３号から第１５号まで、

第 １９８条第８号、第１９９条、第２００条第１号から第１２号の２まで、

第 ２０号若しくは第２１号、第２０３条第３項若しくは第２０５条第１号か

ら 第６号まで、第１９号若しくは第２０号の罪、民事再生法（平成１１年法

律 第２２５号）第２５５条、第２５６条、第２５８条から第２６０条まで若

し くは第２６２条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律（平成１

２年法律第１２９号）第６５条、第６６条、第６８条若しくは第６９条の罪、

会 社更生法（平成１４年法律第１５４号）第２６６条、第２６７条、第２６

９ 条から第２７１条まで若しくは第２７３条の罪若しくは破産法（平成１６

年 法律第７５号）第２６５条、第２６６条、第２６８条から第２７２条まで

若 しくは第２７４条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はそ

の執行を受けることがなくなった日から２年を経過しない者

四 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処

せ られ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの

者（刑の執行猶予中の者を除く。）

２ 株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができ

ない。ただし、公開会社でない株式会社においては、この限りでない。

３ 監査等委員である取締役は、監査等委員会設置会社若しくはその子会社の業

務執 行取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与（会計
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参与 が法人であるときは、その職務を行うべき社員）若しくは執行役を兼ねる

ことができない。

４ 指名委員会等設置会社の取締役は、当該指名委員会等設置会社の支配人その

他の使用人を兼ねることができない。

５ 取締役会設置会社においては、取締役は、３人以上でなければならない。

６ 監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役は、３人以上で、

その過半数は、社外取締役でなければならない。

（取締役の任期）

第３３２条 取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関

する 定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議に

よって、その任期を短縮することを妨げない。

２ 前項の規定は、公開会社でない株式会社（監査等委員会設置会社及び指名委

員 会 等 設 置 会 社 を 除 く 。） に お い て 、 定 款 に よ っ て 、 同 項 の 任 期 を 選 任 後 １ ０

年以 内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時

まで伸長することを妨げない。

３ 監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 の 取 締 役 （ 監 査 等 委 員 で あ る も の を 除 く 。） に つ い て

の 第 １ 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中 「 ２ 年 」 と あ る の は 、「 １ 年 」 と す

る。

４ 監査等委員である取締役の任期については、第１項ただし書の規定は、適用

しない。

５ 第１項本文の規定は、定款によって、任期の満了前に退任した監査等委員で

ある 取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期を退任した

監査等委員である取締役の任期の満了する時までとすることを妨げない。

６ 指名委員会等設置会社の取締役についての第１項の規定の適用については、

同項中「２年」とあるのは、「１年」とする。

７ 前各項の規定にかかわらず、次に掲げる定款の変更をした場合には、取締役

の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。

一 監査等委員会又は指名委員会等を置く旨の定款の変更

二 監査等委員会又は指名委員会等を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変

更

三 その発行する株式の全部の内容として譲渡による当該株式の取得について

当 該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更（監査等

委員会設置会社及び指名委員会等設置会社がするものを除く。）

（会計参与の資格等）

第３３３条 会計参与は、公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人で

なければならない。

２ 会計参与に選任された監査法人又は税理士法人は、その社員の中から会計参

与の 職務を行うべき者を選定し、これを株式会社に通知しなければならない。
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この場合においては、次項各号に掲げる者を選定することはできない。

３ 次に掲げる者は、会計参与となることができない。

一 株式会社又はその子会社の取締役、監査役若しくは執行役又は支配人その

他の使用人

二 業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者

三 税理士法（昭和２６年法律第２３７号）第４３条の規定により同法第２条

第２項に規定する税理士業務を行うことができない者

（会計参与の任期）

第 ３ ３ ４ 条 第 ３ ３ ２ 条 （ 第 ４ 項 及 び 第 ５ 項 を除 く 。 次 項 に お いて 同 じ 。） の 規定 は 、 会

計参与の任期について準用する。

２ 前項において準用する第３３２条の規定にかかわらず、会計参与設置会社が

会計 参与を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、会計参

与の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。

（監査役の資格等）

第３３５条 第３３１条第１項及び第２項の規定は、監査役について準用する。

２ 監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使

用人 又は当該子会社の会計参与（会計参与が法人であるときは、その職務を行

うべき社員）若しくは執行役を兼ねることができない。

３ 監査役会設置会社においては、監査役は、３人以上で、そのうち半数以上は、

社外監査役でなければならない。

（監査役の任期）

第３３６条 監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関

する定時株主総会の終結の時までとする。

２ 前項の規定は、公開会社でない株式会社において、定款によって、同項の任

期を 選任後１０年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主

総会の終結の時まで伸長することを妨げない。

３ 第１項の規定は、定款によって、任期の満了前に退任した監査役の補欠とし

て選 任された監査役の任期を退任した監査役の任期の満了する時までとするこ

とを妨げない。

４ 前３項の規定にかかわらず、次に掲げる定款の変更をした場合には、監査役

の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。

一 監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更

二 監査等委員会又は指名委員会等を置く旨の定款の変更

三 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止

する定款の変更

四 その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について

当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更
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（会計監査人の資格等）

第３３７条 会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければならない。

２ 会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を

行う べき者を選定し、これを株式会社に通知しなければならない。この場合に

おいては、次項第２号に掲げる者を選定することはできない。

３ 次に掲げる者は、会計監査人となることができない。

一 公認会計士法の規定により、第４３５条第２項に規定する計算書類につい

て監査をすることができない者

二 株式会社の子会社若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役

か ら公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受

けている者又はその配偶者

三 監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの

（会計監査人の任期）

第３３８条 会計監査人の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のもの

に関する定時株主総会の終結の時までとする。

２ 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったとき

は、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。

３ 前２項の規定にかかわらず、会計監査人設置会社が会計監査人を置く旨の定

款の 定めを廃止する定款の変更をした場合には、会計監査人の任期は、当該定

款の変更の効力が生じた時に満了する。

第２款 解任

（解任）

第３３９条 役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することが

できる。

２ 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合

を除 き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することがで

きる。

（監査役等による会計監査人の解任）

第３４０条 監査役は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、その会計監査人を

解任することができる。

一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

二 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。

三 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

２ 前項の規定による解任は、監査役が２人以上ある場合には、監査役の全員の
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同意によって行わなければならない。

３ 第１項の規定により会計監査人を解任したときは、監査役（監査役が２人以

上あ る場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役）は、その旨及び

解任の理由を解任後最初に招集される株主総会に報告しなければならない。

４ 監査役会設置会社における前３項の規定の適用については、第１項中「監査

役」 とあるのは「監査役会」と、第２項中「監査役が２人以上ある場合には、

監査 役」とあるのは「監査役」と、前項中「監査役（監査役が２人以上ある場

合 に あ っ て は 、 監 査 役 の 互 選 に よ っ て 定 め た 監 査 役 ）」 と あ る の は 「 監 査 役 会

が選定した監査役」とする。

５ 監査等委員会設置会社における第１項から第３項までの規定の適用について

は、 第１項中「監査役」とあるのは「監査等委員会」と、第２項中「監査役が

２人 以上ある場合には、監査役」とあるのは「監査等委員」と、第３項中「監

査役 （監査役が２人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監

査役）」とあるのは「監査等委員会が選定した監査等委員」とする。

６ 指名委員会等設置会社における第１項から第３項までの規定の適用について

は、 第１項中「監査役」とあるのは「監査委員会」と、第２項中「監査役が２

人以 上ある場合には、監査役」とあるのは「監査委員会の委員」と、第３項中

「監 査役（監査役が２人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定め

た 監 査 役 ）」 と あ る の は 「 監 査 委 員 会 が 選 定 し た 監 査 委 員 会 の 委 員 」 と す る 。

第３款 選任及び解任の手続に関する特則

（役員の選任及び解任の株主総会の決議）

第３４１条 第３０９条第１項の規定にかかわらず、役員を選任し、又は解任する株主総

会の 決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数（３分の１

以上 の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上）を有する株主が出

席し 、出席した当該株主の議決権の過半数（これを上回る割合を定款で定めた

場合にあっては、その割合以上）をもって行わなければならない。

（累積投票による取締役の選任）

第３４２条 株主総会の目的である事項が２人以上の取締役（監査等委員会設置会社にあ

って は、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この条において

同 じ 。） の 選 任 で あ る 場 合 に は 、 株 主 （ 取 締 役 の 選 任 に つ い て 議 決 権 を 行 使 す

る こ と が で き る 株 主 に 限 る 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。） は 、 定 款 に 別 段 の 定

めが あるときを除き、株式会社に対し、第３項から第５項までに規定するとこ

ろにより取締役を選任すべきことを請求することができる。

２ 前項の規定による請求は、同項の株主総会の日の５日前までにしなければな

らない。

３ 第３０８条第１項の規定にかかわらず、第１項の規定による請求があった場
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合に は、取締役の選任の決議については、株主は、その有する株式１株（単元

株式 数を定款で定めている場合にあっては、１単元の株式）につき、当該株主

総会 において選任する取締役の数と同数の議決権を有する。この場合において

は、 株主は、１人のみに投票し、又は２人以上に投票して、その議決権を行使

することができる。

４ 前項の場合には、投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものと

する。

５ 前２項に定めるもののほか、第１項の規定による請求があった場合における

取締役の選任に関し必要な事項は、法務省令で定める。

６ 前条の規定は、前３項に規定するところにより選任された取締役の解任の決

議については、適用しない。

（監査等委員である取締役等の選任等についての意見の陳述）

第３４２条の２ 監査等委員である取締役は、株主総会において、監査等委員である取締

役の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる。

２ 監査等委員である取締役を辞任した者は、辞任後最初に招集される株主総会

に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。

３ 取締役は、前項の者に対し、同項の株主総会を招集する旨及び第２９８条第

１項第１号に掲げる事項を通知しなければならない。

４ 監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員であ

る取 締役以外の取締役の選任若しくは解任又は辞任について監査等委員会の意

見を述べることができる。

（監査役の選任に関する監査役の同意等）

第３４３条 取締役は、監査役がある場合において、監査役の選任に関する議案を株主総

会に 提出するには、監査役（監査役が２人以上ある場合にあっては、その過半

数）の同意を得なければならない。

２ 監査役は、取締役に対し、監査役の選任を株主総会の目的とすること又は監

査役 の選任に関する議案を株主総会に提出することを請求することができる。

３ 監査役会設置会社における前２項の規定の適用については、第１項中「監査

役 （ 監 査 役 が ２ 人 以 上 あ る 場 合 に あ っ て は 、 そ の 過 半 数 ）」 とあ る の は 「 監 査

役会」と、前項中「監査役は」とあるのは「監査役会は」とする。

４ 第３４１条の規定は、監査役の解任の決議については、適用しない。

（会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定）

第３４４条 監査役設置会社においては、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任

並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監査役が決定する。

２ 監査役が２人以上ある場合における前項の規定の適用については、同項中「監

査役が」とあるのは、「監査役の過半数をもって」とする。

３ 監査役会設置会社における第１項の規定の適用については、同項中「監査役」
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とあるのは、「監査役会」とする。

（監査等委員である取締役の選任に関する監査等委員会の同意等）

第３４４条の２ 取締役は、監査等委員会がある場合において、監査等委員である取締役

の選 任に関する議案を株主総会に提出するには、監査等委員会の同意を得なけ

ればならない。

２ 監査等委員会は、取締役に対し、監査等委員である取締役の選任を株主総会

の目 的とすること又は監査等委員である取締役の選任に関する議案を株主総会

に提出することを請求することができる。

３ 第３４１条の規定は、監査等委員である取締役の解任の決議については、適

用しない。

（会計参与等の選任等についての意見の陳述）

第３４５条 会計参与は、株主総会において、会計参与の選任若しくは解任又は辞任につ

いて意見を述べることができる。

２ 会計参与を辞任した者は、辞任後最初に招集される株主総会に出席して、辞

任した旨及びその理由を述べることができる。

３ 取締役は、前項の者に対し、同項の株主総会を招集する旨及び第２９８条第

１項第１号に掲げる事項を通知しなければならない。

４ 第１項の規定は監査役について、前２項の規定は監査役を辞任した者につい

て、 それぞれ準用する。この場合において、第１項中「会計参与の」とあるの

は、「監査役の」と読み替えるものとする。

５ 第１項の規定は会計監査人について、第２項及び第３項の規定は会計監査人

を辞 任した者及び第３４０条第１項の規定により会計監査人を解任された者に

ついて、それぞれ準用する。この場合において、第１項中「株主総会において、

会計 参与の選任若しくは解任又は辞任について」とあるのは「会計監査人の選

任、 解任若しくは不再任又は辞任について、株主総会に出席して」と、第２項

中「辞任後」とあるのは「解任後又は辞任後」と、「辞任した旨及びその理由」

とあ るのは「辞任した旨及びその理由又は解任についての意見」と読み替える

ものとする。

（役員等に欠員を生じた場合の措置）

第３４６条 役員（監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくは

そ れ 以 外 の 取 締 役 又 は 会 計 参 与 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。） が 欠 け た 場 合 又

はこ の法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又

は辞 任により退任した役員は、新たに選任された役員（次項の一時役員の職務

を行うべき者を含む。）が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

２ 前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害

関係人の申立てにより、一時役員の職務を行うべき者を選任することができる。

３ 裁判所は、前項の一時役員の職務を行うべき者を選任した場合には、株式会
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社がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。

４ 会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合に

おい て、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、一時会計監査

人の職務を行うべき者を選任しなければならない。

５ 第３３７条及び第３４０条の規定は、前項の一時会計監査人の職務を行うべ

き者について準用する。

６ 監査役会設置会社における第４項の規定の適用については、同項中「監査役」

とあるのは、「監査役会」とする。

７ 監査等委員会設置会社における第４項の規定の適用については、同項中「監

査役」とあるのは、「監査等委員会」とする。

８ 指名委員会等設置会社における第４項の規定の適用については、同項中「監

査役」とあるのは、「監査委員会」とする。

（種類株主総会における取締役又は監査役の選任等）

第３４７条 第１０８条第１項第９号に掲げる事項（取締役（監査等委員会設置会社にあ

っ て は 、 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 又 は そ れ 以 外 の 取 締 役 ） に 関 す る も の に 限

る 。） に つ い て の 定 め が あ る 種 類 の 株 式 を 発 行 し て い る 場 合 に お け る 第 ３ ２ ９

条第 １項、第３３２条第１項、第３３９条第１項、第３４１条並びに第３４４

条の ２第１項及び第２項の規定の適用については、第３２９条第１項中「株主

総会 」とあるのは「株主総会（取締役（監査等委員会設置会社にあっては、監

査等 委員である取締役又はそれ以外の取締役）については、第１０８条第２項

第９ 号に定める事項についての定款の定めに従い、各種類の株式の種類株主を

構 成 員 と す る 種 類 株 主 総 会 ）」 と 、 第 ３ ３ ２ 条 第 １ 項 及 び 第 ３ ３ ９ 条 第 １ 項 中

「株 主総会の決議」とあるのは「株主総会（第４１条第１項の規定により又は

第９ ０条第１項の種類創立総会若しくは第３４７条第１項の規定により読み替

えて 適用する第３２９条第１項の種類株主総会において選任された取締役（監

査等 委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締

役 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。） に つ い て は 、 当 該 取 締 役 の 選 任 に 係 る 種 類 の

株式 の種類株主を構成員とする種類株主総会（定款に別段の定めがある場合又

は当 該取締役の任期満了前に当該種類株主総会において議決権を行使すること

が で き る 株 主 が 存 在 し な く な っ た 場 合 に あ っ て は 、 株 主 総 会 ）） の 決 議 」 と 、

第３ ４１条中「第３０９条第１項」とあるのは「第３０９条第１項及び第３２

４ 条 」 と 、「 株 主 総 会 」 と あ る の は 「 株 主 総 会 （ 第 ３ ４ ７ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ

り読 み替えて適用する第３２９条第１項及び第３３９条第１項の種類株主総会

を 含 む 。）」 と 、 第 ３ ４ ４ 条 の ２ 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 中 「 株 主 総 会 」 と あ る の は

「第 ３４７条第１項の規定により読み替えて適用する第３２９条第１項の種類

株主総会」とする。

２ 第 １ ０ ８ 条 第 １ 項 第 ９ 号 に 掲 げ る 事 項 （ 監 査 役 に 関 す る も の に 限 る 。） に つ

いて の定めがある種類の株式を発行している場合における第３２９条第１項、

第３ ３９条第１項、第３４１条並びに第３４３条第１項及び第２項の規定の適



- 154/422 -

powered by インターネット六法 .com

用に ついては、第３２９条第１項中「株主総会」とあるのは「株主総会（監査

役に ついては、第１０８条第２項第９号に定める事項についての定款の定めに

従 い 、 各 種 類 の 株 式 の 種 類 株 主 を 構 成 員 と す る 種 類 株 主 総 会 ）」 と 、 第 ３ ３ ９

条第 １項中「株主総会」とあるのは「株主総会（第４１条第３項において準用

する 同条第１項の規定により又は第９０条第２項において準用する同条第１項

の種 類創立総会若しくは第３４７条第２項の規定により読み替えて適用する第

３２ ９条第１項の種類株主総会において選任された監査役については、当該監

査役 の選任に係る種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会（定款に

別段 の定めがある場合又は当該監査役の任期満了前に当該種類株主総会におい

て議 決権を行使することができる株主が存在しなくなった場合にあっては、株

主 総 会 ））」 と 、 第 ３ ４ １ 条 中 「 第 ３ ０ ９ 条 第 １ 項 」 と あ る の は 「 第 ３ ０ ９ 条

第 １ 項 及 び 第 ３ ２ ４ 条 」 と 、「 株 主 総 会 」 と あ る の は 「 株 主 総 会 （ 第 ３ ４ ７ 条

第２ 項の規定により読み替えて適用する第３２９条第１項の種類株主総会を含

む 。）」 と 、 第 ３ ４ ３ 条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 中 「 株 主 総 会 」 と あ る の は 「 第 ３ ４

７ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 第 ３ ２ ９ 条 第 １ 項 の 種 類 株 主 総

会」とする。

第４節 取締役

（業務の執行）

第３４８条 取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、株式会社（取締役会設置会

社を除く。以下この条において同じ。）の業務を執行する。

２ 取締役が２人以上ある場合には、株式会社の業務は、定款に別段の定めがあ

る場合を除き、取締役の過半数をもって決定する。

３ 前項の場合には、取締役は、次に掲げる事項についての決定を各取締役に委

任することができない。

一 支配人の選任及び解任

二 支店の設置、移転及び廃止

三 第 ２ ９ ８ 条 第 １ 項 各 号 （ 第 ３ ２ ５ 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） に 掲

げる事項

四 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

そ の他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団

の 業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整

備

五 第４２６条第１項の規定による定款の定めに基づく第４２３条第１項の責

任の免除

４ 大会社においては、取締役は、前項第４号に掲げる事項を決定しなければな

らない。
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（株式会社の代表）

第３４９条 取締役は、株式会社を代表する。ただし、他に代表取締役その他株式会社を

代表する者を定めた場合は、この限りでない。

２ 前項本文の取締役が２人以上ある場合には、取締役は、各自、株式会社を代

表する。

３ 株 式 会 社 （ 取 締 役 会 設 置 会 社 を 除 く 。） は 、 定 款 、 定 款 の 定 め に 基 づ く 取 締

役の 互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めるこ

とができる。

４ 代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をす

る権限を有する。

５ 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

（代表者の行為についての損害賠償責任）

第３５０条 株式会社は、代表取締役その他の代表者がその職務を行うについて第三者に

加えた損害を賠償する責任を負う。

（代表取締役に欠員を生じた場合の措置）

第３５１条 代表取締役が欠けた場合又は定款で定めた代表取締役の員数が欠けた場合に

は、 任期の満了又は辞任により退任した代表取締役は、新たに選定された代表

取締役（次項の一時代表取締役の職務を行うべき者を含む。）が就任するまで、

なお代表取締役としての権利義務を有する。

２ 前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害

関係 人の申立てにより、一時代表取締役の職務を行うべき者を選任することが

できる。

３ 裁判所は、前項の一時代表取締役の職務を行うべき者を選任した場合には、

株式会社がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。

（取締役の職務を代行する者の権限）

第３５２条 民事保全法（平成元年法律第９１号）第５６条に規定する仮処分命令により

選任 された取締役又は代表取締役の職務を代行する者は、仮処分命令に別段の

定め がある場合を除き、株式会社の常務に属しない行為をするには、裁判所の

許可を得なければならない。

２ 前項の規定に違反して行った取締役又は代表取締役の職務を代行する者の行

為は 、無効とする。ただし、株式会社は、これをもって善意の第三者に対抗す

ることができない。

（株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表）

第３５３条 第３４９条第４項の規定にかかわらず、株式会社が取締役（取締役であった

者 を 含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。） に 対 し 、 又 は 取 締 役 が 株 式 会 社 に 対 し

て訴 えを提起する場合には、株主総会は、当該訴えについて株式会社を代表す



- 156/422 -

powered by インターネット六法 .com

る者を定めることができる。

（表見代表取締役）

第３５４条 株式会社は、代表取締役以外の取締役に社長、副社長その他株式会社を代表

する 権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該取締役がした

行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。

（忠実義務）

第３５５条 取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、株式会社のため忠

実にその職務を行わなければならない。

（競業及び利益相反取引の制限）

第３５６条 取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な

事実を開示し、その承認を受けなければならない。

一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をし

ようとするとき。

二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。

三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間にお

いて株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。

２ 民法第１０８条の規定は、前項の承認を受けた同項第２号の取引については、

適用しない。

（取締役の報告義務）

第３５７条 取締役は、株式会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発

見したときは、直ちに、当該事実を株主（監査役設置会社にあっては、監査役）

に報告しなければならない。

２ 監査役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主（監

査役設置会社にあっては、監査役）」とあるのは、「監査役会」とする。

３ 監査等委員会設置会社における第１項の規定の適用については、同項中「株

主 （ 監 査 役 設 置 会 社 に あ っ て は 、 監 査 役 ）」 と あ る の は 、「 監 査 等 委 員 会 」 と

する。

（業務の執行に関する検査役の選任）

第３５８条 株式会社の業務の執行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する

重大 な事実があることを疑うに足りる事由があるときは、次に掲げる株主は、

当該 株式会社の業務及び財産の状況を調査させるため、裁判所に対し、検査役

の選任の申立てをすることができる。

一 総株主（株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決

権 を 行 使 す る こ と が で き な い 株 主 を 除 く 。） の 議 決 権 の １ ０ ０ 分 の ３ （ こ れ

を 下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合）以上の議決権を有
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する株主

二 発 行 済 株 式 （ 自 己 株 式 を 除 く 。） の １ ０ ０ 分 の ３ （ こ れ を 下 回 る 割 合 を 定

款で定めた場合にあっては、その割合）以上の数の株式を有する株主

２ 前項の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場

合を除き、検査役を選任しなければならない。

３ 裁判所は、前項の検査役を選任した場合には、株式会社が当該検査役に対し

て支払う報酬の額を定めることができる。

４ 第２項の検査役は、その職務を行うため必要があるときは、株式会社の子会

社の業務及び財産の状況を調査することができる。

５ 第２項の検査役は、必要な調査を行い、当該調査の結果を記載し、又は記録

し た 書 面 又 は 電 磁 的 記 録 （ 法 務 省 令 で 定 め る も の に 限 る 。） を裁 判 所 に 提 供 し

て報告をしなければならない。

６ 裁判所は、前項の報告について、その内容を明瞭にし、又はその根拠を確認

する ため必要があると認めるときは、第２項の検査役に対し、更に前項の報告

を求めることができる。

７ 第２項の検査役は、第５項の報告をしたときは、株式会社及び検査役の選任

の申 立てをした株主に対し、同項の書面の写しを交付し、又は同項の電磁的記

録に 記録された事項を法務省令で定める方法により提供しなければならない。

（裁判所による株主総会招集等の決定）

第３５９条 裁判所は、前条第５項の報告があった場合において、必要があると認めると

きは、取締役に対し、次に掲げる措置の全部又は一部を命じなければならない。

一 一定の期間内に株主総会を招集すること。

二 前条第５項の調査の結果を株主に通知すること。

２ 裁判所が前項第１号に掲げる措置を命じた場合には、取締役は、前条第５項

の報告の内容を同号の株主総会において開示しなければならない。

３ 前項に規定する場合には、取締役（監査役設置会社にあっては、取締役及び

監査 役）は、前条第５項の報告の内容を調査し、その結果を第１項第１号の株

主総会に報告しなければならない。

（株主による取締役の行為の差止め）

第３６０条 ６箇月（これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間）前か

ら引 き続き株式を有する株主は、取締役が株式会社の目的の範囲外の行為その

他法 令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあ

る場 合において、当該行為によって当該株式会社に著しい損害が生ずるおそれ

があ るときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することがで

きる。

２ 公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「６

箇月 （これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間）前から引

き続き株式を有する株主」とあるのは、「株主」とする。
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３ 監査役設置会社、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社における

第 １ 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中 「 著 し い 損 害 」 と あ る の は 、「 回 復 す

ることができない損害」とする。

（取締役の報酬等）

第３６１条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産

上 の 利 益 （ 以 下 こ の 章 に お い て 「 報 酬 等 」 と い う 。） に つ い て の 次 に 掲 げ る 事

項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。

一 報酬等のうち額が確定しているものについては、その額

二 報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法

三 報酬等のうち金銭でないものについては、その具体的な内容

２ 監査等委員会設置会社においては、前項各号に掲げる事項は、監査等委員で

ある取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない。

３ 監査等委員である各取締役の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議

がな いときは、当該報酬等は、第１項の報酬等の範囲内において、監査等委員

である取締役の協議によって定める。

４ 第１項第２号又は第３号に掲げる事項を定め、又はこれを改定する議案を株

主総 会に提出した取締役は、当該株主総会において、当該事項を相当とする理

由を説明しなければならない。

５ 監査等委員である取締役は、株主総会において、監査等委員である取締役の

報酬等について意見を述べることができる。

６ 監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員であ

る取 締役以外の取締役の報酬等について監査等委員会の意見を述べることがで

きる。

第５節 取締役会

第１款 権限等

（取締役会の権限等）

第３６２条 取締役会は、すべての取締役で組織する。

２ 取締役会は、次に掲げる職務を行う。

一 取締役会設置会社の業務執行の決定

二 取締役の職務の執行の監督

三 代表取締役の選定及び解職

３ 取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。

４ 取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任

することができない。

一 重要な財産の処分及び譲受け

二 多額の借財
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三 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任

四 支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止

五 第６７６条第１号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関す

る重要な事項として法務省令で定める事項

六 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

そ の他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団

の 業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整

備

七 第４２６条第１項の規定による定款の定めに基づく第４２３条第１項の責

任の免除

５ 大会社である取締役会設置会社においては、取締役会は、前項第６号に掲げ

る事項を決定しなければならない。

（取締役会設置会社の取締役の権限）

第３６３条 次に掲げる取締役は、取締役会設置会社の業務を執行する。

一 代表取締役

二 代表取締役以外の取締役であって、取締役会の決議によって取締役会設置

会社の業務を執行する取締役として選定されたもの

２ 前項各号に掲げる取締役は、３箇月に１回以上、自己の職務の執行の状況を

取締役会に報告しなければならない。

（取締役会設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表）

第３６４条 第３５３条に規定する場合には、取締役会は、同条の規定による株主総会の

定め がある場合を除き、同条の訴えについて取締役会設置会社を代表する者を

定めることができる。

（競業及び取締役会設置会社との取引等の制限）

第３６５条 取締役会設置会社における第３５６条の規定の適用については、同条第１項

中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。

２ 取締役会設置会社においては、第３５６条第１項各号の取引をした取締役は、

当該 取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しな

ければならない。

第２款 運営

（招集権者）

第３６６条 取締役会は、各取締役が招集する。ただし、取締役会を招集する取締役を定

款又は取締役会で定めたときは、その取締役が招集する。

２ 前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた取
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締 役 （ 以 下 こ の 章 に お い て 「 招 集 権 者 」 と い う 。） 以 外 の 取 締 役 は 、 招 集 権 者

に対 し、取締役会の目的である事項を示して、取締役会の招集を請求すること

ができる。

３ 前項の規定による請求があった日から５日以内に、その請求があった日から

２週 間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられない場

合には、その請求をした取締役は、取締役会を招集することができる。

（株主による招集の請求）

第３６７条 取締役会設置会社（監査役設置会社、監査等委員会設置会社及び指名委員会

等 設 置 会 社 を 除 く 。） の 株 主 は 、 取 締 役 が 取 締 役 会 設 置 会 社 の 目 的 の 範 囲 外 の

行為 その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするお

それがあると認めるときは、取締役会の招集を請求することができる。

２ 前項の規定による請求は、取締役（前条第１項ただし書に規定する場合にあ

って は、招集権者）に対し、取締役会の目的である事項を示して行わなければ

ならない。

３ 前条第３項の規定は、第１項の規定による請求があった場合について準用す

る。

４ 第１項の規定による請求を行った株主は、当該請求に基づき招集され、又は

前項 において準用する前条第３項の規定により招集した取締役会に出席し、意

見を述べることができる。

（招集手続）

第３６８条 取締役会を招集する者は、取締役会の日の１週間（これを下回る期間を定款

で定 めた場合にあっては、その期間）前までに、各取締役（監査役設置会社に

あっては、各取締役及び各監査役）に対してその通知を発しなければならない。

２ 前項の規定にかかわらず、取締役会は、取締役（監査役設置会社にあっては、

取締 役及び監査役）の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開

催することができる。

（取締役会の決議）

第３６９条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数（これを上回

る割 合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上）が出席し、その過半数

（こ れを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上）をもって

行う。

２ 前項の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることが

できない。

３ 取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成

し、 議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役

は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

４ 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的
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記録 に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わ

る措置をとらなければならない。

５ 取締役会の決議に参加した取締役であって第３項の議事録に異議をとどめな

いものは、その決議に賛成したものと推定する。

（取締役会の決議の省略）

第３７０条 取締役会設置会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提

案を した場合において、当該提案につき取締役（当該事項について議決に加わ

る こ と が で き る も の に 限 る 。） の 全 員 が 書 面 又 は 電 磁 的 記 録 に よ り 同 意 の 意 思

表示 をしたとき（監査役設置会社にあっては、監査役が当該提案について異議

を 述 べ た と き を 除 く 。） は 、 当 該 提 案 を 可 決 す る 旨 の 取 締 役 会 の 決 議 が あ っ た

ものとみなす旨を定款で定めることができる。

（議事録等）

第３７１条 取締役会設置会社は、取締役会の日（前条の規定により取締役会の決議があ

っ た も の と み な さ れ た 日 を 含 む 。） か ら １ ０ 年 間 、 第 ３ ６ ９ 条 第 ３ 項 の 議 事 録

又は 前条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録（以

下 こ の 条 に お い て 「 議 事 録 等 」 と い う 。） を そ の 本 店 に 備 え 置 か な け れ ば な ら

ない。

２ 株主は、その権利を行使するため必要があるときは、株式会社の営業時間内

は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

一 前項の議事録等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又

は謄写の請求

二 前項の議事録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的

記 録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又

は謄写の請求

３ 監査役設置会社、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社における

前項 の規定の適用については、同項中「株式会社の営業時間内は、いつでも」

とあるのは、「裁判所の許可を得て」とする。

４ 取締役会設置会社の債権者は、役員又は執行役の責任を追及するため必要が

ある ときは、裁判所の許可を得て、当該取締役会設置会社の議事録等について

第２項各号に掲げる請求をすることができる。

５ 前項の規定は、取締役会設置会社の親会社社員がその権利を行使するため必

要があるときについて準用する。

６ 裁判所は、第３項において読み替えて適用する第２項各号に掲げる請求又は

第 ４ 項 （ 前 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。） の 請

求に 係る閲覧又は謄写をすることにより、当該取締役会設置会社又はその親会

社若 しくは子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第３項

にお いて読み替えて適用する第２項の許可又は第４項の許可をすることができ

ない。



- 162/422 -

powered by インターネット六法 .com

（取締役会への報告の省略）

第３７２条 取締役、会計参与、監査役又は会計監査人が取締役（監査役設置会社にあっ

ては 、取締役及び監査役）の全員に対して取締役会に報告すべき事項を通知し

たときは、当該事項を取締役会へ報告することを要しない。

２ 前項の規定は、第３６３条第２項の規定による報告については、適用しない。

３ 指名委員会等設置会社についての前２項の規定の適用については、第１項中

「 監 査 役 又 は 会 計 監 査 人 」 と あ る の は 「 会 計 監 査 人 又 は 執 行 役 」 と 、「 取 締 役

（監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役）」とあるのは「取締役」と、

前項中「第３６３条第２項」とあるのは「第４１７条第４項」とする。

（特別取締役による取締役会の決議）

第３７３条 第３６９条第１項の規定にかかわらず、取締役会設置会社（指名委員会等設

置 会 社 を 除 く 。） が 次 に 掲 げ る 要 件 の い ず れ に も 該 当 す る 場 合 （ 監 査 等 委 員 会

設置 会社にあっては、第３９９条の１３第５項に規定する場合又は同条第６項

の 規 定 に よ る 定 款 の 定 め が あ る 場 合 を 除 く 。） に は 、 取 締 役 会 は 、 第 ３ ６ ２ 条

第４ 項第１号及び第２号又は第３９９条の１３第４項第１号及び第２号に掲げ

る事 項についての取締役会の決議については、あらかじめ選定した３人以上の

取 締 役 （ 以 下 こ の 章 に お い て 「 特 別 取 締 役 」 と い う 。） の う ち 、 議 決 に 加 わ る

こと ができるものの過半数（これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっ

ては 、その割合以上）が出席し、その過半数（これを上回る割合を取締役会で

定め た場合にあっては、その割合以上）をもって行うことができる旨を定める

ことができる。

一 取締役の数が６人以上であること。

二 取締役のうち１人以上が社外取締役であること。

２ 前項の規定による特別取締役による議決の定めがある場合には、特別取締役

以外 の取締役は、第３６２条第４項第１号及び第２号又は第３９９条の１３第

４項 第１号及び第２号に掲げる事項の決定をする取締役会に出席することを要

しな い。この場合における第３６６条第１項本文及び第３６８条の規定の適用

につ いては、第３６６条第１項本文中「各取締役」とあるのは「各特別取締役

（第３７３条第１項に規定する特別取締役をいう。第３６８条において同じ。）」

と 、 第 ３ ６ ８ 条 第 １ 項 中 「 定 款 」 と あ る の は 「 取 締 役 会 」 と 、「 各 取 締 役 」 と

ある のは「各特別取締役」と、同条第２項中「取締役（」とあるのは「特別取

締役（」と、「取締役及び」とあるのは「特別取締役及び」とする。

３ 特別取締役の互選によって定められた者は、前項の取締役会の決議後、遅滞

なく 、当該決議の内容を特別取締役以外の取締役に報告しなければならない。

４ 第 ３ ６ ６ 条 （ 第 １ 項 本 文 を 除 く 。）、 第 ３ ６ ７ 条 、 第 ３ ６ ９ 条 第 １ 項 、 第 ３

７０ 条及び第３９９条の１４の規定は、第２項の取締役会については、適用し

ない。
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第６節 会計参与

（会計参与の権限）

第３７４条 会計参与は、取締役と共同して、計算書類（第４３５条第２項に規定する計

算 書 類 を い う 。 以 下 こ の 章 に お い て 同 じ 。） 及 び そ の 附 属 明 細 書 、 臨 時 計 算 書

類（ 第４４１条第１項に規定する臨時計算書類をいう。以下この章において同

じ。）並びに連結計算書類（第４４４条第１項に規定する連結計算書類をいう。

第 ３ ９ ６ 条 第 １ 項 に お い て 同 じ 。） を 作 成 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 会 計 参 与

は、法務省令で定めるところにより、会計参与報告を作成しなければならない。

２ 会計参与は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は取締役及

び支配人その他の使用人に対して会計に関する報告を求めることができる。

一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当

該書面

二 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているとき

は 、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示し

たもの

３ 会計参与は、その職務を行うため必要があるときは、会計参与設置会社の子

会社 に対して会計に関する報告を求め、又は会計参与設置会社若しくはその子

会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

４ 前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むこと

ができる。

５ 会計参与は、その職務を行うに当たっては、第３３３条第３項第２号又は第

３号に掲げる者を使用してはならない。

６ 指名委員会等設置会社における第１項及び第２項の規定の適用については、

第１ 項中「取締役」とあるのは「執行役」と、第２項中「取締役及び」とある

のは「執行役及び取締役並びに」とする。

（会計参与の報告義務）

第３７５条 会計参与は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為

又は 法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅

滞な く、これを株主（監査役設置会社にあっては、監査役）に報告しなければ

ならない。

２ 監査役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主（監

査役設置会社にあっては、監査役）」とあるのは、「監査役会」とする。

３ 監査等委員会設置会社における第１項の規定の適用については、同項中「株

主 （ 監 査 役 設 置 会 社 に あ っ て は 、 監 査 役 ）」 と あ る の は 、「 監 査 等 委 員 会 」 と

する。

４ 指名委員会等設置会社における第１項の規定の適用については、同項中「取

締 役 」 と あ る の は 「 執 行 役 又 は 取 締 役 」 と 、「 株 主 （ 監 査 役 設 置 会 社 に あ っ て
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は、監査役）」とあるのは「監査委員会」とする。

（取締役会への出席）

第３７６条 取締役会設置会社の会計参与（会計参与が監査法人又は税理士法人である場

合 に あ っ て は 、 そ の 職 務 を 行 う べ き 社 員 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。） は 、 第

４３ ６条第３項、第４４１条第３項又は第４４４条第５項の承認をする取締役

会に 出席しなければならない。この場合において、会計参与は、必要があると

認めるときは、意見を述べなければならない。

２ 会計参与設置会社において、前項の取締役会を招集する者は、当該取締役会

の日 の１週間（これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間）

前までに、各会計参与に対してその通知を発しなければならない。

３ 会計参与設置会社において、第３６８条第２項の規定により第１項の取締役

会を 招集の手続を経ることなく開催するときは、会計参与の全員の同意を得な

ければならない。

（株主総会における意見の陳述）

第３７７条 第３７４条第１項に規定する書類の作成に関する事項について会計参与が取

締役 と意見を異にするときは、会計参与（会計参与が監査法人又は税理士法人

であ る場合にあっては、その職務を行うべき社員）は、株主総会において意見

を述べることができる。

２ 指名委員会等設置会社における前項の規定の適用については、同項中「取締

役」とあるのは、「執行役」とする。

（会計参与による計算書類等の備置き等）

第３７８条 会計参与は、次の各号に掲げるものを、当該各号に定める期間、法務省令で

定めるところにより、当該会計参与が定めた場所に備え置かなければならない。

一 各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに会計参与報告 定時

株 主総会の日の１週間（取締役会設置会社にあっては、２週間）前の日（第

３１９条第１項の場合にあっては、同項の提案があった日）から５年間

二 臨時計算書類及び会計参与報告 臨時計算書類を作成した日から５年間

２ 会計参与設置会社の株主及び債権者は、会計参与設置会社の営業時間内（会

計参与が請求に応ずることが困難な場合として法務省令で定める場合を除く。）

は、いつでも、会計参与に対し、次に掲げる請求をすることができる。ただし、

第２ 号又は第４号に掲げる請求をするには、当該会計参与の定めた費用を支払

わなければならない。

一 前項各号に掲げるものが書面をもって作成されているときは、当該書面の

閲覧の請求

二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 前項各号に掲げるものが電磁的記録をもって作成されているときは、当該

電 磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの
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閲覧の請求

四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって会計参与の定め

た ものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

３ 会計参与設置会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるとき

は、 裁判所の許可を得て、当該会計参与設置会社の第１項各号に掲げるものに

つい て前項各号に掲げる請求をすることができる。ただし、同項第２号又は第

４号 に掲げる請求をするには、当該会計参与の定めた費用を支払わなければな

らない。

（会計参与の報酬等）

第３７９条 会計参与の報酬等は、定款にその額を定めていないときは、株主総会の決議

によって定める。

２ 会計参与が２人以上ある場合において、各会計参与の報酬等について定款の

定め 又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、前項の報酬等の範囲内

において、会計参与の協議によって定める。

３ 会計参与（会計参与が監査法人又は税理士法人である場合にあっては、その

職務 を行うべき社員）は、株主総会において、会計参与の報酬等について意見

を述べることができる。

（費用等の請求）

第３８０条 会計参与がその職務の執行について会計参与設置会社に対して次に掲げる請

求を したときは、当該会計参与設置会社は、当該請求に係る費用又は債務が当

該会 計参与の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒む

ことができない。

一 費用の前払の請求

二 支出した費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求

三 負担した債務の債権者に対する弁済（当該債務が弁済期にない場合にあっ

ては、相当の担保の提供）の請求

第７節 監査役

（監査役の権限）

第３８１条 監査役は、取締役（会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与）の

職務 の執行を監査する。この場合において、監査役は、法務省令で定めるとこ

ろにより、監査報告を作成しなければならない。

２ 監査役は、いつでも、取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対

して 事業の報告を求め、又は監査役設置会社の業務及び財産の状況の調査をす

ることができる。

３ 監査役は、その職務を行うため必要があるときは、監査役設置会社の子会社
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に対 して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をす

ることができる。

４ 前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むこと

ができる。

（取締役への報告義務）

第３８２条 監査役は、取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがある

と認 めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事

実が あると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役（取締役会設置会社にあ

っては、取締役会）に報告しなければならない。

（取締役会への出席義務等）

第３８３条 監査役は、取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなけ

れば ならない。ただし、監査役が２人以上ある場合において、第３７３条第１

項の 規定による特別取締役による議決の定めがあるときは、監査役の互選によ

って 、監査役の中から特に同条第２項の取締役会に出席する監査役を定めるこ

とができる。

２ 監査役は、前条に規定する場合において、必要があると認めるときは、取締

役（第３６６条第１項ただし書に規定する場合にあっては、招集権者）に対し、

取締役会の招集を請求することができる。

３ 前項の規定による請求があった日から５日以内に、その請求があった日から

２週 間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられない場

合は、その請求をした監査役は、取締役会を招集することができる。

４ 前２項の規定は、第３７３条第２項の取締役会については、適用しない。

（株主総会に対する報告義務）

第３８４条 監査役は、取締役が株主総会に提出しようとする議案、書類その他法務省令

で定 めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定

款に 違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を

株主総会に報告しなければならない。

（監査役による取締役の行為の差止め）

第３８５条 監査役は、取締役が監査役設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しく

は定 款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合におい

て、 当該行為によって当該監査役設置会社に著しい損害が生ずるおそれがある

とき は、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

２ 前項の場合において、裁判所が仮処分をもって同項の取締役に対し、その行

為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。

（監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等）
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第３８６条 第３４９条第４項、第３５３条及び第３６４条の規定にかかわらず、次の各

号に 掲げる場合には、当該各号の訴えについては、監査役が監査役設置会社を

代表する。

一 監査役設置会社が取締役（取締役であった者を含む。以下この条において

同 じ 。） に 対 し 、 又 は 取 締 役 が 監 査 役 設 置 会 社 に 対 し て 訴 え を 提 起 す る 場 合

二 株式交換等完全親会社（第８４９条第２項第１号に規定する株式交換等完

全 親 会 社 を い う 。 次 項 第 ３ 号 に お い て 同 じ 。） で あ る 監 査 役 設 置 会 社 が そ の

株 式交換等完全子会社（第８４７条の２第１項に規定する株式交換等完全子

会 社 を い う 。 次 項 第 ３ 号 に お い て 同 じ 。） の 取 締 役 、 執 行 役 （ 執 行 役 で あ っ

た 者 を 含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。） 又 は 清 算 人 （ 清 算 人 で あ っ た 者 を

含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。） の 責 任 （ 第 ８ ４ ７ 条 の ２ 第 １ 項 各 号 に 掲

げ る 行 為 の 効 力 が 生 じ た 時 ま で に そ の 原 因 と な っ た 事 実 が 生 じ た も の に 限

る。）を追及する訴えを提起する場合

三 最終完全親会社等（第８４７条の３第１項に規定する最終完全親会社等を

い う 。 次 項 第 ４ 号 に お い て 同 じ 。） で あ る 監 査 役 設 置 会 社 が そ の 完 全 子 会 社

等 （同条第２項第２号に規定する完全子会社等をいい、同条第３項の規定に

より当該完全子会社等とみなされるものを含む。次項第４号において同じ。）

である株式会社の取締役、執行役又は清算人に対して特定責任追及の訴え（同

条第１項に規定する特定責任追及の訴えをいう。）を提起する場合

２ 第３４９条第４項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、監査役が監査

役設置会社を代表する。

一 監査役設置会社が第８４７条第１項、第８４７条の２第１項若しくは第３

項 （ 同 条 第 ４ 項 及 び 第 ５ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） 又 は 第 ８ ４ ７ 条

の ３第１項の規定による請求（取締役の責任を追及する訴えの提起の請求に

限る。）を受ける場合

二 監査役設置会社が第８４９条第４項の訴訟告知（取締役の責任を追及する

訴 え に 係 る も の に 限 る 。） 並 び に 第 ８ ５ ０ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 通 知 及 び 催

告 （取締役の責任を追及する訴えに係る訴訟における和解に関するものに限

る。）を受ける場合

三 株式交換等完全親会社である監査役設置会社が第８４７条第１項の規定に

よ る 請 求 （ 前 項 第 ２ 号 に 規 定 す る 訴 え の 提 起 の 請 求 に 限 る 。） を す る 場 合 又

は第８４９条第６項の規定による通知（その株式交換等完全子会社の取締役、

執 行 役 又 は 清 算 人 の 責 任 を 追 及 す る 訴 え に 係 る も の に 限 る 。） を 受 け る 場 合

四 最終完全親会社等である監査役設置会社が第８４７条第１項の規定による

請 求 （ 前 項 第 ３ 号 に 規 定 す る 特 定 責 任 追 及 の 訴 え の 提 起 の 請 求 に 限 る 。） を

す る場合又は第８４９条第７項の規定による通知（その完全子会社等である

株 式会社の取締役、執行役又は清算人の責任を追及する訴えに係るものに限

る。）を受ける場合

（監査役の報酬等）
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第３８７条 監査役の報酬等は、定款にその額を定めていないときは、株主総会の決議に

よって定める。

２ 監査役が２人以上ある場合において、各監査役の報酬等について定款の定め

又は 株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、前項の報酬等の範囲内にお

いて、監査役の協議によって定める。

３ 監査役は、株主総会において、監査役の報酬等について意見を述べることが

できる。

（費用等の請求）

第３８８条 監査役がその職務の執行について監査役設置会社（監査役の監査の範囲を会

計 に 関 す る も の に 限 定 す る 旨 の 定 款 の 定 め が あ る 株 式 会 社 を 含 む 。） に 対 し て

次に 掲げる請求をしたときは、当該監査役設置会社は、当該請求に係る費用又

は債 務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、こ

れを拒むことができない。

一 費用の前払の請求

二 支出した費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求

三 負担した債務の債権者に対する弁済（当該債務が弁済期にない場合にあっ

ては、相当の担保の提供）の請求

（定款の定めによる監査範囲の限定）

第 ３ ８ ９ 条 公 開 会 社 で な い 株 式 会 社 （ 監 査 役 会 設 置 会 社 及 び 会 計 監 査 人 設 置 会 社 を 除

く 。） は 、 第 ３ ８ １ 条 第 １ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 そ の 監 査 役 の 監 査 の 範 囲 を

会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。

２ 前項の規定による定款の定めがある株式会社の監査役は、法務省令で定める

ところにより、監査報告を作成しなければならない。

３ 前項の監査役は、取締役が株主総会に提出しようとする会計に関する議案、

書類 その他の法務省令で定めるものを調査し、その調査の結果を株主総会に報

告しなければならない。

４ 第２項の監査役は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は取

締役 及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対して会計に関する報告を求

めることができる。

一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当

該書面

二 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているとき

は 、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示し

たもの

５ 第２項の監査役は、その職務を行うため必要があるときは、株式会社の子会

社に 対して会計に関する報告を求め、又は株式会社若しくはその子会社の業務

及び財産の状況の調査をすることができる。

６ 前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の規定による報告又は調査
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を拒むことができる。

７ 第３８１条から第３８６条までの規定は、第１項の規定による定款の定めが

ある株式会社については、適用しない。

第８節 監査役会

第１款 権限等

第３９０条 監査役会は、すべての監査役で組織する。

２ 監査役会は、次に掲げる職務を行う。ただし、第３号の決定は、監査役の権

限の行使を妨げることはできない。

一 監査報告の作成

二 常勤の監査役の選定及び解職

三 監査の方針、監査役会設置会社の業務及び財産の状況の調査の方法その他

の監査役の職務の執行に関する事項の決定

３ 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならない。

４ 監査役は、監査役会の求めがあるときは、いつでもその職務の執行の状況を

監査役会に報告しなければならない。

第２款 運営

（招集権者）

第３９１条 監査役会は、各監査役が招集する。

（招集手続）

第３９２条 監査役会を招集するには、監査役は、監査役会の日の１週間（これを下回る

期間 を定款で定めた場合にあっては、その期間）前までに、各監査役に対して

その通知を発しなければならない。

２ 前項の規定にかかわらず、監査役会は、監査役の全員の同意があるときは、

招集の手続を経ることなく開催することができる。

（監査役会の決議）

第３９３条 監査役会の決議は、監査役の過半数をもって行う。

２ 監査役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成

し、 議事録が書面をもって作成されているときは、出席した監査役は、これに

署名し、又は記名押印しなければならない。

３ 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的

記録 に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わ

る措置をとらなければならない。
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４ 監査役会の決議に参加した監査役であって第２項の議事録に異議をとどめな

いものは、その決議に賛成したものと推定する。

（議事録）

第３９４条 監査役会設置会社は、監査役会の日から１０年間、前条第２項の議事録をそ

の本店に備え置かなければならない。

２ 監査役会設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁

判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。

一 前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は

謄写の請求

二 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記

録 に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は

謄写の請求

３ 前項の規定は、監査役会設置会社の債権者が役員の責任を追及するため必要

があ るとき及び親会社社員がその権利を行使するため必要があるときについて

準用する。

４ 裁判所は、第２項（前項において準用する場合を含む。以下この項において

同 じ 。） の 請 求 に 係 る 閲 覧 又 は 謄 写 を す る こ と に よ り 、 当 該 監 査 役 会 設 置 会 社

又は その親会社若しくは子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めると

きは、第２項の許可をすることができない。

（監査役会への報告の省略）

第３９５条 取締役、会計参与、監査役又は会計監査人が監査役の全員に対して監査役会

に報 告すべき事項を通知したときは、当該事項を監査役会へ報告することを要

しない。

第９節 会計監査人

（会計監査人の権限等）

第３９６条 会計監査人は、次章の定めるところにより、株式会社の計算書類及びその附

属明 細書、臨時計算書類並びに連結計算書類を監査する。この場合において、

会計 監査人は、法務省令で定めるところにより、会計監査報告を作成しなけれ

ばならない。

２ 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は取締役

及び 会計参与並びに支配人その他の使用人に対し、会計に関する報告を求める

ことができる。

一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当

該書面

二 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているとき
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は 、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示し

たもの

３ 会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人設置会社

の子 会社に対して会計に関する報告を求め、又は会計監査人設置会社若しくは

その子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

４ 前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むこと

ができる。

５ 会計監査人は、その職務を行うに当たっては、次のいずれかに該当する者を

使用してはならない。

一 第３３７条第３項第１号又は第２号に掲げる者

二 会計監査人設置会社又はその子会社の取締役、会計参与、監査役若しくは

執行役又は支配人その他の使用人である者

三 会計監査人設置会社又はその子会社から公認会計士又は監査法人の業務以

外の業務により継続的な報酬を受けている者

６ 指名委員会等設置会社における第２項の規定の適用については、同項中「取

締役」とあるのは、「執行役、取締役」とする。

（監査役に対する報告）

第３９７条 会計監査人は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行

為又 は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、

遅滞なく、これを監査役に報告しなければならない。

２ 監査役は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人に対し、その

監査に関する報告を求めることができる。

３ 監査役会設置会社における第１項の規定の適用については、同項中「監査役」

とあるのは、「監査役会」とする。

４ 監査等委員会設置会社における第１項及び第２項の規定の適用については、

第１ 項中「監査役」とあるのは「監査等委員会」と、第２項中「監査役」とあ

るのは「監査等委員会が選定した監査等委員」とする。

５ 指名委員会等設置会社における第１項及び第２項の規定の適用については、

第 １ 項 中 「 取 締 役 」 と あ る の は 「 執 行 役 又 は 取 締 役 」 と 、「 監査 役 」 と あ る の

は「 監査委員会」と、第２項中「監査役」とあるのは「監査委員会が選定した

監査委員会の委員」とする。

（定時株主総会における会計監査人の意見の陳述）

第３９８条 第３９６条第１項に規定する書類が法令又は定款に適合するかどうかについ

て会 計監査人が監査役と意見を異にするときは、会計監査人（会計監査人が監

査法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員。次項において同じ。）

は、定時株主総会に出席して意見を述べることができる。

２ 定時株主総会において会計監査人の出席を求める決議があったときは、会計

監査人は、定時株主総会に出席して意見を述べなければならない。
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３ 監査役会設置会社における第１項の規定の適用については、同項中「監査役」

とあるのは、「監査役会又は監査役」とする。

４ 監査等委員会設置会社における第１項の規定の適用については、同項中「監

査役」とあるのは、「監査等委員会又は監査等委員」とする。

５ 指名委員会等設置会社における第１項の規定の適用については、同項中「監

査役」とあるのは、「監査委員会又はその委員」とする。

（会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与）

第３９９条 取締役は、会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の報酬等を定

める 場合には、監査役（監査役が２人以上ある場合にあっては、その過半数）

の同意を得なければならない。

２ 監査役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「監査役（監

査役が２人以上ある場合にあっては、その過半数）」とあるのは、「監査役会」

とする。

３ 監査等委員会設置会社における第１項の規定の適用については、同項中「監

査役（監査役が２人以上ある場合にあっては、その過半数）」とあるのは、「監

査等委員会」とする。

４ 指名委員会等設置会社における第１項の規定の適用については、同項中「監

査役（監査役が２人以上ある場合にあっては、その過半数）」とあるのは、「監

査委員会」とする。

第９節の２ 監査等委員会

第１款 権限等

（監査等委員会の権限等）

第３９９条の２ 監査等委員会は、全ての監査等委員で組織する。

２ 監査等委員は、取締役でなければならない。

３ 監査等委員会は、次に掲げる職務を行う。

一 取締役（会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与）の職務の執

行の監査及び監査報告の作成

二 株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任し

ないことに関する議案の内容の決定

三 第３４２条の２第４項及び第３６１条第６項に規定する監査等委員会の意

見の決定

４ 監査等委員がその職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限

る 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。） に つ い て 監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 に 対 し て 次 に

掲げ る請求をしたときは、当該監査等委員会設置会社は、当該請求に係る費用

又は 債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除

き、これを拒むことができない。
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一 費用の前払の請求

二 支出をした費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求

三 負担した債務の債権者に対する弁済（当該債務が弁済期にない場合にあっ

ては、相当の担保の提供）の請求

（監査等委員会による調査）

第３９９条の３ 監査等委員会が選定する監査等委員は、いつでも、取締役（会計参与設

置会 社にあっては、取締役及び会計参与）及び支配人その他の使用人に対し、

その 職務の執行に関する事項の報告を求め、又は監査等委員会設置会社の業務

及び財産の状況の調査をすることができる。

２ 監査等委員会が選定する監査等委員は、監査等委員会の職務を執行するため

必要があるときは、監査等委員会設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、

又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

３ 前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むこと

ができる。

４ 第１項及び第２項の監査等委員は、当該各項の報告の徴収又は調査に関する

事項 についての監査等委員会の決議があるときは、これに従わなければならな

い。

（取締役会への報告義務）

第３９９条の４ 監査等委員は、取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそ

れが あると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく

不当 な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役会に報告しなけ

ればならない。

（株主総会に対する報告義務）

第３９９条の５ 監査等委員は、取締役が株主総会に提出しようとする議案、書類その他

法務 省令で定めるものについて法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な

事項があると認めるときは、その旨を株主総会に報告しなければならない。

（監査等委員による取締役の行為の差止め）

第３９９条の６ 監査等委員は、取締役が監査等委員会設置会社の目的の範囲外の行為そ

の他 法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれが

ある 場合において、当該行為によって当該監査等委員会設置会社に著しい損害

が生 ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請

求することができる。

２ 前項の場合において、裁判所が仮処分をもって同項の取締役に対し、その行

為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。

（監査等委員会設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等）
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第３９９条の７ 第３４９条第４項、第３５３条及び第３６４条の規定にかかわらず、監

査等 委員会設置会社が取締役（取締役であった者を含む。以下この条において

同 じ 。） に 対 し 、 又 は 取 締 役 が 監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 に 対 し て 訴 え を 提 起 す る

場合 には、当該訴えについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各

号に定める者が監査等委員会設置会社を代表する。

一 監査等委員が当該訴えに係る訴訟の当事者である場合 取締役会が定める

者 （株主総会が当該訴えについて監査等委員会設置会社を代表する者を定め

た場合にあっては、その者）

二 前号に掲げる場合以外の場合 監査等委員会が選定する監査等委員

２ 前項の規定にかかわらず、取締役が監査等委員会設置会社に対して訴えを提

起 す る 場 合 に は 、 監 査 等 委 員 （ 当 該 訴 え を 提 起 す る 者 で あ る も の を 除 く 。） に

対してされた訴状の送達は、当該監査等委員会設置会社に対して効力を有する。

３ 第３４９条第４項、第３５３条及び第３６４条の規定にかかわらず、次の各

号に 掲げる株式会社が監査等委員会設置会社である場合において、当該各号に

定め る訴えを提起するときは、当該訴えについては、監査等委員会が選定する

監査等委員が当該監査等委員会設置会社を代表する。

一 株式交換等完全親会社（第８４９条第２項第１号に規定する株式交換等完

全 親 会 社 を い う 。 次 項 第 １ 号 及 び 第 ５ 項 第 ３ 号 に お い て 同 じ 。） そ の 株 式

交 換等完全子会社（第８４７条の２第１項に規定する株式交換等完全子会社

を い う 。 第 ５ 項 第 ３ 号 に お い て 同 じ 。） の 取 締 役 、 執 行 役 （ 執 行 役 で あ っ た

者 を 含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。） 又 は 清 算 人 （ 清 算 人 で あ っ た 者 を 含

む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。） の 責 任 （ 第 ８ ４ ７ 条 の ２ 第 １ 項 各 号 に 掲 げ

る行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じたものに限る。）

を追及する訴え

二 最終完全親会社等（第８４７条の３第１項に規定する最終完全親会社等を

いう。次項第２号及び第５項第４号において同じ。） その完全子会社等（同

条 第２項第２号に規定する完全子会社等をいい、同条第３項の規定により当

該 完 全 子 会 社 等 と み な さ れ る も の を 含 む 。 第 ５ 項 第 ４ 号 に お い て 同 じ 。） で

あ る株式会社の取締役、執行役又は清算人に対する特定責任追及の訴え（同

条第１項に規定する特定責任追及の訴えをいう。）

４ 第３４９条第４項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる株式会社が監査等

委員 会設置会社である場合において、当該各号に定める請求をするときは、監

査等委員会が選定する監査等委員が当該監査等委員会設置会社を代表する。

一 株式交換等完全親会社 第８４７条第１項の規定による請求（前項第１号

に規定する訴えの提起の請求に限る。）

二 最終完全親会社等 第８４７条第１項の規定による請求（前項第２号に規

定する特定責任追及の訴えの提起の請求に限る。）

５ 第３４９条第４項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、監査等委員が

監査等委員会設置会社を代表する。

一 監査等委員会設置会社が第８４７条第１項、第８４７条の２第１項若しく
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は 第 ３ 項 （ 同 条 第 ４ 項 及 び 第 ５ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） 又 は 第 ８

４ ７条の３第１項の規定による請求（取締役の責任を追及する訴えの提起の

請 求 に 限 る 。） を 受 け る 場 合 （ 当 該 監 査 等 委 員 が 当 該 訴 え に 係 る 訴 訟 の 相 手

方となる場合を除く。）

二 監査等委員会設置会社が第８４９条第４項の訴訟告知（取締役の責任を追

及 す る 訴 え に 係 る も の に 限 る 。） 並 び に 第 ８ ５ ０ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 通 知

及 び催告（取締役の責任を追及する訴えに係る訴訟における和解に関するも

の に 限 る 。） を 受 け る 場 合 （ 当 該 監 査 等 委 員 が こ れ ら の 訴 え に 係 る 訴 訟 の 当

事者である場合を除く。）

三 株式交換等完全親会社である監査等委員会設置会社が第８４９条第６項の

規 定による通知（その株式交換等完全子会社の取締役、執行役又は清算人の

責任を追及する訴えに係るものに限る。）を受ける場合

四 最終完全親会社等である監査等委員会設置会社が第８４９条第７項の規定

に よる通知（その完全子会社等である株式会社の取締役、執行役又は清算人

の責任を追及する訴えに係るものに限る。）を受ける場合

第２款 運営

（招集権者）

第３９９条の８ 監査等委員会は、各監査等委員が招集する。

（招集手続等）

第３９９条の９ 監査等委員会を招集するには、監査等委員は、監査等委員会の日の１週

間（ これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間）前までに、

各監査等委員に対してその通知を発しなければならない。

２ 前項の規定にかかわらず、監査等委員会は、監査等委員の全員の同意がある

ときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

３ 取締役（会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与）は、監査等委

員会 の要求があったときは、監査等委員会に出席し、監査等委員会が求めた事

項について説明をしなければならない。

（監査等委員会の決議）

第３９９条の１０ 監査等委員会の決議は、議決に加わることができる監査等委員の過半

数が出席し、その過半数をもって行う。

２ 前項の決議について特別の利害関係を有する監査等委員は、議決に加わるこ

とができない。

３ 監査等委員会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を

作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した監査等委員は、

これに署名し、又は記名押印しなければならない。
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４ 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的

記録 に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わ

る措置をとらなければならない。

５ 監査等委員会の決議に参加した監査等委員であって第３項の議事録に異議を

とどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。

（議事録）

第３９９条の１１ 監査等委員会設置会社は、監査等委員会の日から１０年間、前条第３

項の議事録をその本店に備え置かなければならない。

２ 監査等委員会設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、

裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。

一 前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は

謄写の請求

二 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記

録 に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は

謄写の請求

３ 前項の規定は、監査等委員会設置会社の債権者が取締役又は会計参与の責任

を追 及するため必要があるとき及び親会社社員がその権利を行使するため必要

があるときについて準用する。

４ 裁判所は、第２項（前項において準用する場合を含む。以下この項において

同 じ 。） の 請 求 に 係 る 閲 覧 又 は 謄 写 を す る こ と に よ り 、 当 該 監 査 等 委 員 会 設 置

会社 又はその親会社若しくは子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認め

るときは、第２項の許可をすることができない。

（監査等委員会への報告の省略）

第３９９条の１２ 取締役、会計参与又は会計監査人が監査等委員の全員に対して監査等

委員 会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を監査等委員会へ報告す

ることを要しない。

第３款 監査等委員会設置会社の取締役会の権限等

（監査等委員会設置会社の取締役会の権限）

第３９９条の１３ 監査等委員会設置会社の取締役会は、第３６２条の規定にかかわらず、

次に掲げる職務を行う。

一 次に掲げる事項その他監査等委員会設置会社の業務執行の決定

イ 経営の基本方針

ロ 監査等委員会の職務の執行のため必要なものとして法務省令で定める事

項

ハ 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体
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制その他株式 会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業

集団の業務の 適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体

制の整備

二 取締役の職務の執行の監督

三 代表取締役の選定及び解職

２ 監査等委員会設置会社の取締役会は、前項第１号イからハまでに掲げる事項

を決定しなければならない。

３ 監査等委員会設置会社の取締役会は、取締役（監査等委員である取締役を除

く。）の中から代表取締役を選定しなければならない。

４ 監査等委員会設置会社の取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執

行の決定を取締役に委任することができない。

一 重要な財産の処分及び譲受け

二 多額の借財

三 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任

四 支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止

五 第６７６条第１号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関す

る重要な事項として法務省令で定める事項

六 第４２６条第１項の規定による定款の定めに基づく第４２３条第１項の責

任の免除

５ 前項の規定にかかわらず、監査等委員会設置会社の取締役の過半数が社外取

締役 である場合には、当該監査等委員会設置会社の取締役会は、その決議によ

って 、重要な業務執行の決定を取締役に委任することができる。ただし、次に

掲げる事項については、この限りでない。

一 第１３６条又は第１３７条第１項の決定及び第１４０条第４項の規定によ

る指定

二 第１６５条第３項において読み替えて適用する第１５６条第１項各号に掲

げる事項の決定

三 第２６２条又は第２６３条第１項の決定

四 第２９８条第１項各号に掲げる事項の決定

五 株主総会に提出する議案（会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を

再任しないことに関するものを除く。）の内容の決定

六 第３６５条第１項において読み替えて適用する第３５６条第１項の承認

七 第３６６条第１項ただし書の規定による取締役会を招集する取締役の決定

八 第３９９条の７第１項第１号の規定による監査等委員会設置会社を代表す

る者の決定

九 前項第６号に掲げる事項

十 第４３６条第３項、第４４１条第３項及び第４４４条第５項の承認

十一 第４５４条第５項において読み替えて適用する同条第１項の規定により

定めなければならないとされる事項の決定

十二 第４６７条第１項各号に掲げる行為に係る契約（当該監査等委員会設置
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会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。）の内容の決定

十三 合併契約（当該監査等委員会設置会社の株主総会の決議による承認を要

しないものを除く。）の内容の決定

十四 吸収分割契約（当該監査等委員会設置会社の株主総会の決議による承認

を要しないものを除く。）の内容の決定

十五 新設分割計画（当該監査等委員会設置会社の株主総会の決議による承認

を要しないものを除く。）の内容の決定

十六 株式交換契約（当該監査等委員会設置会社の株主総会の決議による承認

を要しないものを除く。）の内容の決定

十七 株式移転計画の内容の決定

６ 前２項の規定にかかわらず、監査等委員会設置会社は、取締役会の決議によ

っ て 重 要 な 業 務 執 行 （ 前 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 除 く 。） の 決 定 の 全 部 又 は 一 部

を取締役に委任することができる旨を定款で定めることができる。

（監査等委員会による取締役会の招集）

第３９９条の１４ 監査等委員会設置会社においては、招集権者の定めがある場合であっ

ても 、監査等委員会が選定する監査等委員は、取締役会を招集することができ

る。

第１０節 指名委員会等及び執行役

第１款 委員の選定、執行役の選任等

（委員の選定等）

第４００条 指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の各委員会（以下この条、次条及び

第 ９ １ １ 条 第 ３ 項 第 ２ ３ 号 ロ に お い て 単 に 「 各 委 員 会 」 と い う 。） は 、 委 員 ３

人以上で組織する。

２ 各委員会の委員は、取締役の中から、取締役会の決議によって選定する。

３ 各委員会の委員の過半数は、社外取締役でなければならない。

４ 監 査 委 員 会 の 委 員 （ 以 下 「 監 査 委 員 」 と い う 。） は 、 指 名 委 員 会 等 設 置 会 社

若し くはその子会社の執行役若しくは業務執行取締役又は指名委員会等設置会

社の 子会社の会計参与（会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社

員）若しくは支配人その他の使用人を兼ねることができない。

（委員の解職等）

第４０１条 各委員会の委員は、いつでも、取締役会の決議によって解職することができ

る。

２ 前条第１項に規定する各委員会の委員の員数（定款で４人以上の員数を定め

たと きは、その員数）が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した

委員は、新たに選定された委員（次項の一時委員の職務を行うべき者を含む。）
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が就任するまで、なお委員としての権利義務を有する。

３ 前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害

関係人の申立てにより、一時委員の職務を行うべき者を選任することができる。

４ 裁判所は、前項の一時委員の職務を行うべき者を選任した場合には、指名委

員会等設置会社がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。

（執行役の選任等）

第４０２条 指名委員会等設置会社には、１人又は２人以上の執行役を置かなければなら

ない。

２ 執行役は、取締役会の決議によって選任する。

３ 指名委員会等設置会社と執行役との関係は、委任に関する規定に従う。

４ 第３３１条第１項の規定は、執行役について準用する。

５ 株式会社は、執行役が株主でなければならない旨を定款で定めることができ

ない 。ただし、公開会社でない指名委員会等設置会社については、この限りで

ない。

６ 執行役は、取締役を兼ねることができる。

７ 執行役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関

する 定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までとする。

ただし、定款によって、その任期を短縮することを妨げない。

８ 前項の規定にかかわらず、指名委員会等設置会社が指名委員会等を置く旨の

定款 の定めを廃止する定款の変更をした場合には、執行役の任期は、当該定款

の変更の効力が生じた時に満了する。

（執行役の解任等）

第４０３条 執行役は、いつでも、取締役会の決議によって解任することができる。

２ 前項の規定により解任された執行役は、その解任について正当な理由がある

場合 を除き、指名委員会等設置会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を

請求することができる。

３ 第４０１条第２項から第４項までの規定は、執行役が欠けた場合又は定款で

定めた執行役の員数が欠けた場合について準用する。

第２款 指名委員会等の権限等

（指名委員会等の権限等）

第４０４条 指名委員会は、株主総会に提出する取締役（会計参与設置会社にあっては、

取締役及び会計参与）の選任及び解任に関する議案の内容を決定する。

２ 監査委員会は、次に掲げる職務を行う。

一 執行役等（執行役及び取締役をいい、会計参与設置会社にあっては、執行

役 、 取 締 役 及 び 会 計 参 与 を い う 。 以 下 こ の 節 に お い て 同 じ 。） の 職 務 の 執 行
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の監査及び監査報告の作成

二 株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任し

ないことに関する議案の内容の決定

３ 報酬委員会は、第３６１条第１項並びに第３７９条第１項及び第２項の規定

にか かわらず、執行役等の個人別の報酬等の内容を決定する。執行役が指名委

員会 等設置会社の支配人その他の使用人を兼ねているときは、当該支配人その

他の使用人の報酬等の内容についても、同様とする。

４ 委員がその職務の執行（当該委員が所属する指名委員会等の職務の執行に関

す る も の に 限 る 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。） に つ い て 指 名 委 員 会 等 設 置 会 社

に対 して次に掲げる請求をしたときは、当該指名委員会等設置会社は、当該請

求に 係る費用又は債務が当該委員の職務の執行に必要でないことを証明した場

合を除き、これを拒むことができない。

一 費用の前払の請求

二 支出をした費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求

三 負担した債務の債権者に対する弁済（当該債務が弁済期にない場合にあっ

ては、相当の担保の提供）の請求

（監査委員会による調査）

第４０５条 監査委員会が選定する監査委員は、いつでも、執行役等及び支配人その他の

使用 人に対し、その職務の執行に関する事項の報告を求め、又は指名委員会等

設置会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

２ 監査委員会が選定する監査委員は、監査委員会の職務を執行するため必要が

ある ときは、指名委員会等設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又は

その子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

３ 前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むこと

ができる。

４ 第１項及び第２項の監査委員は、当該各項の報告の徴収又は調査に関する事

項に ついての監査委員会の決議があるときは、これに従わなければならない。

（取締役会への報告義務）

第４０６条 監査委員は、執行役又は取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をする

おそ れがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著

しく 不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役会に報告し

なければならない。

（監査委員による執行役等の行為の差止め）

第４０７条 監査委員は、執行役又は取締役が指名委員会等設置会社の目的の範囲外の行

為そ の他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそ

れが ある場合において、当該行為によって当該指名委員会等設置会社に著しい

損害 が生ずるおそれがあるときは、当該執行役又は取締役に対し、当該行為を
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やめることを請求することができる。

２ 前項の場合において、裁判所が仮処分をもって同項の執行役又は取締役に対

し、 その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。

（指名委員会等設置会社と執行役又は取締役との間の訴えにおける会社の代表等）

第４０８条 第４２０条第３項において準用する第３４９条第４項の規定並びに第３５３

条及 び第３６４条の規定にかかわらず、指名委員会等設置会社が執行役（執行

役 で あ っ た 者 を 含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。） 若 し く は 取 締 役 （ 取 締 役 で

あ っ た 者 を 含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。） に 対 し 、 又 は 執 行 役 若 し く は 取

締役 が指名委員会等設置会社に対して訴えを提起する場合には、当該訴えにつ

いて は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が指名委員

会等設置会社を代表する。

一 監査委員が当該訴えに係る訴訟の当事者である場合 取締役会が定める者

（ 株主総会が当該訴えについて指名委員会等設置会社を代表する者を定めた

場合にあっては、その者）

二 前号に掲げる場合以外の場合 監査委員会が選定する監査委員

２ 前項の規定にかかわらず、執行役又は取締役が指名委員会等設置会社に対し

て訴 えを提起する場合には、監査委員（当該訴えを提起する者であるものを除

く 。） に 対 し て さ れ た 訴 状 の 送 達 は 、 当 該 指 名 委 員 会 等 設 置 会 社 に 対 し て 効 力

を有する。

３ 第４２０条第３項において準用する第３４９条第４項の規定並びに第３５３

条及 び第３６４条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる株式会社が指名委員

会等 設置会社である場合において、当該各号に定める訴えを提起するときは、

当該 訴えについては、監査委員会が選定する監査委員が当該指名委員会等設置

会社を代表する。

一 株式交換等完全親会社（第８４９条第２項第１号に規定する株式交換等完

全 親 会 社 を い う 。 次 項 第 １ 号 及 び 第 ５ 項 第 ３ 号 に お い て 同 じ 。） そ の 株 式

交 換等完全子会社（第８４７条の２第１項に規定する株式交換等完全子会社

を い う 。 第 ５ 項 第 ３ 号 に お い て 同 じ 。） の 取 締 役 、 執 行 役 又 は 清 算 人 （ 清 算

人 で あ っ た 者 を 含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。） の 責 任 （ 第 ８ ４ ７ 条 の ２

第 １項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生

じたものに限る。）を追及する訴え

二 最終完全親会社等（第８４７条の３第１項に規定する最終完全親会社等を

いう。次項第２号及び第５項第４号において同じ。） その完全子会社等（同

条 第２項第２号に規定する完全子会社等をいい、同条第３項の規定により当

該 完 全 子 会 社 等 と み な さ れ る も の を 含 む 。 第 ５ 項 第 ４ 号 に お い て 同 じ 。） で

あ る株式会社の取締役、執行役又は清算人に対する特定責任追及の訴え（同

条第１項に規定する特定責任追及の訴えをいう。）

４ 第４２０条第３項において準用する第３４９条第４項の規定にかかわらず、

次の 各号に掲げる株式会社が指名委員会等設置会社である場合において、当該
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各号 に定める請求をするときは、監査委員会が選定する監査委員が当該指名委

員会等設置会社を代表する。

一 株式交換等完全親会社 第８４７条第１項の規定による請求（前項第１号

に規定する訴えの提起の請求に限る。）

二 最終完全親会社等 第８４７条第１項の規定による請求（前項第２号に規

定する特定責任追及の訴えの提起の請求に限る。）

５ 第４２０条第３項において準用する第３４９条第４項の規定にかかわらず、

次に掲げる場合には、監査委員が指名委員会等設置会社を代表する。

一 指名委員会等設置会社が第８４７条第１項、第８４７条の２第１項若しく

は 第 ３ 項 （ 同 条 第 ４ 項 及 び 第 ５ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） 又 は 第 ８

４ ７条の３第１項の規定による請求（執行役又は取締役の責任を追及する訴

え の 提 起 の 請 求 に 限 る 。） を 受 け る 場 合 （ 当 該 監 査 委 員 が 当 該 訴 え に 係 る 訴

訟の相手方となる場合を除く。）

二 指名委員会等設置会社が第８４９条第４項の訴訟告知（執行役又は取締役

の 責 任 を 追 及 す る 訴 え に 係 る も の に 限 る 。） 並 び に 第 ８ ５ ０ 条 第 ２ 項 の 規 定

に よる通知及び催告（執行役又は取締役の責任を追及する訴えに係る訴訟に

お け る 和 解 に 関 す る も の に 限 る 。） を 受 け る 場 合 （ 当 該 監 査 委 員 が こ れ ら の

訴えに係る訴訟の当事者である場合を除く。）

三 株式交換等完全親会社である指名委員会等設置会社が第８４９条第６項の

規 定による通知（その株式交換等完全子会社の取締役、執行役又は清算人の

責任を追及する訴えに係るものに限る。）を受ける場合

四 最終完全親会社等である指名委員会等設置会社が第８４９条第７項の規定

に よる通知（その完全子会社等である株式会社の取締役、執行役又は清算人

の責任を追及する訴えに係るものに限る。）を受ける場合

（報酬委員会による報酬の決定の方法等）

第４０９条 報酬委員会は、執行役等の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を

定めなければならない。

２ 報酬委員会は、第４０４条第３項の規定による決定をするには、前項の方針

に従わなければならない。

３ 報酬委員会は、次の各号に掲げるものを執行役等の個人別の報酬等とする場

合に は、その内容として、当該各号に定める事項を決定しなければならない。

ただ し、会計参与の個人別の報酬等は、第１号に掲げるものでなければならな

い。

一 額が確定しているもの 個人別の額

二 額が確定していないもの 個人別の具体的な算定方法

三 金銭でないもの 個人別の具体的な内容

第３款 指名委員会等の運営
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（招集権者）

第４１０条 指名委員会等は、当該指名委員会等の各委員が招集する。

（招集手続等）

第４１１条 指名委員会等を招集するには、その委員は、指名委員会等の日の１週間（こ

れを 下回る期間を取締役会で定めた場合にあっては、その期間）前までに、当

該指名委員会等の各委員に対してその通知を発しなければならない。

２ 前項の規定にかかわらず、指名委員会等は、当該指名委員会等の委員の全員

の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

３ 執行役等は、指名委員会等の要求があったときは、当該指名委員会等に出席

し、当該指名委員会等が求めた事項について説明をしなければならない。

（指名委員会等の決議）

第４１２条 指名委員会等の決議は、議決に加わることができるその委員の過半数（これ

を上 回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上）が出席し、

その 過半数（これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合

以上）をもって行う。

２ 前項の決議について特別の利害関係を有する委員は、議決に加わることがで

きない。

３ 指名委員会等の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を

作成 し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した委員は、これ

に署名し、又は記名押印しなければならない。

４ 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的

記録 に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わ

る措置をとらなければならない。

５ 指名委員会等の決議に参加した委員であって第３項の議事録に異議をとどめ

ないものは、その決議に賛成したものと推定する。

（議事録）

第４１３条 指名委員会等設置会社は、指名委員会等の日から１０年間、前条第３項の議

事録をその本店に備え置かなければならない。

２ 指名委員会等設置会社の取締役は、次に掲げるものの閲覧及び謄写をするこ

とができる。

一 前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面

二 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記

録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの

３ 指名委員会等設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、

裁判 所の許可を得て、第１項の議事録について前項各号に掲げるものの閲覧又

は謄写の請求をすることができる。
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４ 前項の規定は、指名委員会等設置会社の債権者が委員の責任を追及するため

必要 があるとき及び親会社社員がその権利を行使するため必要があるときにつ

いて準用する。

５ 裁判所は、第３項（前項において準用する場合を含む。以下この項において

同 じ 。） の 請 求 に 係 る 閲 覧 又 は 謄 写 を す る こ と に よ り 、 当 該 指 名 委 員 会 等 設 置

会社 又はその親会社若しくは子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認め

るときは、第３項の許可をすることができない。

（指名委員会等への報告の省略）

第４１４条 執行役、取締役、会計参与又は会計監査人が委員の全員に対して指名委員会

等に 報告すべき事項を通知したときは、当該事項を指名委員会等へ報告するこ

とを要しない。

第４款 指名委員会等設置会社の取締役の権限等

（指名委員会等設置会社の取締役の権限）

第４１５条 指名委員会等設置会社の取締役は、この法律又はこの法律に基づく命令に別

段の 定めがある場合を除き、指名委員会等設置会社の業務を執行することがで

きない。

（指名委員会等設置会社の取締役会の権限）

第４１６条 指名委員会等設置会社の取締役会は、第３６２条の規定にかかわらず、次に

掲げる職務を行う。

一 次に掲げる事項その他指名委員会等設置会社の業務執行の決定

イ 経営の基本方針

ロ 監査委員会の職務の執行のため必要なものとして法務省令で定める事項

ハ 執行役が２人以上ある場合における執行役の職務の分掌及び指揮命令の

関係その他の執行役相互の関係に関する事項

ニ 次条第２項の規定による取締役会の招集の請求を受ける取締役

ホ 執行役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体

制その他株式 会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業

集団の業務の 適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体

制の整備

二 執行役等の職務の執行の監督

２ 指名委員会等設置会社の取締役会は、前項第１号イからホまでに掲げる事項

を決定しなければならない。

３ 指名委員会等設置会社の取締役会は、第１項各号に掲げる職務の執行を取締

役に委任することができない。

４ 指名委員会等設置会社の取締役会は、その決議によって、指名委員会等設置
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会社 の業務執行の決定を執行役に委任することができる。ただし、次に掲げる

事項については、この限りでない。

一 第１３６条又は第１３７条第１項の決定及び第１４０条第４項の規定によ

る指定

二 第１６５条第３項において読み替えて適用する第１５６条第１項各号に掲

げる事項の決定

三 第２６２条又は第２６３条第１項の決定

四 第２９８条第１項各号に掲げる事項の決定

五 株主総会に提出する議案（取締役、会計参与及び会計監査人の選任及び解

任 並 び に 会 計 監 査 人 を 再 任 し な い こ と に 関 す る も の を 除 く 。） の 内 容 の 決 定

六 第３６５条第１項において読み替えて適用する第３５６条第１項（第４１

９条第２項において読み替えて準用する場合を含む。）の承認

七 第３６６条第１項ただし書の規定による取締役会を招集する取締役の決定

八 第４００条第２項の規定による委員の選定及び第４０１条第１項の規定に

よる委員の解職

九 第４０２条第２項の規定による執行役の選任及び第４０３条第１項の規定

による執行役の解任

十 第４０８条第１項第１号の規定による指名委員会等設置会社を代表する者

の決定

十一 第４２０条第１項前段の規定による代表執行役の選定及び同条第２項の

規定による代表執行役の解職

十二 第４２６条第１項の規定による定款の定めに基づく第４２３条第１項の

責任の免除

十三 第４３６条第３項、第４４１条第３項及び第４４４条第５項の承認

十四 第４５４条第５項において読み替えて適用する同条第１項の規定により

定めなければならないとされる事項の決定

十五 第４６７条第１項各号に掲げる行為に係る契約（当該指名委員会等設置

会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。）の内容の決定

十六 合併契約（当該指名委員会等設置会社の株主総会の決議による承認を要

しないものを除く。）の内容の決定

十七 吸収分割契約（当該指名委員会等設置会社の株主総会の決議による承認

を要しないものを除く。）の内容の決定

十八 新設分割計画（当該指名委員会等設置会社の株主総会の決議による承認

を要しないものを除く。）の内容の決定

十九 株式交換契約（当該指名委員会等設置会社の株主総会の決議による承認

を要しないものを除く。）の内容の決定

二十 株式移転計画の内容の決定

（指名委員会等設置会社の取締役会の運営）

第４１７条 指名委員会等設置会社においては、招集権者の定めがある場合であっても、
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指名 委員会等がその委員の中から選定する者は、取締役会を招集することがで

きる。

２ 執行役は、前条第１項第１号ニの取締役に対し、取締役会の目的である事項

を示 して、取締役会の招集を請求することができる。この場合において、当該

請求 があった日から５日以内に、当該請求があった日から２週間以内の日を取

締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられないときは、当該執行役は、

取締役会を招集することができる。

３ 指名委員会等がその委員の中から選定する者は、遅滞なく、当該指名委員会

等の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。

４ 執行役は、３箇月に１回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告し

なければならない。この場合において、執行役は、代理人（他の執行役に限る。）

により当該報告をすることができる。

５ 執行役は、取締役会の要求があったときは、取締役会に出席し、取締役会が

求めた事項について説明をしなければならない。

第５款 執行役の権限等

（執行役の権限）

第４１８条 執行役は、次に掲げる職務を行う。

一 第４１６条第４項の規定による取締役会の決議によって委任を受けた指名

委員会等設置会社の業務の執行の決定

二 指名委員会等設置会社の業務の執行

（執行役の監査委員に対する報告義務等）

第４１９条 執行役は、指名委員会等設置会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を

発見したときは、直ちに、当該事実を監査委員に報告しなければならない。

２ 第３５５条、第３５６条及び第３６５条第２項の規定は、執行役について準

用す る。この場合において、第３５６条第１項中「株主総会」とあるのは「取

締役 会」と、第３６５条第２項中「取締役会設置会社においては、第３５６条

第１ 項各号」とあるのは「第３５６条第１項各号」と読み替えるものとする。

３ 第３５７条の規定は、指名委員会等設置会社については、適用しない。

（代表執行役）

第４２０条 取締役会は、執行役の中から代表執行役を選定しなければならない。この場

合に おいて、執行役が１人のときは、その者が代表執行役に選定されたものと

する。

２ 代表執行役は、いつでも、取締役会の決議によって解職することができる。

３ 第３４９条第４項及び第５項の規定は代表執行役について、第３５２条の規

定は 民事保全法第５６条に規定する仮処分命令により選任された執行役又は代
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表執 行役の職務を代行する者について、第４０１条第２項から第４項までの規

定は 代表執行役が欠けた場合又は定款で定めた代表執行役の員数が欠けた場合

について、それぞれ準用する。

（表見代表執行役）

第４２１条 指名委員会等設置会社は、代表執行役以外の執行役に社長、副社長その他指

名委 員会等設置会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場

合に は、当該執行役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負

う。

（株主による執行役の行為の差止め）

第４２２条 ６箇月（これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間）前か

ら引 き続き株式を有する株主は、執行役が指名委員会等設置会社の目的の範囲

外の 行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をす

るお それがある場合において、当該行為によって当該指名委員会等設置会社に

回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは、当該執行役に対し、

当該行為をやめることを請求することができる。

２ 公 開 会 社 で な い 指 名 委 員 会 等 設 置 会 社 に お け る 前 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て

は、 同項中「６箇月（これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その

期間）前から引き続き株式を有する株主」とあるのは、「株主」とする。

第１１節 役員等の損害賠償責任

（役員等の株式会社に対する損害賠償責任）

第４２３条 取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人（以下この節において「役

員 等 」 と い う 。） は 、 そ の 任 務 を 怠 っ た と き は 、 株 式 会 社 に 対 し 、 こ れ に よ っ

て生じた損害を賠償する責任を負う。

２ 取締役又は執行役が第３５６条第１項（第４１９条第２項において準用する

場 合 を 含 む 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。） の 規 定 に 違 反 し て 第 ３ ５ ６ 条 第 １ 項

第１ 号の取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得

た利益の額は、前項の損害の額と推定する。

３ 第３５６条第１項第２号又は第３号（これらの規定を第４１９条第２項にお

い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） の 取 引 に よ っ て 株 式 会 社 に 損 害 が 生 じ た と き は 、

次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。

一 第 ３ ５ ６ 条 第 １ 項 （ 第 ４ １ ９ 条 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） の

取締役又は執行役

二 株式会社が当該取引をすることを決定した取締役又は執行役

三 当該取引に関する取締役会の承認の決議に賛成した取締役（指名委員会等

設 置会社においては、当該取引が指名委員会等設置会社と取締役との間の取
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引 又は指名委員会等設置会社と取締役との利益が相反する取引である場合に

限る。）

４ 前項の規定は、第３５６条第１項第２号又は第３号に掲げる場合において、

同 項 の 取 締 役 （ 監 査 等 委 員 で あ る も の を 除 く 。） が 当 該 取 引 に つ き 監 査 等 委 員

会の承認を受けたときは、適用しない。

（株式会社に対する損害賠償責任の免除）

第４２４条 前条第１項の責任は、総株主の同意がなければ、免除することができない。

（責任の一部免除）

第４２５条 前条の規定にかかわらず、第４２３条第１項の責任は、当該役員等が職務を

行う につき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から次に

掲 げ る 額 の 合 計 額 （ 第 ４ ２ ７ 条 第 １ 項 に お い て 「 最 低 責 任 限 度 額 」 と い う 。）

を控 除して得た額を限度として、株主総会（株式会社に最終完全親会社等（第

８４ ７条の３第１項に規定する最終完全親会社等をいう。以下この節において

同 じ 。） が あ る 場 合 に お い て 、 当 該 責 任 が 特 定 責 任 （ 第 ８ ４ ７ 条 の ３ 第 ４ 項 に

規定する特定責任をいう。以下この節において同じ。）であるときにあっては、

当 該 株 式 会 社 及 び 当 該 最 終 完 全 親 会 社 等 の 株 主 総 会 。 以 下 こ の 条 に お い て 同

じ。）の決議によって免除することができる。

一 当該役員等がその在職中に株式会社から職務執行の対価として受け、又は

受 けるべき財産上の利益の１年間当たりの額に相当する額として法務省令で

定 める方法により算定される額に、次のイからハまでに掲げる役員等の区分

に応じ、当該イからハまでに定める数を乗じて得た額

イ 代表取締役又は代表執行役 ６

ロ 代 表 取 締 役 以 外 の 取 締 役 （ 業 務 執 行 取 締 役 等 で あ る も の に 限 る 。） 又 は

代表執行役以外の執行役 ４

ハ 取 締 役 （ イ 及 び ロ に 掲 げ る も の を 除 く 。）、 会 計 参 与 、 監 査 役 又 は 会 計

監査人 ２

二 当該役員等が当該株式会社の新株予約権を引き受けた場合（第２３８条第

３ 項 各 号 に 掲 げ る 場 合 に 限 る 。） に お け る 当 該 新 株 予 約 権 に 関 す る 財 産 上 の

利益に相当する額として法務省令で定める方法により算定される額

２ 前項の場合には、取締役（株式会社に最終完全親会社等がある場合において、

同項 の規定により免除しようとする責任が特定責任であるときにあっては、当

該株 式会社及び当該最終完全親会社等の取締役）は、同項の株主総会において

次に掲げる事項を開示しなければならない。

一 責任の原因となった事実及び賠償の責任を負う額

二 前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠

三 責任を免除すべき理由及び免除額

３ 監査役設置会社、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社において

は、 取締役（これらの会社に最終完全親会社等がある場合において、第１項の



- 189/422 -

powered by インターネット六法 .com

規定 により免除しようとする責任が特定責任であるときにあっては、当該会社

及び 当該最終完全親会社等の取締役）は、第４２３条第１項の責任の免除（取

締 役 （ 監 査 等 委 員 又 は 監 査 委 員 で あ る も の を 除 く 。） 及 び 執 行 役 の 責 任 の 免 除

に 限 る 。） に 関 す る 議 案 を 株 主 総 会 に 提 出 す る に は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 株 式 会

社の区分に応じ、当該各号に定める者の同意を得なければならない。

一 監査役設置会社 監査役（監査役が２人以上ある場合にあっては、各監査

役）

二 監査等委員会設置会社 各監査等委員

三 指名委員会等設置会社 各監査委員

４ 第１項の決議があった場合において、株式会社が当該決議後に同項の役員等

に対 し退職慰労金その他の法務省令で定める財産上の利益を与えるときは、株

主総 会の承認を受けなければならない。当該役員等が同項第２号の新株予約権

を当該決議後に行使し、又は譲渡するときも同様とする。

５ 第１項の決議があった場合において、当該役員等が前項の新株予約権を表示

する 新株予約権証券を所持するときは、当該役員等は、遅滞なく、当該新株予

約権 証券を株式会社に対し預託しなければならない。この場合において、当該

役員 等は、同項の譲渡について同項の承認を受けた後でなければ、当該新株予

約権証券の返還を求めることができない。

（取締役等による免除に関する定款の定め）

第４２６条 第４２４条の規定にかかわらず、監査役設置会社（取締役が２人以上ある場

合 に 限 る 。）、 監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 又 は 指 名 委 員 会 等 設 置 会 社 は 、 第 ４ ２ ３

条第 １項の責任について、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過

失が ない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員等の職務の

執行 の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、前条第１項の規

定に より免除することができる額を限度として取締役（当該責任を負う取締役

を 除 く 。） の 過 半 数 の 同 意 （ 取 締 役 会 設 置 会 社 に あ っ て は 、 取 締 役 会 の 決 議 ）

によって免除することができる旨を定款で定めることができる。

２ 前条第３項の規定は、定款を変更して前項の規定による定款の定め（取締役

（ 監 査 等 委 員 又 は 監 査 委 員 で あ る も の を 除 く 。） 及 び 執 行 役 の 責 任 を 免 除 す る

こ と が で き る 旨 の 定 め に 限 る 。） を 設 け る 議 案 を 株 主 総 会 に 提 出 す る 場 合 、 同

項の 規定による定款の定めに基づく責任の免除（取締役（監査等委員又は監査

委 員 で あ る も の を 除 く 。） 及 び 執 行 役 の 責 任 の 免 除 に 限 る 。） に つ い て の 取 締

役の 同意を得る場合及び当該責任の免除に関する議案を取締役会に提出する場

合に ついて準用する。この場合において、同条第３項中「取締役（これらの会

社に 最終完全親会社等がある場合において、第１項の規定により免除しようと

する 責任が特定責任であるときにあっては、当該会社及び当該最終完全親会社

等の取締役）」とあるのは、「取締役」と読み替えるものとする。

３ 第１項の規定による定款の定めに基づいて役員等の責任を免除する旨の同意

（取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議）を行ったときは、取締役は、
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遅滞 なく、前条第２項各号に掲げる事項及び責任を免除することに異議がある

場合 には一定の期間内に当該異議を述べるべき旨を公告し、又は株主に通知し

なければならない。ただし、当該期間は、１箇月を下ることができない。

４ 公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「公

告し、又は株主に通知し」とあるのは、「株主に通知し」とする。

５ 株式会社に最終完全親会社等がある場合において、第３項の規定による公告

又 は 通 知 （ 特 定 責 任 の 免 除 に 係 る も の に 限 る 。） が さ れ た と き は 、 当 該 最 終 完

全親 会社等の取締役は、遅滞なく、前条第２項各号に掲げる事項及び責任を免

除す ることに異議がある場合には一定の期間内に当該異議を述べるべき旨を公

告し 、又は株主に通知しなければならない。ただし、当該期間は、１箇月を下

ることができない。

６ 公開会社でない最終完全親会社等における前項の規定の適用については、同

項中「公告し、又は株主に通知し」とあるのは、「株主に通知し」とする。

７ 総 株 主 （ 第 ３ 項 の 責 任 を 負 う 役 員 等 で あ る も の を 除 く 。） の議 決 権 の １ ０ ０

分の ３（これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合）以上の

議決 権を有する株主が同項の期間内に同項の異議を述べたとき（株式会社に最

終完 全親会社等がある場合において、第１項の規定による定款の定めに基づき

免除 しようとする責任が特定責任であるときにあっては、当該株式会社の総株

主 （ 第 ３ 項 の 責 任 を 負 う 役 員 等 で あ る も の を 除 く 。） の 議 決 権 の １ ０ ０ 分 の ３

（こ れを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合）以上の議決権

を有 する株主又は当該最終完全親会社等の総株主（第３項の責任を負う役員等

で あ る も の を 除 く 。） の 議 決 権 の １ ０ ０ 分 の ３ （ こ れ を 下 回 る 割 合 を 定 款 で 定

めた 場合にあっては、その割合）以上の議決権を有する株主が第３項又は第５

項の 期間内に当該各項の異議を述べたとき）は、株式会社は、第１項の規定に

よる定款の定めに基づく免除をしてはならない。

８ 前条第４項及び第５項の規定は、第１項の規定による定款の定めに基づき責

任を免除した場合について準用する。

（責任限定契約）

第４２７条 第４２４条の規定にかかわらず、株式会社は、取締役（業務執行取締役等で

あ る も の を 除 く 。）、 会 計 参 与 、 監 査 役 又 は 会 計 監 査 人 （ 以 下 こ の 条 及 び 第 ９

１ １ 条 第 ３ 項 第 ２ ５ 号 に お い て 「 非 業 務 執 行 取 締 役 等 」 と い う 。） の 第 ４ ２ ３

条第 １項の責任について、当該非業務執行取締役等が職務を行うにつき善意で

かつ 重大な過失がないときは、定款で定めた額の範囲内であらかじめ株式会社

が定 めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業

務執行取締役等と締結することができる旨を定款で定めることができる。

２ 前項の契約を締結した非業務執行取締役等が当該株式会社の業務執行取締役

等に就任したときは、当該契約は、将来に向かってその効力を失う。

３ 第４２５条第３項の規定は、定款を変更して第１項の規定による定款の定め

（ 同 項 に 規 定 す る 取 締 役 （ 監 査 等 委 員 又 は 監 査 委 員 で あ る も の を 除 く 。） と 契
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約 を 締 結 す る こ と が で き る 旨 の 定 め に 限 る 。） を 設 け る 議 案 を 株 主 総 会 に 提 出

する 場合について準用する。この場合において、同条第３項中「取締役（これ

らの 会社に最終完全親会社等がある場合において、第１項の規定により免除し

よう とする責任が特定責任であるときにあっては、当該会社及び当該最終完全

親会社等の取締役）」とあるのは、「取締役」と読み替えるものとする。

４ 第１項の契約を締結した株式会社が、当該契約の相手方である非業務執行取

締役 等が任務を怠ったことにより損害を受けたことを知ったときは、その後最

初に 招集される株主総会（当該株式会社に最終完全親会社等がある場合におい

て、 当該損害が特定責任に係るものであるときにあっては、当該株式会社及び

当該 最終完全親会社等の株主総会）において次に掲げる事項を開示しなければ

ならない。

一 第４２５条第２項第１号及び第２号に掲げる事項

二 当該契約の内容及び当該契約を締結した理由

三 第４２３条第１項の損害のうち、当該非業務執行取締役等が賠償する責任

を負わないとされた額

５ 第４２５条第４項及び第５項の規定は、非業務執行取締役等が第１項の契約

によ って同項に規定する限度を超える部分について損害を賠償する責任を負わ

ないとされた場合について準用する。

（取締役が自己のためにした取引に関する特則）

第４２８条 第３５６条第１項第２号（第４１９条第２項において準用する場合を含む。）

の 取 引 （ 自 己 の た め に し た 取 引 に 限 る 。） を し た 取 締 役 又 は 執 行 役 の 第 ４ ２ ３

条第 １項の責任は、任務を怠ったことが当該取締役又は執行役の責めに帰する

ことができない事由によるものであることをもって免れることができない。

２ 前３条の規定は、前項の責任については、適用しない。

（役員等の第三者に対する損害賠償責任）

第４２９条 役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該

役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

２ 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様と

する 。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったこと

を証明したときは、この限りでない。

一 取締役及び執行役 次に掲げる行為

イ 株式、新株予約権、社債若しくは新株予約権付社債を引き受ける者の募

集をする際に 通知しなければならない重要な事項についての虚偽の通知又

は当該募集の ための当該株式会社の事業その他の事項に関する説明に用い

た資料についての虚偽の記載若しくは記録

ロ 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書並びに臨時計算書類に

記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

ハ 虚偽の登記
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ニ 虚偽の公告（第４４０条第３項に規定する措置を含む。）

二 会計参与 計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに会計参与報

告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

三 監査役、監査等委員及び監査委員 監査報告に記載し、又は記録すべき重

要な事項についての虚偽の記載又は記録

四 会計監査人 会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項について

の虚偽の記載又は記録

（役員等の連帯責任）

第４３０条 役員等が株式会社又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合におい

て、 他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯

債務者とする。

第５章 計算等

第１節 会計の原則

第４３１条 株式会社の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うもの

とする。

第２節 会計帳簿等

第１款 会計帳簿

（会計帳簿の作成及び保存）

第４３２条 株式会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作

成しなければならない。

２ 株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から１０年間、その会計帳簿及びその事業

に関する重要な資料を保存しなければならない。

（会計帳簿の閲覧等の請求）

第４３３条 総株主（株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権

を 行 使 す る こ と が で き な い 株 主 を 除 く 。） の 議 決 権 の １ ０ ０ 分 の ３ （ こ れ を 下

回る 割合を定款で定めた場合にあっては、その割合）以上の議決権を有する株

主 又 は 発 行 済 株 式 （ 自 己 株 式 を 除 く 。） の １ ０ ０ 分 の ３ （ こ れ を 下 回 る 割 合 を

定款 で定めた場合にあっては、その割合）以上の数の株式を有する株主は、株

式会 社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この

場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当

該書面の閲覧又は謄写の請求
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二 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているとき

は 、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示し

たものの閲覧又は謄写の請求

２ 前項の請求があったときは、株式会社は、次のいずれかに該当すると認めら

れる場合を除き、これを拒むことができない。

一 当 該 請 求 を 行 う 株 主 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 請 求 者 」 と い う 。） が そ の 権

利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。

二 請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、株主の共同の利益を害する目

的で請求を行ったとき。

三 請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又は

これに従事するものであるとき。

四 請求者が会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写によって知り得た

事実を利益を得て第三者に通報するため請求したとき。

五 請求者が、過去２年以内において、会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧

又 は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるも

のであるとき。

３ 株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判

所の 許可を得て、会計帳簿又はこれに関する資料について第１項各号に掲げる

請求 をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにし

てしなければならない。

４ 前項の親会社社員について第２項各号のいずれかに規定する事由があるとき

は、裁判所は、前項の許可をすることができない。

（会計帳簿の提出命令）

第４３４条 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部

又は一部の提出を命ずることができる。

第２款 計算書類等

（計算書類等の作成及び保存）

第４３５条 株式会社は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対

照表を作成しなければならない。

２ 株式会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類（貸

借対 照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要

か つ 適 当 な も の と し て 法 務 省 令 で 定 め る も の を い う 。 以 下 こ の 章 に お い て 同

じ。）及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。

３ 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもって作

成することができる。

４ 株式会社は、計算書類を作成した時から１０年間、当該計算書類及びその附
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属明細書を保存しなければならない。

（計算書類等の監査等）

第４３６条 監査役設置会社（監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定

款 の 定 め が あ る 株 式 会 社 を 含 み 、 会 計 監 査 人 設 置 会 社 を 除 く 。） に お い て は 、

前条 第２項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、法務省令で

定めるところにより、監査役の監査を受けなければならない。

２ 会計監査人設置会社においては、次の各号に掲げるものは、法務省令で定め

るところにより、当該各号に定める者の監査を受けなければならない。

一 前条第２項の計算書類及びその附属明細書 監査役（監査等委員会設置会

社 にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会）

及び会計監査人

二 前条第２項の事業報告及びその附属明細書 監査役（監査等委員会設置会

社 にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会）

３ 取締役会設置会社においては、前条第２項の計算書類及び事業報告並びにこ

れら の附属明細書（第１項又は前項の規定の適用がある場合にあっては、第１

項又は前項の監査を受けたもの）は、取締役会の承認を受けなければならない。

（計算書類等の株主への提供）

第４３７条 取締役会設置会社においては、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際し

て、 法務省令で定めるところにより、株主に対し、前条第３項の承認を受けた

計算 書類及び事業報告（同条第１項又は第２項の規定の適用がある場合にあっ

ては、監査報告又は会計監査報告を含む。）を提供しなければならない。

（計算書類等の定時株主総会への提出等）

第４３８条 次の各号に掲げる株式会社においては、取締役は、当該各号に定める計算書

類及び事業報告を定時株主総会に提出し、又は提供しなければならない。

一 第４３６条第１項に規定する監査役設置会社（取締役会設置会社を除く。）

第４３６条第１項の監査を受けた計算書類及び事業報告

二 会 計 監 査 人 設 置 会 社 （ 取 締 役 会 設 置 会 社 を 除 く 。） 第 ４ ３ ６ 条 第 ２ 項 の

監査を受けた計算書類及び事業報告

三 取締役会設置会社 第４３６条第３項の承認を受けた計算書類及び事業報

告

四 前３号に掲げるもの以外の株式会社 第４３５条第２項の計算書類及び事

業報告

２ 前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、定時株主総会の承

認を受けなければならない。

３ 取締役は、第１項の規定により提出され、又は提供された事業報告の内容を

定時株主総会に報告しなければならない。
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（会計監査人設置会社の特則）

第４３９条 会計監査人設置会社については、第４３６条第３項の承認を受けた計算書類

が法 令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているも

のと して法務省令で定める要件に該当する場合には、前条第２項の規定は、適

用し ない。この場合においては、取締役は、当該計算書類の内容を定時株主総

会に報告しなければならない。

（計算書類の公告）

第４４０条 株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞な

く、 貸借対照表（大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書）を公告しな

ければならない。

２ 前項の規定にかかわらず、その公告方法が第９３９条第１項第１号又は第２

号に 掲げる方法である株式会社は、前項に規定する貸借対照表の要旨を公告す

ることで足りる。

３ 前項の株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後

遅滞 なく、第１項に規定する貸借対照表の内容である情報を、定時株主総会の

終結 の日後５年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数

の者 が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場

合においては、前２項の規定は、適用しない。

４ 金融商品取引法第２４条第１項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣

に提出しなければならない株式会社については、前３項の規定は、適用しない。

（臨時計算書類）

第４４１条 株式会社は、最終事業年度の直後の事業年度に属する一定の日（以下この項

に お い て 「 臨 時 決 算 日 」 と い う 。） に お け る 当 該 株 式 会 社 の 財 産 の 状 況 を 把 握

する ため、法務省令で定めるところにより、次に掲げるもの（以下「臨時計算

書類」という。）を作成することができる。

一 臨時決算日における貸借対照表

二 臨時決算日の属する事業年度の初日から臨時決算日までの期間に係る損益

計算書

２ 第４３６条第１項に規定する監査役設置会社又は会計監査人設置会社におい

ては 、臨時計算書類は、法務省令で定めるところにより、監査役又は会計監査

人（ 監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会及び会計監査人、指名委員

会等 設置会社にあっては監査委員会及び会計監査人）の監査を受けなければな

らない。

３ 取締役会設置会社においては、臨時計算書類（前項の規定の適用がある場合

にあ っては、同項の監査を受けたもの）は、取締役会の承認を受けなければな

らない。

４ 次の各号に掲げる株式会社においては、当該各号に定める臨時計算書類は、

株主 総会の承認を受けなければならない。ただし、臨時計算書類が法令及び定
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款に 従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務

省令で定める要件に該当する場合は、この限りでない。

一 第４３６条第１項に規定する監査役設置会社又は会計監査人設置会社（い

ずれも取締役会設置会社を除く。） 第２項の監査を受けた臨時計算書類

二 取締役会設置会社 前項の承認を受けた臨時計算書類

三 前２号に掲げるもの以外の株式会社 第１項の臨時計算書類

（計算書類等の備置き及び閲覧等）

第４４２条 株式会社は、次の各号に掲げるもの（以下この条において「計算書類等」と

い う 。） を 、 当 該 各 号 に 定 め る 期 間 、 そ の 本 店 に 備 え 置 か な け れ ば な ら な い 。

一 各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書（第４

３ ６条第１項又は第２項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は

会 計 監 査 報 告 を 含 む 。） 定 時 株 主 総 会 の 日 の １ 週 間 （ 取 締 役 会 設 置 会 社 に

あ っては、２週間）前の日（第３１９条第１項の場合にあっては、同項の提

案があった日）から５年間

二 臨時計算書類（前条第２項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告

又は会計監査報告を含む。） 臨時計算書類を作成した日から５年間

２ 株式会社は、次の各号に掲げる計算書類等の写しを、当該各号に定める期間、

その 支店に備え置かなければならない。ただし、計算書類等が電磁的記録で作

成さ れている場合であって、支店における次項第３号及び第４号に掲げる請求

に応 じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとってい

るときは、この限りでない。

一 前項第１号に掲げる計算書類等 定時株主総会の日の１週間（取締役会設

置 会社にあっては、２週間）前の日（第３１９条第１項の場合にあっては、

同項の提案があった日）から３年間

二 前項第２号に掲げる計算書類等 同号の臨時計算書類を作成した日から３

年間

３ 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求を

する ことができる。ただし、第２号又は第４号に掲げる請求をするには、当該

株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

一 計算書類等が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面

の写しの閲覧の請求

二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 計算書類等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録

に 記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定め

た ものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

４ 株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判

所の 許可を得て、当該株式会社の計算書類等について前項各号に掲げる請求を

する ことができる。ただし、同項第２号又は第４号に掲げる請求をするには、
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当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

（計算書類等の提出命令）

第４４３条 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類及びそ

の附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。

第３款 連結計算書類

第４４４条 会計監査人設置会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る

連結 計算書類（当該会計監査人設置会社及びその子会社から成る企業集団の財

産及 び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるも

のをいう。以下同じ。）を作成することができる。

２ 連結計算書類は、電磁的記録をもって作成することができる。

３ 事業年度の末日において大会社であって金融商品取引法第２４条第１項の規

定に より有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものは、当

該事業年度に係る連結計算書類を作成しなければならない。

４ 連結計算書類は、法務省令で定めるところにより、監査役（監査等委員会設

置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会）

及び会計監査人の監査を受けなければならない。

５ 会計監査人設置会社が取締役会設置会社である場合には、前項の監査を受け

た連結計算書類は、取締役会の承認を受けなければならない。

６ 会計監査人設置会社が取締役会設置会社である場合には、取締役は、定時株

主総 会の招集の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、

前項の承認を受けた連結計算書類を提供しなければならない。

７ 次の各号に掲げる会計監査人設置会社においては、取締役は、当該各号に定

める 連結計算書類を定時株主総会に提出し、又は提供しなければならない。こ

の場 合においては、当該各号に定める連結計算書類の内容及び第４項の監査の

結果を定時株主総会に報告しなければならない。

一 取締役会設置会社である会計監査人設置会社 第５項の承認を受けた連結

計算書類

二 前号に掲げるもの以外の会計監査人設置会社 第４項の監査を受けた連結

計算書類

第３節 資本金の額等

第１款 総則

（資本金の額及び準備金の額）

第４４５条 株式会社の資本金の額は、この法律に別段の定めがある場合を除き、設立又
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は株 式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付を

した財産の額とする。

２ 前項の払込み又は給付に係る額の２分の１を超えない額は、資本金として計

上しないことができる。

３ 前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金とし

て計上しなければならない。

４ 剰余金の配当をする場合には、株式会社は、法務省令で定めるところにより、

当該 剰余金の配当により減少する剰余金の額に１０分の１を乗じて得た額を資

本 準 備 金 又 は 利 益 準 備 金 （ 以 下 「 準 備 金 」 と 総 称 す る 。） と し て 計 上 し な け れ

ばならない。

５ 合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転に際して資本金又は準備

金として計上すべき額については、法務省令で定める。

（剰余金の額）

第４４６条 株式会社の剰余金の額は、第１号から第４号までに掲げる額の合計額から第

５号から第７号までに掲げる額の合計額を減じて得た額とする。

一 最終事業年度の末日におけるイ及びロに掲げる額の合計額からハからホまで

に掲げる額の合計額を減じて得た額

イ 資産の額

ロ 自己株式の帳簿価額の合計額

ハ 負債の額

ニ 資本金及び準備金の額の合計額

ホ ハ及びニに掲げるもののほか、法務省令で定める各勘定科目に計上した額

の合計額

二 最終事業年度の末日後に自己株式の処分をした場合における当該自己株式の

対価の額から当該自己株式の帳簿価額を控除して得た額

三 最 終 事 業 年 度 の 末 日 後 に 資 本 金 の 額 の 減 少 を し た 場 合 に お け る 当 該 減 少 額

（次条第１項第２号の額を除く。）

四 最 終 事 業 年 度 の 末 日 後 に 準 備 金 の 額 の 減 少 を し た 場 合 に お け る 当 該 減 少 額

（第４４８条第１項第２号の額を除く。）

五 最終事業年度の末日後に第１７８条第１項の規定により自己株式の消却をし

た場合における当該自己株式の帳簿価額

六 最終事業年度の末日後に剰余金の配当をした場合における次に掲げる額の合

計額

イ 第４５４条第１項第１号の配当財産の帳簿価額の総額（同条第４項第１号

に 規定する金銭分配請求権を行使した株主に割り当てた当該配当財産の帳簿

価額を除く。）

ロ 第４５４条第４項第１号に規定する金銭分配請求権を行使した株主に交付

した金銭の額の合計額

ハ 第４５６条に規定する基準未満株式の株主に支払った金銭の額の合計額
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七 前２号に掲げるもののほか、法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合

計額

第２款 資本金の額の減少等

第１目 資本金の額の減少等

（資本金の額の減少）

第４４７条 株式会社は、資本金の額を減少することができる。この場合においては、株

主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 減少する資本金の額

二 減少する資本金の額の全部又は一部を準備金とするときは、その旨及び準

備金とする額

三 資本金の額の減少がその効力を生ずる日

２ 前項第１号の額は、同項第３号の日における資本金の額を超えてはならない。

３ 株式会社が株式の発行と同時に資本金の額を減少する場合において、当該資

本金 の額の減少の効力が生ずる日後の資本金の額が当該日前の資本金の額を下

回ら ないときにおける第１項の規定の適用については、同項中「株主総会の決

議 」 と あ る の は 、「 取 締 役 の 決 定 （ 取 締 役 会 設 置 会 社 に あ っ て は 、 取 締 役 会 の

決議）」とする。

（準備金の額の減少）

第４４８条 株式会社は、準備金の額を減少することができる。この場合においては、株

主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 減少する準備金の額

二 減少する準備金の額の全部又は一部を資本金とするときは、その旨及び資

本金とする額

三 準備金の額の減少がその効力を生ずる日

２ 前項第１号の額は、同項第３号の日における準備金の額を超えてはならない。

３ 株式会社が株式の発行と同時に準備金の額を減少する場合において、当該準

備金 の額の減少の効力が生ずる日後の準備金の額が当該日前の準備金の額を下

回ら ないときにおける第１項の規定の適用については、同項中「株主総会の決

議 」 と あ る の は 、「 取 締 役 の 決 定 （ 取 締 役 会 設 置 会 社 に あ っ て は 、 取 締 役 会 の

決議）」とする。

（債権者の異議）

第 ４ ４ ９ 条 株 式 会 社 が 資 本 金 又 は 準 備 金 （以 下 こ の 条 に おい て 「 資 本 金 等」 と い う 。）

の額を減少する場合（減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。）

には 、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の減少に

つい て異議を述べることができる。ただし、準備金の額のみを減少する場合で



- 200/422 -

powered by インターネット六法 .com

あって、次のいずれにも該当するときは、この限りでない。

一 定時株主総会において前条第１項各号に掲げる事項を定めること。

二 前条第１項第１号の額が前号の定時株主総会の日（第４３９条前段に規定

す る場合にあっては、第４３６条第３項の承認があった日）における欠損の

額として法務省令で定める方法により算定される額を超えないこと。

２ 前項の規定により株式会社の債権者が異議を述べることができる場合には、

当該 株式会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者に

は、 各別にこれを催告しなければならない。ただし、第３号の期間は、１箇月

を下ることができない。

一 当該資本金等の額の減少の内容

二 当該株式会社の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの

三 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

３ 前項の規定にかかわらず、株式会社が同項の規定による公告を、官報のほか、

第９ ３９条第１項の規定による定款の定めに従い、同項第２号又は第３号に掲

げる 公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを

要しない。

４ 債権者が第２項第３号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、

当該資本金等の額の減少について承認をしたものとみなす。

５ 債権者が第２項第３号の期間内に異議を述べたときは、株式会社は、当該債

権者 に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を

受け させることを目的として信託会社等（信託会社及び信託業務を営む金融機

関（ 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（昭和１８年法律第４３号）第

１ 条 第 １ 項 の 認 可 を 受 け た 金 融 機 関 を い う 。） を い う 。 以 下 同 じ 。） に 相 当 の

財産 を信託しなければならない。ただし、当該資本金等の額の減少をしても当

該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

６ 次の各号に掲げるものは、当該各号に定める日にその効力を生ずる。ただし、

第２ 項から前項までの規定による手続が終了していないときは、この限りでな

い。

一 資本金の額の減少 第４４７条第１項第３号の日

二 準備金の額の減少 前条第１項第３号の日

７ 株式会社は、前項各号に定める日前は、いつでも当該日を変更することがで

きる。

第２目 資本金の額の増加等

（資本金の額の増加）

第４５０条 株式会社は、剰余金の額を減少して、資本金の額を増加することができる。

この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 減少する剰余金の額
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二 資本金の額の増加がその効力を生ずる日

２ 前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。

３ 第１項第１号の額は、同項第２号の日における剰余金の額を超えてはならな

い。

（準備金の額の増加）

第４５１条 株式会社は、剰余金の額を減少して、準備金の額を増加することができる。

この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 減少する剰余金の額

二 準備金の額の増加がその効力を生ずる日

２ 前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。

３ 第１項第１号の額は、同項第２号の日における剰余金の額を超えてはならな

い。

第３目 剰余金についてのその他の処分

第４５２条 株式会社は、株主総会の決議によって、損失の処理、任意積立金の積立てそ

の他 の剰余金の処分（前目に定めるもの及び剰余金の配当その他株式会社の財

産 を 処 分 す る も の を 除 く 。） を す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て は 、 当 該

剰余金の処分の額その他の法務省令で定める事項を定めなければならない。

第４節 剰余金の配当

（株主に対する剰余金の配当）

第 ４ ５ ３ 条 株 式 会 社 は 、 そ の 株 主 （ 当 該 株 式会 社 を 除 く 。） に対 し 、 剰 余 金 の配 当 を す

ることができる。

（剰余金の配当に関する事項の決定）

第４５４条 株式会社は、前条の規定による剰余金の配当をしようとするときは、その都

度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 配当財産の種類（当該株式会社の株式等を除く。）及び帳簿価額の総額

二 株主に対する配当財産の割当てに関する事項

三 当該剰余金の配当がその効力を生ずる日

２ 前項に規定する場合において、剰余金の配当について内容の異なる２以上の

種類の株式を発行しているときは、株式会社は、当該種類の株式の内容に応じ、

同項第２号に掲げる事項として、次に掲げる事項を定めることができる。

一 ある種類の株式の株主に対して配当財産の割当てをしないこととするとき

は、その旨及び当該株式の種類
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二 前号に掲げる事項のほか、配当財産の割当てについて株式の種類ごとに異

なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容

３ 第１項第２号に掲げる事項についての定めは、株主（当該株式会社及び前項

第 １ 号 の 種 類 の 株 式 の 株 主 を 除 く 。） の 有 す る 株 式 の 数 （ 前 項 第 ２ 号 に 掲 げ る

事項 についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数）に応じて配当

財産を割り当てることを内容とするものでなければならない。

４ 配当財産が金銭以外の財産であるときは、株式会社は、株主総会の決議によ

って、次に掲げる事項を定めることができる。ただし、第１号の期間の末日は、

第１項第３号の日以前の日でなければならない。

一 株主に対して金銭分配請求権（当該配当財産に代えて金銭を交付すること

を 株 式 会 社 に 対 し て 請 求 す る 権 利 を い う 。 以 下 こ の 章 に お い て 同 じ 。） を 与

えるときは、その旨及び金銭分配請求権を行使することができる期間

二 一定の数未満の数の株式を有する株主に対して配当財産の割当てをしない

こととするときは、その旨及びその数

５ 取締役会設置会社は、１事業年度の途中において１回に限り取締役会の決議

によ って剰余金の配当（配当財産が金銭であるものに限る。以下この項におい

て「中間配当」という。）をすることができる旨を定款で定めることができる。

この 場合における中間配当についての第１項の規定の適用については、同項中

「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。

（金銭分配請求権の行使）

第４５５条 前条第４項第１号に規定する場合には、株式会社は、同号の期間の末日の２

０日前までに、株主に対し、同号に掲げる事項を通知しなければならない。

２ 株式会社は、金銭分配請求権を行使した株主に対し、当該株主が割当てを受

けた 配当財産に代えて、当該配当財産の価額に相当する金銭を支払わなければ

なら ない。この場合においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各

号に定める額をもって当該配当財産の価額とする。

一 当該配当財産が市場価格のある財産である場合 当該配当財産の市場価格

として法務省令で定める方法により算定される額

二 前号に掲げる場合以外の場合 株式会社の申立てにより裁判所が定める額

（基準株式数を定めた場合の処理）

第４５６条 第４５４条第４項第２号の数（以下この条において「基準株式数」という。）

を定 めた場合には、株式会社は、基準株式数に満たない数の株式（以下この条

に お い て 「 基 準 未 満 株 式 」 と い う 。） を 有 す る 株 主 に 対 し 、 前 条 第 ２ 項 後 段 の

規定 の例により基準株式数の株式を有する株主が割当てを受けた配当財産の価

額と して定めた額に当該基準未満株式の数の基準株式数に対する割合を乗じて

得た額に相当する金銭を支払わなければならない。

（配当財産の交付の方法等）
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第４５７条 配当財産（第４５５条第２項の規定により支払う金銭及び前条の規定により

支 払 う 金 銭 を 含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。） は 、 株 主 名 簿 に 記 載 し 、 又 は

記 録 し た 株 主 （ 登 録 株 式 質 権 者 を 含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。） の 住 所 又

は 株 主 が 株 式 会 社 に 通 知 し た 場 所 （ 第 ３ 項 に お い て 「 住 所 等 」 と い う 。） に お

いて、これを交付しなければならない。

２ 前項の規定による配当財産の交付に要する費用は、株式会社の負担とする。

ただ し、株主の責めに帰すべき事由によってその費用が増加したときは、その

増加額は、株主の負担とする。

３ 前２項の規定は、日本に住所等を有しない株主に対する配当財産の交付につ

いては、適用しない。

（適用除外）

第４５８条 第４５３条から前条までの規定は、株式会社の純資産額が３００万円を下回

る場合には、適用しない。

第５節 剰余金の配当等を決定する機関の特則

（剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め）

第４５９条 会計監査人設置会社（取締役（監査等委員会設置会社にあっては、監査等委

員で ある取締役以外の取締役）の任期の末日が選任後１年以内に終了する事業

年度 のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の日後の日であるもの及び

監 査 役 設 置 会 社 で あ っ て 監 査 役 会 設 置 会 社 で な い も の を 除 く 。） は 、 次 に 掲 げ

る事 項を取締役会（第２号に掲げる事項については第４３６条第３項の取締役

会に限る。）が定めることができる旨を定款で定めることができる。

一 第１６０条第１項の規定による決定をする場合以外の場合における第１５

６条第１項各号に掲げる事項

二 第４４９条第１項第２号に該当する場合における第４４８条第１項第１号

及び第３号に掲げる事項

三 第４５２条後段の事項

四 第４５４条第１項各号及び同条第４項各号に掲げる事項。ただし、配当財

産 が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して金銭分配請求権を与えない

こととする場合を除く。

２ 前項の規定による定款の定めは、最終事業年度に係る計算書類が法令及び定

款に 従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務

省令で定める要件に該当する場合に限り、その効力を有する。

３ 第１項の規定による定款の定めがある場合における第４４９条第１項第１号

の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 号 中 「 定 時 株 主 総 会 」 と あ る の は 、「 定 時 株 主 総

会又は第４３６条第３項の取締役会」とする。



- 204/422 -

powered by インターネット六法 .com

（株主の権利の制限）

第４６０条 前条第１項の規定による定款の定めがある場合には、株式会社は、同項各号

に掲 げる事項を株主総会の決議によっては定めない旨を定款で定めることがで

きる。

２ 前項の規定による定款の定めは、最終事業年度に係る計算書類が法令及び定

款に 従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務

省令で定める要件に該当する場合に限り、その効力を有する。

第６節 剰余金の配当等に関する責任

（配当等の制限）

第４６１条 次に掲げる行為により株主に対して交付する金銭等（当該株式会社の株式を

除 く 。 以 下 こ の 節 に お い て 同 じ 。） の 帳 簿 価 額 の 総 額 は 、 当 該 行 為 が そ の 効 力

を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。

一 第１３８条第１号ハ又は第２号ハの請求に応じて行う当該株式会社の株式

の買取り

二 第 １ ５ ６ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 決 定 に 基 づ く 当 該 株 式 会 社 の 株 式 の 取 得

（ 第１６３条に規定する場合又は第１６５条第１項に規定する場合における

当該株式会社による株式の取得に限る。）

三 第１５７条第１項の規定による決定に基づく当該株式会社の株式の取得

四 第１７３条第１項の規定による当該株式会社の株式の取得

五 第１７６条第１項の規定による請求に基づく当該株式会社の株式の買取り

六 第１９７条第３項の規定による当該株式会社の株式の買取り

七 第 ２ ３ ４ 条 第 ４ 項 （ 第 ２ ３ ５ 条 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） の

規定による当該株式会社の株式の買取り

八 剰余金の配当

２ 前項に規定する「分配可能額」とは、第１号及び第２号に掲げる額の合計額

から 第３号から第６号までに掲げる額の合計額を減じて得た額をいう（以下こ

の節において同じ。）。

一 剰余金の額

二 臨時計算書類につき第４４１条第４項の承認（同項ただし書に規定する場

合にあっては、同条第３項の承認）を受けた場合における次に掲げる額

イ 第４４１条第１項第２号の期間の利益の額として法務省令で定める各勘

定科目に計上した額の合計額

ロ 第４４１条第１項第２号の期間内に自己株式を処分した場合における当

該自己株式の対価の額

三 自己株式の帳簿価額

四 最終事業年度の末日後に自己株式を処分した場合における当該自己株式の

対価の額
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五 第２号に規定する場合における第４４１条第１項第２号の期間の損失の額

として法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額

六 前３号に掲げるもののほか、法務省令で定める各勘定科目に計上した額の

合計額

（剰余金の配当等に関する責任）

第４６２条 前条第１項の規定に違反して株式会社が同項各号に掲げる行為をした場合に

は、 当該行為により金銭等の交付を受けた者並びに当該行為に関する職務を行

った業務執行者（業務執行取締役（指名委員会等設置会社にあっては、執行役。

以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。） そ の 他 当 該 業 務 執 行 取 締 役 の 行 う 業 務 の 執 行 に 職

務 上 関 与 し た 者 と し て 法 務 省 令 で 定 め る も の を い う 。 以 下 こ の 節 に お い て 同

じ 。） 及 び 当 該 行 為 が 次 の 各 号 に 掲 げ る も の で あ る 場 合 に お け る 当 該 各 号 に 定

める 者は、当該株式会社に対し、連帯して、当該金銭等の交付を受けた者が交

付を受けた金銭等の帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負う。

一 前条第１項第２号に掲げる行為 次に掲げる者

イ 第１５６条第１項の規定による決定に係る株主総会の決議があった場合

（当該決議に よって定められた同項第２号の金銭等の総額が当該決議の日

に お け る 分 配 可 能 額 を 超 え る 場 合 に 限 る 。） に お け る 当 該 株 主 総 会 に 係 る

総会議案提案 取締役（当該株主総会に議案を提案した取締役として法務省

令で定めるものをいう。以下この項において同じ。）

ロ 第１５６条第１項の規定による決定に係る取締役会の決議があった場合

（当該決議に よって定められた同項第２号の金銭等の総額が当該決議の日

に お け る 分 配 可 能 額 を 超 え る 場 合 に 限 る 。） に お け る 当 該 取 締 役 会 に 係 る

取締役会議案 提案取締役（当該取締役会に議案を提案した取締役（指名委

員会等設置会 社にあっては、取締役又は執行役）として法務省令で定める

ものをいう。以下この項において同じ。）

二 前条第１項第３号に掲げる行為 次に掲げる者

イ 第１５７条第１項の規定による決定に係る株主総会の決議があった場合

（当該決議に よって定められた同項第３号の総額が当該決議の日における

分 配 可 能 額 を 超 え る 場 合 に 限 る 。） に お け る 当 該 株 主 総 会 に 係 る 総 会 議 案

提案取締役

ロ 第１５７条第１項の規定による決定に係る取締役会の決議があった場合

（当該決議に よって定められた同項第３号の総額が当該決議の日における

分 配 可 能 額 を 超 え る 場 合 に 限 る 。） に お け る 当 該 取 締 役 会 に 係 る 取 締 役 会

議案提案取締役

三 前条第１項第４号に掲げる行為 第１７１条第１項の株主総会（当該株主

総 会の決議によって定められた同項第１号に規定する取得対価の総額が当該

決 議 の 日 に お け る 分 配 可 能 額 を 超 え る 場 合 に お け る 当 該 株 主 総 会 に 限 る 。）

に係る総会議案提案取締役

四 前条第１項第６号に掲げる行為 次に掲げる者



- 206/422 -

powered by インターネット六法 .com

イ 第１９７条第３項後段の規定による決定に係る株主総会の決議があった

場合（当該決 議によって定められた同項第２号の総額が当該決議の日にお

け る 分 配 可 能 額 を 超 え る 場 合 に 限 る 。） に お け る 当 該 株 主 総 会 に 係 る 総 会

議案提案取締役

ロ 第１９７条第３項後段の規定による決定に係る取締役会の決議があった

場合（当該決 議によって定められた同項第２号の総額が当該決議の日にお

け る 分 配 可 能 額 を 超 え る 場 合 に 限 る 。） に お け る 当 該 取 締 役 会 に 係 る 取 締

役会議案提案取締役

五 前条第１項第７号に掲げる行為 次に掲げる者

イ 第 ２ ３ ４ 条 第 ４ 項 後 段 （ 第 ２ ３ ５ 条 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む 。） の 規 定 に よ る 決 定 に 係 る 株 主 総 会 の 決 議 が あ っ た 場 合 （ 当 該 決 議 に

よって定めら れた第２３４条第４項第２号（第２３５条第２項において準

用 す る 場 合 を 含 む 。） の 総 額 が 当 該 決 議 の 日 に お け る 分 配 可 能 額 を 超 え る

場合に限る。）における当該株主総会に係る総会議案提案取締役

ロ 第 ２ ３ ４ 条 第 ４ 項 後 段 （ 第 ２ ３ ５ 条 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む 。） の 規 定 に よ る 決 定 に 係 る 取 締 役 会 の 決 議 が あ っ た 場 合 （ 当 該 決 議 に

よって定めら れた第２３４条第４項第２号（第２３５条第２項において準

用 す る 場 合 を 含 む 。） の 総 額 が 当 該 決 議 の 日 に お け る 分 配 可 能 額 を 超 え る

場合に限る。）における当該取締役会に係る取締役会議案提案取締役

六 前条第１項第８号に掲げる行為 次に掲げる者

イ 第４５４条第１項の規定による決定に係る株主総会の決議があった場合

（当該決議に よって定められた配当財産の帳簿価額が当該決議の日におけ

る 分 配 可 能 額 を 超 え る 場 合 に 限 る 。） に お け る 当 該 株 主 総 会 に 係 る 総 会 議

案提案取締役

ロ 第４５４条第１項の規定による決定に係る取締役会の決議があった場合

（当該決議に よって定められた配当財産の帳簿価額が当該決議の日におけ

る 分 配 可 能 額 を 超 え る 場 合 に 限 る 。） に お け る 当 該 取 締 役 会 に 係 る 取 締 役

会議案提案取締役

２ 前項の規定にかかわらず、業務執行者及び同項各号に定める者は、その職務

を行 うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、同項の義務を負わ

ない。

３ 第１項の規定により業務執行者及び同項各号に定める者の負う義務は、免除

する ことができない。ただし、前条第１項各号に掲げる行為の時における分配

可能 額を限度として当該義務を免除することについて総株主の同意がある場合

は、この限りでない。

（株主に対する求償権の制限等）

第４６３条 前条第１項に規定する場合において、株式会社が第４６１条第１項各号に掲

げる 行為により株主に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額が当該行為がそ

の効 力を生じた日における分配可能額を超えることにつき善意の株主は、当該
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株主 が交付を受けた金銭等について、前条第１項の金銭を支払った業務執行者

及び同項各号に定める者からの求償の請求に応ずる義務を負わない。

２ 前条第１項に規定する場合には、株式会社の債権者は、同項の規定により義

務を 負う株主に対し、その交付を受けた金銭等の帳簿価額（当該額が当該債権

者の 株式会社に対して有する債権額を超える場合にあっては、当該債権額）に

相当する金銭を支払わせることができる。

（買取請求に応じて株式を取得した場合の責任）

第４６４条 株式会社が第１１６条第１項又は第１８２条の４第１項の規定による請求に

応じ て株式を取得する場合において、当該請求をした株主に対して支払った金

銭の 額が当該支払の日における分配可能額を超えるときは、当該株式の取得に

関す る職務を行った業務執行者は、株式会社に対し、連帯して、その超過額を

支払 う義務を負う。ただし、その者がその職務を行うについて注意を怠らなか

ったことを証明した場合は、この限りでない。

２ 前項の義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。

（欠損が生じた場合の責任）

第４６５条 株式会社が次の各号に掲げる行為をした場合において、当該行為をした日の

属する事業年度（その事業年度の直前の事業年度が最終事業年度でないときは、

その 事業年度の直前の事業年度）に係る計算書類につき第４３８条第２項の承

認（ 第４３９条前段に規定する場合にあっては、第４３６条第３項の承認）を

受け た時における第４６１条第２項第３号、第４号及び第６号に掲げる額の合

計額 が同項第１号に掲げる額を超えるときは、当該各号に掲げる行為に関する

職務 を行った業務執行者は、当該株式会社に対し、連帯して、その超過額（当

該超過額が当該各号に定める額を超える場合にあっては、当該各号に定める額）

を支 払う義務を負う。ただし、当該業務執行者がその職務を行うについて注意

を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。

一 第１３８条第１号ハ又は第２号ハの請求に応じて行う当該株式会社の株式

の 買取り 当該株式の買取りにより株主に対して交付した金銭等の帳簿価額

の総額

二 第 １ ５ ６ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 決 定 に 基 づ く 当 該 株 式 会 社 の 株 式 の 取 得

（ 第１６３条に規定する場合又は第１６５条第１項に規定する場合における

当 該 株 式 会 社 に よ る 株 式 の 取 得 に 限 る 。） 当 該 株 式 の 取 得 に よ り 株 主 に 対

して交付した金銭等の帳簿価額の総額

三 第１５７条第１項の規定による決定に基づく当該株式会社の株式の取得

当該株式の取得により株主に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額

四 第１６７条第１項の規定による当該株式会社の株式の取得 当該株式の取

得により株主に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額

五 第１７０条第１項の規定による当該株式会社の株式の取得 当該株式の取

得により株主に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額
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六 第１７３条第１項の規定による当該株式会社の株式の取得 当該株式の取

得により株主に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額

七 第１７６条第１項の規定による請求に基づく当該株式会社の株式の買取り

当該株式の買取りにより株主に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額

八 第１９７条第３項の規定による当該株式会社の株式の買取り 当該株式の

買取りにより株主に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額

九 次のイ又はロに掲げる規定による当該株式会社の株式の買取り 当該株式

の 買取りにより当該イ又はロに定める者に対して交付した金銭等の帳簿価額

の総額

イ 第２３４条第４項 同条第１項各号に定める者

ロ 第２３５条第２項において準用する第２３４条第４項 株主

十 剰 余 金 の 配 当 （ 次 の イ か ら ハ ま で に 掲 げ る も の を 除 く 。） 当 該 剰 余 金 の

配当についての第４４６条第６号イからハまでに掲げる額の合計額

イ 定時株主総会（第４３９条前段に規定する場合にあっては、定時株主総

会又は第４３ ６条第３項の取締役会）において第４５４条第１項各号に掲

げる事項を定める場合における剰余金の配当

ロ 第４４７条第１項各号に掲げる事項を定めるための株主総会において第

４５４条第１ 項各号に掲げる事項を定める場合（同項第１号の額（第４５

６条の規定に より基準未満株式の株主に支払う金銭があるときは、その額

を合算した額 ）が第４４７条第１項第１号の額を超えない場合であって、

同 項 第 ２ 号 に 掲 げ る 事 項 に つ い て の 定 め が な い 場 合 に 限 る 。） に お け る 剰

余金の配当

ハ 第４４８条第１項各号に掲げる事項を定めるための株主総会において第

４５４条第１ 項各号に掲げる事項を定める場合（同項第１号の額（第４５

６条の規定に より基準未満株式の株主に支払う金銭があるときは、その額

を合算した額 ）が第４４８条第１項第１号の額を超えない場合であって、

同 項 第 ２ 号 に 掲 げ る 事 項 に つ い て の 定 め が な い 場 合 に 限 る 。） に お け る 剰

余金の配当

２ 前項の義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。

第６章 定款の変更

第４６６条 株式会社は、その成立後、株主総会の決議によって、定款を変更することが

できる。

第７章 事業の譲渡等

（事業譲渡等の承認等）
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第４６７条 株式会社は、次に掲げる行為をする場合には、当該行為がその効力を生ずる

日 （ 以 下 こ の 章 に お い て 「 効 力 発 生 日 」 と い う 。） の 前 日 ま で に 、 株 主 総 会 の

決議によって、当該行為に係る契約の承認を受けなければならない。

一 事業の全部の譲渡

二 事業の重要な一部の譲渡（当該譲渡により譲り渡す資産の帳簿価額が当該

株 式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の５分

の １（これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合）を超え

ないものを除く。）

二の ２ その子会社の株式又は持分の全部又は一部の譲渡（次のいずれにも該

当する場合における譲渡に限る。）

イ 当該譲渡により譲り渡す株式又は持分の帳簿価額が当該株式会社の総資

産額として法 務省令で定める方法により算定される額の５分の１（これを

下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合）を超えるとき。

ロ 当該株式会社が、効力発生日において当該子会社の議決権の総数の過半

数の議決権を有しないとき。

三 他 の 会 社 （ 外 国 会 社 そ の 他 の 法 人 を 含 む 。 次 条 に お い て 同 じ 。） の 事 業 の

全部の譲受け

四 事業の全部の賃貸、事業の全部の経営の委任、他人と事業上の損益の全部

を共通にする契約その他これらに準ずる契約の締結、変更又は解約

五 当該株式会社（第２５条第１項各号に掲げる方法により設立したものに限

る 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。） の 成 立 後 ２ 年 以 内 に お け る そ の 成 立 前 か ら

存 在する財産であってその事業のために継続して使用するものの取得。ただ

し 、イに掲げる額のロに掲げる額に対する割合が５分の１（これを下回る割

合 を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合）を超えない場

合を除く。

イ 当該財産の対価として交付する財産の帳簿価額の合計額

ロ 当該株式会社の純資産額として法務省令で定める方法により算定される

額

２ 前項第３号に掲げる行為をする場合において、当該行為をする株式会社が譲

り受 ける資産に当該株式会社の株式が含まれるときは、取締役は、同項の株主

総会において、当該株式に関する事項を説明しなければならない。

（事業譲渡等の承認を要しない場合）

第４６８条 前条の規定は、同条第１項第１号から第４号までに掲げる行為（以下この章

に お い て 「 事 業 譲 渡 等 」 と い う 。） に 係 る 契 約 の 相 手 方 が 当 該 事 業 譲 渡 等 を す

る株 式会社の特別支配会社（ある株式会社の総株主の議決権の１０分の９（こ

れを 上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合）以

上を 他の会社及び当該他の会社が発行済株式の全部を有する株式会社その他こ

れに 準ずるものとして法務省令で定める法人が有している場合における当該他

の会社をいう。以下同じ。）である場合には、適用しない。
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２ 前条の規定は、同条第１項第３号に掲げる行為をする場合において、第１号

に掲 げる額の第２号に掲げる額に対する割合が５分の１（これを下回る割合を

定款で定めた場合にあっては、その割合）を超えないときは、適用しない。

一 当該他の会社の事業の全部の対価として交付する財産の帳簿価額の合計額

二 当該株式会社の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額

３ 前項に規定する場合において、法務省令で定める数の株式（前条第１項の株

主 総 会 に お い て 議 決 権 を 行 使 す る こ と が で き る も の に 限 る 。） を 有 す る 株 主 が

次条 第３項の規定による通知又は同条第４項の公告の日から２週間以内に前条

第１ 項第３号に掲げる行為に反対する旨を当該行為をする株式会社に対し通知

した ときは、当該株式会社は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によ

って、当該行為に係る契約の承認を受けなければならない。

（反対株主の株式買取請求）

第 ４ ６ ９ 条 事 業 譲 渡 等 を す る 場 合 （ 次 に 掲 げる 場 合 を 除 く 。） には 、 反 対 株 主は 、 事 業

譲渡 等をする株式会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ること

を請求することができる。

一 第４６７条第１項第１号に掲げる行為をする場合において、同項の株主総

会の決議と同時に第４７１条第３号の株主総会の決議がされたとき。

二 前条第２項に規定する場合（同条第３項に規定する場合を除く。）

２ 前項に規定する「反対株主」とは、次の各号に掲げる場合における当該各号

に定める株主をいう。

一 事 業 譲 渡 等 を す る た め に 株 主 総 会 （ 種 類 株 主 総 会 を 含 む 。） の 決 議 を 要 す

る場合 次に掲げる株主

イ 当該株主総会に先立って当該事業譲渡等に反対する旨を当該株式会社に

対し通知し、 かつ、当該株主総会において当該事業譲渡等に反対した株主

（当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。）

ロ 当該株主総会において議決権を行使することができない株主

二 前号に規定する場合以外の場合 全ての株主（前条第１項に規定する場合

における当該特別支配会社を除く。）

３ 事業譲渡等をしようとする株式会社は、効力発生日の２０日前までに、その

株主（前条第１項に規定する場合における当該特別支配会社を除く。）に対し、

事業 譲渡等をする旨（第４６７条第２項に規定する場合にあっては、同条第１

項第 ３号に掲げる行為をする旨及び同条第２項の株式に関する事項）を通知し

なければならない。

４ 次に掲げる場合には、前項の規定による通知は、公告をもってこれに代える

ことができる。

一 事業譲渡等をする株式会社が公開会社である場合

二 事業譲渡等をする株式会社が第４６７条第１項の株主総会の決議によって

事業譲渡等に係る契約の承認を受けた場合

５ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 請 求 （ 以 下 こ の 章 に お い て 「 株 式 買 取 請 求 」 と い う 。）
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は、 効力発生日の２０日前の日から効力発生日の前日までの間に、その株式買

取請 求に係る株式の数（種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ご

との数）を明らかにしてしなければならない。

６ 株券が発行されている株式について株式買取請求をしようとするときは、当

該株 式の株主は、事業譲渡等をする株式会社に対し、当該株式に係る株券を提

出し なければならない。ただし、当該株券について第２２３条の規定による請

求をした者については、この限りでない。

７ 株式買取請求をした株主は、事業譲渡等をする株式会社の承諾を得た場合に

限り、その株式買取請求を撤回することができる。

８ 事業譲渡等を中止したときは、株式買取請求は、その効力を失う。

９ 第１３３条の規定は、株式買取請求に係る株式については、適用しない。

（株式の価格の決定等）

第４７０条 株式買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主と事

業譲 渡等をする株式会社との間に協議が調ったときは、当該株式会社は、効力

発生日から６０日以内にその支払をしなければならない。

２ 株式の価格の決定について、効力発生日から３０日以内に協議が調わないと

きは 、株主又は前項の株式会社は、その期間の満了の日後３０日以内に、裁判

所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。

３ 前条第７項の規定にかかわらず、前項に規定する場合において、効力発生日

から ６０日以内に同項の申立てがないときは、その期間の満了後は、株主は、

いつでも、株式買取請求を撤回することができる。

４ 第１項の株式会社は、裁判所の決定した価格に対する同項の期間の満了の日

後の年６分の利率により算定した利息をも支払わなければならない。

５ 第１項の株式会社は、株式の価格の決定があるまでは、株主に対し、当該株

式会社が公正な価格と認める額を支払うことができる。

６ 株式買取請求に係る株式の買取りは、効力発生日に、その効力を生ずる。

７ 株券発行会社は、株券が発行されている株式について株式買取請求があった

とき は、株券と引換えに、その株式買取請求に係る株式の代金を支払わなけれ

ばならない。

第８章 解散

（解散の事由）

第４７１条 株式会社は、次に掲げる事由によって解散する。

一 定款で定めた存続期間の満了

二 定款で定めた解散の事由の発生

三 株主総会の決議

四 合併（合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。）
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五 破産手続開始の決定

六 第８２４条第１項又は第８３３条第１項の規定による解散を命ずる裁判

（休眠会社のみなし解散）

第４７２条 休眠会社（株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日

か ら １ ２ 年 を 経 過 し た も の を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。） は 、 法 務 大 臣

が休 眠会社に対し２箇月以内に法務省令で定めるところによりその本店の所在

地を 管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告

した場合において、その届出をしないときは、その２箇月の期間の満了の時に、

解散 したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠会社に関する登記がさ

れたときは、この限りでない。

２ 登記所は、前項の規定による公告があったときは、休眠会社に対し、その旨

の通知を発しなければならない。

（株式会社の継続）

第４７３条 株式会社は、第４７１条第１号から第３号までに掲げる事由によって解散し

た 場 合 （ 前 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 解 散 し た も の と み な さ れ た 場 合 を 含 む 。） に

は、 次章の規定による清算が結了するまで（同項の規定により解散したものと

みなされた場合にあっては、解散したものとみなされた後３年以内に限る。）、

株主総会の決議によって、株式会社を継続することができる。

（解散した株式会社の合併等の制限）

第４７４条 株式会社が解散した場合には、当該株式会社は、次に掲げる行為をすること

ができない。

一 合併（合併により当該株式会社が存続する場合に限る。）

二 吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一

部の承継

第９章 清算

第１節 総則

第１款 清算の開始

（清算の開始原因）

第４７５条 株式会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をし

なければならない。

一 解散した場合（第４７１条第４号に掲げる事由によって解散した場合及び

破 産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了してい

ない場合を除く。）

二 設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
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三 株式移転の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合

（清算株式会社の能力）

第４７６条 前条の規定により清算をする株式会社（以下「清算株式会社」という。）は、

清算 の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみな

す。

第２款 清算株式会社の機関

第１目 株主総会以外の機関の設置

第４７７条 清算株式会社には、１人又は２人以上の清算人を置かなければならない。

２ 清算株式会社は、定款の定めによって、清算人会、監査役又は監査役会を置

くことができる。

３ 監査役会を置く旨の定款の定めがある清算株式会社は、清算人会を置かなけ

ればならない。

４ 第４７５条各号に掲げる場合に該当することとなった時において公開会社又

は大会社であった清算株式会社は、監査役を置かなければならない。

５ 第４７５条各号に掲げる場合に該当することとなった時において監査等委員

会設 置会社であった清算株式会社であって、前項の規定の適用があるものにお

いては、監査等委員である取締役が監査役となる。

６ 第４７５条各号に掲げる場合に該当することとなった時において指名委員会

等設 置会社であった清算株式会社であって、第４項の規定の適用があるものに

おいては、監査委員が監査役となる。

７ 第４章第２節の規定は、清算株式会社については、適用しない。

第２目 清算人の就任及び解任並びに監査役の退任

（清算人の就任）

第４７８条 次に掲げる者は、清算株式会社の清算人となる。

一 取締役（次号又は第３号に掲げる者がある場合を除く。）

二 定款で定める者

三 株主総会の決議によって選任された者

２ 前項の規定により清算人となる者がないときは、裁判所は、利害関係人の申

立てにより、清算人を選任する。

３ 前２項の規定にかかわらず、第４７１条第６号に掲げる事由によって解散し

た清 算株式会社については、裁判所は、利害関係人若しくは法務大臣の申立て

により又は職権で、清算人を選任する。

４ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、第４７５条第２号又は第３号に掲げ
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る場 合に該当することとなった清算株式会社については、裁判所は、利害関係

人の申立てにより、清算人を選任する。

５ 第４７５条各号に掲げる場合に該当することとなった時において監査等委員

会設 置会社であった清算株式会社における第１項第１号の規定の適用について

は 、 同 号 中 「 取 締 役 」 と あ る の は 、「 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 以 外 の 取 締 役 」

とする。

６ 第４７５条各号に掲げる場合に該当することとなった時において指名委員会

等設 置会社であった清算株式会社における第１項第１号の規定の適用について

は、同号中「取締役」とあるのは、「監査委員以外の取締役」とする。

７ 第３３５条第３項の規定にかかわらず、第４７５条各号に掲げる場合に該当

する こととなった時において監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社

であ った清算株式会社である監査役会設置会社においては、監査役は、３人以

上で 、そのうち半数以上は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものでなけ

ればならない。

一 その就任の前１０年間当該監査等委員会設置会社若しくは指名委員会等設

置 会 社 又 は そ の 子 会 社 の 取 締 役 （ 社 外 取 締 役 を 除 く 。）、 会 計 参 与 （ 会 計 参

与 が 法 人 で あ る と き は 、 そ の 職 務 を 行 う べ き 社 員 。 次 号 に お い て 同 じ 。） 若

しくは執行役又は支配人その他の使用人であったことがないこと。

二 その就任の前１０年内のいずれかの時において当該監査等委員会設置会社

若 しくは指名委員会等設置会社又はその子会社の社外取締役又は監査役であ

っ たことがある者にあっては、当該社外取締役又は監査役への就任の前１０

年 間当該監査等委員会設置会社若しくは指名委員会等設置会社又はその子会

社 の 取 締 役 （ 社 外 取 締 役 を 除 く 。）、 会 計 参 与 若 し く は 執 行 役 又 は 支 配 人 そ

の他の使用人であったことがないこと。

三 第２条第１６号ハからホまでに掲げる要件

８ 第３３０条及び第３３１条第１項の規定は清算人について、同条第５項の規

定は 清算人会設置会社（清算人会を置く清算株式会社又はこの法律の規定によ

り 清 算 人 会 を 置 か な け れ ば な ら な い 清 算 株 式 会 社 を い う 。 以 下 同 じ 。） に つ い

て、 それぞれ準用する。この場合において、同項中「取締役は」とあるのは、

「清算人は」と読み替えるものとする。

（清算人の解任）

第４７９条 清算人（前条第２項から第４項までの規定により裁判所が選任したものを除

く。）は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。

２ 重要な事由があるときは、裁判所は、次に掲げる株主の申立てにより、清算

人を解任することができる。

一 総 株 主 （ 次 に 掲 げ る 株 主 を 除 く 。） の 議 決 権 の １ ０ ０ 分 の ３ （ こ れ を 下 回

る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合）以上の議決権を６箇月（こ

れ を下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間）前から引き続き

有する株主（次に掲げる株主を除く。）
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イ 清算人を解任する旨の議案について議決権を行使することができない株

主

ロ 当該申立てに係る清算人である株主

二 発 行 済 株 式 （ 次 に 掲 げ る 株 主 の 有 す る 株 式 を 除 く 。） の １ ０ ０ 分 の ３ （ こ

れ を下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合）以上の数の株式

を ６箇月（これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間）前

から引き続き有する株主（次に掲げる株主を除く。）

イ 当該清算株式会社である株主

ロ 当該申立てに係る清算人である株主

３ 公開会社でない清算株式会社における前項各号の規定の適用については、こ

れら の規定中「６箇月（これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、そ

の期間）前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。

４ 第３４６条第１項から第３項までの規定は、清算人について準用する。

（監査役の退任）

第４８０条 清算株式会社の監査役は、当該清算株式会社が次に掲げる定款の変更をした

場合には、当該定款の変更の効力が生じた時に退任する。

一 監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更

二 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止

する定款の変更

２ 第３３６条の規定は、清算株式会社の監査役については、適用しない。

第３目 清算人の職務等

（清算人の職務）

第４８１条 清算人は、次に掲げる職務を行う。

一 現務の結了

二 債権の取立て及び債務の弁済

三 残余財産の分配

（業務の執行）

第４８２条 清算人は、清算株式会社（清算人会設置会社を除く。以下この条において同

じ。）の業務を執行する。

２ 清算人が２人以上ある場合には、清算株式会社の業務は、定款に別段の定め

がある場合を除き、清算人の過半数をもって決定する。

３ 前項の場合には、清算人は、次に掲げる事項についての決定を各清算人に委

任することができない。

一 支配人の選任及び解任

二 支店の設置、移転及び廃止



- 216/422 -

powered by インターネット六法 .com

三 第 ２ ９ ８ 条 第 １ 項 各 号 （ 第 ３ ２ ５ 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） に 掲

げる事項

四 清算人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

そ の他清算株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省

令で定める体制の整備

４ 第 ３ ５ ３ 条 か ら 第 ３ ５ ７ 条 （ 第 ３ 項 を 除 く 。） ま で 、 第 ３ ６ ０ 条 並 び に 第 ３

６１ 条第１項及び第４項の規定は、清算人（同条の規定については、第４７８

条 第 ２ 項 か ら 第 ４ 項 ま で の 規 定 に よ り 裁 判 所 が 選 任 し た も の を 除 く 。） に つ い

て準 用する。この場合において、第３５３条中「第３４９条第４項」とあるの

は「 第４８３条第６項において準用する第３４９条第４項」と、第３５４条中

「代 表取締役」とあるのは「代表清算人（第４８３条第１項に規定する代表清

算 人 を い う 。）」 と 、 第 ３ ６ ０ 条 第 ３ 項 中 「 監 査 役 設 置 会 社 、 監 査 等 委 員 会 設

置会 社又は指名委員会等設置会社」とあるのは「監査役設置会社」と読み替え

るものとする。

（清算株式会社の代表）

第４８３条 清算人は、清算株式会社を代表する。ただし、他に代表清算人（清算株式会

社 を 代 表 す る 清 算 人 を い う 。 以 下 同 じ 。） そ の 他 清 算 株 式 会 社 を 代 表 す る 者 を

定めた場合は、この限りでない。

２ 前項本文の清算人が２人以上ある場合には、清算人は、各自、清算株式会社

を代表する。

３ 清 算 株 式 会 社 （ 清 算 人 会 設 置 会 社 を 除 く 。） は 、 定 款 、 定 款 の 定 め に 基 づ く

清算 人（第４７８条第２項から第４項までの規定により裁判所が選任したもの

を 除 く 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。） の 互 選 又 は 株 主 総 会 の 決 議 に よ っ て 、 清

算人の中から代表清算人を定めることができる。

４ 第４７８条第１項第１号の規定により取締役が清算人となる場合において、

代表取締役を定めていたときは、当該代表取締役が代表清算人となる。

５ 裁判所は、第４７８条第２項から第４項までの規定により清算人を選任する

場合には、その清算人の中から代表清算人を定めることができる。

６ 第 ３ ４ ９ 条 第 ４ 項 及 び 第 ５ 項 並 び に 第 ３ ５ １ 条 の 規 定 は 代 表 清 算 人 に つ い

て、 第３５２条の規定は民事保全法第５６条に規定する仮処分命令により選任

された清算人又は代表清算人の職務を代行する者について、それぞれ準用する。

（清算株式会社についての破産手続の開始）

第４８４条 清算株式会社の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになっ

たときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。

２ 清算人は、清算株式会社が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産

管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。

３ 前項に規定する場合において、清算株式会社が既に債権者に支払い、又は株

主に分配したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
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（裁判所の選任する清算人の報酬）

第４８５条 裁判所は、第４７８条第２項から第４項までの規定により清算人を選任した

場合 には、清算株式会社が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることが

できる。

（清算人の清算株式会社に対する損害賠償責任）

第４８６条 清算人は、その任務を怠ったときは、清算株式会社に対し、これによって生

じた損害を賠償する責任を負う。

２ 清算人が第４８２条第４項において準用する第３５６条第１項の規定に違反

して 同項第１号の取引をしたときは、当該取引により清算人又は第三者が得た

利益の額は、前項の損害の額と推定する。

３ 第４８２条第４項において準用する第３５６条第１項第２号又は第３号の取

引に よって清算株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる清算人は、その任

務を怠ったものと推定する。

一 第４８２条第４項において準用する第３５６条第１項の清算人

二 清算株式会社が当該取引をすることを決定した清算人

三 当該取引に関する清算人会の承認の決議に賛成した清算人

４ 第４２４条及び第４２８条第１項の規定は、清算人の第１項の責任について

準用 する。この場合において、同条第１項中「第３５６条第１項第２号（第４

１ ９条 第 ２項 に おい て準 用 する場 合を 含む 。）」とあ るのは 、「第４８ ２条 第４

項において準用する第３５６条第１項第２号」と読み替えるものとする。

（清算人の第三者に対する損害賠償責任）

第４８７条 清算人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該

清算人は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

２ 清算人が、次に掲げる行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、当該

清算 人が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したとき

は、この限りでない。

一 株式、新株予約権、社債若しくは新株予約権付社債を引き受ける者の募集

を する際に通知しなければならない重要な事項についての虚偽の通知又は当

該 募集のための当該清算株式会社の事業その他の事項に関する説明に用いた

資料についての虚偽の記載若しくは記録

二 第４９２条第１項に規定する財産目録等並びに第４９４条第１項の貸借対

照 表及び事務報告並びにこれらの附属明細書に記載し、又は記録すべき重要

な事項についての虚偽の記載又は記録

三 虚偽の登記

四 虚偽の公告

（清算人及び監査役の連帯責任）
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第４８８条 清算人又は監査役が清算株式会社又は第三者に生じた損害を賠償する責任を

負う 場合において、他の清算人又は監査役も当該損害を賠償する責任を負うと

きは、これらの者は、連帯債務者とする。

２ 前項の場合には、第４３０条の規定は、適用しない。

第４目 清算人会

（清算人会の権限等）

第４８９条 清算人会は、すべての清算人で組織する。

２ 清算人会は、次に掲げる職務を行う。

一 清算人会設置会社の業務執行の決定

二 清算人の職務の執行の監督

三 代表清算人の選定及び解職

３ 清算人会は、清算人の中から代表清算人を選定しなければならない。ただし、

他に代表清算人があるときは、この限りでない。

４ 清算人会は、その選定した代表清算人及び第４８３条第４項の規定により代

表清算人となった者を解職することができる。

５ 第４８３条第５項の規定により裁判所が代表清算人を定めたときは、清算人

会は、代表清算人を選定し、又は解職することができない。

６ 清算人会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を清算人に委任

することができない。

一 重要な財産の処分及び譲受け

二 多額の借財

三 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任

四 支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止

五 第６７６条第１号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関す

る重要な事項として法務省令で定める事項

六 清算人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

そ の他清算株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省

令で定める体制の整備

７ 次に掲げる清算人は、清算人会設置会社の業務を執行する。

一 代表清算人

二 代表清算人以外の清算人であって、清算人会の決議によって清算人会設置

会社の業務を執行する清算人として選定されたもの

８ 第３６３条第２項、第３６４条及び第３６５条の規定は、清算人会設置会社

につ いて準用する。この場合において、第３６３条第２項中「前項各号」とあ

るのは「第４８９条第７項各号」と、「取締役は」とあるのは「清算人は」と、

「取 締役会」とあるのは「清算人会」と、第３６４条中「第３５３条」とある

の は 「 第 ４ ８ ２ 条 第 ４ 項 に お い て 準 用 す る 第 ３ ５ ３ 条 」 と 、「 取 締 役 会 は 」 と
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あるのは「清算人会は」と、第３６５条第１項中「第３５６条」とあるのは「第

４ ８ ２ 条 第 ４ 項 に お い て 準 用 す る 第 ３ ５ ６ 条 」 と 、「「 取 締 役 会 」 と あ る の は

「「 清 算 人 会 」 と 、 同 条 第 ２ 項 中 「 第 ３ ５ ６ 条 第 １ 項 各 号 」 と あ る の は 「 第 ４

８ ２ 条 第 ４ 項 に お い て 準 用 す る 第 ３ ５ ６ 条 第 １ 項 各 号 」 と 、「 取 締 役 は 」 と あ

る の は 「 清 算 人 は 」 と 、「 取 締 役 会 に 」 と あ る の は 「 清 算 人 会 に 」 と 読 み 替 え

るものとする。

（清算人会の運営）

第４９０条 清算人会は、各清算人が招集する。ただし、清算人会を招集する清算人を定

款又は清算人会で定めたときは、その清算人が招集する。

２ 前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた清

算 人 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 招 集 権 者 」 と い う 。） 以 外 の 清 算 人 は 、 招 集 権 者

に対 し、清算人会の目的である事項を示して、清算人会の招集を請求すること

ができる。

３ 前項の規定による請求があった日から５日以内に、その請求があった日から

２週 間以内の日を清算人会の日とする清算人会の招集の通知が発せられない場

合には、その請求をした清算人は、清算人会を招集することができる。

４ 第３６７条及び第３６８条の規定は、清算人会設置会社における清算人会の

招集 について準用する。この場合において、第３６７条第１項中「監査役設置

会社 、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社」とあるのは「監査役

設 置 会 社 」 と 、「 取 締 役 が 」 と あ る の は 「 清 算 人 が 」 と 、 同 条 第 ２ 項 中 「 取 締

役 （ 前 条 第 １ 項 た だ し 書 に 規 定 す る 場 合 に あ っ て は 、 招 集 権 者 ）」 と あ る の は

「清 算人（第４９０条第１項ただし書に規定する場合にあっては、同条第２項

に 規 定 す る 招 集 権 者 ）」 と 、 同 条 第 ３ 項 及 び 第 ４ 項 中 「 前 条 第 ３ 項 」 と あ る の

は「 第４９０条第３項」と、第３６８条第１項中「各取締役」とあるのは「各

清 算 人 」 と 、 同 条 第 ２ 項 中 「 取 締 役 （ 」 と あ る の は 「 清 算 人 （ 」 と 、「 取 締 役

及び」とあるのは「清算人及び」と読み替えるものとする。

５ 第３６９条から第３７１条までの規定は、清算人会設置会社における清算人

会の 決議について準用する。この場合において、第３６９条第１項中「取締役

の」とあるのは「清算人の」と、同条第２項中「取締役」とあるのは「清算人」

と、 同条第３項中「取締役及び」とあるのは「清算人及び」と、同条第５項中

「取 締役であって」とあるのは「清算人であって」と、第３７０条中「取締役

が 」 と あ る の は 「 清 算 人 が 」 と 、「 取 締 役 （ 」 と あ る の は 「 清 算 人 （ 」 と 、 第

３７ １条第３項中「監査役設置会社、監査等委員会設置会社又は指名委員会等

設置会社」とあるのは「監査役設置会社」と、同条第４項中「役員又は執行役」

とあるのは「清算人又は監査役」と読み替えるものとする。

６ 第３７２条第１項及び第２項の規定は、清算人会設置会社における清算人会

への 報告について準用する。この場合において、同条第１項中「取締役、会計

参 与 、 監 査 役 又 は 会 計 監 査 人 」 と あ る の は 「 清 算 人 又 は 監 査 役 」 と 、「 取 締 役

（」とあるのは「清算人（」と、「取締役及び」とあるのは「清算人及び」と、
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同条 第２項中「第３６３条第２項」とあるのは「第４８９条第８項において準

用する第３６３条第２項」と読み替えるものとする。

第５目 取締役等に関する規定の適用

第 ４ ９ １ 条 清 算 株 式 会 社 に つ い て は 、 第 ２ 章 （ 第 １ ５ ５ 条 を 除 く 。）、 第 ３ 章 、 第 ４ 章

第１ 節、第３３５条第２項、第３４３条第１項及び第２項、第３４５条第４項

にお いて準用する同条第３項、第３５９条、同章第７節及び第８節並びに第７

章の 規定中取締役、代表取締役、取締役会又は取締役会設置会社に関する規定

は、 それぞれ清算人、代表清算人、清算人会又は清算人会設置会社に関する規

定と して清算人、代表清算人、清算人会又は清算人会設置会社に適用があるも

のとする。

第３款 財産目録等

（財産目録等の作成等）

第４９２条 清算人（清算人会設置会社にあっては、第４８９条第７項各号に掲げる清算

人） は、その就任後遅滞なく、清算株式会社の財産の現況を調査し、法務省令

で定 めるところにより、第４７５条各号に掲げる場合に該当することとなった

日に おける財産目録及び貸借対照表（以下この条及び次条において「財産目録

等」という。）を作成しなければならない。

２ 清算人会設置会社においては、財産目録等は、清算人会の承認を受けなけれ

ばならない。

３ 清算人は、財産目録等（前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の承

認を 受けたもの）を株主総会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければ

ならない。

４ 清算株式会社は、財産目録等を作成した時からその本店の所在地における清

算結了の登記の時までの間、当該財産目録等を保存しなければならない。

（財産目録等の提出命令）

第４９３条 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、財産目録等の全

部又は一部の提出を命ずることができる。

（貸借対照表等の作成及び保存）

第４９４条 清算株式会社は、法務省令で定めるところにより、各清算事務年度（第４７

５条 各号に掲げる場合に該当することとなった日の翌日又はその後毎年その日

に応 当する日（応当する日がない場合にあっては、その前日）から始まる各１

年 の 期 間 を い う 。） に 係 る 貸 借 対 照 表 及 び 事 務 報 告 並 び に こ れ ら の 附 属 明 細 書
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を作成しなければならない。

２ 前項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録を

もって作成することができる。

３ 清算株式会社は、第１項の貸借対照表を作成した時からその本店の所在地に

おけ る清算結了の登記の時までの間、当該貸借対照表及びその附属明細書を保

存しなければならない。

（貸借対照表等の監査等）

第４９５条 監査役設置会社（監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定

款 の 定 め が あ る 株 式 会 社 を 含 む 。） に お い て は 、 前 条 第 １ 項 の 貸 借 対 照 表 及 び

事務 報告並びにこれらの附属明細書は、法務省令で定めるところにより、監査

役の監査を受けなければならない。

２ 清算人会設置会社においては、前条第１項の貸借対照表及び事務報告並びに

これ らの附属明細書（前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の監査を

受けたもの）は、清算人会の承認を受けなければならない。

（貸借対照表等の備置き及び閲覧等）

第４９６条 清算株式会社は、第４９４条第１項に規定する各清算事務年度に係る貸借対

照表 及び事務報告並びにこれらの附属明細書（前条第１項の規定の適用がある

場合 にあっては、監査報告を含む。以下この条において「貸借対照表等」とい

う 。） を 、 定 時 株 主 総 会 の 日 の １ 週 間 前 の 日 （ 第 ３ １ ９ 条 第 １ 項 の 場 合 に あ っ

ては 、同項の提案があった日）からその本店の所在地における清算結了の登記

の時までの間、その本店に備え置かなければならない。

２ 株主及び債権者は、清算株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請

求を することができる。ただし、第２号又は第４号に掲げる請求をするには、

当該清算株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

一 貸借対照表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請

求

二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 貸借対照表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記

録 に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請

求

四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって清算株式会社の

定 めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の

請求

３ 清算株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、

裁判 所の許可を得て、当該清算株式会社の貸借対照表等について前項各号に掲

げる 請求をすることができる。ただし、同項第２号又は第４号に掲げる請求を

するには、当該清算株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
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（貸借対照表等の定時株主総会への提出等）

第４９７条 次の各号に掲げる清算株式会社においては、清算人は、当該各号に定める貸

借対照表及び事務報告を定時株主総会に提出し、又は提供しなければならない。

一 第４９５条第１項に規定する監査役設置会社（清算人会設置会社を除く。）

同項の監査を受けた貸借対照表及び事務報告

二 清算人会設置会社 第４９５条第２項の承認を受けた貸借対照表及び事務

報告

三 前２号に掲げるもの以外の清算株式会社 第４９４条第１項の貸借対照表

及び事務報告

２ 前項の規定により提出され、又は提供された貸借対照表は、定時株主総会の

承認を受けなければならない。

３ 清算人は、第１項の規定により提出され、又は提供された事務報告の内容を

定時株主総会に報告しなければならない。

（貸借対照表等の提出命令）

第４９８条 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、第４９４条第１

項の 貸借対照表及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができ

る。

第４款 債務の弁済等

（債権者に対する公告等）

第４９９条 清算株式会社は、第４７５条各号に掲げる場合に該当することとなった後、

遅滞 なく、当該清算株式会社の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し

出る べき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告

しなければならない。ただし、当該期間は、２箇月を下ることができない。

２ 前項の規定による公告には、当該債権者が当該期間内に申出をしないときは

清算から除斥される旨を付記しなければならない。

（債務の弁済の制限）

第５００条 清算株式会社は、前条第１項の期間内は、債務の弁済をすることができない。

この 場合において、清算株式会社は、その債務の不履行によって生じた責任を

免れることができない。

２ 前項の規定にかかわらず、清算株式会社は、前条第１項の期間内であっても、

裁判 所の許可を得て、少額の債権、清算株式会社の財産につき存する担保権に

よっ て担保される債権その他これを弁済しても他の債権者を害するおそれがな

い債権に係る債務について、その弁済をすることができる。この場合において、

当該 許可の申立ては、清算人が２人以上あるときは、その全員の同意によって

しなければならない。
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（条件付債権等に係る債務の弁済）

第５０１条 清算株式会社は、条件付債権、存続期間が不確定な債権その他その額が不確

定な 債権に係る債務を弁済することができる。この場合においては、これらの

債権 を評価させるため、裁判所に対し、鑑定人の選任の申立てをしなければな

らない。

２ 前項の場合には、清算株式会社は、同項の鑑定人の評価に従い同項の債権に

係る債務を弁済しなければならない。

３ 第１項の鑑定人の選任の手続に関する費用は、清算株式会社の負担とする。

当該 鑑定人による鑑定のための呼出し及び質問に関する費用についても、同様

とする。

（債務の弁済前における残余財産の分配の制限）

第５０２条 清算株式会社は、当該清算株式会社の債務を弁済した後でなければ、その財

産を 株主に分配することができない。ただし、その存否又は額について争いの

ある 債権に係る債務についてその弁済をするために必要と認められる財産を留

保した場合は、この限りでない。

（清算からの除斥）

第 ５ ０ ３ 条 清 算 株 式 会 社 の 債 権 者 （ 知 れ て いる 債 権 者 を 除 く 。） であ っ て 第 ４９ ９ 条 第

１項の期間内にその債権の申出をしなかったものは、清算から除斥される。

２ 前項の規定により清算から除斥された債権者は、分配がされていない残余財

産に対してのみ、弁済を請求することができる。

３ 清算株式会社の残余財産を株主の一部に分配した場合には、当該株主の受け

た分 配と同一の割合の分配を当該株主以外の株主に対してするために必要な財

産は、前項の残余財産から控除する。

第５款 残余財産の分配

（残余財産の分配に関する事項の決定）

第５０４条 清算株式会社は、残余財産の分配をしようとするときは、清算人の決定（清

算人 会設置会社にあっては、清算人会の決議）によって、次に掲げる事項を定

めなければならない。

一 残余財産の種類

二 株主に対する残余財産の割当てに関する事項

２ 前項に規定する場合において、残余財産の分配について内容の異なる２以上

の種 類の株式を発行しているときは、清算株式会社は、当該種類の株式の内容

に応 じ、同項第２号に掲げる事項として、次に掲げる事項を定めることができ

る。
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一 ある種類の株式の株主に対して残余財産の割当てをしないこととするとき

は、その旨及び当該株式の種類

二 前号に掲げる事項のほか、残余財産の割当てについて株式の種類ごとに異

なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容

３ 第１項第２号に掲げる事項についての定めは、株主（当該清算株式会社及び

前 項 第 １ 号 の 種 類 の 株 式 の 株 主 を 除 く 。） の 有 す る 株 式 の 数 （ 前 項 第 ２ 号 に 掲

げる 事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数）に応じて

残余財産を割り当てることを内容とするものでなければならない。

（残余財産が金銭以外の財産である場合）

第５０５条 株主は、残余財産が金銭以外の財産であるときは、金銭分配請求権（当該残

余財 産に代えて金銭を交付することを清算株式会社に対して請求する権利をい

う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。） を 有 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 清 算 株 式 会 社

は、清算人の決定（清算人会設置会社にあっては、清算人会の決議）によって、

次に掲げる事項を定めなければならない。

一 金銭分配請求権を行使することができる期間

二 一定の数未満の数の株式を有する株主に対して残余財産の割当てをしない

こととするときは、その旨及びその数

２ 前項に規定する場合には、清算株式会社は、同項第１号の期間の末日の２０

日前までに、株主に対し、同号に掲げる事項を通知しなければならない。

３ 清算株式会社は、金銭分配請求権を行使した株主に対し、当該株主が割当て

を受 けた残余財産に代えて、当該残余財産の価額に相当する金銭を支払わなけ

れば ならない。この場合においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当

該各号に定める額をもって当該残余財産の価額とする。

一 当該残余財産が市場価格のある財産である場合 当該残余財産の市場価格

として法務省令で定める方法により算定される額

二 前号に掲げる場合以外の場合 清算株式会社の申立てにより裁判所が定め

る額

（基準株式数を定めた場合の処理）

第 ５ ０ ６ 条 前 条 第 １ 項 第 ２ 号 の 数 （ 以 下 こ の条 に お い て 「 基 準株 式 数 」 と い う 。）を 定

めた 場合には、清算株式会社は、基準株式数に満たない数の株式（以下この条

に お い て 「 基 準 未 満 株 式 」 と い う 。） を 有 す る 株 主 に 対 し 、 前 条 第 ３ 項 後 段 の

規定 の例により基準株式数の株式を有する株主が割当てを受けた残余財産の価

額と して定めた額に当該基準未満株式の数の基準株式数に対する割合を乗じて

得た額に相当する金銭を支払わなければならない。

第６款 清算事務の終了等
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第５０７条 清算株式会社は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、法務省令で定める

ところにより、決算報告を作成しなければならない。

２ 清算人会設置会社においては、決算報告は、清算人会の承認を受けなければ

ならない。

３ 清算人は、決算報告（前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の承認

を受 けたもの）を株主総会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければな

らない。

４ 前項の承認があったときは、任務を怠ったことによる清算人の損害賠償の責

任は 、免除されたものとみなす。ただし、清算人の職務の執行に関し不正の行

為があったときは、この限りでない。

第７款 帳簿資料の保存

第５０８条 清算人（清算人会設置会社にあっては、第４８９条第７項各号に掲げる清算

人） は、清算株式会社の本店の所在地における清算結了の登記の時から１０年

間、 清算株式会社の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要な資料（以下こ

の条において「帳簿資料」という。）を保存しなければならない。

２ 裁判所は、利害関係人の申立てにより、前項の清算人に代わって帳簿資料を

保存 する者を選任することができる。この場合においては、同項の規定は、適

用しない。

３ 前項の規定により選任された者は、清算株式会社の本店の所在地における清

算結了の登記の時から１０年間、帳簿資料を保存しなければならない。

４ 第２項の規定による選任の手続に関する費用は、清算株式会社の負担とする。

第８款 適用除外等

第５０９条 次に掲げる規定は、清算株式会社については、適用しない。

一 第１５５条

二 第５章第２節第２款（第４３５条第４項、第４４０条第３項、第４４２条

及び第４４３条を除く。）及び第３款並びに第３節から第５節まで

三 第５編第４章並びに第５章中株式交換及び株式移転の手続に係る部分

２ 第２章第４節の２の規定は、対象会社が清算株式会社である場合には、適用

しない。

３ 清算株式会社は、無償で取得する場合その他法務省令で定める場合に限り、

当該清算株式会社の株式を取得することができる。

第２節 特別清算
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第１款 特別清算の開始

（特別清算開始の原因）

第５１０条 裁判所は、清算株式会社に次に掲げる事由があると認めるときは、第５１４

条の 規定に基づき、申立てにより、当該清算株式会社に対し特別清算の開始を

命ずる。

一 清算の遂行に著しい支障を来すべき事情があること。

二 債務超過（清算株式会社の財産がその債務を完済するのに足りない状態を

いう。次条第２項において同じ。）の疑いがあること。

（特別清算開始の申立て）

第５１１条 債権者、清算人、監査役又は株主は、特別清算開始の申立てをすることがで

きる。

２ 清算株式会社に債務超過の疑いがあるときは、清算人は、特別清算開始の申

立てをしなければならない。

（他の手続の中止命令等）

第５１２条 裁判所は、特別清算開始の申立てがあった場合において、必要があると認め

ると きは、債権者、清算人、監査役若しくは株主の申立てにより又は職権で、

特別 清算開始の申立てにつき決定があるまでの間、次に掲げる手続又は処分の

中止 を命ずることができる。ただし、第１号に掲げる破産手続については破産

手続 開始の決定がされていない場合に限り、第２号に掲げる手続又は第３号に

掲げ る処分についてはその手続の申立人である債権者又はその処分を行う者に

不当な損害を及ぼすおそれがない場合に限る。

一 清算株式会社についての破産手続

二 清算株式会社の財産に対して既にされている強制執行、仮差押え又は仮処

分 の手続（一般の先取特権その他一般の優先権がある債権に基づくものを除

く。）

三 清算株式会社の財産に対して既にされている共助対象外国租税（租税条約

等 の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭

和 ４４年法律第４６号。第５１８条の２及び第５７１条第４項において「租

税 条 約 等 実 施 特 例 法 」 と い う 。） 第 １ １ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 共 助 対 象 外 国 租

税 を い う 。 以 下 同 じ 。） の 請 求 権 に 基 づ き 国 税 滞 納 処 分 の 例 に よ っ て す る 処

分（第５１５条第１項において「外国租税滞納処分」という。）

２ 特別清算開始の申立てを却下する決定に対して第８９０条第５項の即時抗告

がされたときも、前項と同様とする。

（特別清算開始の申立ての取下げの制限）

第５１３条 特別清算開始の申立てをした者は、特別清算開始の命令前に限り、当該申立

てを 取り下げることができる。この場合において、前条の規定による中止の命
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令、 第５４０条第２項の規定による保全処分又は第５４１条第２項の規定によ

る処分がされた後は、裁判所の許可を得なければならない。

（特別清算開始の命令）

第５１４条 裁判所は、特別清算開始の申立てがあった場合において、特別清算開始の原

因と なる事由があると認めるときは、次のいずれかに該当する場合を除き、特

別清算開始の命令をする。

一 特別清算の手続の費用の予納がないとき。

二 特 別 清 算 に よ っ て も 清 算 を 結 了 す る 見 込 み が な い こ と が 明 ら か で あ る と

き。

三 特別清算によることが債権者の一般の利益に反することが明らかであると

き。

四 不当な目的で特別清算開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実に

されたものでないとき。

（他の手続の中止等）

第５１５条 特別清算開始の命令があったときは、破産手続開始の申立て、清算株式会社

の財 産に対する強制執行、仮差押え、仮処分若しくは外国租税滞納処分又は財

産開 示手続（民事執行法（昭和５４年法律第４号）第１９７条第１項の申立て

によるものに限る。以下この項において同じ。）の申立てはすることができず、

破 産 手 続 （ 破 産 手 続 開 始 の 決 定 が さ れ て い な い も の に 限 る 。）、 清 算 株 式 会 社

の財 産に対して既にされている強制執行、仮差押え及び仮処分の手続並びに外

国租 税滞納処分並びに財産開示手続は中止する。ただし、一般の先取特権その

他一 般の優先権がある債権に基づく強制執行、仮差押え、仮処分又は財産開示

手続については、この限りでない。

２ 特別清算開始の命令が確定したときは、前項の規定により中止した手続又は

処分は、特別清算の手続の関係においては、その効力を失う。

３ 特別清算開始の命令があったときは、清算株式会社の債権者の債権（一般の

先取 特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会

社に 対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用

請 求 権 を 除 く 。 以 下 こ の 節 に お い て 「 協 定 債 権 」 と い う 。） につ い て は 、 第 ９

３８ 条第１項第２号又は第３号に規定する特別清算開始の取消しの登記又は特

別清 算終結の登記の日から２箇月を経過する日までの間は、時効は、完成しな

い。

（担保権の実行の手続等の中止命令）

第５１６条 裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、債権者の一般の利益

に適 合し、かつ、担保権の実行の手続等（清算株式会社の財産につき存する担

保権 の実行の手続、企業担保権の実行の手続又は清算株式会社の財産に対して

既に されている一般の先取特権その他一般の優先権がある債権に基づく強制執
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行 の 手 続 を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。） の 申 立 人 に 不 当 な 損 害 を 及 ぼ す

おそ れがないものと認めるときは、清算人、監査役、債権者若しくは株主の申

立て により又は職権で、相当の期間を定めて、担保権の実行の手続等の中止を

命ずることができる。

（相殺の禁止）

第５１７条 協定債権を有する債権者（以下この節において「協定債権者」という。）は、

次に掲げる場合には、相殺をすることができない。

一 特別清算開始後に清算株式会社に対して債務を負担したとき。

二 支払不能（清算株式会社が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済

期 にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をい

う 。 以 下 こ の 款 に お い て 同 じ 。） に な っ た 後 に 契 約 に よ っ て 負 担 す る 債 務 を

専 ら協定債権をもってする相殺に供する目的で清算株式会社の財産の処分を

内 容とする契約を清算株式会社との間で締結し、又は清算株式会社に対して

債 務を負担する者の債務を引き受けることを内容とする契約を締結すること

に より清算株式会社に対して債務を負担した場合であって、当該契約の締結

の当時、支払不能であったことを知っていたとき。

三 支払の停止があった後に清算株式会社に対して債務を負担した場合であっ

て 、その負担の当時、支払の停止があったことを知っていたとき。ただし、

当 該支払の停止があった時において支払不能でなかったときは、この限りで

ない。

四 特別清算開始の申立てがあった後に清算株式会社に対して債務を負担した

場 合であって、その負担の当時、特別清算開始の申立てがあったことを知っ

ていたとき。

２ 前項第２号から第４号までの規定は、これらの規定に規定する債務の負担が

次に掲げる原因のいずれかに基づく場合には、適用しない。

一 法定の原因

二 支払不能であったこと又は支払の停止若しくは特別清算開始の申立てがあ

ったことを協定債権者が知った時より前に生じた原因

三 特別清算開始の申立てがあった時より１年以上前に生じた原因

第５１８条 清算株式会社に対して債務を負担する者は、次に掲げる場合には、相殺をす

ることができない。

一 特別清算開始後に他人の協定債権を取得したとき。

二 支払不能になった後に協定債権を取得した場合であって、その取得の当時、

支払不能であったことを知っていたとき。

三 支払の停止があった後に協定債権を取得した場合であって、その取得の当

時 、支払の停止があったことを知っていたとき。ただし、当該支払の停止が

あった時において支払不能でなかったときは、この限りでない。

四 特別清算開始の申立てがあった後に協定債権を取得した場合であって、そ
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の取得の当時、特別清算開始の申立てがあったことを知っていたとき。

２ 前項第２号から第４号までの規定は、これらの規定に規定する協定債権の取

得が次に掲げる原因のいずれかに基づく場合には、適用しない。

一 法定の原因

二 支払不能であったこと又は支払の停止若しくは特別清算開始の申立てがあ

っ たことを清算株式会社に対して債務を負担する者が知った時より前に生じ

た原因

三 特別清算開始の申立てがあった時より１年以上前に生じた原因

四 清算株式会社に対して債務を負担する者と清算株式会社との間の契約

（共助対象外国租税債権者の手続参加）

第５１８条の２ 協定債権者は、共助対象外国租税の請求権をもって特別清算の手続に参

加す るには、租税条約等実施特例法第１１条第１項に規定する共助実施決定を

得なければならない。

第２款 裁判所による監督及び調査

（裁判所による監督）

第５１９条 特別清算開始の命令があったときは、清算株式会社の清算は、裁判所の監督

に属する。

２ 裁判所は、必要があると認めるときは、清算株式会社の業務を監督する官庁

に対 し、当該清算株式会社の特別清算の手続について意見の陳述を求め、又は

調査を嘱託することができる。

３ 前項の官庁は、裁判所に対し、当該清算株式会社の特別清算の手続について

意見を述べることができる。

（裁判所による調査）

第５２０条 裁判所は、いつでも、清算株式会社に対し、清算事務及び財産の状況の報告

を命じ、その他清算の監督上必要な調査をすることができる。

（裁判所への財産目録等の提出）

第５２１条 特別清算開始の命令があった場合には、清算株式会社は、第４９２条第３項

の承 認があった後遅滞なく、財産目録等（同項に規定する財産目録等をいう。

以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。） を 裁 判 所 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 財

産目 録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録

された事項を記載した書面を裁判所に提出しなければならない。

（調査命令）

第５２２条 裁判所は、特別清算開始後において、清算株式会社の財産の状況を考慮して
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必要 があると認めるときは、清算人、監査役、債権の申出をした債権者その他

清算 株式会社に知れている債権者の債権の総額の１０分の１以上に当たる債権

を有 する債権者若しくは総株主（株主総会において決議をすることができる事

項 の 全 部 に つ き 議 決 権 を 行 使 す る こ と が で き な い 株 主 を 除 く 。） の 議 決 権 の １

００ 分の３（これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合）以

上の 議決権を６箇月（これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その

期 間 ） 前 か ら 引 き 続 き 有 す る 株 主 若 し く は 発 行 済 株 式 （ 自 己 株 式 を 除 く 。） の

１０ ０分の３（これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合）

以上 の数の株式を６箇月（これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、

その 期間）前から引き続き有する株主の申立てにより又は職権で、次に掲げる

事項 について、調査委員による調査を命ずる処分（第５３３条において「調査

命令」という。）をすることができる。

一 特別清算開始に至った事情

二 清算株式会社の業務及び財産の状況

三 第５４０条第１項の規定による保全処分をする必要があるかどうか。

四 第５４２条第１項の規定による保全処分をする必要があるかどうか。

五 第５４５条第１項に規定する役員等責任査定決定をする必要があるかどう

か。

六 その他特別清算に必要な事項で裁判所の指定するもの

２ 清算株式会社の財産につき担保権（特別の先取特権、質権、抵当権又はこの

法 律 若 し く は 商 法 の 規 定 に よ る 留 置 権 に 限 る 。） を 有 す る 債 権 者 が そ の 担 保 権

の行 使によって弁済を受けることができる債権の額は、前項の債権の額に算入

しない。

３ 公開会社でない清算株式会社における第１項の規定の適用については、同項

中「 ６箇月（これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間）前

から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。

第３款 清算人

（清算人の公平誠実義務）

第５２３条 特別清算が開始された場合には、清算人は、債権者、清算株式会社及び株主

に対し、公平かつ誠実に清算事務を行う義務を負う。

（清算人の解任等）

第５２４条 裁判所は、清算人が清算事務を適切に行っていないとき、その他重要な事由

があ るときは、債権者若しくは株主の申立てにより又は職権で、清算人を解任

することができる。

２ 清算人が欠けたときは、裁判所は、清算人を選任する。

３ 清算人がある場合においても、裁判所は、必要があると認めるときは、更に
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清算人を選任することができる。

（清算人代理）

第５２５条 清算人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で１人

又は２人以上の清算人代理を選任することができる。

２ 前項の清算人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。

（清算人の報酬等）

第５２６条 清算人は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。

２ 前項の規定は、清算人代理について準用する。

第４款 監督委員

（監督委員の選任等）

第５２７条 裁判所は、１人又は２人以上の監督委員を選任し、当該監督委員に対し、第

５３５条第１項の許可に代わる同意をする権限を付与することができる。

２ 法人は、監督委員となることができる。

（監督委員に対する監督等）

第５２８条 監督委員は、裁判所が監督する。

２ 裁判所は、監督委員が清算株式会社の業務及び財産の管理の監督を適切に行

って いないとき、その他重要な事由があるときは、利害関係人の申立てにより

又は職権で、監督委員を解任することができる。

（２人以上の監督委員の職務執行）

第５２９条 監督委員が２人以上あるときは、共同してその職務を行う。ただし、裁判所

の許 可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することがで

きる。

（監督委員による調査等）

第５３０条 監督委員は、いつでも、清算株式会社の清算人及び監査役並びに支配人その

他の 使用人に対し、事業の報告を求め、又は清算株式会社の業務及び財産の状

況を調査することができる。

２ 監督委員は、その職務を行うため必要があるときは、清算株式会社の子会社

に対 し、事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況を調査する

ことができる。

（監督委員の注意義務）

第５３１条 監督委員は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行わなければならな
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い。

２ 監督委員が前項の注意を怠ったときは、その監督委員は、利害関係人に対し、

連帯して損害を賠償する責任を負う。

（監督委員の報酬等）

第５３２条 監督委員は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。

２ 監督委員は、その選任後、清算株式会社に対する債権又は清算株式会社の株

式を譲り受け、又は譲り渡すには、裁判所の許可を得なければならない。

３ 監督委員は、前項の許可を得ないで同項に規定する行為をしたときは、費用

及び報酬の支払を受けることができない。

第５款 調査委員

（調査委員の選任等）

第５３３条 裁判所は、調査命令をする場合には、当該調査命令において、１人又は２人

以上 の調査委員を選任し、調査委員が調査すべき事項及び裁判所に対して調査

の結果の報告をすべき期間を定めなければならない。

（監督委員に関する規定の準用）

第 ５ ３ ４ 条 前 款 （ 第 ５ ２ ７ 条 第 １ 項 及 び 第 ５２ ９ 条 た だ し 書 を除 く 。） の 規 定は 、 調 査

委員について準用する。

第６款 清算株式会社の行為の制限等

（清算株式会社の行為の制限）

第５３５条 特別清算開始の命令があった場合には、清算株式会社が次に掲げる行為をす

るに は、裁判所の許可を得なければならない。ただし、第５２７条第１項の規

定に より監督委員が選任されているときは、これに代わる監督委員の同意を得

なければならない。

一 財産の処分（次条第１項各号に掲げる行為を除く。）

二 借財

三 訴えの提起

四 和解又は仲裁合意（仲裁法（平成１５年法律第１３８号）第２条第１項に

規定する仲裁合意をいう。）

五 権利の放棄

六 その他裁判所の指定する行為

２ 前項の規定にかかわらず、同項第１号から第５号までに掲げる行為について

は、次に掲げる場合には、同項の許可を要しない。
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一 最高裁判所規則で定める額以下の価額を有するものに関するとき。

二 前号に掲げるもののほか、裁判所が前項の許可を要しないものとしたもの

に関するとき。

３ 第１項の許可又はこれに代わる監督委員の同意を得ないでした行為は、無効

とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

（事業の譲渡の制限等）

第５３６条 特別清算開始の命令があった場合には、清算株式会社が次に掲げる行為をす

るには、裁判所の許可を得なければならない。

一 事業の全部の譲渡

二 事業の重要な一部の譲渡（当該譲渡により譲り渡す資産の帳簿価額が当該

清 算 株 式 会 社 の 総 資 産 額 と し て 法 務 省 令 で 定 め る 方 法 に よ り 算 定 さ れ る 額

の５分の１（これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合）

を超えないものを除く。）

三 その子会社の株式又は持分の全部又は一部の譲渡（次のいずれにも該当す

る場合における譲渡に限る。）

イ 当 該 譲 渡 に よ り 譲 り 渡 す 株 式 又 は 持 分 の 帳 簿 価 額 が 当 該 清 算 株 式 会 社 の

総資産額とし て法務省令で定める方法により算定される額の５分の１（こ

れを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合）を超えるとき。

ロ 当 該 清 算 株 式 会 社 が 、 当 該 譲 渡 が そ の 効 力 を 生 ず る 日 に お い て 当 該 子 会

社の議決権の総数の過半数の議決権を有しないとき。

２ 前条第３項の規定は、前項の許可を得ないでした行為について準用する。

３ 第７章（第４６７条第１項第５号を除く。）の規定は、特別清算の場合には、

適用しない。

（債務の弁済の制限）

第５３７条 特別清算開始の命令があった場合には、清算株式会社は、協定債権者に対し

て、その債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。

２ 前項の規定にかかわらず、清算株式会社は、裁判所の許可を得て、少額の協

定債 権、清算株式会社の財産につき存する担保権によって担保される協定債権

その 他これを弁済しても他の債権者を害するおそれがない協定債権に係る債務

について、債権額の割合を超えて弁済をすることができる。

（換価の方法）

第５３８条 清算株式会社は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定によ

り、 その財産の換価をすることができる。この場合においては、第５３５条第

１項第１号の規定は、適用しない。

２ 清算株式会社は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定によ

り、第５２２条第２項に規定する担保権（以下この条及び次条において単に「担

保 権 」 と い う 。） の 目 的 で あ る 財 産 の 換 価 を す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お
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いて は、当該担保権を有する者（以下この条及び次条において「担保権者」と

いう。）は、その換価を拒むことができない。

３ 前２項の場合には、民事執行法第６３条及び第１２９条（これらの規定を同

法 そ の 他 強 制 執 行 の 手 続 に 関 す る 法 令 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） の 規 定

は、適用しない。

４ 第２項の場合において、担保権者が受けるべき金額がまだ確定していないと

きは 、清算株式会社は、代金を別に寄託しなければならない。この場合におい

ては、担保権は、寄託された代金につき存する。

（担保権者が処分をすべき期間の指定）

第５３９条 担保権者が法律に定められた方法によらないで担保権の目的である財産の処

分を する権利を有するときは、裁判所は、清算株式会社の申立てにより、担保

権者がその処分をすべき期間を定めることができる。

２ 担保権者は、前項の期間内に処分をしないときは、同項の権利を失う。

第７款 清算の監督上必要な処分等

（清算株式会社の財産に関する保全処分）

第５４０条 裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、清算の監督上必要が

ある と認めるときは、債権者、清算人、監査役若しくは株主の申立てにより又

は職 権で、清算株式会社の財産に関し、その財産の処分禁止の仮処分その他の

必要な保全処分を命ずることができる。

２ 裁判所は、特別清算開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定

があ るまでの間においても、必要があると認めるときは、債権者、清算人、監

査役 若しくは株主の申立てにより又は職権で、前項の規定による保全処分をす

るこ とができる。特別清算開始の申立てを却下する決定に対して第８９０条第

５項の即時抗告がされたときも、同様とする。

３ 裁判所が前２項の規定により清算株式会社が債権者に対して弁済その他の債

務を 消滅させる行為をすることを禁止する旨の保全処分を命じた場合には、債

権者 は、特別清算の関係においては、当該保全処分に反してされた弁済その他

の債務を消滅させる行為の効力を主張することができない。ただし、債権者が、

その行為の当時、当該保全処分がされたことを知っていたときに限る。

（株主名簿の記載等の禁止）

第５４１条 裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、清算の監督上必要が

ある と認めるときは、債権者、清算人、監査役若しくは株主の申立てにより又

は職 権で、清算株式会社が株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録す

ることを禁止することができる。

２ 裁判所は、特別清算開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定
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があ るまでの間においても、必要があると認めるときは、債権者、清算人、監

査役 若しくは株主の申立てにより又は職権で、前項の規定による処分をするこ

とが できる。特別清算開始の申立てを却下する決定に対して第８９０条第５項

の即時抗告がされたときも、同様とする。

（役員等の財産に対する保全処分）

第５４２条 裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、清算の監督上必要が

ある と認めるときは、清算株式会社の申立てにより又は職権で、発起人、設立

時取 締役、設立時監査役、第４２３条第１項に規定する役員等又は清算人（以

下 こ の 款 に お い て 「 対 象 役 員 等 」 と い う 。） の 責 任 に 基 づ く 損 害 賠 償 請 求 権 に

つき、当該対象役員等の財産に対する保全処分をすることができる。

２ 裁判所は、特別清算開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定

があ るまでの間においても、緊急の必要があると認めるときは、清算株式会社

の申 立てにより又は職権で、前項の規定による保全処分をすることができる。

特別 清算開始の申立てを却下する決定に対して第８９０条第５項の即時抗告が

されたときも、同様とする。

（役員等の責任の免除の禁止）

第５４３条 裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、清算の監督上必要が

ある と認めるときは、債権者、清算人、監査役若しくは株主の申立てにより又

は職権で、対象役員等の責任の免除の禁止の処分をすることができる。

（役員等の責任の免除の取消し）

第５４４条 特別清算開始の命令があったときは、清算株式会社は、特別清算開始の申立

てが あった後又はその前１年以内にした対象役員等の責任の免除を取り消すこ

とが できる。不正の目的によってした対象役員等の責任の免除についても、同

様とする。

２ 前項の規定による取消権は、訴え又は抗弁によって、行使する。

３ 第１項の規定による取消権は、特別清算開始の命令があった日から２年を経

過し たときは、行使することができない。当該対象役員等の責任の免除の日か

ら２０年を経過したときも、同様とする。

（役員等責任査定決定）

第５４５条 裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、必要があると認める

とき は、清算株式会社の申立てにより又は職権で、対象役員等の責任に基づく

損害 賠償請求権の査定の裁判（以下この条において「役員等責任査定決定」と

いう。）をすることができる。

２ 裁判所は、職権で役員等責任査定決定の手続を開始する場合には、その旨の

決定をしなければならない。

３ 第１項の申立て又は前項の決定があったときは、時効の中断に関しては、裁
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判上の請求があったものとみなす。

４ 役員等責任査定決定の手続（役員等責任査定決定があった後のものを除く。）

は、特別清算が終了したときは、終了する。

第８款 債権者集会

（債権者集会の招集）

第５４６条 債権者集会は、特別清算の実行上必要がある場合には、いつでも、招集する

ことができる。

２ 債権者集会は、次条第３項の規定により招集する場合を除き、清算株式会社

が招集する。

（債権者による招集の請求）

第５４７条 債権の申出をした協定債権者その他清算株式会社に知れている協定債権者の

協定 債権の総額の１０分の１以上に当たる協定債権を有する協定債権者は、清

算株 式会社に対し、債権者集会の目的である事項及び招集の理由を示して、債

権者集会の招集を請求することができる。

２ 清算株式会社の財産につき第５２２条第２項に規定する担保権を有する協定

債 権 者 が そ の 担 保 権 の 行 使 に よ っ て 弁 済 を 受 け る こ と が で き る 協 定 債 権 の 額

は、前項の協定債権の額に算入しない。

３ 次に掲げる場合には、第１項の規定による請求をした協定債権者は、裁判所

の許可を得て、債権者集会を招集することができる。

一 第１項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合

二 第１項の規定による請求があった日から６週間以内の日を債権者集会の日

とする債権者集会の招集の通知が発せられない場合

（債権者集会の招集等の決定）

第 ５ ４ ８ 条 債 権 者 集 会 を 招 集 す る 者 （ 以 下 この 款 に お い て 「 招集 者 」 と い う 。） は、 債

権者集会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 債権者集会の日時及び場所

二 債権者集会の目的である事項

三 債権者集会に出席しない協定債権者が電磁的方法によって議決権を行使す

ることができることとするときは、その旨

四 前３号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

２ 清算株式会社が債権者集会を招集する場合には、当該清算株式会社は、各協

定債 権について債権者集会における議決権の行使の許否及びその額を定めなけ

ればならない。

３ 清算株式会社以外の者が債権者集会を招集する場合には、その招集者は、清

算株 式会社に対し、前項に規定する事項を定めることを請求しなければならな
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い。 この場合において、その請求があったときは、清算株式会社は、同項に規

定する事項を定めなければならない。

４ 清算株式会社の財産につき第５２２条第２項に規定する担保権を有する協定

債権 者は、その担保権の行使によって弁済を受けることができる協定債権の額

については、議決権を有しない。

５ 協定債権者は、共助対象外国租税の請求権については、議決権を有しない。

（債権者集会の招集の通知）

第５４９条 債権者集会を招集するには、招集者は、債権者集会の日の２週間前までに、

債権 の申出をした協定債権者その他清算株式会社に知れている協定債権者及び

清算株式会社に対して、書面をもってその通知を発しなければならない。

２ 招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところによ

り、 同項の通知を受けるべき者の承諾を得て、電磁的方法により通知を発する

こと ができる。この場合において、当該招集者は、同項の書面による通知を発

したものとみなす。

３ 前２項の通知には、前条第１項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなけ

ればならない。

４ 前３項の規定は、債権の申出をした債権者その他清算株式会社に知れている

債権 者であって一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手

続の ために清算株式会社に対して生じた債権又は特別清算の手続に関する清算

株式会社に対する費用請求権を有するものについて準用する。

（債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等）

第５５０条 招集者は、前条第１項の通知に際しては、法務省令で定めるところにより、

債権 の申出をした協定債権者その他清算株式会社に知れている協定債権者に対

し、 当該協定債権者が有する協定債権について第５４８条第２項又は第３項の

規定 により定められた事項及び議決権の行使について参考となるべき事項を記

載 し た 書 類 （ 次 項 に お い て 「 債 権 者 集 会 参 考 書 類 」 と い う 。） 並 び に 協 定 債 権

者が 議決権を行使するための書面（以下この款において「議決権行使書面」と

いう。）を交付しなければならない。

２ 招集者は、前条第２項の承諾をした協定債権者に対し同項の電磁的方法によ

る通 知を発するときは、前項の規定による債権者集会参考書類及び議決権行使

書面 の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供

する ことができる。ただし、協定債権者の請求があったときは、これらの書類

を当該協定債権者に交付しなければならない。

第５５１条 招集者は、第５４８条第１項第３号に掲げる事項を定めた場合には、第５４

９条 第２項の承諾をした協定債権者に対する電磁的方法による通知に際して、

法務 省令で定めるところにより、協定債権者に対し、議決権行使書面に記載す

べき事項を当該電磁的方法により提供しなければならない。
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２ 招集者は、第５４８条第１項第３号に掲げる事項を定めた場合において、第

５４ ９条第２項の承諾をしていない協定債権者から債権者集会の日の１週間前

まで に議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があっ

たと きは、法務省令で定めるところにより、直ちに、当該協定債権者に対し、

当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。

（債権者集会の指揮等）

第５５２条 債権者集会は、裁判所が指揮する。

２ 債権者集会を招集しようとするときは、招集者は、あらかじめ、第５４８条

第１ 項各号に掲げる事項及び同条第２項又は第３項の規定により定められた事

項を裁判所に届け出なければならない。

（異議を述べられた議決権の取扱い）

第５５３条 債権者集会において、第５４８条第２項又は第３項の規定により各協定債権

につ いて定められた事項について、当該協定債権を有する者又は他の協定債権

者が異議を述べたときは、裁判所がこれを定める。

（債権者集会の決議）

第５５４条 債権者集会において決議をする事項を可決するには、次に掲げる同意のいず

れもがなければならない。

一 出席した議決権者（議決権を行使することができる協定債権者をいう。以

下この款及び次款において同じ。）の過半数の同意

二 出席した議決権者の議決権の総額の２分の１を超える議決権を有する者の

同意

２ 第５５８条第１項の規定によりその有する議決権の一部のみを前項の事項に

同意 するものとして行使した議決権者（その余の議決権を行使しなかったもの

を 除 く 。） が あ る と き の 同 項 第 １ 号 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 該 議 決 権 者 １

人に つき、出席した議決権者の数に一を、同意をした議決権者の数に２分の１

を、それぞれ加算するものとする。

３ 債権者集会は、第５４８条第１項第２号に掲げる事項以外の事項については、

決議をすることができない。

（議決権の代理行使）

第５５５条 協定債権者は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場

合に おいては、当該協定債権者又は代理人は、代理権を証明する書面を招集者

に提出しなければならない。

２ 前項の代理権の授与は、債権者集会ごとにしなければならない。

３ 第１項の協定債権者又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、

政令 で定めるところにより、招集者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項

を電 磁的方法により提供することができる。この場合において、当該協定債権



- 239/422 -

powered by インターネット六法 .com

者又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。

４ 協定債権者が第５４９条第２項の承諾をした者である場合には、招集者は、

正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。

（書面による議決権の行使）

第５５６条 債権者集会に出席しない協定債権者は、書面によって議決権を行使すること

ができる。

２ 書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省

令で 定める時までに当該記載をした議決権行使書面を招集者に提出して行う。

３ 前項の規定により書面によって議決権を行使した議決権者は、第５５４条第

１項 及び第５６７条第１項の規定の適用については、債権者集会に出席したも

のとみなす。

（電磁的方法による議決権の行使）

第５５７条 電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、招集者の承

諾を 得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電

磁的方法により当該招集者に提供して行う。

２ 協定債権者が第５４９条第２項の承諾をした者である場合には、招集者は、

正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。

３ 第１項の規定により電磁的方法によって議決権を行使した議決権者は、第５

５４ 条第１項及び第５６７条第１項の規定の適用については、債権者集会に出

席したものとみなす。

（議決権の不統一行使）

第５５８条 協定債権者は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。こ

の場 合においては、債権者集会の日の３日前までに、招集者に対してその旨及

びその理由を通知しなければならない。

２ 招集者は、前項の協定債権者が他人のために協定債権を有する者でないとき

は、 当該協定債権者が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使

することを拒むことができる。

（担保権を有する債権者等の出席等）

第５５９条 債権者集会又は招集者は、次に掲げる債権者の出席を求め、その意見を聴く

こと ができる。この場合において、債権者集会にあっては、これをする旨の決

議を経なければならない。

一 第５２２条第２項に規定する担保権を有する債権者

二 一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために

清 算株式会社に対して生じた債権又は特別清算の手続に関する清算株式会社

に対する費用請求権を有する債権者
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（延期又は続行の決議）

第５６０条 債権者集会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第５

４８条（第４項を除く。）及び第５４９条の規定は、適用しない。

（議事録）

第５６１条 債権者集会の議事については、招集者は、法務省令で定めるところにより、

議事録を作成しなければならない。

（清算人の調査結果等の債権者集会に対する報告）

第５６２条 特別清算開始の命令があった場合において、第４９２条第１項に規定する清

算人 が清算株式会社の財産の現況についての調査を終了して財産目録等（同項

に規定する財産目録等をいう。以下この条において同じ。）を作成したときは、

清算 株式会社は、遅滞なく、債権者集会を招集し、当該債権者集会に対して、

清算 株式会社の業務及び財産の状況の調査の結果並びに財産目録等の要旨を報

告す るとともに、清算の実行の方針及び見込みに関して意見を述べなければな

らな い。ただし、債権者集会に対する報告及び意見の陳述以外の方法によりそ

の報 告すべき事項及び当該意見の内容を債権者に周知させることが適当である

と認めるときは、この限りでない。

第９款 協定

（協定の申出）

第５６３条 清算株式会社は、債権者集会に対し、協定の申出をすることができる。

（協定の条項）

第５６４条 協定においては、協定債権者の権利（第５２２条第２項に規定する担保権を

除く。）の全部又は一部の変更に関する条項を定めなければならない。

２ 協定債権者の権利の全部又は一部を変更する条項においては、債務の減免、

期限の猶予その他の権利の変更の一般的基準を定めなければならない。

（協定による権利の変更）

第５６５条 協定による権利の変更の内容は、協定債権者の間では平等でなければならな

い。 ただし、不利益を受ける協定債権者の同意がある場合又は少額の協定債権

につ いて別段の定めをしても衡平を害しない場合その他協定債権者の間に差を

設けても衡平を害しない場合は、この限りでない。

（担保権を有する債権者等の参加）

第５６６条 清算株式会社は、協定案の作成に当たり必要があると認めるときは、次に掲

げる債権者の参加を求めることができる。
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一 第５２２条第２項に規定する担保権を有する債権者

二 一般の先取特権その他一般の優先権がある債権を有する債権者

（協定の可決の要件）

第５６７条 第５５４条第１項の規定にかかわらず、債権者集会において協定を可決する

には、次に掲げる同意のいずれもがなければならない。

一 出席した議決権者の過半数の同意

二 議決権者の議決権の総額の３分の２以上の議決権を有する者の同意

２ 第５５４条第２項の規定は、前項第１号の規定の適用について準用する。

（協定の認可の申立て）

第５６８条 協定が可決されたときは、清算株式会社は、遅滞なく、裁判所に対し、協定

の認可の申立てをしなければならない。

（協定の認可又は不認可の決定）

第５６９条 前条の申立てがあった場合には、裁判所は、次項の場合を除き、協定の認可

の決定をする。

２ 裁判所は、次のいずれかに該当する場合には、協定の不認可の決定をする。

一 特別清算の手続又は協定が法律の規定に違反し、かつ、その不備を補正す

る ことができないものであるとき。ただし、特別清算の手続が法律の規定に

違 反する場合において、当該違反の程度が軽微であるときは、この限りでな

い。

二 協定が遂行される見込みがないとき。

三 協定が不正の方法によって成立するに至ったとき。

四 協定が債権者の一般の利益に反するとき。

（協定の効力発生の時期）

第５７０条 協定は、認可の決定の確定により、その効力を生ずる。

（協定の効力範囲）

第５７１条 協定は、清算株式会社及びすべての協定債権者のために、かつ、それらの者

に対して効力を有する。

２ 協定は、第５２２条第２項に規定する債権者が有する同項に規定する担保権、

協定 債権者が清算株式会社の保証人その他清算株式会社と共に債務を負担する

者に 対して有する権利及び清算株式会社以外の者が協定債権者のために提供し

た担保に影響を及ぼさない。

３ 協定の認可の決定が確定したときは、協定債権者の権利は、協定の定めに従

い、変更される。

４ 前項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権についての協定による

権利 の変更の効力は、租税条約等実施特例法第１１条第１項の規定による共助
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との関係においてのみ主張することができる。

（協定の内容の変更）

第５７２条 協定の実行上必要があるときは、協定の内容を変更することができる。この

場合においては、第５６３条から前条までの規定を準用する。

第１０款 特別清算の終了

（特別清算終結の決定）

第５７３条 裁判所は、特別清算開始後、次に掲げる場合には、清算人、監査役、債権者、

株主又は調査委員の申立てにより、特別清算終結の決定をする。

一 特別清算が結了したとき。

二 特別清算の必要がなくなったとき。

（破産手続開始の決定）

第５７４条 裁判所は、特別清算開始後、次に掲げる場合において、清算株式会社に破産

手続 開始の原因となる事実があると認めるときは、職権で、破産法に従い、破

産手続開始の決定をしなければならない。

一 協定の見込みがないとき。

二 協定の実行の見込みがないとき。

三 特別清算によることが債権者の一般の利益に反するとき。

２ 裁判所は、特別清算開始後、次に掲げる場合において、清算株式会社に破産

手続 開始の原因となる事実があると認めるときは、職権で、破産法に従い、破

産手続開始の決定をすることができる。

一 協定が否決されたとき。

二 協定の不認可の決定が確定したとき。

３ 前２項の規定により破産手続開始の決定があった場合における破産法第７１

条第 １項第４号並びに第２項第２号及び第３号、第７２条第１項第４号並びに

第 ２ 項 第 ２ 号 及 び 第 ３ 号 、 第 １ ６ ０ 条 （ 第 １ 項 第 １ 号 を 除 く 。）、 第 １ ６ ２ 条

（ 第 １ 項 第 ２ 号 を 除 く 。）、 第 １ ６ ３ 条 第 ２ 項 、 第 １ ６ ４ 条 第 １ 項 （ 同 条 第 ２

項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。）、 第 １ ６ ６ 条 並 び に 第 １ ６ ７ 条 第 ２ 項 （ 同

法第１７０条第２項において準用する場合を含む。）の規定の適用については、

次の 各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める申立てがあった時に破産手続

開始の申立てがあったものとみなす。

一 特別清算開始の申立ての前に特別清算開始の命令の確定によって効力を失

っ た破産手続における破産手続開始の申立てがある場合 当該破産手続開始

の申立て

二 前号に掲げる場合以外の場合 特別清算開始の申立て

４ 第１項又は第２項の規定により破産手続開始の決定があったときは、特別清
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算の 手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関す

る清算株式会社に対する費用請求権は、財団債権とする。

第３編 持分会社

第１章 設立

（定款の作成）

第 ５ ７ ５ 条 合 名 会 社 、 合 資 会 社 又 は 合 同 会 社（ 以 下 「 持 分 会 社」 と 総 称 す る 。） を設 立

する には、その社員になろうとする者が定款を作成し、その全員がこれに署名

し、又は記名押印しなければならない。

２ 前項の定款は、電磁的記録をもって作成することができる。この場合におい

て、 当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は

記名押印に代わる措置をとらなければならない。

（定款の記載又は記録事項）

第５７６条 持分会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならな

い。

一 目的

二 商号

三 本店の所在地

四 社員の氏名又は名称及び住所

五 社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別

六 社 員 の 出 資 の 目 的 （ 有 限 責 任 社 員 に あ っ て は 、 金 銭 等 に 限 る 。） 及 び そ の

価額又は評価の標準

２ 設立しようとする持分会社が合名会社である場合には、前項第５号に掲げる

事項 として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を記載し、又は記録しな

ければならない。

３ 設立しようとする持分会社が合資会社である場合には、第１項第５号に掲げ

る事 項として、その社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任

社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。

４ 設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、第１項第５号に掲げ

る事 項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録し

なければならない。

第５７７条 前条に規定するもののほか、持分会社の定款には、この法律の規定により定

款の 定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規

定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。

（合同会社の設立時の出資の履行）



- 244/422 -

powered by インターネット六法 .com

第５７８条 設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、当該合同会社の社員

にな ろうとする者は、定款の作成後、合同会社の設立の登記をする時までに、

その 出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の

全部 を給付しなければならない。ただし、合同会社の社員になろうとする者全

員の 同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗

するために必要な行為は、合同会社の成立後にすることを妨げない。

（持分会社の成立）

第５７９条 持分会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立

する。

第２章 社員

第１節 社員の責任等

（社員の責任）

第５８０条 社員は、次に掲げる場合には、連帯して、持分会社の債務を弁済する責任を

負う。

一 当該持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合

二 当該持分会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合（社員

が 、当該持分会社に弁済をする資力があり、かつ、強制執行が容易であるこ

とを証明した場合を除く。）

２ 有限責任社員は、その出資の価額（既に持分会社に対し履行した出資の価額

を除く。）を限度として、持分会社の債務を弁済する責任を負う。

（社員の抗弁）

第５８１条 社員が持分会社の債務を弁済する責任を負う場合には、社員は、持分会社が

主張 することができる抗弁をもって当該持分会社の債権者に対抗することがで

きる。

２ 前項に規定する場合において、持分会社がその債権者に対して相殺権、取消

権又 は解除権を有するときは、社員は、当該債権者に対して債務の履行を拒む

ことができる。

（社員の出資に係る責任）

第５８２条 社員が金銭を出資の目的とした場合において、その出資をすることを怠った

とき は、当該社員は、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならな

い。

２ 社員が債権を出資の目的とした場合において、当該債権の債務者が弁済期に

弁済 をしなかったときは、当該社員は、その弁済をする責任を負う。この場合

にお いては、当該社員は、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければな
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らない。

（社員の責任を変更した場合の特則）

第５８３条 有限責任社員が無限責任社員となった場合には、当該無限責任社員となった

者は 、その者が無限責任社員となる前に生じた持分会社の債務についても、無

限責任社員としてこれを弁済する責任を負う。

２ 有 限 責 任 社 員 （ 合 同 会 社 の 社 員 を 除 く 。） が 出 資 の 価 額 を 減 少 し た 場 合 で あ

って も、当該有限責任社員は、その旨の登記をする前に生じた持分会社の債務

については、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。

３ 無限責任社員が有限責任社員となった場合であっても、当該有限責任社員と

なっ た者は、その旨の登記をする前に生じた持分会社の債務については、無限

責任社員として当該債務を弁済する責任を負う。

４ 前２項の責任は、前２項の登記後２年以内に請求又は請求の予告をしない持

分会社の債権者に対しては、当該登記後２年を経過した時に消滅する。

（無限責任社員となることを許された未成年者の行為能力）

第５８４条 持分会社の無限責任社員となることを許された未成年者は、社員の資格に基

づく行為に関しては、行為能力者とみなす。

第２節 持分の譲渡等

（持分の譲渡）

第５８５条 社員は、他の社員の全員の承諾がなければ、その持分の全部又は一部を他人

に譲渡することができない。

２ 前項の規定にかかわらず、業務を執行しない有限責任社員は、業務を執行す

る社 員の全員の承諾があるときは、その持分の全部又は一部を他人に譲渡する

ことができる。

３ 第６３７条の規定にかかわらず、業務を執行しない有限責任社員の持分の譲

渡に 伴い定款の変更を生ずるときは、その持分の譲渡による定款の変更は、業

務を執行する社員の全員の同意によってすることができる。

４ 前３項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。

（持分の全部の譲渡をした社員の責任）

第５８６条 持分の全部を他人に譲渡した社員は、その旨の登記をする前に生じた持分会

社の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。

２ 前項の責任は、同項の登記後２年以内に請求又は請求の予告をしない持分会

社の債権者に対しては、当該登記後２年を経過した時に消滅する。

第５８７条 持分会社は、その持分の全部又は一部を譲り受けることができない。
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２ 持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合には、当該持分は、当該持分

会社がこれを取得した時に、消滅する。

第３節 誤認行為の責任

（無限責任社員であると誤認させる行為等をした有限責任社員の責任）

第５８８条 合資会社の有限責任社員が自己を無限責任社員であると誤認させる行為をし

たと きは、当該有限責任社員は、その誤認に基づいて合資会社と取引をした者

に対し、無限責任社員と同一の責任を負う。

２ 合 資 会 社 又 は 合 同 会 社 の 有 限 責 任 社 員 が そ の 責 任 の 限 度 を 誤 認 さ せ る 行 為

（ 前 項 の 行 為 を 除 く 。） を し た と き は 、 当 該 有 限 責 任 社 員 は 、 そ の 誤 認 に 基 づ

いて 合資会社又は合同会社と取引をした者に対し、その誤認させた責任の範囲

内で当該合資会社又は合同会社の債務を弁済する責任を負う。

（社員であると誤認させる行為をした者の責任）

第５８９条 合名会社又は合資会社の社員でない者が自己を無限責任社員であると誤認さ

せる 行為をしたときは、当該社員でない者は、その誤認に基づいて合名会社又

は合資会社と取引をした者に対し、無限責任社員と同一の責任を負う。

２ 合資会社又は合同会社の社員でない者が自己を有限責任社員であると誤認さ

せる 行為をしたときは、当該社員でない者は、その誤認に基づいて合資会社又

は合 同会社と取引をした者に対し、その誤認させた責任の範囲内で当該合資会

社又は合同会社の債務を弁済する責任を負う。

第３章 管理

第１節 総則

（業務の執行）

第５９０条 社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行する。

２ 社員が２人以上ある場合には、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある

場合を除き、社員の過半数をもって決定する。

３ 前項の規定にかかわらず、持分会社の常務は、各社員が単独で行うことがで

きる。ただし、その完了前に他の社員が異議を述べた場合は、この限りでない。

（業務を執行する社員を定款で定めた場合）

第５９１条 業務を執行する社員を定款で定めた場合において、業務を執行する社員が２

人以 上あるときは、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、

業務 を執行する社員の過半数をもって決定する。この場合における前条第３項

の規定の適用については、同項中「社員」とあるのは、「業務を執行する社員」
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とする。

２ 前項の規定にかかわらず、同項に規定する場合には、支配人の選任及び解任

は、 社員の過半数をもって決定する。ただし、定款で別段の定めをすることを

妨げない。

３ 業務を執行する社員を定款で定めた場合において、その業務を執行する社員

の全員が退社したときは、当該定款の定めは、その効力を失う。

４ 業務を執行する社員を定款で定めた場合には、その業務を執行する社員は、

正当な事由がなければ、辞任することができない。

５ 前項の業務を執行する社員は、正当な事由がある場合に限り、他の社員の一

致によって解任することができる。

６ 前２項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。

（社員の持分会社の業務及び財産状況に関する調査）

第５９２条 業務を執行する社員を定款で定めた場合には、各社員は、持分会社の業務を

執行 する権利を有しないときであっても、その業務及び財産の状況を調査する

ことができる。

２ 前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。ただし、定款によ

って も、社員が事業年度の終了時又は重要な事由があるときに同項の規定によ

る調査をすることを制限する旨を定めることができない。

第２節 業務を執行する社員

（業務を執行する社員と持分会社との関係）

第５９３条 業務を執行する社員は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行う義務

を負う。

２ 業務を執行する社員は、法令及び定款を遵守し、持分会社のため忠実にその

職務を行わなければならない。

３ 業務を執行する社員は、持分会社又は他の社員の請求があるときは、いつで

もそ の職務の執行の状況を報告し、その職務が終了した後は、遅滞なくその経

過及び結果を報告しなければならない。

４ 民法第６４６条から第６５０条までの規定は、業務を執行する社員と持分会

社と の関係について準用する。この場合において、同法第６４６条第１項、第

６４ ８条第２項、第６４９条及び第６５０条中「委任事務」とあるのは「その

職務 」と、同法第６４８条第３項中「委任」とあるのは「前項の職務」と読み

替えるものとする。

５ 前２項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。

（競業の禁止）

第５９４条 業務を執行する社員は、当該社員以外の社員の全員の承認を受けなければ、
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次に 掲げる行為をしてはならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、

この限りでない。

一 自己又は第三者のために持分会社の事業の部類に属する取引をすること。

二 持分会社の事業と同種の事業を目的とする会社の取締役、執行役又は業務

を執行する社員となること。

２ 業務を執行する社員が前項の規定に違反して同項第１号に掲げる行為をした

とき は、当該行為によって当該業務を執行する社員又は第三者が得た利益の額

は、持分会社に生じた損害の額と推定する。

（利益相反取引の制限）

第５９５条 業務を執行する社員は、次に掲げる場合には、当該取引について当該社員以

外の 社員の過半数の承認を受けなければならない。ただし、定款に別段の定め

がある場合は、この限りでない。

一 業務を執行する社員が自己又は第三者のために持分会社と取引をしようと

するとき。

二 持分会社が業務を執行する社員の債務を保証することその他社員でない者

と の間において持分会社と当該社員との利益が相反する取引をしようとする

とき。

２ 民法第１０８条の規定は、前項の承認を受けた同項第１号の取引については、

適用しない。

（業務を執行する社員の持分会社に対する損害賠償責任）

第５９６条 業務を執行する社員は、その任務を怠ったときは、持分会社に対し、連帯し

て、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

（業務を執行する有限責任社員の第三者に対する損害賠償責任）

第５９７条 業務を執行する有限責任社員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失

があ ったときは、当該有限責任社員は、連帯して、これによって第三者に生じ

た損害を賠償する責任を負う。

（法人が業務を執行する社員である場合の特則）

第５９８条 法人が業務を執行する社員である場合には、当該法人は、当該業務を執行す

る社 員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の社員に通知

しなければならない。

２ 第５９３条から前条までの規定は、前項の規定により選任された社員の職務

を行うべき者について準用する。

（持分会社の代表）

第５９９条 業務を執行する社員は、持分会社を代表する。ただし、他に持分会社を代表

する社員その他持分会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
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２ 前項本文の業務を執行する社員が２人以上ある場合には、業務を執行する社

員は、各自、持分会社を代表する。

３ 持分会社は、定款又は定款の定めに基づく社員の互選によって、業務を執行

する社員の中から持分会社を代表する社員を定めることができる。

４ 持分会社を代表する社員は、持分会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判

外の行為をする権限を有する。

５ 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

（持分会社を代表する社員等の行為についての損害賠償責任）

第６００条 持分会社は、持分会社を代表する社員その他の代表者がその職務を行うにつ

いて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

（持分会社と社員との間の訴えにおける会社の代表）

第６０１条 第５９９条第４項の規定にかかわらず、持分会社が社員に対し、又は社員が

持分 会社に対して訴えを提起する場合において、当該訴えについて持分会社を

代 表 す る 者 （ 当 該 社 員 を 除 く 。） が 存 し な い と き は 、 当 該 社 員 以 外 の 社 員 の 過

半数をもって、当該訴えについて持分会社を代表する者を定めることができる。

第６０２条 第５９９条第１項の規定にかかわらず、社員が持分会社に対して社員の責任

を追 及する訴えの提起を請求した場合において、持分会社が当該請求の日から

６０ 日以内に当該訴えを提起しないときは、当該請求をした社員は、当該訴え

につ いて持分会社を代表することができる。ただし、当該訴えが当該社員若し

くは 第三者の不正な利益を図り又は当該持分会社に損害を加えることを目的と

する場合は、この限りでない。

第３節 業務を執行する社員の職務を代行する者

第６０３条 民事保全法第５６条に規定する仮処分命令により選任された業務を執行する

社員 又は持分会社を代表する社員の職務を代行する者は、仮処分命令に別段の

定め がある場合を除き、持分会社の常務に属しない行為をするには、裁判所の

許可を得なければならない。

２ 前項の規定に違反して行った業務を執行する社員又は持分会社を代表する社

員の 職務を代行する者の行為は、無効とする。ただし、持分会社は、これをも

って善意の第三者に対抗することができない。

第４章 社員の加入及び退社

第１節 社員の加入
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（社員の加入）

第６０４条 持分会社は、新たに社員を加入させることができる。

２ 持分会社の社員の加入は、当該社員に係る定款の変更をした時に、その効力

を生ずる。

３ 前項の規定にかかわらず、合同会社が新たに社員を加入させる場合において、

新た に社員となろうとする者が同項の定款の変更をした時にその出資に係る払

込み 又は給付の全部又は一部を履行していないときは、その者は、当該払込み

又は給付を完了した時に、合同会社の社員となる。

（加入した社員の責任）

第６０５条 持分会社の成立後に加入した社員は、その加入前に生じた持分会社の債務に

ついても、これを弁済する責任を負う。

第２節 社員の退社

（任意退社）

第６０６条 持分会社の存続期間を定款で定めなかった場合又はある社員の終身の間持分

会社 が存続することを定款で定めた場合には、各社員は、事業年度の終了の時

にお いて退社をすることができる。この場合においては、各社員は、６箇月前

までに持分会社に退社の予告をしなければならない。

２ 前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。

３ 前２項の規定にかかわらず、各社員は、やむを得ない事由があるときは、い

つでも退社することができる。

（法定退社）

第６０７条 社員は、前条、第６０９条第１項、第６４２条第２項及び第８４５条の場合

のほか、次に掲げる事由によって退社する。

一 定款で定めた事由の発生

二 総社員の同意

三 死亡

四 合併（合併により当該法人である社員が消滅する場合に限る。）

五 破産手続開始の決定

六 解散（前２号に掲げる事由によるものを除く。）

七 後見開始の審判を受けたこと。

八 除名

２ 持分会社は、その社員が前項第５号から第７号までに掲げる事由の全部又は

一部によっては退社しない旨を定めることができる。

（相続及び合併の場合の特則）
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第６０８条 持分会社は、その社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合における

当該 社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継する旨を定款で

定めることができる。

２ 第６０４条第２項の規定にかかわらず、前項の規定による定款の定めがある

場 合 に は 、 同 項 の 一 般 承 継 人 （ 社 員 以 外 の も の に 限 る 。） は 、 同 項 の 持 分 を 承

継した時に、当該持分を有する社員となる。

３ 第１項の定款の定めがある場合には、持分会社は、同項の一般承継人が持分

を承継した時に、当該一般承継人に係る定款の変更をしたものとみなす。

４ 第１項の一般承継人（相続により持分を承継したものであって、出資に係る

払 込 み 又 は 給 付 の 全 部 又 は 一 部 を 履 行 し て い な い も の に 限 る 。） が ２ 人 以 上 あ

る場 合には、各一般承継人は、連帯して当該出資に係る払込み又は給付の履行

をする責任を負う。

５ 第 １ 項 の 一 般 承 継 人 （ 相 続 に よ り 持 分 を 承 継 し た も の に 限 る 。） が ２ 人 以 上

ある 場合には、各一般承継人は、承継した持分についての権利を行使する者１

人を 定めなければ、当該持分についての権利を行使することができない。ただ

し、 持分会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。

（持分の差押債権者による退社）

第６０９条 社員の持分を差し押さえた債権者は、事業年度の終了時において当該社員を

退社 させることができる。この場合においては、当該債権者は、６箇月前まで

に持分会社及び当該社員にその予告をしなければならない。

２ 前項後段の予告は、同項の社員が、同項の債権者に対し、弁済し、又は相当

の担保を提供したときは、その効力を失う。

３ 第１項後段の予告をした同項の債権者は、裁判所に対し、持分の払戻しの請

求権の保全に関し必要な処分をすることを申し立てることができる。

（退社に伴う定款のみなし変更）

第６１０条 第６０６条、第６０７条第１項、前条第１項又は第６４２条第２項の規定に

より 社員が退社した場合（第８４５条の規定により社員が退社したものとみな

さ れ る 場 合 を 含 む 。） に は 、 持 分 会 社 は 、 当 該 社 員 が 退 社 し た 時 に 、 当 該 社 員

に係る定款の定めを廃止する定款の変更をしたものとみなす。

（退社に伴う持分の払戻し）

第６１１条 退社した社員は、その出資の種類を問わず、その持分の払戻しを受けること

がで きる。ただし、第６０８条第１項及び第２項の規定により当該社員の一般

承継人が社員となった場合は、この限りでない。

２ 退社した社員と持分会社との間の計算は、退社の時における持分会社の財産

の状況に従ってしなければならない。

３ 退社した社員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことがで

きる。
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４ 退社の時にまだ完了していない事項については、その完了後に計算をするこ

とができる。

５ 社員が除名により退社した場合における第２項及び前項の規定の適用につい

て は 、 こ れ ら の 規 定 中 「 退 社 の 時 」 と あ る の は 、「 除 名 の 訴 え を 提 起 し た 時 」

とする。

６ 前項に規定する場合には、持分会社は、除名の訴えを提起した日後の年６分

の利率により算定した利息をも支払わなければならない。

７ 社員の持分の差押えは、持分の払戻しを請求する権利に対しても、その効力

を有する。

（退社した社員の責任）

第６１２条 退社した社員は、その登記をする前に生じた持分会社の債務について、従前

の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。

２ 前項の責任は、同項の登記後２年以内に請求又は請求の予告をしない持分会

社の債権者に対しては、当該登記後２年を経過した時に消滅する。

（商号変更の請求）

第６１３条 持分会社がその商号中に退社した社員の氏若しくは氏名又は名称を用いてい

ると きは、当該退社した社員は、当該持分会社に対し、その氏若しくは氏名又

は名称の使用をやめることを請求することができる。

第５章 計算等

第１節 会計の原則

第６１４条 持分会社の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うもの

とする。

第２節 会計帳簿

（会計帳簿の作成及び保存）

第６１５条 持分会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作

成しなければならない。

２ 持分会社は、会計帳簿の閉鎖の時から１０年間、その会計帳簿及びその事業

に関する重要な資料を保存しなければならない。

（会計帳簿の提出命令）

第６１６条 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部

又は一部の提出を命ずることができる。
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第３節 計算書類

（計算書類の作成及び保存）

第６１７条 持分会社は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対

照表を作成しなければならない。

２ 持分会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類（貸

借対 照表その他持分会社の財産の状況を示すために必要かつ適切なものとして

法 務 省 令 で 定 め る も の を い う 。 以 下 こ の 章 に お い て 同 じ 。） を作 成 し な け れ ば

ならない。

３ 計算書類は、電磁的記録をもって作成することができる。

４ 持分会社は、計算書類を作成した時から１０年間、これを保存しなければな

らない。

（計算書類の閲覧等）

第６１８条 持分会社の社員は、当該持分会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請

求をすることができる。

一 計算書類が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写

の請求

二 計算書類が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に

記 録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写

の請求

２ 前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。ただし、定款によ

って も、社員が事業年度の終了時に同項各号に掲げる請求をすることを制限す

る旨を定めることができない。

（計算書類の提出命令）

第６１９条 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類の全部

又は一部の提出を命ずることができる。

第４節 資本金の額の減少

第６２０条 持分会社は、損失のてん補のために、その資本金の額を減少することができ

る。

２ 前項の規定により減少する資本金の額は、損失の額として法務省令で定める

方法により算定される額を超えることができない。
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第５節 利益の配当

（利益の配当）

第６２１条 社員は、持分会社に対し、利益の配当を請求することができる。

２ 持分会社は、利益の配当を請求する方法その他の利益の配当に関する事項を

定款で定めることができる。

３ 社員の持分の差押えは、利益の配当を請求する権利に対しても、その効力を

有する。

（社員の損益分配の割合）

第６２２条 損益分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出

資の価額に応じて定める。

２ 利益又は損失の一方についてのみ分配の割合についての定めを定款で定めた

ときは、その割合は、利益及び損失の分配に共通であるものと推定する。

（有限責任社員の利益の配当に関する責任）

第６２３条 持分会社が利益の配当により有限責任社員に対して交付した金銭等の帳簿価

額 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 配 当 額 」 と い う 。） が 当 該 利 益 の 配 当 を す る 日 に お

ける 利益額（持分会社の利益の額として法務省令で定める方法により算定され

る 額 を い う 。 以 下 こ の 章 に お い て 同 じ 。） を 超 え る 場 合 に は 、 当 該 利 益 の 配 当

を受 けた有限責任社員は、当該持分会社に対し、連帯して、当該配当額に相当

する金銭を支払う義務を負う。

２ 前項に規定する場合における同項の利益の配当を受けた有限責任社員につい

ての 第５８０条第２項の規定の適用については、同項中「を限度として」とあ

る の は 、「 及 び 第 ６ ２ ３ 条 第 １ 項 の 配 当 額 が 同 項 の 利 益 額 を 超 過 す る 額 （ 同 項

の義務を履行した額を除く。）の合計額を限度として」とする。

第６節 出資の払戻し

第６２４条 社員は、持分会社に対し、既に出資として払込み又は給付をした金銭等の払

戻 し （ 以 下 こ の 編 に お い て 「 出 資 の 払 戻 し 」 と い う 。） を 請 求 す る こ と が で き

る。 この場合において、当該金銭等が金銭以外の財産であるときは、当該財産

の価額に相当する金銭の払戻しを請求することを妨げない。

２ 持分会社は、出資の払戻しを請求する方法その他の出資の払戻しに関する事

項を定款で定めることができる。

３ 社員の持分の差押えは、出資の払戻しを請求する権利に対しても、その効力

を有する。
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第７節 合同会社の計算等に関する特則

第１款 計算書類の閲覧に関する特則

第６２５条 合同会社の債権者は、当該合同会社の営業時間内は、いつでも、その計算書

類 （ 作 成 し た 日 か ら ５ 年 以 内 の も の に 限 る 。） に つ い て 第 ６ １ ８ 条 第 １ 項 各 号

に掲げる請求をすることができる。

第２款 資本金の額の減少に関する特則

（出資の払戻し又は持分の払戻しを行う場合の資本金の額の減少）

第６２６条 合同会社は、第６２０条第１項の場合のほか、出資の払戻し又は持分の払戻

しのために、その資本金の額を減少することができる。

２ 前項の規定により出資の払戻しのために減少する資本金の額は、第６３２条

第２ 項に規定する出資払戻額から出資の払戻しをする日における剰余金額を控

除して得た額を超えてはならない。

３ 第１項の規定により持分の払戻しのために減少する資本金の額は、第６３５

条第 １項に規定する持分払戻額から持分の払戻しをする日における剰余金額を

控除して得た額を超えてはならない。

４ 前２項に規定する「剰余金額」とは、第１号に掲げる額から第２号から第４

号ま でに掲げる額の合計額を減じて得た額をいう（第４款及び第５款において

同じ。）。

一 資産の額

二 負債の額

三 資本金の額

四 前２号に掲げるもののほか、法務省令で定める各勘定科目に計上した額の

合計額

（債権者の異議）

第６２７条 合同会社が資本金の額を減少する場合には、当該合同会社の債権者は、当該

合同会社に対し、資本金の額の減少について異議を述べることができる。

２ 前項に規定する場合には、合同会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、か

つ、 知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、

第２号の期間は、１箇月を下ることができない。

一 当該資本金の額の減少の内容

二 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

３ 前項の規定にかかわらず、合同会社が同項の規定による公告を、官報のほか、

第９ ３９条第１項の規定による定款の定めに従い、同項第２号又は第３号に掲

げる 公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを

要しない。
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４ 債権者が第２項第２号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、

当該資本金の額の減少について承認をしたものとみなす。

５ 債権者が第２項第２号の期間内に異議を述べたときは、合同会社は、当該債

権者 に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を

受け させることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならな

い。 ただし、当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがない

ときは、この限りでない。

６ 資本金の額の減少は、前各項の手続が終了した日に、その効力を生ずる。

第３款 利益の配当に関する特則

（利益の配当の制限）

第６２８条 合同会社は、利益の配当により社員に対して交付する金銭等の帳簿価額（以

下 こ の 款 に お い て 「 配 当 額 」 と い う 。） が 当 該 利 益 の 配 当 を す る 日 に お け る 利

益額 を超える場合には、当該利益の配当をすることができない。この場合にお

いては、合同会社は、第６２１条第１項の規定による請求を拒むことができる。

（利益の配当に関する責任）

第６２９条 合同会社が前条の規定に違反して利益の配当をした場合には、当該利益の配

当に 関する業務を執行した社員は、当該合同会社に対し、当該利益の配当を受

けた社員と連帯して、当該配当額に相当する金銭を支払う義務を負う。ただし、

当該 業務を執行した社員がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを

証明した場合は、この限りでない。

２ 前項の義務は、免除することができない。ただし、利益の配当をした日にお

ける 利益額を限度として当該義務を免除することについて総社員の同意がある

場合は、この限りでない。

（社員に対する求償権の制限等）

第６３０条 前条第１項に規定する場合において、利益の配当を受けた社員は、配当額が

利益 の配当をした日における利益額を超えることにつき善意であるときは、当

該配 当額について、当該利益の配当に関する業務を執行した社員からの求償の

請求に応ずる義務を負わない。

２ 前条第１項に規定する場合には、合同会社の債権者は、利益の配当を受けた

社員 に対し、配当額（当該配当額が当該債権者の合同会社に対して有する債権

額を 超える場合にあっては、当該債権額）に相当する金銭を支払わせることが

できる。

３ 第６２３条第２項の規定は、合同会社の社員については、適用しない。

（欠損が生じた場合の責任）
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第６３１条 合同会社が利益の配当をした場合において、当該利益の配当をした日の属す

る事 業年度の末日に欠損額（合同会社の欠損の額として法務省令で定める方法

に よ り 算 定 さ れ る 額 を い う 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。） が 生 じ た と き は 、 当

該利 益の配当に関する業務を執行した社員は、当該合同会社に対し、当該利益

の配 当を受けた社員と連帯して、その欠損額（当該欠損額が配当額を超えると

きは 、当該配当額）を支払う義務を負う。ただし、当該業務を執行した社員が

その 職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限り

でない。

２ 前項の義務は、総社員の同意がなければ、免除することができない。

第４款 出資の払戻しに関する特則

（出資の払戻しの制限）

第６３２条 第６２４条第１項の規定にかかわらず、合同会社の社員は、定款を変更して

その 出資の価額を減少する場合を除き、同項前段の規定による請求をすること

ができない。

２ 合同会社が出資の払戻しにより社員に対して交付する金銭等の帳簿価額（以

下 こ の 款 に お い て 「 出 資 払 戻 額 」 と い う 。） が 、 第 ６ ２ ４ 条 第 １ 項 前 段 の 規 定

によ る請求をした日における剰余金額（第６２６条第１項の資本金の額の減少

をし た場合にあっては、その減少をした後の剰余金額。以下この款において同

じ 。） 又 は 前 項 の 出 資 の 価 額 を 減 少 し た 額 の い ず れ か 少 な い 額 を 超 え る 場 合 に

は、 当該出資の払戻しをすることができない。この場合においては、合同会社

は、第６２４条第１項前段の規定による請求を拒むことができる。

（出資の払戻しに関する社員の責任）

第６３３条 合同会社が前条の規定に違反して出資の払戻しをした場合には、当該出資の

払戻 しに関する業務を執行した社員は、当該合同会社に対し、当該出資の払戻

しを 受けた社員と連帯して、当該出資払戻額に相当する金銭を支払う義務を負

う。 ただし、当該業務を執行した社員がその職務を行うについて注意を怠らな

かったことを証明した場合は、この限りでない。

２ 前項の義務は、免除することができない。ただし、出資の払戻しをした日に

おけ る剰余金額を限度として当該義務を免除することについて総社員の同意が

ある場合は、この限りでない。

（社員に対する求償権の制限等）

第６３４条 前条第１項に規定する場合において、出資の払戻しを受けた社員は、出資払

戻額 が出資の払戻しをした日における剰余金額を超えることにつき善意である

とき は、当該出資払戻額について、当該出資の払戻しに関する業務を執行した

社員からの求償の請求に応ずる義務を負わない。
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２ 前条第１項に規定する場合には、合同会社の債権者は、出資の払戻しを受け

た社 員に対し、出資払戻額（当該出資払戻額が当該債権者の合同会社に対して

有す る債権額を超える場合にあっては、当該債権額）に相当する金銭を支払わ

せることができる。

第５款 退社に伴う持分の払戻しに関する特則

（債権者の異議）

第６３５条 合同会社が持分の払戻しにより社員に対して交付する金銭等の帳簿価額（以

下 こ の 款 に お い て 「 持 分 払 戻 額 」 と い う 。） が 当 該 持 分 の 払 戻 し を す る 日 に お

ける 剰余金額を超える場合には、当該合同会社の債権者は、当該合同会社に対

し、持分の払戻しについて異議を述べることができる。

２ 前項に規定する場合には、合同会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、か

つ、 知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、

第２ 号の期間は、１箇月（持分払戻額が当該合同会社の純資産額として法務省

令で 定める方法により算定される額を超える場合にあっては、２箇月）を下る

ことができない。

一 当該剰余金額を超える持分の払戻しの内容

二 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

３ 前項の規定にかかわらず、合同会社が同項の規定による公告を、官報のほか、

第９ ３９条第１項の規定による定款の定めに従い、同項第２号又は第３号に掲

げる 公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを

要し ない。ただし、持分払戻額が当該合同会社の純資産額として法務省令で定

める方法により算定される額を超える場合は、この限りでない。

４ 債権者が第２項第２号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、

当該持分の払戻しについて承認をしたものとみなす。

５ 債権者が第２項第２号の期間内に異議を述べたときは、合同会社は、当該債

権者 に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を

受け させることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならな

い。 ただし、持分払戻額が当該合同会社の純資産額として法務省令で定める方

法に より算定される額を超えない場合において、当該持分の払戻しをしても当

該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

（業務を執行する社員の責任）

第６３６条 合同会社が前条の規定に違反して持分の払戻しをした場合には、当該持分の

払戻 しに関する業務を執行した社員は、当該合同会社に対し、当該持分の払戻

しを 受けた社員と連帯して、当該持分払戻額に相当する金銭を支払う義務を負

う。 ただし、持分の払戻しに関する業務を執行した社員がその職務を行うにつ

いて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
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２ 前項の義務は、免除することができない。ただし、持分の払戻しをした時に

おけ る剰余金額を限度として当該義務を免除することについて総社員の同意が

ある場合は、この限りでない。

第６章 定款の変更

（定款の変更）

第６３７条 持分会社は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって、

定款の変更をすることができる。

（定款の変更による持分会社の種類の変更）

第６３８条 合名会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定

める種類の持分会社となる。

一 有限責任社員を加入させる定款の変更 合資会社

二 その社員の一部を有限責任社員とする定款の変更 合資会社

三 その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更 合同会社

２ 合資会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定

める種類の持分会社となる。

一 その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更 合名会社

二 その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更 合同会社

３ 合同会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定

める種類の持分会社となる。

一 その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更 合名会社

二 無限責任社員を加入させる定款の変更 合資会社

三 その社員の一部を無限責任社員とする定款の変更 合資会社

（合資会社の社員の退社による定款のみなし変更）

第６３９条 合資会社の有限責任社員が退社したことにより当該合資会社の社員が無限責

任社 員のみとなった場合には、当該合資会社は、合名会社となる定款の変更を

したものとみなす。

２ 合資会社の無限責任社員が退社したことにより当該合資会社の社員が有限責

任社 員のみとなった場合には、当該合資会社は、合同会社となる定款の変更を

したものとみなす。

（定款の変更時の出資の履行）

第６４０条 第６３８条第１項第３号又は第２項第２号に掲げる定款の変更をする場合に

おい て、当該定款の変更をする持分会社の社員が当該定款の変更後の合同会社

に対 する出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないときは、

当該 定款の変更は、当該払込み及び給付が完了した日に、その効力を生ずる。
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２ 前条第２項の規定により合同会社となる定款の変更をしたものとみなされた

場合 において、社員がその出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行し

ていないときは、当該定款の変更をしたものとみなされた日から１箇月以内に、

当該 払込み又は給付を完了しなければならない。ただし、当該期間内に、合名

会社又は合資会社となる定款の変更をした場合は、この限りでない。

第７章 解散

（解散の事由）

第６４１条 持分会社は、次に掲げる事由によって解散する。

一 定款で定めた存続期間の満了

二 定款で定めた解散の事由の発生

三 総社員の同意

四 社員が欠けたこと。

五 合併（合併により当該持分会社が消滅する場合に限る。）

六 破産手続開始の決定

七 第８２４条第１項又は第８３３条第２項の規定による解散を命ずる裁判

（持分会社の継続）

第６４２条 持分会社は、前条第１号から第３号までに掲げる事由によって解散した場合

には 、次章の規定による清算が結了するまで、社員の全部又は一部の同意によ

って、持分会社を継続することができる。

２ 前項の場合には、持分会社を継続することについて同意しなかった社員は、

持分会社が継続することとなった日に、退社する。

（解散した持分会社の合併等の制限）

第６４３条 持分会社が解散した場合には、当該持分会社は、次に掲げる行為をすること

ができない。

一 合併（合併により当該持分会社が存続する場合に限る。）

二 吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一

部の承継

第８章 清算

第１節 清算の開始

（清算の開始原因）

第６４４条 持分会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をし

なければならない。
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一 解散した場合（第６４１条第５号に掲げる事由によって解散した場合及び

破 産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了してい

ない場合を除く。）

二 設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合

三 設立の取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合

（清算持分会社の能力）

第６４５条 前条の規定により清算をする持分会社（以下「清算持分会社」という。）は、

清算 の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみな

す。

第２節 清算人

（清算人の設置）

第６４６条 清算持分会社には、１人又は２人以上の清算人を置かなければならない。

（清算人の就任）

第６４７条 次に掲げる者は、清算持分会社の清算人となる。

一 業務を執行する社員（次号又は第３号に掲げる者がある場合を除く。）

二 定款で定める者

三 社員（業務を執行する社員を定款で定めた場合にあっては、その社員）の

過半数の同意によって定める者

２ 前項の規定により清算人となる者がないときは、裁判所は、利害関係人の申

立てにより、清算人を選任する。

３ 前２項の規定にかかわらず、第６４１条第４号又は第７号に掲げる事由によ

って 解散した清算持分会社については、裁判所は、利害関係人若しくは法務大

臣の申立てにより又は職権で、清算人を選任する。

４ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、第６４４条第２号又は第３号に掲げ

る場 合に該当することとなった清算持分会社については、裁判所は、利害関係

人の申立てにより、清算人を選任する。

（清算人の解任）

第６４８条 清算人（前条第２項から第４項までの規定により裁判所が選任したものを除

く。）は、いつでも、解任することができる。

２ 前項の規定による解任は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半

数をもって決定する。

３ 重要な事由があるときは、裁判所は、社員その他利害関係人の申立てにより、

清算人を解任することができる。
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（清算人の職務）

第６４９条 清算人は、次に掲げる職務を行う。

一 現務の結了

二 債権の取立て及び債務の弁済

三 残余財産の分配

（業務の執行）

第６５０条 清算人は、清算持分会社の業務を執行する。

２ 清算人が２人以上ある場合には、清算持分会社の業務は、定款に別段の定め

がある場合を除き、清算人の過半数をもって決定する。

３ 前項の規定にかかわらず、社員が２人以上ある場合には、清算持分会社の事

業の全部又は一部の譲渡は、社員の過半数をもって決定する。

（清算人と清算持分会社との関係）

第６５１条 清算持分会社と清算人との関係は、委任に関する規定に従う。

２ 第５９３条第２項、第５９４条及び第５９５条の規定は、清算人について準

用す る。この場合において、第５９４条第１項及び第５９５条第１項中「当該

社 員 以 外 の 社 員 」 と あ る の は 、「 社 員 （ 当 該 清 算 人 が 社 員 で あ る 場 合 に あ っ て

は、当該清算人以外の社員）」と読み替えるものとする。

（清算人の清算持分会社に対する損害賠償責任）

第６５２条 清算人は、その任務を怠ったときは、清算持分会社に対し、連帯して、これ

によって生じた損害を賠償する責任を負う。

（清算人の第三者に対する損害賠償責任）

第６５３条 清算人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該

清算人は、連帯して、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

（法人が清算人である場合の特則）

第６５４条 法人が清算人である場合には、当該法人は、当該清算人の職務を行うべき者

を選任し、その者の氏名及び住所を社員に通知しなければならない。

２ 前３条の規定は、前項の規定により選任された清算人の職務を行うべき者に

ついて準用する。

（清算持分会社の代表）

第６５５条 清算人は、清算持分会社を代表する。ただし、他に清算持分会社を代表する

清算人その他清算持分会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。

２ 前項本文の清算人が２人以上ある場合には、清算人は、各自、清算持分会社

を代表する。

３ 清算持分会社は、定款又は定款の定めに基づく清算人（第６４７条第２項か
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ら第 ４項までの規定により裁判所が選任したものを除く。以下この項において

同 じ 。） の 互 選 に よ っ て 、 清 算 人 の 中 か ら 清 算 持 分 会 社 を 代 表 す る 清 算 人 を 定

めることができる。

４ 第６４７条第１項第１号の規定により業務を執行する社員が清算人となる場

合に おいて、持分会社を代表する社員を定めていたときは、当該持分会社を代

表する社員が清算持分会社を代表する清算人となる。

５ 裁判所は、第６４７条第２項から第４項までの規定により清算人を選任する

場合 には、その清算人の中から清算持分会社を代表する清算人を定めることが

できる。

６ 第５９９条第４項及び第５項の規定は清算持分会社を代表する清算人につい

て、 第６０３条の規定は民事保全法第５６条に規定する仮処分命令により選任

さ れ た 清 算 人 又 は 清 算 持 分 会 社 を 代 表 す る 清 算 人 の 職 務 を 代 行 す る 者 に つ い

て、それぞれ準用する。

（清算持分会社についての破産手続の開始）

第６５６条 清算持分会社の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになっ

たときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。

２ 清算人は、清算持分会社が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産

管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。

３ 前項に規定する場合において、清算持分会社が既に債権者に支払い、又は社

員に分配したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。

（裁判所の選任する清算人の報酬）

第６５７条 裁判所は、第６４７条第２項から第４項までの規定により清算人を選任した

場合 には、清算持分会社が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることが

できる。

第３節 財産目録等

（財産目録等の作成等）

第６５８条 清算人は、その就任後遅滞なく、清算持分会社の財産の現況を調査し、法務

省令 で定めるところにより、第６４４条各号に掲げる場合に該当することとな

った 日における財産目録及び貸借対照表（以下この節において「財産目録等」

という。）を作成し、各社員にその内容を通知しなければならない。

２ 清算持分会社は、財産目録等を作成した時からその本店の所在地における清

算結了の登記の時までの間、当該財産目録等を保存しなければならない。

３ 清算持分会社は、社員の請求により、毎月清算の状況を報告しなければなら

ない。
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（財産目録等の提出命令）

第６５９条 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、財産目録等の全

部又は一部の提出を命ずることができる。

第４節 債務の弁済等

（債権者に対する公告等）

第 ６ ６ ０ 条 清 算 持 分 会 社 （ 合 同 会 社 に 限 る 。以 下 こ の 項 及 び 次条 に お い て 同 じ 。）は 、

第６ ４４条各号に掲げる場合に該当することとなった後、遅滞なく、当該清算

持分 会社の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に

公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。

ただし、当該期間は、２箇月を下ることができない。

２ 前項の規定による公告には、当該債権者が当該期間内に申出をしないときは

清算から除斥される旨を付記しなければならない。

（債務の弁済の制限）

第６６１条 清算持分会社は、前条第１項の期間内は、債務の弁済をすることができない。

この 場合において、清算持分会社は、その債務の不履行によって生じた責任を

免れることができない。

２ 前項の規定にかかわらず、清算持分会社は、前条第１項の期間内であっても、

裁判 所の許可を得て、少額の債権、清算持分会社の財産につき存する担保権に

よっ て担保される債権その他これを弁済しても他の債権者を害するおそれがな

い債権に係る債務について、その弁済をすることができる。この場合において、

当該 許可の申立ては、清算人が２人以上あるときは、その全員の同意によって

しなければならない。

（条件付債権等に係る債務の弁済）

第６６２条 清算持分会社は、条件付債権、存続期間が不確定な債権その他その額が不確

定な 債権に係る債務を弁済することができる。この場合においては、これらの

債権 を評価させるため、裁判所に対し、鑑定人の選任の申立てをしなければな

らない。

２ 前項の場合には、清算持分会社は、同項の鑑定人の評価に従い同項の債権に

係る債務を弁済しなければならない。

３ 第１項の鑑定人の選任の手続に関する費用は、清算持分会社の負担とする。

当該 鑑定人による鑑定のための呼出し及び質問に関する費用についても、同様

とする。

（出資の履行の請求）

第６６３条 清算持分会社に現存する財産がその債務を完済するのに足りない場合におい
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て、 その出資の全部又は一部を履行していない社員があるときは、当該出資に

係る 定款の定めにかかわらず、当該清算持分会社は、当該社員に出資させるこ

とができる。

（債務の弁済前における残余財産の分配の制限）

第６６４条 清算持分会社は、当該清算持分会社の債務を弁済した後でなければ、その財

産を 社員に分配することができない。ただし、その存否又は額について争いの

ある 債権に係る債務についてその弁済をするために必要と認められる財産を留

保した場合は、この限りでない。

（清算からの除斥）

第 ６ ６ ５ 条 清 算 持 分 会 社 （ 合 同 会 社 に 限 る 。以 下 こ の 条 に お いて 同 じ 。） の 債権 者 （ 知

れ て い る 債 権 者 を 除 く 。） で あ っ て 第 ６ ６ ０ 条 第 １ 項 の 期 間 内 に そ の 債 権 の 申

出をしなかったものは、清算から除斥される。

２ 前項の規定により清算から除斥された債権者は、分配がされていない残余財

産に対してのみ、弁済を請求することができる。

３ 清算持分会社の残余財産を社員の一部に分配した場合には、当該社員の受け

た分 配と同一の割合の分配を当該社員以外の社員に対してするために必要な財

産は、前項の残余財産から控除する。

第５節 残余財産の分配

（残余財産の分配の割合）

第６６６条 残余財産の分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社

員の出資の価額に応じて定める。

第６節 清算事務の終了等

第６６７条 清算持分会社は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、清算に係る計算を

して、社員の承認を受けなければならない。

２ 社員が１箇月以内に前項の計算について異議を述べなかったときは、社員は、

当該 計算の承認をしたものとみなす。ただし、清算人の職務の執行に不正の行

為があったときは、この限りでない。

第７節 任意清算

（財産の処分の方法）
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第 ６ ６ ８ 条 持 分 会 社 （ 合 名 会 社 及 び 合 資 会 社に 限 る 。 以 下 こ の節 に お い て 同 じ 。）は 、

定款 又は総社員の同意によって、当該持分会社が第６４１条第１号から第３号

まで に掲げる事由によって解散した場合における当該持分会社の財産の処分の

方法を定めることができる。

２ 第２節から前節までの規定は、前項の財産の処分の方法を定めた持分会社に

ついては、適用しない。

（財産目録等の作成）

第６６９条 前条第１項の財産の処分の方法を定めた持分会社が第６４１条第１号から第

３号 までに掲げる事由によって解散した場合には、清算持分会社（合名会社及

び 合 資 会 社 に 限 る 。 以 下 こ の 節 に お い て 同 じ 。） は 、 解 散 の 日 か ら ２ 週 間 以 内

に、 法務省令で定めるところにより、解散の日における財産目録及び貸借対照

表を作成しなければならない。

２ 前条第１項の財産の処分の方法を定めていない持分会社が第６４１条第１号

から 第３号までに掲げる事由によって解散した場合において、解散後に同項の

財産 の処分の方法を定めたときは、清算持分会社は、当該財産の処分の方法を

定め た日から２週間以内に、法務省令で定めるところにより、解散の日におけ

る財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。

（債権者の異議）

第６７０条 持分会社が第６６８条第１項の財産の処分の方法を定めた場合には、その解

散後 の清算持分会社の債権者は、当該清算持分会社に対し、当該財産の処分の

方法について異議を述べることができる。

２ 前項に規定する場合には、清算持分会社は、解散の日（前条第２項に規定す

る場 合にあっては、当該財産の処分の方法を定めた日）から２週間以内に、次

に掲 げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催

告し なければならない。ただし、第２号の期間は、１箇月を下ることができな

い。

一 第６６８条第１項の財産の処分の方法に従い清算をする旨

二 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

３ 前項の規定にかかわらず、清算持分会社が同項の規定による公告を、官報の

ほか 、第９３９条第１項の規定による定款の定めに従い、同項第２号又は第３

号に 掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、する

ことを要しない。

４ 債権者が第２項第２号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、

当該財産の処分の方法について承認をしたものとみなす。

５ 債権者が第２項第２号の期間内に異議を述べたときは、清算持分会社は、当

該債 権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁

済を 受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければな

らない。
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（持分の差押債権者の同意等）

第６７１条 持分会社が第６６８条第１項の財産の処分の方法を定めた場合において、社

員の 持分を差し押さえた債権者があるときは、その解散後の清算持分会社がそ

の財産の処分をするには、その債権者の同意を得なければならない。

２ 前項の清算持分会社が同項の規定に違反してその財産の処分をしたときは、

社員 の持分を差し押さえた債権者は、当該清算持分会社に対し、その持分に相

当する金額の支払を請求することができる。

第８節 帳簿資料の保存

第６７２条 清算人（第６６８条第１項の財産の処分の方法を定めた場合にあっては、清

算持 分会社を代表する社員）は、清算持分会社の本店の所在地における清算結

了の 登記の時から１０年間、清算持分会社の帳簿並びにその事業及び清算に関

す る 重 要 な 資 料 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 帳 簿 資 料 」 と い う 。） を 保 存 し な け れ

ばならない。

２ 前項の規定にかかわらず、定款で又は社員の過半数をもって帳簿資料を保存

する 者を定めた場合には、その者は、清算持分会社の本店の所在地における清

算結了の登記の時から１０年間、帳簿資料を保存しなければならない。

３ 裁判所は、利害関係人の申立てにより、第１項の清算人又は前項の規定によ

り帳 簿資料を保存する者に代わって帳簿資料を保存する者を選任することがで

きる。この場合においては、前２項の規定は、適用しない。

４ 前項の規定により選任された者は、清算持分会社の本店の所在地における清

算結了の登記の時から１０年間、帳簿資料を保存しなければならない。

５ 第３項の規定による選任の手続に関する費用は、清算持分会社の負担とする。

第９節 社員の責任の消滅時効

第６７３条 第５８０条に規定する社員の責任は、清算持分会社の本店の所在地における

解散 の登記をした後５年以内に請求又は請求の予告をしない清算持分会社の債

権者に対しては、その登記後５年を経過した時に消滅する。

２ 前項の期間の経過後であっても、社員に分配していない残余財産があるとき

は、 清算持分会社の債権者は、清算持分会社に対して弁済を請求することがで

きる。

第１０節 適用除外等
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（適用除外）

第６７４条 次に掲げる規定は、清算持分会社については、適用しない。

一 第４章第１節

二 第 ６ ０ ６ 条 、 第 ６ ０ ７ 条 第 １ 項 （ 第 ３ 号 及 び 第 ４ 号 を 除 く 。） 及 び 第 ６ ０

９条

三 第 ５ 章 第 ３ 節 （ 第 ６ １ ７ 条 第 ４ 項 、 第 ６ １ ８ 条 及 び 第 ６ １ ９ 条 を 除 く 。）

から第６節まで及び第７節第２款

四 第６３８条第１項第３号及び第２項第２号

（相続及び合併による退社の特則）

第６７５条 清算持分会社の社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合には、第６

０８ 条第１項の定款の定めがないときであっても、当該社員の相続人その他の

一般 承継人は、当該社員の持分を承継する。この場合においては、同条第４項

及び第５項の規定を準用する。

第４編 社債

第１章 総則

（募集社債に関する事項の決定）

第６７６条 会社は、その発行する社債を引き受ける者の募集をしようとするときは、そ

の都 度、募集社債（当該募集に応じて当該社債の引受けの申込みをした者に対

し て 割 り 当 て る 社 債 を い う 。 以 下 こ の 編 に お い て 同 じ 。） に つ い て 次 に 掲 げ る

事項を定めなければならない。

一 募集社債の総額

二 各募集社債の金額

三 募集社債の利率

四 募集社債の償還の方法及び期限

五 利息支払の方法及び期限

六 社債券を発行するときは、その旨

七 社債権者が第６９８条の規定による請求の全部又は一部をすることができ

ないこととするときは、その旨

八 社債管理者が社債権者集会の決議によらずに第７０６条第１項第２号に掲

げる行為をすることができることとするときは、その旨

九 各募集社債の払込金額（各募集社債と引換えに払い込む金銭の額をいう。

以下この章において同じ。）若しくはその最低金額又はこれらの算定方法

十 募集社債と引換えにする金銭の払込みの期日

十一 一定の日までに募集社債の総額について割当てを受ける者を定めていな

い 場合において、募集社債の全部を発行しないこととするときは、その旨及

びその一定の日
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十二 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

（募集社債の申込み）

第６７７条 会社は、前条の募集に応じて募集社債の引受けの申込みをしようとする者に

対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

一 会社の商号

二 当該募集に係る前条各号に掲げる事項

三 前２号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

２ 前条の募集に応じて募集社債の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項

を記載した書面を会社に交付しなければならない。

一 申込みをする者の氏名又は名称及び住所

二 引き受けようとする募集社債の金額及び金額ごとの数

三 会社が前条第９号の最低金額を定めたときは、希望する払込金額

３ 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところ

によ り、会社の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により

提供 することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書

面を交付したものとみなす。

４ 第１項の規定は、会社が同項各号に掲げる事項を記載した金融商品取引法第

２条 第１０項に規定する目論見書を第１項の申込みをしようとする者に対して

交付 している場合その他募集社債の引受けの申込みをしようとする者の保護に

欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用しない。

５ 会社は、第１項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、そ

の旨 及び当該変更があった事項を第２項の申込みをした者（以下この章におい

て「申込者」という。）に通知しなければならない。

６ 会社が申込者に対してする通知又は催告は、第２項第１号の住所（当該申込

者が 別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該会社に通知した場合にあ

っては、その場所又は連絡先）にあてて発すれば足りる。

７ 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、

到達したものとみなす。

（募集社債の割当て）

第６７８条 会社は、申込者の中から募集社債の割当てを受ける者を定め、かつ、その者

に割 り当てる募集社債の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。この

場合 において、会社は、当該申込者に割り当てる募集社債の金額ごとの数を、

前条第２項第２号の数よりも減少することができる。

２ 会社は、第６７６条第１０号の期日の前日までに、申込者に対し、当該申込

者に 割り当てる募集社債の金額及び金額ごとの数を通知しなければならない。

（募集社債の申込み及び割当てに関する特則）

第６７９条 前２条の規定は、募集社債を引き受けようとする者がその総額の引受けを行
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う契約を締結する場合には、適用しない。

（募集社債の社債権者）

第６８０条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集社債の社債権者となる。

一 申込者 会社の割り当てた募集社債

二 前条の契約により募集社債の総額を引き受けた者 その者が引き受けた募

集社債

（社債原簿）

第６８１条 会社は、社債を発行した日以後遅滞なく、社債原簿を作成し、これに次に掲

げ る 事 項 （ 以 下 こ の 章 に お い て 「 社 債 原 簿 記 載 事 項 」 と い う 。） を 記 載 し 、 又

は記録しなければならない。

一 第６７６条第３号から第８号までに掲げる事項その他の社債の内容を特定

するものとして法務省令で定める事項（以下この編において「種類」という。）

二 種類ごとの社債の総額及び各社債の金額

三 各社債と引換えに払い込まれた金銭の額及び払込みの日

四 社債権者（無記名社債（無記名式の社債券が発行されている社債をいう。

以下この編において同じ。）の社債権者を除く。）の氏名又は名称及び住所

五 前号の社債権者が各社債を取得した日

六 社債券を発行したときは、社債券の番号、発行の日、社債券が記名式か、

又は無記名式かの別及び無記名式の社債券の数

七 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

（社債原簿記載事項を記載した書面の交付等）

第 ６ ８ ２ 条 社 債 権 者 （ 無 記 名 社 債 の 社 債 権 者を 除 く 。） は 、 社債 を 発 行 し た 会社 （ 以 下

こ の 編 に お い て 「 社 債 発 行 会 社 」 と い う 。） に 対 し 、 当 該 社 債 権 者 に つ い て の

社債 原簿に記載され、若しくは記録された社債原簿記載事項を記載した書面の

交付 又は当該社債原簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求することが

できる。

２ 前項の書面には、社債発行会社の代表者が署名し、又は記名押印しなければ

ならない。

３ 第１項の電磁的記録には、社債発行会社の代表者が法務省令で定める署名又

は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

４ 前３項の規定は、当該社債について社債券を発行する旨の定めがある場合に

は、適用しない。

（社債原簿管理人）

第６８３条 会社は、社債原簿管理人（会社に代わって社債原簿の作成及び備置きその他

の 社 債 原 簿 に 関 す る 事 務 を 行 う 者 を い う 。 以 下 同 じ 。） を 定 め 、 当 該 事 務 を 行

うことを委託することができる。
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（社債原簿の備置き及び閲覧等）

第６８４条 社債発行会社は、社債原簿をその本店（社債原簿管理人がある場合にあって

は、その営業所）に備え置かなければならない。

２ 社債権者その他の法務省令で定める者は、社債発行会社の営業時間内は、い

つで も、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求

の理由を明らかにしてしなければならない。

一 社債原簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写

の請求

二 社債原簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に

記 録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写

の請求

３ 社債発行会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合

を除き、これを拒むことができない。

一 当該請求を行う者がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請

求を行ったとき。

二 当該請求を行う者が社債原簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益

を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。

三 当該請求を行う者が、過去２年以内において、社債原簿の閲覧又は謄写に

よ って知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであると

き。

４ 社債発行会社が株式会社である場合には、当該社債発行会社の親会社社員は、

その 権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該社債発

行会 社の社債原簿について第２項各号に掲げる請求をすることができる。この

場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

５ 前項の親会社社員について第３項各号のいずれかに規定する事由があるとき

は、裁判所は、前項の許可をすることができない。

（社債権者に対する通知等）

第６８５条 社債発行会社が社債権者に対してする通知又は催告は、社債原簿に記載し、

又は 記録した当該社債権者の住所（当該社債権者が別に通知又は催告を受ける

場所 又は連絡先を当該社債発行会社に通知した場合にあっては、その場所又は

連絡先）にあてて発すれば足りる。

２ 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、

到達したものとみなす。

３ 社債が２以上の者の共有に属するときは、共有者は、社債発行会社が社債権

者に 対してする通知又は催告を受領する者１人を定め、当該社債発行会社に対

し、 その者の氏名又は名称を通知しなければならない。この場合においては、

その者を社債権者とみなして、前２項の規定を適用する。

４ 前項の規定による共有者の通知がない場合には、社債発行会社が社債の共有
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者に対してする通知又は催告は、そのうちの１人に対してすれば足りる。

５ 前各項の規定は、第７２０条第１項の通知に際して社債権者に書面を交付し、

又は 当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用

す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 ２ 項 中 「 到 達 し た も の 」 と あ る の は 、「 当 該 書 面

の交 付又は当該事項の電磁的方法による提供があったもの」と読み替えるもの

とする。

（共有者による権利の行使）

第６８６条 社債が２以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該社債についての権

利を 行使する者１人を定め、会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなけ

れば 、当該社債についての権利を行使することができない。ただし、会社が当

該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。

（社債券を発行する場合の社債の譲渡）

第６８７条 社債券を発行する旨の定めがある社債の譲渡は、当該社債に係る社債券を交

付しなければ、その効力を生じない。

（社債の譲渡の対抗要件）

第６８８条 社債の譲渡は、その社債を取得した者の氏名又は名称及び住所を社債原簿に

記載 し、又は記録しなければ、社債発行会社その他の第三者に対抗することが

できない。

２ 当該社債について社債券を発行する旨の定めがある場合における前項の規定

の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中 「 社 債 発 行 会 社 そ の 他 の 第 三 者 」 と あ る の は 、「 社

債発行会社」とする。

３ 前２項の規定は、無記名社債については、適用しない。

（権利の推定等）

第６８９条 社債券の占有者は、当該社債券に係る社債についての権利を適法に有するも

のと推定する。

２ 社債券の交付を受けた者は、当該社債券に係る社債についての権利を取得す

る。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。

（社債権者の請求によらない社債原簿記載事項の記載又は記録）

第６９０条 社債発行会社は、次の各号に掲げる場合には、当該各号の社債の社債権者に

係る社債原簿記載事項を社債原簿に記載し、又は記録しなければならない。

一 当該社債発行会社の社債を取得した場合

二 当該社債発行会社が有する自己の社債を処分した場合

２ 前項の規定は、無記名社債については、適用しない。

（社債権者の請求による社債原簿記載事項の記載又は記録）
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第 ６ ９ １ 条 社 債 を 社 債 発 行 会 社 以 外 の 者 から 取 得 し た 者 （当 該 社 債 発 行 会社 を 除 く 。）

は、 当該社債発行会社に対し、当該社債に係る社債原簿記載事項を社債原簿に

記載し、又は記録することを請求することができる。

２ 前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとし

て法 務省令で定める場合を除き、その取得した社債の社債権者として社債原簿

に記 載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同

してしなければならない。

３ 前２項の規定は、無記名社債については、適用しない。

（社債券を発行する場合の社債の質入れ）

第６９２条 社債券を発行する旨の定めがある社債の質入れは、当該社債に係る社債券を

交付しなければ、その効力を生じない。

（社債の質入れの対抗要件）

第６９３条 社債の質入れは、その質権者の氏名又は名称及び住所を社債原簿に記載し、

又は記録しなければ、社債発行会社その他の第三者に対抗することができない。

２ 前項の規定にかかわらず、社債券を発行する旨の定めがある社債の質権者は、

継続 して当該社債に係る社債券を占有しなければ、その質権をもって社債発行

会社その他の第三者に対抗することができない。

（質権に関する社債原簿の記載等）

第６９４条 社債に質権を設定した者は、社債発行会社に対し、次に掲げる事項を社債原

簿に記載し、又は記録することを請求することができる。

一 質権者の氏名又は名称及び住所

二 質権の目的である社債

２ 前項の規定は、社債券を発行する旨の定めがある場合には、適用しない。

（質権に関する社債原簿の記載事項を記載した書面の交付等）

第６９５条 前条第１項各号に掲げる事項が社債原簿に記載され、又は記録された質権者

は、 社債発行会社に対し、当該質権者についての社債原簿に記載され、若しく

は記 録された同項各号に掲げる事項を記載した書面の交付又は当該事項を記録

した電磁的記録の提供を請求することができる。

２ 前項の書面には、社債発行会社の代表者が署名し、又は記名押印しなければ

ならない。

３ 第１項の電磁的記録には、社債発行会社の代表者が法務省令で定める署名又

は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

（信託財産に属する社債についての対抗要件等）

第６９５条の２ 社債については、当該社債が信託財産に属する旨を社債原簿に記載し、

又は 記録しなければ、当該社債が信託財産に属することを社債発行会社その他
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の第三者に対抗することができない。

２ 第６８１条第４号の社債権者は、その有する社債が信託財産に属するときは、

社債 発行会社に対し、その旨を社債原簿に記載し、又は記録することを請求す

ることができる。

３ 社債原簿に前項の規定による記載又は記録がされた場合における第６８２条

第１項及び第６９０条第１項の規定の適用については、第６８２条第１項中「記

録さ れた社債原簿記載事項」とあるのは「記録された社債原簿記載事項（当該

社 債 権 者 の 有 す る 社 債 が 信 託 財 産 に 属 す る 旨 を 含 む 。）」 と 、 第 ６ ９ ０ 条 第 １

項中 「社債原簿記載事項」とあるのは「社債原簿記載事項（当該社債権者の有

する社債が信託財産に属する旨を含む。）」とする。

４ 前３項の規定は、社債券を発行する旨の定めがある社債については、適用し

ない。

（社債券の発行）

第６９６条 社債発行会社は、社債券を発行する旨の定めがある社債を発行した日以後遅

滞なく、当該社債に係る社債券を発行しなければならない。

（社債券の記載事項）

第６９７条 社債券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、社債発行会社の代表者

がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

一 社債発行会社の商号

二 当該社債券に係る社債の金額

三 当該社債券に係る社債の種類

２ 社債券には、利札を付することができる。

（記名式と無記名式との間の転換）

第６９８条 社債券が発行されている社債の社債権者は、第６７６条第７号に掲げる事項

につ いての定めによりすることができないこととされている場合を除き、いつ

でも 、その記名式の社債券を無記名式とし、又はその無記名式の社債券を記名

式とすることを請求することができる。

（社債券の喪失）

第６９９条 社債券は、非訟事件手続法第１００条に規定する公示催告手続によって無効

とすることができる。

２ 社債券を喪失した者は、非訟事件手続法第１０６条第１項に規定する除権決

定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。

（利札が欠けている場合における社債の償還）

第７００条 社債発行会社は、社債券が発行されている社債をその償還の期限前に償還す

る場 合において、これに付された利札が欠けているときは、当該利札に表示さ
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れる 社債の利息の請求権の額を償還額から控除しなければならない。ただし、

当該請求権が弁済期にある場合は、この限りでない。

２ 前項の利札の所持人は、いつでも、社債発行会社に対し、これと引換えに同

項の規定により控除しなければならない額の支払を請求することができる。

（社債の償還請求権等の消滅時効）

第７０１条 社債の償還請求権は、１０年間行使しないときは、時効によって消滅する。

２ 社債の利息の請求権及び前条第２項の規定による請求権は、５年間行使しな

いときは、時効によって消滅する。

第２章 社債管理者

（社債管理者の設置）

第７０２条 会社は、社債を発行する場合には、社債管理者を定め、社債権者のために、

弁済 の受領、債権の保全その他の社債の管理を行うことを委託しなければなら

ない 。ただし、各社債の金額が１億円以上である場合その他社債権者の保護に

欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合は、この限りでない。

（社債管理者の資格）

第７０３条 社債管理者は、次に掲げる者でなければならない。

一 銀行

二 信託会社

三 前２号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして法務省令で定める

者

（社債管理者の義務）

第７０４条 社債管理者は、社債権者のために、公平かつ誠実に社債の管理を行わなけれ

ばならない。

２ 社債管理者は、社債権者に対し、善良な管理者の注意をもって社債の管理を

行わなければならない。

（社債管理者の権限等）

第７０５条 社債管理者は、社債権者のために社債に係る債権の弁済を受け、又は社債に

係る 債権の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為をする

権限を有する。

２ 社債管理者が前項の弁済を受けた場合には、社債権者は、その社債管理者に

対し 、社債の償還額及び利息の支払を請求することができる。この場合におい

て、 社債券を発行する旨の定めがあるときは、社債権者は、社債券と引換えに

当該 償還額の支払を、利札と引換えに当該利息の支払を請求しなければならな
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い。

３ 前項前段の規定による請求権は、１０年間行使しないときは、時効によって

消滅する。

４ 社債管理者は、その管理の委託を受けた社債につき第１項の行為をするため

に必 要があるときは、裁判所の許可を得て、社債発行会社の業務及び財産の状

況を調査することができる。

第７０６条 社債管理者は、社債権者集会の決議によらなければ、次に掲げる行為をして

はな らない。ただし、第２号に掲げる行為については、第６７６条第８号に掲

げる事項についての定めがあるときは、この限りでない。

一 当該社債の全部についてするその支払の猶予、その債務の不履行によって

生じた責任の免除又は和解（次号に掲げる行為を除く。）

二 当該社債の全部についてする訴訟行為又は破産手続、再生手続、更生手続

若 し く は 特 別 清 算 に 関 す る 手 続 に 属 す る 行 為 （ 前 条 第 １ 項 の 行 為 を 除 く 。）

２ 社債管理者は、前項ただし書の規定により社債権者集会の決議によらずに同

項第 ２号に掲げる行為をしたときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、知れ

ている社債権者には、各別にこれを通知しなければならない。

３ 前項の規定による公告は、社債発行会社における公告の方法によりしなけれ

ばな らない。ただし、その方法が電子公告であるときは、その公告は、官報に

掲載する方法でしなければならない。

４ 社債管理者は、その管理の委託を受けた社債につき第１項各号に掲げる行為

をす るために必要があるときは、裁判所の許可を得て、社債発行会社の業務及

び財産の状況を調査することができる。

（特別代理人の選任）

第７０７条 社債権者と社債管理者との利益が相反する場合において、社債権者のために

裁判 上又は裁判外の行為をする必要があるときは、裁判所は、社債権者集会の

申立てにより、特別代理人を選任しなければならない。

（社債管理者等の行為の方式）

第７０８条 社債管理者又は前条の特別代理人が社債権者のために裁判上又は裁判外の行

為をするときは、個別の社債権者を表示することを要しない。

（２以上の社債管理者がある場合の特則）

第７０９条 ２以上の社債管理者があるときは、これらの者が共同してその権限に属する

行為をしなければならない。

２ 前項に規定する場合において、社債管理者が第７０５条第１項の弁済を受け

たと きは、社債管理者は、社債権者に対し、連帯して、当該弁済の額を支払う

義務を負う。
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（社債管理者の責任）

第７１０条 社債管理者は、この法律又は社債権者集会の決議に違反する行為をしたとき

は、 社債権者に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負

う。

２ 社債管理者は、社債発行会社が社債の償還若しくは利息の支払を怠り、若し

くは 社債発行会社について支払の停止があった後又はその前３箇月以内に、次

に掲 げる行為をしたときは、社債権者に対し、損害を賠償する責任を負う。た

だし 、当該社債管理者が誠実にすべき社債の管理を怠らなかったこと又は当該

損害 が当該行為によって生じたものでないことを証明したときは、この限りで

ない。

一 当該社債管理者の債権に係る債務について社債発行会社から担保の供与又

は債務の消滅に関する行為を受けること。

二 当該社債管理者と法務省令で定める特別の関係がある者に対して当該社債

管 理者の債権を譲り渡すこと（当該特別の関係がある者が当該債権に係る債

務 について社債発行会社から担保の供与又は債務の消滅に関する行為を受け

た場合に限る。）。

三 当該社債管理者が社債発行会社に対する債権を有する場合において、契約

に よって負担する債務を専ら当該債権をもってする相殺に供する目的で社債

発 行会社の財産の処分を内容とする契約を社債発行会社との間で締結し、又

は 社債発行会社に対して債務を負担する者の債務を引き受けることを内容と

す る契約を締結し、かつ、これにより社債発行会社に対し負担した債務と当

該債権とを相殺すること。

四 当該社債管理者が社債発行会社に対して債務を負担する場合において、社

債 発行会社に対する債権を譲り受け、かつ、当該債務と当該債権とを相殺す

ること。

（社債管理者の辞任）

第７１１条 社債管理者は、社債発行会社及び社債権者集会の同意を得て辞任することが

できる。この場合において、他に社債管理者がないときは、当該社債管理者は、

あらかじめ、事務を承継する社債管理者を定めなければならない。

２ 前項の規定にかかわらず、社債管理者は、第７０２条の規定による委託に係

る契 約に定めた事由があるときは、辞任することができる。ただし、当該契約

に事務を承継する社債管理者に関する定めがないときは、この限りでない。

３ 第１項の規定にかかわらず、社債管理者は、やむを得ない事由があるときは、

裁判所の許可を得て、辞任することができる。

（社債管理者が辞任した場合の責任）

第７１２条 第７１０条第２項の規定は、社債発行会社が社債の償還若しくは利息の支払

を怠 り、若しくは社債発行会社について支払の停止があった後又はその前３箇

月以内に前条第２項の規定により辞任した社債管理者について準用する。
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（社債管理者の解任）

第７１３条 裁判所は、社債管理者がその義務に違反したとき、その事務処理に不適任で

ある ときその他正当な理由があるときは、社債発行会社又は社債権者集会の申

立てにより、当該社債管理者を解任することができる。

（社債管理者の事務の承継）

第７１４条 社債管理者が次のいずれかに該当することとなった場合において、他に社債

管理 者がないときは、社債発行会社は、事務を承継する社債管理者を定め、社

債権 者のために、社債の管理を行うことを委託しなければならない。この場合

にお いては、社債発行会社は、社債権者集会の同意を得るため、遅滞なく、こ

れを 招集し、かつ、その同意を得ることができなかったときは、その同意に代

わる裁判所の許可の申立てをしなければならない。

一 第７０３条各号に掲げる者でなくなったとき。

二 第７１１条第３項の規定により辞任したとき。

三 前条の規定により解任されたとき。

四 解散したとき。

２ 社債発行会社は、前項前段に規定する場合において、同項各号のいずれかに

該当 することとなった日後２箇月以内に、同項後段の規定による招集をせず、

又は 同項後段の申立てをしなかったときは、当該社債の総額について期限の利

益を喪失する。

３ 第１項前段に規定する場合において、やむを得ない事由があるときは、利害

関係 人は、裁判所に対し、事務を承継する社債管理者の選任の申立てをするこ

とができる。

４ 社債発行会社は、第１項前段の規定により事務を承継する社債管理者を定め

た 場 合 （ 社 債 権 者 集 会 の 同 意 を 得 た 場 合 を 除 く 。） 又 は 前 項 の 規 定 に よ る 事 務

を承 継する社債管理者の選任があった場合には、遅滞なく、その旨を公告し、

かつ、知れている社債権者には、各別にこれを通知しなければならない。

第３章 社債権者集会

（社債権者集会の構成）

第７１５条 社債権者は、社債の種類ごとに社債権者集会を組織する。

（社債権者集会の権限）

第７１６条 社債権者集会は、この法律に規定する事項及び社債権者の利害に関する事項

について決議をすることができる。

（社債権者集会の招集）
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第７１７条 社債権者集会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。

２ 社債権者集会は、次条第３項の規定により招集する場合を除き、社債発行会

社又は社債管理者が招集する。

（社債権者による招集の請求）

第 ７ １ ８ 条 あ る 種 類 の 社 債 の 総 額 （ 償 還 済 みの 額 を 除 く 。） の１ ０ 分 の １ 以 上に 当 た る

社債 を有する社債権者は、社債発行会社又は社債管理者に対し、社債権者集会

の目 的である事項及び招集の理由を示して、社債権者集会の招集を請求するこ

とができる。

２ 社債発行会社が有する自己の当該種類の社債の金額の合計額は、前項に規定

する社債の総額に算入しない。

３ 次に掲げる場合には、第１項の規定による請求をした社債権者は、裁判所の

許可を得て、社債権者集会を招集することができる。

一 第１項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合

二 第１項の規定による請求があった日から８週間以内の日を社債権者集会の

日とする社債権者集会の招集の通知が発せられない場合

４ 第１項の規定による請求又は前項の規定による招集をしようとする無記名社

債の 社債権者は、その社債券を社債発行会社又は社債管理者に提示しなければ

ならない。

（社債権者集会の招集の決定）

第 ７ １ ９ 条 社 債 権 者 集 会 を 招 集 す る 者 （ 以 下こ の 章 に お い て 「招 集 者 」 と い う 。）は 、

社債 権者集会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 社債権者集会の日時及び場所

二 社債権者集会の目的である事項

三 社債権者集会に出席しない社債権者が電磁的方法によって議決権を行使す

ることができることとするときは、その旨

四 前３号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

（社債権者集会の招集の通知）

第７２０条 社債権者集会を招集するには、招集者は、社債権者集会の日の２週間前まで

に、 知れている社債権者及び社債発行会社並びに社債管理者がある場合にあっ

ては社債管理者に対して、書面をもってその通知を発しなければならない。

２ 招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところによ

り、 同項の通知を受けるべき者の承諾を得て、電磁的方法により通知を発する

こと ができる。この場合において、当該招集者は、同項の書面による通知を発

したものとみなす。

３ 前２項の通知には、前条各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければな

らない。

４ 社債発行会社が無記名式の社債券を発行している場合において、社債権者集
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会を 招集するには、招集者は、社債権者集会の日の３週間前までに、社債権者

集会を招集する旨及び前条各号に掲げる事項を公告しなければならない。

５ 前項の規定による公告は、社債発行会社における公告の方法によりしなけれ

ばな らない。ただし、招集者が社債発行会社以外の者である場合において、そ

の方 法が電子公告であるときは、その公告は、官報に掲載する方法でしなけれ

ばならない。

（社債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等）

第７２１条 招集者は、前条第１項の通知に際しては、法務省令で定めるところにより、

知れ ている社債権者に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載

し た 書 類 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 社 債 権 者 集 会 参 考 書 類 」 と い う 。） 及 び 社 債

権者 が議決権を行使するための書面（以下この章において「議決権行使書面」

という。）を交付しなければならない。

２ 招集者は、前条第２項の承諾をした社債権者に対し同項の電磁的方法による

通知 を発するときは、前項の規定による社債権者集会参考書類及び議決権行使

書面 の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供

する ことができる。ただし、社債権者の請求があったときは、これらの書類を

当該社債権者に交付しなければならない。

３ 招集者は、前条第４項の規定による公告をした場合において、社債権者集会

の日 の１週間前までに無記名社債の社債権者の請求があったときは、直ちに、

社債 権者集会参考書類及び議決権行使書面を当該社債権者に交付しなければな

らない。

４ 招集者は、前項の規定による社債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交

付に 代えて、政令で定めるところにより、社債権者の承諾を得て、これらの書

類に 記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合にお

いて 、当該招集者は、同項の規定によるこれらの書類の交付をしたものとみな

す。

第７２２条 招集者は、第７１９条第３号に掲げる事項を定めた場合には、第７２０条第

２項 の承諾をした社債権者に対する電磁的方法による通知に際して、法務省令

で定 めるところにより、社債権者に対し、議決権行使書面に記載すべき事項を

当該電磁的方法により提供しなければならない。

２ 招集者は、第７１９条第３号に掲げる事項を定めた場合において、第７２０

条第 ２項の承諾をしていない社債権者から社債権者集会の日の１週間前までに

議決 権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があったとき

は、 法務省令で定めるところにより、直ちに、当該社債権者に対し、当該事項

を電磁的方法により提供しなければならない。

（議決権の額等）

第７２３条 社債権者は、社債権者集会において、その有する当該種類の社債の金額の合
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計額（償還済みの額を除く。）に応じて、議決権を有する。

２ 前項の規定にかかわらず、社債発行会社は、その有する自己の社債について

は、議決権を有しない。

３ 議決権を行使しようとする無記名社債の社債権者は、社債権者集会の日の１

週間前までに、その社債券を招集者に提示しなければならない。

（社債権者集会の決議）

第７２４条 社債権者集会において決議をする事項を可決するには、出席した議決権者（議

決 権 を 行 使 す る こ と が で き る 社 債 権 者 を い う 。 以 下 こ の 章 に お い て 同 じ 。） の

議 決 権 の 総 額 の ２ 分 の １ を 超 え る 議 決 権 を 有 す る 者 の 同 意 が な け れ ば な ら な

い。

２ 前項の規定にかかわらず、社債権者集会において次に掲げる事項を可決する

には 、議決権者の議決権の総額の５分の１以上で、かつ、出席した議決権者の

議決 権の総額の３分の２以上の議決権を有する者の同意がなければならない。

一 第７０６条第１項各号に掲げる行為に関する事項

二 第７０６条第１項、第７３６条第１項、第７３７条第１項ただし書及び第

７３８条の規定により社債権者集会の決議を必要とする事項

３ 社債権者集会は、第７１９条第２号に掲げる事項以外の事項については、決

議をすることができない。

（議決権の代理行使）

第７２５条 社債権者は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合

にお いては、当該社債権者又は代理人は、代理権を証明する書面を招集者に提

出しなければならない。

２ 前項の代理権の授与は、社債権者集会ごとにしなければならない。

３ 第１項の社債権者又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、政

令で 定めるところにより、招集者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を

電磁 的方法により提供することができる。この場合において、当該社債権者又

は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。

４ 社債権者が第７２０条第２項の承諾をした者である場合には、招集者は、正

当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。

（書面による議決権の行使）

第７２６条 社債権者集会に出席しない社債権者は、書面によって議決権を行使すること

ができる。

２ 書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省

令で 定める時までに当該記載をした議決権行使書面を招集者に提出して行う。

３ 前項の規定により書面によって行使した議決権の額は、出席した議決権者の

議決権の額に算入する。
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（電磁的方法による議決権の行使）

第７２７条 電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、招集者の承

諾を 得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電

磁的方法により当該招集者に提供して行う。

２ 社債権者が第７２０条第２項の承諾をした者である場合には、招集者は、正

当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。

３ 第１項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の額は、出席した議

決権者の議決権の額に算入する。

（議決権の不統一行使）

第７２８条 社債権者は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。この

場合 においては、社債権者集会の日の３日前までに、招集者に対してその旨及

びその理由を通知しなければならない。

２ 招集者は、前項の社債権者が他人のために社債を有する者でないときは、当

該社 債権者が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使すること

を拒むことができる。

（社債発行会社の代表者の出席等）

第７２９条 社債発行会社又は社債管理者は、その代表者若しくは代理人を社債権者集会

に出 席させ、又は書面により意見を述べることができる。ただし、社債管理者

にあ っては、その社債権者集会が第７０７条の特別代理人の選任について招集

されたものであるときは、この限りでない。

２ 社債権者集会又は招集者は、必要があると認めるときは、社債発行会社に対

し、 その代表者又は代理人の出席を求めることができる。この場合において、

社債権者集会にあっては、これをする旨の決議を経なければならない。

（延期又は続行の決議）

第７３０条 社債権者集会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第

７１９条及び第７２０条の規定は、適用しない。

（議事録）

第７３１条 社債権者集会の議事については、招集者は、法務省令で定めるところにより、

議事録を作成しなければならない。

２ 社債発行会社は、社債権者集会の日から１０年間、前項の議事録をその本店

に備え置かなければならない。

３ 社債管理者及び社債権者は、社債発行会社の営業時間内は、いつでも、次に

掲げる請求をすることができる。

一 第１項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又

は謄写の請求

二 第１項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的
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記 録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又

は謄写の請求

（社債権者集会の決議の認可の申立て）

第７３２条 社債権者集会の決議があったときは、招集者は、当該決議があった日から１

週間 以内に、裁判所に対し、当該決議の認可の申立てをしなければならない。

（社債権者集会の決議の不認可）

第７３３条 裁判所は、次のいずれかに該当する場合には、社債権者集会の決議の認可を

することができない。

一 社債権者集会の招集の手続又はその決議の方法が法令又は第６７６条の募

集 のための当該社債発行会社の事業その他の事項に関する説明に用いた資料

に記載され、若しくは記録された事項に違反するとき。

二 決議が不正の方法によって成立するに至ったとき。

三 決議が著しく不公正であるとき。

四 決議が社債権者の一般の利益に反するとき。

（社債権者集会の決議の効力）

第７３４条 社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。

２ 社債権者集会の決議は、当該種類の社債を有するすべての社債権者に対して

その効力を有する。

（社債権者集会の決議の認可又は不認可の決定の公告）

第７３５条 社債発行会社は、社債権者集会の決議の認可又は不認可の決定があった場合

には、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

（代表社債権者の選任等）

第７３６条 社債権者集会においては、その決議によって、当該種類の社債の総額（償還

済 み の 額 を 除 く 。） の １ ０ ０ ０ 分 の １ 以 上 に 当 た る 社 債 を 有 す る 社 債 権 者 の 中

から 、１人又は２人以上の代表社債権者を選任し、これに社債権者集会におい

て決議をする事項についての決定を委任することができる。

２ 第７１８条第２項の規定は、前項に規定する社債の総額について準用する。

３ 代表社債権者が２人以上ある場合において、社債権者集会において別段の定

めを 行わなかったときは、第１項に規定する事項についての決定は、その過半

数をもって行う。

（社債権者集会の決議の執行）

第７３７条 社債権者集会の決議は、社債管理者又は代表社債権者（社債管理者があると

き を 除 く 。） が 執 行 す る 。 た だ し 、 社 債 権 者 集 会 の 決 議 に よ っ て 別 に 社 債 権 者

集会の決議を執行する者を定めたときは、この限りでない。
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２ 第７０５条第１項から第３項まで、第７０８条及び第７０９条の規定は、代

表社 債権者又は前項ただし書の規定により定められた社債権者集会の決議を執

行 す る 者 （ 以 下 こ の 章 に お い て 「 決 議 執 行 者 」 と い う 。） が 社 債 権 者 集 会 の 決

議を執行する場合について準用する。

（代表社債権者等の解任等）

第７３８条 社債権者集会においては、その決議によって、いつでも、代表社債権者若し

くは 決議執行者を解任し、又はこれらの者に委任した事項を変更することがで

きる。

（社債の利息の支払等を怠ったことによる期限の利益の喪失）

第７３９条 社債発行会社が社債の利息の支払を怠ったとき、又は定期に社債の一部を償

還し なければならない場合においてその償還を怠ったときは、社債権者集会の

決議 に基づき、当該決議を執行する者は、社債発行会社に対し、一定の期間内

にそ の弁済をしなければならない旨及び当該期間内にその弁済をしないときは

当該 社債の総額について期限の利益を喪失する旨を書面により通知することが

できる。ただし、当該期間は、２箇月を下ることができない。

２ 前項の決議を執行する者は、同項の規定による書面による通知に代えて、政

令で 定めるところにより、社債発行会社の承諾を得て、同項の規定により通知

する 事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該

決議を執行する者は、当該書面による通知をしたものとみなす。

３ 社債発行会社は、第１項の期間内に同項の弁済をしなかったときは、当該社

債の総額について期限の利益を喪失する。

（債権者の異議手続の特則）

第７４０条 第４４９条、第６２７条、第６３５条、第６７０条、第７７９条（第７８１

条 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。）、 第 ７ ８ ９ 条 （ 第 ７ ９ ３ 条 第 ２ 項 に

お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。）、 第 ７ ９ ９ 条 （ 第 ８ ０ ２ 条 第 ２ 項 に お い て 準 用

す る 場 合 を 含 む 。） 又 は 第 ８ １ ０ 条 （ 第 ８ １ ３ 条 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 場 合

を 含 む 。） の 規 定 に よ り 社 債 権 者 が 異 議 を 述 べ る に は 、 社 債 権 者 集 会 の 決 議 に

よら なければならない。この場合においては、裁判所は、利害関係人の申立て

によ り、社債権者のために異議を述べることができる期間を伸長することがで

きる。

２ 前項の規定にかかわらず、社債管理者は、社債権者のために、異議を述べる

こと ができる。ただし、第７０２条の規定による委託に係る契約に別段の定め

がある場合は、この限りでない。

３ 社債発行会社における第４４９条第２項、第６２７条第２項、第６３５条第

２項 、第６７０条第２項、第７７９条第２項（第７８１条第２項において準用

す る 場 合 を 含 む 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。）、 第 ７ ８ ９ 条 第 ２ 項 （ 第 ７ ９ ３

条 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。）、 第 ７ ９
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９条 第２項（第８０２条第２項において準用する場合を含む。以下この項にお

い て 同 じ 。） 及 び 第 ８ １ ０ 条 第 ２ 項 （ 第 ８ １ ３ 条 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 場 合

を 含 む 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。） の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 第 ４ ４ ９ 条 第

２項 、第６２７条第２項、第６３５条第２項、第６７０条第２項、第７７９条

第２ 項及び第７９９条第２項中「知れている債権者」とあるのは「知れている

債 権 者 （ 社 債 管 理 者 が あ る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 社 債 管 理 者 を 含 む 。）」 と 、

第７ ８９条第２項及び第８１０条第２項中「知れている債権者（同項の規定に

よ り 異 議 を 述 べ る こ と が で き る も の に 限 る 。）」 と あ る の は 「 知 れ て い る 債 権

者（ 同項の規定により異議を述べることができるものに限り、社債管理者があ

る場合にあっては当該社債管理者を含む。）」とする。

（社債管理者等の報酬等）

第７４１条 社債管理者、代表社債権者又は決議執行者に対して与えるべき報酬、その事

務処 理のために要する費用及びその支出の日以後における利息並びにその事務

処理 のために自己の過失なくして受けた損害の賠償額は、社債発行会社との契

約に 定めがある場合を除き、裁判所の許可を得て、社債発行会社の負担とする

ことができる。

２ 前項の許可の申立ては、社債管理者、代表社債権者又は決議執行者がする。

３ 社債管理者、代表社債権者又は決議執行者は、第１項の報酬、費用及び利息

並び に損害の賠償額に関し、第７０５条第１項（第７３７条第２項において準

用 す る 場 合 を 含 む 。） の 弁 済 を 受 け た 額 に つ い て 、 社 債 権 者 に 先 立 っ て 弁 済 を

受ける権利を有する。

（社債権者集会等の費用の負担）

第７４２条 社債権者集会に関する費用は、社債発行会社の負担とする。

２ 第７３２条の申立てに関する費用は、社債発行会社の負担とする。ただし、

裁判 所は、社債発行会社その他利害関係人の申立てにより又は職権で、当該費

用の 全部又は一部について、招集者その他利害関係人の中から別に負担者を定

めることができる。

第５編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転

第１章 組織変更

第１節 通則

（組織変更計画の作成）

第７４３条 会社は、組織変更をすることができる。この場合においては、組織変更計画

を作成しなければならない。
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第２節 株式会社の組織変更

（株式会社の組織変更計画）

第７４４条 株式会社が組織変更をする場合には、当該株式会社は、組織変更計画におい

て、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 組織変更後の持分会社（以下この編において「組織変更後持分会社」とい

う。）が合名会社、合資会社又は合同会社のいずれであるかの別

二 組織変更後持分会社の目的、商号及び本店の所在地

三 組織変更後持分会社の社員についての次に掲げる事項

イ 当該社員の氏名又は名称及び住所

ロ 当該社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別

ハ 当該社員の出資の価額

四 前２号に掲げるもののほか、組織変更後持分会社の定款で定める事項

五 組織変更後持分会社が組織変更に際して組織変更をする株式会社の株主に

対 してその株式に代わる金銭等（組織変更後持分会社の持分を除く。以下こ

の 号 及 び 次 号 に お い て 同 じ 。） を 交 付 す る と き は 、 当 該 金 銭 等 に つ い て の 次

に掲げる事項

イ 当該金銭等が組織変更後持分会社の社債であるときは、当該社債の種類

（第１０７条 第２項第２号ロに規定する社債の種類をいう。以下この編に

おいて同じ。）及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法

ロ 当該金銭等が組織変更後持分会社の社債以外の財産であるときは、当該

財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法

六 前号に規定する場合には、組織変更をする株式会社の株主（組織変更をす

る株式会社を除く。）に対する同号の金銭等の割当てに関する事項

七 組織変更をする株式会社が新株予約権を発行しているときは、組織変更後

持 分会社が組織変更に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付す

る当該新株予約権に代わる金銭の額又はその算定方法

八 前号に規定する場合には、組織変更をする株式会社の新株予約権の新株予

約権者に対する同号の金銭の割当てに関する事項

九 組織変更がその効力を生ずる日（以下この章において「効力発生日」とい

う。）

２ 組織変更後持分会社が合名会社であるときは、前項第３号ロに掲げる事項と

して、その社員の全部を無限責任社員とする旨を定めなければならない。

３ 組織変更後持分会社が合資会社であるときは、第１項第３号ロに掲げる事項

とし て、その社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員と

する旨を定めなければならない。

４ 組織変更後持分会社が合同会社であるときは、第１項第３号ロに掲げる事項

として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を定めなければならない。

（株式会社の組織変更の効力の発生等）
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第７４５条 組織変更をする株式会社は、効力発生日に、持分会社となる。

２ 組織変更をする株式会社は、効力発生日に、前条第１項第２号から第４号ま

でに 掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたもの

とみなす。

３ 組織変更をする株式会社の株主は、効力発生日に、前条第１項第３号に掲げ

る事項についての定めに従い、組織変更後持分会社の社員となる。

４ 前条第１項第５号イに掲げる事項についての定めがある場合には、組織変更

をす る株式会社の株主は、効力発生日に、同項第６号に掲げる事項についての

定めに従い、同項第５号イの社債の社債権者となる。

５ 組織変更をする株式会社の新株予約権は、効力発生日に、消滅する。

６ 前各項の規定は、第７７９条の規定による手続が終了していない場合又は組

織変更を中止した場合には、適用しない。

第３節 持分会社の組織変更

（持分会社の組織変更計画）

第７４６条 持分会社が組織変更をする場合には、当該持分会社は、組織変更計画におい

て、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 組織変更後の株式会社（以下この条において「組織変更後株式会社」とい

う。）の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数

二 前号に掲げるもののほか、組織変更後株式会社の定款で定める事項

三 組織変更後株式会社の取締役の氏名

四 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める

事項

イ 組織変更後株式会社が会計参与設置会社である場合 組織変更後株式会

社の会計参与の氏名又は名称

ロ 組織変更後株式会社が監査役設置会社（監査役の監査の範囲を会計に関

す る も の に 限 定 す る 旨 の 定 款 の 定 め が あ る 株 式 会 社 を 含 む 。） で あ る 場 合

組織変更後株式会社の監査役の氏名

ハ 組織変更後株式会社が会計監査人設置会社である場合 組織変更後株式

会社の会計監査人の氏名又は名称

五 組織変更をする持分会社の社員が組織変更に際して取得する組織変更後株

式 会社の株式の数（種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごと

の数）又はその数の算定方法

六 組織変更をする持分会社の社員に対する前号の株式の割当てに関する事項

七 組織変更後株式会社が組織変更に際して組織変更をする持分会社の社員に

対 してその持分に代わる金銭等（組織変更後株式会社の株式を除く。以下こ

の 号 及 び 次 号 に お い て 同 じ 。） を 交 付 す る と き は 、 当 該 金 銭 等 に つ い て の 次

に掲げる事項
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イ 当該金銭等が組織変更後株式会社の社債（新株予約権付社債についての

も の を 除 く 。） で あ る と き は 、 当 該 社 債 の 種 類 及 び 種 類 ご と の 各 社 債 の 金

額の合計額又はその算定方法

ロ 当該金銭等が組織変更後株式会社の新株予約権（新株予約権付社債に付

さ れ た も の を 除 く 。） で あ る と き は 、 当 該 新 株 予 約 権 の 内 容 及 び 数 又 は そ

の算定方法

ハ 当該金銭等が組織変更後株式会社の新株予約権付社債であるときは、当

該新株予約権 付社債についてのイに規定する事項及び当該新株予約権付社

債に付された新株予約権についてのロに規定する事項

ニ 当該金銭等が組織変更後株式会社の社債等（社債及び新株予約権をいう。

以 下 こ の 編 に お い て 同 じ 。） 以 外 の 財 産 で あ る と き は 、 当 該 財 産 の 内 容 及

び数若しくは額又はこれらの算定方法

八 前号に規定する場合には、組織変更をする持分会社の社員に対する同号の

金銭等の割当てに関する事項

九 効力発生日

２ 組織変更後株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項第３号に

掲げ る事項は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定め

なければならない。

（持分会社の組織変更の効力の発生等）

第７４７条 組織変更をする持分会社は、効力発生日に、株式会社となる。

２ 組織変更をする持分会社は、効力発生日に、前条第１項第１号及び第２号に

掲げ る事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみ

なす。

３ 組織変更をする持分会社の社員は、効力発生日に、前条第１項第６号に掲げ

る事項についての定めに従い、同項第５号の株式の株主となる。

４ 次の各号に掲げる場合には、組織変更をする持分会社の社員は、効力発生日

に、 前条第１項第８号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める

者となる。

一 前条第１項第７号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの社

債の社債権者

二 前条第１項第７号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの新

株予約権の新株予約権者

三 前条第１項第７号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新

株 予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付さ

れた新株予約権の新株予約権者

５ 前各項の規定は、第７８１条第２項において準用する第７７９条（第２項第

２ 号 を 除 く 。） の 規 定 に よ る 手 続 が 終 了 し て い な い 場 合 又 は 組 織 変 更 を 中 止 し

た場合には、適用しない。
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第２章 合併

第１節 通則

（合併契約の締結）

第７４８条 会社は、他の会社と合併をすることができる。この場合においては、合併を

する会社は、合併契約を締結しなければならない。

第２節 吸収合併

第１款 株式会社が存続する吸収合併

（株式会社が存続する吸収合併契約）

第７４９条 会社が吸収合併をする場合において、吸収合併後存続する会社（以下この編

に お い て 「 吸 収 合 併 存 続 会 社 」 と い う 。） が 株 式 会 社 で あ る と き は 、 吸 収 合 併

契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 株式会社である吸収合併存続会社（以下この編において「吸収合併存続株

式 会 社 」 と い う 。） 及 び 吸 収 合 併 に よ り 消 滅 す る 会 社 （ 以 下 こ の 編 に お い て

「吸収合併消滅会社」という。）の商号及び住所

二 吸収合併存続株式会社が吸収合併に際して株式会社である吸収合併消滅会

社 （ 以 下 こ の 編 に お い て 「 吸 収 合 併 消 滅 株 式 会 社 」 と い う 。） の 株 主 又 は 持

分 会社である吸収合併消滅会社（以下この編において「吸収合併消滅持分会

社 」 と い う 。） の 社 員 に 対 し て そ の 株 式 又 は 持 分 に 代 わ る 金 銭 等 を 交 付 す る

ときは、当該金銭等についての次に掲げる事項

イ 当該金銭等が吸収合併存続株式会社の株式であるときは、当該株式の数

（種類株式発 行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数）又はその

数の算定方法 並びに当該吸収合併存続株式会社の資本金及び準備金の額に

関する事項

ロ 当該金銭等が吸収合併存続株式会社の社債（新株予約権付社債について

の も の を 除 く 。） で あ る と き は 、 当 該 社 債 の 種 類 及 び 種 類 ご と の 各 社 債 の

金額の合計額又はその算定方法

ハ 当該金銭等が吸収合併存続株式会社の新株予約権（新株予約権付社債に

付 さ れ た も の を 除 く 。） で あ る と き は 、 当 該 新 株 予 約 権 の 内 容 及 び 数 又 は

その算定方法

ニ 当該金銭等が吸収合併存続株式会社の新株予約権付社債であるときは、

当該新株予約 権付社債についてのロに規定する事項及び当該新株予約権付

社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項

ホ 当該金銭等が吸収合併存続株式会社の株式等以外の財産であるときは、

当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法

三 前号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の株主（吸収合併消滅株
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式 会 社 及 び 吸 収 合 併 存 続 株 式 会 社 を 除 く 。） 又 は 吸 収 合 併 消 滅 持 分 会 社 の 社

員 （ 吸 収 合 併 存 続 株 式 会 社 を 除 く 。） に 対 す る 同 号 の 金 銭 等 の 割 当 て に 関 す

る事項

四 吸収合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、吸収合併存続

株 式会社が吸収合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付す

る 当該新株予約権に代わる当該吸収合併存続株式会社の新株予約権又は金銭

についての次に掲げる事項

イ 当該吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して吸収合

併存続株式会 社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権の内容及

び数又はその算定方法

ロ イに規定する場合において、イの吸収合併消滅株式会社の新株予約権が

新株予約権付 社債に付された新株予約権であるときは、吸収合併存続株式

会社が当該新 株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨並び

にその承継に 係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はそ

の算定方法

ハ 当該吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して金銭を

交付するときは、当該金銭の額又はその算定方法

五 前号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約

権 者に対する同号の吸収合併存続株式会社の新株予約権又は金銭の割当てに

関する事項

六 吸収合併がその効力を生ずる日（以下この節において「効力発生日」とい

う。）

２ 前項に規定する場合において、吸収合併消滅株式会社が種類株式発行会社で

ある ときは、吸収合併存続株式会社及び吸収合併消滅株式会社は、吸収合併消

滅株 式会社の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第３号に掲げる事項とし

て次に掲げる事項を定めることができる。

一 あ る 種 類 の 株 式 の 株 主 に 対 し て 金 銭 等 の 割 当 て を し な い こ と と す る と き

は、その旨及び当該株式の種類

二 前号に掲げる事項のほか、金銭等の割当てについて株式の種類ごとに異な

る取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容

３ 第１項に規定する場合には、同項第３号に掲げる事項についての定めは、吸

収合 併消滅株式会社の株主（吸収合併消滅株式会社及び吸収合併存続株式会社

並 び に 前 項 第 １ 号 の 種 類 の 株 式 の 株 主 を 除 く 。） の 有 す る 株 式 の 数 （ 前 項 第 ２

号に 掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数）に

応じて金銭等を交付することを内容とするものでなければならない。

（株式会社が存続する吸収合併の効力の発生等）

第７５０条 吸収合併存続株式会社は、効力発生日に、吸収合併消滅会社の権利義務を承

継する。

２ 吸収合併消滅会社の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、
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これをもって第三者に対抗することができない。

３ 次の各号に掲げる場合には、吸収合併消滅株式会社の株主又は吸収合併消滅

持分 会社の社員は、効力発生日に、前条第１項第３号に掲げる事項についての

定めに従い、当該各号に定める者となる。

一 前条第１項第２号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの株

式の株主

二 前条第１項第２号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの社

債の社債権者

三 前条第１項第２号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新

株予約権の新株予約権者

四 前条第１項第２号ニに掲げる事項についての定めがある場合 同号ニの新

株 予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付さ

れた新株予約権の新株予約権者

４ 吸収合併消滅株式会社の新株予約権は、効力発生日に、消滅する。

５ 前条第１項第４号イに規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の新株予約

権の 新株予約権者は、効力発生日に、同項第５号に掲げる事項についての定め

に従 い、同項第４号イの吸収合併存続株式会社の新株予約権の新株予約権者と

なる。

６ 前各項の規定は、第７８９条（第１項第３号及び第２項第３号を除き、第７

９ ３ 条 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） 若 し く は 第 ７ ９ ９ 条 の 規 定 に よ

る手 続が終了していない場合又は吸収合併を中止した場合には、適用しない。

第２款 持分会社が存続する吸収合併

（持分会社が存続する吸収合併契約）

第７５１条 会社が吸収合併をする場合において、吸収合併存続会社が持分会社であると

きは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 持分会社である吸収合併存続会社（以下この節において「吸収合併存続持

分会社」という。）及び吸収合併消滅会社の商号及び住所

二 吸収合併消滅株式会社の株主又は吸収合併消滅持分会社の社員が吸収合併

に 際して吸収合併存続持分会社の社員となるときは、次のイからハまでに掲

げる吸収合併存続持分会社の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

イ 合名会社 当該社員の氏名又は名称及び住所並びに出資の価額

ロ 合資会社 当該社員の氏名又は名称及び住所、当該社員が無限責任社員

又は有限責任社員のいずれであるかの別並びに当該社員の出資の価額

ハ 合同会社 当該社員の氏名又は名称及び住所並びに出資の価額

三 吸収合併存続持分会社が吸収合併に際して吸収合併消滅株式会社の株主又

は 吸 収 合 併 消 滅 持 分 会 社 の 社 員 に 対 し て そ の 株 式 又 は 持 分 に 代 わ る 金 銭 等

（ 吸 収 合 併 存 続 持 分 会 社 の 持 分 を 除 く 。） を 交 付 す る と き は 、 当 該 金 銭 等 に
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ついての次に掲げる事項

イ 当該金銭等が吸収合併存続持分会社の社債であるときは、当該社債の種

類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法

ロ 当該金銭等が吸収合併存続持分会社の社債以外の財産であるときは、当

該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法

四 前号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の株主（吸収合併消滅株

式 会 社 及 び 吸 収 合 併 存 続 持 分 会 社 を 除 く 。） 又 は 吸 収 合 併 消 滅 持 分 会 社 の 社

員 （ 吸 収 合 併 存 続 持 分 会 社 を 除 く 。） に 対 す る 同 号 の 金 銭 等 の 割 当 て に 関 す

る事項

五 吸収合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、吸収合併存続

持 分会社が吸収合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付す

る当該新株予約権に代わる金銭の額又はその算定方法

六 前号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約

権者に対する同号の金銭の割当てに関する事項

七 効力発生日

２ 前項に規定する場合において、吸収合併消滅株式会社が種類株式発行会社で

ある ときは、吸収合併存続持分会社及び吸収合併消滅株式会社は、吸収合併消

滅株 式会社の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第４号に掲げる事項とし

て次に掲げる事項を定めることができる。

一 あ る 種 類 の 株 式 の 株 主 に 対 し て 金 銭 等 の 割 当 て を し な い こ と と す る と き

は、その旨及び当該株式の種類

二 前号に掲げる事項のほか、金銭等の割当てについて株式の種類ごとに異な

る取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容

３ 第１項に規定する場合には、同項第４号に掲げる事項についての定めは、吸

収合 併消滅株式会社の株主（吸収合併消滅株式会社及び吸収合併存続持分会社

並 び に 前 項 第 １ 号 の 種 類 の 株 式 の 株 主 を 除 く 。） の 有 す る 株 式 の 数 （ 前 項 第 ２

号に 掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数）に

応じて金銭等を交付することを内容とするものでなければならない。

（持分会社が存続する吸収合併の効力の発生等）

第７５２条 吸収合併存続持分会社は、効力発生日に、吸収合併消滅会社の権利義務を承

継する。

２ 吸収合併消滅会社の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、

これをもって第三者に対抗することができない。

３ 前条第１項第２号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の株主又は吸

収合 併消滅持分会社の社員は、効力発生日に、同号に掲げる事項についての定

めに 従い、吸収合併存続持分会社の社員となる。この場合においては、吸収合

併存 続持分会社は、効力発生日に、同号の社員に係る定款の変更をしたものと

みなす。

４ 前条第１項第３号イに掲げる事項についての定めがある場合には、吸収合併
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消滅 株式会社の株主又は吸収合併消滅持分会社の社員は、効力発生日に、同項

第４ 号に掲げる事項についての定めに従い、同項第３号イの社債の社債権者と

なる。

５ 吸収合併消滅株式会社の新株予約権は、効力発生日に、消滅する。

６ 前各項の規定は、第７８９条（第１項第３号及び第２項第３号を除き、第７

９ ３ 条 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） 若 し く は 第 ８ ０ ２ 条 第 ２ 項 に お

い て 準 用 す る 第 ７ ９ ９ 条 （ 第 ２ 項 第 ３ 号 を 除 く 。） の 規 定 に よ る 手 続 が 終 了 し

ていない場合又は吸収合併を中止した場合には、適用しない。

第３節 新設合併

第１款 株式会社を設立する新設合併

（株式会社を設立する新設合併契約）

第７５３条 ２以上の会社が新設合併をする場合において、新設合併により設立する会社

（ 以 下 こ の 編 に お い て 「 新 設 合 併 設 立 会 社 」 と い う 。） が 株 式 会 社 で あ る と き

は、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 新設合併により消滅する会社（以下この編において「新設合併消滅会社」

という。）の商号及び住所

二 株式会社である新設合併設立会社（以下この編において「新設合併設立株

式会社」という。）の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数

三 前号に掲げるもののほか、新設合併設立株式会社の定款で定める事項

四 新設合併設立株式会社の設立時取締役の氏名

五 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める

事項

イ 新設合併設立株式会社が会計参与設置会社である場合 新設合併設立株

式会社の設立時会計参与の氏名又は名称

ロ 新設合併設立株式会社が監査役設置会社（監査役の監査の範囲を会計に

関 す る も の に 限 定 す る 旨 の 定 款 の 定 め が あ る 株 式 会 社 を 含 む 。） で あ る 場

合 新設合併設立株式会社の設立時監査役の氏名

ハ 新設合併設立株式会社が会計監査人設置会社である場合 新設合併設立

株式会社の設立時会計監査人の氏名又は名称

六 新設合併設立株式会社が新設合併に際して株式会社である新設合併消滅会

社 （ 以 下 こ の 編 に お い て 「 新 設 合 併 消 滅 株 式 会 社 」 と い う 。） の 株 主 又 は 持

分 会社である新設合併消滅会社（以下この編において「新設合併消滅持分会

社 」 と い う 。） の 社 員 に 対 し て 交 付 す る そ の 株 式 又 は 持 分 に 代 わ る 当 該 新 設

合 併設立株式会社の株式の数（種類株式発行会社にあっては、株式の種類及

び 種類ごとの数）又はその数の算定方法並びに当該新設合併設立株式会社の

資本金及び準備金の額に関する事項

七 新 設 合 併 消 滅 株 式 会 社 の 株 主 （ 新 設 合 併 消 滅 株 式 会 社 を 除 く 。） 又 は 新 設



- 294/422 -

powered by インターネット六法 .com

合併消滅持分会社の社員に対する前号の株式の割当てに関する事項

八 新設合併設立株式会社が新設合併に際して新設合併消滅株式会社の株主又

は 新設合併消滅持分会社の社員に対してその株式又は持分に代わる当該新設

合 併設立株式会社の社債等を交付するときは、当該社債等についての次に掲

げる事項

イ 当該社債等が新設合併設立株式会社の社債（新株予約権付社債について

の も の を 除 く 。） で あ る と き は 、 当 該 社 債 の 種 類 及 び 種 類 ご と の 各 社 債 の

金額の合計額又はその算定方法

ロ 当該社債等が新設合併設立株式会社の新株予約権（新株予約権付社債に

付 さ れ た も の を 除 く 。） で あ る と き は 、 当 該 新 株 予 約 権 の 内 容 及 び 数 又 は

その算定方法

ハ 当該社債等が新設合併設立株式会社の新株予約権付社債であるときは、

当該新株予約 権付社債についてのイに規定する事項及び当該新株予約権付

社債に付された新株予約権についてのロに規定する事項

九 前号に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の株主（新設合併消滅株

式 会 社 を 除 く 。） 又 は 新 設 合 併 消 滅 持 分 会 社 の 社 員 に 対 す る 同 号 の 社 債 等 の

割当てに関する事項

十 新設合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、新設合併設立

株 式会社が新設合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付す

る 当該新株予約権に代わる当該新設合併設立株式会社の新株予約権又は金銭

についての次に掲げる事項

イ 当該新設合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して新設合

併設立株式会 社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権の内容及

び数又はその算定方法

ロ イに規定する場合において、イの新設合併消滅株式会社の新株予約権が

新株予約権付 社債に付された新株予約権であるときは、新設合併設立株式

会社が当該新 株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨並び

にその承継に 係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はそ

の算定方法

ハ 当該新設合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して金銭を

交付するときは、当該金銭の額又はその算定方法

十一 前号に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の新株予約権の新株予

約 権者に対する同号の新設合併設立株式会社の新株予約権又は金銭の割当て

に関する事項

２ 新設合併設立株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項第４号

に掲 げる事項は、設立時監査等委員である設立時取締役とそれ以外の設立時取

締役とを区別して定めなければならない。

３ 第１項に規定する場合において、新設合併消滅株式会社の全部又は一部が種

類株 式発行会社であるときは、新設合併消滅会社は、新設合併消滅株式会社の

発行 する種類の株式の内容に応じ、同項第７号に掲げる事項（新設合併消滅株
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式 会 社 の 株 主 に 係 る 事 項 に 限 る 。 次 項 に お い て 同 じ 。） と し て 次 に 掲 げ る 事 項

を定めることができる。

一 ある種類の株式の株主に対して新設合併設立株式会社の株式の割当てをし

ないこととするときは、その旨及び当該株式の種類

二 前号に掲げる事項のほか、新設合併設立株式会社の株式の割当てについて

株 式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異

なる取扱いの内容

４ 第１項に規定する場合には、同項第７号に掲げる事項についての定めは、新

設合 併消滅株式会社の株主（新設合併消滅会社及び前項第１号の種類の株式の

株 主 を 除 く 。） の 有 す る 株 式 の 数 （ 前 項 第 ２ 号 に 掲 げ る 事 項 に つ い て の 定 め が

ある 場合にあっては、各種類の株式の数）に応じて新設合併設立株式会社の株

式を交付することを内容とするものでなければならない。

５ 前２項の規定は、第１項第９号に掲げる事項について準用する。この場合に

お い て 、 前 ２ 項 中 「 新 設 合 併 設 立 株 式 会 社 の 株 式 」 と あ る の は 、「 新 設 合 併 設

立株式会社の社債等」と読み替えるものとする。

（株式会社を設立する新設合併の効力の発生等）

第７５４条 新設合併設立株式会社は、その成立の日に、新設合併消滅会社の権利義務を

承継する。

２ 前条第１項に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併

消滅 持分会社の社員は、新設合併設立株式会社の成立の日に、同項第７号に掲

げる事項についての定めに従い、同項第６号の株式の株主となる。

３ 次の各号に掲げる場合には、新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅

持分 会社の社員は、新設合併設立株式会社の成立の日に、前条第１項第９号に

掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。

一 前条第１項第８号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの社

債の社債権者

二 前条第１項第８号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの新

株予約権の新株予約権者

三 前条第１項第８号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新

株 予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付さ

れた新株予約権の新株予約権者

４ 新設合併消滅株式会社の新株予約権は、新設合併設立株式会社の成立の日に、

消滅する。

５ 前条第１項第１０号イに規定する場合には、新設合併消滅株式会社の新株予

約権 の新株予約権者は、新設合併設立株式会社の成立の日に、同項第１１号に

掲げ る事項についての定めに従い、同項第１０号イの新設合併設立株式会社の

新株予約権の新株予約権者となる。
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第２款 持分会社を設立する新設合併

（持分会社を設立する新設合併契約）

第７５５条 ２以上の会社が新設合併をする場合において、新設合併設立会社が持分会社

であ るときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならな

い。

一 新設合併消滅会社の商号及び住所

二 持分会社である新設合併設立会社（以下この編において「新設合併設立持

分 会 社 」 と い う 。） が 合 名 会 社 、 合 資 会 社 又 は 合 同 会 社 の い ず れ で あ る か の

別

三 新設合併設立持分会社の目的、商号及び本店の所在地

四 新設合併設立持分会社の社員についての次に掲げる事項

イ 当該社員の氏名又は名称及び住所

ロ 当該社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別

ハ 当該社員の出資の価額

五 前２号に掲げるもののほか、新設合併設立持分会社の定款で定める事項

六 新設合併設立持分会社が新設合併に際して新設合併消滅株式会社の株主又

は 新設合併消滅持分会社の社員に対してその株式又は持分に代わる当該新設

合 併設立持分会社の社債を交付するときは、当該社債の種類及び種類ごとの

各社債の金額の合計額又はその算定方法

七 前号に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の株主（新設合併消滅株

式 会 社 を 除 く 。） 又 は 新 設 合 併 消 滅 持 分 会 社 の 社 員 に 対 す る 同 号 の 社 債 の 割

当てに関する事項

八 新設合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、新設合併設立

持 分会社が新設合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付す

る当該新株予約権に代わる金銭の額又はその算定方法

九 前号に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約

権者に対する同号の金銭の割当てに関する事項

２ 新設合併設立持分会社が合名会社であるときは、前項第４号ロに掲げる事項

として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を定めなければならない。

３ 新設合併設立持分会社が合資会社であるときは、第１項第４号ロに掲げる事

項と して、その社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員

とする旨を定めなければならない。

４ 新設合併設立持分会社が合同会社であるときは、第１項第４号ロに掲げる事

項と して、その社員の全部を有限責任社員とする旨を定めなければならない。

（持分会社を設立する新設合併の効力の発生等）

第７５６条 新設合併設立持分会社は、その成立の日に、新設合併消滅会社の権利義務を

承継する。

２ 前条第１項に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併
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消滅 持分会社の社員は、新設合併設立持分会社の成立の日に、同項第４号に掲

げる事項についての定めに従い、当該新設合併設立持分会社の社員となる。

３ 前条第１項第６号に掲げる事項についての定めがある場合には、新設合併消

滅株 式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員は、新設合併設立持分会社

の成 立の日に、同項第７号に掲げる事項についての定めに従い、同項第６号の

社債の社債権者となる。

４ 新設合併消滅株式会社の新株予約権は、新設合併設立持分会社の成立の日に、

消滅する。

第３章 会社分割

第１節 吸収分割

第１款 通則

（吸収分割契約の締結）

第 ７ ５ ７ 条 会 社 （ 株 式 会 社 又 は 合 同 会 社 に 限る 。）は 、 吸 収 分割 を す る こ と がで き る 。

この 場合においては、当該会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は

一部 を当該会社から承継する会社（以下この編において「吸収分割承継会社」

という。）との間で、吸収分割契約を締結しなければならない。

第２款 株式会社に権利義務を承継させる吸収分割

（株式会社に権利義務を承継させる吸収分割契約）

第７５８条 会社が吸収分割をする場合において、吸収分割承継会社が株式会社であると

きは、吸収分割契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 吸 収 分 割 を す る 会 社 （ 以 下 こ の 編 に お い て 「 吸 収 分 割 会 社 」 と い う 。） 及

び 株式会社である吸収分割承継会社（以下この編において「吸収分割承継株

式会社」という。）の商号及び住所

二 吸収分割承継株式会社が吸収分割により吸収分割会社から承継する資産、

債 務、雇用契約その他の権利義務（株式会社である吸収分割会社（以下この

編 に お い て 「 吸 収 分 割 株 式 会 社 」 と い う 。） 及 び 吸 収 分 割 承 継 株 式 会 社 の 株

式 並 び に 吸 収 分 割 株 式 会 社 の 新 株 予 約 権 に 係 る 義 務 を 除 く 。） に 関 す る 事 項

三 吸収分割により吸収分割株式会社又は吸収分割承継株式会社の株式を吸収

分割承継株式会社に承継させるときは、当該株式に関する事項

四 吸収分割承継株式会社が吸収分割に際して吸収分割会社に対してその事業

に 関する権利義務の全部又は一部に代わる金銭等を交付するときは、当該金

銭等についての次に掲げる事項

イ 当該金銭等が吸収分割承継株式会社の株式であるときは、当該株式の数

（種類株式発 行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数）又はその
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数の算定方法 並びに当該吸収分割承継株式会社の資本金及び準備金の額に

関する事項

ロ 当該金銭等が吸収分割承継株式会社の社債（新株予約権付社債について

の も の を 除 く 。） で あ る と き は 、 当 該 社 債 の 種 類 及 び 種 類 ご と の 各 社 債 の

金額の合計額又はその算定方法

ハ 当該金銭等が吸収分割承継株式会社の新株予約権（新株予約権付社債に

付 さ れ た も の を 除 く 。） で あ る と き は 、 当 該 新 株 予 約 権 の 内 容 及 び 数 又 は

その算定方法

ニ 当該金銭等が吸収分割承継株式会社の新株予約権付社債であるときは、

当該新株予約 権付社債についてのロに規定する事項及び当該新株予約権付

社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項

ホ 当該金銭等が吸収分割承継株式会社の株式等以外の財産であるときは、

当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法

五 吸収分割承継株式会社が吸収分割に際して吸収分割株式会社の新株予約権

の 新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる当該吸収分割承継株式会社

の 新株予約権を交付するときは、当該新株予約権についての次に掲げる事項

イ 当該吸収分割承継株式会社の新株予約権の交付を受ける吸収分割株式会

社の新株予約 権の新株予約権者の有する新株予約権（以下この編において

「吸収分割契約新株予約権」という。）の内容

ロ 吸収分割契約新株予約権の新株予約権者に対して交付する吸収分割承継

株式会社の新株予約権の内容及び数又はその算定方法

ハ 吸収分割契約新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であ

るときは、吸 収分割承継株式会社が当該新株予約権付社債についての社債

に係る債務を 承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの

各社債の金額の合計額又はその算定方法

六 前号に規定する場合には、吸収分割契約新株予約権の新株予約権者に対す

る同号の吸収分割承継株式会社の新株予約権の割当てに関する事項

七 吸収分割がその効力を生ずる日（以下この節において「効力発生日」とい

う。）

八 吸収分割株式会社が効力発生日に次に掲げる行為をするときは、その旨

イ 第１７１条第１項の規定による株式の取得（同項第１号に規定する取得

対価が吸収分 割承継株式会社の株式（吸収分割株式会社が吸収分割をする

前から有する ものを除き、吸収分割承継株式会社の株式に準ずるものとし

て 法 務 省 令 で 定 め る も の を 含 む 。 ロ に お い て 同 じ 。） の み で あ る も の に 限

る。）

ロ 剰余金の配当（配当財産が吸収分割承継株式会社の株式のみであるもの

に限る。）

（株式会社に権利義務を承継させる吸収分割の効力の発生等）

第７５９条 吸収分割承継株式会社は、効力発生日に、吸収分割契約の定めに従い、吸収
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分割会社の権利義務を承継する。

２ 前項の規定にかかわらず、第７８９条第１項第２号（第７９３条第２項にお

い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 次 項 に お い て 同 じ 。） の 規 定 に よ り 異 議 を 述 べ る こ

とができる吸収分割会社の債権者であって、第７８９条第２項（第３号を除き、

第 ７ ９ ３ 条 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 次 項 に お い て 同 じ 。） の 各 別

の催 告を受けなかったもの（第７８９条第３項（第７９３条第２項において準

用 す る 場 合 を 含 む 。） に 規 定 す る 場 合 に あ っ て は 、 不 法 行 為 に よ っ て 生 じ た 債

務 の 債 権 者 で あ る も の に 限 る 。 次 項 に お い て 同 じ 。） は 、 吸 収 分 割 契 約 に お い

て吸 収分割後に吸収分割会社に対して債務の履行を請求することができないも

のと されているときであっても、吸収分割会社に対して、吸収分割会社が効力

発生 日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求すること

ができる。

３ 第１項の規定にかかわらず、第７８９条第１項第２号の規定により異議を述

べる ことができる吸収分割会社の債権者であって、同条第２項の各別の催告を

受け なかったものは、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割承継株式会

社に 対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっ

ても 、吸収分割承継株式会社に対して、承継した財産の価額を限度として、当

該債務の履行を請求することができる。

４ 第１項の規定にかかわらず、吸収分割会社が吸収分割承継株式会社に承継さ

れ な い 債 務 の 債 権 者 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 残 存 債 権 者 」 と い う 。） を 害 す る

こと を知って吸収分割をした場合には、残存債権者は、吸収分割承継株式会社

に対 して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求すること

がで きる。ただし、吸収分割承継株式会社が吸収分割の効力が生じた時におい

て残存債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。

５ 前項の規定は、前条第８号に掲げる事項についての定めがある場合には、適

用しない。

６ 吸収分割承継株式会社が第４項の規定により同項の債務を履行する責任を負

う場 合には、当該責任は、吸収分割会社が残存債権者を害することを知って吸

収分 割をしたことを知った時から２年以内に請求又は請求の予告をしない残存

債権 者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。効力発生日から２０年

を経過したときも、同様とする。

７ 吸収分割会社について破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手

続開 始の決定があったときは、残存債権者は、吸収分割承継株式会社に対して

第４項の規定による請求をする権利を行使することができない。

８ 次の各号に掲げる場合には、吸収分割会社は、効力発生日に、吸収分割契約

の定めに従い、当該各号に定める者となる。

一 前条第４号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの株式の株

主

二 前条第４号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの社債の社

債権者
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三 前条第４号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約

権の新株予約権者

四 前条第４号ニに掲げる事項についての定めがある場合 同号ニの新株予約

権 付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新

株予約権の新株予約権者

９ 前条第５号に規定する場合には、効力発生日に、吸収分割契約新株予約権は、

消滅 し、当該吸収分割契約新株予約権の新株予約権者は、同条第６号に掲げる

事項 についての定めに従い、同条第５号ロの吸収分割承継株式会社の新株予約

権の新株予約権者となる。

１０ 前各項の規定は、第７８９条（第１項第３号及び第２項第３号を除き、第

７ ９ ３ 条 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） 若 し く は 第 ７ ９ ９ 条 の 規 定 に

よる手続が終了していない場合又は吸収分割を中止した場合には、適用しない。

第３款 持分会社に権利義務を承継させる吸収分割

（持分会社に権利義務を承継させる吸収分割契約）

第７６０条 会社が吸収分割をする場合において、吸収分割承継会社が持分会社であると

きは、吸収分割契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 吸収分割会社及び持分会社である吸収分割承継会社（以下この節において

「吸収分割承継持分会社」という。）の商号及び住所

二 吸収分割承継持分会社が吸収分割により吸収分割会社から承継する資産、

債 務、雇用契約その他の権利義務（吸収分割株式会社の株式及び新株予約権

に係る義務を除く。）に関する事項

三 吸収分割により吸収分割株式会社の株式を吸収分割承継持分会社に承継さ

せるときは、当該株式に関する事項

四 吸収分割会社が吸収分割に際して吸収分割承継持分会社の社員となるとき

は 、次のイからハまでに掲げる吸収分割承継持分会社の区分に応じ、当該イ

からハまでに定める事項

イ 合名会社 当該社員の氏名又は名称及び住所並びに出資の価額

ロ 合資会社 当該社員の氏名又は名称及び住所、当該社員が無限責任社員

又は有限責任社員のいずれであるかの別並びに当該社員の出資の価額

ハ 合同会社 当該社員の氏名又は名称及び住所並びに出資の価額

五 吸収分割承継持分会社が吸収分割に際して吸収分割会社に対してその事業

に 関する権利義務の全部又は一部に代わる金銭等（吸収分割承継持分会社の

持分を除く。）を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項

イ 当該金銭等が吸収分割承継持分会社の社債であるときは、当該社債の種

類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法

ロ 当該金銭等が吸収分割承継持分会社の社債以外の財産であるときは、当

該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
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六 効力発生日

七 吸収分割株式会社が効力発生日に次に掲げる行為をするときは、その旨

イ 第１７１条第１項の規定による株式の取得（同項第１号に規定する取得

対価が吸収分 割承継持分会社の持分（吸収分割株式会社が吸収分割をする

前から有する ものを除き、吸収分割承継持分会社の持分に準ずるものとし

て 法 務 省 令 で 定 め る も の を 含 む 。 ロ に お い て 同 じ 。） の み で あ る も の に 限

る。）

ロ 剰余金の配当（配当財産が吸収分割承継持分会社の持分のみであるもの

に限る。）

（持分会社に権利義務を承継させる吸収分割の効力の発生等）

第７６１条 吸収分割承継持分会社は、効力発生日に、吸収分割契約の定めに従い、吸収

分割会社の権利義務を承継する。

２ 前項の規定にかかわらず、第７８９条第１項第２号（第７９３条第２項にお

い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 次 項 に お い て 同 じ 。） の 規 定 に よ り 異 議 を 述 べ る こ

とができる吸収分割会社の債権者であって、第７８９条第２項（第３号を除き、

第 ７ ９ ３ 条 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 次 項 に お い て 同 じ 。） の 各 別

の催 告を受けなかったもの（第７８９条第３項（第７９３条第２項において準

用 す る 場 合 を 含 む 。） に 規 定 す る 場 合 に あ っ て は 、 不 法 行 為 に よ っ て 生 じ た 債

務 の 債 権 者 で あ る も の に 限 る 。 次 項 に お い て 同 じ 。） は 、 吸 収 分 割 契 約 に お い

て吸 収分割後に吸収分割会社に対して債務の履行を請求することができないも

のと されているときであっても、吸収分割会社に対して、吸収分割会社が効力

発生 日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求すること

ができる。

３ 第１項の規定にかかわらず、第７８９条第１項第２号の規定により異議を述

べる ことができる吸収分割会社の債権者であって、同条第２項の各別の催告を

受け なかったものは、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割承継持分会

社に 対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっ

ても 、吸収分割承継持分会社に対して、承継した財産の価額を限度として、当

該債務の履行を請求することができる。

４ 第１項の規定にかかわらず、吸収分割会社が吸収分割承継持分会社に承継さ

れ な い 債 務 の 債 権 者 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 残 存 債 権 者 」 と い う 。） を 害 す る

こと を知って吸収分割をした場合には、残存債権者は、吸収分割承継持分会社

に対 して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求すること

がで きる。ただし、吸収分割承継持分会社が吸収分割の効力が生じた時におい

て残存債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。

５ 前項の規定は、前条第７号に掲げる事項についての定めがある場合には、適

用しない。

６ 吸収分割承継持分会社が第４項の規定により同項の債務を履行する責任を負

う場 合には、当該責任は、吸収分割会社が残存債権者を害することを知って吸
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収分 割をしたことを知った時から２年以内に請求又は請求の予告をしない残存

債権 者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。効力発生日から２０年

を経過したときも、同様とする。

７ 吸収分割会社について破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手

続開 始の決定があったときは、残存債権者は、吸収分割承継持分会社に対して

第４項の規定による請求をする権利を行使することができない。

８ 前条第４号に規定する場合には、吸収分割会社は、効力発生日に、同号に掲

げる 事項についての定めに従い、吸収分割承継持分会社の社員となる。この場

合に おいては、吸収分割承継持分会社は、効力発生日に、同号の社員に係る定

款の変更をしたものとみなす。

９ 前条第５号イに掲げる事項についての定めがある場合には、吸収分割会社は、

効力 発生日に、吸収分割契約の定めに従い、同号イの社債の社債権者となる。

１０ 前各項の規定は、第７８９条（第１項第３号及び第２項第３号を除き、第

７ ９ ３ 条 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） 若 し く は 第 ８ ０ ２ 条 第 ２ 項 に

お い て 準 用 す る 第 ７ ９ ９ 条 （ 第 ２ 項 第 ３ 号 を 除 く 。） の 規 定 に よ る 手 続 が 終 了

していない場合又は吸収分割を中止した場合には、適用しない。

第２節 新設分割

第１款 通則

（新設分割計画の作成）

第７６２条 １又は２以上の株式会社又は合同会社は、新設分割をすることができる。こ

の場合においては、新設分割計画を作成しなければならない。

２ ２以上の株式会社又は合同会社が共同して新設分割をする場合には、当該２

以上 の株式会社又は合同会社は、共同して新設分割計画を作成しなければなら

ない。

第２款 株式会社を設立する新設分割

（株式会社を設立する新設分割計画）

第７６３条 １又は２以上の株式会社又は合同会社が新設分割をする場合において、新設

分割により設立する会社（以下この編において「新設分割設立会社」という。）

が株 式会社であるときは、新設分割計画において、次に掲げる事項を定めなけ

ればならない。

一 株式会社である新設分割設立会社（以下この編において「新設分割設立株

式会社」という。）の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数

二 前号に掲げるもののほか、新設分割設立株式会社の定款で定める事項

三 新設分割設立株式会社の設立時取締役の氏名
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四 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める

事項

イ 新設分割設立株式会社が会計参与設置会社である場合 新設分割設立株

式会社の設立時会計参与の氏名又は名称

ロ 新設分割設立株式会社が監査役設置会社（監査役の監査の範囲を会計に

関 す る も の に 限 定 す る 旨 の 定 款 の 定 め が あ る 株 式 会 社 を 含 む 。） で あ る 場

合 新設分割設立株式会社の設立時監査役の氏名

ハ 新設分割設立株式会社が会計監査人設置会社である場合 新設分割設立

株式会社の設立時会計監査人の氏名又は名称

五 新設分割設立株式会社が新設分割により新設分割をする会社（以下この編

に お い て 「 新 設 分 割 会 社 」 と い う 。） か ら 承 継 す る 資 産 、 債 務 、 雇 用 契 約 そ

の 他の権利義務（株式会社である新設分割会社（以下この編において「新設

分 割 株 式 会 社 」 と い う 。） の 株 式 及 び 新 株 予 約 権 に 係 る 義 務 を 除 く 。） に 関

する事項

六 新設分割設立株式会社が新設分割に際して新設分割会社に対して交付する

そ の事業に関する権利義務の全部又は一部に代わる当該新設分割設立株式会

社の株式の数（種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数）

又 はその数の算定方法並びに当該新設分割設立株式会社の資本金及び準備金

の額に関する事項

七 ２以上の株式会社又は合同会社が共同して新設分割をするときは、新設分

割会社に対する前号の株式の割当てに関する事項

八 新設分割設立株式会社が新設分割に際して新設分割会社に対してその事業

に 関する権利義務の全部又は一部に代わる当該新設分割設立株式会社の社債

等を交付するときは、当該社債等についての次に掲げる事項

イ 当該社債等が新設分割設立株式会社の社債（新株予約権付社債について

の も の を 除 く 。） で あ る と き は 、 当 該 社 債 の 種 類 及 び 種 類 ご と の 各 社 債 の

金額の合計額又はその算定方法

ロ 当該社債等が新設分割設立株式会社の新株予約権（新株予約権付社債に

付 さ れ た も の を 除 く 。） で あ る と き は 、 当 該 新 株 予 約 権 の 内 容 及 び 数 又 は

その算定方法

ハ 当該社債等が新設分割設立株式会社の新株予約権付社債であるときは、

当該新株予約 権付社債についてのイに規定する事項及び当該新株予約権付

社債に付された新株予約権についてのロに規定する事項

九 前号に規定する場合において、２以上の株式会社又は合同会社が共同して

新 設分割をするときは、新設分割会社に対する同号の社債等の割当てに関す

る事項

十 新設分割設立株式会社が新設分割に際して新設分割株式会社の新株予約権

の 新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる当該新設分割設立株式会社

の 新株予約権を交付するときは、当該新株予約権についての次に掲げる事項

イ 当該新設分割設立株式会社の新株予約権の交付を受ける新設分割株式会
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社の新株予約 権の新株予約権者の有する新株予約権（以下この編において

「新設分割計画新株予約権」という。）の内容

ロ 新設分割計画新株予約権の新株予約権者に対して交付する新設分割設立

株式会社の新株予約権の内容及び数又はその算定方法

ハ 新設分割計画新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であ

るときは、新 設分割設立株式会社が当該新株予約権付社債についての社債

に係る債務を 承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの

各社債の金額の合計額又はその算定方法

十一 前号に規定する場合には、新設分割計画新株予約権の新株予約権者に対

する同号の新設分割設立株式会社の新株予約権の割当てに関する事項

十二 新設分割株式会社が新設分割設立株式会社の成立の日に次に掲げる行為

をするときは、その旨

イ 第１７１条第１項の規定による株式の取得（同項第１号に規定する取得

対価が新設分 割設立株式会社の株式（これに準ずるものとして法務省令で

定めるものを含む。ロにおいて同じ。）のみであるものに限る。）

ロ 剰余金の配当（配当財産が新設分割設立株式会社の株式のみであるもの

に限る。）

２ 新設分割設立株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項第３号

に掲 げる事項は、設立時監査等委員である設立時取締役とそれ以外の設立時取

締役とを区別して定めなければならない。

（株式会社を設立する新設分割の効力の発生等）

第７６４条 新設分割設立株式会社は、その成立の日に、新設分割計画の定めに従い、新

設分割会社の権利義務を承継する。

２ 前項の規定にかかわらず、第８１０条第１項第２号（第８１３条第２項にお

い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 次 項 に お い て 同 じ 。） の 規 定 に よ り 異 議 を 述 べ る こ

とができる新設分割会社の債権者であって、第８１０条第２項（第３号を除き、

第 ８ １ ３ 条 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 次 項 に お い て 同 じ 。） の 各 別

の催 告を受けなかったもの（第８１０条第３項（第８１３条第２項において準

用 す る 場 合 を 含 む 。） に 規 定 す る 場 合 に あ っ て は 、 不 法 行 為 に よ っ て 生 じ た 債

務 の 債 権 者 で あ る も の に 限 る 。 次 項 に お い て 同 じ 。） は 、 新 設 分 割 計 画 に お い

て新 設分割後に新設分割会社に対して債務の履行を請求することができないも

のと されているときであっても、新設分割会社に対して、新設分割会社が新設

分割 設立株式会社の成立の日に有していた財産の価額を限度として、当該債務

の履行を請求することができる。

３ 第１項の規定にかかわらず、第８１０条第１項第２号の規定により異議を述

べる ことができる新設分割会社の債権者であって、同条第２項の各別の催告を

受け なかったものは、新設分割計画において新設分割後に新設分割設立株式会

社に 対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっ

ても 、新設分割設立株式会社に対して、承継した財産の価額を限度として、当
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該債務の履行を請求することができる。

４ 第１項の規定にかかわらず、新設分割会社が新設分割設立株式会社に承継さ

れ な い 債 務 の 債 権 者 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 残 存 債 権 者 」 と い う 。） を 害 す る

こと を知って新設分割をした場合には、残存債権者は、新設分割設立株式会社

に対 して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求すること

ができる。

５ 前項の規定は、前条第１項第１２号に掲げる事項についての定めがある場合

には、適用しない。

６ 新設分割設立株式会社が第４項の規定により同項の債務を履行する責任を負

う場 合には、当該責任は、新設分割会社が残存債権者を害することを知って新

設分 割をしたことを知った時から２年以内に請求又は請求の予告をしない残存

債権 者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。新設分割設立株式会社

の成立の日から２０年を経過したときも、同様とする。

７ 新設分割会社について破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手

続開 始の決定があったときは、残存債権者は、新設分割設立株式会社に対して

第４項の規定による請求をする権利を行使することができない。

８ 前条第１項に規定する場合には、新設分割会社は、新設分割設立株式会社の

成立の日に、新設分割計画の定めに従い、同項第６号の株式の株主となる。

９ 次の各号に掲げる場合には、新設分割会社は、新設分割設立株式会社の成立

の日に、新設分割計画の定めに従い、当該各号に定める者となる。

一 前条第１項第８号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの社

債の社債権者

二 前条第１項第８号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの新

株予約権の新株予約権者

三 前条第１項第８号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新

株 予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付さ

れた新株予約権の新株予約権者

１０ ２以上の株式会社又は合同会社が共同して新設分割をする場合における前

２項の規定の適用については、第８項中「新設分割計画の定め」とあるのは「同

項第 ７号に掲げる事項についての定め」と、前項中「新設分割計画の定め」と

あるのは「前条第１項第９号に掲げる事項についての定め」とする。

１１ 前条第１項第１０号に規定する場合には、新設分割設立株式会社の成立の

日に 、新設分割計画新株予約権は、消滅し、当該新設分割計画新株予約権の新

株予 約権者は、同項第１１号に掲げる事項についての定めに従い、同項第１０

号ロの新設分割設立株式会社の新株予約権の新株予約権者となる。

第３款 持分会社を設立する新設分割

（持分会社を設立する新設分割計画）
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第７６５条 １又は２以上の株式会社又は合同会社が新設分割をする場合において、新設

分割 設立会社が持分会社であるときは、新設分割計画において、次に掲げる事

項を定めなければならない。

一 持分会社である新設分割設立会社（以下この編において「新設分割設立持

分 会 社 」 と い う 。） が 合 名 会 社 、 合 資 会 社 又 は 合 同 会 社 の い ず れ で あ る か の

別

二 新設分割設立持分会社の目的、商号及び本店の所在地

三 新設分割設立持分会社の社員についての次に掲げる事項

イ 当該社員の名称及び住所

ロ 当該社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別

ハ 当該社員の出資の価額

四 前２号に掲げるもののほか、新設分割設立持分会社の定款で定める事項

五 新設分割設立持分会社が新設分割により新設分割会社から承継する資産、

債 務、雇用契約その他の権利義務（新設分割株式会社の株式及び新株予約権

に係る義務を除く。）に関する事項

六 新設分割設立持分会社が新設分割に際して新設分割会社に対してその事業

に 関する権利義務の全部又は一部に代わる当該新設分割設立持分会社の社債

を 交付するときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又

はその算定方法

七 前号に規定する場合において、２以上の株式会社又は合同会社が共同して

新 設分割をするときは、新設分割会社に対する同号の社債の割当てに関する

事項

八 新設分割株式会社が新設分割設立持分会社の成立の日に次に掲げる行為を

するときは、その旨

イ 第１７１条第１項の規定による株式の取得（同項第１号に規定する取得

対価が新設分 割設立持分会社の持分（これに準ずるものとして法務省令で

定めるものを含む。ロにおいて同じ。）のみであるものに限る。）

ロ 剰余金の配当（配当財産が新設分割設立持分会社の持分のみであるもの

に限る。）

２ 新設分割設立持分会社が合名会社であるときは、前項第３号ロに掲げる事項

として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を定めなければならない。

３ 新設分割設立持分会社が合資会社であるときは、第１項第３号ロに掲げる事

項と して、その社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員

とする旨を定めなければならない。

４ 新設分割設立持分会社が合同会社であるときは、第１項第３号ロに掲げる事

項と して、その社員の全部を有限責任社員とする旨を定めなければならない。

（持分会社を設立する新設分割の効力の発生等）

第７６６条 新設分割設立持分会社は、その成立の日に、新設分割計画の定めに従い、新

設分割会社の権利義務を承継する。
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２ 前項の規定にかかわらず、第８１０条第１項第２号（第８１３条第２項にお

い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 次 項 に お い て 同 じ 。） の 規 定 に よ り 異 議 を 述 べ る こ

とができる新設分割会社の債権者であって、第８１０条第２項（第３号を除き、

第 ８ １ ３ 条 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 次 項 に お い て 同 じ 。） の 各 別

の催 告を受けなかったもの（第８１０条第３項（第８１３条第２項において準

用 す る 場 合 を 含 む 。） に 規 定 す る 場 合 に あ っ て は 、 不 法 行 為 に よ っ て 生 じ た 債

務 の 債 権 者 で あ る も の に 限 る 。 次 項 に お い て 同 じ 。） は 、 新 設 分 割 計 画 に お い

て新 設分割後に新設分割会社に対して債務の履行を請求することができないも

のと されているときであっても、新設分割会社に対して、新設分割会社が新設

分割 設立持分会社の成立の日に有していた財産の価額を限度として、当該債務

の履行を請求することができる。

３ 第１項の規定にかかわらず、第８１０条第１項第２号の規定により異議を述

べる ことができる新設分割会社の債権者であって、同条第２項の各別の催告を

受け なかったものは、新設分割計画において新設分割後に新設分割設立持分会

社に 対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっ

ても 、新設分割設立持分会社に対して、承継した財産の価額を限度として、当

該債務の履行を請求することができる。

４ 第１項の規定にかかわらず、新設分割会社が新設分割設立持分会社に承継さ

れ な い 債 務 の 債 権 者 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 残 存 債 権 者 」 と い う 。） を 害 す る

こと を知って新設分割をした場合には、残存債権者は、新設分割設立持分会社

に対 して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求すること

ができる。

５ 前項の規定は、前条第１項第８号に掲げる事項についての定めがある場合に

は、適用しない。

６ 新設分割設立持分会社が第４項の規定により同項の債務を履行する責任を負

う場 合には、当該責任は、新設分割会社が残存債権者を害することを知って新

設分 割をしたことを知った時から２年以内に請求又は請求の予告をしない残存

債権 者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。新設分割設立持分会社

の成立の日から２０年を経過したときも、同様とする。

７ 新設分割会社について破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手

続開 始の決定があったときは、残存債権者は、新設分割設立持分会社に対して

第４項の規定による請求をする権利を行使することができない。

８ 前条第１項に規定する場合には、新設分割会社は、新設分割設立持分会社の

成立 の日に、同項第３号に掲げる事項についての定めに従い、当該新設分割設

立持分会社の社員となる。

９ 前条第１項第６号に掲げる事項についての定めがある場合には、新設分割会

社は 、新設分割設立持分会社の成立の日に、新設分割計画の定めに従い、同号

の社債の社債権者となる。

１０ ２以上の株式会社又は合同会社が共同して新設分割をする場合における前

項の 規定の適用については、同項中「新設分割計画の定めに従い、同号」とあ
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る の は 、「 同 項 第 ７ 号 に 掲 げ る 事 項 に つ い て の 定 め に 従 い 、 同 項 第 ６ 号 」 と す

る。

第４章 株式交換及び株式移転

第１節 株式交換

第１款 通則

（株式交換契約の締結）

第７６７条 株式会社は、株式交換をすることができる。この場合においては、当該株式

会社 の発行済株式の全部を取得する会社（株式会社又は合同会社に限る。以下

こ の 編 に お い て 「 株 式 交 換 完 全 親 会 社 」 と い う 。） と の 間 で 、 株 式 交 換 契 約 を

締結しなければならない。

第２款 株式会社に発行済株式を取得させる株式交換

（株式会社に発行済株式を取得させる株式交換契約）

第７６８条 株式会社が株式交換をする場合において、株式交換完全親会社が株式会社で

あるときは、株式交換契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 株式交換をする株式会社（以下この編において「株式交換完全子会社」と

い う 。） 及 び 株 式 会 社 で あ る 株 式 交 換 完 全 親 会 社 （ 以 下 こ の 編 に お い て 「 株

式交換完全親株式会社」という。）の商号及び住所

二 株式交換完全親株式会社が株式交換に際して株式交換完全子会社の株主に

対 してその株式に代わる金銭等を交付するときは、当該金銭等についての次

に掲げる事項

イ 当該金銭等が株式交換完全親株式会社の株式であるときは、当該株式の

数（種類株式 発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数）又はそ

の数の算定方 法並びに当該株式交換完全親株式会社の資本金及び準備金の

額に関する事項

ロ 当該金銭等が株式交換完全親株式会社の社債（新株予約権付社債につい

て の も の を 除 く 。） で あ る と き は 、 当 該 社 債 の 種 類 及 び 種 類 ご と の 各 社 債

の金額の合計額又はその算定方法

ハ 当該金銭等が株式交換完全親株式会社の新株予約権（新株予約権付社債

に 付 さ れ た も の を 除 く 。） で あ る と き は 、 当 該 新 株 予 約 権 の 内 容 及 び 数 又

はその算定方法

ニ 当 該 金 銭 等 が 株 式 交 換 完 全 親 株 式 会 社 の 新 株 予 約 権 付 社 債 で あ る と き

は、当該新株 予約権付社債についてのロに規定する事項及び当該新株予約

権付社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項

ホ 当 該 金 銭 等 が 株 式 交 換 完 全 親 株 式 会 社 の 株 式 等 以 外 の 財 産 で あ る と き
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は、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法

三 前号に規定する場合には、株式交換完全子会社の株主（株式交換完全親株

式会社を除く。）に対する同号の金銭等の割当てに関する事項

四 株式交換完全親株式会社が株式交換に際して株式交換完全子会社の新株予

約 権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる当該株式交換完全親株

式 会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権についての次に掲げ

る事項

イ 当該株式交換完全親株式会社の新株予約権の交付を受ける株式交換完全

子会社の新株 予約権の新株予約権者の有する新株予約権（以下この編にお

いて「株式交換契約新株予約権」という。）の内容

ロ 株式交換契約新株予約権の新株予約権者に対して交付する株式交換完全

親株式会社の新株予約権の内容及び数又はその算定方法

ハ 株式交換契約新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であ

るときは、株 式交換完全親株式会社が当該新株予約権付社債についての社

債に係る債務 を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごと

の各社債の金額の合計額又はその算定方法

五 前号に規定する場合には、株式交換契約新株予約権の新株予約権者に対す

る同号の株式交換完全親株式会社の新株予約権の割当てに関する事項

六 株式交換がその効力を生ずる日（以下この節において「効力発生日」とい

う。）

２ 前項に規定する場合において、株式交換完全子会社が種類株式発行会社であ

ると きは、株式交換完全子会社及び株式交換完全親株式会社は、株式交換完全

子会 社の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第３号に掲げる事項として次

に掲げる事項を定めることができる。

一 あ る 種 類 の 株 式 の 株 主 に 対 し て 金 銭 等 の 割 当 て を し な い こ と と す る と き

は、その旨及び当該株式の種類

二 前号に掲げる事項のほか、金銭等の割当てについて株式の種類ごとに異な

る取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容

３ 第１項に規定する場合には、同項第３号に掲げる事項についての定めは、株

式交 換完全子会社の株主（株式交換完全親株式会社及び前項第１号の種類の株

式 の 株 主 を 除 く 。） の 有 す る 株 式 の 数 （ 前 項 第 ２ 号 に 掲 げ る 事 項 に つ い て の 定

めが ある場合にあっては、各種類の株式の数）に応じて金銭等を交付すること

を内容とするものでなければならない。

（株式会社に発行済株式を取得させる株式交換の効力の発生等）

第７６９条 株式交換完全親株式会社は、効力発生日に、株式交換完全子会社の発行済株

式 （ 株 式 交 換 完 全 親 株 式 会 社 の 有 す る 株 式 交 換 完 全 子 会 社 の 株 式 を 除 く 。） の

全部を取得する。

２ 前項の場合には、株式交換完全親株式会社が株式交換完全子会社の株式（譲

渡制 限株式に限り、当該株式交換完全親株式会社が効力発生日前から有するも
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の を 除 く 。） を 取 得 し た こ と に つ い て 、 当 該 株 式 交 換 完 全 子 会 社 が 第 １ ３ ７ 条

第１項の承認をしたものとみなす。

３ 次の各号に掲げる場合には、株式交換完全子会社の株主は、効力発生日に、

前条 第１項第３号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者と

なる。

一 前条第１項第２号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの株

式の株主

二 前条第１項第２号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの社

債の社債権者

三 前条第１項第２号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新

株予約権の新株予約権者

四 前条第１項第２号ニに掲げる事項についての定めがある場合 同号ニの新

株 予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付さ

れた新株予約権の新株予約権者

４ 前条第１項第４号に規定する場合には、効力発生日に、株式交換契約新株予

約権 は、消滅し、当該株式交換契約新株予約権の新株予約権者は、同項第５号

に掲 げる事項についての定めに従い、同項第４号ロの株式交換完全親株式会社

の新株予約権の新株予約権者となる。

５ 前条第１項第４号ハに規定する場合には、株式交換完全親株式会社は、効力

発生 日に、同号ハの新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する。

６ 前各項の規定は、第７８９条若しくは第７９９条の規定による手続が終了し

ていない場合又は株式交換を中止した場合には、適用しない。

第３款 合同会社に発行済株式を取得させる株式交換

（合同会社に発行済株式を取得させる株式交換契約）

第７７０条 株式会社が株式交換をする場合において、株式交換完全親会社が合同会社で

あるときは、株式交換契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 株式交換完全子会社及び合同会社である株式交換完全親会社（以下この編

において「株式交換完全親合同会社」という。）の商号及び住所

二 株式交換完全子会社の株主が株式交換に際して株式交換完全親合同会社の

社員となるときは、当該社員の氏名又は名称及び住所並びに出資の価額

三 株式交換完全親合同会社が株式交換に際して株式交換完全子会社の株主に

対 し て そ の 株 式 に 代 わ る 金 銭 等 （ 株 式 交 換 完 全 親 合 同 会 社 の 持 分 を 除 く 。）

を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項

イ 当該金銭等が当該株式交換完全親合同会社の社債であるときは、当該社

債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法

ロ 当該金銭等が当該株式交換完全親合同会社の社債以外の財産であるとき

は、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
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四 前号に規定する場合には、株式交換完全子会社の株主（株式交換完全親合

同会社を除く。）に対する同号の金銭等の割当てに関する事項

五 効力発生日

２ 前項に規定する場合において、株式交換完全子会社が種類株式発行会社であ

ると きは、株式交換完全子会社及び株式交換完全親合同会社は、株式交換完全

子会 社の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第４号に掲げる事項として次

に掲げる事項を定めることができる。

一 あ る 種 類 の 株 式 の 株 主 に 対 し て 金 銭 等 の 割 当 て を し な い こ と と す る と き

は、その旨及び当該株式の種類

二 前号に掲げる事項のほか、金銭等の割当てについて株式の種類ごとに異な

る取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容

３ 第１項に規定する場合には、同項第４号に掲げる事項についての定めは、株

式交 換完全子会社の株主（株式交換完全親合同会社及び前項第１号の種類の株

式 の 株 主 を 除 く 。） の 有 す る 株 式 の 数 （ 前 項 第 ２ 号 に 掲 げ る 事 項 に つ い て の 定

めが ある場合にあっては、各種類の株式の数）に応じて金銭等を交付すること

を内容とするものでなければならない。

（合同会社に発行済株式を取得させる株式交換の効力の発生等）

第７７１条 株式交換完全親合同会社は、効力発生日に、株式交換完全子会社の発行済株

式 （ 株 式 交 換 完 全 親 合 同 会 社 の 有 す る 株 式 交 換 完 全 子 会 社 の 株 式 を 除 く 。） の

全部を取得する。

２ 前項の場合には、株式交換完全親合同会社が株式交換完全子会社の株式（譲

渡制 限株式に限り、当該株式交換完全親合同会社が効力発生日前から有するも

の を 除 く 。） を 取 得 し た こ と に つ い て 、 当 該 株 式 交 換 完 全 子 会 社 が 第 １ ３ ７ 条

第１項の承認をしたものとみなす。

３ 前条第１項第２号に規定する場合には、株式交換完全子会社の株主は、効力

発生 日に、同号に掲げる事項についての定めに従い、株式交換完全親合同会社

の社 員となる。この場合においては、株式交換完全親合同会社は、効力発生日

に、同号の社員に係る定款の変更をしたものとみなす。

４ 前条第１項第３号イに掲げる事項についての定めがある場合には、株式交換

完全 子会社の株主は、効力発生日に、同項第４号に掲げる事項についての定め

に従い、同項第３号イの社債の社債権者となる。

５ 前各項の規定は、第８０２条第２項において準用する第７９９条（第２項第

３ 号 を 除 く 。） の 規 定 に よ る 手 続 が 終 了 し て い な い 場 合 又 は 株 式 交 換 を 中 止 し

た場合には、適用しない。

第２節 株式移転

（株式移転計画の作成）
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第７７２条 １又は２以上の株式会社は、株式移転をすることができる。この場合におい

ては、株式移転計画を作成しなければならない。

２ ２以上の株式会社が共同して株式移転をする場合には、当該２以上の株式会

社は、共同して株式移転計画を作成しなければならない。

（株式移転計画）

第７７３条 １又は２以上の株式会社が株式移転をする場合には、株式移転計画において、

次に掲げる事項を定めなければならない。

一 株式移転により設立する株式会社（以下この編において「株式移転設立完

全親会社」という。）の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数

二 前号に掲げるもののほか、株式移転設立完全親会社の定款で定める事項

三 株式移転設立完全親会社の設立時取締役の氏名

四 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める

事項

イ 株式移転設立完全親会社が会計参与設置会社である場合 株式移転設立

完全親会社の設立時会計参与の氏名又は名称

ロ 株式移転設立完全親会社が監査役設置会社（監査役の監査の範囲を会計

に 関 す る も の に 限 定 す る 旨 の 定 款 の 定 め が あ る 株 式 会 社 を 含 む 。） で あ る

場合 株式移転設立完全親会社の設立時監査役の氏名

ハ 株式移転設立完全親会社が会計監査人設置会社である場合 株式移転設

立完全親会社の設立時会計監査人の氏名又は名称

五 株式移転設立完全親会社が株式移転に際して株式移転をする株式会社（以

下 こ の 編 に お い て 「 株 式 移 転 完 全 子 会 社 」 と い う 。） の 株 主 に 対 し て 交 付 す

る その株式に代わる当該株式移転設立完全親会社の株式の数（種類株式発行

会 社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数）又はその数の算定方法並び

に当該株式移転設立完全親会社の資本金及び準備金の額に関する事項

六 株式移転完全子会社の株主に対する前号の株式の割当てに関する事項

七 株式移転設立完全親会社が株式移転に際して株式移転完全子会社の株主に

対 してその株式に代わる当該株式移転設立完全親会社の社債等を交付すると

きは、当該社債等についての次に掲げる事項

イ 当該社債等が株式移転設立完全親会社の社債（新株予約権付社債につい

て の も の を 除 く 。） で あ る と き は 、 当 該 社 債 の 種 類 及 び 種 類 ご と の 各 社 債

の金額の合計額又はその算定方法

ロ 当該社債等が株式移転設立完全親会社の新株予約権（新株予約権付社債

に 付 さ れ た も の を 除 く 。） で あ る と き は 、 当 該 新 株 予 約 権 の 内 容 及 び 数 又

はその算定方法

ハ 当 該 社 債 等 が 株 式 移 転 設 立 完 全 親 会 社 の 新 株 予 約 権 付 社 債 で あ る と き

は、当該新株 予約権付社債についてのイに規定する事項及び当該新株予約

権付社債に付された新株予約権についてのロに規定する事項

八 前号に規定する場合には、株式移転完全子会社の株主に対する同号の社債
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等の割当てに関する事項

九 株式移転設立完全親会社が株式移転に際して株式移転完全子会社の新株予

約 権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる当該株式移転設立完全

親 会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権についての次に掲げ

る事項

イ 当該株式移転設立完全親会社の新株予約権の交付を受ける株式移転完全

子会社の新株 予約権の新株予約権者の有する新株予約権（以下この編にお

いて「株式移転計画新株予約権」という。）の内容

ロ 株式移転計画新株予約権の新株予約権者に対して交付する株式移転設立

完全親会社の新株予約権の内容及び数又はその算定方法

ハ 株式移転計画新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であ

るときは、株 式移転設立完全親会社が当該新株予約権付社債についての社

債に係る債務 を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごと

の各社債の金額の合計額又はその算定方法

十 前号に規定する場合には、株式移転計画新株予約権の新株予約権者に対す

る同号の株式移転設立完全親会社の新株予約権の割当てに関する事項

２ 株式移転設立完全親会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項第３

号に 掲げる事項は、設立時監査等委員である設立時取締役とそれ以外の設立時

取締役とを区別して定めなければならない。

３ 第１項に規定する場合において、株式移転完全子会社が種類株式発行会社で

ある ときは、株式移転完全子会社は、その発行する種類の株式の内容に応じ、

同項第６号に掲げる事項として次に掲げる事項を定めることができる。

一 ある種類の株式の株主に対して株式移転設立完全親会社の株式の割当てを

しないこととするときは、その旨及び当該株式の種類

二 前号に掲げる事項のほか、株式移転設立完全親会社の株式の割当てについ

て 株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該

異なる取扱いの内容

４ 第１項に規定する場合には、同項第６号に掲げる事項についての定めは、株

式 移 転 完 全 子 会 社 の 株 主 （ 前 項 第 １ 号 の 種 類 の 株 式 の 株 主 を 除 く 。） の 有 す る

株式 の数（前項第２号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各

種類 の株式の数）に応じて株式移転設立完全親会社の株式を交付することを内

容とするものでなければならない。

５ 前２項の規定は、第１項第８号に掲げる事項について準用する。この場合に

お い て 、 前 ２ 項 中 「 株 式 移 転 設 立 完 全 親 会 社 の 株 式 」 と あ る の は 、「 株 式 移 転

設立完全親会社の社債等」と読み替えるものとする。

（株式移転の効力の発生等）

第７７４条 株式移転設立完全親会社は、その成立の日に、株式移転完全子会社の発行済

株式の全部を取得する。

２ 株式移転完全子会社の株主は、株式移転設立完全親会社の成立の日に、前条
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第１ 項第６号に掲げる事項についての定めに従い、同項第５号の株式の株主と

なる。

３ 次の各号に掲げる場合には、株式移転完全子会社の株主は、株式移転設立完

全親会社の成立の日に、前条第１項第８号に掲げる事項についての定めに従い、

当該各号に定める者となる。

一 前条第１項第７号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの社

債の社債権者

二 前条第１項第７号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの新

株予約権の新株予約権者

三 前条第１項第７号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新

株 予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付さ

れた新株予約権の新株予約権者

４ 前条第１項第９号に規定する場合には、株式移転設立完全親会社の成立の日

に、 株式移転計画新株予約権は、消滅し、当該株式移転計画新株予約権の新株

予約 権者は、同項第１０号に掲げる事項についての定めに従い、同項第９号ロ

の株式移転設立完全親会社の新株予約権の新株予約権者となる。

５ 前条第１項第９号ハに規定する場合には、株式移転設立完全親会社は、その

成立の日に、同号ハの新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する。

第５章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続

第１節 組織変更の手続

第１款 株式会社の手続

（組織変更計画に関する書面等の備置き及び閲覧等）

第７７５条 組織変更をする株式会社は、組織変更計画備置開始日から組織変更がその効

力 を 生 ず る 日 （ 以 下 こ の 節 に お い て 「 効 力 発 生 日 」 と い う 。） ま で の 間 、 組 織

変更 計画の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は

電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。

２ 前項に規定する「組織変更計画備置開始日」とは、次に掲げる日のいずれか

早い日をいう。

一 組織変更計画について組織変更をする株式会社の総株主の同意を得た日

二 組織変更をする株式会社が新株予約権を発行しているときは、第７７７条

第３項の規定による通知の日又は同条第４項の公告の日のいずれか早い日

三 第７７９条第２項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日の

いずれか早い日

３ 組織変更をする株式会社の株主及び債権者は、当該株式会社に対して、その

営業 時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第２

号又 は第４号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わな

ければならない。
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一 第１項の書面の閲覧の請求

二 第１項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 第１項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示

したものの閲覧の請求

四 第１項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定

め たものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請

求

（株式会社の組織変更計画の承認等）

第７７６条 組織変更をする株式会社は、効力発生日の前日までに、組織変更計画につい

て当該株式会社の総株主の同意を得なければならない。

２ 組織変更をする株式会社は、効力発生日の２０日前までに、その登録株式質

権者 及び登録新株予約権質権者に対し、組織変更をする旨を通知しなければな

らない。

３ 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

（新株予約権買取請求）

第７７７条 株式会社が組織変更をする場合には、組織変更をする株式会社の新株予約権

の新 株予約権者は、当該株式会社に対し、自己の有する新株予約権を公正な価

格で買い取ることを請求することができる。

２ 新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者は、前項の規定によ

る請求（以下この款において「新株予約権買取請求」という。）をするときは、

併せ て、新株予約権付社債についての社債を買い取ることを請求しなければな

らな い。ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約権について別段の

定めがある場合は、この限りでない。

３ 組織変更をしようとする株式会社は、効力発生日の２０日前までに、その新

株予約権の新株予約権者に対し、組織変更をする旨を通知しなければならない。

４ 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

５ 新株予約権買取請求は、効力発生日の２０日前の日から効力発生日の前日ま

での 間に、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の内容及び数を明らかに

してしなければならない。

６ 新株予約権証券が発行されている新株予約権について新株予約権買取請求を

しよ うとするときは、当該新株予約権の新株予約権者は、組織変更をする株式

会社 に対し、その新株予約権証券を提出しなければならない。ただし、当該新

株予 約権証券について非訟事件手続法第１１４条に規定する公示催告の申立て

をした者については、この限りでない。

７ 新株予約権付社債券が発行されている新株予約権付社債に付された新株予約

権に ついて新株予約権買取請求をしようとするときは、当該新株予約権の新株

予約 権者は、組織変更をする株式会社に対し、その新株予約権付社債券を提出

しな ければならない。ただし、当該新株予約権付社債券について非訟事件手続
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法第 １１４条に規定する公示催告の申立てをした者については、この限りでな

い。

８ 新株予約権買取請求をした新株予約権者は、組織変更をする株式会社の承諾

を得た場合に限り、その新株予約権買取請求を撤回することができる。

９ 組織変更を中止したときは、新株予約権買取請求は、その効力を失う。

１０ 第２６０条の規定は、新株予約権買取請求に係る新株予約権については、

適用しない。

（新株予約権の価格の決定等）

第７７８条 新株予約権買取請求があった場合において、新株予約権（当該新株予約権が

新株 予約権付社債に付されたものである場合において、当該新株予約権付社債

につ いての社債の買取りの請求があったときは、当該社債を含む。以下この条

に お い て 同 じ 。） の 価 格 の 決 定 に つ い て 、 新 株 予 約 権 者 と 組 織 変 更 を す る 株 式

会社 （効力発生日後にあっては、組織変更後持分会社。以下この条において同

じ 。） と の 間 に 協 議 が 調 っ た と き は 、 当 該 株 式 会 社 は 、 効 力 発 生 日 か ら ６ ０ 日

以内にその支払をしなければならない。

２ 新株予約権の価格の決定について、効力発生日から３０日以内に協議が調わ

ない ときは、新株予約権者又は組織変更後持分会社は、その期間の満了の日後

３０日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。

３ 前条第８項の規定にかかわらず、前項に規定する場合において、効力発生日

から ６０日以内に同項の申立てがないときは、その期間の満了後は、新株予約

権者は、いつでも、新株予約権買取請求を撤回することができる。

４ 組織変更後持分会社は、裁判所の決定した価格に対する第１項の期間の満了

の日後の年６分の利率により算定した利息をも支払わなければならない。

５ 組織変更をする株式会社は、新株予約権の価格の決定があるまでは、新株予

約権 者に対し、当該株式会社が公正な価格と認める額を支払うことができる。

６ 新株予約権買取請求に係る新株予約権の買取りは、効力発生日に、その効力

を生ずる。

７ 組織変更をする株式会社は、新株予約権証券が発行されている新株予約権に

つい て新株予約権買取請求があったときは、新株予約権証券と引換えに、その

新株予約権買取請求に係る新株予約権の代金を支払わなければならない。

８ 組織変更をする株式会社は、新株予約権付社債券が発行されている新株予約

権付 社債に付された新株予約権について新株予約権買取請求があったときは、

新株 予約権付社債券と引換えに、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の

代金を支払わなければならない。

（債権者の異議）

第７７９条 組織変更をする株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、組織変更につい

て異議を述べることができる。

２ 組織変更をする株式会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れて
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いる 債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第３号の期

間は、１箇月を下ることができない。

一 組織変更をする旨

二 組織変更をする株式会社の計算書類（第４３５条第２項に規定する計算書

類 を い う 。 以 下 こ の 章 に お い て 同 じ 。） に 関 す る 事 項 と し て 法 務 省 令 で 定 め

るもの

三 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

３ 前項の規定にかかわらず、組織変更をする株式会社が同項の規定による公告

を、 官報のほか、第９３９条第１項の規定による定款の定めに従い、同項第２

号又 は第３号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催

告は、することを要しない。

４ 債権者が第２項第３号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、

当該組織変更について承認をしたものとみなす。

５ 債権者が第２項第３号の期間内に異議を述べたときは、組織変更をする株式

会社 は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該

債権 者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託し

なけ ればならない。ただし、当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれ

がないときは、この限りでない。

（組織変更の効力発生日の変更）

第７８０条 組織変更をする株式会社は、効力発生日を変更することができる。

２ 前項の場合には、組織変更をする株式会社は、変更前の効力発生日（変更後

の効 力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後

の効力発生日）の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。

３ 第１項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効

力発生日とみなして、この款及び第７４５条の規定を適用する。

第２款 持分会社の手続

第７８１条 組織変更をする持分会社は、効力発生日の前日までに、組織変更計画につい

て当 該持分会社の総社員の同意を得なければならない。ただし、定款に別段の

定めがある場合は、この限りでない。

２ 第 ７ ７ ９ 条 （ 第 ２ 項 第 ２ 号 を 除 く 。） 及 び 前 条 の 規 定 は 、 組 織 変 更 を す る 持

分会 社について準用する。この場合において、第７７９条第３項中「組織変更

をする株式会社」とあるのは「組織変更をする持分会社（合同会社に限る。）」

と、 前条第３項中「及び第７４５条」とあるのは「並びに第７４７条及び次条

第１項」と読み替えるものとする。
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第２節 吸収合併等の手続

第１款 吸収合併消滅会社、吸収分割会社及び株式交換完全子会社の手続

第１目 株式会社の手続

（吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等）

第７８２条 次の各号に掲げる株式会社（以下この目において「消滅株式会社等」という。）

は、 吸収合併契約等備置開始日から吸収合併、吸収分割又は株式交換（以下こ

の 節 に お い て 「 吸 収 合 併 等 」 と い う 。） が そ の 効 力 を 生 ず る 日 （ 以 下 こ の 節 に

お い て 「 効 力 発 生 日 」 と い う 。） 後 ６ 箇 月 を 経 過 す る 日 （ 吸 収 合 併 消 滅 株 式 会

社に あっては、効力発生日）までの間、当該各号に定めるもの（以下この節に

お い て 「 吸 収 合 併 契 約 等 」 と い う 。） の 内 容 そ の 他 法 務 省 令 で 定 め る 事 項 を 記

載し 、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならな

い。

一 吸収合併消滅株式会社 吸収合併契約

二 吸収分割株式会社 吸収分割契約

三 株式交換完全子会社 株式交換契約

２ 前項に規定する「吸収合併契約等備置開始日」とは、次に掲げる日のいずれ

か早い日をいう。

一 吸 収 合 併 契 約 等 に つ い て 株 主 総 会 （ 種 類 株 主 総 会 を 含 む 。） の 決 議 に よ っ

て その承認を受けなければならないときは、当該株主総会の日の２週間前の

日（第３１９条第１項の場合にあっては、同項の提案があった日）

二 第７８５条第３項の規定による通知を受けるべき株主があるときは、同項

の規定による通知の日又は同条第４項の公告の日のいずれか早い日

三 第７８７条第３項の規定による通知を受けるべき新株予約権者があるとき

は 、同項の規定による通知の日又は同条第４項の公告の日のいずれか早い日

四 第７８９条の規定による手続をしなければならないときは、同条第２項の

規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日

五 前各号に規定する場合以外の場合には、吸収分割契約又は株式交換契約の

締結の日から２週間を経過した日

３ 消滅株式会社等の株主及び債権者（株式交換完全子会社にあっては、株主及

び新株予約権者）は、消滅株式会社等に対して、その営業時間内は、いつでも、

次に 掲げる請求をすることができる。ただし、第２号又は第４号に掲げる請求

をするには、当該消滅株式会社等の定めた費用を支払わなければならない。

一 第１項の書面の閲覧の請求

二 第１項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 第１項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示

したものの閲覧の請求

四 第１項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって消滅株式会社

等 の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交

付の請求
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（吸収合併契約等の承認等）

第７８３条 消滅株式会社等は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、吸

収合併契約等の承認を受けなければならない。

２ 前項の規定にかかわらず、吸収合併消滅株式会社又は株式交換完全子会社が

種類 株式発行会社でない場合において、吸収合併消滅株式会社又は株式交換完

全子 会社の株主に対して交付する金銭等（以下この条及び次条第１項において

「 合 併 対 価 等 」 と い う 。） の 全 部 又 は 一 部 が 持 分 等 （ 持 分 会 社 の 持 分 そ の 他 こ

れ に 準 ず る も の と し て 法 務 省 令 で 定 め る も の を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同

じ 。） で あ る と き は 、 吸 収 合 併 契 約 又 は 株 式 交 換 契 約 に つ い て 吸 収 合 併 消 滅 株

式会社又は株式交換完全子会社の総株主の同意を得なければならない。

３ 吸収合併消滅株式会社又は株式交換完全子会社が種類株式発行会社である場

合に おいて、合併対価等の全部又は一部が譲渡制限株式等（譲渡制限株式その

他こ れに準ずるものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において

同 じ 。） で あ る と き は 、 吸 収 合 併 又 は 株 式 交 換 は 、 当 該 譲 渡 制 限 株 式 等 の 割 当

て を 受 け る 種 類 の 株 式 （ 譲 渡 制 限 株 式 を 除 く 。） の 種 類 株 主 を 構 成 員 と す る 種

類株 主総会（当該種類株主に係る株式の種類が２以上ある場合にあっては、当

該 ２ 以 上 の 株 式 の 種 類 別 に 区 分 さ れ た 種 類 株 主 を 構 成 員 と す る 各 種 類 株 主 総

会） の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会にお

いて 議決権を行使することができる株主が存しない場合は、この限りでない。

４ 吸収合併消滅株式会社又は株式交換完全子会社が種類株式発行会社である場

合に おいて、合併対価等の全部又は一部が持分等であるときは、吸収合併又は

株式交換は、当該持分等の割当てを受ける種類の株主の全員の同意がなければ、

その効力を生じない。

５ 消滅株式会社等は、効力発生日の２０日前までに、その登録株式質権者（次

条 第 ２ 項 に 規 定 す る 場 合 に お け る 登 録 株 式 質 権 者 を 除 く 。） 及び 第 ７ ８ ７ 条 第

３項 各号に定める新株予約権の登録新株予約権質権者に対し、吸収合併等をす

る旨を通知しなければならない。

６ 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

（吸収合併契約等の承認を要しない場合）

第７８４条 前条第１項の規定は、吸収合併存続会社、吸収分割承継会社又は株式交換完

全 親 会 社 （ 以 下 こ の 目 に お い て 「 存 続 会 社 等 」 と い う 。） が 消 滅 株 式 会 社 等 の

特別 支配会社である場合には、適用しない。ただし、吸収合併又は株式交換に

おけ る合併対価等の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合であって、消滅

株式 会社等が公開会社であり、かつ、種類株式発行会社でないときは、この限

りでない。

２ 前条の規定は、吸収分割により吸収分割承継会社に承継させる資産の帳簿価

額の 合計額が吸収分割株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により

算定 される額の５分の１（これを下回る割合を吸収分割株式会社の定款で定め
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た場合にあっては、その割合）を超えない場合には、適用しない。

（吸収合併等をやめることの請求）

第７８４条の２ 次に掲げる場合において、消滅株式会社等の株主が不利益を受けるおそ

れが あるときは、消滅株式会社等の株主は、消滅株式会社等に対し、吸収合併

等を やめることを請求することができる。ただし、前条第２項に規定する場合

は、この限りでない。

一 当該吸収合併等が法令又は定款に違反する場合

二 前条第１項本文に規定する場合において、第７４９条第１項第２号若しく

は 第３号、第７５１条第１項第３号若しくは第４号、第７５８条第４号、第

７ ６０条第４号若しくは第５号、第７６８条第１項第２号若しくは第３号又

は 第７７０条第１項第３号若しくは第４号に掲げる事項が消滅株式会社等又

は 存続会社等の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当であるとき。

（反対株主の株式買取請求）

第 ７ ８ ５ 条 吸 収 合 併 等 を す る 場 合 （ 次 に 掲 げる 場 合 を 除 く 。） には 、 反 対 株 主は 、 消 滅

株式 会社等に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求する

ことができる。

一 第７８３条第２項に規定する場合

二 第７８４条第２項に規定する場合

２ 前項に規定する「反対株主」とは、次の各号に掲げる場合における当該各号

に定 める株主（第７８３条第４項に規定する場合における同項に規定する持分

等の割当てを受ける株主を除く。）をいう。

一 吸 収 合 併 等 を す る た め に 株 主 総 会 （ 種 類 株 主 総 会 を 含 む 。） の 決 議 を 要 す

る場合 次に掲げる株主

イ 当該株主総会に先立って当該吸収合併等に反対する旨を当該消滅株式会

社等に対し通 知し、かつ、当該株主総会において当該吸収合併等に反対し

た 株 主 （ 当 該 株 主 総 会 に お い て 議 決 権 を 行 使 す る こ と が で き る も の に 限

る。）

ロ 当該株主総会において議決権を行使することができない株主

二 前号に規定する場合以外の場合 全ての株主（第７８４条第１項本文に規

定する場合における当該特別支配会社を除く。）

３ 消滅株式会社等は、効力発生日の２０日前までに、その株主（第７８３条第

４項 に規定する場合における同項に規定する持分等の割当てを受ける株主及び

第 ７ ８ ４ 条 第 １ 項 本 文 に 規 定 す る 場 合 に お け る 当 該 特 別 支 配 会 社 を 除 く 。） に

対し 、吸収合併等をする旨並びに存続会社等の商号及び住所を通知しなければ

ならない。ただし、第１項各号に掲げる場合は、この限りでない。

４ 次に掲げる場合には、前項の規定による通知は、公告をもってこれに代える

ことができる。

一 消滅株式会社等が公開会社である場合
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二 消滅株式会社等が第７８３条第１項の株主総会の決議によって吸収合併契

約等の承認を受けた場合

５ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 請 求 （ 以 下 こ の 目 に お い て 「 株 式 買 取 請 求 」 と い う 。）

は、 効力発生日の２０日前の日から効力発生日の前日までの間に、その株式買

取請 求に係る株式の数（種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ご

との数）を明らかにしてしなければならない。

６ 株券が発行されている株式について株式買取請求をしようとするときは、当

該株 式の株主は、消滅株式会社等に対し、当該株式に係る株券を提出しなけれ

ばな らない。ただし、当該株券について第２２３条の規定による請求をした者

については、この限りでない。

７ 株式買取請求をした株主は、消滅株式会社等の承諾を得た場合に限り、その

株式買取請求を撤回することができる。

８ 吸収合併等を中止したときは、株式買取請求は、その効力を失う。

９ 第１３３条の規定は、株式買取請求に係る株式については、適用しない。

（株式の価格の決定等）

第７８６条 株式買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主と消

滅株 式会社等（吸収合併をする場合における効力発生日後にあっては、吸収合

併 存 続 会 社 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。） と の 間 に 協 議 が 調 っ た と き は 、 消 滅

株式 会社等は、効力発生日から６０日以内にその支払をしなければならない。

２ 株式の価格の決定について、効力発生日から３０日以内に協議が調わないと

きは 、株主又は消滅株式会社等は、その期間の満了の日後３０日以内に、裁判

所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。

３ 前条第７項の規定にかかわらず、前項に規定する場合において、効力発生日

から ６０日以内に同項の申立てがないときは、その期間の満了後は、株主は、

いつでも、株式買取請求を撤回することができる。

４ 消滅株式会社等は、裁判所の決定した価格に対する第１項の期間の満了の日

後の年６分の利率により算定した利息をも支払わなければならない。

５ 消滅株式会社等は、株式の価格の決定があるまでは、株主に対し、当該消滅

株式会社等が公正な価格と認める額を支払うことができる。

６ 株式買取請求に係る株式の買取りは、効力発生日に、その効力を生ずる。

７ 株券発行会社は、株券が発行されている株式について株式買取請求があった

とき は、株券と引換えに、その株式買取請求に係る株式の代金を支払わなけれ

ばならない。

（新株予約権買取請求）

第７８７条 次の各号に掲げる行為をする場合には、当該各号に定める消滅株式会社等の

新株 予約権の新株予約権者は、消滅株式会社等に対し、自己の有する新株予約

権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。

一 吸収合併 第７４９条第１項第４号又は第５号に掲げる事項についての定
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め が 第 ２ ３ ６ 条 第 １ 項 第 ８ 号 の 条 件 （ 同 号 イ に 関 す る も の に 限 る 。） に 合 致

する新株予約権以外の新株予約権

二 吸 収 分 割 （ 吸 収 分 割 承 継 会 社 が 株 式 会 社 で あ る 場 合 に 限 る 。） 次 に 掲 げ

る 新株予約権のうち、第７５８条第５号又は第６号に掲げる事項についての

定 め が 第 ２ ３ ６ 条 第 １ 項 第 ８ 号 の 条 件 （ 同 号 ロ に 関 す る も の に 限 る 。） に 合

致する新株予約権以外の新株予約権

イ 吸収分割契約新株予約権

ロ 吸収分割契約新株予約権以外の新株予約権であって、吸収分割をする場

合において当 該新株予約権の新株予約権者に吸収分割承継株式会社の新株

予約権を交付することとする旨の定めがあるもの

三 株 式 交 換 （ 株 式 交 換 完 全 親 会 社 が 株 式 会 社 で あ る 場 合 に 限 る 。） 次 に 掲

げ る新株予約権のうち、第７６８条第１項第４号又は第５号に掲げる事項に

つ い て の 定 め が 第 ２ ３ ６ 条 第 １ 項 第 ８ 号 の 条 件 （ 同 号 ニ に 関 す る も の に 限

る。）に合致する新株予約権以外の新株予約権

イ 株式交換契約新株予約権

ロ 株式交換契約新株予約権以外の新株予約権であって、株式交換をする場

合において当 該新株予約権の新株予約権者に株式交換完全親株式会社の新

株予約権を交付することとする旨の定めがあるもの

２ 新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者は、前項の規定によ

る請求（以下この目において「新株予約権買取請求」という。）をするときは、

併せ て、新株予約権付社債についての社債を買い取ることを請求しなければな

らな い。ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約権について別段の

定めがある場合は、この限りでない。

３ 次の各号に掲げる消滅株式会社等は、効力発生日の２０日前までに、当該各

号に 定める新株予約権の新株予約権者に対し、吸収合併等をする旨並びに存続

会社等の商号及び住所を通知しなければならない。

一 吸収合併消滅株式会社 全部の新株予約権

二 吸収分割承継会社が株式会社である場合における吸収分割株式会社 次に

掲げる新株予約権

イ 吸収分割契約新株予約権

ロ 吸収分割契約新株予約権以外の新株予約権であって、吸収分割をする場

合において当 該新株予約権の新株予約権者に吸収分割承継株式会社の新株

予約権を交付することとする旨の定めがあるもの

三 株式交換完全親会社が株式会社である場合における株式交換完全子会社

次に掲げる新株予約権

イ 株式交換契約新株予約権

ロ 株式交換契約新株予約権以外の新株予約権であって、株式交換をする場

合において当 該新株予約権の新株予約権者に株式交換完全親株式会社の新

株予約権を交付することとする旨の定めがあるもの

４ 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
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５ 新株予約権買取請求は、効力発生日の２０日前の日から効力発生日の前日ま

での 間に、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の内容及び数を明らかに

してしなければならない。

６ 新株予約権証券が発行されている新株予約権について新株予約権買取請求を

しよ うとするときは、当該新株予約権の新株予約権者は、消滅株式会社等に対

し、 その新株予約権証券を提出しなければならない。ただし、当該新株予約権

証券 について非訟事件手続法第１１４条に規定する公示催告の申立てをした者

については、この限りでない。

７ 新株予約権付社債券が発行されている新株予約権付社債に付された新株予約

権に ついて新株予約権買取請求をしようとするときは、当該新株予約権の新株

予約 権者は、消滅株式会社等に対し、その新株予約権付社債券を提出しなけれ

ばな らない。ただし、当該新株予約権付社債券について非訟事件手続法第１１

４条に規定する公示催告の申立てをした者については、この限りでない。

８ 新株予約権買取請求をした新株予約権者は、消滅株式会社等の承諾を得た場

合に限り、その新株予約権買取請求を撤回することができる。

９ 吸収合併等を中止したときは、新株予約権買取請求は、その効力を失う。

１０ 第２６０条の規定は、新株予約権買取請求に係る新株予約権については、

適用しない。

（新株予約権の価格の決定等）

第７８８条 新株予約権買取請求があった場合において、新株予約権（当該新株予約権が

新株 予約権付社債に付されたものである場合において、当該新株予約権付社債

につ いての社債の買取りの請求があったときは、当該社債を含む。以下この条

に お い て 同 じ 。） の 価 格 の 決 定 に つ い て 、 新 株 予 約 権 者 と 消 滅 株 式 会 社 等 （ 吸

収合 併をする場合における効力発生日後にあっては、吸収合併存続会社。以下

こ の 条 に お い て 同 じ 。） と の 間 に 協 議 が 調 っ た と き は 、 消 滅 株 式 会 社 等 は 、 効

力発生日から６０日以内にその支払をしなければならない。

２ 新株予約権の価格の決定について、効力発生日から３０日以内に協議が調わ

ない ときは、新株予約権者又は消滅株式会社等は、その期間の満了の日後３０

日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。

３ 前条第８項の規定にかかわらず、前項に規定する場合において、効力発生日

から ６０日以内に同項の申立てがないときは、その期間の満了後は、新株予約

権者は、いつでも、新株予約権買取請求を撤回することができる。

４ 消滅株式会社等は、裁判所の決定した価格に対する第１項の期間の満了の日

後の年６分の利率により算定した利息をも支払わなければならない。

５ 消滅株式会社等は、新株予約権の価格の決定があるまでは、新株予約権者に

対し、当該消滅株式会社等が公正な価格と認める額を支払うことができる。

６ 新株予約権買取請求に係る新株予約権の買取りは、効力発生日に、その効力

を生ずる。

７ 消滅株式会社等は、新株予約権証券が発行されている新株予約権について新
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株予 約権買取請求があったときは、新株予約権証券と引換えに、その新株予約

権買取請求に係る新株予約権の代金を支払わなければならない。

８ 消滅株式会社等は、新株予約権付社債券が発行されている新株予約権付社債

に付 された新株予約権について新株予約権買取請求があったときは、新株予約

権付 社債券と引換えに、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の代金を支

払わなければならない。

（債権者の異議）

第７８９条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める債権者は、消滅株式会社等に

対し、吸収合併等について異議を述べることができる。

一 吸収合併をする場合 吸収合併消滅株式会社の債権者

二 吸 収 分 割 を す る 場 合 吸 収 分 割 後 吸 収 分 割 株 式 会 社 に 対 し て 債 務 の 履 行

（ 当該債務の保証人として吸収分割承継会社と連帯して負担する保証債務の

履 行 を 含 む 。） を 請 求 す る こ と が で き な い 吸 収 分 割 株 式 会 社 の 債 権 者 （ 第 ７

５ ８条第８号又は第７６０条第７号に掲げる事項についての定めがある場合

にあっては、吸収分割株式会社の債権者）

三 株式交換契約新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権である

場合 当該新株予約権付社債についての社債権者

２ 前項の規定により消滅株式会社等の債権者の全部又は一部が異議を述べるこ

とが できる場合には、消滅株式会社等は、次に掲げる事項を官報に公告し、か

つ、 知れている債権者（同項の規定により異議を述べることができるものに限

る。）には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第４号の期間は、

１箇月を下ることができない。

一 吸収合併等をする旨

二 存続会社等の商号及び住所

三 消 滅 株 式 会 社 等 及 び 存 続 会 社 等 （ 株 式 会 社 に 限 る 。） の 計 算 書 類 に 関 す る

事項として法務省令で定めるもの

四 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

３ 前項の規定にかかわらず、消滅株式会社等が同項の規定による公告を、官報

のほ か、第９３９条第１項の規定による定款の定めに従い、同項第２号又は第

３号 に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告（吸収

分割 をする場合における不法行為によって生じた吸収分割株式会社の債務の債

権者に対するものを除く。）は、することを要しない。

４ 債権者が第２項第４号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、

当該吸収合併等について承認をしたものとみなす。

５ 債権者が第２項第４号の期間内に異議を述べたときは、消滅株式会社等は、

当該 債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に

弁済 を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければ

なら ない。ただし、当該吸収合併等をしても当該債権者を害するおそれがない

ときは、この限りでない。
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（吸収合併等の効力発生日の変更）

第７９０条 消滅株式会社等は、存続会社等との合意により、効力発生日を変更すること

ができる。

２ 前項の場合には、消滅株式会社等は、変更前の効力発生日（変更後の効力発

生日 が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発

生日）の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。

３ 第１項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効

力発 生日とみなして、この節並びに第７５０条、第７５２条、第７５９条、第

７６１条、第７６９条及び第７７１条の規定を適用する。

（吸収分割又は株式交換に関する書面等の備置き及び閲覧等）

第７９１条 吸収分割株式会社又は株式交換完全子会社は、効力発生日後遅滞なく、吸収

分割 承継会社又は株式交換完全親会社と共同して、次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に定めるものを作成しなければならない。

一 吸収分割株式会社 吸収分割により吸収分割承継会社が承継した吸収分割

株 式会社の権利義務その他の吸収分割に関する事項として法務省令で定める

事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録

二 株式交換完全子会社 株式交換により株式交換完全親会社が取得した株式

交 換完全子会社の株式の数その他の株式交換に関する事項として法務省令で

定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録

２ 吸収分割株式会社又は株式交換完全子会社は、効力発生日から６箇月間、前

項各号の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。

３ 吸収分割株式会社の株主、債権者その他の利害関係人は、吸収分割株式会社

に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

ただ し、第２号又は第４号に掲げる請求をするには、当該吸収分割株式会社の

定めた費用を支払わなければならない。

一 前項の書面の閲覧の請求

二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示し

たものの閲覧の請求

四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって吸収分割株式会

社 の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交

付の請求

４ 前項の規定は、株式交換完全子会社について準用する。この場合において、

同項 中「吸収分割株式会社の株主、債権者その他の利害関係人」とあるのは、

「効 力発生日に株式交換完全子会社の株主又は新株予約権者であった者」と読

み替えるものとする。

（剰余金の配当等に関する特則）
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第７９２条 第４４５条第４項、第４５８条及び第２編第５章第６節の規定は、次に掲げ

る行為については、適用しない。

一 第７５８条第８号イ又は第７６０条第７号イの株式の取得

二 第７５８条第８号ロ又は第７６０条第７号ロの剰余金の配当

第２目 持分会社の手続

第７９３条 次に掲げる行為をする持分会社は、効力発生日の前日までに、吸収合併契約

等に ついて当該持分会社の総社員の同意を得なければならない。ただし、定款

に別段の定めがある場合は、この限りでない。

一 吸収合併（吸収合併により当該持分会社が消滅する場合に限る。）

二 吸 収 分 割 （ 当 該 持 分 会 社 （ 合 同 会 社 に 限 る 。） が そ の 事 業 に 関 し て 有 す る

権利義務の全部を他の会社に承継させる場合に限る。）

２ 第 ７ ８ ９ 条 （ 第 １ 項 第 ３ 号 及 び 第 ２ 項 第 ３ 号 を 除 く 。） 及 び 第 ７ ９ ０ 条 の 規

定は 、吸収合併消滅持分会社又は合同会社である吸収分割会社（以下この節に

おいて「吸収分割合同会社」という。）について準用する。この場合において、

第７ ８９条第１項第２号中「債権者（第７５８条第８号又は第７６０条第７号

に掲 げる事項についての定めがある場合にあっては、吸収分割株式会社の債権

者 ）」 と あ る の は 「 債 権 者 」 と 、 同 条 第 ３ 項 中 「 消 滅 株 式 会 社 等 」 と あ る の は

「吸 収合併消滅持分会社（吸収合併存続会社が株式会社又は合同会社である場

合 に あ っ て は 、 合 同 会 社 に 限 る 。） 又 は 吸 収 分 割 合 同 会 社 」 と 読 み 替 え る も の

とする。

第２款 吸収合併存続会社、吸収分割承継会社及び株式交換完全親会社の手続

第１目 株式会社の手続

（吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等）

第７９４条 吸収合併存続株式会社、吸収分割承継株式会社又は株式交換完全親株式会社

（ 以 下 こ の 目 に お い て 「 存 続 株 式 会 社 等 」 と い う 。） は 、 吸 収 合 併 契 約 等 備 置

開始 日から効力発生日後６箇月を経過する日までの間、吸収合併契約等の内容

その 他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をそ

の本店に備え置かなければならない。

２ 前項に規定する「吸収合併契約等備置開始日」とは、次に掲げる日のいずれ

か早い日をいう。

一 吸 収 合 併 契 約 等 に つ い て 株 主 総 会 （ 種 類 株 主 総 会 を 含 む 。） の 決 議 に よ っ

て その承認を受けなければならないときは、当該株主総会の日の２週間前の

日（第３１９条第１項の場合にあっては、同項の提案があった日）

二 第７９７条第３項の規定による通知の日又は同条第４項の公告の日のいず
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れか早い日

三 第７９９条の規定による手続をしなければならないときは、同条第２項の

規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日

３ 存続株式会社等の株主及び債権者（株式交換完全子会社の株主に対して交付

する 金銭等が株式交換完全親株式会社の株式その他これに準ずるものとして法

務省 令で定めるもののみである場合（第７６８条第１項第４号ハに規定する場

合 を 除 く 。） に あ っ て は 、 株 主 ） は 、 存 続 株 式 会 社 等 に 対 し て 、 そ の 営 業 時 間

内は 、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第２号又は第

４号 に掲げる請求をするには、当該存続株式会社等の定めた費用を支払わなけ

ればならない。

一 第１項の書面の閲覧の請求

二 第１項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 第１項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示

したものの閲覧の請求

四 第１項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって存続株式会社

等 の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交

付の請求

（吸収合併契約等の承認等）

第７９５条 存続株式会社等は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、吸

収合併契約等の承認を受けなければならない。

２ 次に掲げる場合には、取締役は、前項の株主総会において、その旨を説明し

なければならない。

一 吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社が承継する吸収合併消滅

会 社又は吸収分割会社の債務の額として法務省令で定める額（次号において

「 承 継 債 務 額 」 と い う 。） が 吸 収 合 併 存 続 株 式 会 社 又 は 吸 収 分 割 承 継 株 式 会

社 が承継する吸収合併消滅会社又は吸収分割会社の資産の額として法務省令

で定める額（同号において「承継資産額」という。）を超える場合

二 吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社が吸収合併消滅株式会社

の 株主、吸収合併消滅持分会社の社員又は吸収分割会社に対して交付する金

銭 等 （ 吸 収 合 併 存 続 株 式 会 社 又 は 吸 収 分 割 承 継 株 式 会 社 の 株 式 等 を 除 く 。）

の帳簿価額が承継資産額から承継債務額を控除して得た額を超える場合

三 株式交換完全親株式会社が株式交換完全子会社の株主に対して交付する金

銭 等 （ 株 式 交 換 完 全 親 株 式 会 社 の 株 式 等 を 除 く 。） の 帳 簿 価 額 が 株 式 交 換 完

全 親株式会社が取得する株式交換完全子会社の株式の額として法務省令で定

める額を超える場合

３ 承継する吸収合併消滅会社又は吸収分割会社の資産に吸収合併存続株式会社

又は 吸収分割承継株式会社の株式が含まれる場合には、取締役は、第１項の株

主総会において、当該株式に関する事項を説明しなければならない。

４ 存続株式会社等が種類株式発行会社である場合において、次の各号に掲げる
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場合 には、吸収合併等は、当該各号に定める種類の株式（譲渡制限株式であっ

て 、 第 １ ９ ９ 条 第 ４ 項 の 定 款 の 定 め が な い も の に 限 る 。） の 種 類 株 主 を 構 成 員

とす る種類株主総会（当該種類株主に係る株式の種類が２以上ある場合にあっ

ては 、当該２以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類

株主 総会）の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総

会に おいて議決権を行使することができる株主が存しない場合は、この限りで

ない。

一 吸収合併消滅株式会社の株主又は吸収合併消滅持分会社の社員に対して交

付 する金銭等が吸収合併存続株式会社の株式である場合 第７４９条第１項

第２号イの種類の株式

二 吸収分割会社に対して交付する金銭等が吸収分割承継株式会社の株式であ

る場合 第７５８条第４号イの種類の株式

三 株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等が株式交換完全親株式

会社の株式である場合 第７６８条第１項第２号イの種類の株式

（吸収合併契約等の承認を要しない場合等）

第７９６条 前条第１項から第３項までの規定は、吸収合併消滅会社、吸収分割会社又は

株 式 交 換 完 全 子 会 社 （ 以 下 こ の 目 に お い て 「 消 滅 会 社 等 」 と い う 。） が 存 続 株

式会 社等の特別支配会社である場合には、適用しない。ただし、吸収合併消滅

株式 会社若しくは株式交換完全子会社の株主、吸収合併消滅持分会社の社員又

は吸 収分割会社に対して交付する金銭等の全部又は一部が存続株式会社等の譲

渡制 限株式である場合であって、存続株式会社等が公開会社でないときは、こ

の限りでない。

２ 前条第１項から第３項までの規定は、第１号に掲げる額の第２号に掲げる額

に対 する割合が５分の１（これを下回る割合を存続株式会社等の定款で定めた

場合 にあっては、その割合）を超えない場合には、適用しない。ただし、同条

第２項各号に掲げる場合又は前項ただし書に規定する場合は、この限りでない。

一 次に掲げる額の合計額

イ 吸収合併消滅株式会社若しくは株式交換完全子会社の株主、吸収合併消

滅持分会社の 社員又は吸収分割会社（以下この号において「消滅会社等の

株 主 等 」 と い う 。） に 対 し て 交 付 す る 存 続 株 式 会 社 等 の 株 式 の 数 に １ 株 当

たり純資産額を乗じて得た額

ロ 消滅会社等の株主等に対して交付する存続株式会社等の社債、新株予約

権又は新株予約権付社債の帳簿価額の合計額

ハ 消滅会社等の株主等に対して交付する存続株式会社等の株式等以外の財

産の帳簿価額の合計額

二 存続株式会社等の純資産額として法務省令で定める方法により算定される

額

３ 前項本文に規定する場合において、法務省令で定める数の株式（前条第１項

の 株 主 総 会 に お い て 議 決 権 を 行 使 す る こ と が で き る も の に 限 る 。） を 有 す る 株
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主が 第７９７条第３項の規定による通知又は同条第４項の公告の日から２週間

以内 に吸収合併等に反対する旨を存続株式会社等に対し通知したときは、当該

存続 株式会社等は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、吸収

合併契約等の承認を受けなければならない。

（吸収合併等をやめることの請求）

第７９６条の２ 次に掲げる場合において、存続株式会社等の株主が不利益を受けるおそ

れが あるときは、存続株式会社等の株主は、存続株式会社等に対し、吸収合併

等を やめることを請求することができる。ただし、前条第２項本文に規定する

場合 （第７９５条第２項各号に掲げる場合及び前条第１項ただし書又は第３項

に規定する場合を除く。）は、この限りでない。

一 当該吸収合併等が法令又は定款に違反する場合

二 前条第１項本文に規定する場合において、第７４９条第１項第２号若しく

は 第３号、第７５８条第４号又は第７６８条第１項第２号若しくは第３号に

掲 げる事項が存続株式会社等又は消滅会社等の財産の状況その他の事情に照

らして著しく不当であるとき。

（反対株主の株式買取請求）

第７９７条 吸収合併等をする場合には、反対株主は、存続株式会社等に対し、自己の有

する 株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。ただし、第７

９６ 条第２項本文に規定する場合（第７９５条第２項各号に掲げる場合及び第

７ ９ ６ 条 第 １ 項 た だ し 書 又 は 第 ３ 項 に 規 定 す る 場 合 を 除 く 。） は 、 こ の 限 り で

ない。

２ 前項に規定する「反対株主」とは、次の各号に掲げる場合における当該各号

に定める株主をいう。

一 吸 収 合 併 等 を す る た め に 株 主 総 会 （ 種 類 株 主 総 会 を 含 む 。） の 決 議 を 要 す

る場合 次に掲げる株主

イ 当該株主総会に先立って当該吸収合併等に反対する旨を当該存続株式会

社等に対し通 知し、かつ、当該株主総会において当該吸収合併等に反対し

た 株 主 （ 当 該 株 主 総 会 に お い て 議 決 権 を 行 使 す る こ と が で き る も の に 限

る。）

ロ 当該株主総会において議決権を行使することができない株主

二 前号に規定する場合以外の場合 全ての株主（第７９６条第１項本文に規

定する場合における当該特別支配会社を除く。）

３ 存続株式会社等は、効力発生日の２０日前までに、その株主（第７９６条第

１ 項 本 文 に 規 定 す る 場 合 に お け る 当 該 特 別 支 配 会 社 を 除 く 。） に 対 し 、 吸 収 合

併等 をする旨並びに消滅会社等の商号及び住所（第７９５条第３項に規定する

場合 にあっては、吸収合併等をする旨、消滅会社等の商号及び住所並びに同項

の株式に関する事項）を通知しなければならない。

４ 次に掲げる場合には、前項の規定による通知は、公告をもってこれに代える
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ことができる。

一 存続株式会社等が公開会社である場合

二 存続株式会社等が第７９５条第１項の株主総会の決議によって吸収合併契

約等の承認を受けた場合

５ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 請 求 （ 以 下 こ の 目 に お い て 「 株 式 買 取 請 求 」 と い う 。）

は、 効力発生日の２０日前の日から効力発生日の前日までの間に、その株式買

取請 求に係る株式の数（種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ご

との数）を明らかにしてしなければならない。

６ 株券が発行されている株式について株式買取請求をしようとするときは、当

該株 式の株主は、存続株式会社等に対し、当該株式に係る株券を提出しなけれ

ばな らない。ただし、当該株券について第２２３条の規定による請求をした者

については、この限りでない。

７ 株式買取請求をした株主は、存続株式会社等の承諾を得た場合に限り、その

株式買取請求を撤回することができる。

８ 吸収合併等を中止したときは、株式買取請求は、その効力を失う。

９ 第１３３条の規定は、株式買取請求に係る株式については、適用しない。

（株式の価格の決定等）

第７９８条 株式買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主と存

続株 式会社等との間に協議が調ったときは、存続株式会社等は、効力発生日か

ら６０日以内にその支払をしなければならない。

２ 株式の価格の決定について、効力発生日から３０日以内に協議が調わないと

きは 、株主又は存続株式会社等は、その期間の満了の日後３０日以内に、裁判

所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。

３ 前条第７項の規定にかかわらず、前項に規定する場合において、効力発生日

から ６０日以内に同項の申立てがないときは、その期間の満了後は、株主は、

いつでも、株式買取請求を撤回することができる。

４ 存続株式会社等は、裁判所の決定した価格に対する第１項の期間の満了の日

後の年６分の利率により算定した利息をも支払わなければならない。

５ 存続株式会社等は、株式の価格の決定があるまでは、株主に対し、当該存続

株式会社等が公正な価格と認める額を支払うことができる。

６ 株式買取請求に係る株式の買取りは、効力発生日に、その効力を生ずる。

７ 株券発行会社は、株券が発行されている株式について株式買取請求があった

とき は、株券と引換えに、その株式買取請求に係る株式の代金を支払わなけれ

ばならない。

（債権者の異議）

第７９９条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める債権者は、存続株式会社等に

対し、吸収合併等について異議を述べることができる。

一 吸収合併をする場合 吸収合併存続株式会社の債権者
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二 吸収分割をする場合 吸収分割承継株式会社の債権者

三 株式交換をする場合において、株式交換完全子会社の株主に対して交付す

る 金銭等が株式交換完全親株式会社の株式その他これに準ずるものとして法

務 省令で定めるもののみである場合以外の場合又は第７６８条第１項第４号

ハに規定する場合 株式交換完全親株式会社の債権者

２ 前項の規定により存続株式会社等の債権者が異議を述べることができる場合

には 、存続株式会社等は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている

債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第４号の期間は、

１箇月を下ることができない。

一 吸収合併等をする旨

二 消滅会社等の商号及び住所

三 存 続 株 式 会 社 等 及 び 消 滅 会 社 等 （ 株 式 会 社 に 限 る 。） の 計 算 書 類 に 関 す る

事項として法務省令で定めるもの

四 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

３ 前項の規定にかかわらず、存続株式会社等が同項の規定による公告を、官報

のほ か、第９３９条第１項の規定による定款の定めに従い、同項第２号又は第

３号 に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、す

ることを要しない。

４ 債権者が第２項第４号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、

当該吸収合併等について承認をしたものとみなす。

５ 債権者が第２項第４号の期間内に異議を述べたときは、存続株式会社等は、

当該 債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に

弁済 を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければ

なら ない。ただし、当該吸収合併等をしても当該債権者を害するおそれがない

ときは、この限りでない。

（消滅会社等の株主等に対して交付する金銭等が存続株式会社等の親会社株式である場合

の特則）

第８００条 第１３５条第１項の規定にかかわらず、吸収合併消滅株式会社若しくは株式

交換 完全子会社の株主、吸収合併消滅持分会社の社員又は吸収分割会社（以下

こ の 項 に お い て 「 消 滅 会 社 等 の 株 主 等 」 と い う 。） に 対 し て 交 付 す る 金 銭 等 の

全部 又は一部が存続株式会社等の親会社株式（同条第１項に規定する親会社株

式 を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。） で あ る 場 合 に は 、 当 該 存 続 株 式 会 社 等

は、 吸収合併等に際して消滅会社等の株主等に対して交付する当該親会社株式

の総数を超えない範囲において当該親会社株式を取得することができる。

２ 第１３５条第３項の規定にかかわらず、前項の存続株式会社等は、効力発生

日までの間は、存続株式会社等の親会社株式を保有することができる。ただし、

吸収合併等を中止したときは、この限りでない。

（吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等）
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第８０１条 吸収合併存続株式会社は、効力発生日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併

存続 株式会社が承継した吸収合併消滅会社の権利義務その他の吸収合併に関す

る事 項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記

録を作成しなければならない。

２ 吸収分割承継株式会社（合同会社が吸収分割をする場合における当該吸収分

割 承 継 株 式 会 社 に 限 る 。） は 、 効 力 発 生 日 後 遅 滞 な く 、 吸 収 分 割 合 同 会 社 と 共

同し て、吸収分割により吸収分割承継株式会社が承継した吸収分割合同会社の

権 利 義 務 そ の 他 の 吸 収 分 割 に 関 す る 事 項 と し て 法 務 省 令 で 定 め る 事 項 を 記 載

し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。

３ 次の各号に掲げる存続株式会社等は、効力発生日から６箇月間、当該各号に

定めるものをその本店に備え置かなければならない。

一 吸収合併存続株式会社 第１項の書面又は電磁的記録

二 吸収分割承継株式会社 前項又は第７９１条第１項第１号の書面又は電磁

的記録

三 株式交換完全親株式会社 第７９１条第１項第２号の書面又は電磁的記録

４ 吸収合併存続株式会社の株主及び債権者は、吸収合併存続株式会社に対して、

その 営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、

第２ 号又は第４号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続株式会社の定め

た費用を支払わなければならない。

一 前項第１号の書面の閲覧の請求

二 前項第１号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 前項第１号の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により

表示したものの閲覧の請求

四 前項第１号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって吸収合併

存 続株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載し

た書面の交付の請求

５ 前項の規定は、吸収分割承継株式会社について準用する。この場合において、

同項中「株主及び債権者」とあるのは「株主、債権者その他の利害関係人」と、

同項各号中「前項第１号」とあるのは「前項第２号」と読み替えるものとする。

６ 第４項の規定は、株式交換完全親株式会社について準用する。この場合にお

いて 、同項中「株主及び債権者」とあるのは「株主及び債権者（株式交換完全

子会 社の株主に対して交付する金銭等が株式交換完全親株式会社の株式その他

これ に準ずるものとして法務省令で定めるもののみである場合（第７６８条第

１ 項 第 ４ 号 ハ に 規 定 す る 場 合 を 除 く 。） に あ っ て は 、 株 式 交 換 完 全 親 株 式 会 社

の 株 主 ）」 と 、 同 項 各 号 中 「 前 項 第 １ 号 」 と あ る の は 「 前 項 第 ３ 号 」 と 読 み 替

えるものとする。

第２目 持分会社の手続
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第８０２条 次の各号に掲げる行為をする持分会社（以下この条において「存続持分会社

等 」 と い う 。） は 、 当 該 各 号 に 定 め る 場 合 に は 、 効 力 発 生 日 の 前 日 ま で に 、 吸

収合 併契約等について存続持分会社等の総社員の同意を得なければならない。

ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

一 吸 収 合 併 （ 吸 収 合 併 に よ り 当 該 持 分 会 社 が 存 続 す る 場 合 に 限 る 。） 第 ７

５１条第１項第２号に規定する場合

二 吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一

部の承継 第７６０条第４号に規定する場合

三 株式交換による株式会社の発行済株式の全部の取得 第７７０条第１項第

２号に規定する場合

２ 第 ７ ９ ９ 条 （ 第 ２ 項 第 ３ 号 を 除 く 。） 及 び 第 ８ ０ ０ 条 の 規 定 は 、 存 続 持 分 会

社等 について準用する。この場合において、第７９９条第１項第３号中「株式

交換完全親株式会社の株式」とあるのは「株式交換完全親合同会社の持分」と、

「場 合又は第７６８条第１項第４号ハに規定する場合」とあるのは「場合」と

読み替えるものとする。

第３節 新設合併等の手続

第１款 新設合併消滅会社、新設分割会社及び株式移転完全子会社の手続

第１目 株式会社の手続

（新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等）

第８０３条 次の各号に掲げる株式会社（以下この目において「消滅株式会社等」という。）

は、 新設合併契約等備置開始日から新設合併設立会社、新設分割設立会社又は

株 式 移 転 設 立 完 全 親 会 社 （ 以 下 こ の 目 に お い て 「 設 立 会 社 」 と い う 。） の 成 立

の日 後６箇月を経過する日（新設合併消滅株式会社にあっては、新設合併設立

会社 の成立の日）までの間、当該各号に定めるもの（以下この節において「新

設 合 併 契 約 等 」 と い う 。） の 内 容 そ の 他 法 務 省 令 で 定 め る 事 項 を 記 載 し 、 又 は

記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。

一 新設合併消滅株式会社 新設合併契約

二 新設分割株式会社 新設分割計画

三 株式移転完全子会社 株式移転計画

２ 前項に規定する「新設合併契約等備置開始日」とは、次に掲げる日のいずれ

か早い日をいう。

一 新 設 合 併 契 約 等 に つ い て 株 主 総 会 （ 種 類 株 主 総 会 を 含 む 。） の 決 議 に よ っ

て その承認を受けなければならないときは、当該株主総会の日の２週間前の

日（第３１９条第１項の場合にあっては、同項の提案があった日）

二 第８０６条第３項の規定による通知を受けるべき株主があるときは、同項

の規定による通知の日又は同条第４項の公告の日のいずれか早い日

三 第８０８条第３項の規定による通知を受けるべき新株予約権者があるとき
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は 、同項の規定による通知の日又は同条第４項の公告の日のいずれか早い日

四 第８１０条の規定による手続をしなければならないときは、同条第２項の

規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日

五 前各号に規定する場合以外の場合には、新設分割計画の作成の日から２週

間を経過した日

３ 消滅株式会社等の株主及び債権者（株式移転完全子会社にあっては、株主及

び新株予約権者）は、消滅株式会社等に対して、その営業時間内は、いつでも、

次に 掲げる請求をすることができる。ただし、第２号又は第４号に掲げる請求

をするには、当該消滅株式会社等の定めた費用を支払わなければならない。

一 第１項の書面の閲覧の請求

二 第１項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 第１項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示

したものの閲覧の請求

四 第１項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって消滅株式会社

等 の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交

付の請求

（新設合併契約等の承認）

第８０４条 消滅株式会社等は、株主総会の決議によって、新設合併契約等の承認を受け

なければならない。

２ 前項の規定にかかわらず、新設合併設立会社が持分会社である場合には、新

設合 併契約について新設合併消滅株式会社の総株主の同意を得なければならな

い。

３ 新設合併消滅株式会社又は株式移転完全子会社が種類株式発行会社である場

合に おいて、新設合併消滅株式会社又は株式移転完全子会社の株主に対して交

付す る新設合併設立株式会社又は株式移転設立完全親会社の株式等の全部又は

一部 が譲渡制限株式等であるときは、当該新設合併又は株式移転は、当該譲渡

制 限 株 式 等 の 割 当 て を 受 け る 種 類 の 株 式 （ 譲 渡 制 限 株 式 を 除 く 。） の 種 類 株 主

を構 成員とする種類株主総会（当該種類株主に係る株式の種類が２以上ある場

合に あっては、当該２以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とす

る各 種類株主総会）の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種

類株 主総会において議決権を行使することができる株主が存しない場合は、こ

の限りでない。

４ 消滅株式会社等は、第１項の株主総会の決議の日（第２項に規定する場合に

あっ ては、同項の総株主の同意を得た日）から２週間以内に、その登録株式質

権 者 （ 次 条 に 規 定 す る 場 合 に お け る 登 録 株 式 質 権 者 を 除 く 。） 及 び 第 ８ ０ ８ 条

第３ 項各号に定める新株予約権の登録新株予約権質権者に対し、新設合併、新

設 分 割 又 は 株 式 移 転 （ 以 下 こ の 節 に お い て 「 新 設 合 併 等 」 と い う 。） を す る 旨

を通知しなければならない。

５ 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
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（新設分割計画の承認を要しない場合）

第８０５条 前条第１項の規定は、新設分割により新設分割設立会社に承継させる資産の

帳簿 価額の合計額が新設分割株式会社の総資産額として法務省令で定める方法

によ り算定される額の５分の１（これを下回る割合を新設分割株式会社の定款

で定めた場合にあっては、その割合）を超えない場合には、適用しない。

（新設合併等をやめることの請求）

第８０５条の２ 新設合併等が法令又は定款に違反する場合において、消滅株式会社等の

株主 が不利益を受けるおそれがあるときは、消滅株式会社等の株主は、消滅株

式会 社等に対し、当該新設合併等をやめることを請求することができる。ただ

し、前条に規定する場合は、この限りでない。

（反対株主の株式買取請求）

第 ８ ０ ６ 条 新 設 合 併 等 を す る 場 合 （ 次 に 掲 げる 場 合 を 除 く 。） には 、 反 対 株 主は 、 消 滅

株式 会社等に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求する

ことができる。

一 第８０４条第２項に規定する場合

二 第８０５条に規定する場合

２ 前項に規定する「反対株主」とは、次に掲げる株主をいう。

一 第８０４条第１項の株主総会（新設合併等をするために種類株主総会の決

議 を 要 す る 場 合 に あ っ て は 、 当 該 種 類 株 主 総 会 を 含 む 。） に 先 立 っ て 当 該 新

設 合併等に反対する旨を当該消滅株式会社等に対し通知し、かつ、当該株主

総 会において当該新設合併等に反対した株主（当該株主総会において議決権

を行使することができるものに限る。）

二 当該株主総会において議決権を行使することができない株主

３ 消滅株式会社等は、第８０４条第１項の株主総会の決議の日から２週間以内

に、 その株主に対し、新設合併等をする旨並びに他の新設合併消滅会社、新設

分割会社又は株式移転完全子会社（以下この節において「消滅会社等」という。）

及び 設立会社の商号及び住所を通知しなければならない。ただし、第１項各号

に掲げる場合は、この限りでない。

４ 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

５ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 請 求 （ 以 下 こ の 目 に お い て 「 株 式 買 取 請 求 」 と い う 。）

は、 第３項の規定による通知又は前項の公告をした日から２０日以内に、その

株式 買取請求に係る株式の数（種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び

種類ごとの数）を明らかにしてしなければならない。

６ 株券が発行されている株式について株式買取請求をしようとするときは、当

該株 式の株主は、消滅株式会社等に対し、当該株式に係る株券を提出しなけれ

ばな らない。ただし、当該株券について第２２３条の規定による請求をした者

については、この限りでない。



- 336/422 -

powered by インターネット六法 .com

７ 株式買取請求をした株主は、消滅株式会社等の承諾を得た場合に限り、その

株式買取請求を撤回することができる。

８ 新設合併等を中止したときは、株式買取請求は、その効力を失う。

９ 第１３３条の規定は、株式買取請求に係る株式については、適用しない。

（株式の価格の決定等）

第８０７条 株式買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主と消

滅株 式会社等（新設合併をする場合における新設合併設立会社の成立の日後に

あ っ て は 、 新 設 合 併 設 立 会 社 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。） との 間 に 協 議 が 調

った ときは、消滅株式会社等は、設立会社の成立の日から６０日以内にその支

払をしなければならない。

２ 株式の価格の決定について、設立会社の成立の日から３０日以内に協議が調

わな いときは、株主又は消滅株式会社等は、その期間の満了の日後３０日以内

に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。

３ 前条第７項の規定にかかわらず、前項に規定する場合において、設立会社の

成立 の日から６０日以内に同項の申立てがないときは、その期間の満了後は、

株主は、いつでも、株式買取請求を撤回することができる。

４ 消滅株式会社等は、裁判所の決定した価格に対する第１項の期間の満了の日

後の年６分の利率により算定した利息をも支払わなければならない。

５ 消滅株式会社等は、株式の価格の決定があるまでは、株主に対し、当該消滅

株式会社等が公正な価格と認める額を支払うことができる。

６ 株式買取請求に係る株式の買取りは、設立会社の成立の日に、その効力を生

ずる。

７ 株券発行会社は、株券が発行されている株式について株式買取請求があった

とき は、株券と引換えに、その株式買取請求に係る株式の代金を支払わなけれ

ばならない。

（新株予約権買取請求）

第８０８条 次の各号に掲げる行為をする場合には、当該各号に定める消滅株式会社等の

新株 予約権の新株予約権者は、消滅株式会社等に対し、自己の有する新株予約

権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。

一 新設合併 第７５３条第１項第１０号又は第１１号に掲げる事項について

の 定 め が 第 ２ ３ ６ 条 第 １ 項 第 ８ 号 の 条 件 （ 同 号 イ に 関 す る も の に 限 る 。） に

合致する新株予約権以外の新株予約権

二 新 設 分 割 （ 新 設 分 割 設 立 会 社 が 株 式 会 社 で あ る 場 合 に 限 る 。） 次 に 掲 げ

る 新株予約権のうち、第７６３条第１項第１０号又は第１１号に掲げる事項

に ついての定めが第２３６条第１項第８号の条件（同号ハに関するものに限

る。）に合致する新株予約権以外の新株予約権

イ 新設分割計画新株予約権

ロ 新設分割計画新株予約権以外の新株予約権であって、新設分割をする場
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合において当 該新株予約権の新株予約権者に新設分割設立株式会社の新株

予約権を交付することとする旨の定めがあるもの

三 株式移転 次に掲げる新株予約権のうち、第７７３条第１項第９号又は第

１ ０号に掲げる事項についての定めが第２３６条第１項第８号の条件（同号

ホに関するものに限る。）に合致する新株予約権以外の新株予約権

イ 株式移転計画新株予約権

ロ 株式移転計画新株予約権以外の新株予約権であって、株式移転をする場

合において当 該新株予約権の新株予約権者に株式移転設立完全親会社の新

株予約権を交付することとする旨の定めがあるもの

２ 新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者は、前項の規定によ

る請求（以下この目において「新株予約権買取請求」という。）をするときは、

併せ て、新株予約権付社債についての社債を買い取ることを請求しなければな

らな い。ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約権について別段の

定めがある場合は、この限りでない。

３ 次の各号に掲げる消滅株式会社等は、第８０４条第１項の株主総会の決議の

日（ 同条第２項に規定する場合にあっては同項の総株主の同意を得た日、第８

０５条に規定する場合にあっては新設分割計画の作成の日）から２週間以内に、

当該 各号に定める新株予約権の新株予約権者に対し、新設合併等をする旨並び

に他の消滅会社等及び設立会社の商号及び住所を通知しなければならない。

一 新設合併消滅株式会社 全部の新株予約権

二 新設分割設立会社が株式会社である場合における新設分割株式会社 次に

掲げる新株予約権

イ 新設分割計画新株予約権

ロ 新設分割計画新株予約権以外の新株予約権であって、新設分割をする場

合において当 該新株予約権の新株予約権者に新設分割設立株式会社の新株

予約権を交付することとする旨の定めがあるもの

三 株式移転完全子会社 次に掲げる新株予約権

イ 株式移転計画新株予約権

ロ 株式移転計画新株予約権以外の新株予約権であって、株式移転をする場

合において当 該新株予約権の新株予約権者に株式移転設立完全親会社の新

株予約権を交付することとする旨の定めがあるもの

４ 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

５ 新株予約権買取請求は、第３項の規定による通知又は前項の公告をした日か

ら２ ０日以内に、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の内容及び数を明

らかにしてしなければならない。

６ 新株予約権証券が発行されている新株予約権について新株予約権買取請求を

しよ うとするときは、当該新株予約権の新株予約権者は、消滅株式会社等に対

し、 その新株予約権証券を提出しなければならない。ただし、当該新株予約権

証券 について非訟事件手続法第１１４条に規定する公示催告の申立てをした者

については、この限りでない。
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７ 新株予約権付社債券が発行されている新株予約権付社債に付された新株予約

権に ついて新株予約権買取請求をしようとするときは、当該新株予約権の新株

予約 権者は、消滅株式会社等に対し、その新株予約権付社債券を提出しなけれ

ばな らない。ただし、当該新株予約権付社債券について非訟事件手続法第１１

４条に規定する公示催告の申立てをした者については、この限りでない。

８ 新株予約権買取請求をした新株予約権者は、消滅株式会社等の承諾を得た場

合に限り、その新株予約権買取請求を撤回することができる。

９ 新設合併等を中止したときは、新株予約権買取請求は、その効力を失う。

１０ 第２６０条の規定は、新株予約権買取請求に係る新株予約権については、

適用しない。

（新株予約権の価格の決定等）

第８０９条 新株予約権買取請求があった場合において、新株予約権（当該新株予約権が

新株 予約権付社債に付されたものである場合において、当該新株予約権付社債

につ いての社債の買取りの請求があったときは、当該社債を含む。以下この条

に お い て 同 じ 。） の 価 格 の 決 定 に つ い て 、 新 株 予 約 権 者 と 消 滅 株 式 会 社 等 （ 新

設合 併をする場合における新設合併設立会社の成立の日後にあっては、新設合

併 設 立 会 社 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。） と の 間 に 協 議 が 調 っ た と き は 、 消 滅

株式 会社等は、設立会社の成立の日から６０日以内にその支払をしなければな

らない。

２ 新株予約権の価格の決定について、設立会社の成立の日から３０日以内に協

議が 調わないときは、新株予約権者又は消滅株式会社等は、その期間の満了の

日後 ３０日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。

３ 前条第８項の規定にかかわらず、前項に規定する場合において、設立会社の

成立 の日から６０日以内に同項の申立てがないときは、その期間の満了後は、

新株予約権者は、いつでも、新株予約権買取請求を撤回することができる。

４ 消滅株式会社等は、裁判所の決定した価格に対する第１項の期間の満了の日

後の年６分の利率により算定した利息をも支払わなければならない。

５ 消滅株式会社等は、新株予約権の価格の決定があるまでは、新株予約権者に

対し、当該消滅株式会社等が公正な価格と認める額を支払うことができる。

６ 新株予約権買取請求に係る新株予約権の買取りは、設立会社の成立の日に、

その効力を生ずる。

７ 消滅株式会社等は、新株予約権証券が発行されている新株予約権について新

株予 約権買取請求があったときは、新株予約権証券と引換えに、その新株予約

権買取請求に係る新株予約権の代金を支払わなければならない。

８ 消滅株式会社等は、新株予約権付社債券が発行されている新株予約権付社債

に付 された新株予約権について新株予約権買取請求があったときは、新株予約

権付 社債券と引換えに、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の代金を支

払わなければならない。
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（債権者の異議）

第８１０条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める債権者は、消滅株式会社等に

対し、新設合併等について異議を述べることができる。

一 新設合併をする場合 新設合併消滅株式会社の債権者

二 新 設 分 割 を す る 場 合 新 設 分 割 後 新 設 分 割 株 式 会 社 に 対 し て 債 務 の 履 行

（ 当該債務の保証人として新設分割設立会社と連帯して負担する保証債務の

履 行 を 含 む 。） を 請 求 す る こ と が で き な い 新 設 分 割 株 式 会 社 の 債 権 者 （ 第 ７

６ ３条第１項第１２号又は第７６５条第１項第８号に掲げる事項についての

定めがある場合にあっては、新設分割株式会社の債権者）

三 株式移転計画新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権である

場合 当該新株予約権付社債についての社債権者

２ 前項の規定により消滅株式会社等の債権者の全部又は一部が異議を述べるこ

とが できる場合には、消滅株式会社等は、次に掲げる事項を官報に公告し、か

つ、 知れている債権者（同項の規定により異議を述べることができるものに限

る。）には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第４号の期間は、

１箇月を下ることができない。

一 新設合併等をする旨

二 他の消滅会社等及び設立会社の商号及び住所

三 消滅株式会社等の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの

四 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

３ 前項の規定にかかわらず、消滅株式会社等が同項の規定による公告を、官報

のほ か、第９３９条第１項の規定による定款の定めに従い、同項第２号又は第

３号 に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告（新設

分割 をする場合における不法行為によって生じた新設分割株式会社の債務の債

権者に対するものを除く。）は、することを要しない。

４ 債権者が第２項第４号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、

当該新設合併等について承認をしたものとみなす。

５ 債権者が第２項第４号の期間内に異議を述べたときは、消滅株式会社等は、

当該 債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に

弁済 を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければ

なら ない。ただし、当該新設合併等をしても当該債権者を害するおそれがない

ときは、この限りでない。

（新設分割又は株式移転に関する書面等の備置き及び閲覧等）

第８１１条 新設分割株式会社又は株式移転完全子会社は、新設分割設立会社又は株式移

転設 立完全親会社の成立の日後遅滞なく、新設分割設立会社又は株式移転設立

完全 親会社と共同して、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるもの

を作成しなければならない。

一 新設分割株式会社 新設分割により新設分割設立会社が承継した新設分割

株 式会社の権利義務その他の新設分割に関する事項として法務省令で定める
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事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録

二 株式移転完全子会社 株式移転により株式移転設立完全親会社が取得した

株 式移転完全子会社の株式の数その他の株式移転に関する事項として法務省

令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録

２ 新設分割株式会社又は株式移転完全子会社は、新設分割設立会社又は株式移

転設 立完全親会社の成立の日から６箇月間、前項各号の書面又は電磁的記録を

その本店に備え置かなければならない。

３ 新設分割株式会社の株主、債権者その他の利害関係人は、新設分割株式会社

に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

ただ し、第２号又は第４号に掲げる請求をするには、当該新設分割株式会社の

定めた費用を支払わなければならない。

一 前項の書面の閲覧の請求

二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示し

たものの閲覧の請求

四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって新設分割株式会

社 の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交

付の請求

４ 前項の規定は、株式移転完全子会社について準用する。この場合において、

同項 中「新設分割株式会社の株主、債権者その他の利害関係人」とあるのは、

「株 式移転設立完全親会社の成立の日に株式移転完全子会社の株主又は新株予

約権者であった者」と読み替えるものとする。

（剰余金の配当等に関する特則）

第８１２条 第４４５条第４項、第４５８条及び第２編第５章第６節の規定は、次に掲げ

る行為については、適用しない。

一 第７６３条第１項第１２号イ又は第７６５条第１項第８号イの株式の取得

二 第７６３条第１項第１２号ロ又は第７６５条第１項第８号ロの剰余金の配

当

第２目 持分会社の手続

第８１３条 次に掲げる行為をする持分会社は、新設合併契約等について当該持分会社の

総社員の同意を得なければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、

この限りでない。

一 新設合併

二 新 設 分 割 （ 当 該 持 分 会 社 （ 合 同 会 社 に 限 る 。） が そ の 事 業 に 関 し て 有 す る

権利義務の全部を他の会社に承継させる場合に限る。）

２ 第 ８ １ ０ 条 （ 第 １ 項 第 ３ 号 及 び 第 ２ 項 第 ３ 号 を 除 く 。） の 規 定 は 、 新 設 合 併
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消滅 持分会社又は合同会社である新設分割会社（以下この節において「新設分

割 合 同 会 社 」 と い う 。） に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 条 第 １ 項 第

２号 中「債権者（第７６３条第１項第１２号又は第７６５条第１項第８号に掲

げる事項についての定めがある場合にあっては、新設分割株式会社の債権者）」

とあ るのは「債権者」と、同条第３項中「消滅株式会社等」とあるのは「新設

合併 消滅持分会社（新設合併設立会社が株式会社又は合同会社である場合にあ

っては、合同会社に限る。）又は新設分割合同会社」と読み替えるものとする。

第２款 新設合併設立会社、新設分割設立会社及び株式移転設立完全親会社の手続

第１目 株式会社の手続

（株式会社の設立の特則）

第 ８ １ ４ 条 第 ２ 編 第 １ 章 （ 第 ２ ７ 条 （ 第 ４ 号 及 び 第 ５ 号 を 除 く 。）、 第 ２ ９ 条 、 第 ３ １

条 、 第 ３ ７ 条 第 ３ 項 、 第 ３ ９ 条 、 第 ６ 節 及 び 第 ４ ９ 条 を 除 く 。） の 規 定 は 、 新

設合 併設立株式会社、新設分割設立株式会社又は株式移転設立完全親会社（以

下この目において「設立株式会社」という。）の設立については、適用しない。

２ 設立株式会社の定款は、消滅会社等が作成する。

（新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等）

第８１５条 新設合併設立株式会社は、その成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合

併設 立株式会社が承継した新設合併消滅会社の権利義務その他の新設合併に関

する 事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的

記録を作成しなければならない。

２ 新設分割設立株式会社（１又は２以上の合同会社のみが新設分割をする場合

に お け る 当 該 新 設 分 割 設 立 株 式 会 社 に 限 る 。） は 、 そ の 成 立 の 日 後 遅 滞 な く 、

新設 分割合同会社と共同して、新設分割により新設分割設立株式会社が承継し

た新 設分割合同会社の権利義務その他の新設分割に関する事項として法務省令

で定 める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければな

らない。

３ 次の各号に掲げる設立株式会社は、その成立の日から６箇月間、当該各号に

定めるものをその本店に備え置かなければならない。

一 新設合併設立株式会社 第１項の書面又は電磁的記録及び新設合併契約の

内 容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記

録

二 新設分割設立株式会社 前項又は第８１１条第１項第１号の書面又は電磁

的記録

三 株式移転設立完全親会社 第８１１条第１項第２号の書面又は電磁的記録

４ 新設合併設立株式会社の株主及び債権者は、新設合併設立株式会社に対して、

その 営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、
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第２ 号又は第４号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立株式会社の定め

た費用を支払わなければならない。

一 前項第１号の書面の閲覧の請求

二 前項第１号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 前項第１号の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により

表示したものの閲覧の請求

四 前項第１号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって新設合併

設 立株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載し

た書面の交付の請求

５ 前項の規定は、新設分割設立株式会社について準用する。この場合において、

同項中「株主及び債権者」とあるのは「株主、債権者その他の利害関係人」と、

同項各号中「前項第１号」とあるのは「前項第２号」と読み替えるものとする。

６ 第４項の規定は、株式移転設立完全親会社について準用する。この場合にお

いて 、同項中「株主及び債権者」とあるのは「株主及び新株予約権者」と、同

項各 号中「前項第１号」とあるのは「前項第３号」と読み替えるものとする。

第２目 持分会社の手続

（持分会社の設立の特則）

第８１６条 第５７５条及び第５７８条の規定は、新設合併設立持分会社又は新設分割設

立 持 分 会 社 （ 次 項 に お い て 「 設 立 持 分 会 社 」 と い う 。） の 設 立 に つ い て は 、 適

用しない。

２ 設立持分会社の定款は、消滅会社等が作成する。

第６編 外国会社

（外国会社の日本における代表者）

第８１７条 外国会社は、日本において取引を継続してしようとするときは、日本におけ

る代 表者を定めなければならない。この場合において、その日本における代表

者のうち１人以上は、日本に住所を有する者でなければならない。

２ 外国会社の日本における代表者は、当該外国会社の日本における業務に関す

る一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

３ 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

４ 外国会社は、その日本における代表者がその職務を行うについて第三者に加

えた損害を賠償する責任を負う。

（登記前の継続取引の禁止等）

第８１８条 外国会社は、外国会社の登記をするまでは、日本において取引を継続してす
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ることができない。

２ 前項の規定に違反して取引をした者は、相手方に対し、外国会社と連帯して、

当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。

（貸借対照表に相当するものの公告）

第８１９条 外国会社の登記をした外国会社（日本における同種の会社又は最も類似する

会 社 が 株 式 会 社 で あ る も の に 限 る 。） は 、 法 務 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 第

４ ３ ８ 条 第 ２ 項 の 承 認 と 同 種 の 手 続 又 は こ れ に 類 似 す る 手 続 の 終 結 後 遅 滞 な

く、貸借対照表に相当するものを日本において公告しなければならない。

２ 前項の規定にかかわらず、その公告方法が第９３９条第１項第１号又は第２

号に 掲げる方法である外国会社は、前項に規定する貸借対照表に相当するもの

の要旨を公告することで足りる。

３ 前項の外国会社は、法務省令で定めるところにより、第１項の手続の終結後

遅滞 なく、同項に規定する貸借対照表に相当するものの内容である情報を、当

該手 続の終結の日後５年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により日

本に おいて不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとる

ことができる。この場合においては、前２項の規定は、適用しない。

４ 金融商品取引法第２４条第１項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣

に提出しなければならない外国会社については、前３項の規定は、適用しない。

（日本に住所を有する日本における代表者の退任）

第８２０条 外国会社の登記をした外国会社は、日本における代表者（日本に住所を有す

る も の に 限 る 。） の 全 員 が 退 任 し よ う と す る と き は 、 当 該 外 国 会 社 の 債 権 者 に

対 し 異 議 が あ れ ば 一 定 の 期 間 内 に こ れ を 述 べ る こ と が で き る 旨 を 官 報 に 公 告

し、 かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。た

だし、当該期間は、１箇月を下ることができない。

２ 債権者が前項の期間内に異議を述べたときは、同項の外国会社は、当該債権

者に 対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受

け さ せ る こ と を 目 的 と し て 信 託 会 社 等 に 相 当 の 財 産 を 信 託 し な け れ ば な ら な

い。 ただし、同項の退任をしても当該債権者を害するおそれがないときは、こ

の限りでない。

３ 第１項の退任は、前２項の手続が終了した後にその登記をすることによって、

その効力を生ずる。

（擬似外国会社）

第８２１条 日本に本店を置き、又は日本において事業を行うことを主たる目的とする外

国会社は、日本において取引を継続してすることができない。

２ 前項の規定に違反して取引をした者は、相手方に対し、外国会社と連帯して、

当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
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（日本にある外国会社の財産についての清算）

第８２２条 裁判所は、次に掲げる場合には、利害関係人の申立てにより又は職権で、日

本にある外国会社の財産の全部について清算の開始を命ずることができる。

一 外国会社が第８２７条第１項の規定による命令を受けた場合

二 外国会社が日本において取引を継続してすることをやめた場合

２ 前項の場合には、裁判所は、清算人を選任する。

３ 第４７６条、第２編第９章第１節第２款、第４９２条、同節第４款及び第５

０８ 条の規定並びに同章第２節（第５１０条、第５１１条及び第５１４条を除

く 。） の 規 定 は 、 そ の 性 質 上 許 さ れ な い も の を 除 き 、 第 １ 項 の 規 定 に よ る 日 本

にある外国会社の財産についての清算について準用する。

４ 第８２０条の規定は、外国会社が第１項の清算の開始を命じられた場合にお

いて、当該外国会社の日本における代表者（日本に住所を有するものに限る。）

の全員が退任しようとするときは、適用しない。

（他の法律の適用関係）

第８２３条 外国会社は、他の法律の適用については、日本における同種の会社又は最も

類似 する会社とみなす。ただし、他の法律に別段の定めがあるときは、この限

りでない。

第７編 雑則

第１章 会社の解散命令等

第１節 会社の解散命令

（会社の解散命令）

第８２４条 裁判所は、次に掲げる場合において、公益を確保するため会社の存立を許す

こと ができないと認めるときは、法務大臣又は株主、社員、債権者その他の利

害関係人の申立てにより、会社の解散を命ずることができる。

一 会社の設立が不法な目的に基づいてされたとき。

二 会社が正当な理由がないのにその成立の日から１年以内にその事業を開始

せず、又は引き続き１年以上その事業を休止したとき。

三 業務執行取締役、執行役又は業務を執行する社員が、法令若しくは定款で

定 める会社の権限を逸脱し若しくは濫用する行為又は刑罰法令に触れる行為

をした場合において、法務大臣から書面による警告を受けたにもかかわらず、

なお継続的に又は反覆して当該行為をしたとき。

２ 株主、社員、債権者その他の利害関係人が前項の申立てをしたときは、裁判

所は 、会社の申立てにより、同項の申立てをした者に対し、相当の担保を立て

るべきことを命ずることができる。

３ 会社は、前項の規定による申立てをするには、第１項の申立てが悪意による

ものであることを疎明しなければならない。
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４ 民事訴訟法（平成８年法律第１０９号）第７５条第５項及び第７項並びに第

７６ 条から第８０条までの規定は、第２項の規定により第１項の申立てについ

て立てるべき担保について準用する。

（会社の財産に関する保全処分）

第８２５条 裁判所は、前条第１項の申立てがあった場合には、法務大臣若しくは株主、

社員 、債権者その他の利害関係人の申立てにより又は職権で、同項の申立てに

つき 決定があるまでの間、会社の財産に関し、管理人による管理を命ずる処分

（ 次 項 に お い て 「 管 理 命 令 」 と い う 。） そ の 他 の 必 要 な 保 全 処 分 を 命 ず る こ と

ができる。

２ 裁判所は、管理命令をする場合には、当該管理命令において、管理人を選任

しなければならない。

３ 裁判所は、法務大臣若しくは株主、社員、債権者その他の利害関係人の申立

てにより又は職権で、前項の管理人を解任することができる。

４ 裁判所は、第２項の管理人を選任した場合には、会社が当該管理人に対して

支払う報酬の額を定めることができる。

５ 第２項の管理人は、裁判所が監督する。

６ 裁判所は、第２項の管理人に対し、会社の財産の状況の報告をし、かつ、そ

の管理の計算をすることを命ずることができる。

７ 民法第６４４条、第６４６条、第６４７条及び第６５０条の規定は、第２項

の管 理人について準用する。この場合において、同法第６４６条、第６４７条

及 び 第 ６ ５ ０ 条 中 「 委 任 者 」 と あ る の は 、「 会 社 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。

（官庁等の法務大臣に対する通知義務）

第８２６条 裁判所その他の官庁、検察官又は吏員は、その職務上第８２４条第１項の申

立て 又は同項第３号の警告をすべき事由があることを知ったときは、法務大臣

にその旨を通知しなければならない。

第２節 外国会社の取引継続禁止又は営業所閉鎖の命令

第８２７条 裁判所は、次に掲げる場合には、法務大臣又は株主、社員、債権者その他の

利害 関係人の申立てにより、外国会社が日本において取引を継続してすること

の禁止又はその日本に設けられた営業所の閉鎖を命ずることができる。

一 外国会社の事業が不法な目的に基づいて行われたとき。

二 外国会社が正当な理由がないのに外国会社の登記の日から１年以内にその

事業を開始せず、又は引き続き１年以上その事業を休止したとき。

三 外国会社が正当な理由がないのに支払を停止したとき。

四 外国会社の日本における代表者その他その業務を執行する者が、法令で定

め る外国会社の権限を逸脱し若しくは濫用する行為又は刑罰法令に触れる行
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為 をした場合において、法務大臣から書面による警告を受けたにもかかわら

ず、なお継続的に又は反覆して当該行為をしたとき。

２ 第８２４条第２項から第４項まで及び前２条の規定は、前項の場合について

準用 する。この場合において、第８２４条第２項中「前項」とあり、同条第３

項及 び第４項中「第１項」とあり、並びに第８２５条第１項中「前条第１項」

とあ るのは「第８２７条第１項」と、前条中「第８２４条第１項」とあるのは

「 次 条 第 １ 項 」 と 、「 同 項 第 ３ 号 」 と あ る の は 「 同 項 第 ４ 号 」 と 読 み 替 え る も

のとする。

第２章 訴訟

第１節 会社の組織に関する訴え

（会社の組織に関する行為の無効の訴え）

第８２８条 次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもっての

み主張することができる。

一 会社の設立 会社の成立の日から２年以内

二 株式会社の成立後における株式の発行 株式の発行の効力が生じた日から

６ 箇月以内（公開会社でない株式会社にあっては、株式の発行の効力が生じ

た日から１年以内）

三 自己株式の処分 自己株式の処分の効力が生じた日から６箇月以内（公開

会 社でない株式会社にあっては、自己株式の処分の効力が生じた日から１年

以内）

四 新株予約権（当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場

合 にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下この章に

お い て 同 じ 。） の 発 行 新 株 予 約 権 の 発 行 の 効 力 が 生 じ た 日 か ら ６ 箇 月 以 内

（ 公開会社でない株式会社にあっては、新株予約権の発行の効力が生じた日

から１年以内）

五 株式会社における資本金の額の減少 資本金の額の減少の効力が生じた日

から６箇月以内

六 会社の組織変更 組織変更の効力が生じた日から６箇月以内

七 会社の吸収合併 吸収合併の効力が生じた日から６箇月以内

八 会社の新設合併 新設合併の効力が生じた日から６箇月以内

九 会社の吸収分割 吸収分割の効力が生じた日から６箇月以内

十 会社の新設分割 新設分割の効力が生じた日から６箇月以内

十一 株式会社の株式交換 株式交換の効力が生じた日から６箇月以内

十二 株式会社の株式移転 株式移転の効力が生じた日から６箇月以内

２ 次の各号に掲げる行為の無効の訴えは、当該各号に定める者に限り、提起す

ることができる。

一 前項第１号に掲げる行為 設立する株式会社の株主等（株主、取締役又は
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清 算人（監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名

委 員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人）をいう。以

下 こ の 節 に お い て 同 じ 。） 又 は 設 立 す る 持 分 会 社 の 社 員 等 （ 社 員 又 は 清 算 人

をいう。以下この項において同じ。）

二 前項第２号に掲げる行為 当該株式会社の株主等

三 前項第３号に掲げる行為 当該株式会社の株主等

四 前項第４号に掲げる行為 当該株式会社の株主等又は新株予約権者

五 前項第５号に掲げる行為 当該株式会社の株主等、破産管財人又は資本金

の額の減少について承認をしなかった債権者

六 前項第６号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において組織変更を

す る 会 社 の 株 主 等 若 し く は 社 員 等 で あ っ た 者 又 は 組 織 変 更 後 の 会 社 の 株 主

等 、社員等、破産管財人若しくは組織変更について承認をしなかった債権者

七 前項第７号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において吸収合併を

す る会社の株主等若しくは社員等であった者又は吸収合併後存続する会社の

株 主等、社員等、破産管財人若しくは吸収合併について承認をしなかった債

権者

八 前項第８号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において新設合併を

す る会社の株主等若しくは社員等であった者又は新設合併により設立する会

社 の株主等、社員等、破産管財人若しくは新設合併について承認をしなかっ

た債権者

九 前項第９号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において吸収分割契

約 をした会社の株主等若しくは社員等であった者又は吸収分割契約をした会

社 の株主等、社員等、破産管財人若しくは吸収分割について承認をしなかっ

た債権者

十 前項第１０号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において新設分割

を する会社の株主等若しくは社員等であった者又は新設分割をする会社若し

く は新設分割により設立する会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは新

設分割について承認をしなかった債権者

十一 前項第１１号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において株式交

換 契約をした会社の株主等若しくは社員等であった者又は株式交換契約をし

た 会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは株式交換について承認をしな

かった債権者

十二 前項第１２号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において株式移

転 をする株式会社の株主等であった者又は株式移転により設立する株式会社

の株主等、破産管財人若しくは株式移転について承認をしなかった債権者

（新株発行等の不存在の確認の訴え）

第８２９条 次に掲げる行為については、当該行為が存在しないことの確認を、訴えをも

って請求することができる。

一 株式会社の成立後における株式の発行
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二 自己株式の処分

三 新株予約権の発行

（株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え）

第８３０条 株主総会若しくは種類株主総会又は創立総会若しくは種類創立総会（以下こ

の 節 及 び 第 ９ ３ ７ 条 第 １ 項 第 １ 号 ト に お い て 「 株 主 総 会 等 」 と い う 。） の 決 議

につ いては、決議が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することがで

きる。

２ 株主総会等の決議については、決議の内容が法令に違反することを理由とし

て、決議が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができる。

（株主総会等の決議の取消しの訴え）

第８３１条 次の各号に掲げる場合には、株主等（当該各号の株主総会等が創立総会又は

種類 創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は

設立 時監査役）は、株主総会等の決議の日から３箇月以内に、訴えをもって当

該決 議の取消しを請求することができる。当該決議の取消しにより株主（当該

決議 が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主）又は取締役（監査

等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。

以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。）、 監 査 役 若 し く は 清 算 人 （ 当 該 決 議 が 株 主 総 会 又

は種 類株主総会の決議である場合にあっては第３４６条第１項（第４７９条第

４ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） の 規 定 に よ り 取 締 役 、 監 査 役 又 は 清 算 人

とし ての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の

決議 である場合にあっては設立時取締役（設立しようとする株式会社が監査等

委員 会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役

又 は そ れ 以 外 の 設 立 時 取 締 役 ） 又 は 設 立 時 監 査 役 を 含 む 。） とな る 者 も 、 同 様

とする。

一 株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又

は著しく不公正なとき。

二 株主総会等の決議の内容が定款に違反するとき。

三 株主総会等の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使した

ことによって、著しく不当な決議がされたとき。

２ 前項の訴えの提起があった場合において、株主総会等の招集の手続又は決議

の方 法が法令又は定款に違反するときであっても、裁判所は、その違反する事

実が 重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、

同項の規定による請求を棄却することができる。

（持分会社の設立の取消しの訴え）

第８３２条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者は、持分会社の成立の日か

ら２年以内に、訴えをもって持分会社の設立の取消しを請求することができる。

一 社員が民法その他の法律の規定により設立に係る意思表示を取り消すこと
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ができるとき 当該社員

二 社員がその債権者を害することを知って持分会社を設立したとき 当該債

権者

（会社の解散の訴え）

第８３３条 次に掲げる場合において、やむを得ない事由があるときは、総株主（株主総

会に おいて決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することが

で き な い 株 主 を 除 く 。） の 議 決 権 の １ ０ 分 の １ （ こ れ を 下 回 る 割 合 を 定 款 で 定

めた場合にあっては、その割合）以上の議決権を有する株主又は発行済株式（自

己 株 式 を 除 く 。） の １ ０ 分 の １ （ こ れ を 下 回 る 割 合 を 定 款 で 定 め た 場 合 に あ っ

ては 、その割合）以上の数の株式を有する株主は、訴えをもって株式会社の解

散を請求することができる。

一 株式会社が業務の執行において著しく困難な状況に至り、当該株式会社に

回復することができない損害が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。

二 株式会社の財産の管理又は処分が著しく失当で、当該株式会社の存立を危

うくするとき。

２ やむを得ない事由がある場合には、持分会社の社員は、訴えをもって持分会

社の解散を請求することができる。

（被告）

第８３４条 次の各号に掲げる訴え（以下この節において「会社の組織に関する訴え」と

総称する。）については、当該各号に定める者を被告とする。

一 会社の設立の無効の訴え 設立する会社

二 株式会社の成立後における株式の発行の無効の訴え（第８４０条第１項に

おいて「新株発行の無効の訴え」という。） 株式の発行をした株式会社

三 自己株式の処分の無効の訴え 自己株式の処分をした株式会社

四 新株予約権の発行の無効の訴え 新株予約権の発行をした株式会社

五 株式会社における資本金の額の減少の無効の訴え 当該株式会社

六 会社の組織変更の無効の訴え 組織変更後の会社

七 会社の吸収合併の無効の訴え 吸収合併後存続する会社

八 会社の新設合併の無効の訴え 新設合併により設立する会社

九 会社の吸収分割の無効の訴え 吸収分割契約をした会社

十 会社の新設分割の無効の訴え 新設分割をする会社及び新設分割により設

立する会社

十一 株式会社の株式交換の無効の訴え 株式交換契約をした会社

十二 株式会社の株式移転の無効の訴え 株式移転をする株式会社及び株式移

転により設立する株式会社

十三 株式会社の成立後における株式の発行が存在しないことの確認の訴え

株式の発行をした株式会社

十四 自己株式の処分が存在しないことの確認の訴え 自己株式の処分をした
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株式会社

十五 新株予約権の発行が存在しないことの確認の訴え 新株予約権の発行を

した株式会社

十六 株主総会等の決議が存在しないこと又は株主総会等の決議の内容が法令

に 違反することを理由として当該決議が無効であることの確認の訴え 当該

株式会社

十七 株主総会等の決議の取消しの訴え 当該株式会社

十八 第８３２条第１号の規定による持分会社の設立の取消しの訴え 当該持

分会社

十九 第８３２条第２号の規定による持分会社の設立の取消しの訴え 当該持

分会社及び同号の社員

二十 株式会社の解散の訴え 当該株式会社

二十一 持分会社の解散の訴え 当該持分会社

（訴えの管轄及び移送）

第８３５条 会社の組織に関する訴えは、被告となる会社の本店の所在地を管轄する地方

裁判所の管轄に専属する。

２ 前条第９号から第１２号までの規定により２以上の地方裁判所が管轄権を有

する ときは、当該各号に掲げる訴えは、先に訴えの提起があった地方裁判所が

管轄する。

３ 前項の場合には、裁判所は、当該訴えに係る訴訟がその管轄に属する場合に

おい ても、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立

てにより又は職権で、訴訟を他の管轄裁判所に移送することができる。

（担保提供命令）

第８３６条 会社の組織に関する訴えであって、株主又は設立時株主が提起することがで

きる ものについては、裁判所は、被告の申立てにより、当該会社の組織に関す

る訴 えを提起した株主又は設立時株主に対し、相当の担保を立てるべきことを

命ず ることができる。ただし、当該株主が取締役、監査役、執行役若しくは清

算人 であるとき、又は当該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役で

あるときは、この限りでない。

２ 前項の規定は、会社の組織に関する訴えであって、債権者が提起することが

できるものについて準用する。

３ 被告は、第１項（前項において準用する場合を含む。）の申立てをするには、

原告の訴えの提起が悪意によるものであることを疎明しなければならない。

（弁論等の必要的併合）

第８３７条 同一の請求を目的とする会社の組織に関する訴えに係る訴訟が数個同時に係

属するときは、その弁論及び裁判は、併合してしなければならない。
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（認容判決の効力が及ぶ者の範囲）

第８３８条 会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対して

もその効力を有する。

（無効又は取消しの判決の効力）

第８３９条 会社の組織に関する訴え（第８３４条第１号から第１２号まで、第１８号及

び 第 １ ９ 号 に 掲 げ る 訴 え に 限 る 。） に 係 る 請 求 を 認 容 す る 判 決 が 確 定 し た と き

は、 当該判決において無効とされ、又は取り消された行為（当該行為によって

会社 が設立された場合にあっては当該設立を含み、当該行為に際して株式又は

新株予約権が交付された場合にあっては当該株式又は新株予約権を含む。）は、

将来に向かってその効力を失う。

（新株発行の無効判決の効力）

第８４０条 新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該株

式会 社は、当該判決の確定時における当該株式に係る株主に対し、払込みを受

けた 金額又は給付を受けた財産の給付の時における価額に相当する金銭を支払

わな ければならない。この場合において、当該株式会社が株券発行会社である

とき は、当該株式会社は、当該株主に対し、当該金銭の支払をするのと引換え

に、 当該株式に係る旧株券（前条の規定により効力を失った株式に係る株券を

い う 。 以 下 こ の 節 に お い て 同 じ 。） を 返 還 す る こ と を 請 求 す る こ と が で き る 。

２ 前項の金銭の金額が同項の判決が確定した時における会社財産の状況に照ら

して 著しく不相当であるときは、裁判所は、同項前段の株式会社又は株主の申

立てにより、当該金額の増減を命ずることができる。

３ 前項の申立ては、同項の判決が確定した日から６箇月以内にしなければなら

ない。

４ 第１項前段に規定する場合には、同項前段の株式を目的とする質権は、同項

の金銭について存在する。

５ 第１項前段に規定する場合には、前項の質権の登録株式質権者は、第１項前

段の 株式会社から同項の金銭を受領し、他の債権者に先立って自己の債権の弁

済に充てることができる。

６ 前項の債権の弁済期が到来していないときは、同項の登録株式質権者は、第

１項 前段の株式会社に同項の金銭に相当する金額を供託させることができる。

この場合において、質権は、その供託金について存在する。

（自己株式の処分の無効判決の効力）

第８４１条 自己株式の処分の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、

当該 株式会社は、当該判決の確定時における当該自己株式に係る株主に対し、

払込 みを受けた金額又は給付を受けた財産の給付の時における価額に相当する

金銭 を支払わなければならない。この場合において、当該株式会社が株券発行

会社 であるときは、当該株式会社は、当該株主に対し、当該金銭の支払をする
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のと 引換えに、当該自己株式に係る旧株券を返還することを請求することがで

きる。

２ 前条第２項から第６項までの規定は、前項の場合について準用する。この場

合 に お い て 、 同 条 第 ４ 項 中 「 株 式 」 と あ る の は 、「 自 己 株 式 」 と 読 み 替 え る も

のとする。

（新株予約権発行の無効判決の効力）

第 ８ ４ ２ 条 新 株 予 約 権 の 発 行 の 無 効 の 訴 え に 係 る 請 求 を 認 容 す る 判 決 が 確 定 し た と き

は、 当該株式会社は、当該判決の確定時における当該新株予約権に係る新株予

約権 者に対し、払込みを受けた金額又は給付を受けた財産の給付の時における

価額 に相当する金銭を支払わなければならない。この場合において、当該新株

予約 権に係る新株予約権証券（当該新株予約権が新株予約権付社債に付された

ものである場合にあっては、当該新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券。

以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。） を 発 行 し て い る と き は 、 当 該 株 式 会 社 は 、 当 該 新

株予 約権者に対し、当該金銭の支払をするのと引換えに、第８３９条の規定に

より 効力を失った新株予約権に係る新株予約権証券を返還することを請求する

ことができる。

２ 第８４０条第２項から第６項までの規定は、前項の場合について準用する。

この 場合において、同条第２項中「株主」とあるのは「新株予約権者」と、同

条第４項中「株式」とあるのは「新株予約権」と、同条第５項及び第６項中「登

録株式質権者」とあるのは「登録新株予約権質権者」と読み替えるものとする。

（合併又は会社分割の無効判決の効力）

第８４３条 次の各号に掲げる行為の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したと

きは 、当該行為をした会社は、当該行為の効力が生じた日後に当該各号に定め

る会社が負担した債務について、連帯して弁済する責任を負う。

一 会社の吸収合併 吸収合併後存続する会社

二 会社の新設合併 新設合併により設立する会社

三 会社の吸収分割 吸収分割をする会社がその事業に関して有する権利義務

の全部又は一部を当該会社から承継する会社

四 会社の新設分割 新設分割により設立する会社

２ 前項に規定する場合には、同項各号に掲げる行為の効力が生じた日後に当該

各号 に定める会社が取得した財産は、当該行為をした会社の共有に属する。た

だし 、同項第４号に掲げる行為を一の会社がした場合には、同号に定める会社

が取得した財産は、当該行為をした一の会社に属する。

３ 第１項及び前項本文に規定する場合には、各会社の第１項の債務の負担部分

及び前項本文の財産の共有持分は、各会社の協議によって定める。

４ 各 会 社 の 第 １ 項 の 債 務 の 負 担 部 分 又 は 第 ２ 項 本 文 の 財 産 の 共 有 持 分 に つ い

て、 前項の協議が調わないときは、裁判所は、各会社の申立てにより、第１項

各号 に掲げる行為の効力が生じた時における各会社の財産の額その他一切の事
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情を考慮して、これを定める。

（株式交換又は株式移転の無効判決の効力）

第８４４条 株式会社の株式交換又は株式移転の無効の訴えに係る請求を認容する判決が

確定 した場合において、株式交換又は株式移転をする株式会社（以下この条に

おいて「旧完全子会社」という。）の発行済株式の全部を取得する株式会社（以

下 こ の 条 に お い て 「 旧 完 全 親 会 社 」 と い う 。） が 当 該 株 式 交 換 又 は 株 式 移 転 に

際し て当該旧完全親会社の株式（以下この条において「旧完全親会社株式」と

い う 。） を 交 付 し た と き は 、 当 該 旧 完 全 親 会 社 は 、 当 該 判 決 の 確 定 時 に お け る

当該 旧完全親会社株式に係る株主に対し、当該株式交換又は株式移転の際に当

該旧 完全親会社株式の交付を受けた者が有していた旧完全子会社の株式（以下

こ の 条 に お い て 「 旧 完 全 子 会 社 株 式 」 と い う 。） を 交 付 し な け れ ば な ら な い 。

この 場合において、旧完全親会社が株券発行会社であるときは、当該旧完全親

会社 は、当該株主に対し、当該旧完全子会社株式を交付するのと引換えに、当

該旧完全親会社株式に係る旧株券を返還することを請求することができる。

２ 前項前段に規定する場合には、旧完全親会社株式を目的とする質権は、旧完

全子会社株式について存在する。

３ 前項の質権の質権者が登録株式質権者であるときは、旧完全親会社は、第１

項の 判決の確定後遅滞なく、旧完全子会社に対し、当該登録株式質権者につい

ての第１４８条各号に掲げる事項を通知しなければならない。

４ 前項の規定による通知を受けた旧完全子会社は、その株主名簿に同項の登録

株式 質権者の質権の目的である株式に係る株主名簿記載事項を記載し、又は記

録し た場合には、直ちに、当該株主名簿に当該登録株式質権者についての第１

４８条各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

５ 第３項に規定する場合において、同項の旧完全子会社が株券発行会社である

とき は、旧完全親会社は、登録株式質権者に対し、第２項の旧完全子会社株式

に係 る株券を引き渡さなければならない。ただし、第１項前段の株主が旧完全

子会 社株式の交付を受けるために旧完全親会社株式に係る旧株券を提出しなけ

ればならない場合において、旧株券の提出があるまでの間は、この限りでない。

（持分会社の設立の無効又は取消しの判決の効力）

第８４５条 持分会社の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定し

た場 合において、その無効又は取消しの原因が一部の社員のみにあるときは、

他の 社員の全員の同意によって、当該持分会社を継続することができる。この

場合においては、当該原因がある社員は、退社したものとみなす。

（原告が敗訴した場合の損害賠償責任）

第８４６条 会社の組織に関する訴えを提起した原告が敗訴した場合において、原告に悪

意又 は重大な過失があったときは、原告は、被告に対し、連帯して損害を賠償

する責任を負う。
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第１節の２ 売渡株式等の取得の無効の訴え

（売渡株式等の取得の無効の訴え）

第８４６条の２ 株式等売渡請求に係る売渡株式等の全部の取得の無効は、取得日（第１

７９条の２第１項第５号に規定する取得日をいう。以下この条において同じ。）

から ６箇月以内（対象会社が公開会社でない場合にあっては、当該取得日から

１年以内）に、訴えをもってのみ主張することができる。

２ 前項の訴え（以下この節において「売渡株式等の取得の無効の訴え」という。）

は、次に掲げる者に限り、提起することができる。

一 取得日において売渡株主（株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求がさ

れ た場合にあっては、売渡株主又は売渡新株予約権者。第８４６条の５第１

項において同じ。）であった者

二 取得日において対象会社の取締役（監査役設置会社にあっては取締役又は

監 査役、指名委員会等設置会社にあっては取締役又は執行役。以下この号に

おいて同じ。）であった者又は対象会社の取締役若しくは清算人

（被告）

第８４６条の３ 売渡株式等の取得の無効の訴えについては、特別支配株主を被告とする。

（訴えの管轄）

第８４６条の４ 売渡株式等の取得の無効の訴えは、対象会社の本店の所在地を管轄する

地方裁判所の管轄に専属する。

（担保提供命令）

第８４６条の５ 売渡株式等の取得の無効の訴えについては、裁判所は、被告の申立てに

より 、当該売渡株式等の取得の無効の訴えを提起した売渡株主に対し、相当の

担保 を立てるべきことを命ずることができる。ただし、当該売渡株主が対象会

社の取締役、監査役、執行役又は清算人であるときは、この限りでない。

２ 被告は、前項の申立てをするには、原告の訴えの提起が悪意によるものであ

ることを疎明しなければならない。

（弁論等の必要的併合）

第８４６条の６ 同一の請求を目的とする売渡株式等の取得の無効の訴えに係る訴訟が数

個同時に係属するときは、その弁論及び裁判は、併合してしなければならない。

（認容判決の効力が及ぶ者の範囲）

第８４６条の７ 売渡株式等の取得の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三

者に対してもその効力を有する。
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（無効の判決の効力）

第８４６条の８ 売渡株式等の取得の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したと

きは 、当該判決において無効とされた売渡株式等の全部の取得は、将来に向か

ってその効力を失う。

（原告が敗訴した場合の損害賠償責任）

第 ８ ４ ６ 条 の ９ 売 渡 株 式 等 の 取 得 の 無 効 の 訴 え を 提 起 し た 原 告 が 敗 訴 し た 場 合 に お い

て、 原告に悪意又は重大な過失があったときは、原告は、被告に対し、連帯し

て損害を賠償する責任を負う。

第２節 株式会社における責任追及等の訴え

（株主による責任追及等の訴え）

第８４７条 ６箇月（これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間）前か

ら引 き続き株式を有する株主（第１８９条第２項の定款の定めによりその権利

を 行 使 す る こ と が で き な い 単 元 未 満 株 主 を 除 く 。） は 、 株 式 会 社 に 対 し 、 書 面

その他の法務省令で定める方法により、発起人、設立時取締役、設立時監査役、

役 員 等 （ 第 ４ ２ ３ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 役 員 等 を い う 。） 若 し く は 清 算 人 （ 以 下

こ の 節 に お い て 「 発 起 人 等 」 と い う 。） の 責 任 を 追 及 す る 訴 え 、 第 １ ０ ２ 条 の

２第 １項、第２１２条第１項若しくは第２８５条第１項の規定による支払を求

める 訴え、第１２０条第３項の利益の返還を求める訴え又は第２１３条の２第

１項 若しくは第２８６条の２第１項の規定による支払若しくは給付を求める訴

え （ 以 下 こ の 節 に お い て 「 責 任 追 及 等 の 訴 え 」 と い う 。） の 提 起 を 請 求 す る こ

とが できる。ただし、責任追及等の訴えが当該株主若しくは第三者の不正な利

益を 図り又は当該株式会社に損害を加えることを目的とする場合は、この限り

でない。

２ 公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「６

箇月 （これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間）前から引

き続き株式を有する株主」とあるのは、「株主」とする。

３ 株式会社が第１項の規定による請求の日から６０日以内に責任追及等の訴え

を提 起しないときは、当該請求をした株主は、株式会社のために、責任追及等

の訴えを提起することができる。

４ 株式会社は、第１項の規定による請求の日から６０日以内に責任追及等の訴

えを 提起しない場合において、当該請求をした株主又は同項の発起人等から請

求を 受けたときは、当該請求をした者に対し、遅滞なく、責任追及等の訴えを

提起 しない理由を書面その他の法務省令で定める方法により通知しなければな

らない。

５ 第１項及び第３項の規定にかかわらず、同項の期間の経過により株式会社に
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回復することができない損害が生ずるおそれがある場合には、第１項の株主は、

株式会社のために、直ちに責任追及等の訴えを提起することができる。ただし、

同項ただし書に規定する場合は、この限りでない。

（旧株主による責任追及等の訴え）

第８４７条の２ 次の各号に掲げる行為の効力が生じた日の６箇月（これを下回る期間を

定款 で定めた場合にあっては、その期間）前から当該日まで引き続き株式会社

の株 主であった者（第１８９条第２項の定款の定めによりその権利を行使する

ことができない単元未満株主であった者を除く。以下この条において「旧株主」

と い う 。） は 、 当 該 株 式 会 社 の 株 主 で な く な っ た 場 合 で あ っ て も 、 当 該 各 号 に

定め るときは、当該株式会社（第２号に定める場合にあっては、同号の吸収合

併後存続する株式会社。以下この節において「株式交換等完全子会社」という。）

に対 し、書面その他の法務省令で定める方法により、責任追及等の訴え（次の

各号 に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任

又 は 義 務 に 係 る も の に 限 る 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。） の 提 起 を 請 求 す る こ

とが できる。ただし、責任追及等の訴えが当該旧株主若しくは第三者の不正な

利益 を図り又は当該株式交換等完全子会社若しくは次の各号の完全親会社（特

定の 株式会社の発行済株式の全部を有する株式会社その他これと同等のものと

し て 法 務 省 令 で 定 め る 株 式 会 社 を い う 。 以 下 こ の 節 に お い て 同 じ 。） に 損 害 を

加えることを目的とする場合は、この限りでない。

一 当該株式会社の株式交換又は株式移転 当該株式交換又は株式移転により

当該株式会社の完全親会社の株式を取得し、引き続き当該株式を有するとき。

二 当該株式会社が吸収合併により消滅する会社となる吸収合併 当該吸収合

併 により、吸収合併後存続する株式会社の完全親会社の株式を取得し、引き

続き当該株式を有するとき。

２ 公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「次

の各 号に掲げる行為の効力が生じた日の６箇月（これを下回る期間を定款で定

めた場合にあっては、その期間）前から当該日まで引き続き」とあるのは、「次

の各号に掲げる行為の効力が生じた日において」とする。

３ 旧株主は、第１項各号の完全親会社の株主でなくなった場合であっても、次

に掲 げるときは、株式交換等完全子会社に対し、書面その他の法務省令で定め

る方 法により、責任追及等の訴えの提起を請求することができる。ただし、責

任追 及等の訴えが当該旧株主若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該株式

交換 等完全子会社若しくは次の各号の株式を発行している株式会社に損害を加

えることを目的とする場合は、この限りでない。

一 当該完全親会社の株式交換又は株式移転により当該完全親会社の完全親会

社の株式を取得し、引き続き当該株式を有するとき。

二 当該完全親会社が合併により消滅する会社となる合併により、合併により

設 立する株式会社又は合併後存続する株式会社若しくはその完全親会社の株

式を取得し、引き続き当該株式を有するとき。
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４ 前項の規定は、同項第１号（この項又は次項において準用する場合を含む。

以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。） に 掲 げ る 場 合 に お い て 、 旧 株 主 が 同 号 の 株 式 の 株

主でなくなったときについて準用する。

５ 第３項の規定は、同項第２号（前項又はこの項において準用する場合を含む。

以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。） に 掲 げ る 場 合 に お い て 、 旧 株 主 が 同 号 の 株 式 の 株

主で なくなったときについて準用する。この場合において、第３項（前項又は

この項において準用する場合を含む。）中「当該完全親会社」とあるのは、「合

併に より設立する株式会社又は合併後存続する株式会社若しくはその完全親会

社」と読み替えるものとする。

６ 株式交換等完全子会社が第１項又は第３項（前２項において準用する場合を

含む。以下この条において同じ。）の規定による請求（以下この条において「提

訴 請 求 」 と い う 。） の 日 か ら ６ ０ 日 以 内 に 責 任 追 及 等 の 訴 え を 提 起 し な い と き

は、 当該提訴請求をした旧株主は、株式交換等完全子会社のために、責任追及

等の訴えを提起することができる。

７ 株式交換等完全子会社は、提訴請求の日から６０日以内に責任追及等の訴え

を提 起しない場合において、当該提訴請求をした旧株主又は当該提訴請求に係

る 責 任 追 及 等 の 訴 え の 被 告 と な る こ と と な る 発 起 人 等 か ら 請 求 を 受 け た と き

は、 当該請求をした者に対し、遅滞なく、責任追及等の訴えを提起しない理由

を書面その他の法務省令で定める方法により通知しなければならない。

８ 第１項、第３項及び第６項の規定にかかわらず、同項の期間の経過により株

式交 換等完全子会社に回復することができない損害が生ずるおそれがある場合

には、提訴請求をすることができる旧株主は、株式交換等完全子会社のために、

直ちに責任追及等の訴えを提起することができる。

９ 株式交換等完全子会社に係る適格旧株主（第１項本文又は第３項本文の規定

によ れば提訴請求をすることができることとなる旧株主をいう。以下この節に

お い て 同 じ 。） が あ る 場 合 に お い て 、 第 １ 項 各 号 に 掲 げ る 行 為 の 効 力 が 生 じ た

時ま でにその原因となった事実が生じた責任又は義務を免除するときにおける

第５ ５条、第１０２条の２第２項、第１０３条第３項、第１２０条第５項、第

２１ ３条の２第２項、第２８６条の２第２項、第４２４条（第４８６条第４項

に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。）、 第 ４ ６ ２ 条 第 ３ 項 た だ し 書 、 第 ４ ６ ４ 条 第

２項及び第４６５条第２項の規定の適用については、これらの規定中「総株主」

とあるのは、「総株主及び第８４７条の２第９項に規定する適格旧株主の全員」

とする。

（最終完全親会社等の株主による特定責任追及の訴え）

第８４７条の３ ６箇月（これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間）

前か ら引き続き株式会社の最終完全親会社等（当該株式会社の完全親会社等で

あ っ て 、 そ の 完 全 親 会 社 等 が な い も の を い う 。 以 下 こ の 節 に お い て 同 じ 。） の

総株 主（株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を

行 使 す る こ と が で き な い 株 主 を 除 く 。） の 議 決 権 の １ ０ ０ 分 の １ （ こ れ を 下 回
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る割 合を定款で定めた場合にあっては、その割合）以上の議決権を有する株主

又 は 当 該 最 終 完 全 親 会 社 等 の 発 行 済 株 式 （ 自 己 株 式 を 除 く 。） の １ ０ ０ 分 の １

（こ れを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合）以上の数の株

式を 有する株主は、当該株式会社に対し、書面その他の法務省令で定める方法

によ り、特定責任に係る責任追及等の訴え（以下この節において「特定責任追

及 の 訴 え 」 と い う 。） の 提 起 を 請 求 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 次 の い ず れ か

に該当する場合は、この限りでない。

一 特定責任追及の訴えが当該株主若しくは第三者の不正な利益を図り又は当

該 株式会社若しくは当該最終完全親会社等に損害を加えることを目的とする

場合

二 当該特定責任の原因となった事実によって当該最終完全親会社等に損害が

生じていない場合

２ 前項に規定する「完全親会社等」とは、次に掲げる株式会社をいう。

一 完全親会社

二 株式会社の発行済株式の全部を他の株式会社及びその完全子会社等（株式

会 社がその株式又は持分の全部を有する法人をいう。以下この条及び第８４

９ 条 第 ３ 項 に お い て 同 じ 。） 又 は 他 の 株 式 会 社 の 完 全 子 会 社 等 が 有 す る 場 合

における当該他の株式会社（完全親会社を除く。）

３ 前項第２号の場合において、同号の他の株式会社及びその完全子会社等又は

同号 の他の株式会社の完全子会社等が他の法人の株式又は持分の全部を有する

場合における当該他の法人は、当該他の株式会社の完全子会社等とみなす。

４ 第１項に規定する「特定責任」とは、当該株式会社の発起人等の責任の原因

とな った事実が生じた日において最終完全親会社等及びその完全子会社等（前

項の 規定により当該完全子会社等とみなされるものを含む。次項及び第８４９

条 第 ３ 項 に お い て 同 じ 。） に お け る 当 該 株 式 会 社 の 株 式 の 帳 簿 価 額 が 当 該 最 終

完全 親会社等の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の５

分の １（これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合）を超え

る場 合における当該発起人等の責任をいう（第１０項及び同条第７項において

同じ。）。

５ 最終完全親会社等が、発起人等の責任の原因となった事実が生じた日におい

て最 終完全親会社等であった株式会社をその完全子会社等としたものである場

合に は、前項の規定の適用については、当該最終完全親会社等であった株式会

社を同項の最終完全親会社等とみなす。

６ 公開会社でない最終完全親会社等における第１項の規定の適用については、

同項中「６箇月（これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間）

前から引き続き株式会社」とあるのは、「株式会社」とする。

７ 株式会社が第１項の規定による請求の日から６０日以内に特定責任追及の訴

えを 提起しないときは、当該請求をした最終完全親会社等の株主は、株式会社

のために、特定責任追及の訴えを提起することができる。

８ 株式会社は、第１項の規定による請求の日から６０日以内に特定責任追及の
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訴え を提起しない場合において、当該請求をした最終完全親会社等の株主又は

当該 請求に係る特定責任追及の訴えの被告となることとなる発起人等から請求

を受 けたときは、当該請求をした者に対し、遅滞なく、特定責任追及の訴えを

提起 しない理由を書面その他の法務省令で定める方法により通知しなければな

らない。

９ 第１項及び第７項の規定にかかわらず、同項の期間の経過により株式会社に

回復 することができない損害が生ずるおそれがある場合には、第１項に規定す

る株 主は、株式会社のために、直ちに特定責任追及の訴えを提起することがで

きる。ただし、同項ただし書に規定する場合は、この限りでない。

１０ 株式会社に最終完全親会社等がある場合において、特定責任を免除すると

きに おける第５５条、第１０３条第３項、第１２０条第５項、第４２４条（第

４８６条第４項において準用する場合を含む。）、第４６２条第３項ただし書、

第４ ６４条第２項及び第４６５条第２項の規定の適用については、これらの規

定 中 「 総 株 主 」 と あ る の は 、「 総 株 主 及 び 株 式 会 社 の 第 ８ ４ ７ 条 の ３ 第 １ 項 に

規定する最終完全親会社等の総株主」とする。

（責任追及等の訴えに係る訴訟費用等）

第８４７条の４ 第８４７条第３項若しくは第５項、第８４７条の２第６項若しくは第８

項又 は前条第７項若しくは第９項の責任追及等の訴えは、訴訟の目的の価額の

算定については、財産権上の請求でない請求に係る訴えとみなす。

２ 株主等（株主、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主をいう。以下この節

に お い て 同 じ 。） が 責 任 追 及 等 の 訴 え を 提 起 し た と き は 、 裁 判 所 は 、 被 告 の 申

立て により、当該株主等に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることが

できる。

３ 被告が前項の申立てをするには、責任追及等の訴えの提起が悪意によるもの

であることを疎明しなければならない。

（訴えの管轄）

第８４８条 責任追及等の訴えは、株式会社又は株式交換等完全子会社（以下この節にお

い て 「 株 式 会 社 等 」 と い う 。） の 本 店 の 所 在 地 を 管 轄 す る 地 方 裁 判 所 の 管 轄 に

専属する。

（訴訟参加）

第８４９条 株主等又は株式会社等は、共同訴訟人として、又は当事者の一方を補助する

ため 、責任追及等の訴え（適格旧株主にあっては第８４７条の２第１項各号に

掲げ る行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義

務に 係るものに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴え

に 限 る 。） に 係 る 訴 訟 に 参 加 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 不 当 に 訴 訟 手 続 を 遅

延さ せることとなるとき、又は裁判所に対し過大な事務負担を及ぼすこととな

るときは、この限りでない。
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２ 次の各号に掲げる者は、株式会社等の株主でない場合であっても、当事者の

一方 を補助するため、当該各号に定める者が提起した責任追及等の訴えに係る

訴訟 に参加することができる。ただし、前項ただし書に規定するときは、この

限りでない。

一 株式交換等完全親会社（第８４７条の２第１項各号に定める場合又は同条

第 ３項第１号（同条第４項及び第５項において準用する場合を含む。以下こ

の 号 に お い て 同 じ 。） 若 し く は 第 ２ 号 （ 同 条 第 ４ 項 及 び 第 ５ 項 に お い て 準 用

す る 場 合 を 含 む 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。） に 掲 げ る 場 合 に お け る 株 式 交

換 等完全子会社の完全親会社（同条第１項各号に掲げる行為又は同条第３項

第 １号の株式交換若しくは株式移転若しくは同項第２号の合併の効力が生じ

た 時 に お い て そ の 完 全 親 会 社 が あ る も の を 除 く 。） で あ っ て 、 当 該 完 全 親 会

社 の株式交換若しくは株式移転又は当該完全親会社が合併により消滅する会

社 となる合併によりその完全親会社となった株式会社がないものをいう。以

下この条において同じ。） 適格旧株主

二 最終完全親会社等 当該最終完全親会社等の株主

３ 株式会社等、株式交換等完全親会社又は最終完全親会社等が、当該株式会社

等、 当該株式交換等完全親会社の株式交換等完全子会社又は当該最終完全親会

社 等 の 完 全 子 会 社 等 で あ る 株 式 会 社 の 取 締 役 （ 監 査 等 委 員 及 び 監 査 委 員 を 除

く 。）、 執 行 役 及 び 清 算 人 並 び に こ れ ら の 者 で あ っ た 者 を 補 助 す る た め 、 責 任

追及 等の訴えに係る訴訟に参加するには、次の各号に掲げる株式会社の区分に

応じ、当該各号に定める者の同意を得なければならない。

一 監査役設置会社 監査役（監査役が２人以上ある場合にあっては、各監査

役）

二 監査等委員会設置会社 各監査等委員

三 指名委員会等設置会社 各監査委員

４ 株主等は、責任追及等の訴えを提起したときは、遅滞なく、当該株式会社等

に対し、訴訟告知をしなければならない。

５ 株式会社等は、責任追及等の訴えを提起したとき、又は前項の訴訟告知を受

けたときは、遅滞なく、その旨を公告し、又は株主に通知しなければならない。

６ 株式会社等に株式交換等完全親会社がある場合であって、前項の責任追及等

の訴 え又は訴訟告知が第８４７条の２第１項各号に掲げる行為の効力が生じた

時 ま で に そ の 原 因 と な っ た 事 実 が 生 じ た 責 任 又 は 義 務 に 係 る も の で あ る と き

は、 当該株式会社等は、前項の規定による公告又は通知のほか、当該株式交換

等完 全親会社に対し、遅滞なく、当該責任追及等の訴えを提起し、又は当該訴

訟告知を受けた旨を通知しなければならない。

７ 株式会社等に最終完全親会社等がある場合であって、第５項の責任追及等の

訴え 又は訴訟告知が特定責任に係るものであるときは、当該株式会社等は、同

項の規定による公告又は通知のほか、当該最終完全親会社等に対し、遅滞なく、

当該 責任追及等の訴えを提起し、又は当該訴訟告知を受けた旨を通知しなけれ

ばならない。
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８ 第６項の株式交換等完全親会社が株式交換等完全子会社の発行済株式の全部

を有 する場合における同項の規定及び前項の最終完全親会社等が株式会社の発

行済 株式の全部を有する場合における同項の規定の適用については、これらの

規定中「のほか」とあるのは、「に代えて」とする。

９ 公開会社でない株式会社等における第５項から第７項までの規定の適用につ

いて は、第５項中「公告し、又は株主に通知し」とあるのは「株主に通知し」

と、第６項及び第７項中「公告又は通知」とあるのは「通知」とする。

１０ 次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する株式会社は、遅滞なく、

その旨を公告し、又は当該各号に定める者に通知しなければならない。

一 株式交換等完全親会社が第６項の規定による通知を受けた場合 適格旧株

主

二 最終完全親会社等が第７項の規定による通知を受けた場合 当該最終完全

親会社等の株主

１１ 前項各号に規定する株式会社が公開会社でない場合における同項の規定の

適用 については、同項中「公告し、又は当該各号に定める者に通知し」とある

のは、「当該各号に定める者に通知し」とする。

（和解）

第８５０条 民事訴訟法第２６７条の規定は、株式会社等が責任追及等の訴えに係る訴訟

にお ける和解の当事者でない場合には、当該訴訟における訴訟の目的について

は、 適用しない。ただし、当該株式会社等の承認がある場合は、この限りでな

い。

２ 前項に規定する場合において、裁判所は、株式会社等に対し、和解の内容を

通知 し、かつ、当該和解に異議があるときは２週間以内に異議を述べるべき旨

を催告しなければならない。

３ 株式会社等が前項の期間内に書面により異議を述べなかったときは、同項の

規定による通知の内容で株主等が和解をすることを承認したものとみなす。

４ 第５５条、第１０２条の２第２項、第１０３条第３項、第１２０条第５項、

第２ １３条の２第２項、第２８６条の２第２項、第４２４条（第４８６条第４

項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。）、 第 ４ ６ ２ 条 第 ３ 項 （ 同 項 た だ し 書 に 規 定

す る 分 配 可 能 額 を 超 え な い 部 分 に つ い て 負 う 義 務 に 係 る 部 分 に 限 る 。）、 第 ４

６４ 条第２項及び第４６５条第２項の規定は、責任追及等の訴えに係る訴訟に

おける和解をする場合には、適用しない。

（株主でなくなった者の訴訟追行）

第８５１条 責任追及等の訴えを提起した株主又は第８４９条第１項の規定により共同訴

訟人 として当該責任追及等の訴えに係る訴訟に参加した株主が当該訴訟の係属

中に 株主でなくなった場合であっても、次に掲げるときは、その者が、訴訟を

追行することができる。

一 その者が当該株式会社の株式交換又は株式移転により当該株式会社の完全
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親会社の株式を取得したとき。

二 その者が当該株式会社が合併により消滅する会社となる合併により、合併

に より設立する株式会社又は合併後存続する株式会社若しくはその完全親会

社の株式を取得したとき。

２ 前項の規定は、同項第１号（この項又は次項において準用する場合を含む。）

に掲 げる場合において、前項の株主が同項の訴訟の係属中に当該株式会社の完

全親会社の株式の株主でなくなったときについて準用する。この場合において、

同 項 （ こ の 項 又 は 次 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） 中 「 当 該 株 式 会 社 」 と

あるのは、「当該完全親会社」と読み替えるものとする。

３ 第 １ 項 の 規 定 は 、 同 項 第 ２ 号 （ 前 項 又 は こ の 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む 。） に 掲 げ る 場 合 に お い て 、 第 １ 項 の 株 主 が 同 項 の 訴 訟 の 係 属 中 に 合 併 に よ

り設 立する株式会社又は合併後存続する株式会社若しくはその完全親会社の株

式の 株主でなくなったときについて準用する。この場合において、同項（前項

又 は こ の 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） 中 「 当 該 株 式 会 社 」 と あ る の は 、

「合 併により設立する株式会社又は合併後存続する株式会社若しくはその完全

親会社」と読み替えるものとする。

（費用等の請求）

第 ８ ５ ２ 条 責 任 追 及 等 の 訴 え を 提 起 し た 株 主等 が 勝 訴 （ 一 部 勝訴 を 含 む 。） した 場 合 に

おい て、当該責任追及等の訴えに係る訴訟に関し、必要な費用（訴訟費用を除

く 。） を 支 出 し た と き 又 は 弁 護 士 若 し く は 弁 護 士 法 人 に 報 酬 を 支 払 う べ き と き

は、 当該株式会社等に対し、その費用の額の範囲内又はその報酬額の範囲内で

相当と認められる額の支払を請求することができる。

２ 責任追及等の訴えを提起した株主等が敗訴した場合であっても、悪意があっ

たと きを除き、当該株主等は、当該株式会社等に対し、これによって生じた損

害を賠償する義務を負わない。

３ 前２項の規定は、第８４９条第１項の規定により同項の訴訟に参加した株主

等について準用する。

（再審の訴え）

第８５３条 責任追及等の訴えが提起された場合において、原告及び被告が共謀して責任

追及 等の訴えに係る訴訟の目的である株式会社等の権利を害する目的をもって

判決 をさせたときは、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める訴えに係る確

定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。

一 株主又は株式会社等 責任追及等の訴え

二 適格旧株主 責任追及等の訴え（第８４７条の２第１項各号に掲げる行為

の 効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係る

ものに限る。）

三 最終完全親会社等の株主 特定責任追及の訴え

２ 前条の規定は、前項の再審の訴えについて準用する。
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第３節 株式会社の役員の解任の訴え

（株式会社の役員の解任の訴え）

第８５４条 役員（第３２９条第１項に規定する役員をいう。以下この節において同じ。）

の職 務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実が

あっ たにもかかわらず、当該役員を解任する旨の議案が株主総会において否決

され たとき又は当該役員を解任する旨の株主総会の決議が第３２３条の規定に

より その効力を生じないときは、次に掲げる株主は、当該株主総会の日から３

０日以内に、訴えをもって当該役員の解任を請求することができる。

一 総 株 主 （ 次 に 掲 げ る 株 主 を 除 く 。） の 議 決 権 の １ ０ ０ 分 の ３ （ こ れ を 下 回

る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合）以上の議決権を６箇月（こ

れ を下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間）前から引き続き

有する株主（次に掲げる株主を除く。）

イ 当該役員を解任する旨の議案について議決権を行使することができない

株主

ロ 当該請求に係る役員である株主

二 発 行 済 株 式 （ 次 に 掲 げ る 株 主 の 有 す る 株 式 を 除 く 。） の １ ０ ０ 分 の ３ （ こ

れ を下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合）以上の数の株式

を ６箇月（これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間）前

から引き続き有する株主（次に掲げる株主を除く。）

イ 当該株式会社である株主

ロ 当該請求に係る役員である株主

２ 公開会社でない株式会社における前項各号の規定の適用については、これら

の規 定中「６箇月（これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期

間）前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。

３ 第１０８条第１項第９号に掲げる事項（取締役（監査等委員会設置会社にあ

っ て は 、 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 又 は そ れ 以 外 の 取 締 役 ） に 関 す る も の に 限

る 。） に つ い て の 定 め が あ る 種 類 の 株 式 を 発 行 し て い る 場 合 に お け る 第 １ 項 の

規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中 「 株 主 総 会 」 と あ る の は 、「 株主 総 会 （ 第 ３ ４

７条 第１項の規定により読み替えて適用する第３３９条第１項の種類株主総会

を含む。）」とする。

４ 第 １ ０ ８ 条 第 １ 項 第 ９ 号 に 掲 げ る 事 項 （ 監 査 役 に 関 す る も の に 限 る 。） に つ

いて の定めがある種類の株式を発行している場合における第１項の規定の適用

に つ い て は 、 同 項 中 「 株 主 総 会 」 と あ る の は 、「 株 主 総 会 （ 第 ３ ４ ７ 条 第 ２ 項

の規定により読み替えて適用する第３３９条第１項の種類株主総会を含む。）」

とする。

（被告）
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第８５５条 前条第１項の訴え（次条及び第９３７条第１項第１号ヌにおいて「株式会社

の 役 員 の 解 任 の 訴 え 」 と い う 。） に つ い て は 、 当 該 株 式 会 社 及 び 前 条 第 １ 項 の

役員を被告とする。

（訴えの管轄）

第８５６条 株式会社の役員の解任の訴えは、当該株式会社の本店の所在地を管轄する地

方裁判所の管轄に専属する。

第４節 特別清算に関する訴え

（役員等の責任の免除の取消しの訴えの管轄）

第８５７条 第５４４条第２項の訴えは、特別清算裁判所（第８８０条第１項に規定する

特別清算裁判所をいう。次条第３項において同じ。）の管轄に専属する。

（役員等責任査定決定に対する異議の訴え）

第８５８条 役員等責任査定決定（第５４５条第１項に規定する役員等責任査定決定をい

う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。） に 不 服 が あ る 者 は 、 第 ８ ９ ９ 条 第 ４ 項 の 規 定

によ る送達を受けた日から１箇月の不変期間内に、異議の訴えを提起すること

ができる。

２ 前項の訴えは、これを提起する者が、対象役員等（第５４２条第１項に規定

す る 対 象 役 員 等 を い う 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。） で あ る と き は 清 算 株 式 会

社を 、清算株式会社であるときは対象役員等を、それぞれ被告としなければな

らない。

３ 第１項の訴えは、特別清算裁判所の管轄に専属する。

４ 第１項の訴えについての判決においては、訴えを不適法として却下する場合

を除き、役員等責任査定決定を認可し、変更し、又は取り消す。

５ 役員等責任査定決定を認可し、又は変更した判決は、強制執行に関しては、

給付を命ずる判決と同一の効力を有する。

６ 役員等責任査定決定を認可し、又は変更した判決については、受訴裁判所は、

民事 訴訟法第２５９条第１項の定めるところにより、仮執行の宣言をすること

ができる。

第５節 持分会社の社員の除名の訴え等

（持分会社の社員の除名の訴え）

第８５９条 持分会社の社員（以下この条及び第８６１条第１号において「対象社員」と

い う 。） に つ い て 次 に 掲 げ る 事 由 が あ る と き は 、 当 該 持 分 会 社 は 、 対 象 社 員 以

外の 社員の過半数の決議に基づき、訴えをもって対象社員の除名を請求するこ
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とができる。

一 出資の義務を履行しないこと。

二 第 ５ ９ ４ 条 第 １ 項 （ 第 ５ ９ ８ 条 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） の

規定に違反したこと。

三 業務を執行するに当たって不正の行為をし、又は業務を執行する権利がな

いのに業務の執行に関与したこと。

四 持分会社を代表するに当たって不正の行為をし、又は代表権がないのに持

分会社を代表して行為をしたこと。

五 前各号に掲げるもののほか、重要な義務を尽くさないこと。

（持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴え）

第８６０条 持分会社の業務を執行する社員（以下この条及び次条第２号において「対象

業 務 執 行 社 員 」 と い う 。） に つ い て 次 に 掲 げ る 事 由 が あ る と き は 、 当 該 持 分 会

社は 、対象業務執行社員以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもって対

象業 務執行社員の業務を執行する権利又は代表権の消滅を請求することができ

る。

一 前条各号に掲げる事由があるとき。

二 持分会社の業務を執行し、又は持分会社を代表することに著しく不適任な

とき。

（被告）

第８６１条 次の各号に掲げる訴えについては、当該各号に定める者を被告とする。

一 第８５９条の訴え（次条及び第９３７条第１項第１号ルにおいて「持分会

社の社員の除名の訴え」という。） 対象社員

二 前条の訴え（次条及び第９３７条第１項第１号ヲにおいて「持分会社の業

務 を 執 行 す る 社 員 の 業 務 執 行 権 又 は 代 表 権 の 消 滅 の 訴 え 」 と い う 。） 対 象

業務執行社員

（訴えの管轄）

第８６２条 持分会社の社員の除名の訴え及び持分会社の業務を執行する社員の業務執行

権又 は代表権の消滅の訴えは、当該持分会社の本店の所在地を管轄する地方裁

判所の管轄に専属する。

第６節 清算持分会社の財産処分の取消しの訴え

（清算持分会社の財産処分の取消しの訴え）

第 ８ ６ ３ 条 清 算 持 分 会 社 （ 合 名 会 社 及 び 合資 会 社 に 限 る 。以 下 こ の 項 に おい て 同 じ 。）

が次 の各号に掲げる行為をしたときは、当該各号に定める者は、訴えをもって

当該 行為の取消しを請求することができる。ただし、当該行為がその者を害し
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ないものであるときは、この限りでない。

一 第６７０条の規定に違反して行った清算持分会社の財産の処分 清算持分

会社の債権者

二 第６７１条第１項の規定に違反して行った清算持分会社の財産の処分 清

算持分会社の社員の持分を差し押さえた債権者

２ 民法第４２４条第１項ただし書、第４２５条及び第４２６条の規定は、前項

の場 合について準用する。この場合において、同法第４２４条第１項ただし書

中 「 そ の 行 為 に よ っ て 」 と あ る の は 、「 会 社 法 （ 平 成 １ ７ 年 法 律 第 ８ ６ 号 ） 第

８６３条第１項各号に掲げる行為によって」と読み替えるものとする。

（被告）

第８６４条 前条第１項の訴えについては、同項各号に掲げる行為の相手方又は転得者を

被告とする。

第７節 社債発行会社の弁済等の取消しの訴え

（社債発行会社の弁済等の取消しの訴え）

第８６５条 社債を発行した会社が社債権者に対してした弁済、社債権者との間でした和

解そ の他の社債権者に対してし、又は社債権者との間でした行為が著しく不公

正で あるときは、社債管理者は、訴えをもって当該行為の取消しを請求するこ

とができる。

２ 前項の訴えは、社債管理者が同項の行為の取消しの原因となる事実を知った

時か ら６箇月を経過したときは、提起することができない。同項の行為の時か

ら１年を経過したときも、同様とする。

３ 第１項に規定する場合において、社債権者集会の決議があるときは、代表社

債権者又は決議執行者（第７３７条第２項に規定する決議執行者をいう。）も、

訴え をもって第１項の行為の取消しを請求することができる。ただし、同項の

行為の時から１年を経過したときは、この限りでない。

４ 民法第４２４条第１項ただし書及び第４２５条の規定は、第１項及び前項本

文の 場合について準用する。この場合において、同法第４２４条第１項ただし

書中 「その行為によって」とあるのは「会社法第８６５条第１項に規定する行

為 に よ っ て 」 と 、「 債 権 者 を 害 す べ き 事 実 」 と あ る の は 「 そ の 行 為 が 著 し く 不

公正 であること」と、同法第４２５条中「債権者」とあるのは「社債権者」と

読み替えるものとする。

（被告）

第８６６条 前条第１項又は第３項の訴えについては、同条第１項の行為の相手方又は転

得者を被告とする。
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（訴えの管轄）

第８６７条 第８６５条第１項又は第３項の訴えは、社債を発行した会社の本店の所在地

を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。

第３章 非訟

第１節 総則

（非訟事件の管轄）

第 ８ ６ ８ 条 こ の 法 律 の 規 定 に よ る 非 訟 事 件 （ 次 項 か ら 第 ６ 項 ま で に 規 定 す る 事 件 を 除

く。）は、会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

２ 親 会 社 社 員 （ 会 社 で あ る 親 会 社 の 株 主 又 は 社 員 に 限 る 。） によ る こ の 法 律 の

規定 により株式会社が作成し、又は備え置いた書面又は電磁的記録についての

次に 掲げる閲覧等（閲覧、謄写、謄本若しくは抄本の交付、事項の提供又は事

項 を 記 載 し た 書 面 の 交 付 を い う 。 第 ８ ７ ０ 条 第 ２ 項 第 １ 号 に お い て 同 じ 。） の

許可 の申立てに係る事件は、当該株式会社の本店の所在地を管轄する地方裁判

所の管轄に属する。

一 当該書面の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付

二 当該電磁的記録に記録された事項を表示したものの閲覧若しくは謄写又は

電磁的方法による当該事項の提供若しくは当該事項を記載した書面の交付

３ 第１７９条の８第１項の規定による売渡株式等の売買価格の決定の申立てに

係る 事件は、対象会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

４ 第７０５条第４項、第７０６条第４項、第７０７条、第７１１条第３項、第

７１ ３条、第７１４条第１項及び第３項、第７１８条第３項、第７３２条、第

７４ ０条第１項並びに第７４１条第１項の規定による裁判の申立てに係る事件

は、社債を発行した会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

５ 第８２２条第１項の規定による外国会社の清算に係る事件並びに第８２７条

第１ 項の規定による裁判及び同条第２項において準用する第８２５条第１項の

規定 による保全処分に係る事件は、当該外国会社の日本における営業所の所在

地（ 日本に営業所を設けていない場合にあっては、日本における代表者の住所

地）を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

６ 第８４３条第４項の申立てに係る事件は、同条第１項各号に掲げる行為の無

効の訴えの第１審の受訴裁判所の管轄に属する。

（疎明）

第８６９条 この法律の規定による許可の申立てをする場合には、その原因となる事実を

疎明しなければならない。

（陳述の聴取）

第 ８ ７ ０ 条 裁 判 所 は 、 こ の 法 律 の 規 定 （ 第 ２編 第 ９ 章 第 ２ 節 を除 く 。） に よ る非 訟 事 件
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につ いての裁判のうち、次の各号に掲げる裁判をする場合には、当該各号に定

める 者の陳述を聴かなければならない。ただし、不適法又は理由がないことが

明らかであるとして申立てを却下する裁判をするときは、この限りでない。

一 第３４６条第２項、第３５１条第２項若しくは第４０１条第３項（第４０

３ 条 第 ３ 項 及 び 第 ４ ２ ０ 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） の 規 定 に

よ り選任された一時取締役（監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員

で あ る 取 締 役 又 は そ れ 以 外 の 取 締 役 ）、 会 計 参 与 、 監 査 役 、 代 表 取 締 役 、 委

員 （指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。第８７４条第１

号 に お い て 同 じ 。）、 執 行 役 若 し く は 代 表 執 行 役 の 職 務 を 行 う べ き 者 、 清 算

人 、第４７９条第４項において準用する第３４６条第２項若しくは第４８３

条 第６項において準用する第３５１条第２項の規定により選任された一時清

算 人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、検査役又は第８２５条第２項

（ 第 ８ ２ ７ 条 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） の 管 理 人 の 報 酬 の 額 の

決 定 当該会社（第８２７条第２項において準用する第８２５条第２項の管

理人の報酬の額の決定にあっては、当該外国会社）及び報酬を受ける者

二 清算人又は社債管理者の解任についての裁判 当該清算人又は社債管理者

三 第３３条第７項の規定による裁判 設立時取締役、第２８条第１号の金銭

以外の財産を出資する者及び同条第２号の譲渡人

四 第２０７条第７項又は第２８４条第７項の規定による裁判 当該株式会社

及 び第１９９条第１項第３号又は第２３６条第１項第３号の規定により金銭

以外の財産を出資する者

五 第４５５条第２項第２号又は第５０５条第３項第２号の規定による裁判

当該株主

六 第４５６条又は第５０６条の規定による裁判 当該株主

七 第７３２条の規定による裁判 利害関係人

八 第７４０条第１項の規定による申立てを認容する裁判 社債を発行した会

社

九 第７４１条第１項の許可の申立てについての裁判 社債を発行した会社

十 第８２４条第１項の規定による裁判 当該会社

十一 第８２７条第１項の規定による裁判 当該外国会社

２ 裁判所は、次の各号に掲げる裁判をする場合には、審問の期日を開いて、申

立人 及び当該各号に定める者の陳述を聴かなければならない。ただし、不適法

又 は 理 由 が な い こ と が 明 ら か で あ る と し て 申 立 て を 却 下 す る 裁 判 を す る と き

は、この限りでない。

一 この法律の規定により株式会社が作成し、又は備え置いた書面又は電磁的

記録についての閲覧等の許可の申立てについての裁判 当該株式会社

二 第１１７条第２項、第１１９条第２項、第１８２条の５第２項、第１９３

条 第 ２ 項 （ 第 １ ９ ４ 条 第 ４ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。）、 第 ４ ７ ０ 条

第 ２項、第７７８条第２項、第７８６条第２項、第７８８条第２項、第７９

８ 条第２項、第８０７条第２項又は第８０９条第２項の規定による株式又は
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新 株予約権（当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合

に おいて、当該新株予約権付社債についての社債の買取りの請求があったと

き は 、 当 該 社 債 を 含 む 。） の 価 格 の 決 定 価 格 の 決 定 の 申 立 て を す る こ と が

できる者（申立人を除く。）

三 第 １ ４ ４ 条 第 ２ 項 （ 同 条 第 ７ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） 又 は 第 １

７ ７条第２項の規定による株式の売買価格の決定 売買価格の決定の申立て

をすることができる者（申立人を除く。）

四 第１７２条第１項の規定による株式の価格の決定 当該株式会社

五 第１７９条の８第１項の規定による売渡株式等の売買価格の決定 特別支

配株主

六 第８４３条第４項の申立てについての裁判 同項に規定する行為をした会

社

（申立書の写しの送付等）

第８７０条の２ 裁判所は、前条第２項各号に掲げる裁判の申立てがあったときは、当該

各号に定める者に対し、申立書の写しを送付しなければならない。

２ 前項の規定により申立書の写しを送付することができない場合には、裁判長

は、 相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければな

らな い。申立書の写しの送付に必要な費用を予納しない場合も、同様とする。

３ 前項の場合において、申立人が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、

申立書を却下しなければならない。

４ 前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。

５ 裁判所は、第１項の申立てがあった場合において、当該申立てについての裁

判を するときは、相当の猶予期間を置いて、審理を終結する日を定め、申立人

及び 前条第２項各号に定める者に告知しなければならない。ただし、これらの

者が 立ち会うことができる期日においては、直ちに審理を終結する旨を宣言す

ることができる。

６ 裁判所は、前項の規定により審理を終結したときは、裁判をする日を定め、

これを同項の者に告知しなければならない。

７ 裁判所は、第１項の申立てが不適法であるとき、又は申立てに理由がないこ

とが 明らかなときは、同項及び前２項の規定にかかわらず、直ちに申立てを却

下することができる。

８ 前項の規定は、前条第２項各号に掲げる裁判の申立てがあった裁判所が民事

訴訟 費用等に関する法律（昭和４６年法律第４０号）の規定に従い当該各号に

定め る者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて申立

人に命じた場合において、その予納がないときについて準用する。

（理由の付記）

第８７１条 この法律の規定による非訟事件についての裁判には、理由を付さなければな

らない。ただし、次に掲げる裁判については、この限りでない。
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一 第８７０条第１項第１号に掲げる裁判

二 第８７４条各号に掲げる裁判

（即時抗告）

第８７２条 次の各号に掲げる裁判に対しては、当該各号に定める者に限り、即時抗告を

することができる。

一 第６０９条第３項又は第８２５条第１項（第８２７条第２項において準用

する場合を含む。）の規定による保全処分についての裁判 利害関係人

二 第 ８ ４ ０ 条 第 ２ 項 （ 第 ８ ４ １ 条 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） の

規定による申立てについての裁判 申立人、株主及び株式会社

三 第８４２条第２項において準用する第８４０条第２項の規定による申立て

についての裁判 申立人、新株予約権者及び株式会社

四 第８７０条第１項各号に掲げる裁判 申立人及び当該各号に定める者（同

項第１号、第３号及び第４号に掲げる裁判にあっては、当該各号に定める者）

五 第８７０条第２項各号に掲げる裁判 申立人及び当該各号に定める者

（抗告状の写しの送付等）

第８７２条の２ 裁判所は、第８７０条第２項各号に掲げる裁判に対する即時抗告があっ

た と き は 、 申 立 人 及 び 当 該 各 号 に 定 め る 者 （ 抗 告 人 を 除 く 。） に 対 し 、 抗 告 状

の写 しを送付しなければならない。この場合においては、第８７０条の２第２

項及び第３項の規定を準用する。

２ 第８７０条の２第５項から第８項までの規定は、前項の即時抗告があった場

合について準用する。

（原裁判の執行停止）

第８７３条 第８７２条の即時抗告は、執行停止の効力を有する。ただし、第８７０条第

１項 第１号から第４号まで及び第８号に掲げる裁判に対するものについては、

この限りでない。

（不服申立ての制限）

第８７４条 次に掲げる裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

一 第８７０条第１項第１号に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表

取 締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、清算人、代

表 清算人、清算持分会社を代表する清算人、同号に規定する一時清算人若し

く は代表清算人の職務を行うべき者、検査役、第５０１条第１項（第８２２

条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） 若 し く は 第 ６ ６ ２ 条 第 １ 項 の 鑑 定

人 、 第 ５ ０ ８ 条 第 ２ 項 （ 第 ８ ２ ２ 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。）

若 しくは第６７２条第３項の帳簿資料の保存をする者、社債管理者の特別代

理 人又は第７１４条第３項の事務を承継する社債管理者の選任又は選定の裁

判
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二 第 ８ ２ ５ 条 第 ２ 項 （ 第 ８ ２ ７ 条 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） の

管理人の選任又は解任についての裁判

三 第 ８ ２ ５ 条 第 ６ 項 （ 第 ８ ２ ７ 条 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） の

規定による裁判

四 この法律の規定による許可の申立てを認容する裁判（第８７０条第１項第

９号及び第２項第１号に掲げる裁判を除く。）

（非訟事件手続法の規定の適用除外）

第８７５条 この法律の規定による非訟事件については、非訟事件手続法第４０条及び第

５７条第２項第２号の規定は、適用しない。

（最高裁判所規則）

第８７６条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による非訟事件の手続に関し

必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

第２節 新株発行の無効判決後の払戻金増減の手続に関する特則

（審問等の必要的併合）

第８７７条 第８４０条第２項（第８４１条第２項及び第８４２条第２項において準用す

る 場 合 を 含 む 。） の 申 立 て に 係 る 事 件 が 数 個 同 時 に 係 属 す る と き は 、 審 問 及 び

裁判は、併合してしなければならない。

（裁判の効力）

第 ８ ７ ８ 条 第 ８ ４ ０ 条 第 ２ 項 （ 第 ８ ４ １ 条 第２ 項 に お い て 準 用す る 場 合 を 含 む 。）の 申

立てについての裁判は、総株主に対してその効力を生ずる。

２ 第８４２条第２項において準用する第８４０条第２項の申立てについての裁

判は、総新株予約権者に対してその効力を生ずる。

第３節 特別清算の手続に関する特則

第１款 通則

（特別清算事件の管轄）

第８７９条 第８６８条第１項の規定にかかわらず、法人が株式会社の総株主（株主総会

にお いて決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することがで

きない株主を除く。次項において同じ。）の議決権の過半数を有する場合には、

当 該 法 人 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 親 法 人 」 と い う 。） に つ い て 特 別 清 算 事 件 、

破産 事件、再生事件又は更生事件（以下この条において「特別清算事件等」と

い う 。） が 係 属 し て い る と き に お け る 当 該 株 式 会 社 に つ い て の 特 別 清 算 開 始 の
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申立 ては、親法人の特別清算事件等が係属している地方裁判所にもすることが

できる。

２ 前項に規定する株式会社又は親法人及び同項に規定する株式会社が他の株式

会社 の総株主の議決権の過半数を有する場合には、当該他の株式会社について

の特 別清算開始の申立ては、親法人の特別清算事件等が係属している地方裁判

所にもすることができる。

３ 前２項の規定の適用については、第３０８条第１項の法務省令で定める株主

は、その有する株式について、議決権を有するものとみなす。

４ 第８６８条第１項の規定にかかわらず、株式会社が最終事業年度について第

４４ ４条の規定により当該株式会社及び他の株式会社に係る連結計算書類を作

成し 、かつ、当該株式会社の定時株主総会においてその内容が報告された場合

には 、当該株式会社について特別清算事件等が係属しているときにおける当該

他の 株式会社についての特別清算開始の申立ては、当該株式会社の特別清算事

件等が係属している地方裁判所にもすることができる。

（特別清算開始後の通常清算事件の管轄及び移送）

第８８０条 第８６８条第１項の規定にかかわらず、清算株式会社について特別清算開始

の命 令があったときは、当該清算株式会社についての第２編第９章第１節（第

５ ０ ８ 条 を 除 く 。） の 規 定 に よ る 申 立 て に 係 る 事 件 （ 次 項 に お い て 「 通 常 清 算

事 件 」 と い う 。） は 、 当 該 清 算 株 式 会 社 の 特 別 清 算 事 件 が 係 属 す る 地 方 裁 判 所

（以下この節において「特別清算裁判所」という。）が管轄する。

２ 通常清算事件が係属する地方裁判所以外の地方裁判所に同一の清算株式会社

につ いて特別清算事件が係属し、かつ、特別清算開始の命令があった場合にお

いて 、当該通常清算事件を処理するために相当と認めるときは、裁判所（通常

清 算 事 件 を 取 り 扱 う １ 人 の 裁 判 官 又 は 裁 判 官 の 合 議 体 を い う 。） は 、 職 権 で 、

当該通常清算事件を特別清算裁判所に移送することができる。

（疎明）

第 ８ ８ １ 条 第 ２ 編 第 ９ 章 第 ２ 節 （ 第 ５ ４ ７ 条第 ３ 項 を 除 く 。） の規 定 に よ る 許可 の 申 立

てについては、第８６９条の規定は、適用しない。

（理由の付記）

第８８２条 特別清算の手続に関する決定で即時抗告をすることができるものには、理由

を付 さなければならない。ただし、第５２６条第１項（同条第２項において準

用 す る 場 合 を 含 む 。） 及 び 第 ５ ３ ２ 条 第 １ 項 （ 第 ５ ３ ４ 条 に お い て 準 用 す る 場

合を含む。）の規定による決定については、この限りでない。

２ 特別清算の手続に関する決定については、第８７１条の規定は、適用しない。

（裁判書の送達）

第８８３条 この節の規定による裁判書の送達については、民事訴訟法第１編第５章第４
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節（第１０４条を除く。）の規定を準用する。

（不服申立て）

第８８４条 特別清算の手続に関する裁判につき利害関係を有する者は、この節に特別の

定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。

２ 前項の即時抗告は、この節に特別の定めがある場合を除き、執行停止の効力

を有する。

（公告）

第８８５条 この節の規定による公告は、官報に掲載してする。

２ 前項の公告は、掲載があった日の翌日に、その効力を生ずる。

（事件に関する文書の閲覧等）

第８８６条 利害関係人は、裁判所書記官に対し、第２編第９章第２節若しくはこの節又

は非 訟事件手続法第２編（特別清算開始の命令があった場合にあっては、同章

第１ 節若しくは第２節若しくは第１節（同章第１節の規定による申立てに係る

事 件 に 係 る 部 分 に 限 る 。） 若 し く は こ の 節 又 は 非 訟 事 件 手 続 法 第 ２ 編 ） の 規 定

（ こ れ ら の 規 定 に お い て 準 用 す る こ の 法 律 そ の 他 の 法 律 の 規 定 を 含 む 。） に 基

づき 、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件（以下この

条 及 び 次 条 第 １ 項 に お い て 「 文 書 等 」 と い う 。） の 閲 覧 を 請 求 す る こ と が で き

る。

２ 利害関係人は、裁判所書記官に対し、文書等の謄写、その正本、謄本若しく

は抄 本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。

３ 前項の規定は、文書等のうち録音テープ又はビデオテープ（これらに準ずる

方 法 に よ り 一 定 の 事 項 を 記 録 し た 物 を 含 む 。） に 関 し て は 、 適 用 し な い 。 こ の

場合 において、これらの物について利害関係人の請求があるときは、裁判所書

記官は、その複製を許さなければならない。

４ 前３項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める命令、

保全 処分、処分又は裁判のいずれかがあるまでの間は、前３項の規定による請

求を することができない。ただし、当該者が特別清算開始の申立人である場合

は、この限りでない。

一 清算株式会社以外の利害関係人 第５１２条の規定による中止の命令、第

５ ４０条第２項の規定による保全処分、第５４１条第２項の規定による処分

又は特別清算開始の申立てについての裁判

二 清算株式会社 特別清算開始の申立てに関する清算株式会社を呼び出す審

問 の期日の指定の裁判又は前号に定める命令、保全処分、処分若しくは裁判

５ 非訟事件手続法第３２条第１項から第４項までの規定は、特別清算の手続に

は、適用しない。

（支障部分の閲覧等の制限）



- 374/422 -

powered by インターネット六法 .com

第８８７条 次に掲げる文書等について、利害関係人がその閲覧若しくは謄写、その正本、

謄本若しくは抄本の交付又はその複製（以下この条において「閲覧等」という。）

を行 うことにより、清算株式会社の清算の遂行に著しい支障を生ずるおそれが

あ る 部 分 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 支 障 部 分 」 と い う 。） が あ る こ と に つ き 疎 明

があ った場合には、裁判所は、当該文書等を提出した清算株式会社又は調査委

員の 申立てにより、支障部分の閲覧等の請求をすることができる者を、当該申

立てをした者及び清算株式会社に限ることができる。

一 第５２０条の規定による報告又は第５２２条第１項に規定する調査の結果

の報告に係る文書等

二 第５３５条第１項又は第５３６条第１項の許可を得るために裁判所に提出

された文書等

２ 前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、

利害 関係人（同項の申立てをした者及び清算株式会社を除く。次項において同

じ。）は、支障部分の閲覧等の請求をすることができない。

３ 支障部分の閲覧等の請求をしようとする利害関係人は、特別清算裁判所に対

し、 第１項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由とし

て、同項の規定による決定の取消しの申立てをすることができる。

４ 第 １ 項 の 申 立 て を 却 下 す る 決 定 及 び 前 項 の 申 立 て に つ い て の 裁 判 に 対 し て

は、即時抗告をすることができる。

５ 第１項の規定による決定を取り消す決定は、確定しなければその効力を生じ

ない。

第２款 特別清算の開始の手続に関する特則

（特別清算開始の申立て）

第８８８条 債権者又は株主が特別清算開始の申立てをするときは、特別清算開始の原因

となる事由を疎明しなければならない。

２ 債権者が特別清算開始の申立てをするときは、その有する債権の存在をも疎

明しなければならない。

３ 特別清算開始の申立てをするときは、申立人は、第５１４条第１号に規定す

る 特 別 清 算 の 手 続 の 費 用 と し て 裁 判 所 の 定 め る 金 額 を 予 納 し な け れ ば な ら な

い。

４ 前項の費用の予納に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

（他の手続の中止命令）

第８８９条 裁判所は、第５１２条の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すこと

ができる。

２ 前項の中止の命令及び同項の規定による決定に対しては、即時抗告をするこ

とができる。
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３ 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

４ 第 ２ 項 に 規 定 す る 裁 判 及 び 同 項 の 即 時 抗 告 に つ い て の 裁 判 が あ っ た 場 合 に

は、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

（特別清算開始の命令）

第８９０条 裁判所は、特別清算開始の命令をしたときは、直ちに、その旨を公告し、か

つ、 特別清算開始の命令の裁判書を清算株式会社に送達しなければならない。

２ 特別清算開始の命令は、清算株式会社に対する裁判書の送達がされた時から、

効力を生ずる。

３ 特別清算開始の命令があったときは、特別清算の手続の費用は、清算株式会

社の負担とする。

４ 特別清算開始の命令に対しては、清算株式会社に限り、即時抗告をすること

ができる。

５ 特別清算開始の申立てを却下した裁判に対しては、申立人に限り、即時抗告

をすることができる。

６ 特別清算開始の命令をした裁判所は、第４項の即時抗告があった場合におい

て、 当該命令を取り消す決定が確定したときは、直ちに、その旨を公告しなけ

ればならない。

（担保権の実行の手続等の中止命令）

第８９１条 裁判所は、第５１６条の規定による中止の命令を発する場合には、同条に規

定する担保権の実行の手続等の申立人の陳述を聴かなければならない。

２ 裁判所は、前項の中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。

３ 第１項の中止の命令及び前項の規定による変更の決定に対しては、第１項の

申立人に限り、即時抗告をすることができる。

４ 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

５ 第 ３ 項 に 規 定 す る 裁 判 及 び 同 項 の 即 時 抗 告 に つ い て の 裁 判 が あ っ た 場 合 に

は、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

第３款 特別清算の実行の手続に関する特則

（調査命令）

第８９２条 裁判所は、調査命令（第５２２条第１項に規定する調査命令をいう。次項に

おいて同じ。）を変更し、又は取り消すことができる。

２ 調査命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができ

る。

３ 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

４ 第 ２ 項 に 規 定 す る 裁 判 及 び 同 項 の 即 時 抗 告 に つ い て の 裁 判 が あ っ た 場 合 に

は、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
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（清算人の解任及び報酬等）

第８９３条 裁判所は、第５２４条第１項の規定により清算人を解任する場合には、当該

清算人の陳述を聴かなければならない。

２ 第５２４条第１項の規定による解任の裁判に対しては、即時抗告をすること

ができる。

３ 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

４ 第 ５ ２ ６ 条 第 １ 項 （ 同 条 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） の 規 定 に よ

る決定に対しては、即時抗告をすることができる。

（監督委員の解任及び報酬等）

第８９４条 裁判所は、監督委員を解任する場合には、当該監督委員の陳述を聴かなけれ

ばならない。

２ 第５３２条第１項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができ

る。

（調査委員の解任及び報酬等）

第８９５条 前条の規定は、調査委員について準用する。

（事業の譲渡の許可の申立て）

第８９６条 清算人は、第５３６条第１項の許可の申立てをする場合には、知れている債

権者の意見を聴き、その内容を裁判所に報告しなければならない。

２ 裁判所は、第５３６条第１項の許可をする場合には、労働組合等（清算株式

会社 の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合があるときはその労

働組 合、清算株式会社の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合が

な い と き は 清 算 株 式 会 社 の 使 用 人 そ の 他 の 従 業 者 の 過 半 数 を 代 表 す る 者 を い

う。）の意見を聴かなければならない。

（担保権者が処分をすべき期間の指定）

第８９７条 第５３９条第１項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすること

ができる。

２ 前項の裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判

書を当事者に送達しなければならない。

（清算株式会社の財産に関する保全処分等）

第８９８条 裁判所は、次に掲げる裁判を変更し、又は取り消すことができる。

一 第５４０条第１項又は第２項の規定による保全処分

二 第５４１条第１項又は第２項の規定による処分

三 第５４２条第１項又は第２項の規定による保全処分

四 第５４３条の規定による処分
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２ 前項各号に掲げる裁判及び同項の規定による決定に対しては、即時抗告をす

ることができる。

３ 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

４ 第 ２ 項 に 規 定 す る 裁 判 及 び 同 項 の 即 時 抗 告 に つ い て の 裁 判 が あ っ た 場 合 に

は、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

５ 裁判所は、第１項第２号に掲げる裁判をしたときは、直ちに、その旨を公告

しな ければならない。当該裁判を変更し、又は取り消す決定があったときも、

同様とする。

（役員等責任査定決定）

第８９９条 清算株式会社は、第５４５条第１項の申立てをするときは、その原因となる

事実を疎明しなければならない。

２ 役員等責任査定決定（第５４５条第１項に規定する役員等責任査定決定をい

う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。） 及 び 前 項 の 申 立 て を 却 下 す る 決 定 に は 、 理 由

を付さなければならない。

３ 裁判所は、前項に規定する裁判をする場合には、対象役員等（第５４２条第

１項に規定する対象役員等をいう。）の陳述を聴かなければならない。

４ 役員等責任査定決定があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなけれ

ばならない。

５ 第８５８条第１項の訴えが、同項の期間内に提起されなかったとき、又は却

下さ れたときは、役員等責任査定決定は、給付を命ずる確定判決と同一の効力

を有する。

（債権者集会の招集の許可の申立てについての裁判）

第９００条 第５４７条第３項の許可の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をす

ることができる。

（協定の認可又は不認可の決定）

第９０１条 利害関係人は、第５６８条の申立てに係る協定を認可すべきかどうかについ

て、意見を述べることができる。

２ 共助対象外国租税の請求権について、協定において減免その他権利に影響を

及ぼ す定めをする場合には、徴収の権限を有する者の意見を聴かなければなら

ない。

３ 第５６９条第１項の協定の認可の決定をしたときは、裁判所は、直ちに、そ

の旨を公告しなければならない。

４ 第５６８条の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができ

る。 この場合において、前項の協定の認可の決定に対する即時抗告の期間は、

同項の規定による公告が効力を生じた日から起算して２週間とする。

５ 前各項の規定は、第５７２条の規定により協定の内容を変更する場合につい

て準用する。
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第４款 特別清算の終了の手続に関する特則

（特別清算終結の申立てについての裁判）

第９０２条 特別清算終結の決定をしたときは、裁判所は、直ちに、その旨を公告しなけ

ればならない。

２ 特別清算終結の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることがで

きる 。この場合において、特別清算終結の決定に対する即時抗告の期間は、前

項の規定による公告が効力を生じた日から起算して２週間とする。

３ 特別清算終結の決定は、確定しなければその効力を生じない。

４ 特別清算終結の決定をした裁判所は、第２項の即時抗告があった場合におい

て、 当該決定を取り消す決定が確定したときは、直ちに、その旨を公告しなけ

ればならない。

第４節 外国会社の清算の手続に関する特則

（特別清算の手続に関する規定の準用）

第９０３条 前節の規定は、その性質上許されないものを除き、第８２２条第１項の規定

による日本にある外国会社の財産についての清算について準用する。

第５節 会社の解散命令等の手続に関する特則

（法務大臣の関与）

第９０４条 裁判所は、第８２４条第１項又は第８２７条第１項の申立てについての裁判

をする場合には、法務大臣に対し、意見を求めなければならない。

２ 法務大臣は、裁判所が前項の申立てに係る事件について審問をするときは、

当該審問に立ち会うことができる。

３ 裁判所は、法務大臣に対し、第１項の申立てに係る事件が係属したこと及び

前項の審問の期日を通知しなければならない。

４ 第１項の申立てを却下する裁判に対しては、第８７２条第４号に定める者の

ほか、法務大臣も、即時抗告をすることができる。

（会社の財産に関する保全処分についての特則）

第 ９ ０ ５ 条 裁 判 所 が 第 ８ ２ ５ 条 第 １ 項 （ 第 ８ ２ ７ 条 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む 。） の 保 全 処 分 を し た 場 合 に は 、 非 訟 事 件 の 手 続 の 費 用 は 、 会 社 又 は 外 国 会

社の負担とする。当該保全処分について必要な費用も、同様とする。

２ 前項の保全処分又は第８２５条第１項（第８２７条第２項において準用する
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場 合 を 含 む 。） の 規 定 に よ る 申 立 て を 却 下 す る 裁 判 に 対 し て 即 時 抗 告 が あ っ た

場合 において、抗告裁判所が当該即時抗告を理由があると認めて原裁判を取り

消し たときは、その抗告審における手続に要する裁判費用及び抗告人が負担し

た前審における手続に要する裁判費用は、会社又は外国会社の負担とする。

第９０６条 利害関係人は、裁判所書記官に対し、第８２５条第６項（第８２７条第２項

に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） の 報 告 又 は 計 算 に 関 す る 資 料 の 閲 覧 を 請 求 す

ることができる。

２ 利害関係人は、裁判所書記官に対し、前項の資料の謄写又はその正本、謄本

若しくは抄本の交付を請求することができる。

３ 前項の規定は、第１項の資料のうち録音テープ又はビデオテープ（これらに

準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。）に関しては、適用しない。

この 場合において、これらの物について利害関係人の請求があるときは、裁判

所書記官は、その複製を許さなければならない。

４ 法務大臣は、裁判所書記官に対し、第１項の資料の閲覧を請求することがで

きる。

５ 民事訴訟法第９１条第５項の規定は、第１項の資料について準用する。

第４章 登記

第１節 総則

（通則）

第９０７条 この法律の規定により登記すべき事項（第９３８条第３項の保全処分の登記

に 係 る 事 項 を 除 く 。） は 、 当 事 者 の 申 請 又 は 裁 判 所 書 記 官 の 嘱 託 に よ り 、 商 業

登記 法（昭和３８年法律第１２５号）の定めるところに従い、商業登記簿にこ

れを登記する。

（登記の効力）

第９０８条 この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもっ

て善 意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正

当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。

２ 故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であるこ

とをもって善意の第三者に対抗することができない。

（変更の登記及び消滅の登記）

第９０９条 この法律の規定により登記した事項に変更が生じ、又はその事項が消滅した

とき は、当事者は、遅滞なく、変更の登記又は消滅の登記をしなければならな

い。
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（登記の期間）

第９１０条 この法律の規定により登記すべき事項のうち官庁の許可を要するものの登記

の期間については、その許可書の到達した日から起算する。

第２節 会社の登記

第１款 本店の所在地における登記

（株式会社の設立の登記）

第９１１条 株式会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日のいず

れか遅い日から２週間以内にしなければならない。

一 第４６条第１項の規定による調査が終了した日（設立しようとする株式会

社 が指名委員会等設置会社である場合にあっては、設立時代表執行役が同条

第３項の規定による通知を受けた日）

二 発起人が定めた日

２ 前項の規定にかかわらず、第５７条第１項の募集をする場合には、前項の登

記は 、次に掲げる日のいずれか遅い日から２週間以内にしなければならない。

一 創立総会の終結の日

二 第８４条の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日

三 第９７条の創立総会の決議をしたときは、当該決議の日から２週間を経過

した日

四 第１００条第１項の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日から

２週間を経過した日

五 第１０１条第１項の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日

３ 第１項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。

一 目的

二 商号

三 本店及び支店の所在場所

四 株式会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、

その定め

五 資本金の額

六 発行可能株式総数

七 発行する株式の内容（種類株式発行会社にあっては、発行可能種類株式総

数及び発行する各種類の株式の内容）

八 単元株式数についての定款の定めがあるときは、その単元株式数

九 発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数

十 株券発行会社であるときは、その旨

十一 株主名簿管理人を置いたときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業

所

十二 新株予約権を発行したときは、次に掲げる事項



- 381/422 -

powered by インターネット六法 .com

イ 新株予約権の数

ロ 第２３６条第１項第１号から第４号までに掲げる事項

ハ ロに掲げる事項のほか、新株予約権の行使の条件を定めたときは、その

条件

ニ 第２３６条第１項第７号並びに第２３８条第１項第２号及び第３号に掲

げる事項

十三 取締役（監査等委員会設置会社の取締役を除く。）の氏名

十四 代表取締役の氏名及び住所（第２３号に規定する場合を除く。）

十五 取締役会設置会社であるときは、その旨

十六 会計参与設置会社であるときは、その旨並びに会計参与の氏名又は名称

及び第３７８条第１項の場所

十七 監査役設置会社（監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨

の 定 款 の 定 め が あ る 株 式 会 社 を 含 む 。） で あ る と き は 、 そ の 旨 及 び 次 に 掲 げ

る事項

イ 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあ

る株式会社であるときは、その旨

ロ 監査役の氏名

十八 監査役会設置会社であるときは、その旨及び監査役のうち社外監査役で

あるものについて社外監査役である旨

十九 会計監査人設置会社であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名

称

二十 第３４６条第４項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行う

べき者を置いたときは、その氏名又は名称

二十 一 第３７３条第１項の規定による特別取締役による議決の定めがあると

きは、次に掲げる事項

イ 第３７３条第１項の規定による特別取締役による議決の定めがある旨

ロ 特別取締役の氏名

ハ 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨

二十二 監査等委員会設置会社であるときは、その旨及び次に掲げる事項

イ 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役の氏名

ロ 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨

ハ 第３９９条の１３第６項の規定による重要な業務執行の決定の取締役へ

の委任についての定款の定めがあるときは、その旨

二十三 指名委員会等設置会社であるときは、その旨及び次に掲げる事項

イ 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨

ロ 各委員会の委員及び執行役の氏名

ハ 代表執行役の氏名及び住所

二十 四 第４２６条第１項の規定による取締役、会計参与、監査役、執行役又

は会計監査人の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め

二十 五 第４２７条第１項の規定による非業務執行取締役等が負う責任の限度
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に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め

二十 六 第４４０条第３項の規定による措置をとることとするときは、同条第

１ 項に規定する貸借対照表の内容である情報について不特定多数の者がその

提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの

二十 七 第９３９条第１項の規定による公告方法についての定款の定めがある

ときは、その定め

二 十 八 前 号 の 定 款 の 定 め が 電 子 公 告 を 公 告 方 法 と す る 旨 の も の で あ る と き

は、次に掲げる事項

イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がそ

の提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの

ロ 第９３９条第３項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め

二十 九 第２７号の定款の定めがないときは、第９３９条第４項の規定により

官報に掲載する方法を公告方法とする旨

（合名会社の設立の登記）

第９１２条 合名会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登

記してしなければならない。

一 目的

二 商号

三 本店及び支店の所在場所

四 合名会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、

その定め

五 社員の氏名又は名称及び住所

六 合名会社を代表する社員の氏名又は名称（合名会社を代表しない社員があ

る場合に限る。）

七 合名会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき

者の氏名及び住所

八 第９３９条第１項の規定による公告方法についての定款の定めがあるとき

は、その定め

九 前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次

に掲げる事項

イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がそ

の提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの

ロ 第９３９条第３項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め

十 第８号の定款の定めがないときは、第９３９条第４項の規定により官報に

掲載する方法を公告方法とする旨

（合資会社の設立の登記）

第９１３条 合資会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登

記してしなければならない。
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一 目的

二 商号

三 本店及び支店の所在場所

四 合資会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、

その定め

五 社員の氏名又は名称及び住所

六 社員が有限責任社員又は無限責任社員のいずれであるかの別

七 有限責任社員の出資の目的及びその価額並びに既に履行した出資の価額

八 合資会社を代表する社員の氏名又は名称（合資会社を代表しない社員があ

る場合に限る。）

九 合資会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき

者の氏名及び住所

十 第９３９条第１項の規定による公告方法についての定款の定めがあるとき

は、その定め

十一 前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、

次に掲げる事項

イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がそ

の提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの

ロ 第９３９条第３項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め

十二 第１０号の定款の定めがないときは、第９３９条第４項の規定により官

報に掲載する方法を公告方法とする旨

（合同会社の設立の登記）

第９１４条 合同会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登

記してしなければならない。

一 目的

二 商号

三 本店及び支店の所在場所

四 合同会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、

その定め

五 資本金の額

六 合同会社の業務を執行する社員の氏名又は名称

七 合同会社を代表する社員の氏名又は名称及び住所

八 合同会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき

者の氏名及び住所

九 第９３９条第１項の規定による公告方法についての定款の定めがあるとき

は、その定め

十 前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次

に掲げる事項

イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がそ
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の提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの

ロ 第９３９条第３項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め

十一 第９号の定款の定めがないときは、第９３９条第４項の規定により官報

に掲載する方法を公告方法とする旨

（変更の登記）

第９１５条 会社において第９１１条第３項各号又は前３条各号に掲げる事項に変更が生

じた ときは、２週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなけ

ればならない。

２ 前項の規定にかかわらず、第１９９条第１項第４号の期間を定めた場合にお

ける 株式の発行による変更の登記は、当該期間の末日現在により、当該末日か

ら２週間以内にすれば足りる。

３ 第１項の規定にかかわらず、次に掲げる事由による変更の登記は、毎月末日

現在により、当該末日から２週間以内にすれば足りる。

一 新株予約権の行使

二 第１６６条第１項の規定による請求（株式の内容として第１０７条第２項

第 ２号ハ若しくはニ又は第１０８条第２項第５号ロに掲げる事項についての

定めがある場合に限る。）

（他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記）

第９１６条 会社がその本店を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、２週間以内に、

旧所 在地においては移転の登記をし、新所在地においては次の各号に掲げる会

社の区分に応じ当該各号に定める事項を登記しなければならない。

一 株式会社 第９１１条第３項各号に掲げる事項

二 合名会社 第９１２条各号に掲げる事項

三 合資会社 第９１３条各号に掲げる事項

四 合同会社 第９１４条各号に掲げる事項

（職務執行停止の仮処分等の登記）

第９１７条 次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める者の職務の執行を停

止し 、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命

令を 変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その本店の所在地におい

て、その登記をしなければならない。

一 株式会社 取締役（監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である

取 締 役 又 は そ れ 以 外 の 取 締 役 ）、 会 計 参 与 、 監 査 役 、 代 表 取 締 役 、 委 員 （ 指

名 委 員 会 、 監 査 委 員 会 又 は 報 酬 委 員 会 の 委 員 を い う 。）、 執 行 役 又 は 代 表 執

行役

二 合名会社 社員

三 合資会社 社員

四 合同会社 業務を執行する社員
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（支配人の登記）

第９１８条 会社が支配人を選任し、又はその代理権が消滅したときは、その本店の所在

地において、その登記をしなければならない。

（持分会社の種類の変更の登記）

第９１９条 持分会社が第６３８条の規定により他の種類の持分会社となったときは、同

条に 規定する定款の変更の効力が生じた日から２週間以内に、その本店の所在

地に おいて、種類の変更前の持分会社については解散の登記をし、種類の変更

後の持分会社については設立の登記をしなければならない。

（組織変更の登記）

第９２０条 会社が組織変更をしたときは、その効力が生じた日から２週間以内に、その

本店 の所在地において、組織変更前の会社については解散の登記をし、組織変

更後の会社については設立の登記をしなければならない。

（吸収合併の登記）

第９２１条 会社が吸収合併をしたときは、その効力が生じた日から２週間以内に、その

本店 の所在地において、吸収合併により消滅する会社については解散の登記を

し、吸収合併後存続する会社については変更の登記をしなければならない。

（新設合併の登記）

第９２２条 ２以上の会社が新設合併をする場合において、新設合併により設立する会社

が株 式会社であるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定

める 日から２週間以内に、その本店の所在地において、新設合併により消滅す

る会 社については解散の登記をし、新設合併により設立する会社については設

立の登記をしなければならない。

一 新設合併により消滅する会社が株式会社のみである場合 次に掲げる日の

いずれか遅い日

イ 第８０４条第１項の株主総会の決議の日

ロ 新設合併をするために種類株主総会の決議を要するときは、当該決議の

日

ハ 第８０６条第３項の規定による通知又は同条第４項の公告をした日から

２０日を経過した日

ニ 新設合併により消滅する会社が新株予約権を発行しているときは、第８

０８条第３項 の規定による通知又は同条第４項の公告をした日から２０日

を経過した日

ホ 第８１０条の規定による手続が終了した日

ヘ 新設合併により消滅する会社が合意により定めた日

二 新設合併により消滅する会社が持分会社のみである場合 次に掲げる日の
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いずれか遅い日

イ 第８１３条第１項の総社員の同意を得た日（同項ただし書に規定する場

合にあっては、定款の定めによる手続を終了した日）

ロ 第８１３条第２項において準用する第８１０条の規定による手続が終了

した日

ハ 新設合併により消滅する会社が合意により定めた日

三 新設合併により消滅する会社が株式会社及び持分会社である場合 前２号

に定める日のいずれか遅い日

２ ２以上の会社が新設合併をする場合において、新設合併により設立する会社

が持 分会社であるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定

める 日から２週間以内に、その本店の所在地において、新設合併により消滅す

る会 社については解散の登記をし、新設合併により設立する会社については設

立の登記をしなければならない。

一 新設合併により消滅する会社が株式会社のみである場合 次に掲げる日の

いずれか遅い日

イ 第８０４条第２項の総株主の同意を得た日

ロ 新設合併により消滅する会社が新株予約権を発行しているときは、第８

０８条第３項 の規定による通知又は同条第４項の公告をした日から２０日

を経過した日

ハ 第８１０条の規定による手続が終了した日

ニ 新設合併により消滅する会社が合意により定めた日

二 新設合併により消滅する会社が持分会社のみである場合 次に掲げる日の

いずれか遅い日

イ 第８１３条第１項の総社員の同意を得た日（同項ただし書に規定する場

合にあっては、定款の定めによる手続を終了した日）

ロ 第８１３条第２項において準用する第８１０条の規定による手続が終了

した日

ハ 新設合併により消滅する会社が合意により定めた日

三 新設合併により消滅する会社が株式会社及び持分会社である場合 前２号

に定める日のいずれか遅い日

（吸収分割の登記）

第９２３条 会社が吸収分割をしたときは、その効力が生じた日から２週間以内に、その

本店 の所在地において、吸収分割をする会社及び当該会社がその事業に関して

有す る権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社についての変更の

登記をしなければならない。

（新設分割の登記）

第９２４条 １又は２以上の株式会社又は合同会社が新設分割をする場合において、新設

分割 により設立する会社が株式会社であるときは、次の各号に掲げる場合の区
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分に応じ、当該各号に定める日から２週間以内に、その本店の所在地において、

新設 分割をする会社については変更の登記をし、新設分割により設立する会社

については設立の登記をしなければならない。

一 新設分割をする会社が株式会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか

遅い日

イ 第８０５条に規定する場合以外の場合には、第８０４条第１項の株主総

会の決議の日

ロ 新設分割をするために種類株主総会の決議を要するときは、当該決議の

日

ハ 第８０５条に規定する場合以外の場合には、第８０６条第３項の規定に

よる通知又は同条第４項の公告をした日から２０日を経過した日

ニ 第８０８条第３項の規定による通知を受けるべき新株予約権者があると

きは、同項の 規定による通知又は同条第４項の公告をした日から２０日を

経過した日

ホ 第８１０条の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が

終了した日

ヘ 新設分割をする株式会社が定めた日（２以上の株式会社が共同して新設

分割をする場 合にあっては、当該２以上の新設分割をする株式会社が合意

により定めた日）

二 新設分割をする会社が合同会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか

遅い日

イ 第８１３条第１項の総社員の同意を得た日（同項ただし書の場合にあっ

ては、定款の定めによる手続を終了した日）

ロ 第８１３条第２項において準用する第８１０条の規定による手続をしな

ければならないときは、当該手続が終了した日

ハ 新設分割をする合同会社が定めた日（２以上の合同会社が共同して新設

分割をする場 合にあっては、当該２以上の新設分割をする合同会社が合意

により定めた日）

三 新設分割をする会社が株式会社及び合同会社である場合 前２号に定める

日のいずれか遅い日

２ １又は２以上の株式会社又は合同会社が新設分割をする場合において、新設

分割 により設立する会社が持分会社であるときは、次の各号に掲げる場合の区

分に応じ、当該各号に定める日から２週間以内に、その本店の所在地において、

新設 分割をする会社については変更の登記をし、新設分割により設立する会社

については設立の登記をしなければならない。

一 新設分割をする会社が株式会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか

遅い日

イ 第８０５条に規定する場合以外の場合には、第８０４条第１項の株主総

会の決議の日

ロ 新設分割をするために種類株主総会の決議を要するときは、当該決議の
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日

ハ 第８０５条に規定する場合以外の場合には、第８０６条第３項の規定に

よる通知又は同条第４項の公告をした日から２０日を経過した日

ニ 第８１０条の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が

終了した日

ホ 新設分割をする株式会社が定めた日（２以上の株式会社が共同して新設

分割をする場 合にあっては、当該２以上の新設分割をする株式会社が合意

により定めた日）

二 新設分割をする会社が合同会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか

遅い日

イ 第８１３条第１項の総社員の同意を得た日（同項ただし書の場合にあっ

ては、定款の定めによる手続を終了した日）

ロ 第８１３条第２項において準用する第８１０条の規定による手続をしな

ければならないときは、当該手続が終了した日

ハ 新設分割をする合同会社が定めた日（２以上の合同会社が共同して新設

分割をする場 合にあっては、当該２以上の新設分割をする合同会社が合意

により定めた日）

三 新設分割をする会社が株式会社及び合同会社である場合 前２号に定める

日のいずれか遅い日

（株式移転の登記）

第９２５条 １又は２以上の株式会社が株式移転をする場合には、次に掲げる日のいずれ

か遅 い日から２週間以内に、株式移転により設立する株式会社について、その

本店の所在地において、設立の登記をしなければならない。

一 第８０４条第１項の株主総会の決議の日

二 株式移転をするために種類株主総会の決議を要するときは、当該決議の日

三 第８０６条第３項の規定による通知又は同条第４項の公告をした日から２

０日を経過した日

四 第８０８条第３項の規定による通知を受けるべき新株予約権者があるとき

は 、同項の規定による通知をした日又は同条第４項の公告をした日から２０

日を経過した日

五 第８１０条の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終

了した日

六 株式移転をする株式会社が定めた日（２以上の株式会社が共同して株式移

転 をする場合にあっては、当該２以上の株式移転をする株式会社が合意によ

り定めた日）

（解散の登記）

第９２６条 第４７１条第１号から第３号まで又は第６４１条第１号から第４号までの規

定に より会社が解散したときは、２週間以内に、その本店の所在地において、
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解散の登記をしなければならない。

（継続の登記）

第９２７条 第４７３条、第６４２条第１項又は第８４５条の規定により会社が継続した

とき は、２週間以内に、その本店の所在地において、継続の登記をしなければ

ならない。

（清算人の登記）

第 ９ ２ ８ 条 第 ４ ７ ８ 条 第 １ 項 第 １ 号 に 掲 げ る 者 が 清 算 株 式 会 社 の 清 算 人 と な っ た と き

は、 解散の日から２週間以内に、その本店の所在地において、次に掲げる事項

を登記しなければならない。

一 清算人の氏名

二 代表清算人の氏名及び住所

三 清算株式会社が清算人会設置会社であるときは、その旨

２ 第 ６ ４ ７ 条 第 １ 項 第 １ 号 に 掲 げ る 者 が 清 算 持 分 会 社 の 清 算 人 と な っ た と き

は、 解散の日から２週間以内に、その本店の所在地において、次に掲げる事項

を登記しなければならない。

一 清算人の氏名又は名称及び住所

二 清算持分会社を代表する清算人の氏名又は名称（清算持分会社を代表しな

い清算人がある場合に限る。）

三 清算持分会社を代表する清算人が法人であるときは、清算人の職務を行う

べき者の氏名及び住所

３ 清算人が選任されたときは、２週間以内に、その本店の所在地において、清

算株 式会社にあっては第１項各号に掲げる事項を、清算持分会社にあっては前

項各号に掲げる事項を登記しなければならない。

４ 第９１５条第１項の規定は前３項の規定による登記について、第９１７条の

規定 は清算人、代表清算人又は清算持分会社を代表する清算人について、それ

ぞれ準用する。

（清算結了の登記）

第９２９条 清算が結了したときは、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定

める 日から２週間以内に、その本店の所在地において、清算結了の登記をしな

ければならない。

一 清算株式会社 第５０７条第３項の承認の日

二 清 算 持 分 会 社 （ 合 名 会 社 及 び 合 資 会 社 に 限 る 。） 第 ６ ６ ７ 条 第 １ 項 の 承

認 の日（第６６８条第１項の財産の処分の方法を定めた場合にあっては、そ

の財産の処分を完了した日）

三 清算持分会社（合同会社に限る。） 第６６７条第１項の承認の日
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第２款 支店の所在地における登記

（支店の所在地における登記）

第９３０条 次の各号に掲げる場合（当該各号に規定する支店が本店の所在地を管轄する

登 記 所 の 管 轄 区 域 内 に あ る 場 合 を 除 く 。） に は 、 当 該 各 号 に 定 め る 期 間 内 に 、

当該支店の所在地において、支店の所在地における登記をしなければならない。

一 会社の設立に際して支店を設けた場合（次号から第４号までに規定する場

合を除く。） 本店の所在地における設立の登記をした日から２週間以内

二 新設合併により設立する会社が新設合併に際して支店を設けた場合 第９

２２条第１項各号又は第２項各号に定める日から３週間以内

三 新設分割により設立する会社が新設分割に際して支店を設けた場合 第９

２４条第１項各号又は第２項各号に定める日から３週間以内

四 株式移転により設立する株式会社が株式移転に際して支店を設けた場合

第９２５条各号に掲げる日のいずれか遅い日から３週間以内

五 会社の成立後に支店を設けた場合 支店を設けた日から３週間以内

２ 支店の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければな

らな い。ただし、支店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに支店を

設けたときは、第３号に掲げる事項を登記すれば足りる。

一 商号

二 本店の所在場所

三 支 店 （ そ の 所 在 地 を 管 轄 す る 登 記 所 の 管 轄 区 域 内 に あ る も の に 限 る 。） の

所在場所

３ 前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、３週間以内に、当該支店の所

在地において、変更の登記をしなければならない。

（他の登記所の管轄区域内への支店の移転の登記）

第９３１条 会社がその支店を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地（本

店 の 所 在 地 を 管 轄 す る 登 記 所 の 管 轄 区 域 内 に あ る 場 合 を 除 く 。） に お い て は ３

週間 以内に移転の登記をし、新所在地（本店の所在地を管轄する登記所の管轄

区 域 内 に あ る 場 合 を 除 く 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。） に お い て は ４ 週 間 以 内

に前 条第２項各号に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、支店の所

在地 を管轄する登記所の管轄区域内に新たに支店を移転したときは、新所在地

においては、同項第３号に掲げる事項を登記すれば足りる。

（支店における変更の登記等）

第９３２条 第９１９条から第９２５条まで及び第９２９条に規定する場合には、これら

の規 定に規定する日から３週間以内に、支店の所在地においても、これらの規

定に 規定する登記をしなければならない。ただし、第９２１条、第９２３条又

は第 ９２４条に規定する変更の登記は、第９３０条第２項各号に掲げる事項に

変更が生じた場合に限り、するものとする。
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第３節 外国会社の登記

（外国会社の登記）

第９３３条 外国会社が第８１７条第１項の規定により初めて日本における代表者を定め

たと きは、３週間以内に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定

める地において、外国会社の登記をしなければならない。

一 日本に営業所を設けていない場合 日本における代表者（日本に住所を有

するものに限る。以下この節において同じ。）の住所地

二 日本に営業所を設けた場合 当該営業所の所在地

２ 外国会社の登記においては、日本における同種の会社又は最も類似する会社

の種 類に従い、第９１１条第３項各号又は第９１２条から第９１４条までの各

号に 掲げる事項を登記するほか、次に掲げる事項を登記しなければならない。

一 外国会社の設立の準拠法

二 日本における代表者の氏名及び住所

三 日本における同種の会社又は最も類似する会社が株式会社であるときは、

第１号に規定する準拠法の規定による公告をする方法

四 前号に規定する場合において、第８１９条第３項に規定する措置をとるこ

と とするときは、同条第１項に規定する貸借対照表に相当するものの内容で

あ る情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であ

って法務省令で定めるもの

五 第９３９条第２項の規定による公告方法についての定めがあるときは、そ

の定め

六 前号の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げ

る事項

イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がそ

の提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの

ロ 第９３９条第３項後段の規定による定めがあるときは、その定め

七 第５号の定めがないときは、第９３９条第４項の規定により官報に掲載す

る方法を公告方法とする旨

３ 外国会社が日本に設けた営業所に関する前項の規定の適用については、当該

営業 所を第９１１条第３項第３号、第９１２条第３号、第９１３条第３号又は

第９１４条第３号に規定する支店とみなす。

４ 第９１５条及び第９１８条から第９２９条までの規定は、外国会社について

準用する。この場合において、これらの規定中「２週間」とあるのは「３週間」

と 、「 本 店 の 所 在 地 」 と あ る の は 「 日 本 に お け る 代 表 者 （ 日 本 に 住 所 を 有 す る

も の に 限 る 。） の 住 所 地 （ 日 本 に 営 業 所 を 設 け た 外 国 会 社 に あ っ て は 、 当 該 営

業所の所在地）」と読み替えるものとする。

５ 前各項の規定により登記すべき事項が外国において生じたときは、登記の期
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間は、その通知が日本における代表者に到達した日から起算する。

（日本における代表者の選任の登記等）

第９３４条 日本に営業所を設けていない外国会社が外国会社の登記後に日本における代

表者 を新たに定めた場合（その住所地が登記がされた他の日本における代表者

の 住 所 地 を 管 轄 す る 登 記 所 の 管 轄 区 域 内 に あ る 場 合 を 除 く 。） に は 、 ３ 週 間 以

内に 、その新たに定めた日本における代表者の住所地においても、外国会社の

登記をしなければならない。

２ 日本に営業所を設けた外国会社が外国会社の登記後に日本に営業所を新たに

設け た場合（その所在地が登記がされた他の営業所の所在地を管轄する登記所

の 管 轄 区 域 内 に あ る 場 合 を 除 く 。） に は 、 ３ 週 間 以 内 に 、 そ の 新 た に 設 け た 日

本における営業所の所在地においても、外国会社の登記をしなければならない。

（日本における代表者の住所の移転の登記等）

第９３５条 日本に営業所を設けていない外国会社の日本における代表者が外国会社の登

記後 にその住所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧住所地におい

ては ３週間以内に移転の登記をし、新住所地においては４週間以内に外国会社

の登 記をしなければならない。ただし、登記がされた他の日本における代表者

の住 所地を管轄する登記所の管轄区域内に住所を移転したときは、新住所地に

おいては、その住所を移転したことを登記すれば足りる。

２ 日本に営業所を設けた外国会社が外国会社の登記後に営業所を他の登記所の

管轄 区域内に移転したときは、旧所在地においては３週間以内に移転の登記を

し、 新所在地においては４週間以内に外国会社の登記をしなければならない。

ただ し、登記がされた他の営業所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に営

業所 を移転したときは、新所在地においては、その営業所を移転したことを登

記すれば足りる。

（日本における営業所の設置の登記等）

第９３６条 日本に営業所を設けていない外国会社が外国会社の登記後に日本に営業所を

設け たときは、日本における代表者の住所地においては３週間以内に営業所を

設け たことを登記し、その営業所の所在地においては４週間以内に外国会社の

登記 をしなければならない。ただし、登記がされた日本における代表者の住所

地を 管轄する登記所の管轄区域内に営業所を設けたときは、その営業所を設け

たことを登記すれば足りる。

２ 日本に営業所を設けた外国会社が外国会社の登記後にすべての営業所を閉鎖

した 場合には、その外国会社の日本における代表者の全員が退任しようとする

とき を除き、その営業所の所在地においては３週間以内に営業所を閉鎖したこ

とを 登記し、日本における代表者の住所地においては４週間以内に外国会社の

登記 をしなければならない。ただし、登記がされた営業所の所在地を管轄する

登記 所の管轄区域内に日本における代表者の住所地があるときは、すべての営
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業所を閉鎖したことを登記すれば足りる。

第４節 登記の嘱託

（裁判による登記の嘱託）

第９３７条 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、会社の本店（第

１号 トに規定する場合であって当該決議によって第９３０条第２項各号に掲げ

る事 項についての登記がされているときにあっては、本店及び当該登記に係る

支店）の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。

一 次に掲げる訴えに係る請求を認容する判決が確定したとき。

イ 会社の設立の無効の訴え

ロ 株式会社の成立後における株式の発行の無効の訴え

ハ 新株予約権（当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである

場合にあって は、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下この

節において同じ。）の発行の無効の訴え

ニ 株式会社における資本金の額の減少の無効の訴え

ホ 株式会社の成立後における株式の発行が存在しないことの確認の訴え

ヘ 新株予約権の発行が存在しないことの確認の訴え

ト 株主総会等の決議した事項についての登記があった場合における次に掲

げる訴え

（１） 株主 総会等の決議が存在しないこと又は株主総会等の決議の内容

が法 令に違反するこ とを理由とし て当該決議が無効であることの確

認の訴え

（２） 株主総会等の決議の取消しの訴え

チ 持分会社の設立の取消しの訴え

リ 会社の解散の訴え

ヌ 株式会社の役員の解任の訴え

ル 持分会社の社員の除名の訴え

ヲ 持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴え

二 次に掲げる裁判があったとき。

イ 第３４６条第２項、第３５１条第２項又は第４０１条第３項（第４０３

条 第 ３ 項 及 び 第 ４ ２ ０ 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） の 規 定 に

よる一時取締 役（監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取

締 役 又 は そ れ 以 外 の 取 締 役 ）、 会 計 参 与 、 監 査 役 、 代 表 取 締 役 、 委 員 （ 指

名 委 員 会 、 監 査 委 員 会 又 は 報 酬 委 員 会 の 委 員 を い う 。）、 執 行 役 又 は 代 表

執行役の職務を行うべき者の選任の裁判

ロ 第４７９条第４項において準用する第３４６条第２項又は第４８３条第

６項において 準用する第３５１条第２項の規定による一時清算人又は代表

清算人の職務 を行うべき者の選任の裁判（次条第２項第１号に規定する裁
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判を除く。）

ハ イ又はロに掲げる裁判を取り消す裁判（次条第２項第２号に規定する裁

判を除く。）

ニ 清算人又は代表清算人若しくは清算持分会社を代表する清算人の選任又

は選定の裁判を取り消す裁判（次条第２項第３号に規定する裁判を除く。）

ホ 清算人の解任の裁判（次条第２項第４号に規定する裁判を除く。）

三 次に掲げる裁判が確定したとき。

イ 前号ホに掲げる裁判を取り消す裁判

ロ 第８２４条第１項の規定による会社の解散を命ずる裁判

２ 第８２７条第１項の規定による外国会社の日本における取引の継続の禁止又

は営 業所の閉鎖を命ずる裁判が確定したときは、裁判所書記官は、職権で、遅

滞な く、次の各号に掲げる外国会社の区分に応じ、当該各号に定める地を管轄

する登記所にその登記を嘱託しなければならない。

一 日本に営業所を設けていない外国会社 日本における代表者（日本に住所

を有するものに限る。）の住所地

二 日本に営業所を設けている外国会社 当該営業所の所在地

３ 次の各号に掲げる訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、裁判

所書 記官は、職権で、遅滞なく、各会社の本店の所在地を管轄する登記所に当

該各号に定める登記を嘱託しなければならない。

一 会社の組織変更の無効の訴え 組織変更後の会社についての解散の登記及

び組織変更をする会社についての回復の登記

二 会社の吸収合併の無効の訴え 吸収合併後存続する会社についての変更の

登記及び吸収合併により消滅する会社についての回復の登記

三 会社の新設合併の無効の訴え 新設合併により設立する会社についての解

散の登記及び新設合併により消滅する会社についての回復の登記

四 会社の吸収分割の無効の訴え 吸収分割をする会社及び当該会社がその事

業 に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社につ

いての変更の登記

五 会社の新設分割の無効の訴え 新設分割をする会社についての変更の登記

及び新設分割により設立する会社についての解散の登記

六 株式会社の株式交換の無効の訴え 株式交換をする株式会社（第７６８条

第 １ 項 第 ４ 号 に 掲 げ る 事 項 に つ い て の 定 め が あ る 場 合 に 限 る 。） 及 び 株 式 交

換 をする株式会社の発行済株式の全部を取得する会社についての変更の登記

七 株式会社の株式移転の無効の訴え 株式移転をする株式会社（第７７３条

第 １ 項 第 ９ 号 に 掲 げ る 事 項 に つ い て の 定 め が あ る 場 合 に 限 る 。） に つ い て の

変更の登記及び株式移転により設立する株式会社についての解散の登記

４ 前項に規定する場合において、同項各号に掲げる訴えに係る請求の目的に係

る組 織変更、合併又は会社分割により第９３０条第２項各号に掲げる事項につ

いて の登記がされているときは、各会社の支店の所在地を管轄する登記所にも

前項各号に定める登記を嘱託しなければならない。
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（特別清算に関する裁判による登記の嘱託）

第９３８条 次の各号に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、清算株式

会社 の本店（第３号に掲げる場合であって特別清算の結了により特別清算終結

の決 定がされたときにあっては、本店及び支店）の所在地を管轄する登記所に

当該各号に定める登記を嘱託しなければならない。

一 特別清算開始の命令があったとき 特別清算開始の登記

二 特別清算開始の命令を取り消す決定が確定したとき 特別清算開始の取消

しの登記

三 特別清算終結の決定が確定したとき 特別清算終結の登記

２ 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、清算株式会社の

本店の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。

一 特別清算開始後における第４７９条第４項において準用する第３４６条第

２ 項又は第４８３条第６項において準用する第３５１条第２項の規定による

一 時清算人又は代表清算人の職務を行うべき者の選任の裁判があったとき。

二 前号の裁判を取り消す裁判があったとき。

三 特別清算開始後における清算人又は代表清算人の選任又は選定の裁判を取

り消す裁判があったとき。

四 特別清算開始後における清算人の解任の裁判があったとき。

五 前号の裁判を取り消す裁判が確定したとき。

３ 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、当該保全処分の

登記を嘱託しなければならない。

一 清算株式会社の財産に属する権利で登記されたものに関し第５４０条第１

項又は第２項の規定による保全処分があったとき。

二 登記のある権利に関し第５４２条第１項又は第２項の規定による保全処分

があったとき。

４ 前項の規定は、同項に規定する保全処分の変更若しくは取消しがあった場合

又は当該保全処分が効力を失った場合について準用する。

５ 前２項の規定は、登録のある権利について準用する。

６ 前各項の規定は、その性質上許されないものを除き、第８２２条第１項の規

定による日本にある外国会社の財産についての清算について準用する。

第５章 公告

第１節 総則

（会社の公告方法）

第９３９条 会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることが

できる。

一 官報に掲載する方法
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二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

三 電子公告

２ 外国会社は、公告方法として、前項各号に掲げる方法のいずれかを定めるこ

とができる。

３ 会社又は外国会社が第１項第３号に掲げる方法を公告方法とする旨を定める

場合 には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合において

は、 事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることがで

きな い場合の公告方法として、同項第１号又は第２号に掲げる方法のいずれか

を定めることができる。

４ 第１項又は第２項の規定による定めがない会社又は外国会社の公告方法は、

第１項第１号の方法とする。

（電子公告の公告期間等）

第９４０条 株式会社又は持分会社が電子公告によりこの法律の規定による公告をする場

合に は、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、

継続して電子公告による公告をしなければならない。

一 この法律の規定により特定の日の一定の期間前に公告しなければならない

場合における当該公告 当該特定の日

二 第４４０条第１項の規定による公告 同項の定時株主総会の終結の日後５

年を経過する日

三 公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経

過する日

四 前３号に掲げる公告以外の公告 当該公告の開始後１箇月を経過する日

２ 外国会社が電子公告により第８１９条第１項の規定による公告をする場合に

は、 同項の手続の終結の日後５年を経過する日までの間、継続して電子公告に

よる公告をしなければならない。

３ 前２項の規定にかかわらず、これらの規定により電子公告による公告をしな

け れ ば な ら な い 期 間 （ 以 下 こ の 章 に お い て 「 公 告 期 間 」 と い う 。） 中 公 告 の 中

断（ 不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状

態に 置かれないこととなったこと又はその情報がその状態に置かれた後改変さ

れ た こ と を い う 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。） が 生 じ た 場 合 に お い て 、 次 の い

ずれ にも該当するときは、その公告の中断は、当該公告の効力に影響を及ぼさ

ない。

一 公告の中断が生ずることにつき会社が善意でかつ重大な過失がないこと又

は会社に正当な事由があること。

二 公告の中断が生じた時間の合計が公告期間の１０分の１を超えないこと。

三 会社が公告の中断が生じたことを知った後速やかにその旨、公告の中断が

生じた時間及び公告の中断の内容を当該公告に付して公告したこと。
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第２節 電子公告調査機関

（電子公告調査）

第９４１条 この法律又は他の法律の規定による公告（第４４０条第１項の規定による公

告を除く。以下この節において同じ。）を電子公告によりしようとする会社は、

公告 期間中、当該公告の内容である情報が不特定多数の者が提供を受けること

がで きる状態に置かれているかどうかについて、法務省令で定めるところによ

り 、 法 務 大 臣 の 登 録 を 受 け た 者 （ 以 下 こ の 節 に お い て 「 調 査 機 関 」 と い う 。）

に対し、調査を行うことを求めなければならない。

（登録）

第 ９ ４ ２ 条 前 条 の 登 録 （ 以 下 こ の 節 に お い て単 に 「 登 録 」 と いう 。） は 、 同 条の 規 定 に

よ る 調 査 （ 以 下 こ の 節 に お い て 「 電 子 公 告 調 査 」 と い う 。） を行 お う と す る 者

の申請により行う。

２ 登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付

しなければならない。

（欠格事由）

第９４３条 次のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

一 この節の規定若しくは農業協同組合法（昭和２２年法律第１３２号）第９

７ 条の４第５項、金融商品取引法第５０条の２第１０項及び第６６条の４０

第 ６項、公認会計士法第３４条の２０第６項及び第３４条の２３第４項、消

費 生活協同組合法（昭和２３年法律第２００号）第２６条第６項、水産業協

同 組合法（昭和２３年法律第２４２号）第１２１条第５項、中小企業等協同

組 合法（昭和２４年法律第１８１号）第３３条第７項（輸出水産業の振興に

関 する法律（昭和２９年法律第１５４号）第２０条並びに中小企業団体の組

織 に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）第５条の２３第３項及び第４

７ 条 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。）、 弁 護 士 法 （ 昭 和 ２ ４ 年 法 律 第

２ ０５号）第３０条の２８第６項（同法第４３条第３項において準用する場

合 を 含 む 。）、 船 主 相 互 保 険 組 合 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 １ ７ ７ 号 ） 第 ５ ５ 条

第 ３項、司法書士法（昭和２５年法律第１９７号）第４５条の２第６項、土

地 家屋調査士法（昭和２５年法律第２２８号）第４０条の２第６項、商品先

物 取引法（昭和２５年法律第２３９号）第１１条第９項、行政書士法（昭和

２ ６年法律第４号）第１３条の２０の２第６項、投資信託及び投資法人に関

す る法律（昭和２６年法律第１９８号）第２５条第２項（同法第５９条にお

い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） 及 び 第 １ ８ ６ 条 の ２ 第 ４ 項 、 税 理 士 法 第 ４ ８ 条

の １ ９ の ２ 第 ６ 項 （ 同 法 第 ４ ９ 条 の １ ２ 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む 。）、 信 用 金 庫 法 （ 昭 和 ２ ６ 年 法 律 第 ２ ３ ８ 号 ） 第 ８ ７ 条 の ４ 第 ４ 項 、 輸

出 入取引法（昭和２７年法律第２９９号）第１５条第６項（同法第１９条の

６ に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。）、 中 小 漁 業 融 資 保 証 法 （ 昭 和 ２ ７ 年 法 律
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第 ３４６号）第５５条第５項、労働金庫法（昭和２８年法律第２２７号）第

９ １条の４第４項、技術研究組合法（昭和３６年法律第８１号）第１６条第

８ 項、農業信用保証保険法（昭和３６年法律第２０４号）第４８条の３第５

項 （ 同 法 第 ４ ８ 条 の ９ 第 ７ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。）、 社 会 保 険 労

務 士法（昭和４３年法律第８９号）第２５条の２３の２第６項、森林組合法

（昭和５３年法律第３６号）第８条の２第５項、銀行法第４９条の２第２項、

保 険業法（平成７年法律第１０５号）第６７条の２及び第２１７条第３項、

資産の流動化に関する法律（平成１０年法律第１０５号）第１９４条第４項、

弁 理士法（平成１２年法律第４９号）第５３条の２第６項、農林中央金庫法

（平成１３年法律第９３号）第９６条の２第４項、信託業法第５７条第６項、

一 般社団法人及び一般財団法人に関する法律第３３３条並びに資金決済に関

す る法律（平成２１年法律第５９号）第２０条第４項、第６１条第７項及び

第 ６３条の２０第７項（以下この節において「電子公告関係規定」と総称す

る 。） に お い て 準 用 す る 第 ９ ５ ５ 条 第 １ 項 の 規 定 又 は こ の 節 の 規 定 に 基 づ く

命 令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受

けることがなくなった日から２年を経過しない者

二 第９５４条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から２年を経

過しない者

三 法人であって、その業務を行う理事等（理事、取締役、執行役、業務を執

行 する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。第９４７条

において同じ。）のうちに前２号のいずれかに該当する者があるもの

（登録基準）

第９４４条 法務大臣は、第９４２条第１項の規定により登録を申請した者が、次に掲げ

る要 件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この

場合において、登録に関して必要な手続は、法務省令で定める。

一 電子公告調査に必要な電子計算機（入出力装置を含む。以下この号におい

て 同 じ 。） 及 び プ ロ グ ラ ム （ 電 子 計 算 機 に 対 す る 指 令 で あ っ て 、 一 の 結 果 を

得 ることができるように組み合わされたものをいう。以下この号において同

じ 。） で あ っ て 次 に 掲 げ る 要 件 の す べ て に 適 合 す る も の を 用 い て 電 子 公 告 調

査を行うものであること。

イ 当該電子計算機及びプログラムが電子公告により公告されている情報を

インターネットを利用して閲覧することができるものであること。

ロ 当該電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは

当該電子計算 機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方

法により、当 該電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用

目的に反する 動作をさせることを防ぐために必要な措置が講じられている

こと。

ハ 当該電子計算機及びプログラムがその電子公告調査を行う期間を通じて

当該電子計算 機に入力された情報及び指令並びにインターネットを利用し
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て提供を受けた情報を保存する機能を有していること。

二 電子公告調査を適正に行うために必要な実施方法が定められていること。

２ 登録は、調査機関登録簿に次に掲げる事項を記載し、又は記録してするもの

とする。

一 登録年月日及び登録番号

二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表

者の氏名

三 登録を受けた者が電子公告調査を行う事業所の所在地

（登録の更新）

第９４５条 登録は、３年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、

その期間の経過によって、その効力を失う。

２ 前３条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

（調査の義務等）

第９４６条 調査機関は、電子公告調査を行うことを求められたときは、正当な理由があ

る場合を除き、電子公告調査を行わなければならない。

２ 調査機関は、公正に、かつ、法務省令で定める方法により電子公告調査を行

わなければならない。

３ 調査機関は、電子公告調査を行う場合には、法務省令で定めるところにより、

電子 公告調査を行うことを求めた者（以下この節において「調査委託者」とい

う 。） の 商 号 そ の 他 の 法 務 省 令 で 定 め る 事 項 を 法 務 大 臣 に 報 告 し な け れ ば な ら

ない。

４ 調査機関は、電子公告調査の後遅滞なく、調査委託者に対して、法務省令で

定めるところにより、当該電子公告調査の結果を通知しなければならない。

（電子公告調査を行うことができない場合）

第９４７条 調査機関は、次に掲げる者の電子公告による公告又はその者若しくはその理

事等 が電子公告による公告に関与した場合として法務省令で定める場合におけ

る当該公告については、電子公告調査を行うことができない。

一 当該調査機関

二 当該調査機関が株式会社である場合における親株式会社（当該調査機関を

子会社とする株式会社をいう。）

三 理事等又は職員（過去２年間にそのいずれかであった者を含む。次号にお

い て 同 じ 。） が 当 該 調 査 機 関 の 理 事 等 に 占 め る 割 合 が ２ 分 の １ を 超 え る 法 人

四 理 事 等 又 は 職 員 の う ち に 当 該 調 査 機 関 （ 法 人 で あ る も の を 除 く 。） 又 は 当

該調査機関の代表権を有する理事等が含まれている法人

（事業所の変更の届出）

第９４８条 調査機関は、電子公告調査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、
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変更 しようとする日の２週間前までに、法務大臣に届け出なければならない。

（業務規程）

第９４９条 調査機関は、電子公告調査の業務に関する規程（次項において「業務規程」

と い う 。） を 定 め 、 電 子 公 告 調 査 の 業 務 の 開 始 前 に 、 法 務 大 臣 に 届 け 出 な け れ

ばならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

２ 業務規程には、電子公告調査の実施方法、電子公告調査に関する料金その他

の法務省令で定める事項を定めておかなければならない。

（業務の休廃止）

第９５０条 調査機関は、電子公告調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しよう

とす るときは、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を法務大

臣に届け出なければならない。

（財務諸表等の備置き及び閲覧等）

第９５１条 調査機関は、毎事業年度経過後３箇月以内に、その事業年度の財産目録、貸

借対 照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書（これらの作成に代

えて 電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項

に お い て 「 財 務 諸 表 等 」 と い う 。） を 作 成 し 、 ５ 年 間 事 業 所 に 備 え 置 か な け れ

ばならない。

２ 調査委託者その他の利害関係人は、調査機関に対し、その業務時間内は、い

つで も、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第２号又は第４号に掲

げる 請求をするには、当該調査機関の定めた費用を支払わなければならない。

一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄

写の請求

二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録

に 記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄

写の請求

四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって調査機関の定め

た ものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

（適合命令）

第９５２条 法務大臣は、調査機関が第９４４条第１項各号のいずれかに適合しなくなっ

たと 認めるときは、その調査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な

措置をとるべきことを命ずることができる。

（改善命令）

第９５３条 法務大臣は、調査機関が第９４６条の規定に違反していると認めるときは、

その 調査機関に対し、電子公告調査を行うべきこと又は電子公告調査の方法そ
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の他 の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができ

る。

（登録の取消し等）

第９５４条 法務大臣は、調査機関が次のいずれかに該当するときは、その登録を取り消

し、 又は期間を定めて電子公告調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずる

ことができる。

一 第９４３条第１号又は第３号に該当するに至ったとき。

二 第 ９ ４ ７ 条 （ 電 子 公 告 関 係 規 定 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） か ら 第 ９

５ ０条まで、第９５１条第１項又は次条第１項（電子公告関係規定において

準用する場合を含む。）の規定に違反したとき。

三 正当な理由がないのに第９５１条第２項各号又は次条第２項各号（電子公

告関係規定において準用する場合を含む。）の規定による請求を拒んだとき。

四 第 ９ ５ ２ 条 又 は 前 条 （ 電 子 公 告 関 係 規 定 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。）

の命令に違反したとき。

五 不正の手段により第９４１条の登録を受けたとき。

（調査記録簿等の記載等）

第９５５条 調査機関は、法務省令で定めるところにより、調査記録又はこれに準ずるも

のとして法務省令で定めるもの（以下この条において「調査記録簿等」という。）

を備 え、電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載し、又は記録し、及

び当該調査記録簿等を保存しなければならない。

２ 調査委託者その他の利害関係人は、調査機関に対し、その業務時間内は、い

つで も、当該調査機関が前項又は次条第２項の規定により保存している調査記

録 簿 等 （ 利 害 関 係 が あ る 部 分 に 限 る 。） に つ い て 、 次 に 掲 げ る 請 求 を す る こ と

がで きる。ただし、当該請求をするには、当該調査機関の定めた費用を支払わ

なければならない。

一 調査記録簿等が書面をもって作成されているときは、当該書面の写しの交

付の請求

二 調査記録簿等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記

録 に記録された事項を電磁的方法であって調査機関の定めたものにより提供

することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

（調査記録簿等の引継ぎ）

第９５６条 調査機関は、電子公告調査の業務の全部の廃止をしようとするとき、又は第

９５ ４条の規定により登録が取り消されたときは、その保存に係る前条第１項

（ 電 子 公 告 関 係 規 定 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） の 調 査 記 録 簿 等 を 他 の 調

査機関に引き継がなければならない。

２ 前項の規定により同項の調査記録簿等の引継ぎを受けた調査機関は、法務省

令で定めるところにより、その調査記録簿等を保存しなければならない。
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（法務大臣による電子公告調査の業務の実施）

第９５７条 法務大臣は、登録を受ける者がないとき、第９５０条の規定による電子公告

調査 の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があったとき、第９５４条の

規定 により登録を取り消し、又は調査機関に対し電子公告調査の業務の全部若

しく は一部の停止を命じたとき、調査機関が天災その他の事由によって電子公

告調 査の業務の全部又は一部を実施することが困難となったとき、その他必要

があ ると認めるときは、当該電子公告調査の業務の全部又は一部を自ら行うこ

とができる。

２ 法務大臣が前項の規定により電子公告調査の業務の全部又は一部を自ら行う

場合 における電子公告調査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、法

務省令で定める。

３ 第１項の規定により法務大臣が行う電子公告調査を求める者は、実費を勘案

して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

（報告及び検査）

第９５８条 法務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、調査機関に対し、その

業務 若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、調査機関の事務

所若 しくは事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を

検査させることができる。

２ 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を

携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

３ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと

解釈してはならない。

（公示）

第９５９条 法務大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一 登録をしたとき。

二 第９４５条第１項の規定により登録が効力を失ったことを確認したとき。

三 第９４８条又は第９５０条の届出があったとき。

四 第９５４条の規定により登録を取り消し、又は電子公告調査の業務の全部

若しくは一部の停止を命じたとき。

五 第９５７条第１項の規定により法務大臣が電子公告調査の業務の全部若し

く は一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行っていた電子公告調査の業

務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

第８編 罰則

（取締役等の特別背任罪）
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第９６０条 次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加

える 目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えた

とき は、１０年以下の懲役若しくは１０００万円以下の罰金に処し、又はこれ

を併科する。

一 発起人

二 設立時取締役又は設立時監査役

三 取締役、会計参与、監査役又は執行役

四 民事保全法第５６条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査

役又は執行役の職務を代行する者

五 第３４６条第２項、第３５１条第２項又は第４０１条第３項（第４０３条

第 ３ 項 及 び 第 ４ ２ ０ 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） の 規 定 に よ り

選 任された一時取締役（監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員であ

る取締役又はそれ以外の取締役）、会計参与、監査役、代表取締役、委員（指

名 委 員 会 、 監 査 委 員 会 又 は 報 酬 委 員 会 の 委 員 を い う 。）、 執 行 役 又 は 代 表 執

行役の職務を行うべき者

六 支配人

七 事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人

八 検査役

２ 次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は清算株式会社に損害

を加 える目的で、その任務に背く行為をし、当該清算株式会社に財産上の損害

を加えたときも、前項と同様とする。

一 清算株式会社の清算人

二 民事保全法第５６条に規定する仮処分命令により選任された清算株式会社

の清算人の職務を代行する者

三 第４７９条第４項において準用する第３４６条第２項又は第４８３条第６

項 において準用する第３５１条第２項の規定により選任された一時清算人又

は代表清算人の職務を行うべき者

四 清算人代理

五 監督委員

六 調査委員

（代表社債権者等の特別背任罪）

第９６１条 代表社債権者又は決議執行者（第７３７条第２項に規定する決議執行者をい

う 。 以 下 同 じ 。） が 、 自 己 若 し く は 第 三 者 の 利 益 を 図 り 又 は 社 債 権 者 に 損 害 を

加え る目的で、その任務に背く行為をし、社債権者に財産上の損害を加えたと

きは 、５年以下の懲役若しくは５００万円以下の罰金に処し、又はこれを併科

する。

（未遂罪）

第９６２条 前２条の罪の未遂は、罰する。
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（会社財産を危うくする罪）

第９６３条 第９６０条第１項第１号又は第２号に掲げる者が、第３４条第１項若しくは

第６ ３条第１項の規定による払込み若しくは給付について、又は第２８条各号

に掲 げる事項について、裁判所又は創立総会若しくは種類創立総会に対し、虚

偽の 申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときは、５年以下の懲役若しくは５０

０万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

２ 第９６０条第１項第３号から第５号までに掲げる者が、第１９９条第１項第

３号 又は第２３６条第１項第３号に掲げる事項について、裁判所又は株主総会

若し くは種類株主総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたとき

も、前項と同様とする。

３ 検査役が、第２８条各号、第１９９条第１項第３号又は第２３６条第１項第

３号 に掲げる事項について、裁判所に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠

ぺいしたときも、第１項と同様とする。

４ 第９４条第１項の規定により選任された者が、第３４条第１項若しくは第６

３条 第１項の規定による払込み若しくは給付について、又は第２８条各号に掲

げる 事項について、創立総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいし

たときも、第１項と同様とする。

５ 第９６０条第１項第３号から第７号までに掲げる者が、次のいずれかに該当

する場合にも、第１項と同様とする。

一 何人の名義をもってするかを問わず、株式会社の計算において不正にその

株式を取得したとき。

二 法令又は定款の規定に違反して、剰余金の配当をしたとき。

三 株式会社の目的の範囲外において、投機取引のために株式会社の財産を処

分したとき。

（虚偽文書行使等の罪）

第９６４条 次に掲げる者が、株式、新株予約権、社債又は新株予約権付社債を引き受け

る者 の募集をするに当たり、会社の事業その他の事項に関する説明を記載した

資料 若しくは当該募集の広告その他の当該募集に関する文書であって重要な事

項に ついて虚偽の記載のあるものを行使し、又はこれらの書類の作成に代えて

電磁 的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事

項に ついて虚偽の記録のあるものをその募集の事務の用に供したときは、５年

以下の懲役若しくは５００万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 第９６０条第１項第１号から第７号までに掲げる者

二 持分会社の業務を執行する社員

三 民事保全法第５６条に規定する仮処分命令により選任された持分会社の業

務を執行する社員の職務を代行する者

四 株式、新株予約権、社債又は新株予約権付社債を引き受ける者の募集の委

託を受けた者



- 405/422 -

powered by インターネット六法 .com

２ 株式、新株予約権、社債又は新株予約権付社債の売出しを行う者が、その売

出 し に 関 す る 文 書 で あ っ て 重 要 な 事 項 に つ い て 虚 偽 の 記 載 の あ る も の を 行 使

し、 又は当該文書の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における

当該 電磁的記録であって重要な事項について虚偽の記録のあるものをその売出

しの事務の用に供したときも、前項と同様とする。

（預合いの罪）

第９６５条 第９６０条第１項第１号から第７号までに掲げる者が、株式の発行に係る払

込み を仮装するため預合いを行ったときは、５年以下の懲役若しくは５００万

円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。預合いに応じた者も、同様とする。

（株式の超過発行の罪）

第９６６条 次に掲げる者が、株式会社が発行することができる株式の総数を超えて株式

を発行したときは、５年以下の懲役又は５００万円以下の罰金に処する。

一 発起人

二 設立時取締役又は設立時執行役

三 取締役、執行役又は清算株式会社の清算人

四 民事保全法第５６条に規定する仮処分命令により選任された取締役、執行

役又は清算株式会社の清算人の職務を代行する者

五 第 ３ ４ ６ 条 第 ２ 項 （ 第 ４ ７ ９ 条 第 ４ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） 又

は 第４０３条第３項において準用する第４０１条第３項の規定により選任さ

れ た一時取締役（監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締

役 又 は そ れ 以 外 の 取 締 役 ）、 執 行 役 又 は 清 算 株 式 会 社 の 清 算 人 の 職 務 を 行 う

べき者

（取締役等の贈収賄罪）

第９６７条 次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収

受し 、又はその要求若しくは約束をしたときは、５年以下の懲役又は５００万

円以下の罰金に処する。

一 第９６０条第１項各号又は第２項各号に掲げる者

二 第９６１条に規定する者

三 会計監査人又は第３４６条第４項の規定により選任された一時会計監査人

の職務を行うべき者

２ 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、３年以下の

懲役又は３００万円以下の罰金に処する。

（株主等の権利の行使に関する贈収賄罪）

第９６８条 次に掲げる事項に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又は

その 要求若しくは約束をした者は、５年以下の懲役又は５００万円以下の罰金

に処する。
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一 株主総会若しくは種類株主総会、創立総会若しくは種類創立総会、社債権

者集会又は債権者集会における発言又は議決権の行使

二 第２１０条若しくは第２４７条、第２９７条第１項若しくは第４項、第３

０ ３条第１項若しくは第２項、第３０４条、第３０５条第１項若しくは第３

０ ６条第１項若しくは第２項（これらの規定を第３２５条において準用する

場 合 を 含 む 。）、 第 ３ ５ ８ 条 第 １ 項 、 第 ３ ６ ０ 条 第 １ 項 若 し く は 第 ２ 項 （ こ

れ ら の 規 定 を 第 ４ ８ ２ 条 第 ４ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。）、 第 ４ ２ ２

条 第１項若しくは第２項、第４２６条第７項、第４３３条第１項若しくは第

４ ７９条第２項に規定する株主の権利の行使、第５１１条第１項若しくは第

５ ２２条第１項に規定する株主若しくは債権者の権利の行使又は第５４７条

第１項若しくは第３項に規定する債権者の権利の行使

三 社 債 の 総 額 （ 償 還 済 み の 額 を 除 く 。） の １ ０ 分 の １ 以 上 に 当 た る 社 債 を 有

する社債権者の権利の行使

四 第８２８条第１項、第８２９条から第８３１条まで、第８３３条第１項、

第 ８４７条第３項若しくは第５項、第８４７条の２第６項若しくは第８項、

第 ８４７条の３第７項若しくは第９項、第８５３条、第８５４条又は第８５

８ 条に規定する訴えの提起（株主等（第８４７条の４第２項に規定する株主

等 を い う 。 次 号 に お い て 同 じ 。）、 株 式 会 社 の 債 権 者 又 は 新 株 予 約 権 若 し く

は新株予約権付社債を有する者がするものに限る。）

五 第８４９条第１項の規定による株主等の訴訟参加

２ 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者も、同項と同様

とする。

（没収及び追徴）

第９６９条 第９６７条第１項又は前条第１項の場合において、犯人の収受した利益は、

没収 する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追

徴する。

（株主等の権利の行使に関する利益供与の罪）

第９７０条 第９６０条第１項第３号から第６号までに掲げる者又はその他の株式会社の

使用 人が、株主の権利、当該株式会社に係る適格旧株主（第８４７条の２第９

項 に 規 定 す る 適 格 旧 株 主 を い う 。 第 ３ 項 に お い て 同 じ 。） の 権 利 又 は 当 該 株 式

会社 の最終完全親会社等（第８４７条の３第１項に規定する最終完全親会社等

を い う 。 第 ３ 項 に お い て 同 じ 。） の 株 主 の 権 利 の 行 使 に 関 し 、 当 該 株 式 会 社 又

はそ の子会社の計算において財産上の利益を供与したときは、３年以下の懲役

又は３００万円以下の罰金に処する。

２ 情を知って、前項の利益の供与を受け、又は第三者にこれを供与させた者も、

同項と同様とする。

３ 株主の権利、株式会社に係る適格旧株主の権利又は株式会社の最終完全親会

社等 の株主の権利の行使に関し、当該株式会社又はその子会社の計算において
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第１ 項の利益を自己又は第三者に供与することを同項に規定する者に要求した

者も、同項と同様とする。

４ 前２項の罪を犯した者が、その実行について第１項に規定する者に対し威迫

の行為をしたときは、５年以下の懲役又は５００万円以下の罰金に処する。

５ 前３項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することがで

きる。

６ 第１項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除するこ

とができる。

（国外犯）

第９７１条 第９６０条から第９６３条まで、第９６５条、第９６６条、第９６７条第１

項、 第９６８条第１項及び前条第１項の罪は、日本国外においてこれらの罪を

犯した者にも適用する。

２ 第９６７条第２項、第９６８条第２項及び前条第２項から第４項までの罪は、

刑法（明治４０年法律第４５号）第２条の例に従う。

（法人における罰則の適用）

第９７２条 第９６０条、第９６１条、第９６３条から第９６６条まで、第９６７条第１

項又 は第９７０条第１項に規定する者が法人であるときは、これらの規定及び

第９ ６２条の規定は、その行為をした取締役、執行役その他業務を執行する役

員又は支配人に対してそれぞれ適用する。

（業務停止命令違反の罪）

第９７３条 第９５４条の規定による電子公告調査（第９４２条第１項に規定する電子公

告 調 査 を い う 。 以 下 同 じ 。） の 業 務 の 全 部 又 は 一 部 の 停 止 の 命 令 に 違 反 し た 者

は、 １年以下の懲役若しくは１００万円以下の罰金に処し、又はこれを併科す

る。

（虚偽届出等の罪）

第９７４条 次のいずれかに該当する者は、３０万円以下の罰金に処する。

一 第９５０条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 第９５５条第１項の規定に違反して、調査記録簿等（同項に規定する調査

記 録 簿 等 を い う 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。） に 同 項 に 規 定 す る 電 子 公 告 調

査 に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚

偽 の記載若しくは記録をし、又は同項若しくは第９５６条第２項の規定に違

反して調査記録簿等を保存しなかった者

三 第９５８条第１項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又

は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

（両罰規定）
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第９７５条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その

法人 又は人の業務に関し、前２条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ

か、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

（過料に処すべき行為）

第９７６条 発起人、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、会計参与若

しく はその職務を行うべき社員、監査役、執行役、会計監査人若しくはその職

務を 行うべき社員、清算人、清算人代理、持分会社の業務を執行する社員、民

事保 全法第５６条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役、執

行役 、清算人若しくは持分会社の業務を執行する社員の職務を代行する者、第

９６０条第１項第５号に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、

委員 、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、同条第２項第３号に規

定す る一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、第９６７条第１項

第３ 号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者、検査役、監督委員、調

査委 員、株主名簿管理人、社債原簿管理人、社債管理者、事務を承継する社債

管理 者、代表社債権者、決議執行者、外国会社の日本における代表者又は支配

人は 、次のいずれかに該当する場合には、１００万円以下の過料に処する。た

だし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

一 この法律の規定による登記をすることを怠ったとき。

二 この法律の規定による公告若しくは通知をすることを怠ったとき、又は不

正の公告若しくは通知をしたとき。

三 この法律の規定による開示をすることを怠ったとき。

四 この法律の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的

記 録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧若

し くは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事

項 を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付

を拒んだとき。

五 この法律の規定による調査を妨げたとき。

六 官庁、株主総会若しくは種類株主総会、創立総会若しくは種類創立総会、

社 債権者集会又は債権者集会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽し

たとき。

七 定款、株主名簿、株券喪失登録簿、新株予約権原簿、社債原簿、議事録、

財 産目録、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書、事業報告、事務報告、第４

３ ５条第２項若しくは第４９４条第１項の附属明細書、会計参与報告、監査

報 告、会計監査報告、決算報告又は第１２２条第１項、第１４９条第１項、

第 １７１条の２第１項、第１７３条の２第１項、第１７９条の５第１項、第

１ ７９条の１０第１項、第１８２条の２第１項、第１８２条の６第１項、第

２５０条第１項、第２７０条第１項、第６８２条第１項、第６９５条第１項、

第 ７８２条第１項、第７９１条第１項、第７９４条第１項、第８０１条第１

項 若しくは第２項、第８０３条第１項、第８１１条第１項若しくは第８１５
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条 第１項若しくは第２項の書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録

す べき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録を

したとき。

八 第３１条第１項の規定、第７４条第６項、第７５条第３項、第７６条第４

項 、第８１条第２項若しくは第８２条第２項（これらの規定を第８６条にお

い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。）、 第 １ ２ ５ 条 第 １ 項 、 第 １ ７ １ 条 の ２ 第 １ 項 、

第 １７３条の２第２項、第１７９条の５第１項、第１７９条の１０第２項、

第 １８２条の２第１項、第１８２条の６第２項、第２３１条第１項若しくは

第 ２５２条第１項、第３１０条第６項、第３１１条第３項、第３１２条第４

項 、第３１８条第２項若しくは第３項若しくは第３１９条第２項（これらの

規 定 を 第 ３ ２ ５ 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。）、 第 ３ ７ １ 条 第 １ 項 （ 第

４ ９ ０ 条 第 ５ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。）、 第 ３ ７ ８ 条 第 １ 項 、 第 ３

９ ４条第１項、第３９９条の１１第１項、第４１３条第１項、第４４２条第

１ 項若しくは第２項、第４９６条第１項、第６８４条第１項、第７３１条第

２ 項、第７８２条第１項、第７９１条第２項、第７９４条第１項、第８０１

条 第３項、第８０３条第１項、第８１１条第２項又は第８１５条第３項の規

定 に違反して、帳簿又は書類若しくは電磁的記録を備え置かなかったとき。

九 正当な理由がないのに、株主総会若しくは種類株主総会又は創立総会若し

く は種類創立総会において、株主又は設立時株主の求めた事項について説明

をしなかったとき。

十 第１３５条第１項の規定に違反して株式を取得したとき、又は同条第３項

の規定に違反して株式の処分をすることを怠ったとき。

十一 第１７８条第１項又は第２項の規定に違反して、株式の消却をしたとき。

十二 第１９７条第１項又は第２項の規定に違反して、株式の競売又は売却を

したとき。

十三 株式、新株予約権又は社債の発行の日前に株券、新株予約権証券又は社

債券を発行したとき。

十四 第２１５条第１項、第２８８条第１項又は第６９６条の規定に違反して、

遅滞なく、株券、新株予約権証券又は社債券を発行しなかったとき。

十五 株券、新株予約権証券又は社債券に記載すべき事項を記載せず、又は虚

偽の記載をしたとき。

十六 第２２５条第４項、第２２６条第２項、第２２７条又は第２２９条第２

項の規定に違反して、株券喪失登録を抹消しなかったとき。

十七 第２３０条第１項の規定に違反して、株主名簿に記載し、又は記録した

とき。

十八 第２９６条第１項の規定又は第３０７条第１項第１号（第３２５条にお

い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） 若 し く は 第 ３ ５ ９ 条 第 １ 項 第 １ 号 の 規 定 に よ る

裁判所の命令に違反して、株主総会を招集しなかったとき。

十九 第３０３条第１項又は第２項（これらの規定を第３２５条において準用

す る 場 合 を 含 む 。） の 規 定 に よ る 請 求 が あ っ た 場 合 に お い て 、 そ の 請 求 に 係
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る事項を株主総会又は種類株主総会の目的としなかったとき。

十九 の２ 第３３１条第６項の規定に違反して、社外取締役を監査等委員であ

る取締役の過半数に選任しなかったとき。

二十 第３３５条第３項の規定に違反して、社外監査役を監査役の半数以上に

選任しなかったとき。

二十 一 第３４３条第２項（第３４７条第２項の規定により読み替えて適用す

る 場 合 を 含 む 。） 又 は 第 ３ ４ ４ 条 の ２ 第 ２ 項 （ 第 ３ ４ ７ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ

り 読 み 替 え て 適 用 す る 場 合 を 含 む 。） の 規 定 に よ る 請 求 が あ っ た 場 合 に お い

て 、その請求に係る事項を株主総会若しくは種類株主総会の目的とせず、又

は その請求に係る議案を株主総会若しくは種類株主総会に提出しなかったと

き。

二十 二 取締役（監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役

又 は そ れ 以 外 の 取 締 役 ）、 会 計 参 与 、 監 査 役 、 執 行 役 又 は 会 計 監 査 人 が こ の

法 律又は定款で定めたその員数を欠くこととなった場合において、その選任

（ 一 時 会 計 監 査 人 の 職 務 を 行 う べ き 者 の 選 任 を 含 む 。） の 手 続 を す る こ と を

怠ったとき。

二十 三 第３６５条第２項（第４１９条第２項及び第４８９条第８項において

準 用 す る 場 合 を 含 む 。） の 規 定 に 違 反 し て 、 取 締 役 会 又 は 清 算 人 会 に 報 告 せ

ず、又は虚偽の報告をしたとき。

二十 四 第３９０条第３項の規定に違反して、常勤の監査役を選定しなかった

とき。

二十 五 第４４５条第３項若しくは第４項の規定に違反して資本準備金若しく

は 準備金を計上せず、又は第４４８条の規定に違反して準備金の額の減少を

したとき。

二十六 第４４９条第２項若しくは第５項、第６２７条第２項若しくは第５項、

第 ６３５条第２項若しくは第５項、第６７０条第２項若しくは第５項、第７

７ ９条第２項若しくは第５項（これらの規定を第７８１条第２項において準

用 す る 場 合 を 含 む 。）、 第 ７ ８ ９ 条 第 ２ 項 若 し く は 第 ５ 項 （ こ れ ら の 規 定 を

第 ７ ９ ３ 条 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。）、 第 ７ ９ ９ 条 第 ２ 項 若 し

く は 第 ５ 項 （ こ れ ら の 規 定 を 第 ８ ０ ２ 条 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む 。）、 第 ８ １ ０ 条 第 ２ 項 若 し く は 第 ５ 項 （ こ れ ら の 規 定 を 第 ８ １ ３ 条 第 ２

項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） 又 は 第 ８ ２ ０ 条 第 １ 項 若 し く は 第 ２ 項 の

規 定に違反して、資本金若しくは準備金の額の減少、持分の払戻し、持分会

社 の財産の処分、組織変更、吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株

式 交換、株式移転又は外国会社の日本における代表者の全員の退任をしたと

き。

二十 七 第４８４条第１項若しくは第６５６条第１項の規定に違反して破産手

続 開始の申立てを怠ったとき、又は第５１１条第２項の規定に違反して特別

清算開始の申立てをすることを怠ったとき。

二十 八 清算の結了を遅延させる目的で、第４９９条第１項、第６６０条第１
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項又は第６７０条第２項の期間を不当に定めたとき。

二十 九 第５００条第１項、第５３７条第１項又は第６６１条第１項の規定に

違反して、債務の弁済をしたとき。

三十 第５０２条又は第６６４条の規定に違反して、清算株式会社又は清算持

分会社の財産を分配したとき。

三十一 第５３５条第１項又は第５３６条第１項の規定に違反したとき。

三十 二 第５４０条第１項若しくは第２項又は第５４２条第１項若しくは第２

項の規定による保全処分に違反したとき。

三十 三 第７０２条の規定に違反して社債を発行し、又は第７１４条第１項の

規定に違反して事務を承継する社債管理者を定めなかったとき。

三十四 第８２７条第１項の規定による裁判所の命令に違反したとき。

三十五 第９４１条の規定に違反して、電子公告調査を求めなかったとき。

第９７７条 次のいずれかに該当する者は、１００万円以下の過料に処する。

一 第９４６条第３項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした

者

二 第９５１条第１項の規定に違反して、財務諸表等（同項に規定する財務諸

表 等 を い う 。 以 下 同 じ 。） を 備 え 置 か ず 、 又 は 財 務 諸 表 等 に 記 載 し 、 若 し く

は 記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若し

くは記録をした者

三 正当な理由がないのに、第９５１条第２項各号又は第９５５条第２項各号

に掲げる請求を拒んだ者

第９７８条 次のいずれかに該当する者は、１００万円以下の過料に処する。

一 第６条第３項の規定に違反して、他の種類の会社であると誤認されるおそ

れのある文字をその商号中に用いた者

二 第７条の規定に違反して、会社であると誤認されるおそれのある文字をそ

の名称又は商号中に使用した者

三 第 ８ 条 第 １ 項 の 規 定 に 違 反 し て 、 他 の 会 社 （ 外 国 会 社 を 含 む 。） で あ る と

誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した者

第９７９条 会社の成立前に当該会社の名義を使用して事業をした者は、会社の設立の登

録免許税の額に相当する過料に処する。

２ 第８１８条第１項又は第８２１条第１項の規定に違反して取引をした者も、

前項と同様とする。

附則

（施行期日）

１ この法律は、公布の日から起算して１年６月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。
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（経過措置の原則）

２ こ の 法 律 の 規 定 （ 罰 則 を 除 く 。） は 、 他 の 法律 に 特 別 の 定 めが あ る 場 合 を 除き 、 こ の

法律の施行前に生じた事項にも適用する。

（商号の使用に関する経過措置）

３ 第６条第３項の規定は、この法律の施行の際現にその商号中に合同会社であると誤認

されるおそれのある文字を用いている場合における会社法の施行に伴う関係法律の整備

等に関する法律（平成１７年法律第８７号）第３条第２項に規定する特例有限会社、同

法第６６条第１項前段の規定により存続する株式会社又は同条第３項前段の規定により

存続する合名会社若しくは合資会社については、この法律の施行の日から起算して６月

間（これらの会社が当該期間内に商号の変更をした場合にあっては、当該商号の変更を

するまでの期間）は、適用しない。

（合併等に際して株主等に対して交付する金銭等に関する経過措置）

４ この法律の施行の日から１年を経過する日までの間において合併契約が締結される合

併、吸収分割契約が締結される吸収分割若しくは新設分割計画が作成される新設分割、

株式交換契約が締結される株式交換又は株式移転計画が作成される株式移転の手続に関

する第７４９条第１項第２号、第７５１条第１項、第７５３条第１項、第７５５条第１

項、第７５８条第４号、第７６０条、第７６３条、第７６５条第１項、第７６８条第１

項第２号、第７７０条第１項及び第７７３条第１項の規定の適用については、第７４９

条第１項第２号中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項（ロからホまでに掲

げ る 事 項 を 除 く 。）」 と 、 第 ７ ５ １ 条 第 １ 項 各 号 列 記 以 外 の 部 分 中 「 次 に 掲 げ る 事 項 」

と あ る の は 「 次 に 掲 げ る 事 項 （ 第 ３ 号 及 び 第 ４ 号 に 掲 げ る 事 項 を 除 く 。）」 と 、 第 ７ ５

３条第１項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項（第

８ 号 及 び 第 ９ 号 に 掲 げ る 事 項 を 除 く 。）」 と 、 第 ７ ５ ５ 条 第 １ 項 各 号 列 記 以 外 の 部 分 中

「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項（第６号及び第７号に掲げる事項を除

く 。）」 と 、 第 ７ ５ ８ 条 第 ４ 号 中 「 次 に 掲 げ る 事 項 」 と あ る の は 「 次 に 掲 げ る 事 項 （ ロ

か ら ホ ま で に 掲 げ る 事 項 を 除 く 。）」 と 、 第 ７ ６ ０ 条 各 号 列 記 以 外 の 部 分 中 「 次 に 掲 げ

る 事 項 」 と あ る の は 「 次 に 掲 げ る 事 項 （ 第 ５ 号 に 掲 げ る 事 項 を 除 く 。）」 と 、 第 ７ ６ ３

条各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項（第８号及び

第 ９ 号 に 掲 げ る 事 項 を 除 く 。）」 と 、 第 ７ ６ ５ 条 第 １ 項 各 号 列 記 以 外 の 部 分 中 「 次 に 掲

げ る 事 項 」 と あ る の は 「 次 に 掲 げ る 事 項 （ 第 ６ 号 及 び 第 ７ 号 に 掲 げ る 事 項 を 除 く 。）」

と、第７６８条第１項第２号中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項（ロか

ら ホ ま で に 掲 げ る 事 項 を 除 く 。）」 と 、 第 ７ ７ ０ 条 第 １ 項 各 号 列 記 以 外 の 部 分 中 「 次 に

掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項（第３号及び第４号に掲げる事項を除く。）」

と、第７７３条第１項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げ

る事項（第７号及び第８号に掲げる事項を除く。）」とする。

附則 （平成１８年６月２日法律第５０号） 抄

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附則 （平成１８年６月１４日法律第６６号） 抄
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この法律は、平成１８年証券取引法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号

に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第 １ ２ ７ 条 中 公 認 会 計 士 法 第 ４ 条 第 ２ 号 の改 正 規 定 （「若 しく は 第 １ ９ ８ 条」 を 「 か

ら 第 １ ９ ８ 条 ま で 」 に 改 め る 部 分 に 限 る 。）、 第 １ ２ ８ 条 第 １ 項 の 規 定 、 第 ２ ０ ５ 条 中

会 社 法 第 ３ ３ １ 条 第 １ 項 第 ３ 号 の 改 正 規 定 （「 第 １ ９ ７ 条 第 １項 第 １ 号 か ら 第４ 号 ま で

若しくは第７号若しくは第２項、第１９８条第１号から第１０号まで、第１８号若しく

は第１９号」を「第１９７条、第１９７条の２第１号から第１０号まで若しくは第１３

号 、 第 １ ９ ８ 条 第 ８ 号 」 に 改 め る 部 分 に 限 る 。）、 第 ２ ０ ６ 条 第 １ 項 の 規 定 及 び 第 ２ １

３ 条 中 金 融 庁 設 置 法 第 ２ ０ 条 第 １ 項 の 改 正 規 定 （「 、 検 査 」 の下 に 「 、 報 告 若し く は 資

料 の 提 出 の 命 令 、 質 問 若 し く は 意 見 の 徴 取 」 を 加 え る 部 分 に 限る 。） 平 成 １８ 年 証 券

取引法改正法附則第１条第１号に掲げる規定の施行の日

附則 （平成１８年１２月１５日法律第１０９号） 抄

この法律は、新信託法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当

該各号に定める日から施行する。

一 第 ９ 条 （ 商 法 第 ７ 条 の 改 正 規 定 に 限 る 。）、 第 ２ ５ 条 （ 投 資 信 託 及 び 投 資 法 人 に 関 す

る 法 律 第 ２ ５ １ 条 第 ２ ４ 号 の 改 正 規 定 に 限 る 。）、 第 ３ ７ 条 （ 金 融 機 関 の 合 併 及 び 転 換

に 関 す る 法 律 第 ７ ６ 条 第 ７ 号 の 改 正 規 定 に 限 る 。）、 第 ４ ９ 条 （ 保 険 業 法 第 １ ７ 条 の ６

第１項第７号、第５３条の１２第８項、第５３条の１５、第５３条の２５第２項、第５

３条の２７第３項、第５３条の３２、第１８０条の５第３項及び第４項並びに第１８０

条 の ９ 第 ５ 項 の 改 正 規 定 に 限 る 。）、 第 ５ ５ 条 （ 資 産 の 流 動 化 に 関 す る 法 律 第 ７ ６ 条 第

６項、第８５条、第１６８条第５項、第１７１条第６項及び第３１６条第１項第２３号

の 改 正 規 定 に 限 る 。）、 第 ５ ９ 条 、 第 ７ ５ 条 及 び 第 ７ ７ 条 （ 会 社 法 目 次 の 改 正 規 定 、 同

法第１３２条に２項を加える改正規定、同法第２編第２章第３節中第１５４条の次に１

款を加える改正規定、同法第２編第３章第４節中第２７２条の次に１款を加える改正規

定、同法第６９５条の次に１条を加える改正規定及び同法第９４３条第１号の改正規定

を除く。）の規定 公布の日

附則 （平成１９年５月１６日法律第４７号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成２０年４月１日から施行する。

附則 （平成１９年６月２７日法律第９９号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める

日（以下「施行日」という。）から施行する。

（罰則に関する経過措置）

第２８条 この法律（附則第１条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条に

お い て 同 じ 。） の 施 行 前 に し た 行 為 及 び こ の 附 則 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ
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ることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用に

ついては、なお従前の例による。

（政令への委任）

第２９条 附則第２条から第１９条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に

関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則 （平成２０年６月１３日法律第６５号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

（罰則の適用に関する経過措置）

第４０条 この法律（附則第１条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条に

お い て 同 じ 。） の 施 行 前 に し た 行 為 及 び こ の 附 則 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ

ることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用に

ついては、なお従前の例による。

附則 （平成２１年４月３０日法律第２９号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

附則 （平成２１年６月２４日法律第５８号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

（罰則の適用に関する経過措置）

第１９条 この法律（附則第１条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条に

お い て 同 じ 。） の 施 行 前 に し た 行 為 及 び こ の 附 則 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ

ることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用に

ついては、なお従前の例による。

（政令への委任）

第２０条 附則第２条から第５条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関

し必要な経過措置は、政令で定める。

附則 （平成２１年７月１０日法律第７４号） 抄

（施行期日）
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第１条 この法律は、公布の日から起算して１年６月を超えない範囲内において政令で定

める日（以下「施行日」という。）から施行する。

附則 （平成２３年５月２５日法律第５３号）

この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。

附則 （平成２３年６月２４日法律第７４号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して２０日を経過した日から施行する。

附則 （平成２４年３月３１日法律第１６号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成２４年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。

一から五まで 略

六 次に掲げる規定 平成２５年７月１日

イ及びロ 略

ハ 第７条の規定及び附則第７２条から第７８条までの規定

（罰則の適用に関する経過措置）

第７９条 この法律（附則第１条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条に

お い て 同 じ 。） の 施 行 前 に し た 行 為 及 び こ の 附 則 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ

ることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用に

ついては、なお従前の例による。

（政令への委任）

第８０条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政

令で定める。

附則 （平成２５年６月１９日法律第４５号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行

する。

一 第１条中金融商品取引法第１９７条の２の次に１条を加える改正規定、同法第

１９８条第２号の次に２号を加える改正規定並びに同法第１９８条の３、第１９

８条の６第２号、第２０５条第１４号並びに第２０７条第１項第２号及び第２項

の改正規定、第３条の規定、第４条中農業協同組合法第１１条の４第４項の次に

１項を加える改正規定、第５条のうち水産業協同組合法第１１条の１１中第５項

を第６項とし、第４項の次に１項を加える改正規定、第８条の規定（投資信託及
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び 投 資 法 人 に 関 す る 法 律 第 ２ ５ ２ 条 の 改 正 規 定 を 除 く 。）、 第 １ ４ 条 の う ち 銀 行

法第１３条中第５項を第６項とし、第４項の次に１項を加える改正規定及び同法

第５２条の２２第４項中「前３項」を「前各項」に改め、同項を同条第５項とし、

同条第３項の次に１項を加える改正規定、第１５条の規定、第１９条のうち農林

中央金庫法第５８条中第５項を第６項とし、第４項の次に１項を加える改正規定、

第２１条中信託業法第９１条、第９３条、第９６条及び第９８条第１項の改正規

定、第２２条の規定並びに附則第３０条（株式会社地域経済活性化支援機構法（平

成 ２ １ 年 法 律 第 ６ ３ 号 ） 第 ２ ３ 条 第 ２ 項 の 改 正 規 定 に 限 る 。）、 第 ３ １ 条 （ 株 式

会社東日本大震災事業者再生支援機構法（平成２３年法律第１１３号）第１７条

第 ２ 項 の 改 正 規 定 に 限 る 。）、 第 ３ ２ 条 、 第 ３ ６ 条 及 び 第 ３ ７ 条 の 規 定 公 布 の

日から起算して２０日を経過した日

（罰則の適用に関する経過措置）

第３６条 この法律（附則第１条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条に

お い て 同 じ 。） の 施 行 前 に し た 行 為 及 び こ の 附 則 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ

ることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用に

ついては、なお従前の例による。

（政令への委任）

第３７条 附則第２条から第１５条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に

関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

附則 （平成２６年５月３０日法律第４２号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して２年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

附則 （平成２６年６月２７日法律第９０号）

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して１年６月を超えない範囲内において政令で定

める日から施行する。

（経過措置の原則）

第 ２ 条 こ の 法 律 に よ る 改 正 後 の 会 社 法 （ 以 下「 新 会 社 法 」 と いう 。） の 規 定 （罰 則 を 除

く。）は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行の日（以下「施

行 日 」 と い う 。） 前に 生 じ た 事 項 に も 適 用 す る 。 た だ し 、 こ の 法 律 に よ る 改 正 前 の

会社法（以下「旧会社法」という。）の規定によって生じた効力を妨げない。

（委員会設置会社に関する経過措置）

第３条 この法律の施行の際現に委員会設置会社（旧会社法第２条第１２号に規定する委
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員 会 設 置 会 社 を い う 。 次 項 に お い て 同 じ 。） で あ る 株 式 会 社 又 は 施 行 日 前 に 旧 会 社

法第３０条第１項の規定による定款（同号に規定する委員会を置く旨の定めがある

も の に 限 る 。） の認 証 を 受 け 、 こ の 法 律 の 施 行 後 に 成 立 す る 株 式 会 社 の 定 款 に は 、

新会社法第２条第１２号に規定する指名委員会等を置く旨の定めがあるものとみな

す。

２ 旧会社法の規定による委員会設置会社の登記は、新会社法第９１１条第３項

第２３号に掲げる事項の登記とみなす。

（社外取締役及び社外監査役の要件に関する経過措置）

第４条 この法律の施行の際現に旧会社法第２条第１５号に規定する社外取締役又は同条

第１６号に規定する社外監査役を置く株式会社の社外取締役又は社外監査役につい

ては、この法律の施行後最初に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時

までは、新会社法第２条第１５号又は第１６号の規定にかかわらず、なお従前の例

による。

（詐害事業譲渡等に関する経過措置）

第５条 施行日前に会社の他の会社に対する事業の譲渡に係る契約が締結された場合にお

けるその事業の譲渡については、新会社法第２３条の２の規定は、適用しない。

２ 施 行 日 前 に 会 社 の 商 人 （ 会 社 を 除 く 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。） に 対 す る

事業の譲渡又は商人の営業の譲受けに係る契約が締結された場合におけるその事業

の譲渡又は営業の譲受けについては、新会社法第２４条の規定にかかわらず、なお

従前の例による。

（設立時発行株式に関する経過措置）

第６条 施行日前に旧会社法第３０条第１項の認証を受けた定款に係る株式会社の設立に

際して発行する設立時発行株式については、新会社法第５２条の２、第１０２条第

３項及び第４項、第１０２条の２並びに第１０３条第２項及び第３項の規定は、適

用しない。

（公開会社となる場合における発行可能株式総数に関する経過措置）

第７条 施行日前に公開会社でない株式会社が公開会社となる旨の定款の変更に係る決議

をするための株主総会の招集手続が開始された場合におけるその定款の変更後の発

行可能株式総数については、新会社法第１１３条第３項の規定にかかわらず、なお

従前の例による。

（定款の変更等に係る株式買取請求に関する経過措置）

第８条 施行日前に旧会社法第１１６条第１項各号の行為に係る決議をするための株主総

会の招集手続が開始された場合（同項各号の行為をするために株主総会の決議を要

しない場合にあっては、当該行為に係る取締役会の決議又は取締役若しくは執行役

の決定が行われたとき）におけるその行為に係る株式買取請求については、なお従
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前の例による。

（定款の変更に係る新株予約権買取請求に関する経過措置）

第９条 施行日前に旧会社法第１１８条第１項各号に掲げる定款の変更に係る決議をする

ための株主総会の招集手続が開始された場合におけるその定款の変更に係る新株予

約権買取請求については、なお従前の例による。

（全部取得条項付種類株式の取得に関する経過措置）

第１０条 施行日前に旧会社法第１７１条第１項の決議をするための株主総会の招集手続

が開始された場合におけるその全部取得条項付種類株式の取得については、なお

従前の例による。

（株式の併合に関する経過措置）

第１１条 施行日前に旧会社法第１８０条第２項の決議をするための株主総会の招集手続

が開始された場合におけるその株式の併合については、なお従前の例による。

（募集株式に関する経過措置）

第１２条 施行日前に旧会社法第１９９条第２項に規定する募集事項の決定があった場合

におけるその募集株式については、新会社法第２０５条第２項、第２０６条の２、

第２０９条第２項及び第３項、第２１３条の２並びに第２１３条の３の規定は、

適用しない。

（新株予約権に関する経過措置）

第１３条 施行日前に旧会社法第２３８条第１項に規定する募集事項の決定があった場合

におけるその募集新株予約権については、新会社法第２４４条第３項、第２４４

条の２、第２８２条第２項及び第３項、第２８６条の２並びに第２８６条の３の

規定は、適用しない。

２ 施 行 日 前 に 発 行 さ れ た 新 株 予 約 権 （ 募 集 新 株 予 約 権 を 除 く 。） に つ い て は 、

新会社法第２８２条第２項及び第３項、第２８６条の２並びに第２８６条の３の

規定は、適用しない。

（新株予約権無償割当てに関する経過措置）

第１４条 施行日前に旧会社法第２７８条第１項各号に掲げる事項の決定があった場合に

おけるその新株予約権無償割当てについては、なお従前の例による。

（会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定に関する経過措置）

第１５条 施行日前に会計監査人の選任若しくは解任又は会計監査人を再任しないことに

関する決議をするための株主総会の招集手続が開始された場合における会計監査

人の選任若しくは解任又は会計監査人を再任しないことに係る手続については、

新会社法第３４４条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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（取締役等の責任の一部の免除等に関する経過措置）

第１６条 取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人の施行日前の行為に基づく

責任の一部の免除及び当該責任の限度に関する契約については、新会社法第４２

５条から第４２７条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合に

おいて、当該責任の一部の免除をしようとする時に監査等委員会設置会社（新会

社 法 第 ２ 条 第 １ １ 号 の ２ に 規 定 す る 監 査 等 委 員 会 設 置 会 社 を い う 。） で あ る 株 式

会社についての旧会社法第４２５条第３項（旧会社法第４２６条第２項及び第４

２ ７ 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。） の 規 定

の適用については、旧会社法第４２５条第３項中「監査役設置会社又は委員会設

置会社」とあるのは「監査等委員会設置会社（会社法の一部を改正する法律（平

成２６年法律第９０号）による改正後の会社法（以下この項において「新会社法」

と いう 。）第 ２条 第１ １号の ２に 規定す る監査 等委 員会設 置会 社をい う 。）」 と、

「次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者」とあるのは「各

監査等委員（新会社法第３８条第２項に規定する監査等委員をいう。）」とする。

（子会社の株式又は持分の譲渡に関する経過措置）

第１７条 施行日前に子会社の株式又は持分の全部又は一部の譲渡に係る契約が締結され

た場合におけるその譲渡については、新会社法第４６７条第１項及び第５３６条

第１項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

（事業譲渡等に関する経過措置）

第１８条 施行日前に旧会社法第４６８条第１項に規定する事業譲渡等に係る契約が締結

された場合におけるその事業譲渡等については、新会社法第４６９条及び第４７

０条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

（株式会社の清算に関する経過措置）

第１９条 施行日前に旧会社法第４７５条各号に掲げる場合に該当することとなった清算

株式会社の監査役については、新会社法第４７８条第６項及び第７項の規定にか

かわらず、なお従前の例による。

（株式会社の合併等に関する経過措置）

第２０条 施行日前に合併契約、吸収分割契約若しくは株式交換契約が締結され、又は組

織変更計画、新設分割計画若しくは株式移転計画が作成された組織変更、合併、

吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転については、なお従前の例による。

（責任追及等の訴えに関する経過措置）

第２１条 施行日前に旧会社法第８４７条第１項に規定する責任追及等の訴えが提起され

た場合における当該責任追及等の訴えについては、なお従前の例による。

２ 施行日前に新会社法第８４７条の２第１項各号に掲げる行為の効力が生じた



- 420/422 -

powered by インターネット六法 .com

場合については、同条の規定は、適用しない。

３ 施行日前にその原因となった事実が生じた特定責任（新会社法第８４７条の

３第４項に規定する特定責任をいう。）については、同条の規定は、適用しない。

（監査役の監査の範囲の限定等に係る登記に関する経過措置）

第２２条 この法律の施行の際現に監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨

の定款の定めがある株式会社は、この法律の施行後最初に監査役が就任し、又は

退任するまでの間は、新会社法第９１１条第３項第１７号イに掲げる事項の登記

をすることを要しない。

２ 株式会社についてこの法律の施行の際現に旧会社法第９１１条第３項第２５

号又は第２６号の規定による登記がある場合は、当該株式会社は、当該登記に係

る取締役又は監査役の任期中に限り、当該登記の抹消をすることを要しない。

（罰則に関する経過措置）

第２３条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされ

る場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前

の例による。

（政令への委任）

第２４条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政

令で定める。

（検討）

第２５条 政府は、この法律の施行後２年を経過した場合において、社外取締役の選任状

況その他の社会経済情勢の変化等を勘案し、企業統治に係る制度の在り方につい

て検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、社外取締役を

置くことの義務付け等所要の措置を講ずるものとする。

附則 （平成２６年６月２７日法律第９１号） 抄

この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附則 （平成２７年９月４日法律第６３号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成２８年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。

（会社法の一部改正に伴う経過措置）

第９６条 前条の規定による改正後の会社法（以下この条において「新会社法」という。）

第９４３条の規定の適用については、旧農協法第９２条第５項（附則第１０条の

規 定 に よ り な お そ の 効 力 を 有 す る こ と と さ れ る 場 合 を 含 む 。） にお い て 準 用 す る
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前条の規定による改正前の会社法第９５５条第１項の規定に違反し、刑に処せら

れた者は、新農協法第９７条の４第５項において準用する新会社法第９５５条第

１項の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。

（罰則に関する経過措置）

第１１４条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によ

るこ ととされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとさ

れ る 場 合 に お け る こ の 法 律 の 施 行 後 に し た 行 為 に 対 す る 罰 則 の 適 用 に つ い て

は、なお従前の例による。

附則 （平成２８年６月３日法律第６２号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

（罰則に関する経過措置）

第１８条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例に

よる。

（その他の経過措置の政令への委任）

第１９条 附則第２条から第８条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関

し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

（検討）

第２０条 政府は、この法律の施行後５年を目途として、この法律による改正後のそれぞ

れ の 法 律 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 改 正 後 の 各 法 律 」 と い う 。） の施 行 の 状 況 等 を

勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、

その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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